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巻 頭 言 

 

衆議院調査局長 山 本 直 和 

 

 本年は、年初めより非常に多くの災害が発生いたしました。中でも、３月に

発生した国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震は、東北地方太平洋

側を中心に広い範囲に甚大な被害をもたらしました。本号では、この「東日本

大震災」に関連して、増田寛也（株）野村総合研究所顧問、坂東眞理子昭和女

子大学学長、鎌田浩毅京都大学大学院教授といった各界でご活躍中の有識者の

皆様から、「東日本大震災に係る諸課題」「東日本大震災に係る被災者支援の在

り方」「東日本大震災後の我が国における防災の課題」と題した論文をご寄稿い

ただき、これを掲載するとともに、各調査室の調査員の執筆による「東日本大

震災」に関連する諸施策についての解説等、各分野における政策課題について

執筆したものを掲載いたしました。 

衆議院調査局は、各委員会が所管する国政に関する事項を中心に情報の収

集・調査・分析等を通じ、委員会及び議員の立法・調査活動を補佐する機関と

して、平成10年に改組・発足して以来、着実に実績を積み重ねてまいりました。 

業務・活動の一環である、本誌「RESEARCH BUREAU 論究」は、議員の立法・国

政調査活動に資するとともに調査局調査員の一層の調査能力向上等を目的に研

鑽結果を外部公表するため、平成17年に創刊したものでありますが、今回第８

号を発行する運びとなりました。 

また、本誌とは別に、経済・財政・金融、安全保障等その時々のテーマを扱

った「別冊論究」も既に11号を重ねてまいりましたので、それらも併せてご利

用いただければと存じます。 

今後とも、より質の高い多種多様な情報を提供することができるよう、一層

の充実を図ってまいりたいと考えております。引き続き忌憚のないご指摘、ご

意見を賜りますようお願い申し上げます。 
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Ⅰ はじめに 

 2011 年３月 11 日午後２時 46分。私たちは

この時を永遠に語り継いでいかなければなら

ない。千年に一度とも言われる大震災と巨大

津波は、かけがえのない尊い生命を一瞬にし

て奪い、日常の暮らしを破壊し尽くした。昨

日まで確かにそこにあったはずの街並みはが

れきと化し、変わり果ててしまった。 

 あれから８か月が経過した。絶望のふちに

あった被災地から、少しずつ再生に向けた動

きが出始めてきた。地震、津波、原発事故、

電力喪失、風評被害。未曽有の被害をもたら

した東日本大震災を経験して、私たちは何が

起きたのか正確に理解することから始め、次

なる災禍への備えを確実したい。何よりも、

被災地の復旧、復興、そして日本の再生に向

けて歩み出さなければならない。 

 筆者は 1995 年から 2007 年まで３期 12年、

岩手県知事として行政の最高責任者の任にあ

った。岩手県内の沿岸地域はもちろんのこと、

宮城県の仙台市、石巻市、気仙沼市なども度々

訪れた地である。被災地を知り尽くした者と

して、今回の大震災による衝撃は殊の外大き

いものがある。現段階での情報をもとに、過

去を振り返りつつ復旧、復興や日本再生に向

けての課題を述べてみたい。 

 

Ⅱ 大震災の特色 

 今回の大震災の特色は、第１に、被災地が

太平洋沿岸 500 ㎞に及び、極めて広域である

こと、第２に、予定していた避難所が流され

るなど従来の防災計画の前提をはるかに超え

る規模の津波に襲われたため、被災者が各地

に点在する結果となり、安否確認やその後の

対応に困難を極めたこと、第３に、役場の建

物が津波に襲われ、役場機能そのものが完全

に失われた市町村があったこと、第４に、政

府は原発事故への対応に追われ、津波被害へ

の迅速な対応に全力を集中することが難しか

ったこと、などである。 

 ところで、今回は千年に一度の大震災と言

われている。地震の規模Ｍ9.0 は、過去の明

治三陸大地震、宮城県沖地震などをはるかに

上回る大きさであり、千年以上歴史を遡れば

貞観地震に行き着く。国の正史としては『古

事記』以来６番目、菅原道真らの編纂による

『日本三大実録』によれば、貞観 11年（869

年）陸奥国を巨大な地震が襲い、その津波に

より溺死者が１千人でたとある。仙台平野内

陸５㎞、多賀城下（現在の多賀城市）まで津

波が到来したとの記述が真実かどうか長い間

議論となってきたが、最近の研究によりほぼ

正確であることが判明してきた。当時の人口

は約 500 万人（推定）であり、現代では約２

万人規模の溺死者となろう。これは、まさに

今回の被害と同じである。ちなみに、津波の

到来地域も、今回、仙台東部道路が防波堤の
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ような役割を果たしはしたが、仙台平野内陸

４～５㎞まで及んでいることも貞観地震によ

る津波と一致している。このように、東日本

大震災は貞観地震と多くの類似性をもち、千

年に一度起こるかどうかという巨大な規模で

地域を完全に破壊した。結果として「3.11」

以前の生活を取り戻す感覚を根本から捨て去

らなければならないほど、被災地が負った痛

みは大きい。関係者はゼロからの視点で東北

を見つめ直す覚悟が必要となる。その復旧、

復興に当たっては前例にとらわれることなく、

全く白紙のカンバスに思い切った絵を描くつ

もりで取り組むことが肝要だろう。 

 こうした中で大震災の発生後は、まず人命

救助が最優先され、次いで被災者の仮設住宅

への収容、各種インフラ施設の復旧、そして

地域の復興へと段階が進んでゆく。この一連

の過程で、人命救助から復旧までは政府が主

体的に動くべきである。 

 このような危機管理におけるリーダーシッ

プとは、権限を一元的に集中させ、場面に応

じて機動的に行使していくことに他ならない。

今回の場合、基礎自治体たる市町村の多くの

機能が失われてしまった。したがって、広域

的自治体たる県が直ちに市町村機能を補完す

る役目を果たし、中央で権限を集中させた政

府の対策本部と連携していくべきであった。

しかしながら、両者の連携は必ずしもスムー

ズにはいかなかった。政府が３月中に対策本

部を 20 以上も立ち上げたことも混乱を招い

た原因となった。こうしたことが、その後の

復旧の遅れにつながったことは否めない。 

 次に、復旧から復興の段階に移行すると、

主役は地域の自治体となる。震災直後の混乱

期には中央主導は極めて有効な枠組みである

が、即地的な町づくりが議論の対象となる復

興段階では、地域の自治体が主体となり、住

民参加の視点を持つことが重要となる。 

 確かに町の復興のビジョンづくりをすべて

地元に任せると、単純に元に戻すだけになる

のではないかと危惧する向きもある。ここで

重要なことは、政府、県、市町村の連携であ

ろう。まず政府がどう復興するかの大方針を

示し、それを踏まえて県と市町村が具体策を

詰めるべきであるが、市町村長は住民に寄り

添う立場であり、住民に対して時には厳しい

選択をお願いする役を担うのは知事しかいな

い。こうした場合、知事はまさに全身全霊を

かけて、住民の理解を得なければならないだ

ろう。 

 ここに興味深い世論調査結果がある。 

 読売新聞社が大震災の発生から半年経った

９月３、４日に行った全国世論調査結果の内

容が９月 10日付朝刊に載っている。震災を巡

って、その仕事ぶりや行動を評価しているも

のについて、複数回答で聞くと、トップの「自

衛隊」82％、「ボランティア」73％、「消防」

52％、「被災地の自治体」42％、「警察」40％

などが続いている。自衛隊は今回、過去最大

の 10 万人態勢で行方不明者の捜索や炊き出

し、原発事故対応などに当たった。同紙は、

こうした活動が自衛隊への高い評価につなが

り、また、災害時のボランティア活動の重要

性が、国民の間に浸透してきていると分析し

ている。この調査で、「政府」が６％、「国会」

が３％と極めて低い評価にとどまったのは衝

撃的であるが、当時の内閣の震災対応や与野

党対立などへの国民の不満を反映した結果と

も読み取れる。民間企業の回復の早さについ

て、「現場が良くやっている」という声が聞か

れたが、官の側でも中枢への低評価と正反対

に、自衛隊など現場は素晴らしい働きを示し

たと国民は高く評価したという結果が見て取

れる。 

 

Ⅲ 三陸地域の津波防災 

 ここで、三陸地域での津波防災の考え方を

述べておきたい。「減災」という言葉がよく使
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われるようになってきた。自然の災害はゼロ

にはできないが、できるだけ災害を減らすと

いう考え方である。この地域では明治以降、

1896 年、1933 年、1960 年と３回、巨大な津

波に見舞われた。1896 年の明治三陸大津波は

Ｍ8.5、死者・行方不明者は２万２千人に及ん

だ。これは 2004 年のスマトラ沖地震津波まで

は世界最大規模の津波被害であった。三陸地

域ではこの３回の経験を基に防災計画を策定

し、毎年何回も避難訓練を実施して減災に取

り組んできた。 

 岩手県の旧田老町（現宮古市）では高さ 10m

の堤防を二重にし、40年以上の年月をかけて

「万里の長城」と呼ばれる全長 2.4 ㎞の堤防

を築いてきた。釜石湾（釜石市）の湾口防波

堤は海底から高さ 60m 以上、海上部の高さ８m、

幅 20m、全長２㎞で、ギネスブックにも登録

された世界最大の規模である。こうした巨大

構造物で市街地を守ってきた。 

 もちろん、巨大津波を人工の構造物で防ぐ

には限界がある。しかし、これらで何十秒で

も津波の到来を防げれば、その僅かな時間で

高台の避難所に駆け込める。こうした考え方

に基づいて避難訓練をくり返し実施してきた。 

 ところが、Ｍ9.0 を記録した東日本大震災

はその避難所さえも押し流してしまった。巨

大な人工の構造物で自然災害を押え込む、あ

るいは災害を克服するという考え方が成り立

たないことは今回の大震災を見れば明らかで

ある。地震や各種の自然災害が頻発し、自然

災害と永遠に向き合っていかなければならな

い日本列島にあっては、自然災害との共生と

いう考え方で、ハード対策とソフト対策の両

面でこれからも実効性の高い防災対策を実施

していかなければならない。 

 今回、湾口防波堤のような巨大な構造物の

存在やハザードマップ（浸水予測図）の情報

が逆に住民に固定観念と安心感を植え付け、

避難が遅れたとの証言もある。ハザードマッ

プで浸水区域からはずれた住宅の人々は、避

難を呼びかけられても逃げなかったというの

である。避難情報の伝達の仕方に問題はなか

ったのか、この面での検証も必要となろう。 

 一方で、岩手県釜石市では、徹底した防災

教育を受けてきた小・中学生約３千人が地震

発生時、学校に在校していたが、中学生が小

学生を誘導するなど、子供たちだけの判断で

全員が高台に避難し、校舎や決められていた

避難所は流されたが、生徒は全員無事であっ

た。これは「釜石の奇跡」とも呼ばれている

ようだが、自分の身は自分で守る、そのため

に自分で判断して行動するという基本を、日

頃の授業の中に取り入れた防災教育の重要性

を改めて再認識しておきたい。 

 現行の防災計画の前提が完全に崩れてしま

った以上、根本的なつくり換えが必要である。

避難路の整備や避難所の指定の再検討も急が

れるが、壊滅した地区も多い。ハード対策も

ソフト対策も必要となるし、地区によっては

高台移転も必要となろう。科学が自然災害を

予知したり、規模を予測することがいかに困

難かということが今回判明した。しかし、今

回の巨大津波の到来までには、最も早い地域

でも 30分程度の時間的余裕はあった模様だ。 

 今回の各人の行動の検証を徹底的に行い、

「減災」を基本とした新しい防災計画の策定

と住民への周知徹底に英知を結集したい。 

 

Ⅳ 震災対応の問題点 

 政府は４月中旬に「復興構想会議」を立ち

上げ、６月末には第１次提言がまとまった。

これを受けて、政府としての「復興基本方針」

が７月末に決定されたが、その内容には、特

に予算関係の事項について「検討する」とい

う表現が多用されるなど、市町村が意思決定

する指針としての性格を持ち得ない面が見ら

れた。しかも、復興を進めていく上で重要な

予算となる第３次補正予算の成立時期が 11
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月に先送りされたこともあり、被災地での復

旧、復興に向けた動きは、極めてスローペー

スのまま経過したと言えよう。政府は復興基

本方針の取りまとめの頃から、被災地は落ち

着きを取り戻したとの判断で、復旧から復興

に軸足を移した。しかし、現地では６月初め

の時点で約 10万もの人々が、プライバシーの

無い劣悪な環境の中で避難所暮らしを強いら

れていた。最低限のプライバシー確保のため

自宅に戻ったものの１階が壊され２階での不

自由な生活を余儀なくされるケース、近所の

お寺や集会所で小規模の集団生活を送るケー

スを含めると、おそらく約 12～13 万人程度は

実質上の避難所暮らし状態で命をすり減らす

日々を送っていたのではないか。この頃から

いわゆる災害関連死者数も増加していた。文

明国家の一角で、憲法がすべての国民に保障

する「健康で文化的な最低限の生活」水準に

も達しない状態が長く続いていることを放置

したことは許されることではない。人命救助

から復旧、そして復興段階に移行したという

のが当時の中央での一般的な認識であったと

すれば、被災地との温度差、認識のズレは余

りにも大きかったと言える。一旦、こうした

ミゾが生じると生半可なことで消せるもので

はなく、何らかの際に再び表面化するという

ことを、特に政府関係者は認識すべきであろ

う。 

 ここで、政府や自治体の関係者に考えても

らいたい問題点が数点ある。 

 第１に、人知を越える自然災害が発生した

場合こそ行政の基礎的能力と応用能力の双方

が問われることとなるが、被災地では行政が

前例や規則に縛られる姿があった。たとえば、

大震災発生後しばらくの間、現地の病院では

医薬品が極度に不足した。そこで、治療に当

たる医師のネットワークを通じて他の病院か

ら直接医薬品を送ろうとしたが、薬事法違反

になることを関係者が恐れたため現場が混乱

し、しばらくストップした。確かに、薬事法

では病院間での医薬品の融通は禁止されてい

る。しかし、平常時ならいざ知らず、通常の

医療体制が全く機能していない異常事態で、

かつ、緊急を要する場合には、こうした直接

的やり取りは、現場の判断で許容されるべき

だろう。一分一秒を争っている医療従事者の

割り切れぬ思いは察するに余りある。後日、

厚生労働省の通知で改められたが、現場まで

徹底するのに時間を要したという。また、車

を流された被災者がやっとの思いで中古車を

手に入れようとしたが、手続きのために印鑑

証明や車庫証明を求められた例もあったよう

だ。この場合も、後に手続きの緩和が図られ

たが、いずれの問題も、わざわざ中央省庁が

通知をしなければ改まらない事柄なのかどう

かである。実は、これに類する話は数多く聞

かれた。長い間続いてきた上意下達の制度や

慣習が市町村の応用能力を損ない、現場力の

発揮の妨げとなってしまった。一方、今回の

大震災では民間企業の現場力には目を見張る

ものがあった。供給網（サプライチェーン）

寸断から各企業がこれほど早期に回復できた

のは、現場での正確な判断と行動、それを許

容した本社の英断があったと言われている。

なおさら行政の硬直的な体質を早急に改めな

ければならない。そして、大震災などの危機

対応時には、中央省庁や県は即座に決定権と

カネを思い切って現場の市町村に移して、現

場力を生かした速やかな復旧を図るべきであ

る。 

 第２に、震災後、被災地で急がれたのは仮

設住宅の建設、移動手段（車）の確保、当座

の収入を得るための仕事の創出、そしてがれ

きの処理である。仮設住宅は建設の遅れが各

方面から指摘されたため、とにかく大量に早

く作ることだけが優先された。お盆までには

必ず完成させるという首相の強い指示により、

結果として、通勤や通学に不便な遠隔地にも
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建設され、不人気で入居者が少ない所も出た。

仮設住宅の本来の意味は単なるハコを作るの

ではなく、家族が安らぎを得て将来を落ち着

いて考えることのできる空間ということであ

る。入居期間が長期に及ぶことが予想される

ので、住宅地の中に介護や福祉の包括支援セ

ンターを設置することも必要となる。また、

冬場の防寒対策も必要とされる。まさに政府

全体のリーダーシップが問われる場面である。

仙台平野とは異なり、三陸地域はリアス式の

地形で平地が少なく、仮設住宅の適地が不足

している事情も理解できるが、移動手段（車）

が確保されていれば、遠隔地でも許容されよ

う。被災地では 30万台以上の車が一度に失わ

れたとみられるので、移動手段としての車の

確保に政府がもっと乗り出しても良かったの

ではないか。さらに、本格的に産業が再生さ

れるまでの間、当座の収入を得るための仕事

が必要となる。仮設住宅の建設やがれきの処

理に関する仕事だけでは限界がある。避難所

での炊事、洗濯、掃除など被災者が集団生活

する上で必要となる軽作業もすべて公的な仕

事として、市町村がお金を支払う仕組みを制

度化すべきではなかったか。なによりも、被

災者が働くことを通じて収入を得る喜びを一

刻も早く創り出すことが肝要である。これら

が有効かどうかは地域によって多少、異なる。

そこで、すべて現場の判断を尊重し、政府や

県がしっかりとバックアップすれば、被災地

にももっと早く落ち着きが戻ってきたであろ

う。 

 第３に、復旧が大幅に遅れた大きな原因は、

一部の市町村が行政機能を全く失ったことに

よる。これまでの大災害では、いかに災害の

規模が大きくても、かろうじてながら市町村

の行政機能は維持されていた。したがって、

市町村主義、要請主義という災害対策の基本

に従った手だてを講ずることが可能であった。

ところが今回は、町長が死亡したり、行政職

員の多くの者が死亡または行方不明となった

りして、第一線での司令塔の役割を全く果た

せない市町がいくつかあった。このことが被

災地からの情報の中央への伝達を遅らせ、避

難所が物資不足に陥る一因でもあった。こう

した行政機能を全く失った市町では、職員数

は著しく不足し、しかも生き延びた職員の多

くも被災者である。そこで、全国の自治体か

ら応援職員が派遣されたが、今もって絶対数

が不足しているところが多い。したがって、

今後も、長期間にわたって応援が必要である。

ところで今回、全国市長会が自治体間の応援

派遣の調整を積極的に行い、存在感を見せた

ことは特筆に価しよう。また、関西広域連合

も応援の相手方の自治体について、例えば、

大阪府と和歌山県は岩手県というように相手

先を固定化して、現在も支援を継続している

ことも多大な効果をあげている。これは、中

国四川大震災の際に行われた対口支援という

方式であるが、このやり方によれば、派遣者

が途中で交替しても、同じ自治体の中で引継

ぎがきちんと行われ、スムーズに現地に入れ

るなど有効な点が多い。さらに、被災した市

町村側もこの際、自前主義はやめて、地元の

職員は被災した住民対応に集中させ、それ以

外の事務はすべて県に代行させるなど大胆な

選択と集中があってもよい。また、現在の危

機管理体制は、被災地の自治体が僅かであっ

ても機能していることを前提で構築されてい

る。今後は、すべての機能を完全に失った場

合の対応を想定するなど、最悪の事態に備え

るため、厳しく見直しをする必要がある。ま

た、各地の巨大災害の発生に備えるため、全

国の自治体間で、対口支援の組合せをあらか

じめ決めておくことも検討されてよいだろう。 

 第４に、わが国の地方自治では二元代表制

が採られている。ところが、震災直後から気

になっている点は、地方議会議員の顔や声が

ほとんど表に出てこないことである。震災直
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後から、被災地の各自治体の首長は積極的に

メディアに登場し、被災地の実情を訴えるの

みでなく、政府の対応の不足や遅さを厳しく

指摘し、復興に向けたビジョンを積極的に発

信した。また、ゴールデン・ウィーク（ＧＷ）

や夏休みには全国各地からボランティアが被

災地に入り、被害家屋の片付けなどに汗を流

した。現地ではいくらか混乱もあったようだ

が、日本の底力を見る思いで、国際的にも強

いメッセージとなったのではないか。 

 しかしながら、緊急時であるにもかかわら

ず各自治体で首長とともに住民を代表するは

ずの地方議会議員の姿は見えてこない。確か

に、議員自身が被災者となっていることも多

いと思うが、多くの地域住民が困窮している

このような時こそ、二元代表制に基づく一方

の代表者として大いに力を発揮しなければな

らない。地域全体で生活を支えあい、復興に

向けて歩み出すために「共助」の大きな力が

求められる今こそ、その中心に地方議会議員

が立つべきであろう。執行部は当座の仕事で

手一杯であるからこそ、異なる利害をまとめ

上げ、各地域で復興に向けた道筋を描いてい

くためには、地方議会議員の力量が欠かせな

い。もちろん、議員個人の努力のみならず、

議会としての機能を発揮し、復興に結びつけ

ることが求められる。 

 ところで、岩手県の大槌町では津波で町長

が死亡し、８月 28日に後任の町長を選ぶ町長

選挙が行われるまでの間、副町長、そして副

町長の任期も６月で終了すると総務課長が町

長の職務を代理していた。選挙で選ばれたト

ップが長らく不在であったため、町として強

い意思決定が行えず、仮設住宅への入居やが

れきの処理にも手間取り、復旧事業や復興の

ための準備に遅れが生じた面があったようだ。 

 しかしながら考えてみると、確かに選挙で

選ばれた町長こそ不在であったが、選挙とい

う面だけに着目すると、議会の議員や議長は

存在していた。これは、住民の立場から見る

と、自分達を代表する立場の人間は立派に存

在しているということになるのではないか。

すなわち、大災害などで町長が死亡するなど

町の機能に多大な空白が生じた場合、かつ、

その後の迅速な対応によって住民生活の安全

の確保を図らなければならない場合には、二

元代表制の一方の当事者である議会の議長が

首長職を代理するような大胆なことがあって

も良いのではないか。非常時には平常時とは

全く異なるルールを適用できるような、非常

時モードのある国として制度を組み立ててお

く必要があると思うからである。緊急時、非

常時における自治体、特に基礎自治体のあり

方として、今後、十分な議論を尽くすべき問

題である。 

 

Ⅴ 復興に向けての視点 

 第３次補正予算の成立が大幅に遅れたため、

降雪時期との重なりが心配であるが、何とか

年内の執行が見通せる段階まできた。これに

よって今後は、復興も本格化していくことと

考えられる。これからの復興を考える上では、

次のような視点を持つべきであろう。 

 第１に、世界に貢献する復興を行うという

視点である。今回の大震災にはアフリカの小

国も含め、実に世界 140 か国からの温かい支

援が寄せられた。原発の事故により、わが国

が全世界の人々の共有財産である海洋に汚染

水を投棄してしまったという、加害者の立場

にもあることを踏まえながら、今後の復興は、

一東北という狭い範囲に止まらず、世界に貢

献するという広い視点で進めなければならな

い。 

 第２に、「3.11」時点で構造的に抱えていた

問題の解決に少しでもつなげるという視点で

ある。従来より、医師不足や農漁業の斜陽化

など各分野で様々な問題が生じていた。こう

した問題の解決を図るため、例えば、医療に
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ついては、病診連携や遠隔医療の推進により

貴重な医療資源としての医師の活用と高度医

療の実現を図るといったことが考えられる。

もちろん、原発の被害が甚大な福島県につい

ては、構造的問題の解決どころか、まず、

「3.10」時点での生活を取り戻すということ

が最優先課題であることは言うまでもない。 

 第３に、自前主義からの脱却という視点で

ある。世界経済の動向を見れば、超円高が進

行し、ヨーロッパもアメリカもそれぞれ経済

不安定要因を抱えている。こうした中で日本

経済を建て直すためには、思い切って開国し、

アジアの成長を日本のマーケットとして取り

込むような政策が必要である。国内だけに頼

らず、公的資金だけに頼らず、自前の職員だ

けに頼らず、広く門戸を拡げて、他との連携

を図る視点が重要となろう。 

 

Ⅵ 克服すべき課題としての土地問題 

 今後の復興に向けて克服すべき課題として

は、第１に、電力の供給の安定化と再生可能

エネルギーの拡大などエネルギー問題の解決、

第２に福島原発事故の早期収束と放射能汚染

対策、風評被害の克服、第３に二重ローン問

題の解決、第４に復興財源の確保などがある。

ここでは、特に土地問題について触れておき

たい。 

 被災地では、多くの住民が住宅や商店を元

の場所で再建するか移転しなければならない

か迷っている。もっと正確に言えば、政府が

示すべき堤防の高さなどが決まらないため、

予想される津波浸水区域の拡がりが不明確で

街づくりの方針について議論すら始まらない

自治体が多くあり、住民が当惑し、さらには

苛立っている。街づくりについては、最終的

には、市町村が住民と十分な議論を行って決

めるべきであるが、その前提として政府が地

盤沈下により浸水している土地について市町

村から要望の強い買上げを行うかなど、土地

についての処理方針を明確にすることが必要

となる。また、高台移転の是非も議論となる。

明治以降３回の大きな津波に襲われ、今回が

４回目となる被災地では、５回目をくり返す

ことは避けなければならない。 

 したがって、街づくりの選択肢の中に高台

移転の実施も含めることが重要である。高台

移転については、住宅所有者や地元自治体の

費用負担の軽減と、実施した場合、低地に残

った土地にきちんと建築規制を行うことの実

現可能性の検討が必要となる。後者は個人の

財産権の不可侵と公共目的による利用権の制

限をどのように調和させるのか、という問題

とつながってくる。わが国ではこれまで、事

実上所有権が絶対視され、利用権の制限には

きわめて慎重であった。その中でも、かつて

小笠原諸島の日本復帰に際して制定された暫

定措置法（小笠原諸島の復帰に伴う法令の適

用の暫定措置に関する法律、昭和 43年）、特

別措置法（小笠原諸島復興特別措置法、昭和

44年）に基づく「法定賃借権」、「法定使用権」、

「特別賃借権」を参考にして、今回の被災地

の市町村に特別の賃借権を認めることも考え

られる。この場合、土地の所有者には権利が

制限されることへの「正当な補償」として、

賃借料を支払うことにより解決を図ることと

なる。もちろん、土地を買い上げて公有地化

を図る方法もあるが、これでは財政負担が大

きいので、小笠原方式は有力な解決策となり

得るのではないか。 

 いずれにしても、こうした土地問題に、従

来よりも一歩も二歩も進んだ解決策を示すこ

とを政府には強く求めたい。 

 

Ⅶ おわりに 

 東日本大震災からの復興の道筋がいまだ不

明確であることは、政府に対する国民の不安

を増幅し、わが国の進路にも暗い影を落とし

ている。震災直後の被災者の規律ある行動が
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世界から称賛されたが、原発事故の処理を巡

って国家のガバナンス（統治能力）の脆弱さ

も世界に伝わってしまった。政府は復興に向

けての動きを加速させるとともに対外的な発

信に努め、国際的な信頼回復につなげる必要

がある。一方で、自治体関係者、特に市町村

の存在感が際立った。これまでの御努力に心

から敬意を表しつつ、被災地の一刻も早い復

興にむけて、一層の奮闘に期待したい。 

 今後、地域のリーダーシップで新しい東北

の姿を創り上げていくためには、東北全体の

統一性に留意した、世界の中での東北像を東

北人みずからが示すことが重要である。これ

は日本の国家像と日本の再生ビジョンをどう

構想するかともつながってくる。 

 世界 140 か国からの支援に感謝しつつ、グ

ローバル化時代の中での日本の再生ビジョン

は何か、今後も議論を深化させていきたい。 
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東日本大震災に係る被災者支援の在り方 
 

昭和女子大学学長 

坂 東  眞理子 

 

《構 成》 

Ⅰ 地震、津波による災害と支援 

Ⅱ 支援の第１段階 

Ⅲ 被災地支援の第２段階 

Ⅳ 被災地支援の第３段階 

Ⅴ 第４段階の支援 

Ⅵ 第５段階の支援 

Ⅶ 福島原発事故への支援へ 

                     

 2011 年３月 11 日 14 時 46 分、マグニチュ

ード 9.0 という宮城県沖を震源地とする東日

本大震災が日本を襲った。岩手、宮城、福島

の太平洋岸は大津波による壊滅的な被害を受

け、死者・行方不明者は東北地方を中心に２

万人近くに及んだ。 

さらに東京電力福島第一原子力発電所（以

下福島原発と略称）が燃料を冷却する電源が

すべて失われ、水素爆発、メルトダウンとい

う最悪の事態を招いた。 

「想定外」という言葉が飛び交かったが、

自然がもたらした大地震、津波の災害と、原

発の災害はこの際分けて考える。 

  

Ⅰ 地震、津波による災害と支援  

 まず地震、津波の被害について検証しよう。

被害の最大のものは津波による人的被害と家

屋などの個人資産の喪失、道路堤防などの社

会資本の損害である。阪神大震災では火災、

倒壊家屋の下敷きによる被害が大きかったの

に比べて大きな特徴である。 

地震による被害は表に見るように宮城県、

岩手県、福島県を中心とする家屋の全壊は 11

万８千戸、半壊は 17万９千戸に上り、道路・

鉄道網の寸断、水道・ガスなどの損傷・機能

ストップ、農地の冠水など広範に及び被害総

額は 19兆６千億に及ぶと推計されている。 

 

被害状況等 

（１）人的被害 

ア 死者       15,821 名

イ 行方不明    3,931 名 

ウ 負傷者      5,940 名

（２）建築物被害 

ア 全壊     118,480 戸

イ 半壊     179,704 戸 

ウ 一部破損   597,325 戸

（平成 23年 10 月４日現在、首相官邸ＨＰから作成） 

 

大震災と同時に経済的には積算できない

がコミュニティの崩壊、伝統文化の流出、人

間関係の喪失、将来への希望の放棄などが当

事者にとってかけがえのない痛手を与えてい

る。物的な家屋、社会資本の整備だけでなく、

被害者個人個人に寄り添う支援は、復興に当

たって必要不可欠である。 

こうした甚大な被害をもたらした大災害

の被災者を支援する在り方を、被害直後の緊

急支援の第１段階、１か月から３、４か月の

第２段階、半年から１年程度の第３段階、１

年から３年の第４段階、さらに３年以上の長

期に及ぶ第５段階に分けて考えてみる。 

現時点では第１段階はもちろん第２段階

も完了しているのでそれについては総括的に

振り返り、今必要な第３段階の支援を中心に

提言する。 
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Ⅱ 支援の第１段階 

まず第１段階のキーワードは「サバイバ

ル」である。 

具体的にはまずは人命救助である、大きな

地震・津波に襲われて倒壊した家屋の下、海

上に漂流する生存者の救助、傷害を受けた人

への対処である。 

自衛隊が直ちに災害救助に出動し、外国か

らも緊急援助隊が派遣された。ここでは阪神

大震災の教訓が生き、迅速な派遣要請、受け

入れ態勢が取られた。また在日アメリカ軍が

「トモダチ作戦」を展開した。 

しかし、家屋倒壊、火災の被災者が多かっ

た阪神大震災と異なり、被害者の大半は津波

にさらわれた人であり、「行方不明者」として

当初はその数も正確に把握できず、その後、

死亡確認が増えていった。 

 生きて津波を逃れた人々はとるものとりあ

えず体育館などに避難したので、当時の厳し

い寒さの中で、まず食料・水、寒さを防ぐ衣

料や寝具、排泄し、眠る場所の提供が直ちに

必要となった。しかしそれを届けるべき道路

は寸断され、もちろん鉄道網もずたずたで、

救援物資の輸送もままならなかった。 

大震災時に病院や施設に入院・入所してい

た人々、震災の中でけがをし、発病した人々

への対処も大きな課題となった。多くの診療

所や病院が被災し、医者や看護師も足りなか

った。ここでも国内の多くの医療機関・病院

が緊急支援隊を派遣し、日本医師会はじめ多

くの団体から累計 12,115 名、2,589 チームが

派遣された。周辺の医療機関もヘリコプター

や自動車で搬送された患者を受け入れた。 

南三陸町の公立志津川病院の菅野武氏は

南相馬市の桜井市長とともにアメリカの週刊

誌『タイム』誌に最も影響力のある 100 人に

選ばれた。菅野医師は４階まで海水につかっ

た病院で入院患者を５階に運びそこで診療を

続けた。 

そのように顕彰されなくても大災害の中

で防災無線で緊急避難を呼びかけ続けて津波

の犠牲となった女子職員、中国人研修生を避

難させ自分は犠牲となった水産加工会社の社

長、非番でも出動して住民の避難誘導に当た

った消防職員など多くの人々の英雄的行為が

語り伝えられている。 

そしてこの直後から世界を感動させたの

が被災者の忍耐強い態度である。被災地にお

ける暴動略奪はもちろんなく、泣きわめく人

もほとんど見られない。食料の配給には秩序

正しく整列し、インタビューにも冷静に対応

する。改めて日本の民度というか、東北地方

の被災者の人間としての質の高さが世界に強

い印象を与えた。 

仙台などの津波に襲われなかった都市部

でも家屋の損傷、ライフラインの停止、交通

網の機能停止はあったが、震度６、７でも持

ちこたえた建築が多く、被害者も津波に比べ

れば比較的少なかった。 

しかし多くの製造業の工場が設備施設に

被害を受け、原材料、製品の流通に問題を生

じ操業停止に追い込まれ、それが、サプライ

チエ―ンの寸断をもたらし日本の製造業全体

の部品提供に影響した。改めて東北地方が日

本の製造業の基盤を担っていることを認識さ

せるとともにその危機管理が問題となった。 

 

Ⅲ 被災地支援の第２段階 

第２段階のキーワードは「生活の復旧」で

ある。震災直後の第１段階の緊急支援の時期

が過ぎ、被災の全貌が明らかになるにつれ、

日本国内のみならず、世界各国から救援物資、

救援金が届き始める。ボランティアとして被

災地に入りたいとの希望者も数多かったが第

１段階では受け入れる側の体制が整わなかっ

たので待機が要請された。５月の連休ごろか

ら徐々に受け入れが始まった。多くの義援金

を受け入れた日本赤十字社の事務処理が追い
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つかない、もっと迅速に被災者に善意が届く

ようにすべきだとの声も上がったくらいであ

る。 

被災地の市町村は建物の損傷だけでなく、

首長、職員の被災も甚大ななかで機能回復す

るには時間がかかったが、県庁、あるいは他

の自治体からの支援・応援も得て少しずつ機

能を回復していった。自治体同士の支援協定、

日頃からの交流が非常時には、効果を発揮し

た。 

小中学校は、地域のコミュニティセンター

としての役割も果たしてきたが、多くの校舎

や教職員も被災している。その中で子どもた

ちの教育は残った校舎で再開され、校舎が被

災した地域では近隣や避難先の学校で受け入

れ、高校生の転学、編入も進んだ。そうした

生徒学生自身も受け入れた学校側も新しいつ

ながりが生まれている。他の都道府県からの

教員が支援に入り、専門職として子どもたち

を助けた取り組みは大いに評価できる。 

昭和女子大初め多くの大学は被災地学生

の入学検定料・入学金・授業料の減免を決定

したが、就学を継続できる支援は基礎的な環

境作りとして必要である。 

なかでも重要なのはコミュニティの機能

の再生である。被災地でも民間の商店、工場

なども自力で、あるいは本社などからの支援

を得て、徐々に復旧に取り組み始めた。そこ

で働く人たちの健闘により生活の再建が徐々

に進み始めた。 

被災者の多くはまだ避難所で不自由な生

活をしていたが、その中でも被災者同士の協

力によりコミュニティが形成されたところも

多いと伝えられている。 

ハード面でもとりあえず、食料、水、寝具・

衣料は確保され、その配給分配の際のルール

も守られ、海外からは日本の民度の高さがほ

めたたえられた。衣食の次は医・職・住の確

保である。比較的早い段階から仮設住宅の建

設が始まった。また公務員住宅、公営住宅、

雇用促進住宅などへの入居と合わせ半年間で

約５万戸の住宅が確保されつつあった。訪問

診療、臨時診療所などで医療も提供され始め

た。心のケアも 57チーム、3,218 人が被災地

に派遣された。そうした外からの支援はそれ

だけで効果をあげるのでなくそれを受け止め

る個人、家庭、地域がそれを生かす力を持っ

ているかどうかで成果が左右される。 

中央政府はこの間福島原発の危機的状況

への対処に追われていたが、官邸に東日本大

震災復興構想会議が設置され、有識者を集め

て議論が開始され、一応６月 25日には提言が

提出された。単なる復旧ではなく希望を持っ

て再生するのだとのメッセージが発せられ、

「命の尊重」のような７つの原則が明らかに

された（復興会議提言７原則）。時間的余裕が

ない中での議論だったが、有識者の中で女性

委員が少ないことが問題となり６月 11日「大

震災と女性」のシンポ、提言が行われた。 

また４月 22 日には被災地の公共施設の復

旧、自衛隊派遣経費、被災者への緊急支援な

どの経費約４兆 153 億円の補正予算が決定さ

れ５月２日には政府原案通り成立した。７月

５日には１兆 9,998 億円の第２次補正予算が

決定され同様に政府原案通り７月 25 日に成

立した。 

大きな問題になり始めたのは失業である。

勤務先が被災、倒産、解雇という事例も多く、

漁業、農業なども先の見通しが立たなかった。

失業保険の支給期間の延長、がれきの処理な

どの臨時の雇用などが行われた。 

一応第２段階における「生活の復旧」に向

けての対策は着実に行われていたと評価でき

るだろう。 

それは 1995 年の阪神大震災以降も中越地

震など自然災害に対する政策の蓄積があり、

不幸な被災者の支援が不可欠の中で政治的対

立を持ち込みにくかったからであろう。ねじ
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れ国会のもとでも、内閣退陣を前提として補

正予算も成立した。 

しかし問題はこれ以降である。１次、２次

の補正予算も震災対策の名のもとに精査され

ないまま効果の見極めのついていない公共事

業が多数盛り込まれている。財政状況の厳し

い中で「この際平常は得られない予算を得よ

う」とばかり便乗された予算もあるのではな

いかと憂慮される。財源をどこから捻出する

のか、長期的な展望に立った青写真をどのよ

うに描くか、これからが正念場である。 

 

Ⅳ 被災地支援の第３段階 

現在では被災地の当面の生活復旧が進み、

一応第３段階に入りつつある中で９月に野田

内閣が登場した。現在進行中の第３段階で必

要なのは、復興から日本の再生を視野に入れ

た青写真を描くことで、キーワードは「生活

のグランドデザイン」である。今後の生活再

生のために、一人一人が納得して生活再生に

取り組める目標を共有することが大事である。 

拙速でもいいから緊急支援、生活再建をし

なければならない段階はひとまず終わった今、

必要なのは第４段階以降の対策の指針となる

方向性を打ち出すことである。 

復興全体の青写真の中で財源の手当ては

避けて通れない課題である。平成 24年度の概

算要求の段階でも各省庁が復興の大義名分の

もとで 98兆円に上る要求を提出しており、復

興財源の確保するために所得税、住民税など

の増税が審議されている。ここではそれらの

一つ一つについて論じるのが本旨ではないが、

本当に必要不可避の事業なのか、被災者支援

の効果はあるのか、念には念を入れて査定す

べきであり、今後の被災地の方向性を明らか

にするまで時間をかけて優先順位、政策順位

をつけるべきである。 

私自身は法律で一律の支援をするための

予算を大判振る舞いをしてハード面を修復す

るより、被災者一人一人の復興への意欲をサ

ポートすることが必要だと思う。その際には

より民間の善意や活力を生かすほうが、直接

政府が手を下すより、被災者の気持ちに沿っ

た支援が可能になるのではなかろうか。手間

と時間と愛情をかけて被災者のニーズに合っ

た支援を提供するのは行政より民間・個人の

ほうが優れている。 

特に中央政府がなすべきこと、地方政府が

なすべきこと、民間企業がなすべきこと、民

間の個人と団体がなすべきことを仕分けその

方向性を出す、震災から再生した生活のグラ

ンドデザインを出すのが最も重要である。目

標やビジョンがあれば人は頑張れるが、目標

がないと迷うばかりである。 

財政赤字が累積して 900 兆円を超える現在、

ギリシャの例を持ち出すまでもなく、さらに

国債を積み増す余地は極めて限られている。

総額の大きさから消費税、所得税、法人税の

３項目の増税が避けられないが、消費税は社

会保障と一体改革の財源として温存したいと

の財務省の方針から除かれた。残りの税につ

いても一律の税率アップではなくより効果が

大きく、より経済活動への悪影響が少なく、

新しい雇用機会をもたらすものにする仕組み

が必要である。たとえば所得税は高額所得者

の累進税率を上げるべきであろうがその際に

投資減税、寄付免税などを組み合わせ、個人

資産を蓄積するより生きたお金を使った方が

よいと富裕層が考えるよう方向に誘導すべき

である。被災者支援の活動をするＮＰＯへの

寄付は期間を区切って全額控除として新しい

寄付文化を育てるべきである。 

法人税についても指定した被災地に投資

し、被災者を雇用した法人の法人税を減免す

るとか、きめ細かい手法を考えるべきであろ

う。（増税と同時に公務員の人件費削減、議員

の定数削減と歳費・調査費、政党助成金の削

減は不可欠であるのはいうまでもない。） 
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将来の被災地の復興に際して日本全体の

将来像のモデルを描くというビジョンを提示

すべきであると復興構想会議の提案でも述べ

られているが、まず１つでも２つでも先行し

て実行すべきである。 

たとえば農業については不耕作農地につ

いては宅地並み課税、大規模化を進める農業

法人や農業者に対しては転業者や引退者の耕

作権を集約し、モデル農業地帯とする。一例

をあげれば北上川流域の水田地帯を耕作放棄

地の無い田園地帯とすべく援助する。一方三

陸沿岸など中山間地の高齢者の離農に際して

土地を収得し、森林事業や観光事業を行う企

業に対する法人税の優遇などで促進する。 

漁業については数多くの漁港の集約が必

要である。情報装備をし、高度の冷凍・加工

設備、流通インフラを整備し、漁業権を持つ

人々の雇用を促進する。 

企業は多くの工場や支社・営業所の再建・

再稼働に取り組んでいる。それに対するつな

ぎ融資、最低利融資は雇用機会の確保の上か

らも重要である。 

これからの東北の再生のモデルとなるの

が高齢者にとって住みやすいケアタウン作り

である。 

自立支援が必要な高齢者のための小規模

なケアハウス、介護が必要な高齢者のための

特別養護老人ホーム、保健施設、日常的な予

防・治療から療養ベッドまで備えた病院など

包括的ケアを行うセンターを人口５万人単位

に整備し、そこで多くの中高年の人が雇用者

として従事できるよう、施設整備と職業訓練

を並行して行う。そうした社会福祉法人や医

療法人には特別融資や雇用奨励金、手続きの

簡素化などで支援する。 

また独自な教育方針で教育を行い全国か

ら生徒を集める学校を設立し展開する。たと

えば不登校や自閉症など心の問題を抱える子

どもたちの全寮制の学校、漁業や森林業など

を実地で学ぶ学校、伝統工芸の技を伝える学

校、これらの学校には社会人の入学もあり得

るが、将来地域を担う人材の養成や、雇用の

確保のためにも重要である。 

また、知的障害を持つ人が高齢者施設で働

く機会を作るとか、保育と高齢者施設・障害

者福祉施設を一体的に運営するとか、新しい

福祉の試みを発信する施設を展開する。こう

した学校、施設は公立・国立で作るべきだと

いう考えもあり得るが、あくまでこうした教

育・福祉事業は、情熱と志を持った個人、団

体が運営・教育にあたるべきである。それを

支援する手法として公設民営もあり得るが、

基本は特別融資、手続きの簡素化などの側面

的支援で、私が前面に立つのを応援する。 

福祉や教育は今回の大地震でも明らかに

なった東北の人たちの忍耐強さ、正直さなど

人間的なすぐれた資質を生かす場になり得る

と期待できる。 

以上いくつか具体例を挙げたが、いずれも

第３段階において直ちにすべてを実施するの

は難しい。まずはしっかりと計画し、議論し、

それぞれの分野の専門家が協力し、日本が世

界に誇れる画期的なモデルを作るつもりで取

り組むべきである。 

このグランドデザインを描くのが現在第

３段階にある政府の仕事である。 

 

Ⅴ 第４段階の支援 

第４段階は復興再生の「実行」である。 

大震災から１年以上経つと記憶は風化し

始めるだろう。それと同時に被災後の異常事

態の中では忘れていた悲しさ、喪失感、苦悩・

後悔、先行きへの不安が半年、１年と事態が

落ち着くとともに心によみがえってくると予

想される。相談相手や親しい家族友人に恵ま

れている被災者ばかりではない。仮設住宅で

の自殺は今年の冬、寒さで閉じ込められる時

期に増大するのではないかと憂慮される。高
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齢者や子どもなどのいわゆる災害弱者だけで

なく、子どもを失った親、その逆、あるいは

それまで続けてきた仕事や蓄積してきた資産

を失ってしまった中年者など色々な立場の被

災者に向けて支援が必要である。 

女性達も男性と異なる困難を抱えている。

母子家庭の母親に何より必要なのは就業機会

の確保であるが、そのための職業訓練や職業

紹介は女性にこそ配慮すべきである。ストレ

スからの家庭内暴力の防止と被害者の支援も

忘れてはならない。 

おそらく１周年記念行事は大々的に行わ

れるだろうが、そうした記念行事以上に重要

なのはグランドデザインに基づいた政策がし

っかり行われるかどうかである。実行に当た

っては多くの障害や当初想定していなかった

事態の変化に直面することも多いはずである。

震災地を優先しようという政策に対する他の

地域からの批判や反発もあるだろう。その時

に強い意志を持って目的を見失わない政治的

リーダーがいるか。それは必ずしもトップだ

けの課題でなく、政府一丸となってのチーム

としての力量がとわれる。 

日本全体の経済の再生は被災地の復興の

ためにも不可避である。 

なかにはトヨタ自動車のように新たの投

資をあえて東北地方や被災地に行うという企

業もある。こうした取り組みを無視するので

はなく、大いに誉めたたえる、感謝する、で

きるだけ支援するというのは政府やマスコミ

の仕事である。 

新しい産業をおこすためにも新しいエネ

ルギーの確保が必要である。一番可能性が高

いが国立公園内の立地規制で実現できないで

いる地熱発電所を東北地方、宮城福島に限っ

て認める。（勿論景観には配慮するが、）三陸

の適地に風力発電、波力発電などの施設を設

置する、など東北に再生可能自然エネルギー

特区として実験施設、試行施設を建設する民

間企業を支援する。 

さらに新しい日本発の技術開発・科学発見

のために、東北大学を中心とする、超電導な

どの応用研究新材料開発センター、発酵や品

種改良の食品研究センター、伝統を持つセル

ロースからのバイオエタノール合成などのバ

イオ研究センターを作り、アメリカのシリコ

ンバレーの企業群がスタンフォード大学の周

辺で起業したように研究・開発・実用化・ビ

ジネス化のサイクルを作る。またがん治療や

再生医療、ホリスティック医療、美容などの

医療センターを作り、最高水準の医療を提供

する。整備された病院・滞在施設とともに、

アジアからの顧客を呼び込む。もちろん内外

から優秀な研究者を呼び家族のための生活基

盤、教育機関も整備する。そのためにも仙台

空港をハブ空港として整備する。 

また被災者は援助されるだけでなく、経済

的に自立できる、精神的、社会的に自立でき

る力を身につけ、長期的には援助する側に回

ることが期待される。 

そのためには被災者に就業力をつけるこ

とが必要である。就業力は人間的な総合力が

ベースとなるがそのうえでコミュニケ―ショ

ン能力、専門的な知識、パソコンスキルなど

様々なスキルを身につける。本人の適性と、

社会の需要と照らし合わせた職業訓練が必要

である。そのうえで被災地から離れた土地で

の就業も選択肢に入れて、失業状態からの脱

出が不可欠である。同じ県内でも都市部には

仕事があるが、農山漁村には仕事が少ない。

ところが自治体の中には被災地にとどまって

いる人には手厚い援助をし、仕事を見つけに

離れた人は援助しないところもあるがそれは

間違いである。新しい地域に移住した人にこ

そきめ細かい相談に乗り、地域に溶け込むこ

とができるよう話し相手遊び相手になる支援

の輪で支え得ることが必要である。 

被災地には高齢者が多い。中越地震でも震
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災を機にそれまでの自営の農業から引退した

高齢者が多かったが、引退した後の居場所が

家庭や地域の中で確保できるかが、新しい課

題となる。とりわけ子供世帯も震災を機に移

住する場合、高齢者が子供世帯とともに移住

するか、残留して住み続けることができるか、

ケアハウスのような施設に移るか、そうした

選択を支えるケースワーカー、カウンセラー

のような専門職の役割が重要となる。 

高齢者だけでなく、被災地には母子家庭も

多い。なによりも母親の就業を確保し、その

うえで保育、教育などを支えるＮＰＯなどの

活動が期待される。校舎の復旧だけでなく、

学習支援などの活動をおこなうＮＰＯなどの

活動を支援する仕組みが必要である。 

女性は自分のニーズを後回しにして家族

の支え手としての役割を果たし、家族のスト

レスの発散相手として暴力をうけたりするこ

ともある。そうした女性に寄り添うカウンセ

リングやシェルターの役割も息長く続けてい

く必要がある。こうした支援のコーディネイ

トを図る各自治体の男女共同参画センター、

女性センターの役割は大きい。 

被災直後からの非日常的な段階が終わり、

外形的には日常生活が再建したように見える

この時期こそ地域や個人が再生する重要な時

期である。新しい復興が行われるこの時期に

は中央、地方の政府だけでなく、ＮＰＯなど

多くの主体のきめ細かな対応が期待される。 

私事だが私も東日本子ども未来基金とい

うＮＰＯの設立に関わり、理事を務めている。

これは親がなくなったり、被災した子どもた

ちは将来の修学の困難が予想されるので、本

人や親が被災した小中学生の高校卒業まで月

２万円の奨学金を支給しようというＮＰＯで

ある。個人からの寄付金 3,000 万円に加えて

外国の財団からも寄付が寄せられ半年間で

6,600 万円を集め 105 人の生徒に奨学金支給

を開始している。将来子どもたちが高校を卒

業するまで支援したいと願っている。 

さらに、被災地の保育士さんたちを支援す

るカウンセリングを行うＮＰＯ、被災地の教

員をサポートするグループ、などもあるが、

支える人を支える活動は息長く継続し、支え

る人が燃え尽きてしまわないようにすること

も必要である。 

被災者の写真修復を行う活動をする企業

も息長く被災地の支援に関わって、その社会

的使命を果たしてほしいものである。 

 

Ⅵ 第５段階の支援 

被災地支援には、さらに息長い取り組みが

期待される。キーワードは「継続」である。 

計画された研究センターが実現し、機能す

るように、新しい農業生産基地が全国のモデ

ルとなる大規模化を進め、中核的漁港がその

能力を発揮するには財源の手当てだけではな

く規則、手続きの見直し、人的サポートが欠

かせない。地域コミュニティと個人の再生は

人の問題である。今回の震災でもこうした災

厄に見舞われた時には人間的なきずな、支え

合い、助け合いが極めて重要なことが立証さ

れた。経済的支援だけでなく、言葉が、共に

過ごす時間が大きな意味を持つ。 

多くの苦難を乗り越えた被災者はそれに

よって人間的に一回り大きくなり、人の苦し

みが分かる、人を助けることのできる人とな

って、復興の担い手として新しい日本の作り

手として力強く立ちあがることを期待したい。 

 

Ⅶ 福島原発事故への支援へ 

地震・津波以上に日本全体、いや世界のエ

ネルギー政策、環境政策に大きなインパクト

を与えたのは福島原発の事故である。東京電

力、原子力安全・保安院の対応のみならず、

政府の対応、危機管理能力には多くの批判が

寄せられている。20㎞圏、30 ㎞圏に住む多く

の人々が避難を余儀なくされ、その人たちの
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生活再建のめどは付いていない。 

まだ冷温停止状態に至らず現在進行中の

事故であり、またその影響がどこまで広がる

か、見極めがつかない。明確なエビデンスも

ない中で、放射能被曝の健康への影響につい

て様々な議論が行われているが、不安から過

剰な反応もみられる。特に子どもたちへの影

響に親たちは警戒を強めており、食の安全だ

けでなく、空中、地中の放射能に対する関心

も強い。 

しかし、風評被害が、福島産農産物への忌

避だけでなく、大文字焼きの薪、慰霊祈願祭

の護摩木、がれきの処理にまで放射能汚染が

問題にされるのはどう見ても異常である。そ

れが再起を目指す被災者の心をくじいている

のは明らかである。 

１日も早い事故の終息のための最大限の

努力とともに、放射能の被曝の健康への影響

について国民が納得するような研究を行い、

その結果を公表されることが、国民の認識を

深め、最大の被害者支援になると思われる。 
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東日本大震災後の我が国における防災の課題 
 

京都大学大学院人間･環境学研究科教授 

鎌 田  浩 毅 

 

《構 成》 

Ⅰ 東日本大震災はなぜ起きたのか 

Ⅱ 東北沖の震源域が拡大する可能性 

Ⅲ 内陸直下型地震を誘発 

Ⅳ 火山噴火を誘発する可能性 

Ⅴ 西日本で予想される巨大地震の連動 

Ⅵ 四連動地震と「西日本大震災」 

Ⅶ 温室効果ガス 25％削減目標の問題点 

Ⅷ 18 世紀のリスボン大地震 

Ⅸ ストック型文明からフロー型文明へ 

                     

 日本に未曾有
み ぞ う

の大災害をもたらした東日本

大震災は、発生した日付を取り「3.11」と呼

ばれている。これは米国東部で 2001 年９月

11 日にテロリストたちがニューヨークの世

界貿易センタービルや国防省を襲った事件が

「9.11」と語られることにも呼応している。 

 あまりにも被害が大きいため、国民のすべ

てが地震や津波の猛威を見て自然のすごさに

打ちのめされてしまい、人間の非力が如実に

示された。9.11 が米国と世界の状況を一変さ

せてしまったように、今回の巨大地震により

日本列島をめぐる様々な状態が大きく変わっ

てしまったのである。 

 「3.11」に起きた巨大地震は、予想をはる

かに超える震動と津波の甚大な被害をもたら

した。直ちに地震情報を管轄する気象庁によ

って「2011 年東北地方太平洋沖地震」と命名

され、震災は全国を対象とする激甚災害に指

定された。４月に政府は、地震と津波にとも

なう災害に対して「東日本大震災」と呼称す

ることを閣議で決定した。 

 

 なお、マスコミ報道で２つの名称が使われ

るために混乱している方も少なくなかったよ

うだが、自然現象としての「地震」と人が被

害に遭う「震災」とで、呼び方を変えること

が慣例となっているのである。激甚災害に指

定された結果、公共施設・農業・水産業など

の復旧のため、その直後から国からの財政支

援が続々と始まった。 

 震災の規模があまりにも大きいため、災害

の復旧と復興は現在も進行中であるが、なぜ

こうした地震が発生したのか、さらに事態は

今後どう進行するのかを筆者が専門とする地

球科学の観点から予測したい。 

 具体的には、余震はこれからも続くのか、

また内陸部、特に首都圏の直下型地震を誘発

する可能性はあるのかを述べる。その上で、

日本列島に 110 個ある活火山の活動にどう影

響を与えるのか、特に、富士山を含む日本列

島の活火山の噴火が誘発されるかについても

解説する。 

 さらに、近年心配されている東海、東南海、

南海地震が連動して起きる際の対策と、地球

温暖化問題に対応して提案された温室効果ガ

スの 25％削減目標に関する問題点を指摘し

たい。 

 最後に、東日本大震災が今後の日本にとっ

ていかなる意味合いを持つかについて、世界

史の視点から 1755 年にポルトガルのリスボ

ンで発生した大震災と比較しながら考察す

る。また、今後の我が国が取るべき進路につ

いて、エネルギー文明論的な視座から論じた

い。 
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Ⅰ 東日本大震災はなぜ起きたのか  

 ３月 11日午後２時 46分から立て続けに発

生した三陸沖を震源とする地震の規模は、日

本の観測史上最大規模であるだけでなく、世

界的に見ても歴代 4位という超弩
ちょうど

級の地震だ

った。起こってみると、過去 1000 年に１回発

生するかどうかという非常にまれな巨大地震

だったのである。 

 地下で起きた地震の規模を示すマグニチュ

ード（Ｍ）は 9.0 に達し、20世紀以降に起き

た地震では、1960 年のチリ地震（Ｍ9.5）、1964

年のアラスカ地震（Ｍ9.2）、2004 年のスマト

ラ沖地震（Ｍ9.1）に次ぐ。 

 ここで地震の規模を示すマグニチュードと

エネルギーの関係を見てみよう。マグニチュ

ードは数字が１大きくなると放出するエネル

ギーは 32倍ほど増加する。したがって、放出 

エネルギーで見ると、1923 年の関東大震災の

約 50倍、また 1995 年の阪神・淡路大震災の

約 1,400 倍にもなる。 

 今回の地震は、地球科学の基本理論である

プレート（岩板）・テクトニクスで説明できる。

太平洋を広く覆う海のプレート（太平洋プレ

ート）が、東北地方を乗せた陸のプレート（北

米プレート）の下へもぐり込むことによって

発生した（図１）。 

 太平洋プレートは 200 ㎞沖合にある日本海

溝から東北・関東地方の直下へゆっくりと沈

み込んでいる。ここで蓄積された歪みが限界

に達すると、北米プレートが跳ね返って巨大

地震が発生するのだ。 

 

 

図１ 

 

注：地震と津波が発生する仕組み。鎌田浩毅著『地学のツボ』（ちくまプリマー新書）による。 
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 今回の地震では海底が広い範囲にわたって

５ｍ以上も隆起し、大量の海水を持ち上げた。

これが沿岸部に到達したときには、高さ 15ｍ

を超える津波となり、最大 40ｍの高さまで津

波が遡上
そじょう

し、内陸部に甚大な被害を与えた。 

 歴史的に見ても、東北地方の太平洋側はし

ばしば大津波に見舞われてきたが、今回の津

波はその中でも最大級であった。類似の例と

して 1100 年以上も前の 869 年に発生した貞
じょう

観
がん

地震がある。地震にともなう大津波によっ

て 1,000 人の死者を出した。しかし、この地

震の規模はＭ8.4 と推定されているので、今

回の地震の方がはるかに大きく、文字どおり

有史以来の巨大地震が起きたといっても過言

ではない。 

 地震の規模は、プレートの跳ね返りによっ

て滑った岩盤の面積から読み取ることができ

る。これは「震源域」と呼ばれるが、大地震

の後に規模の小さな余震が数多く発生する領

域でもある。今回の震源域は長さ 500 ㎞、幅

200 ㎞という巨大なものであり、岩盤が滑っ

た量は 30ｍ近くにも達する（図２）。

 

図２ 

 

注：余震域と誘発地震。筆者作成。 
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これまでの想定をはるかに上回る規模と

なった理由は、複数の地震が短時間に連動し

て巨大な震源域を形成したからである。実は、

今回のような巨大な震源域をつくる例は珍し

く、2004 年 12 月にインド洋で発生し 22万人

の犠牲者を出したスマトラ沖地震はこのタイ

プだったが、先進国でこの規模の巨大地震を

経験したのは初めてだった。 

 

Ⅱ 東北沖の震源域が拡大する可能性 

 今回の地震の特徴は、異常と見えるほど「余

震」活動が激しいことである。一般に、余震

は最初に最大の揺れをもたらす「本震」より

も小さく、かつ数が次第に減ってゆくもので

ある。 

 今回の本震はＭ9.0 という巨大なものであ

ったため、余震でもＭ7.0 以上の大地震が

次々と発生した。また、持続期間で見ても、

普通はおおむね１週間ぐらいで余震の数が急

速に減少するものだが、今回は何週間も継続

し４月７日に発生したＭ7.1 の地震は震度６

強という激しい揺れをもたらした。 

 いったんＭ９クラスの巨大地震が発生する

と、最大規模の余震が１年以上もたってから

起きることがある。通例、最大余震は本震よ

りＭが１程度小さいものが起きるので、今後

もＭ８クラスというきわめて大きな余震が起

きても不思議ではないのだ。 

 また、Ｍ７台の余震でも高さ３ｍの津波を

発生させる可能性があり、地盤が沈下した太

平洋沿岸部では新たな被害が出る恐れがある。

この点でも引き続き余震に対する厳重な警戒

が必要なのである。 

 地球科学には「過去は未来を知る鍵」とい

う言葉があるが、今回の地震と酷似する 2004

年スマトラ沖地震と比較し今後を予測してみ

よう。スマトラ沖地震の３か月後の 2005 年３

月に、震源域の南方でＭ8.6 の巨大地震が起

きた。すなわち、Ｍ9.1 の震源域の内部で余

震が起きただけではなく、震源域がさらに南

へ別途拡大したのである。こうした震源域の

拡大は６年後まで断続的に続き、2010 年 10

月にはＭ7.7 の地震を起こしている。 

 この事例と同様に、今回の地震が太平洋プ

レートの上面で別の地域の地震を誘発すると

いう予測がある。具体的には、今回の震源域

のすぐ南側に当たる房総半島沖での地震が心

配されている。 

 実際、この海域では 1677 年にＭ8.0 の延宝
えんぽう

房総沖地震が大津波をともなって発生し、400

人を超える犠牲者が出た。津波堆積物の調査

からは、千葉県の太平洋岸に最大８ｍの高さ

の津波が押し寄せたことも分かっている。 

 なお、震源域の拡大は南方だけとは限らず、

北方の三陸沖北部へ広がる可能性もないわけ

ではない。いずれにせよ、今後Ｍ８～Ｍ７ク

ラスの地震が沖合で新たに発生すれば、地震

動と津波の両方の大災害が再発する恐れがあ

る。 

 

Ⅲ 内陸直下型地震を誘発 

 今回の地震の直後から、震源域から何百㎞

も離れた内陸部で規模の大きな地震が発生し

ている。たとえば、３月 12日午前３時 59分

に長野県北部でＭ6.7 の地震が起きた（図２）。

この地震は震源の深さ８㎞という浅い地震で、

長野県栄村で震度６強を記録し、東北から関

西にかけての広い範囲で大きな揺れを観測し

た。また、３月 15日午後 10 時 31 分には静岡

県東部でＭ6.4 の地震があり、最大震度６強

を観測した。 

 これらは典型的な内陸型の直下型地震であ

り、2004 年の新潟県中越地震や 2007 年の新

潟県中越沖地震と同じタイプである。直下型
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地震は震源が比較的浅く、また発生直後から

大きな揺れが襲ってくるために逃げる暇がほ

とんどない。 

 たとえば、地震の揺れが到着する前にテレ

ビなどで地震発生を知らせる「緊急地震速報」

も間に合わないのである。特に、阪神・淡路

大震災のように、都市の近傍で発生すると建

造物の倒壊など、人命を奪う大災害をもたら

す。 

 こうした直下型地震は、陸上の活断層の地

下部分で起きる。陸のプレートに対して海側

から加わる巨大な力が、地下の弱い部分の岩

盤をずらして断層を作り、このずれが地表ま

で達すると活断層ができる。 

 海域で巨大地震が発生した後、遠く離れた

内陸部の活断層が活発化し、Ｍ７クラスの直

下型地震を誘発した例は、過去にも多数報告

されている。 

 たとえば、1944 年に名古屋沖で東南海地震

（Ｍ7.9）が起きた１か月後に、愛知県の内陸

で三河地震（Ｍ6.8）が発生した。また、1896

年に三陸沖で起きた明治三陸地震（Ｍ8.5）の

２か月半後には、秋田県で陸羽地震（Ｍ7.2）

が発生した。 

 このタイプの地震は、海の震源域の内部で

発生した余震ではなく、新しく別の場所で「誘

発」されたものである。東北・関東地方の広

範囲にわたり、こうした直下型の誘発地震へ

の警戒が今後も必要なのである。 

 さて、東北地方太平洋沖地震は、東日本が

乗っている北米プレート上の地盤の歪み状態

を変えてしまったため、地震発生の形態がま

ったく変わったと考える地震学者が少なから

ずいる。実際、地震の後に日本列島は 5.3ｍ

も海側に移動し、また太平洋岸に面する地域

には地盤が 1.2ｍも沈降したところがある。 

 巨視的に見ると、東北地方全体が東西方向

に伸張し、一部の地域が沈降したのである。

これは海の巨大地震が起きたあとに必ず見ら

れる現象である。何年かかけて徐々に元に戻

るのだが、その間には地下の歪みを解消する

ように直下型地震が断続的に発生する。 

 こうした内陸型の直下型地震は、今後も時

間をおいて突発的に起きる可能性がある。先

に述べた太平洋上の震源域で起きる余震とは

まったく別個に、内陸の広範囲でＭ６～７ク

ラスの地震が散発的に誘発される。その結果、

東北地方、関東地方、中部地方の東部では、

今後も震度６弱程度に至る揺れが予想される。 

 もう一つ、首都圏でも直下型地震を誘発す

るかどうかが懸念されている。結論から言う

と、首都圏も東北地方と同じ北米プレート上

にあるため、活発化した内陸型地震の例外で

はない。 

 かつて東京湾北部で 1855 年に安政江戸地

震（Ｍ6.9）が発生し、4,000 人を超える死者

が出た。また、2005 年７月にはＭ６の直下型

地震が発生し、首都東部が震度５強の強い揺

れに見舞われ電車が５時間以上もストップし

た。 

 国の中央防災会議は首都圏の東京湾北部な

どでＭ7.3 の直下型地震が起こった場合に、

１万 1,000 人の死者、全壊および焼失家屋 85

万棟、112 兆円の経済被害が出ると想定して

いる。今回の地震によって事実上、東日本の

内陸部では首都圏も含めて直下型地震が起き

る確率が高まったと考えた方がよい。 

 たとえば、地震調査委員会は今後 30年以内

に首都圏でＭ７クラスの地震が起きる確率を

70％と予測しているが、東北地方太平洋沖地

震の発生によってこの数字が上がったと考え

る研究者が少なからずいる。 

  

Ⅳ 火山噴火を誘発する可能性 

 海域で巨大地震が発生すると、数か月から

数年以内に活火山の噴火を誘発することがあ

る。地盤にかかっている力が変化した結果、

マグマの動きを活発化させるのだ。 
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 たとえば、スマトラ沖で起きた２つの巨大

地震（2004 年 12 月のＭ9.1 と 2005 年３月の

Ｍ8.6）のあと、2005 年４月から複数の火山

が次々と活動を開始した。その結果、スマト

ラ島のタラン山は火山灰を噴き出し、４万人

を超える住民が避難した。 

 また、東どなりのジャワ島にあるタンクバ

ン・プラフ山や火山島アナク・クラカトアの

地下では火山性の地震が起きはじめた。さら

に、2006 年５月からジャワ島にあるムラピ山

が噴火を開始し、火砕流によって 300 人を超

える犠牲者を出した。 

 インドネシアは日本と同じく、海のプレー

トの沈み込みによって火山の噴火が起きる世

界有数の変動帯にある。 

 インドネシア国内に存在する活火山の総数

129 個は、日本の 110 個とほぼ同じで、両者

は地下の条件が非常によく似ている。したが

って、スマトラ沖地震の後にインドネシア国

内の噴火が誘発されたように、東北地方太平

洋沖地震に関しても同様の懸念がある。 

 東日本には近代以後に規模の大きな噴火を

起こした活火山がある。たとえば、磐梯
ばんだい

山は

1888 年に山体崩壊を起こし、また北海道駒ケ

岳は 1929 年に火砕流を噴出し、いずれも死傷

者を出した。 

 最近でも安達太良
あ だ た ら

山が 1997 年に水蒸気爆

発を起こし犠牲者が出た。その他にも、アカ

ンダナ山、八甲田山などの活火山では、水蒸

気爆発や火山ガスの噴出などの小規模な噴火

を 1995 年以後に起こしている。 

 今回の地震以後に地下で地震が増加した活

火山がある。たとえば、日光白根山、焼岳、

乗鞍岳、箱根山では３月 11日の本震の発生直

後から小規模の地震が急増した。 

 その後、いずれの火山でも地震は減少し、

現在までのところ火山活動に目立った変化は

見られない。しかし、インドネシアの事例の

ように少なくとも今後の数年間は注視が必要

である。 

 噴火を誘発する可能性としては、活火山の

富士山も例外ではない。３月 15日には富士山

頂の南でＭ6.4 の地震が発生した（図２）。

最大震度６強という強い揺れがあり、また震

源は深さ 14㎞だったため、富士山のマグマだ

まりに何らかの影響を与えたのではないかと

我々火山学者は緊張した。 

 幸い今のところ、富士山噴火の可能性が高

まったことを示す観測データは得られていな

いが、噴火の影響力を考えると常時監視すべ

き火山であることには変わりない。 

 富士山周辺のＧＰＳ（全地球測位システム）

の測定結果は、３月の本震の発生後に富士山

の周辺が東西方向へ伸張していることを示し

ている。 

 現在、富士山の地下約 20㎞には岩石が溶融

したマグマだまりがあり、その直上の 15㎞付

近では、マグマの動きに関連するユラユラ揺

れる地震（低周波地震）がときどき発生して

いる。 

 こうした場所で地面が広がると、地下深部

のマグマが地上へ出やすくなる可能性と、広

がった地盤の中にマグマが滞留したため出に

くくなる可能性の２つがある。このどちらへ

進むのか、今後の注視が必要である。 

 なお、江戸時代には海域で巨大地震が発生

したあとで富士山が大噴火を起こした例があ

る。1703 年の元禄関東地震（Ｍ8.2）の 35日

後に、富士山が鳴動を始めた。その４年後の

1707 年に、宝永地震（Ｍ8.6）が発生した。 

 さらに、宝永地震の 49日後に富士山は南東

斜面からマグマを噴出し、江戸の街に大量の

火山灰を降らせたのである。宝永噴火と呼ば

れるもので、富士山では最大級の噴火であっ

た。 

 この宝永噴火では、直前の２つの巨大地震

が富士山のマグマだまりに何らかの影響を与

えて噴火を誘発したと考えられている。たと
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えば、地震後にマグマだまりにかかる力が増

加し、マグマを押し出した可能性がある。 

 また、巨大地震によってマグマだまりの周

囲に割れ目ができ、マグマに含まれる水分が

水蒸気となって体積が急増し、外に出ようと

して噴火を引き起こしたとも考えられる。 

 なお、2009 年には、富士山が北東-南西方

向に１年当たり２㎝ほど伸張したことが観測

された。この現象は、地下で東京ドーム８杯

分の量のマグマが増加したと解釈されている。 

 その後、こうした地盤の伸びは鈍化してい

るが、もし今後富士山の地下で低周波地震や

火山性微動が始まると、噴火の準備段階へ移

行しつつあると判断される（図３）。 

 しかし、富士山は地震計や傾斜計など日本

でも最も観測網が充実している活火山の一つ

なので、突然マグマが噴出する心配はない。

噴火の始まる１か月ほど前から、前兆となる

地震や地殻変動が観測され、直ちに気象庁か

ら各種マスコミやインターネットを通じて情

報が伝えられる。 

 活火山の噴火では、地震のように準備期間

がゼロというわけではないのである。 

 

 

 

図３ 

 

注：活火山の噴火前に起きる現象。鎌田浩毅著『火山噴火』(岩波新書)による。 
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Ⅴ 西日本で予想される巨大地震の連動 

 今回の地震は東日本に甚大な被害を与えた

が、我々がもっとも心配しているのは、西日

本の太平洋沿岸で必ず起きると予想される別

の巨大地震である。西日本の沿岸に沿った海

底には、南海トラフと呼ばれる総延長 1,000

㎞も続く細長い窪地がある。 

 ここにはフィリピン海プレートと呼ばれる

プレートが沈み込んでおり、３つの区間に分

かれた巨大地震の震源域がある。 

 これらは東海地震・東南海地震・南海地震

にそれぞれ対応しており、首都圏から九州ま

での広範囲に地震と津波の大災害をもたらす

と予想されている（図４）。

 

 

図４ 

注：南海トラフ沿いの巨大地震の震源域と発生の歴史。 

鎌田浩毅著『地学のツボ』(ちくまプリマー新書)による。 

 

 

 南海トラフ沿いの巨大地震の発生は、90～

150 年おきという周期性があることが過去の

例から判明している。約 100 年間隔で起きる

巨大地震の中でも、３回に１回は超弩級の地

震が発生した歴史がある。 

 古文書に残された地震の記録からは、887

年の仁和
に ん な

地震、1361 年の正平地震、1707 年の

宝永地震が知られており、300～500 年間隔で

起きたことが分かっている。 

 次回、南海トラフ沿いで起きる巨大地震は、
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この３回に１回の番に当たる。南海トラフの

全域にわたって動き、東海・東南海・南海の

３つが同時発生する「連動型地震」という最

悪のシナリオである。 

 東海 87％、東南海 70％、南海 60％と個々

に確率予測されている巨大地震（図５）は、

次回は３つが一緒に起きる三連動地震となる

のだ。 

 こうした同時発生は、今から 300 年ほど前

に江戸時代にも起きた。1707（宝永４）年 10

月に起きた宝永地震では、津波が太平洋の沿

岸を襲って２万人以上の犠牲者を出した。宝

永地震の規模はＭ8.6 だったが、これから起

きる連動型地震はＭ8.7 と予測されている。 

 ここで三連動の起き方について、具体的に

過去の事例を見てみよう。前回は東南海地震

（1944 年）と南海地震（1946 年）が２年の時

間差で発生した。また、前々回の 1854 年（安

政元年）には、32 時間の時間差で活動した。 

 さらに３回前の 1707 年（宝永４年）では、

東北地方太平洋沖地震のように、３つの場所

が数十秒のうちに活動したと推定されている。 

 なお、３つの地震は比較的短い間に活動す

るが、時間差がある場合には、名古屋沖の東

南海地震→静岡沖の東海地震→四国沖の南海

地震という順番で起きる規則性がある。 

 こうした巨大地震の起きる時期を、年月日

までのレベルで正確に予測することは、今の

技術では不可能だ。しかし、過去の経験則や

シミュレーションの結果を総合判断して、地

震学者たちは 2030 年代には起きると予測し

ている。 

 ちなみに、先に述べた三陸沖の貞観地震

（869 年に発生）の 18年後には、南海トラフ

沿いで仁和南海地震と呼ばれる巨大地震が起

きている。 

 こうした事実から、私も 2040 年までには次

の三連動地震が南海トラフ沿いで確実に起き

ると考えている。タイムリミットの期限が、

今から約 20年後に始まるのである。 

 もし三連動地震が起きれば、太平洋ベルト

地帯の経済活動を直撃することは免れない。

中央防災会議によれば、その被害想定は犠牲

者２万5,000人、全壊棟数55万棟、経済的被害

81兆円とされているが、被害総額が200兆円に

昇ると試算する専門家もいる。ちなみに、阪

神・淡路大震災では約6,400人の尊い命が奪わ

れ、10兆円の損失があった。 

 特に、東南海地震のあと短時間で東海地震

が首都圏を直撃した場合には、国家機能が麻

痺する恐れもある。今回の地震と同様、非常

に広範囲で災害が起きると、周辺地域からの

救援や支援は甚だしく遅れざるを得ない。 

 なお、南海トラフで起きる巨大地震の連動

は、今回の地震によって誘発されるものでは

なく、独立に起きるということである。とい

うのは、今回の地震を起こした太平洋プレー

トと、三連動地震を起こすフィリピン海プレ

ートは別物だからである。言わば、和室の中

で異なる畳の上に座っているようなものだ。 

 したがって、今回の地震とは関係なしに、

南海トラフ固有のスケジュールに従って

2030 年代に起きる、と予想されているのであ

る。 

 なお、今回の地震が三連動の一つである東

海地震の発生を早めるのではないかという心

配がある。事実、今回の地震発生によって、

東海地震の震源域にかかる力が１％ほど増加

し、地震を起こしやすくなったという解析結

果が研究者から出されている。 

 しかし、東海地震を予知するために想定震

源域の海底に設置された歪
ひず

み計では、今回の

地震直後に特段の変化は観測されていない。

すなわち、東海地震を起こす前兆としてのプ

レートの「滑り現象」は、まだ確認されてい

ないと解釈されている。 

 なお、三連動地震は、東海から九州にかけ

て巨大津波をもたらす可能性があるので、首
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都圏にどのような影響があるのか見ておこう。

東京湾は入口が狭く奥で広まる地形なので、

高さ２ｍ以下の津波が来ると予想されている。

湾内には高さ３ｍまで防ぐ防潮堤などがある

ため、首都圏は基本的には心配ないとされて

いる。 

 むしろ、ウォーターフロント地域で起きる

地盤の液状化が大きな被害をもたらす恐れが

ある。今回の地震でも、海浜に近い千葉県浦

安市では４分の３に相当する埋め立て地で激

しい液状化が起きた。また、利根川など河川

沿いの造成地でも液状化の被害が続出した。

地盤が比較的悪い地域の液状化対策も、今後

の大きな課題である。 

 

図５ 

 

注：日本各地で想定されている大型地震の想定規模と発生確率。筆者作成。 
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Ⅵ 四連動地震と「西日本大震災」 

 西日本で起きる三連動地震の震源域は、南

海トラフ沿いに 600 ㎞ほどの長さがあり、東

北地方太平洋沖地震と同規模の巨大なもので

ある（図５）。このように長大な震源域で次々

と岩盤が滑ると、強い揺れと大きな津波をも

たらすことになる。 

 これだけでも大震災なのだが、もう一つ西

の震源域が連動する可能性があるという新し

い研究結果が出てきた。1707 年には南海トラ

フと琉球海溝との接続部で規模の大きな地震

があったと考えられ、南海地震の震源域の西

に位置する日向灘（宮崎県沖）が連動したと

推定されている（図５）。すなわち、2030 年

代に起きる地震は、三連動地震に震源域が一

つ加わった「四連動地震」となる恐れがある

のだ。 

 この場合には震源域の全長は 700 ㎞に達し、

これまでの想定Ｍ8.7 を超えるＭ９台の超巨

大地震となる。すなわち、東日本大震災に匹

敵するＭ９クラスの巨大地震が、次は西日本

で起きるのである。 

 さらに最大 15ｍ級の津波も予想され、強振

動を被る地域に関して過去に行ってきた予測

などすべての防災対策を「四連動地震」用に

見直さなければならないのである。 

 たとえば、確率計算のための重要な数字で

ある震源域の面積という大前提が変わると、

マグニチュードや被害予測が大幅に変わる可

能性がある。地球科学の現象には、前提とす

る数字の変化によって大きく結果が変わる

「構造」がある。したがって、マグニチュー

ドも地震発生確率も、研究の進展によって数

字が大きく変わる可能性があるのだ。 

 この四連動地震は「西日本大震災」と呼ば

れることがある。これまで震災は起きた後に

命名されるものであったが、2030年代に予想

されている巨大地震は、発生の前から甚大な

災害規模が予測されている。 

 被災する地域が日本の産業経済の中心であ

ることを考えると、西日本大震災は東日本大

震災よりも一桁大きな災害になる可能性を否

定できない。すなわち東日本大震災以上のダ

メージを与え、日本経済が破綻するだけでな

く世界金融危機を招くと予測する専門家も少

なからずいる。 

 今後の日本にとって喫緊の課題は、この西

日本大震災をいかに迎え撃つかなのである。 

 

Ⅶ 温室効果ガス 25％削減目標の問題点 

 地震、津波、液状化などの災害対策の他に

も、今回の地震は地球科学上のもう一つの重

要課題である地球温暖化への対処に大きく関

わる。 

 これまで政府は「2020 年までに温室効果ガ

ス削減を 1990 年比の 25％削減」を目標とし

てきたが、東日本大震災が起きた現在では見

直しをせざるを得ないという論調が増えてき

た。 

 というのは、25％の削減は原子力発電所９

基の新設により初めて達成可能な目標であり、

福島原子力発電所の事故によって新設計画自

体の後退は避けられないからである。ちなみ

に、南川秀樹・環境事務次官も国連気候変動

枠組み条約の作業部会で、この趣旨の発言を

している。 

 加えて、「25％削減目標」には根本的な問題

がある。地球を数十万年という地質学的な時

間軸で見れば、現在は氷期に向かっている。 

 たとえば、過去13万年前と１万年前には比

較的気温が高い時期があり、平安時代も今よ

り温暖な時期だったが、14世紀から寒冷化が

始まっている。すなわち、長い視点では寒冷

化に向かう途上の短期的な地球温暖化が、こ

れまで問題とされてきたのである。 

 確かに、18世紀後半に始まった産業革命以

降に放出し続けている二酸化炭素が、現在ま

での気温上昇の一因である可能性は否定でき
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ない。しかし、二酸化炭素が温暖化を引き起

こした寄与の割合に関しては、専門家の間で

も９割から１割とまちまちの数字で意見が大

きく分かれている。 

 また、2010年にはＩＰＣＣ（気候変動に関

する政府間パネル）が提出した一部のデータ

の確実性に対して、研究者から疑問が投げか

けられた。ＩＰＣＣの出した提言に関するコ

ンセンサスが世界中の科学者の間で必ずしも

得られていない、というのが現状である。 

 たとえば、太陽活動の変化などから今後数

十年間の地球は寒冷化に向かいつつある、と

唱える地球科学者も少なからずいる。将来に

わたり現在の勢いで地球温暖化が進むかどう

かは、必ずしも自明とは言えないのではない

か、と私自身も考えている。 

 事実、大規模な火山活動が始まり地球の平

均気温を数度下げたことがある。たとえば、

1991年にフィリピンのピナトゥボ火山が大噴

火した後、世界の平均気温は約0.4度低下した。 

 もともと自然界には様々な周期の変動現象

があり、地球温暖化問題も「長尺の目」で捉

えなければならない。少なくとも研究結果が

確定していない現時点で、「25％削減」のよう

な性急な取り決めを進めることは、将来の国

益に反するのではないかと私は危惧している。 

 このような点でも、今回の巨大地震発生を

きっかけに、これまでの政策をもう一度見直

す必要があるのではないだろうか。 

 なお、本稿に述べた予測は、現在も時々刻々

と変わり得ることにも留意していただきたい。

新たな地球科学現象が発生したら、予測シナ

リオを全面的に書き換えなければならないこ

とも生じるのである。 

 たとえば、今回の地震発生前にも宮城県沖

地震が起きると想定されてはいたのだが、規

模がＭ7.5、想定死者 300 人というものであっ

た。この予測は 1978 年に死者 28名を出した

Ｍ7.4 の地震を基準の一つとしていたが、現

実はその予想をはるかに上回り、1,500 倍も

規模の大きな巨大地震が発生した。 

 また、地震の再来周期から見ても、約 40

年ごとに繰り返して起きる地震を想定してい

たのだが、実際には 1000 年に一度のまれな巨

大地震が起きてしまったわけである。 

 科学はすべてを予見できるものではなく、

現在起きつつある現象にも、我々地球科学の

専門家にとっても驚くべき事実が少なからず

ある。まず、地球の現象はこうした「構造」

の中にあるという認識をもち、新たに発生し

た事実をもとに頭をリセットしつつ対処しな

ければならない。 

 そのためには、リアルタイムに正確な情報

を取得し、臨機応変に対処法を変える必要が

ある。もし過去に立てた方針や古いシミュレ

ーション結果に引きずられて行動すると、思

わぬ失敗をするからだ。 

 加えて、今こそ本稿で解説したような地球

科学上の基本知識を取得しておいていただき

たいと願う。「スーパー広域災害」では、知識

不足とあいまいな理解が被害を増大させるか

らである。 

 日本全土が本格的な変動期に突入したこと

は地球科学的にも間違いなく、今後も東日本

大震災のような巨大災害が起きる可能性があ

る。このことを念頭に置き、危機管理体制を

早急に確立し、減災に向けた施策を直ちに始

め、過去の政策を見直し、知識を補充しなけ

ればならないのである。 

 

Ⅷ 18 世紀のリスボン大地震 

 東日本大震災によって日本は様々な面で大

きな転換を強いられている。こうした際に参

考になるのは、過去の大災害から復興した例

である。 

 たとえば、18世紀のポルトガルの首都リス

ボンは甚大な地震と津波の災害を被り、その

後の国家の運命を変えてしまった。1755 年に
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起きたリスボン大地震と呼ばれる破局的な災

害で、６万以上の犠牲者をもたらした（図６）。

今後の我が国の復興を考える上でも示唆され

ると思われるので紹介しておきたい。 

 1755年 11月１日の午前９時40分から３つ

の大地震が発生し、ヨーロッパ西部のポルト

ガル、スペイン、イタリア、フランスと、ア

フリカ北部のモロッコなどが大きな振動に襲

われた。 

 リスボンでは９割近い建造物が倒壊して、

２万人が建物の下敷きになり死亡したとされ

ている。地震によって市内には大きな亀裂が

何か所にもできた。11月１日はキリスト教の

「万聖節」であり、多くの市民が教会に集ま

り祈りの最中であったが、その教会自体が倒

壊したため予想外に多い犠牲者が出たのであ

る。 

 建物の倒壊からまぬがれた市民たちは、港

の周辺にある空き地に集まってきた。ところ

が、その直後に海は沖へ引いていき、やがて

高さ 15ｍに達する津波がやってきた。津波は

リスボン市内を押し流し、川をさかのぼって

いった。こうした地震直後の津波によって１

万人の犠牲者が出たとされている。 

 地震と津波のあとには市内の各所で火事が

起き、消防機能を失ったリスボンでは１週間

も鎮火することがなく広範囲を焼き尽くして

しまった。地震の規模が大きかったため、首

都リスボン以外にもポルトガルの全土が甚大

な被害を被ったとされている。 

 

図６ 

 

注：1755 年に発生したリスボン大地震の被災状況を描いた版画。震災後に廃墟 

と化したリスボン市街が描かれている。ウィキメディア・コモンズによる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/file:Lisbon1755hanging.jpg 

 

 

 リスボン大地震の大きさは、Ｍ8.5 と推定

されている。この地震は、ヨーロッパとアフ

リカが最接近したジブラルタル海峡の西方の

海底にある活断層がうごいたことによって発
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生した。 

 その原動力は、アフリカプレートがユーラ

シアプレートに衝突する巨大な力によるもの

である。津波の規模がきわめて大きく、ポル

トガルの南西部では 30ｍ、また北アフリカ沿

岸では 20ｍの津波が襲来し、遠く離れたイギ

リスにも３ｍの津波が記録されている。 

 この地震はヨーロッパ近世最大の地震災害

をもたらしたのみならず、当時の西欧人の考

え方に大きな影響を与えた。 

 まず、地震発生の日がキリスト教の祭日で

あり、教会に集合した人たちが建物の倒壊に

よって多数犠牲となったことから、神学的な

世界観に疑問が出される契機となった。 

 たとえば、それまでの考え方では、この世

は神が創造した最善の世界であるという考え

方が主流であった。これは「弁神論」とよば

れるもので、ドイツの哲学者ライプニッツな

どによって確立された楽観的な世界観であっ

た。 

 これに対して、フランスの啓蒙思想家ヴォ

ルテールは、最も敬虔な人たちが災害に遭遇

したことに対して、神は最善の世界を造って

はいないのではないかと疑問を投げかけた。

彼は小説『カンディード』に当時の状況を風

刺的に描き、ライプニッツの弁神論を否定す

る論調を広めた。 

 また、フランスの思想家ルソーは、過密な

都市に居住すること自体が大災害の原因を招

いたと考え、ヴォルテール宛てに公開書簡を

出した。ルソーは、自然界が人間に対しても

たらす災害よりも、人間が自分たちで引き起

こす災害のほうが大きいのではないかと論を

進め、「自然に還れ」という主張を展開してい

る。 

 一方、ドイツの哲学者カントは、リスボン

大地震を契機に地震の成因について思索を巡

らし、大地震は神が起こしたものではなく、

地下深部の何らかの現象によって起きたもの

であるという説を出した。彼は地震について

３編の論文を書き、ここから近代地震学が誕

生したとも言われている。 

 さらにカントは大地震の経験から、巨大な

力をもつ自然に対する人間の能力に関する考

察を進めた。すなわち、自然は人がまったく

手を出すことができないような荒れ狂う力を

持っているが、その自然に対して人間は冷静

に観察する理性を持っている。津波など破壊

的な現象に対しても、単に恐れを持つだけで

なく、理性を行使することによって災害から

逃れることが可能である、と考えた。 

 すなわちカントは、神学的な世界観が近代

科学に基づく合理的な世界観で置き換えられ

てゆく萌芽を作り、人間の持つ能力に依拠す

る価値観が次第に広まっていった。 

 他にもドイツの文豪ゲーテが『詩と自然』

の中で言及しており、リスボン大地震は 18

世紀の思想界に大きな影響を与えたのである。 

 大地震により 18 世紀半ば以降のポルトガ

ルの国力は一気に低下していった。それまで

の大航海時代にスペインとともに海の貿易を

支配し全盛を極めたポルトガルは、地震後に

凋落しはじめ、やがてオランダとイギリスに

覇者の座を奪われた。 

 実際には、リスボン大地震が起きる前から

地盤沈下しつつあった最中に、大震災が凋落

を加速してしまったのだが、こうした状況を

東日本大震災を受けた日本と重ね合わせて論

じる歴史学者が少なからずいる。 

 日本も世界経済第２位のステータスを中国

に奪われ、後ろから韓国などの激しい追い上

げを受け、国の借金が増え続ける後退気味の

さなかに大震災に襲われたからである。重要

な論点は、日本もポルトガルと同様の道をた

どるのかどうか、である。 

 一方、リスボン大地震後のポルトガルでは

国のスタイルが変化した。まず国王ジョゼ１

世が復興と再建を宰相のポンバル侯爵に託し
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たのだが、彼はすぐさま火災を鎮火し、疫病

が蔓延する前に遺体を運び出し、廃墟の撤去

を開始した。 

 その後、ポンバル侯爵はリスボン市内の街

路を拡張し、当時の最高技術を用いて耐震建

造物を再建した。さらに既得権を手放そうと

しない貴族たちを追放し、啓蒙主義的な専制

政治によって復興を成し遂げた。 

 その後のポルトガルは、もはや世界の覇者

を目指すことはなかったが、国民の生活は次

第に安定し、世界遺産を多数有するヨーロッ

パ有数の歴史国となっている。 

 こうした点でもリスボン大地震の事例から

学ぶことが多いのではないかと私は考えてい

る。 

 

Ⅸ ストック型文明からフロー型文明へ 

 東日本大震災は我が国にとって戦後最大の

試練と言われている。地球科学的に見ると、

実は戦後の復興期は地震も少なかった時期と

いう幸運に恵まれていたのである。こうした

地震の少ない恵まれた時代が終わったのが、

1995 年の阪神・淡路大震災なのである。 

 日本の復興期と高度経済成長期に地震がな

かったのは、ラッキー以外の何ものでもない。

言わば、パクス・ロマーナ、パクス・アメリ

カーナに続くパクス・ジャポニカだったと言

えるかもしれない。 

 それが 20世紀末の 1995 年で終了し、その

後の世界はアメリカの「9.11」から 21 世紀の

動乱が始まった。 

 奇しくも「9.11」が世界を変えたのと同様

に、「3.11」も日本とアジアを根本から変える

と思われる。日本人はこれからどうやって生

きていくべきかについて、もう一度考え直す

きっかけを、大きな犠牲と共に与えられたの

である。 

 地球科学の観点では、これほどの被害が起

きたのは人類が物質を溜め込むようになった

ことに原因が求められる。経済学の用語スト

ックを援用して「ストック社会」と呼ばれる

が、そうした社会では溜め込んだものが大き

いほど自然災害によって失うものも大きくな

る。 

 人類がこうしたストック社会を始めたのは、

わずか１万年前からである。それ以前は、日

本でいえば縄文時代の狩猟採取をしていた時

期で、経済用語でいえば「フロー社会」の中

にあった。 

 ところが、１万年ぐらい前に人類が農業と

牧畜を「発明」してから、毎年作物が採れる

ようになり、余った農産物などは貯めておけ

るようになった。 

 ここから富の集積が始まり、さらに富を独

占する権力者が出てきて、国家が誕生してい

った。このように人間の社会はフロー社会か

らストック社会へ移行していった、というの

が我々の見方である。 

 その行き着く先が 18世紀から 19世紀にか

けて起きた産業革命であり、石炭を燃やすこ

とで得られるエネルギーを使用し始めた。次

に、石炭よりも利用しやすい石油を使うよう

になり、モータリゼーションの社会が到来し

たのである。 

 我々が当たり前のように消費している石炭

や石油などの化石燃料は、いずれも地球上の

生物がストックしてきたエネルギー資源であ

る。そして 20世紀の後半には、核兵器を平和

利用する原子力発電が行われるようになった。 

 使用してきた燃料がどのくらいの時間で出

来上がったものかを振り返ると、たとえば石

油は 1000 万年ぐらい、ウランは１億年ぐらい

かけて形成されたものである。 

 地球が途方もない時間をかけて作った資源

を、人類はここ 200 年ほどで燃やし尽くそう

としているわけである。これはストック社会

の末路でもある。 

 実は、人類がフロー社会から１万年前にス
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トック社会に移行できたのは、地球環境の変

化が大きな要因となっていた。それ以前は寒

暖の差など気候変動が激しく、農作物の種を

播いても実がならなかった。 

 それが約１万年前以降に暖かくなり、さら

に気候が安定したため農業ができるようにな

った。氷期が終わって温暖な間氷期に、人間

はストック社会という生き方を確立したので

ある。 

 ところが、現在は再びゆるやかに氷河期に

向かいつつある時期にある。人類史的に考え

ると、温暖化よりも寒冷化の方が生物には打

撃が大きい。 

 たとえば、もし気温が下がり続けて北半球

の多くが氷河に覆われるようになると、穀物

生産が激減し食糧危機が到来する恐れがある。

さらに、大気中の二酸化炭素が減ると光合成

が押さえられ、植物の生産量そのものが減少

するという現象も起きる。 

 実際、現在は長期的には寒冷化している途

上にあるので、ゆっくりと寒くなりつつある

さなかの温暖化現象なのである。すなわち、

数十年ではなく数万年という地球科学の扱う

時間軸で捉えなければならないのである。 

 「3.11」から学ぶべき教訓は、人類が１万

年ものあいだ継続してきたストック社会を昔

のフロー社会に変える時期が来た、というこ

とではないだろうか。 

 たとえば、近世にフロー社会が実現してい

た日本の江戸時代は、鎖国をしていたために

低エネルギー消費の自給自足の社会が可能で

あった。衣食住の材料はすべて国内で生産さ

れたものであり、人体から出たものを堆肥に

して資源を循環させていた。夜になったら菜

種油を灯
とも

す程度の消費エネルギーで生活して

いたのだ。 

 低エネルギーにも関わらず、250 年以上も

の長期間のあいだにオリジナルな文化を創り

上げたことは注目に値しよう。現在でも社会

全体で節電に努めれば、使用電力を 15％減ら

すことは可能である。ストック社会があたり

まえの現代に生きる我々は、明らかにエネル

ギーを使いすぎており、江戸時代のライフス

タイルからはもっと学ぶことがある。 

 地球のストックを大量消費する「ストック

型文明」を「フロー型文明」に変えるには、

たとえば自然エネルギー資源の活用が考えら

れる。 

 私自身 14年前に京都大学へ移籍する前は、

通商産業省（現・経済産業省）地質調査所で

地熱資源の探査と研究を行っていた。地熱・

太陽・風力などの発電は、すべてストックに

頼らないフローによるエネルギー活用である。 

 もし原子力が不調ならば再び石油と石炭を

大量に買い込んで発電するというのではなく、

できる範囲でフローによるエネルギー開発を

行なう。それで電気が足りなければ、全体の

消費量を減らす政策を継続する。 

 平成の現代人には江戸時代の生活に戻すこ

とはもはや無理だが、少しでもこの方向へシ

フトすることを本気で立案しなければならな

い。膨大なストックを買い込み消費するシス

テムから脱却し、効率よく小さく使うシステ

ムを確立することが肝要なのである。 

 ここでは科学技術の新展開というだけでな

く、ストック社会に依拠する生き方そのもの

を変える必要がある。システムを変えるため

には、文化とライフスタイルを変える人文科

学領域の戦略も必要となる。 

 地球科学では「長尺の目」と呼んでいるが、

100年とか1000年とか長い目で見ることが生

き方や文化を変えることにつながる。 

 たとえば、2030 年代の発生が確実視されて

いる南海地震は 100 年に１回の頻度で起きて

きた。また、東日本大震災を起こしたＭ９の

地震は 1000 年に１回であった。このように日

常生活では考えもしない時間軸で動く日本列

島に、我々は住んでいるのである。 
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 こうした事実に目を背けることなく、100

年や 1000 年のスケールでものを見てじっく

りと考える文化をこれから創出しなければな

らない。こうして初めて我々は世界屈指の変

動帯上の生活を持続できるのである。 

 実は、日本人にはこうした「長尺の目」で

考える遺伝子が組み込まれているのではない

か、と私は考えている。いま火山の巨大噴火

の歴史を見てみよう。 

 今から 7000 年ほど前、日本列島の大部分が

噴火による火山灰で覆われたことがある。カ

ルデラ型の巨大噴火であり、大規模火砕流に

襲われた縄文人が絶滅してしまったのである。 

 その一つ前の巨大噴火が２万 9000 年前で

あり、日本では 12万年に 18回ほどこうした

激甚火山災害が起きている。すなわち 1000

年に一度の大地震だけでなく、１万年に１回

の大噴火でさえいつ来ても不思議ではないの

である。 

 そのような日本列島に暮らしていても、日

本民族は死に絶えることなく現在まで発展を

続けてきた。巨大地震と巨大噴火が起きる中

で何とか生き延びてきたＤＮＡを我々は持っ

ている。 

 よって、あまりうろたえることなく「長尺

の目」と科学の力によって 1000 年や１万年の

時間単位で起きる地球イベントを上手にかわ

そうというのが、地球科学者からのメッセー

ジなのである。 

 その結果として、ストック型文明から首尾

良く脱出し、フロー型文明へ軟着陸すること

を我が国の次の目標としたい。 

 その知恵と技術を、先進国に追いつくため

に膨大なストックを消費しようとしているイ

ンドと中国へ移転することが、地球規模の環

境とエネルギー資源の問題を解決する唯一の

解決策であると私は考えている。 
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はじめに 

 平成 23年３月 11 日 14 時 46 分頃、三陸沖

を震源とするマグニチュード（Ｍ）9.0 の巨

大地震が発生した。この地震は、太平洋沿岸、

特に東北地方から関東地方の広い範囲で大規

模な津波を引き起こし、さらにこの津波が東

京電力株式会社（以下「東京電力」という。）

の福島第一・第二原子力発電所を襲ったこと

により、地震、津波、原子力事故という我が

国にとって経験したことのない複合的で大規

模な災害となった。 

 本稿では、この未曾有の災害を振り返り、

被災者への支援や被災地の復興のために編成

された予算と成立した法案の概要を紹介する

とともに、特に、復興に向けての国の基本的

な方向性と体制を定めた「東日本大震災復興

基本法案」及び原子力事故被害者への迅速か

つ適切な賠償を支援するための「原子力損害

賠償支援機構法案」を取り上げ、制定までの

経緯や議論のポイント、今後の課題を整理す

ることとする。 

なお、気象庁は、発災当日、この地震を「平

成 23年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」(以

下「東北地方太平洋沖地震」という。)と命名

するとともに、政府は、４月１日、この地震

及び原子力発電所事故による災害を「東日本

大震災」と呼称することを決定した。本稿で

は、この２つの呼称を、その内容に応じてそ

れぞれ使用することとする。 

 

Ⅰ 東日本大震災の概要 

１ 東北地方太平洋沖地震の概要 

(1) 地震・津波の概要 

 東北地方太平洋沖地震は、我が国観測史上

最大規模で、世界で見ても 1900 年以降に発生

した地震の中で４番目に大きいものである1。 

 この地震により、宮城県北部（栗原市）で

震度７、宮城県南部・中部、福島県中通り・

浜通り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南

部で震度６強の強い揺れを観測したほか、東

京都 23区でも震度５強など、北海道から九州

地方の広い範囲で震度６弱から震度１までの

揺れを観測した。 

 地震の震源は、三陸沖（牡鹿半島の東南東

約 130 ㎞付近）の深さ約 24㎞の海底で、太平

洋プレートと陸のプレートの境界で発生した

ものであるが、その震源域は、岩手県沖から

茨城県沖にまで及んでおり、その長さは約

450 ㎞、幅は約 200 ㎞で、最大の滑り量は 20

～30ｍ程度であったと解析されている2。 

国土地理院の調査（３月 19日発表）による

                             
1  平成 23 年版防災白書（内閣府）。なお、世界で最大の地

震は 1960 年５月 23 日発生のチリ地震（Ｍ9.5）である。 
2  震源域と滑り量は、気象庁「平成 23 年（2011 年）東北

地方太平洋沖地震について（第 28 報）」（平成 23 年３月

25 日）による。 
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と、地震に伴う地殻変動は、牡鹿半島で東南

東方向に約 5.3ｍの移動と約 1.2ｍの沈下が

あったことが判明しており、また、海上保安

庁の調査（４月６日発表）では、震源のほぼ

真上に位置する宮城県沖の海底基準点が地震

前に比べ東南東方向に約 24ｍ移動（陸上で観

測された上記最大移動量の 4.5 倍）、約３ｍ隆

起したことが判明している。さらに国土地理

院による地盤沈下調査（４月 14日発表）の結

果、陸前高田市の小友町字西の坊では 84cm、

石巻市の渡波字神明では 78cm、気仙沼市の唐

桑町中井では 74cm など、岩手、宮城、福島３

県の太平洋沿岸の 28 地点全てで地盤沈下が

認められた。 

 このような大きな地殻変動を伴う地震によ

り大規模な津波が発生し、気象庁が行った現

地調査によれば、岩手県大船渡市白浜漁港で

の津波の高さは推定 16.7ｍに達する3など、

東北地方の太平洋岸を中心として、日本各地

で大きな津波が観測された。 

 国土交通省が現地踏査等により把握した津

波による浸水区域面積（青森から千葉までの

６県 62市町村）（８月４日発表）は約 535 ㎢

で4、これは山手線の内側面積の約９倍に及ぶ

ものである。また、そのうちの４割超が浸水

深２ｍ以上であった。 

 この地震による余震活動も活発で、気象庁

                             
3  津波の痕跡の位置から推定した津波の高さである。気象

庁「平成 23 年３月地震・火山月報（防災編）」による。 
4  国土地理院発表（４月 18 日）の空中写真の判読による

浸水面積は 561 ㎢とされているが、これには河川区域等も

含まれている。 

によれば、その累積回数は 11月 27 日現在、

Ｍ7.0 以上が６回、Ｍ6.0 以上が 97回、Ｍ5.0

以上が 585 回であり、最大震度４以上を観測

した余震は 11 月 25 日現在、212 回に上って

いる。 

 このほか、長野県北部、静岡県東部、福島 

県浜通り、福島県中通りなどで誘発地震と見

られる地震が相次いで発生した。 

  

(2) 被害状況 

ア 人的被害・建築物被害 

 警察庁発表資料によると、平成 23年 11 月

25 日現在、死者 15,840 人、行方不明者 3,611

人、負傷者 5,950 人となっている。この死者・

行方不明者数は、明治以降では、10万５千人

余といわれる関東大震災（大正 12年９月１日、

Ｍ7.9）に次ぐ極めて深刻な人的被害である。

特に、高い津波が観測された岩手、宮城、福

島の３県に被害が集中しており、これら３県

の合計で死者数は 15,774 人、行方不明者

3,607 人と、全体のほとんどを占めている。 

 建築物の被害では、11 月 25 日現在、全壊

が 121,656 戸、半壊が 197,536 戸、一部破損

が 613,390 戸で、上記東北３県に集中してい

ることは同様であるが、そのほか、茨城県（全

壊 3,225 戸、半壊 23,005 戸）や千葉県（全壊

783 戸、半壊 9,219 戸）などでも少なからぬ

被害が発生した。（表１参照） 
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イ ライフライン、交通機関等の被害 

 内閣府の被災者生活支援チームが取りまと

めた被災時の被害状況調べ5によると、震災発

生当日、東北電力管内で約 466 万戸、東京電

力管内で約 405 万戸が停電した。また、ガス

の供給停止は東北３県で都市ガスが約 42 万

戸、ＬＰガスが約 166 万戸に及んだ。水道は、

19県の水道事業等で断水が発生し、震災後に

把握した最大断水戸数は、少なくとも約 180

万戸（３月 16日 17 時）と見られている。下

水道は、１都６県で、下水処理施設 48か所、

ポンプ施設 79か所が稼動停止（３月 16日）、

下水管渠は、テレビカメラ調査で確認された

被害延長は約 591 ㎞とされている。 

 ちなみに、阪神・淡路大震災では、電気は

約 260 万戸が停電、ガスは約 84万５千戸が供

給停止、水道は約 127 万戸が断水、下水道は

被災管渠延長約 260 ㎞であった6。 

                             
5  ライフライン、交通機関とも内閣府被災者生活支援チー

ム「インフラ等の被害・復旧状況（岩手県、宮城県、福島

県中心）」（平成 23 年７月 14 日現在）によるが、下水管渠

の被害延長は、東日本大震災復興対策本部事務局の発表資

料（10 月 31 日現在）による。 
6  兵庫県ホームページ「阪神・淡路大震災の支援・復旧状

況」による。 

 交通機関のうち道路は、被災時に、高速道

路 15 路線、直轄国道 69 区間、補助国道 102

区間、県道等 540 区間で通行止め、鉄道は、

震災直後に、６路線の新幹線（東北、秋田、

山形、上越、長野、東海道）をはじめ、42社

177 路線で運転を休止した。空港では、花巻

空港と茨城空港でターミナルビルの天井が落

下するなどの被害を受けたが、特に仙台空港

は津波による被害が著しく、使用不能となっ

た。港湾では、青森県から茨城県までの 15

の国際拠点港湾及び重要港湾のうち、青森港

を除く 14港で港湾機能が停止した。 

 その他のインフラでは、直轄河川で堤防崩

壊等が 2,115 箇所、海岸堤防は、岩手、宮城、

福島３県所在の約 300 ㎞のうち約 190 ㎞が全

壊又は半壊、漁港は上記３県の約 260 港のほ

ぼ全てが壊滅的な被害を受け、農地も津波に

よる流失・冠水等の被害を受けた面積が３県

合計で 22,763 ㏊（３県の耕地面積の 5.2％、

山手線内側面積の約４倍）とされている。 

 

ウ 災害廃棄物の発生 

 地震・津波の規模が大きく広範囲であった

ために、損壊した家屋など大量の災害廃棄物

（表１）被害の状況 

人的被害（人） 建築物被害（戸） 
 

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部破損 

合 計 15,840 3,611 5,950 121,656 197,536 613,390

岩手県 4,665 1,413 188 20,184 4,551 7,291

宮城県 9,504 1,973 4,013 78,454 100,606 190,869

福島県 1,605 221 241 18,398 57,117 132,467

３県合計 15,774 3,607 4,442 117,036 162,274 330,627

 

３県以外 66 4 1,508 4,620 35,262 282,763

（参考） 

阪神・淡路大震災 
6,434 3 43,792 104,906 144,274 390,506

（注）１．警察庁発表資料（11 月 25 日現在）により作成。未確認情報を含む。また、４月７日に発生した宮

城県沖を震源とする地震等による被害を含む。「３県以外」の数は、合計数から単純に３県合計数を

引いたもの。 

２．「阪神・淡路大震災」は、消防庁発表資料（平成 18年５月 19日確定報）による。 
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（ガレキ）が発生することとなった。環境省

の推計によると、岩手県で 475 万 5 千 t、宮

城県で 1,569 万 1千 t、福島県で 228 万 t、こ

れら３県の合計で 2,272 万 6千 tのガレキが

発生したものと見られており7、この大量のガ

レキにより、迅速な復旧が妨げられることと

なった。宮城県の試算では、県内において、

地震・津波被害により発生した廃棄物及び今

後解体等に伴って発生が見込まれるガレキの

量は、３月 27 日時点の推計値で合計 1,820

万 tとされ、これは同県で１年間に排出され

る一般廃棄物（平成 21年度実績約 79.5 万 t）

の 23年分に相当するものである8。 

 

エ 被害額の推計 

 内閣府（経済財政分析担当）は、３月 23

日、「東北地方太平洋沖地震のマクロ経済的影

響の分析」を月例経済報告等に関する関係閣

僚会議震災対応特別会合に提出した。それに

よると、被災７道県（北海道、青森県、岩手

県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県）のス

トック（社会資本・住宅・民間企業設備）へ

の影響（直接的被害）として、建築物や社会

インフラ等の損壊率を津波被災地域は阪神・

淡路大震災の２倍程度とした場合（ケース１）

には被災地全域の毀損額が約 16兆円、建築物

について津波の被害を特に大きいと想定した

場合（ケース２）には同約 25兆円と推計して

いる。いずれも、阪神・淡路大震災における

ストック毀損額（旧国土庁推計で約 9.6 兆円）

を大きく上回るものとなっている。 

 さらに、内閣府（防災担当）は、６月 24

日、各県及び関係府省からのストックの被害

額に関する提供情報に基づき、東日本大震災

における被害額の総額を約 16.9 兆円と推計

                             
7  環境省「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況」（11

月 22 日）による。 
8  宮城県「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第１次案）」

（平成 23年７月）による。 

した（表２参照）。最も被害額が大きかったの

が住宅、店舗などの建築物等で約 10.4 兆円で

あるが、大都市部を襲った阪神・淡路大震災

と比べ、農林水産関係の被害額が約 1.9 兆円

（阪神・淡路では 800 億円）と大きいことが

特徴である。 

 なお、いずれの推計においても、東京電力

福島原子力発電所事故の放射能汚染による被

害額などは含まれていない。 

 

（表２）被害額推計の比較  

（単位：兆円） 

 
東日本 

大震災 

阪神・淡

路大震災 

建築物

等 

住宅・宅地、

店舗・事務

所・工場等 

約 10.4 約 6.3 

ライフ

ライン

水道、ガス、

電気、通信・

放送施設 

約 1.3 約 0.6 

社会基

盤施設

河川、道路、

港湾、下水

道、空港等 

約 2.2 約 2.2 

農林水産 約 1.9 
その他

その他 約 1.1 
約 0.5 

総 計 約 16.9 約 9.6 

（注）内閣府資料により作成。阪神淡路大震災は旧

国土庁の推計による。 

 

２ 東京電力福島原子力発電所事故の概要 

(1) 福島第一原子力発電所 

 ３月 11日の地震発生により、同発電所の６

機の原子炉のうち、運転中の１号機から３号

機までの全てが自動停止した（４号機から６

号機は定期検査中であった）。同時に、全ての

外部電源が失われ、非常用ディーゼル発電機

が起動したものの、襲来した津波により冠水

したため、震災発生後１時間足らずで、６号

機を除き全交流電源喪失の状態に陥った。 

 同日夕刻には１号機及び２号機について、 

13 日早朝には３号機について、非常用炉心冷

却装置による注水が不能となり、消防ポンプ
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等を用いた淡水又は海水による代替注水に切

り替えられた。 

 この間、12 日には、１号機の格納容器の内

圧が異常上昇したため、格納容器内の気体を

大気中に逃す操作であるベントが行われたが、

同日 15時 36 分には１号機で水素爆発が発生

した。また、３号機でも同様の事象が発生し、

14日11時 01分に原子炉建屋付近で水素爆発

に至った。翌 15日には、２号機の圧力抑制室

（サプレッションプール）付近で爆発音が発

生、定期検査のため炉心燃料が全て使用済み

燃料プールに移動されていた４号機において

も原子炉建屋で水素が原因と見られる爆発が

あった。これらの爆発により、大気中に大量

の放射性物質が放散された。 

 また、４月２日には、２号機の取水口付近

にあるピット内に 1,000 ミリシーベルト／時

を超える高レベルの汚染水が溜まり、ピット

脇のコンクリートの亀裂からこの汚染水が海

水中に流出していることが判明した（止水作

業により同月６日に流出停止）。 

 １号機から３号機については、原子炉圧力

容器への注水ができない事態が一定時間継続

したため、原子炉水位の低下により炉心が露

出し、その後炉心溶融に至り、溶融した燃料

の一部は原子炉圧力容器の下部に溜まった。

さらに、原子炉圧力容器の底部が損傷し、溶

融した燃料の一部が格納容器のドライウェル

フロア（下部ペデスタル）に落下し堆積して

いる可能性が指摘されている9。 

 なお、本事故について、原子力安全・保安

院は、４月 12日、国際原子力・放射線事象評

価尺度（ＩＮＥＳ）における暫定評価を、チ

ェルノブイリ事故と同等のレベル７（深刻な

事故）に引き上げた（３月 11日にレベル３と

暫定評価した後、レベル４、レベル５と引き

                             
9 原子力災害対策本部「原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚

会議に対する日本国政府の報告書」（平成 23年６月）によ

る。 

上げてきている）。 

 

(2) 福島第二原子力発電所 

 地震発生により、運転中の１号機から４号

機までの全てが自動停止した。地震後の津波

により、１号機、２号機及び４号機の残留熱

除去系などが被害を受け、原子炉除熱機能が

喪失、発生日翌日の３月 12日には、原子炉圧

力抑制機能喪失の事象が発生したが、東京電

力の復旧作業により、１号機と２号機は３月

14日に冷温停止状態となり、４号機について

も翌 15日に冷温停止状態となった。３号機に

ついては被害が少なく、３月 12日に冷温停止

状態を確認している。 

 なお、本事故について、原子力安全・保安

院は、３月 18日、ＩＮＥＳにおける暫定評価

を、レベル３（重大な異常事象）と発表した。 

 

(3) 避難区域の設定 

ア 福島第一原子力発電所 

 ３月 11日の夜、菅内閣総理大臣（当時）は、

原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」

という。）に基づき、福島県知事及び関係町長

に対し、福島第一原子力発電所から半径３㎞

圏内の住民は避難すること、半径３㎞以上 10

㎞圏内の住民は屋内退避することを指示した。

翌 12日には、避難区域の範囲を半径 10㎞圏

内に拡大、更に同日夕刻にはこれを 20㎞圏内

に拡大、15日には、屋内退避区域の範囲を半

径 20 ㎞以上 30 ㎞圏内に拡大した。３月 25

日になると、枝野内閣官房長官（当時）は、

屋内退避指示対象者の自主避難を促進するた

め、政府として、避難に際しての移動手段の

確保、受入施設の確保等に最大限努力する旨

を発表した。 

 ４月 21日、原子力災害対策本部長10（菅内

                             
10 「原子力災害対策本部」は原災法に基づくもので、法制

定以降初めて設置された。 
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閣総理大臣（当時））は、福島県知事及び双葉

町長、大熊町長、富岡町長など９市町村長に

対し、原災法に基づき、４月 22日午前０時を

もって、福島第一原子力発電所の半径 20㎞圏

内を「警戒区域」に設定し、市町村長が認め

る場合を除き、立入りを禁止し、又は退去を

命ずることを指示した。また、翌 22日には、

福島県知事及び関係市町村長に対し、半径 20

㎞から 30 ㎞圏内の屋内退避を解除するとと

もに、新たに「計画的避難区域」と「緊急時

避難準備区域」を設定したので、計画的な立

退き又は立退きのための準備をするよう指示

した。「計画的避難区域」は、事故発生から１

年内に、積算線量が 20ミリシーベルトに達す

るおそれのある区域で、原則として１か月程

度の間に区域外に立退きを行うこととされ、

飯舘村など１市２町２村の全域又は一部が指

定された。また、「緊急時避難準備区域」は、

それまでの屋内退避区域のうち計画的避難区

域に該当しない区域で、常に緊急時に避難の

ための立退き又は屋内退避が可能な準備を行

うこととされ、広野町など２市２町１村の全

域又は一部が指定された11。 

 なお、避難区域（警戒区域）、計画的避難区

域、緊急時避難準備区域の対象人口は、それ

ぞれ約 78,000 人、約 10,000 人、約 58,500

人と推計されている12。 

 ６月 16日には、計画的避難区域及び警戒区

域の外であっても、計画的避難区域とするほ

どの地域的な広がりが見られない地域で事故

発生後１年間の積算線量が 20 ミリシーベル

トを超えると推定される地点が存在すること

から、原子力災害対策本部は、当該地点を「特

                             
11 原子力災害対策本部は、９月 30 日、緊急時避難準備区

域を一括して解除することを決め、同区域は即日解除され

た。８月９日に同本部が策定した「避難区域等の見直しに

関する考え方」を踏まえ、対象５市町村において復旧計画

が策定され、原子力安全委員会からも解除について「差し

支えない」旨の回答があったことによる。 
12 平成 23年版防災白書 70頁。 

定避難勧奨地点」として住居単位で特定し、

そこに居住する住民に対して、注意を喚起し、

避難を支援し促進することを決定した。11月

25 日現在、伊達市、南相馬市、川内村の計 260

地点（282 世帯）で設定されている。 

 

イ 福島第二原子力発電所 

 福島第二原子力発電所については、３月 12

日に同発電所から半径 10 ㎞圏内を避難区域

とした（設定当初は３㎞圏内）が、４月 21

日に半径８㎞圏内に縮小した。 

 

(4) 農水産物の出荷制限 

 ３月 21日以降、福島県産の食品を中心に、

暫定規制値を超える放射性物質の検出が相次

ぎ、原災法に基づく出荷制限・摂取制限指示

が行われた。福島県13で出荷制限の対象とな

ったものは、原乳のほか、野菜ではホウレン

ソウ、コマツナ、キャベツ、ブロッコリー、

カリフラワー、カブ、原木シイタケ（露地栽

培、施設栽培）、原木ナメコ（露地栽培）、た

けのこ、ウメ、クリ、米（平成 23年産）など、

水産物ではイカナゴの稚魚、ヤマメ（養殖を

除く。）、ウグイ、アユ（養殖を除く。）、肉類

では牛肉、イノシシ肉であり、11 月 25 日現

在、これらの品目は出荷制限が続いている。

また福島県以外でも原乳、ホウレンソウ、カ

キナ、シュンギクなどが出荷制限の対象とな

ったが、同日現在の対象品目は、茶（茨城県、

栃木県、千葉県、神奈川県、群馬県）、原木シ

イタケ（露地栽培）（茨城県、千葉県）、原木

シイタケ（施設栽培）（茨城県）、原木クリタ

ケ（露地栽培）（栃木県）、原木ナメコ（露地

栽培）（栃木県）、牛肉（宮城県、岩手県、栃

木県）となっている14。 

                             
13 品目により、福島県の一部市町村又は全域で産出・採取

等されるものである。他県についても同じ。 
14 厚生労働省「原子力災害対策特別措置法に基づく食品に

関する出荷制限等」（11月 25 日現在）による。 
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Ⅱ 復旧・復興のための予算措置 

１ 平成 23年度第１次補正予算 

 第 177 回国会（常会）の平成 23 年４月 28

日に衆議院に提出された平成 23 年度第１次

補正予算（５月２日成立）は、東日本大震災

からの早期復旧に向け、当面緊急に必要とな

る経費の追加等を行うもので、一般会計にお

ける東日本大震災関係経費として４兆 153 億

円が計上された。この中には、応急仮設住宅

供与のための経費（予備費と合わせ 10万戸超

の仮設住宅の建設等）、ガレキ等の処理経費、

公共土木施設の災害復旧経費等が盛り込まれ

ている（表３参照）。なお、この歳出を賄うた

め、子ども手当の減額 2,083 億円、基礎年金

国庫負担の年金特別会計への繰入れの減額等

２兆 4,897 億円など、既定経費を合計３兆

7,102 億円減額している（差引き歳出増は

3,051 億円）。 

 

（表３）第１次補正予算の歳出追加額 

（単位：億円） 

東日本大震災関係経費       40,153 

(1) 災害救助等関係経費      4,829 

  応急仮設住宅の供与等、弔慰金・障害見舞金の

支給、災害援護資金・生活福祉資金の貸付け等

(2) 災害廃棄物処理事業費     3,519 

  ガレキ等の処理のための経費 

(3) 災害対応公共事業関係費    12,019 

  河川・海岸・道路・港湾・漁港・下水道等、農

地・農業用施設、有料道路、既設公営住宅、空

港等の災害復旧、災害公営住宅の整備等 

(4) 施設費災害復旧費等      4,160 

  学校施設、社会福祉施設、農業・林業用施設等

の災害復旧等 

(5) 災害関連融資関係経費     6,407 

  中小企業・農林漁業者等の事業再建・経営安定

のための融資、災害復興住宅融資等 

(6) 地方交付税交付金（特別交付税）1,200 

  災害対応の特別交付税を増額 

(7) その他東日本大震災関係経費  8,018 

  自衛隊・消防・警察・海上保安庁活動経費等、

医療保険制度等の保険料減免等、被災者生活再

建支援金等 

 

２ 平成 23年度第２次補正予算 

 第 177 回国会（常会）の７月 15日に衆議院

に提出された平成 23年度第２次補正予算（７

月 25日成立）は、東日本大震災の直近の状況

を踏まえ、当面の復旧対策に万全を期すため、

必要となる経費の追加を行うもので、一般会

計において１兆 9,988 億円が計上された。こ

の中には、「原子力損害の賠償に関する法律」

による政府補償契約に基づく原子力事業者へ

の補償金、原子力損害賠償支援機構法（８月

３日成立）に基づく交付国債の償還財源に係

る利子負担金、二重債務問題関係経費等が盛

り込まれている（表４参照）。なお、この歳出

を賄うため、前年度剰余金を１兆 9,988 億円

受け入れることとしている。 

 

（表４）第２次補正予算の歳出追加額 

（単位：億円） 

１ 原子力損害賠償法等関係経費  2,754 

(1) 原子力損害賠償法関係経費   2,474 

  政府補償契約に基づく補償金支払（1,200）、福

島県原子力被災者・子ども健康基金、放射能モ

ニタリング強化、校庭等の放射線低減事業等 

(2) 原子力損害賠償支援機構法関係経費 

              280 

  原子力損害賠償支援機構への出資金（70）、交付

国債償還財源に係る利子負担等 
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２ 被災者支援関係経費      3,774 

(1) 二重債務問題対策関係経費    774 

  中小企業再生支援協議会を核とした相談窓口の

体制強化、中小企業基盤整備機構等が出資する

新たな仕組み、再生可能性を判断する間の利子

負担の軽減等 

(2) 被災者生活再建支援金補助金  3,000 

  補助率 80％（現行 50％）への引上げの特例措置

３ 東日本大震災復興対策本部運営経費 5 

４ 東日本大震災復旧・復興予備費 8,000 

５ 地方交付税交付金       5,455 

合 計              19,988 

（注）上記のほか、原子力損害賠償支援機構法に基

づき、同機構に資金拠出するための交付国債の

発行限度額２兆円（特別会計予算総則）、政府保

証枠２兆円（一般会計予算総則）を設定してい

る。 

 

３ 平成 23年度第３次補正予算 

 第 179 回国会（臨時会）の 10月 28 日に衆

議院に提出された平成 23 年度第３次補正予

算（11 月 21 日成立）は、東日本大震災から

の本格的な復興に資するために必要となる経

費の追加等を行うもので、一般会計における

東日本大震災関係経費として11兆7,335億円

が計上された15。この中には、被災自治体が

自らの復興プランの下に進める地域づくりを

支援するための東日本大震災復興交付金１兆

5,612 億円、復旧・復興に向けた被災地の地

方負担分について、地方交付税の加算１兆

6,635 億円、除染に関する経費や福島県原子

力災害対応・復興基金（仮称）の創設等原子

力災害復興関係経費 3,558 億円、第１次補正

予算で活用した年金臨時財源（基礎年金国庫

負担の年金特別会計への繰入れの減額等）の

補塡２兆 4,897 億円等が盛り込まれている。

なお、この歳出を賄うため、復興債発行収入

                             
15 東日本大震災関係経費を含め一般会計の歳出追加額は

12 兆 1,025 億円、歳出の修正減少額は 4,193 億円で、差

引き歳出増は 11兆 6,832 億円となる。 

11 兆 5,500 億円、税外収入 187 億円を見込む

とともに、既定経費を合計 1,648 億円減額す

ることとしている。 

 

（表５）第３次補正予算の歳出追加額 

（単位：億円） 

１ 東日本大震災関係経費        117,335 

(1) 災害救助等関係経費           941 

(2) 災害廃棄物処理事業費       3,860 

(3) 公共事業等の追加         14,734 

東日本大震災関連災害復旧等公共事業（8,706）、

復興に向けた一般公共事業（1,990）、施設費等

（4,038） 

(4) 災害関連融資関係経費       6,716 

(5) 地方交付税交付金         16,635 

(6) 東日本大震災復興交付金      15,612 

(7) 原子力災害復興関係経費      3,558 

(8) 全国防災対策費             5,752 

(9) その他の震災関係経費       24,631 

立地補助金（5,000）、雇用対策（3,780）、節電

エコ補助金等（2,324）、住宅エコポイント

（1,446）、水産業の復旧・復興（1,576）等 

(10)年金臨時財源の補塡         24,897 

２ その他の経費              3,210 

(1) 台風第 12 号等に係る災害対策費 3,203 

(2) その他                       7 

３ Ｂ型肝炎関係経費            480 

合 計                      121,025 

（注）上記のほか、特別会計予算総則において、原

子力損害賠償支援機構法に基づき、同機構に資

金拠出するための交付国債の発行限度額を２兆

円から５兆円に引き上げることとしている。 

 

Ⅲ 復旧・復興のための立法措置 

 東日本大震災は、地震、津波、原子力事故

という複合災害であり、これによる被害も甚

大であり、また、原子力事故についてはいま

だに事故が継続しているという特殊性を持っ

た災害である。このため、被災地の復旧・復

興や被災者を支援する多くの法案が国会に提
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出された。阪神・淡路大震災のときは、これ

に対処するための 16件の特別立法16が、震災

発生１か月後の２月 17日から、更に約１か月

後の３月 24日までの間に行われたが、今回は、

第 177 回国会（常会）及び第 178 回国会（臨

時会）を通じて、合計 34件の法案が成立した。

また、第 179 回国会では、執筆時点（11月 28 

日）で１件の法案が成立している（表６参照）。 

 これら成立した法律案の一覧は、本稿末尾

の表に掲載している。同表では、成立法案を、

便宜、①復旧・復興全般（財源措置・防災対

策を含む。）、②被災者・被災企業支援、③被

災地方公共団体支援、④原子力発電所事故対

応の４つに分類した。 

 

（表６）東日本大震災関連法案成立件数 

国会回次 第177回 第178回 179 回 

(11.28 

現在) 

合 計 32 2 1 

衆 法  9 2 0  

参 法  3 0 1 

 

閣 法 20 0 0 

 

１ 第 177 回国会（常会） 

第 177 回国会（平成 23年１月 24日～８月

31 日）で成立した主な法案は次のとおりであ

る。 

 まず、①復旧・復興全般（財源措置・防災

対策を含む。）では、東日本大震災からの復興

の基本理念や復興庁の設置に関する基本方針

等を定める「東日本大震災復興基本法案（衆

法第 13号）」が、閣法と自民党提出の衆法に

ついての修正協議及び両法案の撤回を経て、

成立した。また、平成 23年度第１次補正予算

４兆 153 億円の財源を確保するための「東日

                             
16 総理府阪神・淡路復興対策本部事務局『阪神・淡路大震

災復興誌』による。 

本大震災に対処するために必要な財源の確保

を図るための特別措置に関する法律案（閣法

第 67号）」、第２次補正予算１兆 9,988 億円の

財源を確保するための「平成 22年度歳入歳出

の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律

案（閣法第 87号）」が各補正予算とともに成

立した。防災対策では、津波対策を推進する

に当たっての基本的認識を明らかにするとと

もに、津波の観測体制の強化及び調査研究の

推進、津波に関する防災上必要な教育及び訓

練の実施、津波対策のために必要な施設の整

備等について定める「津波対策の推進に関す

る法律案（衆法第 14号）」が成立した。この

ほか、国会議員の歳費の月額を一定期間減額

することとする「平成 23年東北地方太平洋沖

地震等による災害からの復旧復興に資するた

めの国会議員の歳費の月額の減額特例に関す

る法律案（衆法第７号）」が成立した。 

 ②被災者・被災企業支援では、被災者等の

税負担を軽減するための「東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律案（閣法第 57号）」及び「地方税法の

一部を改正する法律案（閣法第 58号）」（衆議

院で修正あり）、岩手、宮城、福島の被災３県

の地上アナログ放送の停波を最大１年延長す

る「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に

係る電波法の特例に関する法律案（閣法第 69

号）」、多数の被災者が一般旅券を紛失・焼失

したことに対処するため、外務大臣が震災特

例旅券を発行することができることとする

「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発

給の特例に関する法律案（閣法第 72号）」、 

民法において相続を知った日から３か月以内

とされている相続の承認又は放棄すべき期間

を東日本大震災の被災者について延長する

「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄を

すべき期間に係る民法の特例に関する法律案

（衆法第 18号）」、災害弔慰金の支給対象とな

る遺族の範囲に、他の遺族のいずれもが存し
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ない場合における死亡した者の兄弟姉妹であ

って、死亡当時その者と同居し、又は生計を

同じくしていたものを加える「災害弔慰金の

支給等に関する法律の一部を改正する法律案

（衆法第 20号）」、東日本大震災の被災世帯の

世帯主に対する被災者生活再建支援金につい

て国の補助率を現行の２分の１から５分の４

に引き上げる「東日本大震災に対処するため

の特別の財政援助及び助成に関する法律の一

部を改正する法律案（閣法第 86号）」、災害弔

慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再

建支援金について差押えを禁止する等の「災

害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生

活再建支援法の一部を改正する法律案（参法

第 19号）」、同様に東日本大震災関連義援金に

ついて差押えを禁止する等の「東日本大震災

関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案

（参法第 20号）」が成立した。また、東日本

大震災の影響により自己資本の充実が必要と

なった金融機関等が国の資本参加を受けよう

とする場合の経営強化計画の策定において経

営責任が問われないことを明確にするなど、

資本の増強に係る特別の措置を講ずる「東日

本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の

充実を図るための金融機能の強化のための特

別措置に関する法律及び金融機関等の組織再

編成の促進に関する特別措置法の一部を改正

する法律案（閣法第 73号）」、東日本大震災の

影響を受け、財務の状況を確実に見通すこと

が困難となった特定農水産業協同組合等の自

己資本の充実を図るための特別の措置を講ず

る「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合

等による信用事業の再編及び強化に関する法

律の一部を改正する法律案（閣法第 81号）」

が成立した。 

 ③被災地方公共団体支援では、被災した市

町村等の災害復旧事業等に係る工事の実施体

制等に鑑み、国（事業所管大臣）や県が要請

を受けて、これらの工事を代行できることと

する「東日本大震災による被害を受けた公共

土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等

による代行に関する法律案（閣法第 61号）」、

同様に、環境大臣が被災市町村の長から要請

を受け、災害廃棄物の収集、運搬及び処分を

代行するものとするとともに、グリーンニュ

ーディール基金を活用して被災市町村負担費

用の軽減を図ることとする「東日本大震災に

より生じた災害廃棄物の処理に関する特別措

置法案（衆法第 26号）」、建築基準法に規定す

る最長２か月間の建築制限期間内にはまちづ

くりの計画の策定手続が困難であることから、

建築制限の期間の特例を定める「東日本大震

災により甚大な被害を受けた市街地における

建築制限の特例に関する法律案（閣法第 62

号）」、被災地方公共団体の災害復旧事業等に

係る国の補助率の特例等を定める「東日本大

震災に対処するための特別の財政援助及び助

成に関する法律案（閣法第 63 号）17」、東日

本大震災の被災団体における特別の財政需要

に対応するため、平成 23年度分の特別地方交

付税を 1,200 億円増額交付するための特例を

定める「平成 23年度分の地方交付税の総額の

特例等に関する法律案（閣法第 64号）」、農用

地が受けた塩害を除去するための事業（除塩）

を土地改良事業として行うとともに、災害復

旧等に係る土地改良事業についての都道府県

の負担の軽減を図るための特例措置を講じる

「東日本大震災に対処するための土地改良法

の特例に関する法律案（閣法第 65号）」、東日

本大震災による被害を受けた合併市町村を対

象に合併特例債の発行期限を５年間延長する

「東日本大震災による被害を受けた合併市町

村に係る地方債の特例に関する法律案（衆法

第 28号）」が成立した。また、著しい被害を

                             
17 社会保険等の加入者等の保険料の減免や、大震災による

行方不明者について３か月間生死が不明の場合等には３

月 11 日に死亡したものと推定し各種給付の支給規定を適

用する等の措置も含まれているが、ここでは③に分類した。 
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受けた地域について、４月に予定されていた

統一地方選挙の期日を延期する等の「平成 23

年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体

の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律案（閣法第 38号）」など、選挙

の期日の特例等を定める法案が成立している。 

 ④原子力発電所事故対応では、原子力損害

の賠償に関する法律に規定する賠償措置額を

超える原子力損害が生じた場合に原子力事業

者に資金交付等の支援を行う組織について定

める「原子力損害賠償支援機構法案(閣法第

84 号)」及び事故による損害を迅速に塡補す

るための国による仮払金の支払等について定

める「平成 23年原子力事故による被害に係る

緊急措置に関する法律案（参法第９号）」が、

いずれも衆議院における修正を経て、成立し

た。また、事故により、多数の住民がその属

する市町村の区域外に避難している事態に対

処するため、避難住民に係る事務を避難先の

地方公共団体において処理できる特例等を設

ける「東日本大震災における原子力発電所の

事故による災害に対処するための避難住民に

係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措

置に関する法律案（閣法第 88号）」（衆議院で

修正あり）、警戒区域等のうち市町村長等が指

定する区域における土地及び家屋に係る固定

資産税等の課税免除措置、警戒区域内自動車

の代替自動車に係る自動車取得税等の非課税

措置等を定める「東日本大震災における原子

力発電所の事故による災害に対処するための

地方税法及び東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第 89号）」、事故由来

放射性物質による環境の汚染への対処に関し、

国等の責務を明らかにするとともに、監視・

測定、汚染廃棄物の処理、除染など国、地方

公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措

置について定める「平成 23年３月 11 日に発

生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発

電所の事故により放出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処に関する特別措置法案

（衆法第 29号）」が成立した。 

 

２ 第 178 回国会（臨時会） 

第 178 回国会（平成 23年９月 13日～９月

30 日）では、福島原子力発電所事故の原因、

関係行政機関等が講じた措置の内容、措置が

講じられるまでの経緯、当該措置の効果等を

究明・検証するための調査等を行い、事故の

防止、被害の軽減のため講ずべき施策等につ

いて提言を行う機関として、国会に、東京電

力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこ

ととし、その組織や所掌事務等について定め

る「東京電力福島原子力発電所事故調査委員

会法案（衆法第２号）」、東京電力福島原子力

発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推

薦、その要請を受けて国政に関する調査を行

うこと等のため、国会に、東京電力福島原子

力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会

の合同協議会を置くこと等とする「国会法の

一部を改正する法律案（衆法第１号）」が成立

した。いずれの法案も第 177 回国会に自民、

公明及びたちあがれ日本から共同提出されて

いた同名の法案について修正協議を行い、当

初案を撤回の上、議院運営委員長提出の法案

として成立に至ったものである。 

 

３ 第 179 回国会（臨時会） 

 第 179 回国会（平成 23 年 10 月 20 日～12

月９日18）では、東日本大震災によって被害

を受けたことにより過大な債務を負っている

事業者であって、被災地域においてその事業

の再生を図ろうとするものに対し、金融機関

等が有する債権の買取り等の業務を通じて債

務の負担を軽減しつつその再生を支援するこ

                             
18 第 179 回国会は執筆時点で開会中である。会期が延長さ

れる可能性もあるが、現時点では不明である。 
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とを目的とする株式会社東日本大震災事業者

再生支援機構を設立することとする「株式会

社東日本大震災事業者再生支援機構法案（第

177 回国会参法第 12号）」が成立した。同法

案は第 177 回国会の参議院に提出され、修正

の上衆議院に送付、衆議院では第 179 回国会

で更に修正し、参議院で可決され、成立した

ものである。 

なお、「東日本大震災復興特別区域法案（閣

法第１号）」、「東日本大震災からの復興に

関し地方公共団体が実施する防災のための施

策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特

例に関する法律案（閣法第３号）」、「東日

本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法

案（閣法第４号）」、「津波防災地域づくり

に関する法律案(閣法第６号)」、「復興庁設

置法案（閣法第８号）」などの法案が、現在

（11月 28 日）審議中である。 

 

Ⅳ 東日本大震災復興基本法案 

１ 提出の経緯 

(1) 政府案と自民党案の提出 

 東日本大震災による被害の実態が明らかに

なるに従い、復興のための強力な体制の確立

や既存の制度にとらわれない大胆な措置の構

築、迅速な復興計画の策定、復興のための指

針や体制を定める基本法の制定などを求める

意見や提言が相次いで発表された。 

 また、各党においても、東日本大震災の被

災者・被災地支援や本格的な復旧・復興のた

めの施策の立案と政府の推進体制の構築に向

けて精力的に検討が行われた。 

 東日本大震災発生後の政府の体制は、震災

発生当日に設置した「緊急災害対策本部」、「原

子力災害対策本部」及び「原子力災害現地対

策本部」19を始めとして、その後は、緊急災

                             
19 「緊急災害対策本部」は災害対策基本法に基づくもので、

害対策本部の下に「緊急災害現地対策本部」

（３月 12日）及び「被災者生活支援特別対策

本部」（３月 17日）を設置、原子力事故につ

いては、政府と東京電力が一体的に対応する

ための「福島原子力発電所事故対策統合本部」

（３月 15 日）、「原子力被災者生活支援チー

ム」（３月 29日）、「原子力発電所事故による

経済被害対応本部」（４月 11日）を設置する

など、個別の重要課題に関わる対策の実施組

織が必要になる都度設置され、複雑なものと

なっていた20。このほか、復興に向けた指針

策定のための復興構想について幅広く議論を

行うため、有識者からなる「東日本大震災復

興構想会議」の開催が、４月 11日の閣議で決

定されていた。阪神・淡路大震災の時には、

震災発生後から１か月後の２月 17日には、政

府から「阪神・淡路大震災復興の基本方針及

び組織に関する法律案」が衆議院に提出され、

１週間後の 24日には成立・施行されていたこ

ともあり、東日本大震災の復興に関する基本

法案の策定が急がれた。 

 復興に関する国の組織としては、全閣僚で

構成する「復興対策本部」を設置し、復興に

関する基本的方針の企画・立案・総合調整、

各省が講じる施策の実施の推進・総合調整等

を掌らせる案と、既存の府省とは別に「復興

再生院」や「復興庁」といった新たな機関を

設け、企画・立案・総合調整のみならず、復

興に関する施策の一元的実施までの権限を持

たせる案に大別された。与野党間でも基本法

案の提出に向け協議が進められたが合意に至

らず、政府は５月 13日、「東日本大震災復興

の基本方針及び組織に関する法律案」を、自

民党は５月 18日、「東日本大震災復興再生基

                                         
「原子力災害対策本部」（脚注 10 参照）と同様、法制定以

降初めて設置された。 
20 政府は、５月９日付で、東日本大震災関係の政府組織を、

「緊急災害対策本部」、「原子力災害対策本部」、今後設け

る「復興対応のための組織対策本部」の３つの本部を基本

として、その下に各組織が存在するという形に整理した。 
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本法案」を、それぞれ衆議院に提出するに至

った。また、公明党は、５月 19日、「東日本

大震災復興基本法案骨子」を発表した。 

 各法案（公明党は法案骨子）の相違点と特

徴は、①政府案が、主に、基本理念、国及び

地方公共団体の講ずる措置、国の組織につい

てのみ定めているのに対し、自民党案と公明

党案がともに、復興財源として復興債の発行

とその償還に係る道筋を明らかにすること等

を規定していること、②国の組織として、政

府案が、復興のための施策に関する基本的な

方針の企画・立案・総合調整等の事務を行う

「東日本大震災復興対策本部」を置くものと

し、復興庁の設置については、検討の結果に

基づいて法施行後１年以内を目途に必要な法

制上の措置を講ずることとしているのに対し、

自民党案と公明党案はともに、企画・立案・

総合調整のほか施策の実施権限をも有する

「東日本大震災復興再生院」（自民）又は「東

日本大震災復興庁」（公明）を置くこととして

いることなどである。このほか、③自民党案

は、政府に、期間 10年の「復興再生基本計画」

の策定を義務付けていること、復興再生院は

同基本計画の期間終了日まで置かれる有期の

ものであること、復興再生院の所掌事務及び

権限については、被災した県及び市町村に段

階的に移譲するよう検討することを規定して

いること、④公明党案は、国に「東日本大震

災復興基本指針」の策定を義務付けているこ

と、政府は、被災地域を「東日本大震災復興

特別区域」に指定し、規制・税制・金融の特

例措置を行うことができることを規定してい

ることなども政府案にはない特徴である。 

 なお、参議院では、みんなの党が５月 31

日、「東日本大震災復興の基本理念及び特別の

行政体制に係る基本方針等に関する法律案」

を提出したが、委員会に付託されることなく、

同院で未了となった。 

 

(2) 政府案と自民党案の審査 

政府案と自民党案は、５月 19 日の本会議

において、東日本大震災に対する政府の体制

を強化するため国務大臣等の数を当分の間増

加することとする「内閣法及び内閣府設置法

の一部を改正する法律案」（内閣提出）ととも

に、趣旨説明及び質疑が行われた後、翌 20

日、東日本大震災復興特別委員会（５月 19

日設置）に付託された。委員会では、５月 20

日、提案理由の説明を聴取し、23日に質疑に

入り、25日には青森、岩手、宮城、福島及び

茨城の被災５県の商工団体、農業団体、漁業

団体関係者 15 名から意見を聴取するととも

に、27日には、福島県、宮城県、岩手県に委

員を派遣し、各県知事等と意見交換を行うな

ど、精力的に審査を行った。 

両法案に関する主な論点は、①政府案の内

容が「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び

組織に関する法律案」を踏襲しているにもか

かわらず提出まで２か月を要した理由、②政

府案と比べた自民党案の特徴、③復興のため

の組織の在り方、④政府案に規定する東日本

大震災復興対策本部の現地対策本部の権限及

び国の出先機関との関係などであった。 

まず、「政府案の提出に２か月を要した理

由」については、阪神・淡路大震災のときの

経験を踏まえ、緊急災害対策本部という強力

な権限を持った本部を法律に基づき立ち上げ、

その下に、避難者のための生活支援を含めた

対策チームを設け、予備費や第１次補正予算

を使って復旧作業を実行するなど、やるべき

仕事はしてきたのであり、決して法案の提出

が遅いため、できなかったということではな

く、復興を推し進めるための本格的な体制作

りということで、次の段階に進むための法案

を提出した旨、政府から説明があった21。 

                             
21 第177回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第

２号 26 頁（平 23.5.23）菅内閣総理大臣答弁 
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次に、「政府案と比べた自民党案の特徴」

については、自民党案は、第１に、復興再生

院を設置し、企画立案から実施まで行うこと、

第２に、国の責務を明確にして、地方の自主

性を最大限に尊重しつつ国が責任を持って行

うということ、第３に、厳しい財政事情に鑑

み、震災復興以外の無駄な経費を徹底的に削

減するとともに、民間資金を積極的に活用す

ること、また復興再生債を発行し、償還の道

筋を明らかにすることという３つの特徴があ

り、そこが自民党案の優れたところである旨、

提出者から説明があった22。 

 「復興のための組織の在り方」については、

内閣に内閣総理大臣を本部長とする東日本大

震災復興対策本部を置くとする政府案に対し

ては、衆法提出者から、今回の大震災の被害

は北海道から関東まで広範囲で、財政力が弱

く、農林水産業を持っており、自治体そのも

のがなくなっているところもあり、かつ原子

力災害がある、このような状況で阪神・淡路

大震災のスキームを踏襲するのは誤っている

のではないかなどの意見が述べられた23。一

方、内閣に実施権限を有する東日本大震災復

興再生院を設置するとする自民党案に対して

は、政府から、ワンストップで対応する必要

性については同意見であるが、復興再生院が

具体的にどういう事務を所管し、既存の省庁

とどのような役割分担をするのか、所管する

地理的な範囲はどうするのか、維持管理業務

と復興の業務をどのように分けるのかなど、

細かく詰めていくとなかなか難しいところが

あるのではないか、との認識が述べられた24。 

 「政府案に規定する東日本大震災復興対策

本部の現地対策本部の権限及び国の出先機関

との関係」については、内閣が各省庁に対し

                             
22 前掲注 21 ２頁 提出者石破茂君答弁 
23 同上 
24 第177回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第

３号 18 頁（平 23.5.24）枝野内閣官房長官答弁 

て行使する総合調整権限と同様の権限を現地

対策本部長が国の出先機関に対して行使でき

ることとしており、復興に関する様々な要

望・意見を現地対策本部に届けていただけれ

ば、執行部分で必要な部分があれば、そこか

らそれぞれの出先機関におろすというような

形にし、二重三重に要望を国に上げ、調整に

手間をかけるというようなことのないように

進めていきたい旨、政府から説明があった25。 

 以上のほか、東日本大震災復興対策本部や

東日本大震災復興再生院と県との関係、公明

党の法案骨子にある「人間の復興」の理念や

復興特区の創設などについて議論が行われた。 

 

(3) 東日本大震災復興基本法案の提出 

 東日本大震災復興特別委員会では、政府案

と自民党案の審査を５月 31日まで行った後、

民主、自民、公明３会派の実務者間で修正協

議が行われた。その結果、６月９日には、「東

日本大震災復興基本法案」の起草案が取りま

とめられた。 

東日本大震災復興特別委員会においては、

同日、上記３会派から、本起草案を成案とし、

同委員会提出の法律案として決定すべしとの

動議が提出され、提出者から趣旨の説明を聴

取し、委員から政府及び提出者に対し発言が

あった後、採決した結果、本動議は賛成多数

（賛成－民主、自民、公明、社民、国民、日

本 反対－共産、みんな）をもって委員会提

出の法律案と決した。発言の中では、各省の

縦割りを防ぎ復興庁の主導により施策を進め

る必要性、復興庁の行政組織上の位置付け及

び設置時期、復興関係予算を特別会計で管理

する必要性、復興財源の在り方等について政

府等に考え方の確認が行われた。 

かくして、東日本大震災復興基本法案は、

６月９日、東日本大震災復興特別委員長から

                             
25 前掲注 21 22 頁 枝野内閣官房長官答弁 
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衆議院に提出されるに至った。 

 

２ 東日本大震災復興基本法案の概要 

「東日本大震災復興基本法案(衆法第 13

号)」（以下「復興基本法案」という。）は、総

則、基本的施策、東日本大震災復興対策本部、

復興庁の設置に関する基本方針の４章から構

成されている。 

 総則では、基本理念のほか、国と地方公共

団体の責務及び国民の努力が規定され、基本

的施策では、復興債の発行、復興特区制度の

整備等が盛り込まれた。また、復興に関する

国の組織として、別に法律で定めるところに

より、内閣に、施策の実施権限を有する復興

庁を設置することとし、復興庁が設置される

までは、東日本大震災復興対策本部を置いて、

企画・立案・総合調整の事務を遂行すること

とされた。なお、復興庁については、できる

だけ早期に設置することとし、政府は、可能

な限り早い時期に法制上の措置を講ずるもの

とすると規定されている。主な内容は表７の

とおりである。 

 

（表７）東日本大震災復興基本法案の概要 

 東日本大震災復興基本法案 

基本理念 単なる災害復旧にとどまらない抜本

的な対策等を旨として行われる施策

の推進により、新たな地域社会の構

築がなされるとともに、21世紀半ば

における日本のあるべき姿を目指し

て行われるべきことなど 

国の責務 21 世紀半ばにおける日本のあるべ

き姿を示すとともに、東日本大震災

復興基本方針を定め、復興に必要な

措置を講ずる責務 

基本的施

策 

・復興に関する施策の迅速な実施 

・資金確保のための措置 

・復興債の発行等〈法〉 

・復興に係る資金の流れの透明化 

・復興特区の整備〈法〉 

国の組織 ・東日本大震災復興対策本部（東日

本大震災復興基本方針に関する企

画・立案・総合調整等） 

・現地対策本部〈政令〉 

・東日本大震災復興構想会議 

・原子力発電施設事故による被災地

域の復興に関する合議制の機関

〈政令〉 

・復興庁（復興に関する企画・立案・

総合調整及び施策の実施等）〈法〉

※復興庁は、内閣に、期間を限って置か

れ、復興対策本部は、復興庁の設置の

際に廃止される。 

(注)〈法〉〈政令〉は、別途法律又は政令を定める必

要があることを示す。 

 

３ 復興基本法の制定 

復興基本法案は、６月 10 日の衆議院本会

議において、委員会審査の省略を決した後、

提出者から趣旨の弁明が行われ、討論の後、

採決した結果、賛成多数をもって可決された。

なお、これに先立ち、６月９日、政府案は本

会議の承諾、自民党案は委員会の許可を得て、

いずれも撤回された。 

参議院では、東日本大震災復興特別委員会

に付託され、５回の質疑を経て、６月 20日に

可決、同日の本会議で可決され、成立した。 

本法律は、６月 24日に公布・施行された。 

 

４ 復興基本法施行後の動き 

 ６月 24日の法施行とともに、内閣総理大臣

を本部長とする東日本大震災復興対策本部と

現地対策本部が発足し、27日、東日本大震災

復興対策担当大臣に松本防災担当大臣（７

月５日から平野達男君）が就任した。また、

現地対策本部は、岩手（盛岡市）、宮城（仙台

市）、福島(福島市)の被災３県に置かれた。 
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第１回の復興対策本部は同月 28 日に開催

され、菅内閣総理大臣（当時）から７月中の

基本方針策定が指示された。 

「東日本大震災からの復興の基本方針」

（以下「復興基本方針」という。）は、７月29

日の第４回復興対策本部で決定された。復興

基本方針では、①災害に強い地域づくり、②

地域における暮らしの再生、③地域経済活動

の再生、④ 大震災の教訓を踏まえた国づくり

及び⑤ 原子力災害からの復興のための主な

復興施策が盛り込まれている。また、復興期

間は10年とし、当初の５年を「集中復興期間」

と位置付けている。 

 この復興基本方針は、民主、自民、公明の

幹事長間で「確認書」（８月９日）（平成 23

年度第１次補正予算で活用した年金臨時財源

を復興債で補塡する等の内容）が交わされた

ことを受け、８月 11日に改定された。 

８月 25 日、内閣官房に、復興庁（仮称）

設置について集中的に準備を行うための体制

として「復興庁設置準備室」が設置された。 

翌 26 日の第６回復興対策本部において、

復興基本方針で可能な限り速やかに策定、公

表するとされた各府省の事業計画と工程表の

取りまとめが行われた。これは公共インフラ

や農地の復旧・復興、災害廃棄物の処理対策

等に係るもので、９月９日には医療、介護、

雇用等について、９月 30日には学校施設等に

ついて、取りまとめられている。 

 その後、第 179 回国会（臨時会）の 10 月

28 日には「東日本大震災復興特別区域法案」

が、11月１日には「復興庁設置法案」が閣議

決定され、それぞれ閣議決定当日に国会に提

出された。 

 

５ 今後の課題 

(1) 復興庁の設置 

 政府が、当初案で、復興施策の実施権限を

持つ復興庁の設置ではなく、全国務大臣で構

成する復興対策本部を置くこととした理由は、

実施権限を有する新たな機関を設ける場合に

は既存の省庁との所掌事務や権限の切り分け

が難しく、かえって二重行政になるおそれが

あるため、内閣総理大臣が本部長である対策

本部によって官僚組織を束ねて動かしていく

ことの方がより効率的であるとの考え方26に

よっている。 

 このように、復興庁の設置については、既

存の省庁の所掌事務と復興庁の所掌事務との

関係を整理するに当たって、地方公共団体の

ニーズにワンストップで対応できる組織とし

ての復興庁の趣旨が最大限に生かされるとと

もに、二重行政とならないための緻密で明確

な仕分けが求められる。 

 東日本大震災復興基本法案の参議院での審

査の中で、枝野内閣官房長官（当時）は、復

興庁が直接行う実施業務は、例えば復興特区

を設置する場合の特区の認定その他の実施業

務であるとか、一括交付金的なものがつくら

れる場合の補助の認定業務であるとか、こう

いったことはできるだけ現地に近いところで

一括して処理する方が望ましいのではないか、

一方で、例えば国道事務所のようなものにつ

いて、わざわざ新たに国道と復興道を別々に

つくるのがいいのかなどについて二重行政の

見地から慎重な検討が必要だと思う旨の答弁

を行っている27。 

復興庁設置法案は、前記のとおり 11 月１

日に国会に提出されたが、その所掌事務は、

内閣府と同様に、内閣を補助する総合調整事

務と個別の実施事務とし、後者の実施事務は、

主に復興特区に関する事務（復興推進計画の

認定に関すること、復興特区支援利子補給金

の支給に関すること、復興整備計画の推進に

関すること、復興交付金事業計画及び配分計

                             
26 前掲注 21 27 頁 菅内閣総理大臣答弁 
27 第177回国会参議院東日本大震災復興特別委員会会議録

第２号 43 頁（平 23.6.14）枝野内閣官房長官答弁 



東日本大震災の概要と予算・立法措置 

RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12） 51 

画に関すること等）に限られている。復興庁

に復興大臣を置き、復興大臣に関係行政機関

の長に対する資料提出権、勧告権等の権限を

与えてはいるものの、復興基本法の審議の過

程で自民案の復興再生院が「ワンストップで

すべてに対応できる強力な官庁、言うなれば

スーパー官庁」と位置付けられていたこと28、

修正協議の過程で、復興基本法案に、復興庁

のつかさどる事務として「復興に関する施策

の実施に係る事務」が規定されたことを思い

起こすと、本法案の内容が復興基本法制定時

の趣旨を十分生かしたものとなっているのか、

政府の丁寧な説明が求められる。 

 

(2) 復旧・復興対策のための財源措置 

復興基本法には、資金の確保のための措置

（復興関連施策以外の予算の徹底的な見直し

と歳出の削減、財政投融資資金及び民間資金

の積極的な活用）と復興債の発行が国の基本

的施策として盛り込まれた。震災発生以降、

平成 23年度第１次・第２次補正予算で合計６

兆 141 億円の歳出が追加され、その財源は、

規定経費の減額３兆 7,102 億円、税外収入

3,051 億円、前年度剰余金受入１兆 9,988 億

円で賄われた。今後、本格的な復興事業を進

めるためには、更に大規模な予算が必要とな

るが、その財源をどのように調達するかは、

復興事業の成否のみならず、今後の日本経済

の成長と我が国の国際的信認にも関わる重要

な課題である。 

 ７月 29日に決定された復興基本方針では、

復旧・復興対策の規模（国・地方の公費分）

は、10 年間で少なくとも 23 兆円程度、その

うち平成 27年度末までの５年間の「集中復興

期間」では、少なくとも 19 兆円程度（平成

23 年度第１次及び第２次補正予算を含む。）

                             
28 第 177 回国会衆議院本会議録第 21 号４頁（平 23.5.19）

「東日本大震災復興再生基本法案」に関する提出者石破茂

君趣旨説明 

と見込まれるとし、この集中復興期間中の復

旧・復興財源は、上記補正予算等における財

源に加え、歳出の削減、国有財産売却、特別

会計、公務員人件費等の見直しや更なる税外

収入の確保及び時限的な税制措置（基幹税な

どを多角的に検討）により 13兆円程度を確保

するとしている。 

 この復興財源に関して、９月 28日、政府・

与党合意が行われた。同合意によれば、５年

間の集中復興期間における 13 兆円程度の財

源確保については、歳出削減と税外収入によ

る財源確保額が５兆円程度であることを前提

に時限的な税制措置を講じるとされている。

さらに、10年間のトータルの税外収入等は段

階を経て７兆円になり、その結果、増税額は

9.2 兆円になるとし（表８参照）、ＪＴ株式の

政府保有義務の見直し、エネルギー対策特別

会計の株式保有の在り方の検討、郵政改革関

連法案の早期成立による日本郵政株式の速や

かな売却を行うとしている。 

 

（表８）復旧・復興対策事業と財源措置 

復旧・復興対策事業        19 兆円 

（財源）１次・２次補正財源     ６兆円程度

    歳出削減・税外収入     ５兆円程度

    残余額に対応する税制措置  ８兆円程度

復興債で補塡する年金臨時財源  2.5 兆円※１ 

Ｂ型肝炎対策のうち税制対応額  0.7 兆円※２   

⇒下線の合計 11.2 兆円程度（歳出削減等を 7兆円

とすると 9.2 兆円程度） 

※１ 平成23 年度第１次補正予算における財源措置とし

て活用した年金臨時財源で、復興債で補塡することと

されたもの。 

※２ 「Ｂ型肝炎訴訟の全体解決の枠組みに関する基本方

針」（平成23年7月29日閣議決定）に基づく額。 

 

以上の政府・与党合意は、10 月７日、「平

成 23 年度第３次補正予算及び復興財源の基

本的方針」として閣議決定された。また、税

制措置については、10 月 11 日の税制調査会

において、国税として、復興特別所得税、復
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興特別法人税及び復興特別たばこ税（いずれ

も仮称）の創設、地方税として、個人住民税

の均等割の税率引上げ及び地方たばこ税の税

率引上げ等を内容とする「東日本大震災から

の復興のための事業及びＢ型肝炎対策の財源

等に係る税制改正大綱」が取りまとめられた。 

これらの経緯を経て、第 179 回国会（臨時

会）の 10月 28 日に、政府から、「東日本大震

災からの復興に関し地方公共団体が実施する

防災のための施策に必要な財源の確保に係る

地方税の臨時特例に関する法律案」（閣法第３

号）、復興特別税の創設のほか復興債の発行

（発行期間：平成 23年度から 27年度までの

５年間）等について規定した「東日本大震災

からの復興のための施策を実施するために必

要な財源の確保に関する特別措置法案」（閣法

第４号）が、平成 23年度第３次補正予算とと

もに提出された。 

 しかし、復興債の償還期間、復興特別税の

課税対象期間、たばこ税の取扱いや、復興基

本法に規定された「復興に係る国の資金の流

れの透明化」及び「復興債の償還の道筋の明

確化」の方途等について論点となり、民主、

自民、公明の３党間で協議の結果、①復興債

の償還期間を平成 49 年度（政府案：平成 34

年度）までとすること、②たばこ税について

は盛り込まないこと、③復興特別所得税の課

税対象期間を平成 49年（政府案：平成 34年）

までの 25年間とし、税率を 2.1％（政府案：

４％）に引き下げること、④個人住民税均等

割の引上げ措置を平成 35年度（政府案：平成

30 年度）までの 10 年間とし、引上げ額を年

額 1,000 円（政府案：年額 500 円）とするこ

と、⑤復興事業に係る歳入歳出を経理する特

別会計を平成 24 年度に設置すること等の合

意がなされた。両法案は、11 月 24 日に衆議

院で修正議決され、11 月 28 日現在、参議院

で審議中であり、今会期中に成立するものと

みられている。法案成立後は、平成 24年度の

特別会計設置が次の課題となる。 

 

Ⅴ 原子力損害賠償支援機構法案 

１ 提出の経緯 

 原子力事故により生じた損害については、

昭和 36年制定の「原子力損害の賠償に関する

法律」（以下「原賠法」という。）において、

原子力事業者の無過失・無限責任を定めてお

り、同法第３条第１項により、事故に係る原

子炉を運転していた原子力事業者がその損害

を賠償する責任を有することとしている29。

また、同法第 18条では、文部科学省に設置す

る原子力損害賠償紛争審査会が、原子力損害

の範囲の判定の指針の策定などを行うことと

している。 

 福島原子力発電所事故では、事故から１か

月を経過しても事故は収束せず、同審査会に

おける指針の策定にも一定の時間が必要であ

った。このため、政府の「原子力発電所事故

による経済被害対応本部」は、４月 15日、原

災法に基づく指示に従い避難や屋内退避を余

儀なくされ、厳しい生活環境にある住民に対

しては、上記審査会の結論30を待つことなく、

速やかに支援措置を講ずる必要があると判断

し、東京電力が避難・屋内退避による損害へ

の充当を前提に、当面の必要な資金を可及的

速やかに給付することを決定した。この資金

は、将来、損害が確定した段階で発生する損

害賠償額の仮払いと位置付けられている。 

 この決定に基づき、東京電力は、４月 26

日から、避難・屋内退避が指示された地域の

住民に対し、仮払補償金の支払を開始した。

その後、「原子力発電所事故経済被害対応チー

ム関係閣僚会合」の決定（５月 12日）等に基

                             
29 一方、第３条第１項ただし書きにおいては、「その損害

が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じた

ものであるときは、この限りでない。」としている。 
30 審査会の指針は、４月 28 日に第１次指針、５月 31 日に

第２次指針（６月 20日追補）、８月５日に中間指針が取り

まとめられた。 
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づき、出荷制限を受けた農林漁業関係者、避

難区域等で営業損害を受けた中小企業者等に

対し、仮払補償金の支払が行われている。 

 一方、本事故による原子力損害の賠償総額

は、原賠法に基づく原子力損害賠償補償契約

（政府補償契約）の賠償措置額（１事業所当

たり 1,200 億円）を大きく超えることは確実

であり、東京電力の資金のみで賠償額を賄う

ことは困難な状況であった。 

５月 10 日、東京電力は、火力発電に必要

な化石燃料の手当て等に相当な資金が必要と

なること、資金調達が困難である中、今年度

の社債・借入金の償還・返済が約 7,500 億円

予定されており、資金面で早晩立ち行かなく

なること、この場合、被災者への公正かつ迅

速な補償に影響を与えるとともに、電気の安

定供給に支障をきたすおそれがあること等を

理由として、政府に対し、原賠法第 16条に基

づく国の援助の枠組みを策定するよう、支援

の要請を行った。 

原賠法第 16 条は、原子力事業者が負うべ

き損害賠償額が上記賠償措置額を超え、かつ、

同法の目的を達成するため必要があると認め

るときは、政府が当該原子力事業者に対し、

必要な援助を行うことを定めた規定である。 

東京電力からの要請を受けた政府は、同社に

対し、①賠償総額に事前の上限を設けないこ

と、②福島原子力発電所の状態の安定化と従

事する者の安全・生活環境の改善、③最大限

の経営合理化と経費削減、④全てのステーク

ホルダーに協力を求め、とりわけ金融機関の

協力の状況について政府に報告を行うことな

ど６点について確認を求めた。５月11日、同

社からこの確認事項を了承する旨の回答が得

られたため、政府の原子力発電所事故経済被

害対応チーム関係閣僚会合は、５月13日に、

「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子

力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みに

ついて」を決定し、東京電力を支援すること

とした。 

同決定における具体的な支援の枠組みは、

①原子力損害が発生した場合の損害賠償の支

払等に対応する支援組織（機構）を設けるこ

と、②原子力事業者である電力会社が機構に

参加することを基本とし、負担金を支払う義

務を負うこと、③機構は、原子力損害賠償の

ために資金が必要な原子力事業者に対し上限

を設けず援助（資金の交付、資本充実等）し、

原子力事業者を債務超過にさせないこと、④

政府は、機構に対し交付国債の交付、政府保

証の付与等必要な援助を行うこと、⑤原子力

事業者は、機構から援助を受けた場合、特別

な負担金の支払を行うこと、⑥機構は、原子

力事業者からの負担金等をもって必要な国庫

納付を行うことなどである。また、速やかに

所要の法案を国会に提出することを目指すと

された。 

その後、同決定は、６月 14 日に閣議決定

され、同日、内閣から衆議院に「原子力損害

賠償支援機構法案」が提出された。 

 

２ 原子力損害賠償支援機構法案の概要 

 「原子力損害賠償支援機構法案（閣法第 84

号）」（以下「機構法案」という。）は、前記の

「政府の支援の枠組み」で示された事項を法

定化するもので、機構の目的を、原子力事業

者がその責めに任ずべき額が同法第７条第１

項の賠償措置額を超える原子力損害が生じた

場合において、当該原子力事業者が損害を賠

償するために必要な資金の交付等の業務を行

うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ

適切な実施を確保するとともに電気の安定供

給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑

な運営の確保を図り、もって国民生活の安定

向上及び国民経済の健全な発展に資すること

としている。 

その他、本法案の主な内容は次のとおりで

ある。 
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ａ．機構の設置、負担金の収納 

  機構は法人とし、その資本金は、政府及

び政府以外の者の出資する額の合計額と

する。機構に、第三者委員会的な「運営委

員会」を置き、原子力事業者への資金援助

に係る議決等を行う。機構は、業務に要す

る費用として、原子力事業者から負担金の

収納を行う。 

ｂ．機構による通常の資金援助 

原子力事業者が損害賠償を実施する上

で機構の援助を必要とするときは、機構は、

運営委員会の議決を経て、資金援助（資金

の交付、株式の引受け、融資、社債の購入

等）を行う。機構は必要な資金を調達する

ため、政府保証債の発行、金融機関からの

借入れをすることができる。 

ｃ．機構による特別資金援助 

  機構の資金援助に際して政府の特別な支

援が必要な場合は、機構は、原子力事業者

と共同で「特別事業計画」を作成し、主務

大臣の認定を受けた上で、政府から国債の

交付を受け、国債の償還（現金化）を行い、

原子力事業者に対し必要な資金を交付す

る。 

ｄ．機構による国庫納付 

  機構から特別資金援助を受けた原子力事

業者は、特別負担金を納付しなければなら

ず、機構は、負担金等をもって国債の償還

額に達するまで国庫納付を行わなければ

ならない。 

ｅ．損害賠償の円滑化業務 

機構は、原子力損害に係る被害者からの

相談に応じ必要な情報の提供及び助言を

行うとともに、原子力事業者が保有する資

産の買取りを行うことができる。 

 

３ 機構法案の審査 

(1) 原案の審査 

機構法案は、７月８日の本会議において趣

旨説明及び質疑が行われた後、同日、東日本

大震災復興特別委員会に付託された。委員会

では、同日、提案理由の説明を聴取し、11日

に質疑に入り、13日には、八木電気事業連合

会会長ら参考人４名を招致し、意見を聴取す

るなど、精力的に審査を進めた。 

なお、７月 19 日には、自民、公明、みん

なの党、たちあがれ日本・新党改革の４会派

が参議院に共同提出し、可決の後、衆議院に

送付された「平成 23年原子力事故による被害

に係る緊急措置に関する法律案（参法第９

号）」（以下「仮払い法案」という。）が東日本

大震災復興特別委員会に付託され、翌 20日に、

提案理由の説明を聴取した。同法案は、東北

地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設事故

による被害に係る対策に関し国が果たすべき

役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に

関する緊急の措置として、同原子力事故によ

る損害を迅速に填補するための国による仮払

金の支払及び原子力被害応急対策基金を設け

る地方公共団体に対する補助に関し必要な事

項を定めるものである。 

 機構法案に関する主な論点は、①本法案と

現行原賠法との関係、②福島原子力発電所事

故に係る責任の所在、③東京電力を法的整理

しない理由、④東京電力以外の事業者に負担

金を課すことの妥当性、⑤一般負担金と特別

負担金を別勘定とする必要性、⑥負担金によ

る電力料金引上げへの影響、⑦東京電力のス

テークホルダー（利害関係者）の責任、など

であった。 

 まず、「本法案と現行原賠法との関係」につ

いては、原賠法第３条第１項ただし書きの「異

常に巨大な天災地変」という文言については、

昭和 36年の法案提出時の国会審議において、

人類の予想していないような大きなものであ

り、全く想像を絶するような事態であるとの

説明がなされ、その趣旨は、原子力事業者に

そのような責任を負わせることが余りにも過
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酷な場合以外は原子力事業者を免責しないと

いう趣旨であると理解している、このような

理解を踏まえ、文部科学省としては、今回の

福島原子力発電所の事故については、過去の

事例あるいは現在の科学的知見ということも

踏まえて、この第３条第１項ただし書きでは

なく、原子力事業者が責任を負うべきである

とする第３条１項の本文を適用するというこ

とを前提に対応を進めている、また、原賠法

第 16条の「国の措置」というのは、原子力事

業者がその責を負うようなものを超える場合

には国が援助を必要に応じ行うと書いており、

第３条本文と第 16 条ということで今回の機

構法の経緯があると理解している旨の答弁が

あった31。 

「福島原子力発電所事故に係る責任の所

在」については、結果的に、原賠法第３条た

だし書きはこれを採用しないということであ

るので、閣議決定の際に、政府の支援の枠組

みの中で、政府としても、原子力事業者と共

同して原子力政策を推進してきた社会的責務

を認識しているという文言を記述して、これ

を踏まえて、今般、迅速かつ適切な損害賠償

の実施に万全を期するため、必要な資金を供

給するための支援を行うという形で政府とし

ての責任を明らかにしている旨の説明があっ

た32。 

「東京電力を法的整理しない理由」につい

ては、この機構法案は、原子力災害によって

被害を受けた方たちに迅速にかつ適切にその

損害賠償を行うということが目的であるので、

社債の保有者と損害賠償の請求権の保持者と

の間では社債の方が先になってしまって、賠

償請求権の保持者が劣後をしてしまう33ので、

                             
31 第177回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第

10 号 27 頁（平 23.7.11）田中政府参考人（文部科学省大

臣官房政策評価審議官）答弁 
32 同上 28 頁 海江田国務大臣答弁 
33 電気事業法第 37 条では、一般電気事業者たる会社の社

債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だって

そういうことがあってはいけないということ

も今回法的整理の道をとらないということの

一つの理由である旨の説明があった34。 

「東京電力以外の事業者に負担金を課す

ことの妥当性」については、政府としては、

今度のスキームを相互扶助のスキームと位置

付けており、その意味において、この一般負

担金も、まさにお互い融通し合う、お互い助

け合うという形で全ての原子力発電を行って

いる電気事業者に対してこの一般負担金をお

願いをしたところである旨の答弁があった35。 

「一般負担金と特別負担金を別勘定とする

必要性」については、勘定を分けると、これ

はまさに、東京電力が負担をしなければなら

ない債務だということが明確になってしまい、

会計上債務超過という可能性も生じてくるの

で、その意味では、この勘定を分けずに、将

来の事故に対する備え、そしてこれまでの事

故についても、お互い相互扶助の立場でやっ

ていこうという形でお願いをしている旨の説

明があった36。 

「負担金による電力料金引上げへの影響」

については、一般負担金の部分については、

コストの中に入れることもやむをえないが、

それに当たっては、安易に料金に転嫁しない

よう最大限の経営努力をお願いすると同時に、

電気料金を上げる場合には経済産業大臣の認

可が必要で、厳しくチェックをするというこ

とは言うまでもない、そして、特別負担金に

ついては、事業主である東京電力に最大限の

リストラや経営努力をしていただく、また、

不要なものは売却をしていただくというよう

なことも含めて、そういうことで料金に転嫁

                                         
自己の債権の弁済を受ける権利を有するとして、社債権者

の優越的地位を定めている。 
34 前掲注 31 30 頁 海江田国務大臣答弁 
35 第177回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第

11 号 18 頁（平 23.7.12）海江田国務大臣答弁 
36 同上 12 頁 海江田国務大臣答弁 
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をしないようにする旨の答弁があった37。 

 「東京電力のステークホルダー（利害関係

者）の責任」については、まず、株主の配当

についてはやはり賠償をしっかりやっていく

という中から、なかなか厳しい状況になろう

かと思う、それから、例えば優先株などを発

行することにより株主の一株当たりの権利が

希釈をされるということもあろうかと思う、

それから、債権放棄については色々な議論が

あるが、私どもの正式な表現というのは、全

てのステークホルダーに協力を求めるという

ことであり、金融機関などの債権者に対して

特にどういう協力を求めたかということは報

告をいただくことになっており、直ちに債権

放棄をしてくださいというようなことは私ど

もからは申し上げない旨の答弁があった38。 

 

(2) 修正案の審査 

機構法案は、７月 20日に質疑を行った後、

民主、自民、公明３会派の実務者間で修正協

議に入り、また、仮払い法案についても並行

して修正協議が行われた。その結果、７月 26

日、機構法案に対し、民主、自民、公明及び

たちあがれ日本の４派共同提案に係る修正案

が提出されるに至った。 

修正案の主な内容は、第１に、国は原子力

政策を推進してきたことに伴う社会的な責任

に鑑み、機構がその目的を達することができ

るよう、万全の措置を講ずるものとする国の

責務規定を追加すること、 第２に、政府は、

機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場

合において、国債が交付されてもなお資金に

不足を生ずるおそれがあると認めるときに限

り、予算で定める範囲内において、機構に対

し、必要な資金を交付することができること

とすること、第３に、機構は、負担金につい

                             
37 前掲注 35 12 頁 海江田国務大臣答弁 
38 前掲注 31 29 頁 海江田国務大臣答弁 

て、原子力事業者ごとに計数を管理しなけれ

ばならないこととすること、第４に、法施行

前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構

に申し込む原子力事業者は、経営の合理化及

び経営責任の明確化の徹底とともに、株主そ

の他の利害関係者に対し、必要な協力を求め

なければならないこととすること、第５に、

政府は、法施行後できるだけ早期に、平成 23

年原子力事故の原因の検証等を踏まえ、原子

力損害賠償に係る制度における国の責任の在

り方等について検討を加え、原子力損害の賠

償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを

初めとする必要な措置を講ずるものとするこ

と、また、政府は、法施行後早期に、平成 23

年原子力事故の資金援助に要する費用に係る

当該原子力事業者と政府及び他の原子力事業

者との間の負担の在り方等を含め、国民負担

を最小化する観点から、法律の施行状況につ

いて検討を加え、必要な措置を講ずるものと

すること、などである。 

 また、仮払い法案についても、民主、自民、

公明、みんなの党及びたちあがれ日本の５派

共同提案に係る修正案が提出された。この修

正案は、国が行う仮払金の支払について、「特

定原子力損害を受けた者の早期の救済のため

に迅速なものであり、かつ、国民負担の観点

から適正なものでなければならない」との規

定を追加することなどである。 

 ７月 26日、両修正案について提出者から趣

旨の説明を聴取した後、２法の原案及び修正

案に対して質疑を行った。機構法案及び同修

正案に対しては、①国の責務規定を追加した

理由と政府の認識、②負担金について原子力

事業者ごとに計数管理することについての政

府の考え、③原賠法の見直しへの政府の取組、

などである。 

 「国の責務規定を追加した理由と政府の認

識」については、修正案提出者から、これま

で原子力政策を推進してきた社会的責任に鑑
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み、賠償を迅速かつ適切に進めていく、国が

その万全の措置を講じるということを明記し

たものとの説明があり39、政府からは、これ

まで原子力政策を推進してきたことに伴う社

会的な責任は国としても負っていると認識し

ており、そのことは国会答弁等を通じて申し

上げてきたところであるが、今回、条文上明

確になったということは、大変望ましいこと

であると受けとめているとの答弁があった40。 

「負担金について原子力事業者ごとに計

数管理することについての政府の考え」につ

いては、機構が東京電力を含む各事業者から

徴収する一般負担金についても、被害者の

方々の迅速かつ適切な救済のための東京電力

の賠償支払に対する支援に使うことができる

と考えており、その上で、将来、この負担の

在り方について議論を行い、そして見直しを

するということであるから、そのことのため、

あらかじめ各原子力事業者が負担をした負担

金額について、それぞれに計数管理し、出入

りを明確にしておくことによって、将来の変

化に対する体制もしっかりとしたものにでき

る、そういう考え方である旨の答弁があった41。 

「原賠法の見直しへの政府の取組」につい

ては、今般の原子力発電所の事故の原因の徹

底的な検証、被害者の救済のための損害賠償

の実施の状況などをしっかり踏まえて、原子

力損害賠償制度における国の責任の在り方、

また、紛争を迅速、適切に解決するための組

織の整備などについて検討することが必要で

あろうと考えており、この検討の結果に基づ

き、必要な措置を講じてまいりたいとの考え

が述べられた42。  

 機構法案及び仮払い法案並びに両修正案の

                             
39 第177回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第

16 号 23 頁（平 23.7.26）提出者西村康稔君答弁 
40 同上 23 頁 枝野国務大臣答弁 
41 同上 24 頁 海江田国務大臣答弁 
42 同上 16 頁 髙木文部科学大臣答弁 

質疑終局後、みんなの党提出の機構法案に対

する修正案43の趣旨の説明を聴取し、同修正

案に対して内閣の意見を聴取した。次いで、

両案及び各修正案について一括して討論を行

った後、採決した結果、みんなの党提出の修

正案は否決され、機構法案に対する修正案及

び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数を

もって可決された。また、仮払い法案に対す

る修正案及び修正部分を除く原案も賛成多数

をもって可決された。なお、両案に対し、そ

れぞれ附帯決議が付された。 

 

４ 機構法の制定 

 機構法案は、７月 28日の衆議院本会議にお

いて、討論の後、採決した結果、賛成多数を

もって委員長報告のとおり修正議決された。 

 参議院では、東日本大震災復興特別委員会

に付託され、２日にわたって質疑を行い、８

月２日に可決、翌３日の本会議で可決され、

成立した。 

本法律は、８月 10日に公布・施行された。 

 なお、仮払い法案は、７月 28日の衆議院本

会議で、機構法案とともに討論の後、採決の

結果、委員長報告のとおり修正議決され、７

月 29日の参議院本会議において、衆議院の修

正に同意され、成立した。 

本法律は、８月５日に公布、９月 18 日に

施行された。 

 

５ 機構法施行後の動き 

機構は９月 12日に政府出資 70億円を含む

資本金 140 億円をもって設立（理事長：杉山

武彦一橋大学前学長）され、同月 26日に業務

を開始した。 

 10 月３日、政府の「東京電力に関する経

                             
43 政府による原子力事業者の解体・再編に関する新たな破

綻処理スキームを設けるもので、電力再生機構による特別

公的管理原子力事業者の株式取得、資金援助等について定

めている。 
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営・財務調査委員会44」（委員長：下河辺和彦

弁護士）は、「委員会報告」を野田内閣総理大

臣に提出した。同報告では、コスト削減策に

ついて東京電力の合理化計画と委員会で検討

した追加施策により10年間で２兆5,455億円

程度（うち人件費が１兆 454 億円程度）のコ

スト削減効果が見込まれ、保有資産の売却に

ついては約 7,074 億円（うち不動産が 2,472

億円、有価証券が 3,301 億円）の売却が可能

であるとしている。また、東京電力の要賠償

額については、財物価値の喪失や風評被害等

の一過性の損害では約２兆 6,184 億円、避

難・帰宅費用など事故収束まで年度ごとに発

生する損害分で初年度約１兆 246 億円、２年

度目以降約 8,972 億円／年となると試算した。 

 その後、10 月 28 日には、機構と東京電力

は共同で「特別事業計画」を作成し、主務大

臣（内閣総理大臣、経済産業大臣）に対して

認定を申請した。同計画は、資金援助による

迅速な賠償の実現と経営の合理化に向けた具

体的な道筋を明らかにするという当面の課題

を「緊急特別事業計画」として取りまとめた

ものであり、経営合理化の深堀り等を進め、

来春を目途に、本計画を改訂した「総合特別

事業計画」を策定することとしている。 

 「緊急特別事業計画」は、11月４日に認定

され、公表された。同計画によると、「要賠償

額の見通し」として、現時点で合理性を持っ

て確実に見込まれる金額を１兆 109 億 800 万

円とし、機構は、この額から原賠法に規定す

る賠償措置額（1,200 億円）を控除した金額

（約 8,900 億円）を、損害賠償の履行に充て

るための資金として東京電力に対して今年度

に交付することとしている（表９参照）。機構

は、11 月 15 日、この計画に基づき第１回の

                             
44 ５月 13 日決定の「政府の支援の枠組み」に基づき、東

京電力の厳正な資産評価と徹底した経費の見直しのため、

経営・財務の調査を行う第三者委員会として、同月 24 日

にその開催が閣議決定された。 

資金援助として、5,587 億円の資金交付を行

った旨、発表した。 

 

（表９）「緊急特別事業計画」の主な内容 

◆ 要賠償額の見通しは１兆 109 億 800 万円 

◆ 専門家集団による巡回相談など親身・親切

な賠償の実施 

◆ 平成 24 年３月期の営業損益は△3,327 億

円、当期純利益は△5,763 億円の見通し 

◆ 平成 23 年度に人件費 614 億円削減など総

額 2,374 億円のコストを削減、同年度の資産

売却は不動産、有価証券、関係会社の売却で

3,484 億円 

◆ 金融機関に対して、本計画認定時の与信の

維持及び日本政策投資銀行による3,000億円

の短期融資枠の設定を要請 

◆ 要賠償額の見通し１兆109億 800万円から

原賠法に規定する賠償措置額を控除した金

額を今年度に資金交付 

◆ 政府に対し、総額５兆円の国債交付（第３

次補正予算案に交付枠が計上された３兆円

を含む。）を希望 

 

６ 今後の課題 

11 月４日に認定された「緊急特別事業計

画」は、その副題に「『親身・親切』な賠償の

実現に向けた『緊急特別事業計画』」とあるよ

うに、当面の賠償資金の確保を優先した計画

であり、賠償費用の総額や廃炉費用等の見積

り、東京電力の合理的な経営の在り方、債権

放棄を含む金融機関の協力の在り方などの課

題は、来春の「総合特別事業計画」まで先送

りされた形となっている。今後の検討の推移

が注目されるところであるが、ここでは、法

案審査の過程で論議になり、修正案にも盛り

込まれた原賠法の見直しについて取り上げる

こととする。 

 原賠法の抜本的見直しについては、衆議院
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での修正により、機構法附則第６条第１項に、

法施行後できるだけ早期に、原子力損害賠償

に係る制度における国の責任の在り方等につ

いて検討を加え、原子力損害の賠償に関する

法律の改正等の抜本的な見直しを初めとする

必要な措置を講ずるものとするとされた。ま

た、衆参の委員会で付された附帯決議におい

て、委員会は、この見直しの時期を１年を目

途とすると認識していると明記され、政府に

その見直しを促している。 

 現行原賠法は、原子力事業者の無過失責任、

原子力事業者への責任の集中、原子力事業者

の無限責任という３つの原則に則っている。 

 原賠法の見直しの対象となるのは、主に、

このうちの無限責任の原則と、第３条第１項

ただし書きに該当する場合の賠償主体である

と考えられる。 

 諸外国の原子力損害賠償制度では、原子力

事業者の無過失責任と責任の集中はほぼ共通

しているものの、責任制限については、米国

や英国は有限責任、ドイツやスイスは無限責

任であるなど国によって違いがある。我が国

が無限責任を採用した理由は、事故の際の被

害者の救済を万全なものにする必要があるこ

と、有限責任の場合、適切な限度額の設定が

困難であることなどの考え方が説明されてい

る45。原子力発電の安全神話が崩れた今、無

限責任については、一たび原子力事故が起き

たときのリスクの大きさを考えると、事故を

起こした民間企業がその負担を担いきれるの

かという疑問が生じてくるのであり、機構法

案の審査の中でも、何人かの委員が政府の考

えを質していた46。 

 第３条第１項ただし書きは、「その損害が異

常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって

生じたものであるときは、この限りでない」

                             
45 前掲注 31 31 頁 髙木文部科学大臣答弁 
46 例えば、前掲注 31 31 頁 長尾敬委員、前掲注 35 20

頁 西村康稔委員 

と規定し、同項本文の無過失責任に対し、原

子力事業者の免責事由を定めている。問題は、

事業者が免責されたときの賠償主体である。

この点について、機構法案の審査の中で、こ

のただし書きに該当する場合には、原賠法の

規定による損害賠償責任を負う者は存在しな

いということになる旨の答弁がなされている

47。ただ、その場合でも、同法第 17条におい

て、政府は、被災者の救助及び被害の拡大の

防止のため必要な措置を講ずるようにするも

のとすると規定されているが、賠償責任のな

い政府が被災者に対しどのような救助をどの

程度行うのか明確ではない。「異常に巨大な天

災地変」に該当する事例が現実にあり得るの

か、たとえ該当する場合であっても現行の仕

組みで被災者の保護が十分図られるのか、よ

り踏み込んだ検討が求められる。 

 

おわりに 

 本稿では、第 177 回国会（常会）から第 179

回国会（臨時会）の執筆時点（11 月 28 日）

までに成立した予算及び法案についてその概

要を紹介するとともに、東日本大震災が地震、

津波、原子力事故という複合災害であること

から、特に、第 177 回国会で成立した「東日

本大震災復興基本法案」と「原子力損害賠償

支援機構法案」の２法案を取り上げ、国会で

の議論のポイント等を整理した。しかし、こ

れ以外にも掘り下げて紹介すべき法案は少な

くない。 

例えば、最近では、第 179 回国会の 11 月

21 日に成立した「株式会社東日本大震災事業

者再生支援機構法案（第 177 回国会参法第 12

号）」、第 179 回国会に提出された「東日本大

震災復興特別区域法案（閣法第１号）」（11月

28 日現在衆議院で審議中）、「東日本大震災か

らの復興のための施策を実施するために必要

                             
47 前掲注 35 20 頁 梶田内閣法制局長官答弁 
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な財源の確保に関する特別措置法案（閣法第

４号）」（11 月 24 日衆議院で修正の上参議院

に送付）、「復興庁設置法案（閣法第８号）」（11

月 28 日現在衆議院で審議中）などである。 

このうち、成立済みの「株式会社東日本大

震災事業者再生支援機構法案（第 177 回国会

参法第 12号）」について、最後に簡単に触れ

ることとする。 

同法案は、東日本大震災によって被害を受

けた事業者が復興に向けて再スタートを切る

に当たり、既往債務が負担となって新規の資

金調達が困難となる等の問題（いわゆる二重

ローン問題）が生じていることに鑑み、株式

会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下

「支援機構」という。）を設立し、これら事業

者に対し、金融機関等が有する債権の買取り

等を通じて債務の負担を軽減しつつその再生

を支援しようとするものである。 

 二重ローン問題については、政府は、６月

17 日に決定した「二重債務問題への対応方

針」の中で、中小企業及び農林水産業等向け

対応として、旧債務については、（独）中小企

業基盤整備機構や民間金融機関等が出資する

「中小企業再生ファンド」を被災県に設立し、

過剰債務を抱えているが事業再生の可能性の

ある中小企業に対し、出資や債権買取り等の

支援を実施していくこと等としており、その

設立に向け準備が進められていた48ことから、

衆議院では、支援機構と各県の産業復興機構

とのすみ分けをどうするかが焦点となった。

また、買取価格の在り方や買取債権の一部免

除及び一定期間の弁済猶予等の規定について

も論点となった。これらの事項については、

民主、自民、公明の３党間で修正協議が行わ

れ、①両機構のすみ分けについては、支援機

構の債権買取業務の対象は、各県の産業復興

                             
48 11 月 11 日、岩手県に「岩手産業復興機構投資事業有限

責任組合」（通称：岩手産業復興機構）が設立された。宮

城県、福島県、茨城県などでも設立準備中である。 

機構による支援の対象とすることが困難なも

のとし、小規模事業者、農林水産事業者、医

療福祉事業者等を重点的に対象とすることな

どを附帯決議に盛り込むこと、②買取価格に

ついては、支援決定に係る事業再生計画その

他の個々の実情を勘案した適正な時価を上回

ってはならないこと、また、迅速かつ適正な

買取価格の算定が可能となるよう買取価格の

算定方法に関する指針の作成等について、政

府及び支援機構に対して努力義務を課するこ

ととして、これらについて修正案に盛り込む

こと、③買取債権の一部免除及び一定期間の

弁済猶予については、参議院送付案では、支

援機構に対してこれらの措置を義務付けてい

たが、衆議院では、「することができる」こと

とする修正を行うこととされた。このほか、

支援機構の貸付業務をつなぎ融資等に限定す

ること、支援機構は関係金融機関等と損害担

保契約（いわゆるロス・シェアリング契約）

を締結することができること等についても修

正案に規定することが合意された。 

かくて、11 月 14 日の東日本大震災復興特

別委員会で修正案が提出され、質疑、討論の

後、採決を行った結果、修正案は賛成多数を

もって、修正部分を除く原案は全会一致をも

って可決され、本案は修正議決すべきものと

決した。また、６項目にわたる附帯決議が付

された。次いで、翌 15日の衆議院本会議で、

本案は修正議決された。参議院では、11月 18

日に東日本大震災復興特別委員会で、21日に

は本会議で可決され、成立した。 

支援機構は、公布の日から３月以内に設立さ

れ、業務を開始することになるが、設立後は

各県の産業復興機構と支援機構が併存するこ

ととなるため、被災事業者が混乱せずに利用

できるよう、両機構の連携を緊密に図る必要

がある。 
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【付表】第 177 回～第 179 回国会で成立した東日本大震災関連法案一覧 

※ 第 179 回国会は執筆時点（11 月 28 日）で開会中であり、成立法案は今後増加する見通しである。 

 

① 復旧・復興全般（財源措置・防災対策を含む。） 

〔第 177 回国会〕 

法案名 概   要 年月日

平成 23 年東北地方太平

洋沖地震等による災害

からの復旧復興に資す

るための国会議員の歳

費の月額の減額特例に

関する法律案（衆法第７

号）《議院運営委員長》

多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活

の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地

域の復旧復興に資するため、国会議員の歳費の月額を、平成

23 年４月分から同年９月分まで、歳費法第１条に規定する額

から 50 万円を減じて得た額とする特例を定めるもの。 

 

提出 

平 23．

3.31

成立 

3.31

東日本大震災に対処す

るために必要な財源の

確保を図るための特別

措置に関する法律案（閣

法第 67 号） 

財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰

入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一

般会計への繰入れの特別措置並びに(独)鉄道建設・運輸施設

整備支援機構及び(独)日本高速道路保有・債務返済機構の国

庫納付金の納付の特例等に関する措置を定めるもの。 

提出 

4.28

成立 

5.2

東日本大震災復興基本

法案（衆法第 13 号）《東

日本大震災復興特別委

員長》 

東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日

本の再生を図るため、東日本大震災からの復興についての基

本理念を定め、並びに東日本大震災からの復興のための資金

の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を

定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興

庁の設置に関する基本方針等を定めるもの。 

提出 

6.9

成立 

6.20

津波対策の推進に関す

る法律案（衆法第 14 号）

《災害対策特別委員長》

津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するた

め、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかに

するとともに、津波の観測体制の強化及び調査研究の推進、

津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波対策の

ために必要な施設の整備その他の津波対策を推進するために

必要な事項を定めるもの。 

提出 

6.9

成立 

6.17

平成 22 年度歳入歳出の

決算上の剰余金の処理

の特例に関する法律案

（閣法第 87 号） 

平成22年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理につ

いて、財政法第６条第１項の規定（各会計年度の歳入歳出の

決算上の剰余金の２分の１を下らない金額を翌翌年度までに

公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこと）は

適用しないこととするもの。 

提出 

7.15

成立 

7.25
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② 被災者・被災企業支援 

〔第 177 回国会〕 

法案名 概   要 年月日

東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法

律案（閣法第 57 号） 

東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得

税法その他の国税関係法律の特例を定めるもの。 

※特例措置（例）：雑損控除（所得税）等の前年分所得での適

用、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付、相続税・贈

与税における土地等の評価に係る基準時の特例など。 

提出 

4.19

成立 

4.27

地方税法の一部を改正

する法律案（閣法第 58

号） 

東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、固定

資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民

税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措

置を講ずるもの。 

※特例措置（例）：雑損所得（個人住民税）の前年分所得での

適用、代替家屋・代替敷地の取得に係る不動産取得税の課

税標準の特例、代替自動車の取得に係る非課税措置など。 

提出 

4.19

成立 

4.27

 

東日本大震災に伴う地

上デジタル放送に係る

電波法の特例に関する

法律案（閣法第 69 号）

岩手県、宮城県又は福島県において、平成 24 年７月 24 日を

限度として地上アナログ放送局の周波数の使用の期限を延長

することができる等の措置を講ずるもの。 

提出 

5.10

成立 

6.8

東日本大震災の被災者

に係る一般旅券の発給

の特例に関する法律案

（閣法第 72 号） 

多数の被災者が一般旅券を紛失し、又は焼失したことに対処

するため、外務大臣は、東北地方太平洋沖地震の被災者に対

し、平成 23 年３月 11 日時点で有していた一般旅券の有効期

限までを有効期間とする一般旅券（震災特例旅券）を発行す

ることができる等の措置を講ずるもの。 

提出 

5.13

成立 

6.1

東日本大震災に対処し

て金融機関等の経営基

盤の充実を図るための

金融機能の強化のため

の特別措置に関する法

律及び金融機関等の組

織再編成の促進に関す

る特別措置法の一部を

改正する法律案（閣法第

73 号） 

東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図る

ため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講じ、

金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における

経済の活性化を期するもの。 

 

提出 

5.27

成立 

6.22

農林中央金庫及び特定

農水産業協同組合等に

よる信用事業の再編及

び強化に関する法律の

東日本大震災に対処して特定農水産業協同組合等の信用事業

の強化を図るため、その自己資本の充実に関する特別の措置

を講じ、特定農水産業協同組合等の信用事業の健全かつ効率

的な運営及び地域における経済の活性化を期するもの。 

提出 

6.3

成立 

7.27
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一部を改正する法律案

（閣法第 81 号） 

東日本大震災に伴う相

続の承認又は放棄をす

べき期間に係る民法の

特例に関する法律案（衆

法第 18 号）《法務委員

長》 

東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、

限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認

又は放棄をすべき期間（民法では相続開始を知った時から３

箇月以内）を徒過することにより不利益を被ることを防止す

るため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平

成 23 年 11 月 30 日まで延長するもの。 

提出 

6.15

成立 

6.17

災害弔慰金の支給等に

関する法律の一部を改

正する法律案（衆法第

20 号）《災害対策特別委

員長》 

災害弔慰金について、支給対象となる遺族の範囲に、他の遺

族のいずれもが存しない場合における死亡した者の兄弟姉妹

であって、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計

を同じくしていたものを加えるもの。 

提出 

7.14

成立 

7.25

東日本大震災に対処す

るための特別の財政援

助及び助成に関する法

律の一部を改正する法

律案（閣法第 86 号） 

東北地方太平洋沖地震による災害により被災した世帯の世帯

主に対する被災者生活再建支援金について、国の補助率を「２

分の１」から「５分の４」に引き上げる特例を定めるもの。 

提出 

7.15

成立 

7.25

災害弔慰金の支給等に

関する法律及び被災者

生活再建支援法の一部

を改正する法律案（参法

第 19 号）《災害対策特別

委員長》 

災害により死亡した者の遺族に対する弔慰及び災害により精

神又は身体に著しい障害を受けた者に対する見舞並びに自然

災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再

建の支援を確実なものとするため、災害弔慰金及び災害障害

見舞金並びに被災者生活再建支援金について、差押えを禁止

する等の措置を講じるもの。 

提出 

8.9

成立 

8.23

東日本大震災関連義援

金に係る差押禁止等に

関する法律案（参法第

20 号）《災害対策特別委

員長》 

東日本大震災関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等

が自ら東日本大震災関連義援金を使用することができるよう

にするため、東日本大震災関連義援金について、差押えを禁

止する等の措置を講じるもの。 

提出 

8.9

成立 

8.23

 

〔第 179 回国会〕 

法案名 概   要 年月日

株式会社東日本大震災

事業者再生支援機構法

案（第 177 回国会参法第

12 号）《自民、公明、日

改》 

東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を

負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再

生を図ろうとするものに対し、金融機関等が有する債権の買

取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつその再生

を支援することを目的とする法人として、株式会社東日本大

震災事業者再生支援機構を設立するもの。 

提出 

7.11

成立 

11.21

修正有
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③ 被災地方公共団体支援 

〔第 177 回国会〕 

法案名 概   要 年月日

平成 23 年東北地方太平

洋沖地震に伴う地方公

共団体の議会の議員及

び長の選挙期日等の臨

時特例に関する法律案

（閣法第 38 号） 

平成23年東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地

域について、平成 23 年４月に予定されている統一地方選挙の

期日を、この法律の施行の日から起算して２月を超え６月を

超えない範囲内（平成 23 年９月 22 日まで）において政令で

定める日まで延期する等の措置を講ずるもの。 

 

提出 

3.16

成立 

3.18

東日本大震災による被

害を受けた公共土木施

設の災害復旧事業等に

係る工事の国等による

代行に関する法律案（閣

法第 61 号） 

東日本大震災による被害を受けた地方公共団体における公共

土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制等に鑑み、国

又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設

の災害復旧事業等に係る工事を施行するための措置について

定めるもの。 

提出 

4.22

成立 

4.28

東日本大震災により甚

大な被害を受けた市街

地における建築制限の

特例に関する法律案（閣

法第 62 号） 

東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興

を図るため、平成 23 年９月 11 日まで（最大２か月延長可能）

特定行政庁が建築物の建築を制限し、又は禁止することを可

能とする特例措置を講ずるもの。 

提出 

4.22

成立 

4.28

東日本大震災に対処す

るための特別の財政援

助及び助成に関する法

律案（閣法第 63 号） 

東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別

の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、

農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の

助成に関する措置を実施するもの。 

※特別の財政援助（例）：水道施設等の災害復旧事業について

総合負担軽減方式により算定した補助率で補助、仙台空港

ターミナルビルに係る無利子貸付など。 

提出 

4.26

成立 

5.2

平成 23 年度分の地方交

付税の総額の特例等に

関する法律案（閣法第

64 号） 

平成23年度分として交付すべき地方交付税の総額及び同年度

分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入

金の額の算定について特例（1,200 億円加算）を設けるととも

に、同年度分として交付すべき普通交付税及び特別交付税の

総額の特例を設けるもの。 

提出 

4.26

成立 

5.2

東日本大震災に対処す

るための土地改良法の

特例に関する法律案（閣

法第 65 号） 

農用地が受けた塩害を除去するための事業を土地改良事業と

して行うとともに、災害復旧等に係る土地改良事業について

の都道府県の負担の軽減等を図るための土地改良法の特例を

定めるもの。 

提出 

4.26

成立 

5.2

東日本大震災に伴う海

区漁業調整委員会及び

東日本大震災により著しい被害を受けた地域について、海区

漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の期日、選挙人

提出 

4.26
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農業委員会の委員の選

挙の臨時特例に関する

法律案（閣法第 66 号）

名簿の調製等に関する特例措置を講ずるもの。 成立 

5.2

平成 23 年東北地方太平

洋沖地震に伴う地方公

共団体の議会の議員及

び長の選挙期日等の臨

時特例に関する法律の

一部を改正する法律案

（閣法第 68 号） 

法律名を「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及

び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」に改めるととも

に、統一地方選挙の対象外である平成 23 年６月 11 日以降の

任期満了団体の選挙期日についても、現行法の施行の日から

起算して２月を超え６月を超えない範囲内（平成 23 年９月 22

日まで）において政令で定める日まで延期する措置等を講ず

るもの。 

提出 

5.10

成立 

5.20

東日本大震災に伴う地

方公共団体の議会の議

員及び長の選挙期日等

の臨時特例に関する法

律の一部を改正する法

律案（衆法第 22 号）《政

治倫理の確立及び公職

選挙法改正に関する特

別委員長》 

東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙

期日の延期の期限を、平成 23 年 12 月 31 日まで延期するとと

もに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告

示日以前の日とすることができるようにするもの。 

提出 

7.28

成立 

8.3

東日本大震災により生

じた災害廃棄物の処理

に関する特別措置法案

（衆法第 26 号）《東日本

大震災復興特別委員長》

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題と

なっていることに鑑み、災害廃棄物の処理に関し、国の責務

を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設け、

あわせて、国が講ずべき措置その他の措置について定めるも

の。 

提出 

8.9

成立 

8.12

東日本大震災による被

害を受けた合併市町村

に係る地方債の特例に

関する法律案（衆法第

28 号）《総務委員長》 

東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、

当該合併市町村が市長村建設計画に基づいて行う公共的施設

の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債（合併

特例債）を起こすことができる期間を５年延長するもの。 

提出 

8.11

成立 

8.24

 

④ 原子力発電所事故対応 

〔第 177 回国会〕 

法案名 概   要 年月日

原子力損害賠償支援機

構法案（閣法第 84 号）

原子力損害の賠償に関する法律の規定により原子力事業者が

賠償の責めに任ずべき額が同法の賠償措置額を超える原子力

損害が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償

するために必要な資金の交付その他の業務を行うことによ

り、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定

提出 

6.14

成立 

8.3

修正有
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供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保

を図ることを目的とする法人として、原子力損害賠償支援機

構を設立するもの。 

平成 23 年原子力事故に

よる被害に係る緊急措

置に関する法律案（参法

第９号）《自民、公明、

みん、日改》 

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故よる被害

に係る応急の対策に関する緊急の措置として、事故による損

害を迅速に塡補するための国による仮払金の支払及び原子力

被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し

必要な事項を定めるもの。 

提出 

6.21

成立 

7.29

修正有

東日本大震災における

原子力発電所の事故に

よる災害に対処するた

めの避難住民に係る事

務処理の特例及び住所

移転者に係る措置に関

する法律案（閣法第 88

号） 

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響

により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又

は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するた

め、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処

理することができる特例を設けるとともに、住所移転者に係

る措置を定めるもの。 

提出 

7.22

成立 

8.5

修正有

東日本大震災における

原子力発電所の事故に

よる災害に対処するた

めの地方税法及び東日

本大震災に対処するた

めの特別の財政援助及

び助成に関する法律の

一部を改正する法律案

（閣法第 89 号） 

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処

するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並

びに不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措

置を講ずることとし、あわせて、これらの措置による減収額

を埋めるため地方債を起こすことができる特例措置等を講ず

るもの。 

※税の特例措置（例）：警戒区域内家屋の代替家屋・代替敷地

の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例、警戒区域内

自動車の代替自動車の取得に係る非課税措置など。 

提出 

7.22

成立 

8.5

平成23年３月11日に発

生した東北地方太平洋

沖地震に伴う原子力発

電所の事故により放出

された放射性物質によ

る環境の汚染への対処

に関する特別措置法案

（衆法第 29 号）《環境委

員長》 

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出

された放射性廃棄物による環境の汚染が生じていることに鑑

み、事故由来放射性物質による環境の汚染に関し、国等の責

務を明らかにするとともに、汚染廃棄物対策地域内の廃棄物

等の処理や除染特別地域内の土壌等の除染等を国が実施する

など、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措

置について定めるもの。 

提出 

8.23

成立 

8.26
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〔第 178 回国会〕 

法案名 概   要 年月日

国会法の一部を改正す

る法律案（衆法第１号）

《議院運営委員長》 

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員

の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等の

ため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院

の議院運営委員会の合同協議会を置くこと等とするもの。 

提出 

9.29

成立 

9.30

東京電力福島原子力発

電所事故調査委員会法

案（衆法第２号）《議院

運営委員長》 

 

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故及び被害の

原因並びに関係行政機関等が講じた措置の内容、措置が講じ

られるまでの経緯及び措置の効果を究明し、又は検証するた

めの調査並びにこれまでの原子力政策の決定・了解・経緯等

についての調査を適確に行うとともに、原子力に関する基本

的な政策及び所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子

力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生す

る被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について提言を行

い、もって国会による原子力に関する立法及び行政の監視に

関する機能の充実強化に資するため、国会に、東京電力福島

原子力発電所事故調査委員会を置くこととし、その組織や所

掌事務等について定めるもの。 

提出 

9.29

成立 

9.30

 

（注）１．法案は４つに分類したが、一つの法案で複数の分類に属するものがある。この場合は作成者の判断に

より、いずれかの分類に整理した。 

２．各分類中の法案の配列は提出順である。 

３．法案名の《 》は提出会派（略称）又は委員会提出の場合の委員長を示す。 

   ４．会派の略称のうち、「みん」は「みんなの党」（参議院）、「日本」は「たちあがれ日本」（衆議院）、「日

改」は「たちあがれ日本・新党改革」（参議院）を示す。 
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（参考）平成 23 年 11 月 29 日から 12 月９日までに成立又は継続となった議案件名一覧（東日本 

大震災関連） 

成立議案 

法案名 年月日 

東日本大震災復興特別区域法案（閣法第１号） 提出 10.28 

成立 12.7  修正有 

平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正

する法律案（閣法第２号） 

提出 10.28 

成立 11.30 

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施

策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案（閣法第

３号） 

提出 10.28 

成立 11.30 修正有 

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確

保に関する特別措置法案（閣法第４号） 

提出 10.28 

成立 11.30 修正有 

津波防災地域づくりに関する法律案（閣法第６号） 提出 10.28 

成立 12.7 

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律案（閣法第７号） 

提出 10.28 

成立 12.7 

復興庁設置法案（閣法第８号） 提出 11.1 

成立 12.9 修正有 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の

一部を改正する法律案（閣法第10号） 

提出 11.4 

成立 12.7 

地方税法の一部を改正する法律案（閣法第11号） 提出 11.4 

成立 12.7 

 

継続議案 

法案名 年月日 

国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案（第177回国会閣法第78号） 提出 6.3 

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案（第177回国会閣法

第79号） 

提出 6.3 

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案（第177回国会閣法

第80号） 

提出 6.3 

東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災

害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案（第177回国会参法第

21号）《自民、公明、みん、日改》 

提出 8.9 

東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関す

る法律の一部を改正する法律案（閣法第９号） 

提出 11.1 

一般職の国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案（衆法

第１号）《自民、公明》 

提出 12.7 

原子力発電所等の緊急安全評価等に関する法律案（参議院提出、第177

回国会参法第10号） 

提出 7.7 

（参議院において継続）
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自衛隊の活動における「国会承認」の射程（後） 
-制度趣旨の形成と限界を中心として- 

 

衆議院事務局議事部議案課 

高 山 昌 治 郎 

（前調査局総務課） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 自衛隊のどのような活動について、民主的コントロールの観点から国会承認が必要となるの

かという問題への解答を試みるため、前号（本誌第７号）では、国会での議論を素材に自衛隊

の各活動の国会承認規定がなぜ設けられたか（または設けられなかったか）を考察した。 

本号では、まず、前号での考察で析出した道具概念（「事態の重大性」、「権利義務との関係

性」）が、国会承認の要否を判断する指標として有用であるかを検討し、自衛隊の活動に係る

国会承認の制度趣旨を導出した。さらに、そこで明らかになった制度趣旨の限界を理論的に克

服すべく、ドイツの法状況（裁判・立法）を参照し、我が国への示唆及び今後の展望について

若干の付言を行った。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに―本稿の主題及び構成 

Ⅰ 自衛隊の活動に係る国会承認 

（以上 前号） 

Ⅱ 自衛隊の活動における国会承認の制度趣旨 

Ⅲ ドイツにおける軍隊の出動に係る議会留保 

おわりに―総括と展望 

（以上 本号） 

 

Ⅱ 自衛隊の活動における国会承認の制度

趣旨 

 前号では、国会承認が必要とされる自衛隊

の活動内容の明確化を図るべく、法案審査を

はじめとする国会での議論を素材として、自

衛隊の活動に係る国会承認規定の立法者意思

を考察・分析した。 

これを受け本号では、まず、前号で分析し

た結果を、総括的に検討した後、国会承認の

要否を判断するための指標（以下「判断指標」

という。）として機能している概念の評価をし、

自衛隊の活動に係る国会承認の制度趣旨を導

出することとしたい。 

 

１ 立法者意思の検討 

(1) 判断指標総説 

ア 変遷 

 元来、政府は、①我が国にとって重大な事

態であること（以下「事態の重大性」という。）、

②国民の権利義務に関係すること（以下「権

利義務との関係性」という。）の２点を国会承

認の判断指標としていた1。 

しかし、周辺事態安全確保法案の提出を契

機として、「事態の重大性」に代わるかたちで

③武力の行使を含むものであること（以下「武

力行使への該当性」という。）に言及し、さら

に、④「迅速な決定の必要性」も判断指標と

して加えることとした2。 

                             
1 衆議院国際平和協力等に関する特別委員会提出資料「政

府のシビリアン・コントロールについての考え方」（平

3.9.30）を参照。 
2 拙稿「自衛隊の活動における『国会承認』の射程（前）
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さらに、テロ対策特別措置法及び補給支援

特別措置法の法案審査においては、両法案が、

目的や活動の種類、内容等を限定している特

別措置法案であることを理由に、法案の成立

が国会承認と同視し得るとの立場をとった3。

すなわち、自衛隊の活動内容ではなく、⑤当

該活動の根拠法が特別措置法であることに着

目して国会承認の要否を判断するという考え

方を新たに打ち出したのである4。 

このような立案者としての政府の考え（立

案者意思）に対し、国会承認規定を国会にお

ける修正によって設けた趣旨、つまり狭義の

立法者意思については、ＰＫＦ本隊業務（国

際平和協力法第６条）に関する修正において、

活動内容や活動主体に着目し、承認の対象と

なる範囲を画している点が、僅かに注目され

るほかは、自衛隊の活動に関連する判断指標

は見いだし得なかった。 

イ 内包する問題点 

①から⑤の判断指標のうち、④の「迅速な

決定の必要性」については、前号で述べたよ

うに、緊急の場合については事後に承認を求

める旨を規定すれば良いのであるから5、判断

指標としての意義は希薄であると解さざるを

得ない。さらに、③の「武力行使への該当性」

についても、これを判断指標とすれば、武力

の行使ができない治安出動について国会承認

が必要であることと整合的ではないため、判

断指標としては適当ではないと思われる。 

また、⑤の「根拠法が特別措置法であるこ

と」は、累次にわたる特別措置法の法案審査

において、政府が一貫して言及してきた判断

                                         
―立法者意思の分析を中心として―」『RESEARCH BUREAU 

論究』7号（2010）42-44 頁。 
3 他方、イラク人道復興支援特別措置法の法案審査におい

て政府は、法案の成立が対応措置の実施についての承認と

みなし得ると主張したが、このために国会承認を要しない

という議論は展開せず、提出当初から、事後承認規定を法

案に盛り込んだ。同上、46 頁。 
4 拙稿前掲、44-47 頁。 
5 拙稿前掲、43頁。 

指標であるが、自衛隊の活動内容に着目した

判断指標ではないため、本稿の主題である、

自衛隊のどのような活動について国会承認が

必要となるのかという問題を解く上での道具

概念とはなり得ない6。 

 以上のことから、自衛隊の活動内容に着目

した判断指標に関しては―周辺事態安全

確保法の法案審査を契機に、新しい指標が加

わるなど若干の変化を見せているが―①

事態の重大性、②権利義務との関係性の２つ

が、一貫して機能してきたということがいえ

よう。 

 だが、かかる２つの判断指標の意味内容が、

全く疑義なく概念整理できるのかというと、

必ずしもそのようにはいえないであろう。す

なわち、前号で述べたように、「事態の重大性」

については、その多義性ゆえに、重大な事態

とはどのような事態をいうのかということや、

重大な事態と武力の行使はどのような関係に

あるのかということが明らかではないため、

この点の検討が必要となる。 

 他方、「権利義務との関係性」については、

防衛出動時におけるいわゆる防衛負担（自衛

隊法第 103 条）を除いては、何をもって「関

係性」が肯定されるのか、ということが明ら

かではないため、この点の考察が必要となる。 

 そこで、次項以降では、「事態の重大性」、

「権利義務との関係性」が内包している上記

のような問題点を検討し、両判断指標の意味

内容を明らかにすることとしたい。 

 

(2) 事態の重大性 

 国会承認の要否の判断指標として「事態の

重大性」が語られる場合、重大な事態とはど

のような事態をいうのか、ということが付随

                             
6 特別措置法の傾向や問題点については、橘幸信「実務か

ら見た最近の法律の特徴的な傾向 基本法･特例法の増加

とその意義･問題点」『法学セミナー』599 号（2004）38-42

頁を参照。 
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して説明されることはなかった。政府も法的

な用語としてではなく、一般的な語義で重大

な事態を捉えているように思われる。 

 しかし、重大な事態を語義のとおりに解す

のであれば、どのような活動について国会承

認が必要なのかという、国会承認が必要とさ

れる自衛隊の活動内容の「範囲」の問題は解

決されないため、重大な事態の法的意味内容

を明らかにする必要がある。 

 この点、まず考えられるのが、武力を行使

し得る事態であるが、先述したように、この

ように解すれば、防衛出動時のみが重大な事

態となり、他のケースでは国会承認が不要と

なってしまう、つまり、国会承認を要するケ

ースが著しく限定されるため妥当性を欠くと

解さざるを得ない。 

 次に、武力行使に関連する活動を実施する

事態が考えられる。武力行使への関連は、と

りわけ海外派遣時の活動など他国と関係する

活動については、「武力行使との一体化7」と

して論じられることが多い。だが、現行法に

おいては、我が国による他国の軍隊等に対す

る支援が、他国による「武力の行使」と一体

化することを回避するために、ＰＫＯ参加五

原則（国際平和協力法第３条、６条、８条及

び 24条）やいわゆる「非戦闘地域」（テロ対

策特別措置法第２条、イラク人道復興支援特

別措置法第２条）という法的枠組みが規定さ

れているため、我が国による他国の軍隊等に

対する支援等の活動が、武力の行使に該当し

ないことはもとより、他国の武力の行使との

一体化の問題も生じない、と政府は解してい

る8。したがって、判断指標としての実効性を

                             
7 仮に自らは直接『武力の行使』をしていないとしても、

他の者が行う『武力の行使』への関与の密接性等から、我

が国も『武力の行使』をしたとの法的評価を受ける場合が

あり得るとするもの。『衆議院議員伊藤英成君提出 内閣法

制局の権限と自衛権についての解釈に関する質問に対す

る答弁書』(平成15年７月15日提出)。 
8 国際法上は、主たる行為である違法行為に支援行為が一

体化されるということで違法になるのではなく、違法行為

考慮すれば、あえて「重大な事態」を「武力

の行使」と関連付ける実益は乏しいと思われ

る。 

 それでは、このように武力行使との関連で

「事態の重大性」を捉えることが難しいなか

で、どのような点に着目して「事態の重大性」

を捉えるべきであろうか。 

 この点、防衛出動は「我が国に対する外部

からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃

が発生する明白な危険が切迫していると認め

られるに至つた事態」に内閣総理大臣が命ず

ることができるとされている（自衛隊法第 76

条）。他方、武力攻撃事態法は第２条において

「武力攻撃事態」を「我が国に対する外部か

らの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が

発生する明白な危険が切迫していると認めら

れるに至った事態」と定義している。したが

って、武力攻撃事態に防衛出動の下令が可能

となるといえる。 

 一方、命令による治安出動は「間接侵略そ

の他の緊急事態」に内閣総理大臣が命ずるこ

とができるとされている（自衛隊法第 78条）。

ここでいう「間接侵略」とは、外国からの教

唆又は扇動によって国内で生起した大規模な

内乱又は騒擾をいう9。これに対し、自衛隊法

第３条に規定されている｢直接侵略｣とは、外

部からの組織的、計画的な武力侵攻10―「武

力攻撃事態」をいい、かかる事態において講

ずべき措置は防衛出動となる11。 

 そこで以下においては、このように防衛出

                                         
に支援している支援行為そのものとして違法であるとさ

れており、法的に「一体化」というのはなく、いわゆる「武

力行使一体化論」は、国際法における理解とは少しずれて

いる、との指摘がある。高橋和之ほか「〔座談会〕憲法９

条の過去･現在･未来」『ジュリスト』1260号（2004）24頁

〔浅田正彦発言〕。もっとも、国際法上、「一体化」という

概念が存在するわけではない、という点については政府も

認識している。第145回国会 衆議院外務委員会議録第２号

11頁（平11.2.10）東郷和彦外務省条約局長答弁。 
9 第63回国会閉会後 参議院内閣委員会会議録第１号24頁

（昭45.7.8）宍戸基男防衛庁防衛局長答弁。 
10 同上、24頁〔宍戸基男防衛庁防衛局長答弁〕。 
11 同上、24頁〔宍戸基男防衛庁防衛局長答弁〕。 
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動を下令し得る事態が、武力攻撃事態かつ直

接侵略に該当する事態であることに着目し、

国の存立に関わる事態であるため、周辺事態、

治安出動を下令し得る事態を含めた３つの事

態の中で最も重大な事態といえる防衛出動を

下令し得る事態を比較の中心に据え、まず直

接侵略と間接侵略、次いで武力攻撃事態と周

辺事態を比較検討し、「事態の重大性」の意味

内容を明らかにしていくこととする。 

ア 直接侵略と間接侵略 

 直接侵略と間接侵略との関係に関し、政府

は、外国による干渉が義勇軍の侵入のような

形態をとり、組織的、計画的な攻撃が行われ

るような間接侵略を、直接侵略に結び付くよ

うな事態であると認識している12。さらに、

両者の包含関係については、間接侵略が直接

侵略の範疇の中に包含されるのが通常の場合

であると解している13。 

 このように間接侵略の中には直接侵略に結

び付くような事態が存在するが、このことは

取りも直さず、治安出動を下令し得る事態の

中に、防衛出動を下令し得る事態に密接に関

連する事態が存することを意味するため、こ

こに両事態の強い関連性が認められよう。 

イ 武力攻撃事態と周辺事態 

 周辺事態安全確保法の法案審査の過程で行

われた修正の１つに周辺事態の定義（同法第

１条）の変更がある。すなわち、「そのまま放

置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至

るおそれのある事態等」という「我が国の平

和と安全に重要な影響を与える事態」を例示

的に説明する文言を加えることによって、そ

の内容をより明確にしたのである14。 

 他方、武力攻撃事態法は、「武力攻撃事態」

                             
12 第40回国会 衆議院内閣委員会議録第34号22頁（昭

37.4.27）藤枝泉介国務大臣答弁。 
13 同上、22 頁〔加藤陽三防衛庁長官官房長答弁〕。 
14 田村重信ほか『日本の防衛法制』内外出版（2008）386

頁。 

（同法第２条第２号）とともに、「武力攻撃事

態には至っていないが、事態が緊迫し、武力

攻撃が予測されるに至った事態」を「武力攻

撃予測事態」（同法第２条第３号）と定義して

いるが、武力攻撃予測事態と周辺事態の一例

である「そのまま放置すれば我が国に対する

直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」と

の差異が国会において問われたことがある。 

 これに対し政府は、かような周辺事態のケ

ースは武力攻撃予測事態であると述べるとと

もに、一般論としても周辺事態は武力攻撃予

測事態の一例であると答弁している15。 

 さらに、武力攻撃事態と周辺事態の関係に

関して、政府は、武力攻撃事態等（武力攻撃

事態及び武力攻撃予測事態）と周辺事態はそ

れぞれ別個の法律上の判断に基づくものであ

るが、状況によっては、双方の事態が併存す

ることもあり得る、としている16。 

 このように、武力攻撃事態と周辺事態は併

存する可能性があるため、武力攻撃事態と周

辺事態の強い関連性、換言すれば、防衛出動

を下令し得る事態と「周辺事態に対応するた

めに必要な措置」（周辺事態安全確保法第２条

第１項）を実施し得る事態の強い関連性が認

められるといえる。 

ウ 事態の重大性の意味内容 

以上のことから、活動そのものではなく、

当該活動を実施し得る「事態」に着目してみ

ると、周辺事態、治安出動を下令し得る事態

ともに、防衛出動を下令し得る事態（武力攻

撃事態）との強い関連性が認められるといえ

る。先述したように、防衛出動を下令し得る

事態は、国の存立に関わる重大な事態であり、

それ故に、防衛出動の下令には国会による「事

前」の承認が求められている。したがって、

                             
15 第 154 回国会 衆議院安全保障委員会議録第５号 18 頁

（平 14.4.4）中谷元防衛庁長官答弁。 
16 第 156 回国会 衆議院武力攻撃事態への対処に関する特

別委員会議録第 10 号 10-11 頁（平 15.5.14）小泉純一郎

内閣総理大臣答弁。 
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防衛出動を下令し得る事態との強い関連性が

認められる事態において実施する活動につい

ては、国会による承認が求められることとな

ると解すべきである。そして、これを「事態

の重大性」の意味内容に即していえば、国会

承認の要否の判断指標としての「事態の重大

性」とは、「当該事態と防衛出動を下令し得る

事態との強い関連性」を意味することとなろ

う。 

 

(3) 権利義務との関係性 

権利義務との関係性に関して、前号での考

察では、防衛出動については、下令時に認め

られるいわゆる防衛負担（自衛隊法第 103 条）

を理由に関係性を肯定し、治安出動について

は、準用される警察官職務執行法の規定を例

に挙げ、防衛負担のような国民の権利を強く

制約する措置の実施が可能となるわけではな

いが、国民の権利義務に関連があることは否

定できないとした17。 

 だが、「国民」との関係性が、国内での活動

に比べて希薄であると思われる海外における

自衛隊の活動については、政府が、「権利義務

との関係性」に触れることはなかった。 

そこで、「権利義務」に波及する可能性が

ある自衛隊の「権限」に着目すると、国会承

認を要する海外活動には、活動時に行使し得

る権限として「武器の使用」が定められてい

ることがわかる18。このことから、「武器の使

用」と「権利義務との関係性」が肯定され、

それ故に、当該活動について国会承認が必要

となるということになれば、どのような措置

をもって、「権利義務との関係性」が肯定され

たといえるのかという問題に対し解答を与え

ることができると思われる。 

 この点に関連し、政府は、国民の権利義務

                             
17 拙稿前掲、39頁。 
18 同上、37 頁。 

との関係性に加え、他国の財産、人命に影響

を与えるものか否かという観点への配慮も必

要である、と国会での議論において言及した

ことがある19。ここでいう「他国の人命に影

響を与えるもの」が何を意味するかというこ

とについては、様々な考えがあり得ようが、

その１つとして、「自己等の生命又は身体を防

衛するため、やむを得ない必要があると認め

る相当の理由がある場合」に、「事態に応じ合

理的に必要と判断される限度で」認められる

「武器の使用」が考えられるであろう20。 

 海外活動における「武器の使用」は、確か

に、これまで論じてきた国民の権利義務との

関係性は希薄であるが、「他国の人命に影響を

与える可能性があるもの」であると捉えれば、

「『他国民』の権利義務との関係性」は肯定さ

れる余地があると思われる21。 

 そして、かような考え方を更に推し進めれ

ば、少なくとも海外における自衛隊の活動に

限っていえば、「『他国民』の権利義務との関

係性」を肯定し得る活動については、国会に

よる承認が必要となる、と解することもでき

るように思われる。 

 しかしながら、政府による、他国民の人命

への影響についての言及以降に内閣によって

国会提出（平成 19年 10 月 17 日）された補給

支援特別措置法では、第８条で武器の使用に

ついて規定しているが、国会による承認に関

する規定は設けられていない。よって、この

ことから、少なくとも「武器の使用」が可能

                             
19 第162回国会 衆議院安全保障委員会議録第10号４頁(平

17.5.12)大野功統防衛庁長官答弁。 
20 国際平和協力法（第24条）、周辺事態安全確保法（第11

条）、テロ対策特別措置法（第12条）、イラク人道復興支援

特別措置法（第17条）、いずれも本文と同様の規定が設け

られている。 
21 前掲注20で列挙した規定の規定振りからもわかるよう

に、自己等の防衛を目的としているため、一義的には「他

国の人命に影響を与えるもの」ではない。しかし、目的の

いかんにかかわらず、当該行為が他国における対人使用と

いう外形をとることに変わりはないため、本稿では、当該

規定を「他国の人命に影響を与える可能性があるもの」に

含めて考えることとした。 
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な活動は国会による承認が必要となる、と政

府は解していないことが推察できよう22。 

 以上のことから、海外における活動等につ

いては、権利義務との関係性が肯定されるま

でに至っていないため、どのような措置をも

って、権利義務との関係性が肯定されるか、

という問題に対する解答を与えることは、困

難であると解する。 

 

２ 判断指標としての評価と課題 

(1) 事態の重大性 

 先述したように「事態の重大性」を語義ど

おりに解すのではなく、国の存立に関わる重

大な事態である防衛出動を下令し得る事態と

の強い関連性と解し、かような事態において

実施し得る活動には国会の承認を要すると考

えれば、政府が当初から国会承認を要すると

した防衛出動や治安出動に加えて、政府原案

では国会承認を要しないとしていた「周辺事

態に対応するため必要な措置」についても国

会承認が必要となる23。政府による「事態の

重大性」の適用より更に精確な適用が可能と

なるため、その意味で、かかる理解に基づく

「事態の重大性」の適用には一定の有用性が

認められる。しかし、ＰＫＦ本隊業務を実施

し得る事態にしても、防衛出動を下令し得る

事態（武力攻撃事態）と強い関連性を有して

いるとはいえないため、かかる判断指標を用

いても、国会承認を要するものとはならない。

同様に、テロ対策特別措置法に基づく対応措

置を実施し得る事態及びイラク人道復興支援

特別措置法に基づく対応措置を実施し得る事

態にしても、武力攻撃事態との強い関連性は

認められないため、これらについても、国会

                             
22 法案に国会承認に関する規定を設けなかった理由につ

いては、拙稿前掲、46 頁を参照。 
23 先述したように、周辺事態安全確保法は、国会における

修正により原則として事前の承認を求めることとされた

ため、｢事態の重大性｣をⅡ１(2)ウのように解して判断す

れば、同じ結果に帰着するといえる。 

承認を要するものとはならないだろう。 

 このように一定の有用性が認められる「事

態の重大性」にしても、「事態」概念や「侵略」

概念を用いて、防衛出動を実施し得る事態と

の関連性を検討し、重大性を判断することに

なるため、国内活動や我が国周辺における活

動については判断指標として有効となろうが、

海外における活動については、判断指標とし

て機能しないことになる。 

 この点については、海外における自衛隊の

活動は、防衛出動との関連性が認められるよ

うな重大な事態における活動ではないため、

国会による承認を要しないとする考え方もあ

ると思われる。 

 しかし、防衛出動との関連性が希薄である

ということを理由に、近年、活動実績を増し

ている海外における自衛隊の活動に対する国

会の関与が不可能となれば、結果として、「事

態の重大性」は、国会承認の要否の判断指標

ではなく、自衛隊の活動に対する適切な国会

関与を阻害する要因として機能することにな

るといえるのではないだろうか。 

 よって、近時の自衛隊の活動の多様化に鑑

みれば、あらゆる活動について「事態の重大

性」を用いて国会承認の要否を決することに

ついては、限界が生じているため、活動の多

様化に即した判断指標の確立が課題として指

摘できよう。 

 

(2) 権利義務との関係性 

次いで、「権利義務との関係性」に基づい

て国会承認の要否を判断すると、防衛出動に

ついては、いわゆる防衛負担に国民の権利義

務との強い関係性が認められるため、政府の

判断と同様に国会承認を要することになる。 

一方、治安出動については、警察官職務執

行法の準用による権限の行使に、防衛負担の

ような権利義務との強い関係性は認められな

いため、「権利義務との関係性」のみに基づい
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て判断すれば、現行法とは異なり国会承認は

不要となろう。 

そして、周辺事態への対応や海外における

活動については、「権利義務との関係性」が認

められる措置は見いだし難い、つまり、何を

もって「権利義務との関係性」を肯定し得る

かが明らかではないため、「権利義務との関係

性」のみに基づく限りにおいて、国会承認を

要しないことになる。 

もっとも、このように防衛出動以外は国会

承認が不要という結果になったのは、「権利義

務との関係性」を国会承認の必要条件と捉え

たためである。よって、「権利義務との関係性」

を国会承認の必要条件と捉えなければ、防衛

出動以外の活動についても、国会承認が必要

となる余地が生じよう。 

実際、政府も「権利義務との関係性」を国

会承認の必要条件とは解していないようであ

り24、民主的コントロールを広く及ぼす観点

からも、かように解すべきである。したがっ

て、かかる前提に立てば、｢権利義務との関係

性」にも限定的ながら有用性が認められると

いえよう。 

 しかしながら、いわゆる防衛負担を除いて

は、どのような措置をもって、「権利義務との

関係性」が肯定されるかということが明らか

にはなっていないので、判断指標として用い

る際には、その点を明らかにする必要がある

ことが課題として指摘できよう。 

 

３ 小活 

以上のように、「事態の重大性」、「権利義

務との関係性」には、一定の有用性が認めら

れるが、それぞれ限界や課題が生じている。

とりわけ、近年活動実績が増している海外に

おける自衛隊の活動について、これらの指標

だけでは判断できないということは、大きな

                             
24 前掲注１を参照。 

問題であるといえる。 

しかし、この点に関しては、政府が、防衛

出動や治安出動と国際平和協力業務とでは性

質が異なると答弁したように25、そもそも、

国内における活動、海外における活動という

性質が異なる活動を同列に論じることが無理

なのであって、自衛隊の活動を国内的活動26

と海外活動とに分類した上で、各々に適した

判断指標を用いて国会承認の要否を決するの

が妥当であるといえるのではないだろうか。 

 とすれば、国内的活動に関しては、これま

で考察したように、国の存立に関わる重大な

事態である防衛出動を下令し得る事態との関

連性が強い事態における自衛隊の活動、又は

国民の権利義務との強い関係性が認められる

自衛隊の活動の実施を国会が民主的に統制す

ることに、国会承認の制度趣旨はあるのであ

ろう。 

だが他方で、自衛隊の海外における活動に

ついては、国会審議において国会承認の要否

の判断指標について詳細かつ具体的な議論が

なされることはなかった。 

もっとも、国会における修正案審議の提案

理由説明で述べられることが多い「広範な国

民の理解」という言葉に着目すれば、ＰＫＦ

本隊業務に関する修正において指摘されてい

るように、「国会が議決をし、国民の合意の上

に立って27」自衛隊を派遣すべき活動につい

ては、国会承認を要すると解すこともできよ

う。国民的合意の獲得による客観的正当性28

の担保も、国会承認が有する機能の１つとし

                             
25 第 122 回国会 衆議院国際平和協力等に関する特別委員

会議録第３号６頁(平3.11.18)宮澤喜一内閣総理大臣答弁。 
26 周辺事態への対応は、国内のみを活動区域とするもので

はないが、我が国周辺の地域（周辺事態安全確保法第１条）

における活動であるため、国内活動に準ずるものとして扱

えばよいと思われる。 
27 第 123 回国会 衆議院国際平和協力等に関する特別委員

会議録第４号５頁（平 4.6.10）田渕哲也参議院議員(修正

案提出者)答弁。 
28 樋口陽一ほか「〈研究会〉ＰＫＯ協力法案の法的意味｣『ジ

ュリスト』991 号(1991)74 頁〔成田頼明発言〕。 
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ては理解できる。 

つまり、国会承認が必要とされる自衛隊の

海外活動とは、国会承認によって客観的正当

性を担保すべき活動であるといえる。しかし、

これだけでは同語反復となってしまい、客観

的正当性を担保すべき自衛隊の活動内容は判

然としない。 

 このため次項では、海外における活動に焦

点を当て、どのような活動について客観的正

当性を担保する、つまり国会承認が必要かと

いうことを探るべく、我が国同様、湾岸戦争

以前は、実力組織の海外（域外）活動に極め

て謙抑的であったドイツの法状況（裁判・立

法）を素材に考察を進めることとしたい。 

 

Ⅲ ドイツにおける軍隊の出動に係る議会

留保29 

本項では、ドイツ連邦軍のＮＡＴＯ域外派

遣に関する連邦憲法裁判所判決及び当該判決

後の立法について、我が国の国会承認の制度

趣旨を探究する上でも参照する意義が大きい

と思われる「議会の創設的同意」（議会留保）

に焦点を絞って検討を加えた後、我が国への

示唆について若干の付言をすることとする。 

 

１ 連邦軍のＮＡＴＯ域外派遣に関する連邦

憲法裁判所判決（1994.7.12）30 

(1) 背景 

東西冷戦時代の西ドイツでは、1950年代の

再軍備以降、連邦軍のＮＡＴＯ（北大西洋条

約機構）域外への軍事的出動はドイツ連邦共

和国基本法（以下「基本法」という。）により

許されないとの解釈が定着しており、政府も

かかる見解を堅持してきた31。 

                             
29 「議会留保」の意義については、拙稿前掲、36頁(注 12)

を参照。 
30 BVerfGE90,286. 
31 もっとも、連邦軍の出動範囲をＮＡＴＯ域内に限定する

規定は、基本法はもちろんのこと、ＮＡＴＯ条約にも明示

的には存在しない。大塚昌克「ドイツ連邦軍のＮＡＴＯ域

しかし、1990年のドイツ統一の際、コール

首相が、連邦軍のＮＡＴＯ域外への派遣を可

能にする基本法の改正に触れたのをはじめ、

翌年１月の施政方針演説においては、湾岸戦

争終結後、この問題を本格的に検討すべきで

あると主張した。 

その後、ボスニア内戦やソマリア内戦に関

連した国連安保理決議等に基づくかたちで、

連邦政府は、連邦軍のＮＡＴＯ域外への出動

を決定したが、かかる一連の出動に関して、

連邦議会のドイツ社会民主党（ＳＰＤ）及び

同会派に所属する複数の議員は、その合憲性

について、政府及び連邦国防相を相手どって

連邦憲法裁判所に機関訴訟を提起した。 

 

(2) 議会留保に関する裁判の争点及び判決の

要点 

 本件機関訴訟における争点は多岐にわたる

が、議会留保については、連邦軍の派遣決定

は、連邦政府が単独で行えるのか、それとも

議会の同意を得ることが必要なのか32という

点に集約される。 

判決では、主文において、基本法は武装し

た軍隊の出動については原則として連邦議会

の過半数による事前の創設的同意を得ること

を連邦政府に義務付けており、連邦政府は出

動についての決定の際に、事前に連邦議会の

創設的同意を得ることなく武装した軍隊を出

動させたため、議会の同意についての憲法上

の要請に抵触した旨が判示された33。 

また、議会留保については、①全ての武装

した軍隊の出動決定に―原則として事前

の―単純過半数による連邦議会の創設的

                                         
外派遣」『立法と調査』185 号（1994）20 頁。 

32 石村修「ドイツにおける国家緊急権と有事法制」全国憲

法研究会編『憲法と有事法制：いま, 憲法学から有事法制

を問う』法律時報増刊（2002）182-183 頁。 
33 ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例Ⅱ〔第２

版〕』信山社（2006）366-367 頁〔山内敏弘執筆〕。 
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同意が必要34とされたことに加え、②本判決

に示された最低限の要求と武装した軍隊の出

動に対する議会留保の限度以上に議会の協働

の形式と範囲を詳細に整備することは、立法

府の任務である、とされた35。 

 

(3) 議会の創設的同意 

ア 同意の根拠 

前項でみたように、判決は、全ての武装し

た軍隊の出動決定に―原則として事前の

―単純過半数による連邦議会の創設的同

意が必要であるとするが、軍隊の「出動」に

ついての議会の同意を根拠付ける明文の規定

が基本法に存在しないため、判決が、議会の

創設的同意が必要であるとした憲法上の根拠

が問題となる。 

この点、判決は、議会留保は「1918年以来

ドイツの伝統36」にかなっているとした上で、

かかる伝統は防衛上の緊急事態に関する規定

（基本法第115a条）が継受し、発展させてい

るとする。その一方で、判決は、基本法第115a

条第１項37に規定する防衛上の緊急事態の確

定と軍隊の出動との直接的な関係は否定する

が38、防衛上の緊急事態の公布に伴う軍隊の

                             
34 ＮＡＴＯ条約等の同盟国支援義務に基づく出動につい

ても、条約に関する同意法によって、同盟上の緊急事態発

生に際してドイツ軍が出動することに議会があらかじめ

同意していることとは別に、必ず個々の出動に関する事前

の議会の同意が必要とされる。松浦一夫『ドイツ基本法と

安全保障の再定義』成文堂（1998）255 頁。 
35 同上、203頁。 
36 議院内閣制への移行をその主な内容とする1918年 10月

28 日帝国憲法改正法において「帝国の名における宣戦の

布告には、連邦参議院と帝国議会の同意が必要である」（同

法第 11 条第２項）とされ、皇帝が宣戦布告等を行うに当

たり立法府の同意が必要とされることとなった。松浦･前

掲注 34、223 頁。 
37 「連邦領域が武力によって攻撃され、または、このよう

な攻撃が直接に差し迫っていること（防衛上の緊急事態）

の確定は、連邦参議院の同意を得て、連邦議会がこれを行

う。その確定は、連邦政府の申立てに基づいて行なわれ、

投票数の三分の二の多数、少なくとも連邦議会議員の過半

数を必要とする」樋口ほか編･『解説世界憲法集〔第４版〕』

三省堂（2001）230 頁。 
38 基本法第115ａ条の前身である基本法旧第59ａ条に規定

されていた防衛上の緊急事態は、軍隊の出動の法的前提と

指揮権の連邦国防大臣から連邦総理大臣への

移行（基本法第115ｂ条39）は、緊急事態の確

定（基本法第115a条第1項）が同時に軍隊の軍

事的出動を授権するものであるとする。さら

に判決は「議会の同意を軍隊出動決定の必要

条件とするドイツ憲法史の連続性を論証する

ため40」、基本法第87a条第３項41等の連続性の

論拠となり得る基本法規定を確認した上で、

かかる諸規定は、武装した軍隊の出動が連邦

議会の事前の創設的同意によらねばならない

という防衛機構の基礎にある原理を認識させ

るものであると述べている。 

確かに、かような論理展開に関しては、そ

の法的演繹の妥当性について疑問を呈する考

え方もあるが42、先に述べたように、連邦軍

の「出動」についての議会の同意を根拠付け

る明文の規定が基本法に存在しない以上、判

決が示したように、防衛に関する議会の関与

を定める基本法規定を総覧し、一般化する43

という展開をせざるを得なかったものと思わ

れる。 

判決も述べているが、防衛に関する議会の

関与を定める規定が基本法に存するというこ

とが、すなわち、連邦軍が執行権のみに委ね

られることがない「議会の軍隊」であるとい

うことを意味する。そして、「議会の軍隊」で

                                         
みなされていた。松浦･前掲注 34、223-224 頁。 

39 「防衛上の緊急事態の公布とともに、軍隊に対する命令

権および司令権は、連邦総理大臣に移行する」樋口ほか編･

前掲注 37、231 頁。 
40 松浦･前掲注34、225頁。 
41 「軍隊は、防衛上の緊急事態、および緊迫事態において、

軍隊の防衛任務を遂行するのに必要とされる限度におい

て、民間の物件を保護し、交通規制の任務を引き受ける権

限を有する。（後段略）」樋口ほか編･前掲注 37、218 頁。 
42 松浦教授は、判決が引用した規定はもちろん、基本法が

軍隊の出動に関わる議会の具体的協働を規定しているの

は、全て連邦軍の国内出動に限られているため、それを「全

ての」軍隊の武装出動に対する議会の同意の要求を導き出

す実定法上の根拠とすることができるのか、と判決に対し

疑問を呈している。松浦･前掲注 34、226 頁。 
43 マーコス・ハインツェン[川又伸彦訳]「ドイツにおける

軍隊出動の憲法上の限界」『日本法学』75 巻４号（2010）

92 頁。 
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あるからこそ、武装した軍隊の出動について

の事前の同意という、軍隊の使用について重

大な影響を与える権限が、議会に留保される

ことになるのであろう44。 

イ 同意の対象 

一方、同意（議会留保）の対象となる出動

の範囲については、大要以下のような細則が

示された。 

すなわち、武装した軍隊の「具体的」出動

には原則として連邦議会の事前の創設的同意

を必要とする。また、上記の原則の例外とし

て、連邦議会の同意を必要とせず政府の決定

のみによる出動が許されるのは、①既に連邦

議会が基本法第115a条により防衛上の緊急事

態を確定している場合と、②武装して行う作

戦行動にかかわらない限りでの援助活動･救

援活動のための連邦軍の要員の使用、に限定

される45。 

このように、判決では「出動」の詳細が示

されることはなかったが、これについては、

法的手続の細部の完成を委ねられた46立法府

の裁量の余地を広く残しておくということも

要因としてあったものと思われる47。 

 

２ 外国への武装軍隊の出動に関する決定に

際しての議会関与に関する法律48（議会関

与法）の制定 

(1) 背景及び法律の概要 

1994年７月の連邦憲法裁判所判決（以下

「1994年判決」という。）以降、連邦軍の域外

派遣手続に関する連邦法の制定は、常に意識

                             
44 ペーター･レルヒェ[鈴木秀美訳]「連邦憲法裁判所の最

近の基本判決における主要傾向―とりわけ議会の地位

に関して」『自治研究』71巻３号（1995）27-28頁。 
45 松浦一夫「ドイツ連邦軍域外派遣の法と政治(Ⅰ)」『防

衛法研究』（2004）８頁。 
46 (2）の判決の要点②を参照。 
47 松浦･前掲注34、229頁。 
48 BGBl.2005Ⅰ,S.775． 

されていたといわれているが49、判決後直ち

に連邦法の制定に至るようなことはなく、そ

の後の派遣のなかで、判決が示した指針に沿

う形で派遣手続が形成されることとなった。 

そうしたなか、2003年３月のイラク戦争の

勃発50を経て、2004年12月、連立与党が提出

した「議会関与法」が成立し、2005年３月23

日に公布、翌24日から施行されることとなっ

た。 

同法では、武装した軍隊を域外に派遣する

場合には原則として連邦議会の承認が必要と

なる（第１条）旨を定めるが、その例外とし

て、派遣される軍人が少数である場合等の烈

度及び影響度の低い出動の場合には、略式手

続により承認を行うことができる（第４条）

としている。また、急迫の危険があり、遅滞

を許されない出動は、事前の承認を必要とせ

ず、事後遅滞なく出動承認議案を連邦議会に

提出しなければならない（第５条）としてい

る51。 

 

(2) 議会留保の対象となる「出動」の範囲 

先述したように、1994年判決では、人道援

助活動・救援活動については、議会による承

認の対象とされなかった。ただし、「武装して

行う作戦行動に関わらない限りで」議会の承

認が免除されるとされたため、かような作戦

行動に関わる可能性がある場合は、人道的な

見地からの派遣であっても、議会による承認

が必要となる52。 

この点について、議会関与法では、第２条

第２項後段において「人道救援活動及び救助

                             
49 松浦･前掲注45、25頁。 
50 イラク戦争が法制化に与えた影響については、渡邉斉志

「軍隊の国外出動に関する立法動向」『外国の立法』219

号（2004.２.25）120頁を参照。 
51 本文で引用した議会関与法の邦訳は、渡邉斉志「【短信:

ドイツ】軍隊の国外派遣手続を規定した法律の制定」『外

国の立法』（2005.4.11）に依拠している。 
52 松浦･前掲注45、13頁。 
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活動で、自己防衛のためにのみ武器を携帯す

るもの」は、議会の承認を要する「出動」で

はないと規定しているため、当該規定によっ

て、「自己防衛のためにのみ武器を携帯する」

場合が明文化されたことで、議会の承認が不

要とされるケースの一部が具体化されたとい

えよう。 

また、同条第１項では、「武装軍隊の出動に

は、連邦軍の軍人が武装して行う作戦行動に

関与し、又は武装して行う作戦行動に関与す

ることが予期される場合を含む」と規定して

おり、1994年判決が示した「武装して行う作

戦行動への関与」だけではなく、関与が「予

期される場合」も含めていることから、同判

決後の立法措置によって、武装軍隊の「出動」

の範囲が―判決で示されたものより―

拡がったということがいえるであろう。 

 

３ 我が国への示唆 

1994年判決、議会関与法では、ともに「武

装して行う作戦行動」の内容が明確に示され

ることはなかった53。したがって、国会承認

を得るべき自衛隊の海外活動の内容について、

かかる判決及び法律から直接的な示唆は得ら

れないと解さざるを得ない。ただし、「人道救

援活動・救助活動」が議会留保の例外のメル

クマールとして機能していることは確かであ

るため、かかるメルクマールは我が国の国会

承認を検討する上でも参考となろう54。 

                             
53 もっとも、1994 年判決、議会関与法ともに、武装軍隊の

出動については、連邦議会の承認を得るのを原則としてい

る。さらに、議会関与法の施行後においても、「武装して

行う作戦行動」への関与の問題は、連邦憲法裁判所が「議

会親和的」に解釈すると同裁判所が判示している

（BVerfGE121,135）ことから、三権の抑制という観点にお

いては、大きな問題は生じないものと思われる。 
54 海外における自衛隊の｢人道救援･救助｣活動のうち、国

際平和協力法に基づく｢人道的な国際救援活動｣、国際緊急

援助隊の派遣に関する法律に基づく｢国際緊急援助活動｣

については、国会承認を必要としないが、イラク人道復興

支援特別措置法に基づく｢人道復興支援活動｣については、

事後の承認が必要となる。 

  同活動は、「自己等の生命又は身体を防衛するため、や

むを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に、

したがって、本文Ⅱ末尾で、どのような活

動について客観的正当性を担保する、つまり

国会承認を設けることが必要かという問題設

定をしたが、ドイツの例を参照する限りにお

いては、「人道救援活動･援助活動については、

議会による承認を要しない」という解答の立

て方をするほかはないであろう。 

 

おわりに―総括と展望 

自衛隊の活動に係る国会承認の起源は、自

衛隊の前身の保安隊に認められていた命令出

動（保安庁法第61条）の下令に、国会による

事後承認が必要であったことに遡る。その後、

自衛隊の発足とともに、命令出動が治安出動

へ継承されるなかで、活動に関する事後承認

規定も同様に継承された。政府答弁では、治

安出動に関する事後承認規定は、警察法上の

緊急事態の布告との関連を考慮したとされて

いるが、治安出動が命令出動を継承したこと

を考慮すれば、命令出動を設ける際に警察法

上の緊急事態の布告を参照したとするのが素

直な理解といえよう。命令出動を設ける際に

参照したのであれば、制度の出発点の時点で、

他の制度との均衡を考慮して規定したことに

なるため、その際に、さほど実体的理由が考

慮されていたわけではないことが推察できる

が、命令出動を設ける際に旧警察法上の国家

非常事態との均衡を考慮したか否か、という

点については本稿では論証できなかった。 

ただし、治安出動が事後承認である理由を

問われた場合、防衛出動と比較した結果、治

安出動は事後承認が相当である旨の答弁が政

府によってされることが多いなかで、沿革的

には、命令出動を継承した治安出動が事後承

認であるということが基準となり、当該基準

                                         
「事態に応じ合理的に必要と判断される限度で」「武器の

使用」が認められ(Ⅱ１(3)参照)、かつ他国の武力の行使

と一体化しないことが制度的に担保されているので（Ⅱ１

(2)参照）、議会関与法の原則を適用すれば、国会承認を要

しないことになる可能性がある。 
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との比較の上で、防衛出動が事前承認とされ

たと考えるのが妥当であるということはいえ

よう。 

このように、国会承認は制度としては、治

安出動、更にはその前身の命令出動を起源と

し、基準点ともするものであるが、新たな活

動を実施する場合に国会承認が必要か否かを

判断するに当たっては、沿革的には基準点で

あった治安出動ではなく、防衛出動が基準と

なる。具体的には、当該活動を実施する事態

と、防衛出動を下令し得る事態との間に強い

関連性が認められるか、という点を判断指標

として、国会承認の要否が決定されるべきで

あると解する。 

だが、湾岸戦争を契機として、自衛隊の活

動が海外活動を軸に多様化し始め、累次にわ

たり自衛隊の海外派遣の立法化が図られる中

で、政府は、「事態の重大性」や「権利義務と

の関連性」等の判断指標を用いて、おおむね、

当該活動に国会承認を要しないとの考えを提

示してきた。しかし、これらの判断指標に固

執するあまり、近年、活動実績を増している

海外における自衛隊の活動に対する国会の関

与が不可能となれば、結果としてこれらの判

断指標は、自衛隊の活動に対する適切な国会

関与を阻害する要因として機能することにな

る。 

もっとも、この点については、そもそも性

質の異なる国内的活動と海外活動を同列に論

じることが無理なのであるから、自衛隊の活

動を国内的活動と海外活動とに分類した上で、

各々に適した判断指標を用いて国会による承

認の要否を決するのが妥当であろう。 

しかし、海外活動に適した判断指標につい

ては、国会審議において具体的な議論がなさ

れることはなかった。他方、我が国同様、湾

岸戦争以前は、実力組織の海外(域外)活動に

極めて謙抑的であったドイツにおいては、

1994年に連邦憲法裁判所によって、全ての武

装した軍隊の出動決定に連邦議会の同意が必

要であるとの判断が示され（1994年判決）、同

判決を踏まえた法律（議会関与法）も制定さ

れた。一方で、かかる判決、法律ともに、「武

装して行う作戦行動」に関わらない限りでの

援助活動･救援活動については、連邦議会によ

る承認は不要であるとする。「武装して行う作

戦行動」の内容が明確に示されていないため、

自衛隊の海外活動に適した判断指標を探究す

る上での直接的な示唆は得られないが、「人道

救援活動・救助活動」が議会留保の例外のメ

ルクマールとして機能していることは参考に

値しよう。 

ただし、1994年判決及び議会関与法では、

軍隊の出動（派遣）に際して議会の承認を得

ることを原則としており、この点が、いかな

る活動について国会承認が必要かというかた

ち、つまり承認が不要であるのが原則で、承

認が必要な活動を抽出するというかたちで問

題提起される我が国とは異なるといえよう。 

したがって、議会関与法の留保原則を、自

衛隊の海外活動に係る国会承認の要否の判断

指標として、我が国の法制度に取り入れるな

らば、単に考え方を継受するだけではなく、

海外活動には原則として国会の承認を要する

という考え方への転換が必要となると思われ

る。 

もっとも、憲法（基本法）に防衛に関する

議会の関与を定める規定が複数設けられてい

る55ドイツとは異なり、我が国は、憲法に防

衛に関する議会の関与を定める規定が設けら

れていないため、国会承認を得ることが原則

であるとする考え方への転換は、容易ではな

いであろう。

                             
55 Ⅲ１(3)アを参照。 

さらに、議会留保とは直接の関係はないが、ドイツが、

我が国とは異なり、憲法の改正によって再軍備を行った、

すなわち、自衛隊が憲法上の組織ではないのとは対照的に、

ドイツ連邦軍は、基本法に根拠規定（第87a 条）を有して

いる組織であるという点に留意する必要があろう。 
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東アジア・サミット拡大の政治力学 
―ＡＳＥＡＮからの視点― 

 

衆議院調査局調査員 

山 田  明 子 

（外務調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2010 年 10 月、第５回東アジア・サミット（ＥＡＳ）は 2011 年から米国とロシアをＥＡＳの

正式メンバーとして迎えることを正式決定した。 

本稿は、上記ＥＡＳ拡大が実現した背景、特にＡＳＥＡＮがＥＡＳ拡大の実現に向けて積極

的に動いた理由を分析することを目的とする。 

「東アジア共同体」設立への期待が高まる中、2005 年 12 月に設立されたＥＡＳの設立過程

においては、参加国の範囲等をめぐって日中間、またＡＳＥＡＮ内部においても激しい意見対

立がみられた。しかしその５年後の 2010 年には、ＥＡＳの「運転席」の役割を担うＡＳＥＡ

Ｎ諸国が特段の反対意見もなく米ロのＥＡＳ参加を促すことでまとまり、その実現に向けて積

極的に動いたのである。ＡＳＥＡＮがこのような動きをみせた背景には、中国の急速な台頭な

ど東南アジア地域を取り巻く国際環境が近年大きく変化する中で、①アジア太平洋地域の多国

間地域枠組みにおけるＡＳＥＡＮの中心的役割（Centrality）を引き続き維持すること、②Ａ

ＳＥＡＮに関与する域外大国間のバランスを回復すること、という２つの意図があったと考え

られる。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに―本稿の目的と問題認識 

Ⅰ 多国間地域枠組みの形成におけるＡＳＥＡ

Ｎの行動原理 

Ⅱ ＥＡＳ拡大の諸要因―ＡＳＥＡＮからの視点 

おわりに―ＡＳＥＡＮを中心とする多国間地域

枠組みの本質 

 

はじめに―本稿の目的と問題認識 

 2005年 12月にＡＳＥＡＮ加盟10か国及び

日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド

（ＮＺ）、インドの 16か国により発足した首

脳レベルの国際会議である東アジア・サミッ

ト（ＥＡＳ）は、2010 年 10 月に開催された

第５回ＥＡＳにおいて、翌 2011 年から米国と

ロシアを正式メンバーとして迎えることを決

定し、ＥＡＳは米ロを加えた 18か国体制とな

ることとなった。 

 ＥＡＳ設立のアイディアは当初、ＡＳＥＡ

Ｎ＋３の枠組みにおいて 2000 年頃から検討

された「東アジア共同体」という長期的目標

を念頭に、ＡＳＥＡＮ＋３に置き換わる、「東

アジア協力」を進める上でよりふさわしい首

脳会合の場として浮上したものであった1。 

                             
1 政府公式資料等からは必ずしも明らかではないものの、

ＥＡＳ設立のアイディアが浮上した当時のＡＳＥＡＮ＋

３首脳会議とＥＡＳの違いは、参加国の範囲の違いではな

く、ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議では、ＡＳＥＡＮが日中韓を

ゲストとして招待する形で開催され、議題もＡＳＥＡＮが

関心を持つ議題が中心であるなど、「ＡＳＥＡＮの会議」

としての性格が強いのに対して、ＥＡＳでは、全てのメン

バー国が対等な立場で東アジア協力について話し合う「東

アジアの会議」とすることが想定されたものと考えられる。 
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しかしＥＡＳの設立過程においては、豪州、

ＮＺ、インドのＥＡＳへの参加等をめぐって

日中の意見が対立し、ＡＳＥＡＮ内部でも意

見が割れた結果、ＥＡＳはＡＳＥＡＮ＋３に

豪州、ＮＺ、インドを加えた 16か国体制によ

り発足することになる一方で、当初ＥＡＳ設

立の暁には発展的に解消されるものと考えら

れていたＡＳＥＡＮ＋３の枠組みもそのまま

存続することとされた。そして、ＥＡＳにお

いてもＡＳＥＡＮ＋３同様に、ＡＳＥＡＮが

「運転席」に座ることが確認される一方で、

ＡＳＥＡＮ＋３とは異なるＥＡＳ独自の役割

とは何かという疑問もそのまま残された。 

その後、ＥＡＳは、金融協力をはじめ幅広

い分野における機能的協力の場として重要性

を増すＡＳＥＡＮ＋３に対し、その役割を明

確に見出すことなく約５年を経過し、そして

2010 年 10 月には、参加国から目立った反対

意見も出ない中、「東アジア」の地域概念を大

きく超える米ロを正式メンバーに迎えること

になったのである。 

 本稿は、2010 年 10 月の米ロのＥＡＳ参加

決定の背景について、特にＥＡＳ拡大の実現

を牽引した主要アクターの１つであるＡＳＥ

ＡＮに着目した分析を行うことにより、ＡＳ

ＥＡＮがＥＡＳ拡大に向けて積極的に動いた

理由を明らかにすることを目的とする。 

 今回のＥＡＳ拡大の決定に至る過程の全体

像を把握するには本来、米国や中国をはじめ

とするアジア太平洋地域の主要アクターの分

析が欠かせない。にもかかわらず、本稿にお

いて分析の対象をＡＳＥＡＮに特化したのは、

ＡＳＥＡＮがこの地域に存在するほぼ全ての

多国間地域枠組みにおいて中心的役割を担っ

ているためである。その意味で、今回のＥＡ

Ｓ拡大におけるＡＳＥＡＮの動向及び意図の

分析は、この地域の多国間地域枠組みの本質

を理解する上でも参考になるものと思われる。 

 本稿の構成としては、まずＩにおいてＡＳ

ＥＡＮの多国間地域枠組み活用の動機及びＡ

ＳＥＡＮの行動原理を分析し、Ⅱにおいて、

2005年12月のＥＡＳ設立の経緯に触れた後、

Ｉの検討や国際会議文書、報道等の資料を踏

まえて、今回のＥＡＳ拡大に動いたＡＳＥＡ

Ｎの動機を検討することとしたい。 

 

Ⅰ 多国間地域枠組みの形成におけるＡＳ

ＥＡＮの行動原理 

１ ＡＳＥＡＮ流「会議外交」の性格 

 ＡＳＥＡＮはこれまで、ＡＳＥＡＮ＋３、

ＥＡＳ、ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）

などアジア太平洋地域における多くの地域枠

組みの形成に主要な役割を果たすとともに、

それらの枠組みにおいて、議長国の地位やし

ばしば「運転席」と称される中心的役割を担

ってきた。 

 地域機構としてのＡＳＥＡＮの基本的性格

は、これまでの多くの研究において、事務局

や各種委員会の活動よりも首脳や閣僚による

定期会合を中心とした「会議外交」の場であ

るとの分析がなされてきた2。そして、ＡＳＥ

ＡＮが数々の緊張・対立要因を抱えながら 40

年以上の長期にわたり存続できた理由として、

「ＡＳＥＡＮ Ｗａｙ」3と呼ばれる独特の行

動指針の存在が指摘されている。佐藤考一桜

美林大学国際部教授は、ＡＳＥＡＮの「会議

外交」の特徴について、①コンセンサス方式

の意思決定を基本とする拘束の少ない緩やか

                             
2 佐藤考一『ＡＳＥＡＮレジーム』勁草書房（2003）4-5

頁 

 ＡＳＥＡＮの本質を「会議外交」と分析する主な研究の

例として、山影進『ＡＳＥＡＮ シンボルからシステムへ』

東京大学出版会（1991）、『ＡＳＥＡＮパワー アジア太平

洋の中核へ』東京大学出版会（1997）を挙げるほか、同様

の視点を持つ研究者として萩原宣之、黒柳米司、松本三郎、

岡部達味等の名前を挙げている。 
3 「ＡＳＥＡＮ Way」には明確な定義は存在しないが、お

おむね、内政不干渉原則の忠実な遵守や、コンセンサス方

式による合意形成等を特徴とするＡＳＥＡＮの行動指針

を指す。 
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な枠組みであること、②会議参加者を当事者

とする紛争を議題として取り上げる際には、

紛争の直接的解決よりも紛争当事者の対話の

維持を優先すること、③国際会議を連帯と団

結の強化に利用し、域外諸国との会議では集

団交渉を行うこと、④国際情勢の変化への対

応など必要に応じて国際会議を増設すること、

⑤増設した国際会議では、ＡＳＥＡＮが全体

あるいは部分的に会議を主催し、議長を務め

ること、の５点に整理している。そして、こ

のようなＡＳＥＡＮ独特の行動様式は、ＡＳ

ＥＡＮ設立時の加盟国首脳が意図的に設定し

たものというよりは、ＡＳＥＡＮ諸国がＡＳ

ＥＡＮ設立以降に直面してきた国内的課題や

国際環境に対応する必要性から、紆余曲折を

経て徐々に形成されたものと考えられている4。 

 例えば、1969 年のＡＳＥＡＮ設立は、当時

のＡＳＥＡＮ加盟国間の関係が領有権問題や

分離独立運動等をめぐり必ずしも良好ではな

い中で、各国が国内に共通して抱える国民統

合上の課題や経済開発に集中できる国際環境

を創出するために、ひとまず近隣関係の紛争

を抑制しようという意図によるものであった

5。したがって、上記①、②に見られるＡＳＥ

ＡＮ独特の緩やかな会議運営ルールは、いま

だ相互不信と疑心暗鬼の存在するＡＳＥＡＮ

加盟国が摩擦の表面化を避けつつ、とりあえ

ずの連帯を維持していくために必要不可欠な

条件でもあった。そして、1970 年代以降、Ａ

ＳＥＡＮがＥＣや日本、豪州、カナダ等の域

外諸国・機関との間でＡＳＥＡＮ＋１の対話

枠組みを相次いで制度化し、それらを通して

先進国市場へのアクセスなど若干の譲歩を勝

ち取っていく経験を通じて、ＡＳＥＡＮ諸国

は域外諸国に対して集団交渉で挑むことの有

用性に気付いていく（上記③と関連）。そして

                             
4 前掲注２ 33-35 頁 
5 山影進『ＡＳＥＡＮパワー アジア太平洋の中核へ』東

京大学出版会（1997）31-56 頁 

さらに、1979 年以降、西側主要国との間で定

例化されたＡＳＥＡＮ拡大外相会議（ＰＭＣ）

等の国際会議での経験は、ＡＳＥＡＮが国際

会議において主催国あるいは議長国といった

中心的役割を獲得することにより、国際社会

におけるＡＳＥＡＮの存在をアピールし、立

場を強化できるという利点に気付かせたので

ある（上記④、⑤と関連）。 

 このようにＡＳＥＡＮは、非力な小国連合

ではあるものの、その独特の会議運営ルール

の下で加盟国間の連帯を維持しつつ、ＡＳＥ

ＡＮ＋１の枠組みによる集団交渉やＡＳＥＡ

Ｎ＋Ｘの形態によるマルチの枠組みを最大限

活用することにより、ＡＳＥＡＮの国際社会

における存在感や対外的な発言力を強化して

きた。それは、戦前には列強による植民地支

配、戦後には米ソ対立、中ソ対立など、常に

国際環境や大国に翻弄され続けてきた東南ア

ジア地域の諸国にとって、大国から庇護や支

援を引き出しつつ、かつ一定の自律性を確保

するために必要な戦略であったと考えられる。 

 

２ 多国間地域枠組みの形成におけるＡＳＥ

ＡＮの行動原理 

上記のように、ＡＳＥＡＮ諸国は各種枠組

みを自身の自律性や発言力の向上のために活

用してきたが、これまでの多国間地域枠組み

の形成に際してのＡＳＥＡＮの主張や行動を

整理すると、以下の３つのような「行動原理」

とでも呼ぶべきパターンが観察される。 

第一に、しばしば「Centrality」と表現さ

れるＡＳＥＡＮの中心的役割の確保が挙げら

れる。この点は、ＡＳＥＡＮが域外大国の関

与の下ででき得る限りの自由と自律性を確保

するための必須条件でもあり、ＡＳＥＡＮ諸

国はこれまで様々な地域的枠組みが模索され

る過程では必ずこの中心的役割の確保に最大

限の注意を払ってきた。具体的には、①自ら

イニシアティブを示すこと等により多国間地
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域枠組みの検討段階での主導権を握る、②新

たな枠組みをＡＳＥＡＮの制度の枠内に位置

付けることなどにより、会議の議題設定や運

営に大きな裁量権を持つ議長国又は主催国の

地位を獲得する、③前記②が難しい場合でも、

緩やかで拘束の少ないＡＳＥＡＮの会議運営

ルールを採用させる、などの形態をとる。 

 例えば、1989 年のアジア太平洋経済協力

（ＡＰＥＣ）設立過程では、豪州、日本（通

産省）のイニシアティブによる検討が進む中、

ＡＳＥＡＮは当初、ＡＰＥＣの設立によりＡ

ＳＥＡＮの一体性が損なわれることを懸念し

て、ＡＳＥＡＮが主催するＰＭＣの活用を訴

えた（上記②に該当）。しかしそれが困難にな

ると、今度はＡＰＥＣ閣僚会議をＡＳＥＡＮ

が拡大したものとしてＡＳＥＡＮの枠内に位

置付けること等を求め（上記②に該当）、最終

的にはＡＳＥＡＮ諸国が２年に１度閣僚会議

を主催すること、ＡＰＥＣをコンセンサスに

基づく拘束の少ないフォーラムとすること等

の条件を勝ち取った（上記③に該当）6。また、

1994 年のＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲ

Ｆ）設立に至る過程でも、カナダ、豪州、日

本から提起されたアイディアにはいずれも消

極的な姿勢を示した上で、ＡＳＥＡＮが主導

権を握る形でＡＲＦを設立した（上記①に該

当）7。その結果、ＡＲＦは「ＡＳＥＡＮ地域

フォーラム」の正式名称が示すとおりＡＳＥ

ＡＮが恒常的に議長国を努めるＡＳＥＡＮ主

導の会議となっている（上記②に該当）。 

 第二に、多国間地域枠組みにおける域外大

国間のバランスの確保が挙げられる。ＡＳＥ

ＡＮはしばしば、大国の関与の下で一定の自

律性を確保するための戦略として、複数の域

外大国を同時に関与させ、それらを相互に牽

制させることにより個々の大国の影響力を相

                             
6 菊池努『ＡＰＥＣ アジア太平洋新秩序の模索』日本国

際問題研究所（1995）175-254 頁 
7 同上 255-366 頁 

殺することを重視してきた。そして多国間地

域枠組みはＡＳＥＡＮにとってＡＳＥＡＮに

関与する大国間のバランスを図るためのツー

ルとしても活用されてきた。具体的には、①

一国だけが突出した影響力を行使することが

ないよう域外諸国の力関係を勘案して多国間

地域枠組みに取り込む（内部化）、②突出した

影響力を持つ国を含まない新たな多国間地域

枠組みを他に設置する（外部化）等の手法を

とる。 

 例えば、1997 年１月、橋本首相8はＡＳＥ

ＡＮ諸国訪問に際して日・ＡＳＥＡＮ間にお

ける首脳レベルの対話の一層の緊密化を呼び

かけたが、ＡＳＥＡＮ諸国は日本との関係だ

けを突出して強化することに対する中国の反

応を懸念し、同年 12月に開催されたＡＳＥＡ

Ｎ非公式首脳会議に日中韓３か国の首脳を一

度に招待するという形で対応した（上記①に

該当）9。その後、この会合はＡＳＥＡＮ＋３

首脳会議として公式化され、チェンマイ・イ

ニシアティブをはじめとする各種地域協力の

基盤となり、将来の「東アジア共同体」設立

を議論するまでに発展していくが、その背景

には、米国一極構造の出現や 1997 年のアジア

通貨危機に対する米国及び国際通貨基金（Ｉ

ＭＦ）による厳しい融資条件の押し付けに直

面する中で、米国主導のグローバリゼーショ

ンを牽制し、地域的な自助の仕組みを作る意

味合いがあった（上記②に該当：米国の外部

化）10。 

 また、1996 年にシンガポールのゴー・チョ

クトン首相の提唱により設立されたアジア欧

州会議（ＡＳＥＭ）には、ＥＵとの対話と経

済交流を深めることにより、当時ＡＰＥＣに

                             
8 以下、本稿における政府要人等の肩書きはすべて当時の

ものである。 
9 前掲注２ 181 頁 
10 菊池努「相互依存、力の構造、地域制度－東アジア共同

体と地域制度の動態－」『海外事情』58 巻４号（2010）36

頁 
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おいて強力な主導権を展開しようとしていた

米国の影響力が強まりすぎることを牽制する

意図があったとされる（上記②に該当：米国

の外部化）11。 

 第三に、ＡＳＥＡＮの一体性の確保である。

ＡＳＥＡＮ諸国は 40 年以上にわたりＡＳＥ

ＡＮの下でのまとまりを維持してきたとはい

え、10か国それぞれの関係を見れば、国家規

模、政治体制、経済的発展段階などの相違に

加え、今なお近隣諸国間の領有権問題を抱え、

歴史的につながりの深い域外大国も異なる。

ＡＳＥＡＮ諸国自身も、このようなＡＳＥＡ

Ｎの結束の脆弱性をよく理解しており、多国

間地域枠組みに関しても、ＡＳＥＡＮの存在

を相対化しかねない多国間地域枠組みの構想

やＡＳＥＡＮの一体性に配慮しない域外大国

のイニシアティブに対しては強い懸念を表明

してきた。 

例えば、ＡＰＥＣの検討段階においてもそ

のような懸念が主張されたことは既に述べた

が、2000 年 11 月のＡＳＥＡＮ＋３首脳会議

において初めて言及されたＥＡＳ設立のアイ

ディアに対しても、当時はまだ参加国の増加

が想定されていなかったにも関わらず、マレ

ーシアなど一部のＡＳＥＡＮ諸国からＡＳＥ

ＡＮの一体性への影響への懸念や、ＡＳＥＡ

Ｎが中心に座るＡＳＥＡＮ＋３の枠組みも重

視すべきとの意見が示されている12。 

 現在のところ、アジア太平洋地域の多国間

地域枠組みにおいて上記のようなＡＳＥＡＮ

の中心的役割、域外大国間のバランス、ＡＳ

ＥＡＮの一体性といったＡＳＥＡＮのニーズ

はおおむね確保されてきたといってよい。小

国連合であるＡＳＥＡＮにこのような地位の

獲得が可能であったのは、集団交渉によるＡ

ＳＥＡＮの戦略が巧みであったというだけで

                             
11 前掲注２ 79 頁 
12 第５回ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議（2001 年 11 月 バンダ

ルスリブガワン（ブルネイ））外務省及び経済産業省資料  

なく、日本、中国といった東アジア地域の大

国の間に相互不信が存在し、相手側のイニシ

アティブを互いに認めてこなかったために、

ＡＳＥＡＮがいわゆる「漁夫の利」を得るこ

とが可能であったこと、また、ＡＳＥＡＮが

弱者であるがゆえに、ＡＳＥＡＮのイニシア

ティブが他の国に脅威を抱かせることがなか

ったこと、そして、内政不干渉、コンセンサ

スといったＡＳＥＡＮの意思決定方式が、依

然として各国間に相互不信が残るアジア太平

洋地域において枠組みを形成する上でも効果

的であったためと考えられている13。 

 

Ⅱ ＥＡＳ拡大の諸要因―ＡＳＥＡＮから

の視点 

１ ＥＡＳ設立とその後の経緯 

(1) ＥＡＳ設立の経緯 

 既に述べたとおり、ＥＡＳ設立のアイディ

アは当初、ＡＳＥＡＮ＋３の枠組みにおいて、

将来的な「東アジア共同体」の実現に向けた

具体的措置を検討する中で浮上した。具体的

には 2000 年 11 月のＡＳＥＡＮ＋３首脳会議

において提案され14、金大中韓国大統領の提

唱により設置された２つのグループ「東アジ

ア・ビジョン・グループ（ＥＡＶＧ）」と「東

アジア・スタディ・グループ（ＥＡＳＧ）」に

おいて検討された15。ＥＡＳ設立の提案は、

ＡＳＥＡＮ＋３参加国が将来的な「東アジア

共同体」の実現を目指す上で、ＡＳＥＡＮが

日中韓３か国をゲストとして招待する形で開

催されるＡＳＥＡＮ＋３よりも、「東アジア」

のコンセプトによりふさわしい首脳会議の場

                             
13 黒柳米司「ＡＳＥＡＮ主導型秩序―成熟と退廃のはざ

ま」『海外事情』58 巻４号（2010）、８頁 
14 外務省「ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議の概要」平成 12 年 11

月 24 日 
15 ＥＡＶＧ（1999 年設置）及びＥＡＳＧ（2001 年設置）

は、いずれも「東アジア共同体」の実現に向けてＡＳＥＡ

Ｎ＋３諸国においてどのような具体的協力ができるかを

検討するために設置されたグループであり、ＥＡＶＧは各

国有識者、ＥＡＳＧは各国政府担当者により構成される。 
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を設置すべきというのがその趣旨であった。

しかし同案に対しては、ＡＳＥＡＮの一体性

への影響についての懸念から、マレーシア等

ＡＳＥＡＮ諸国の一部に慎重論が存在し、

2002 年 11 月に公表されたＥＡＳＧ最終報告

書においても、ＥＡＳはＡＳＥＡＮ＋３首脳

会議の発展を基礎として漸進的に実現すべき

中長期的方策とされたにすぎなかった16。 

 しかしＥＡＳは、その３年後の 2005 年 12

月に実現する。その背景には 2005 年のＡＳＥ

ＡＮ議長国であったマレーシアのマハティー

ル元首相による強力なイニシアティブがあっ

たとされる17。このマレーシアによる唐突な

イニシアティブの意図としては、Ⅰで検討し

たＡＳＥＡＮの行動原理に照らせば、新たな

地域枠組みの設立に自らイニシアティブをと

ることにより、ＡＳＥＡＮにとって望ましい

形での枠組みの形成を図る意図があったと考

えられる。2004 年７月のＡＳＥＡＮ＋３外相

会合において示された同提案に対し、中国、

日本がそれぞれ立場を明らかにし、主催国と

して立候補するなど激しい綱引きを繰り広げ

る中で18、2005 年中のＥＡＳ開催は規定路線

となっていった。 

 ＥＡＳ設立に至る過程19において、日中の

                             
16 Final Report of the East Asia Study Group, ASEAN+3 

summit, 4 November 2002, Phnom Penh, Cambodia,  

pp.56-60 
17 大矢根聡「東アジア地域協力の転回―多国間主義の視点

による分析へ」大矢根聡編『東アジアの国際関係―多国間

主義の地平』有信堂（2009）6-7 頁。2005 年 12 月にＥＡ

Ｓ設立が実現した理由について、大矢根は、アジア通貨危

機のモメンタムに加えて、2005 年のＡＳＥＡＮ議長国で

あったマハティール・マレーシア元首相の新機軸を打ち出

そうとする極めて強い意欲と、会議運営において議長国の

リーダーシップを最大限尊重するＡＳＥＡＮの議長国制

度による会議運営方式の存在が可能にしたと分析してい

る。 
18 マレーシア提案を受けた日中両国の動きについては、

Takeshi Terada, The Origin of ASEAN+6 and Japan’s  
initiatives: China’s rise and the agent structure  
analysis, The Pacific Review Vol.23 No.1 March 2010, 
Routledge, pp.82-83 を参照。 

19 ＥＡＳ設立過程については既にいくつかの先行研究が

存在する。例えば、佐藤考一「東アジア首脳会議をめぐる

国際関係」『海外事情』54 巻４号（2006）43-56 頁、大庭

立場は、主にＥＡＳの基本理念と参加国の範

囲という２つの点で異なっていた。日本はＥ

ＡＳを「開かれた地域主義」の原則や民主主

義、人権等の普遍的価値、グローバルな規範

に基づく地域協力の場と位置付け、豪州、Ｎ

Ｚ、インドの３か国を加えた 16か国により構

成されるべきであると主張し、また米国のオ

ブザーバー参加についてもその可能性を打診

した。このような日本の主張の背景には、①

東アジア地域に米国抜きの枠組みが新設され

ることへの米国の懸念への配慮、②増大する

中国の影響力に対する牽制の意図などの思惑

が働いたとされる20。 

 他方、2000 年代以降、上海協力機構（ＳＣ

Ｏ）の設立をはじめ、米国が加わらない多国

間地域枠組みの形成に熱心に取り組んできた

中国21は、ＥＡＳのメンバーをあくまでもＡ

ＳＥＡＮ＋３参加国に限定するよう主張した22。 

この日中対立の背景にある隠れたテーマは、

東アジア地域の新たな秩序作りにおける米国

及び米国的価値規範の扱いであった。しかし

その米国自身はＥＡＳ設立の動きに対して、

2005 年５月、アーミテージ元国務副長官が日

系紙のインタビューに際して強い不快感を示

                                         
三枝「東アジア共同体」論の展開」『現代アジア研究１ 越

境』慶応義塾大学出版（2008）443-468 頁、大矢根・前掲

注 17、Terada・前掲注 18。  
20 佐藤・前掲注 19 47 頁、大庭・前掲注 19 458 頁、

Terada・前掲注 18 82-86 頁。 

 また、田中均『外交の力』日本経済新聞出版社（2009）

162-170 頁は、将来的な共同体が寄って立つ民主主義的価

値や貿易・投資ルールを作っていくためには、ＥＡＳには

成熟した民主主義国の参加が必要であるとの考慮から、豪

州、ＮＺをＥＡＳに加えるのが得策と考えた経緯について

触れている。 
21 中国の多国間主義への取組や意図については、浅野亮

「中国の多国間主義：現実的リベラリズム？－「中国の台

頭」下における新たな役割の模索」大矢根聡編『東アジア

の国際関係―多国間主義への地平』有信堂（2009）25-46

頁、伊藤剛「中国の東アジアにおける「地域主義」」『海外

事情』54 巻４号（2006）32-42 頁等を参照。 

  多国間地域枠組みに対する中国の取組の特徴としては、

①米国のプレゼンスが相対的に低い多国間地域枠組みの

形成に熱心であること、②ＡＳＥＡＮによる「運転席」の

地位を積極的に支持していること等を指摘することがで

きる。 
22 前掲注 17 11 頁 
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した以外には、政府関係者が公式見解を明ら

かにすることはなかった。また、米国のオブ

ザーバー参加を打診する日本提案についても

これを否定し、表面上静観を保った。ただし

水面下では日本やシンガポールを通じて米国

抜きの枠組みが成立しないよう要請していた

とされる23。 

またロシアは、1990 年代後半以降東南アジ

ア地域の諸国との関係強化に積極姿勢を示し

てきていたが、ＥＡＳ新設の動きに際しても

いち早くＥＡＳへの参加希望の表明を行った。 

このように域外大国の思惑が交錯する中で

調整の役回りを担うことになったＡＳＥＡＮ

では 2005 年２月～４月のＡＳＥＡＮ高級事

務レベル会合、ＡＳＥＡＮ外相リトリート会

議、同年５月のＡＳＥＡＮ＋３非公式外相会

議などにおいてＥＡＳの参加国、参加基準等

を決定していった。その過程では、参加国の

範囲をめぐる日中の意見対立の中でＡＳＥＡ

Ｎ諸国の意見も割れ、参加国拡大を支持する

シンガポール、インドネシアなどに対して、

ＡＳＥＡＮ＋３の枠内にとどめることに固執

する議長国マレーシアとの間で激しい議論が

展開されたとされる24。その結果、ＥＡＳ参

加国については日本の主張どおりＡＳＥＡＮ

＋３に豪州、ＮＺ、インドを加えた 16か国と

する一方で、ＥＡＳ設立後もＡＳＥＡＮ＋３

の枠組みを引き続き存続させることが決定さ

れた25。 

ＡＳＥＡＮ諸国が最終的にＥＡＳ参加国の

範囲を 16か国とした理由としては、ＥＡＳの

枠組みの外におかれる米国への配慮とともに、

東南アジア地域において急速に影響力を拡大

しつつあった中国に対する脅威論の高まりが

                             
23 前掲注 17 12 頁、佐藤・前掲注 19  51-52 頁 
24 大庭・前掲注 19  455-458 頁 
25 ＡＳＥＡＮ内部における調整過程については、佐藤・前

掲注 19 50-53 頁を参照。 

あったと分析されている26。他方、ＡＳＥＡ

Ｎ＋３がＥＡＳ設立後も存続されることにな

った理由としては、中国への配慮とともに、

ＡＳＥＡＮの中心的役割の維持を重視する議

長国マレーシアなど一部ＡＳＥＡＮ諸国の主

張が取り入れられたものと考えられる。 

また、ロシアのＥＡＳ参加については、米

国とのバランスへの配慮等から見送られたも

のの、議長国マレーシアの判断により、プー

チン・ロシア大統領が第１回ＥＡＳにゲスト

として招待されることになった27。 

このような経緯を経て、2005 年 12 月、ク

アラルンプールにおいて前後して開催された

ＥＡＳとＡＳＥＡＮ＋３首脳会議はそれぞれ

クアラルンプール宣言を採択した28。両宣言

は、ＡＳＥＡＮ＋３を「東アジア共同体」と

いう長期的目標実現のための「主要な手段

（main vehicle）」として明確な役割を与える

一方、ＥＡＳについては、ＡＳＥＡＮ＋３と

は異なるＥＡＳ独自の役割があるのかどうか

について必ずしも明確にはされず、「この地域

に お け る 共 同 体 の 形 成 に 重 要 な 役 割

（significant role）を果たし得る」とされ

るにとどまった。そしてＥＡＳ、ＡＳＥＡＮ

＋３両方の枠組みにおいてＡＳＥＡＮが「運

転席」の地位を占めること、またＥＡＳへの

加盟についてもＡＳＥＡＮが設定した参加基

準29に基づくことが確認され、双方の枠組み

におけるＡＳＥＡＮの中心的役割が改めて明

確にされたのである。 

                             
26 佐藤・前掲注 19 50-53 頁 
27 佐藤・前掲注 19 53 頁、タイ英字紙 The Nation, 25 

January 2010 
28 「東アジア首脳会議に関するクアラルンプール宣言（仮

訳）」2005 年 12 月 14 日、クアラルンプール（マレーシア） 

「ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議に関するクアラルンプール宣言

（仮訳）」2005 年 12 月 12 日、クアラルンプール（マレー

シア） 
29 ＡＳＥＡＮが設定したＥＡＳ参加基準とは、①ＡＳＥＡ

Ｎの対話国であること、②ＡＳＥＡＮに実質的な経済的リ

ンケージを持つこと、③東南アジア友好協力条約（ＴＡＣ）

の加盟国であることの３点である。 



東アジア・サミット拡大の政治力学 

―ＡＳＥＡＮからの視点― 

 

RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12） 89 

(2) ＥＡＳ設立のその後 

その後、ＥＡＳは発足から約５年を経たが、

ＡＳＥＡＮ＋３とは異なる独自の役割を見出

したとは言い難い。例えば、東アジアの機能

的協力は、ＡＳＥＡＮ＋３、ＥＡＳ両方の枠

組みにおいて進められていたが、チェンマ

イ・イニシアティブをはじめとして、その協

力分野を20分野30にまで拡大しつつあるＡＳ

ＥＡＮ＋３と比べ、ＥＡＳはエネルギー安全

保障、鳥インフルエンザ、教育、防災、金融

の５分野を優先協力分野として指定するにと

どまり、いずれもＡＳＥＡＮ＋３の協力分野

と重複している。 

経済統合に関しても、双方の枠組みにおい

て自由貿易協定（ＦＴＡ）が並行して検討さ

れ、ＡＳＥＡＮ＋３参加国による「東アジア

自由貿易地域（ＥＡＦＴＡ）」を推す中国と、

ＥＡＳ参加国による「東アジア包括的経済連

携構想（ＣＥＰＥＡ）」を推す日本の間で綱引

きが繰り広げられてきた。 

また、ＥＡＳとＡＳＥＡＮ＋３首脳会議の

関連文書の比較でも、毎年のＡＳＥＡＮ＋３

首脳会議議長声明がＡＳＥＡＮ＋３を「東ア

ジア共同体」形成の「主要な手段」と明確に

位置付けているのに対し31、近年のＥＡＳ議

長声明では、ＥＡＳを「進化する地域のアー

キテクチャーの重要な構成要素」、「ＡＳＥＡ

Ｎの対話プロセス、ＡＳＥＡＮ＋３プロセス、

ＡＲＦ、ＡＰＥＣを含む他の地域的枠組みを

補完し、相互に強化する役割を果たすべき」

などの表現で位置付けるにとどまり、ごく相

対的な役割しか与えられていない印象を受け

る32。 

                             
30 「東アジア協力に関する第二共同声明－ＡＳＥＡＮ＋３

協力の基盤に立脚して－（仮訳）」2007 年 11 月 20 日、シ

ンガポール 
31 例えば「第 12回ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議議長声明」 

2009 年 10 月 24 日、チャアム・ホアヒン（タイ） 
32 

例えば「第４回東アジア首脳会議議長声明」2009 年 10

月 25 日、チャアム・ホアヒン（タイ） 

このように、当初は将来的目標としての「東

アジア共同体」の基礎となることが期待され

たＥＡＳであったが、①「東アジア共同体」

の具体像（特に米国及び米国的価値規範の取

扱い）について関係国間のコンセンサスがな

かったこと、また、②ＡＳＥＡＮ諸国の間に

ＡＳＥＡＮの一体性や中心的役割が損なわれ

る懸念が存在したことにより、ＥＡＳに当初

期待された役割が与えられることはなかった。

他方、改めて明確にされたのは、日中間に依

然存在する相互不信と、ＡＳＥＡＮの多国間

地域枠組みにおける中心的役割であった。 

しかしながらＥＡＳ設立から５年を経た

2010 年 10 月には一転して、ＡＳＥＡＮ諸国

は米国をＥＡＳに自ら積極的に受け入れる決

定を下すのである。次項ではその背景につい

て検討する。 

 

２ ＥＡＳ拡大の経緯 

(1) ＥＡＳへの米ロ参加の検討及びその背景 

ＡＳＥＡＮが米国とロシアのＥＡＳ参加問

題を最初に公式に検討したのは 2010 年４月

のＡＳＥＡＮ首脳会議においてであった。こ

の会議では、東南アジア地域への米ロ両国の

関与をどのように強化するべきかが議題とな

り、インドネシア、シンガポールそれぞれか

ら両国をＡＳＥＡＮ主導の多国間枠組みに迎

えるための形式について提案がなされた。そ

の結果、具体的な形式については合意に至ら

なかったものの、両国を何らかの形でＡＳＥ

ＡＮ＋６の枠組みに参加させる方向では一致

し、同会議の議長声明は「首脳主導、開放性、

包括性というＥＡＳが有する性質に鑑み、ロ

シアと米国に対して、適当な形式によりＥＡ

Ｓに参加する可能性を含め、進化する地域ア

ーキテクチャーへの一層の関与を奨励する」

として、米ロに対しＡＳＥＡＮに対するコミ

ットメント強化を改めて検討するよう求めた
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のである33。 

 ＡＳＥＡＮ諸国がこのような合意に至った

背景には、Ⅰで検討した多国間地域枠組みに

対するＡＳＥＡＮの３つのニーズ、①ＡＳＥ

ＡＮの中心的役割の確保、②域外大国間のバ

ランスの維持、③ＡＳＥＡＮの一体性の確保）

に照らして、当時、ＡＳＥＡＮ諸国に多国間

地域枠組みの在り方の見直しを迫るいくつか

の状況が存在したことが考えられる。 

 第一に、中国、インドの台頭などアジア太

平洋地域における力の変動等を反映して、近

年、この地域における多国間地域枠組みをめ

ぐる国際的な議論が活発化していたことが挙

げられる。そしてそのことは、ＡＳＥＡＮ諸

国にＡＳＥＡＮの中心的役割喪失の危機を認

識させるのに十分であった。 

 最初にその議論の口火を切ったのは豪州で

あった。2007 年末、約 11 年ぶりに政権に復

帰した労働党のラッド豪首相は、2008 年６月

に行ったシドニーでの講演で「アジア太平洋

共同体（ＡＰＣ）」構想を明らかにした。同構

想は、世界の経済や戦略上の力の重心がアジ

アに移行しつつある状況に鑑み、アジア太平

洋地域の諸国が将来直面し得る変化や課題に

対応するため、米国、日本、中国、インド、

インドネシアなどアジア太平洋地域全域をカ

バーし、かつ政治、経済、安全保障などあら

ゆる問題を扱う多国間制度を 2020 年までに

創設するために今こそ議論を開始すべきと訴

えるものであった34。ラッド豪首相は同構想

に対する各国の理解を得るため、ＡＰＥＣ設

立の際にも尽力したウールコット氏を特使に

任命し外交努力を重ねたが、この構想に対す

る各国の反応は「詳細がわからない」といっ

                             
33 Chairman’s Statement of the 16th ASEAN Summit “Towards 

the ASEAN Community: from Vision to Action", Ha Noi, 
9 April 2010  

34 Kevin Rudd, Address to the Asia Society Australia 
Centre, Sydney: It’s time to build an Asia-Pacific 
Community, 4 June 2008 

たものも含めおおむね消極的であり、特にＡ

ＳＥＡＮ諸国からは、ＡＳＥＡＮが中心的役

割を果たしてきた既存の枠組みとの関係や、

新たな枠組みにおいてＡＳＥＡＮの中心的役

割はどうなるのか、また豪州がＥＵのような

拘束力の強い固い枠組みを想定しているので

はないかといった懸念が示された35。そして

2009 年 12 月に豪州が同構想への理解促進を

目的として主催した国際会議では、ラッド豪

首相自ら、同提案はＥＵのような超国家機関

の創設を目指しているわけではないこと、ま

た新たな枠組みにおけるＡＳＥＡＮの中心的

役割の重要性に言及するなど、ＡＳＥＡＮの

懸念に配慮した説明を尽くしたものの、ＡＳ

ＥＡＮ諸国からの出席者の間ではむしろ、「Ａ

ＳＥＡＮの中心的役割の維持」と、「ＡＳＥＡ

Ｎの地位に影響を与え得るいかなる新たな枠

組み創設をも否定する」というＡＳＥＡＮの

立場を確認する絶好の機会となったのである36。 

 このラッド提案に加え、2009 年９月に日本

の政権の座についた鳩山首相による「東アジ

ア共同体」構想もＡＳＥＡＮ諸国からは同様

の反応を招いた。この鳩山構想も具体像が明

らかではなかったため、各国の反応はおおむ

ね「総論賛成」あるいは様子見にとどまった

が37、この鳩山構想に対するＡＳＥＡＮ諸国

の反応としては大きく２つあった。１つには、

日本あるいは日中韓が東アジアにおける共同

体の形成を主導することに対する警戒とＡＳ

ＥＡＮの中心的役割の喪失への懸念である。

例えば、2010 年 10 月に開催された日中韓首

脳会議において鳩山首相が同構想の説明を行

ったことに対し、スリン・ＡＳＥＡＮ事務局

長やアピシット・タイ首相が日本のメディア

                             
35 Frank Frost, Australia’s proposal for an Asia-Pacific 
Community, Parliamentary Library, Parliament of 

Australia, 1 December 2009, pp.11-13, pp.21-22   
36 The Nation, 7 December 2009 
37 『朝日新聞』（2009.10.8） 
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を通じて「東アジア共同体構想の中心はあく

までもＡＳＥＡＮである」として釘を刺す反

応がみられた38。もう１つには、鳩山構想が

当初、米国で日本の「米国離れ」の意図を表

したものと受け止められたことに関して、も

し鳩山構想が米国を排除した「東アジア共同

体」を志向するならばこれを支持しないとい

う反応である。この立場を特に強調したのは

対米友好国であるシンガポールやタイであり、

「域外の世界とも連携する必要がある。特に

地域のバランス上、米国の関与が必要だ（リ

ー・シェンロン･シンガポール首相）」39、「経

済・安全保障の両面で米国は東アジアの重要

なパートナーだ（アピシット・タイ首相）」40

などとして、東アジア地域への米国の一層の

関与を求めた。その他、鳩山首相が「ＥＵの

父」と呼ばれるクーデンホーフ・カレルギー

が唱えた「友愛」を外交のスローガンに掲げ

たことから、鳩山構想はＥＵをモデルとした

地域統合を想定したものではないかとの懸念

や、構想の内容そのものを問う声など、構想

が具体的でないがゆえの誤解や疑問も示され

た41。 

 この日本、豪州によるイニシアティブのほ

か、関係国の有識者の間でも、アジア太平洋

地域における力の変動を念頭に、主要国間の

紛争を管理するための地域制度の在り方につ

いての議論が近年活発化していたことも重要

である。これらの議論はおおむね、ＡＳＥＡ

Ｎを中心とする既存の多国間協力の枠組みと

は別に、大国間協調のための新たな制度を設

けることを主張しており、例えば米中「Ｇ２」

論やインドネシア戦略国際問題研究所のユス

                             
38 「鳩山首相提唱「東アジア共同体」構想の反響」日本貿

易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、2009 年 11 月 16 日 
39 『毎日新聞』（2009.10.7） 
40 『日本経済新聞』（2009.11.5） 
41 前掲注 38 14 頁、The Nation, 26 October 2010、The 

Jakarta Post, 11 December 2009 、『 東 京 新 聞 』

（2009.10.25）他 

フ・ワナンディ氏による「アジア版Ｇ８」42の

議論はその一例である。そしてこのような大

国を中心とする秩序構築に関する議論は、そ

の枠組みから外される可能性のあるＡＳＥＡ

Ｎの一部の諸国の懸念を高める効果をもたら

した。 

 以上のような状況は、ＡＳＥＡＮ諸国にマ

ルチの枠組みにおける中心的役割の喪失の危

機を認識させるのに十分であった。2009 年 10

月に開催された第４回ＥＡＳでは、日豪から

上記イニシアティブが披露されたのに対して

ＡＳＥＡＮが既存の枠組みを重視するよう主

張するなど、この地域の多国間枠組みの在り

方に関心が集中したという43。このような状

況に接し、ＡＳＥＡＮ諸国は、米ロなどの大

国を加えた新たな地域的枠組みの設置はもは

や不可避であり、ＡＳＥＡＮが引き続き多国

間地域枠組みにおける中心的役割を維持する

には自ら行動を起こす必要があると認識した

ものと考えられる。 

第二に、ＡＳＥＡＮに関与する域外大国間、

特に米中ロ間のバランスの回復が挙げられる。 

南シナ海領有権問題等をめぐる一部ＡＳＥ

ＡＮ諸国の対中脅威認識の高まりと、米国の

役割拡大への期待に関しては、中国の海洋権

益に対する強硬な主張が目立ち始めた 2010

年頃から我が国においても頻繁に報道される

ようになったが、東南アジア地域における米

国のコミットメント強化の必要性については

既にそれ以前からＡＳＥＡＮ諸国内で認識さ

れていた。特に 2000 年代以降、中国がＡＳＥ

ＡＮ諸国に対して積極的なアプローチを図る

                             
42 Jusuf Wanandi, Remodeling Regional Architecture, 

PacNet Number13, Pacific forum CSIS, Honolulu Hawaii, 

18 February 2009 

東アジア地域が中国、インドの台頭という力の変動に直

面する中で安定を維持するために、オーストラリア、中国、

インド、インドネシア、日本、韓国、ロシアで構成される、

伝統的安全保障や戦略的対話を目的とする大国間強調のた

めの枠組みを設けるべきとの主張。 
43 『産経新聞』（2009.10.26） 
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一方で、ブッシュ政権下の米国は対テロ戦争

に注力し、東南アジアに対する外交的配慮を

欠いたほか、度重なる要人訪問のキャンセル

や44、ＡＳＥＡＮが重視する東南アジア友好

協力条約（ＴＡＣ）を域外主要国の中で唯一

未締結であること等がしばしば、ＡＳＥＡＮ

諸国首脳から「ＡＳＥＡＮ軽視」と批判され

た45。このような状況の中で、ＡＳＥＡＮ諸

国の間では東南アジア地域に対する米国の関

与をより確実なものとする必要性が認識され

るようになったと考えられる46。 

したがって、2009 年１月に発足したオバマ

政権がアジア重視の姿勢を掲げ、ＴＡＣ締結

やＥＡＳへの参加に関心を表明したことは、

ＡＳＥＡＮ諸国にとって米国のＡＳＥＡＮへ

の関与をより確実なものに格上げし、ＡＳＥ

ＡＮに関与する大国間のバランスを回復する

好機と映ったに違いない47。事実、オバマ米

政権は 2009 年７月にはＥＡＳへの参加条件

であるＴＡＣへの署名を果たし、同年 11月に

はオバマ大統領のアジア歴訪に際してＥＡＳ

への関心を表明している48。 

                             
44 ブッシュ政権ではライス国務長官が2005年及び2007年

の２度にわたりＡＲＦを欠席したほか、ブッシュ大統領も

2007年に米・ＡＳＥＡＮ首脳会談をキャンセルしている。 
45
 Diane K. Mauzy and Brian L. Job, U.S. POLICY IN  

SOUTHEAST ASIA-Limited Re-engagement after Years of  
Benign Neglect, Asian Survey, Vol.XL Ⅶ . No.4. 

July/August 2007 P622-641  

Bruce Vaughn and Wayne M. Morrison, China-Southeast 
Asia Relation: Trends, Issues and implication for the  
United States, CRS Report, The Library of Congress,  
updated 4 April 2006 

46 The Nation, 3 April 2008 
 記事は、スリンＡＳＥＡＮ事務局長がワシントンで行っ

た講演において、近年の東南アジア地域における米国の「不

在」を強く批判するとともに、米国はこの地域に安全保障

を提供できる唯一の大国であるとして同地域への米国の一

層の関与を求めたことを紹介した上で、同様の見解を持つ

政府要人や評論家はスリン事務局長にとどまらないことを

指摘している。 
47 The Jakarta Post, 19 April 2010 

記事は、「米ロのＥＡＳ参加は、ＥＡＳにおいて１国の

みが突出することを避けるためだ」とのマルティ・インド

ネシア外相の発言を紹介している。 
48 バラク・オバマ大統領演説（2009 年 11 月 14 日、サント

リーホール・東京） 

また米国のＥＡＳへの関心表明は、ＡＳＥ

ＡＮにとって、ＥＡＳ設立当時から参加表明

を行ってきたものの、米国とのバランスへの

配慮から正式参加を見送ってきたロシアの扱

いを再考する好機でもあった。米ロという２

つの大国によるＥＡＳ参加が実現すれば、Ａ

ＳＥＡＮとしては運営の力量がますます問わ

れることになるものの、その設立以来、役割

が今ひとつ曖昧なＥＡＳを利用して、ＡＳＥ

ＡＮの国際的名声を更に高めることができる

という計算もあったと考えられる49。 

 

(2) ＡＳＥＡＮ首脳会議（2010 年４月）以降

の経緯と他のＥＡＳ参加国の反応 

ＡＳＥＡＮ諸国が自ら米ロのＥＡＳ参加の

検討に動いたのは以上のような事情からであ

ると考えられるが、現地英字報道を見る限り、

2010 年４月のＡＳＥＡＮ首脳会議以降、米ロ

の関与強化を求める方針に対して、ＡＳＥＡ

Ｎ諸国において反対意見が表明された形跡は

見当たらない。そしてこの時点でのＡＳＥＡ

Ｎ諸国の懸案は既に米ロのＥＡＳ参加の是非

にはなく、①オバマ政権のＥＡＳへの態度は

大統領演説等での関心表明にとどまり、正式

な参加表明がいまだ行われていないこと、②

米ロ両国をどのような形式で迎え入れるのが

適当か、の２点であったようだ。①に関して

は、オバマ米大統領が 2010 年３月に予定され

ていたインドネシア訪問を２度にわたりキャ

ンセルしてＡＳＥＡＮ諸国を散々やきもきさ

せた後、ＡＳＥＡＮ外相会議が開催される１

週間前の７月 15 日になってようやく正式に

ＥＡＳへの参加表明を行った50。②に関して

は、既存のＥＡＳへの米ロ参加を主張するイ

ンドネシア案と、ＥＡＳとは別に米ロを加え

たＡＳＥＡＮ＋８の枠組みを設けるシンガポ

                             
49 The Nation, 25 January 2010 
50 The Nation, 18 July 2010  
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ール案の２つの案の間でＡＳＥＡＮ内部でも

意見が割れたが51、最終的にはＡＳＥＡＮの

中心的役割の確保のしやすさ等からインドネ

シア案が支持され52、2010 年７月に開催され

たＡＳＥＡＮ外相会議は米ロのＥＡＳ参加を

正式決定するよう首脳会議に対して勧告した

53。これを受けて 2010 年 10 月末に開催され

た第５回ＥＡＳは、翌年からの米ロ参加を正

式に決定したのである。 

この過程において、米ロのＥＡＳ参加を検

討するＡＳＥＡＮの方針に対して他のＥＡＳ

参加国からも目立った反対意見が示されるこ

とはなかった。2010 年４月のＡＳＥＡＮ首脳

会議の決定を受けて、日本が「ＥＡＳ設立メ

ンバーである 16 か国をまず中心に据えるよ

うＡＳＥＡＮに期待する」、中国が「ＥＡＳ拡

大を歓迎するが、地域統合はＡＳＥＡＮ＋３

の枠組みを中心とすべき」とのコメントを公

表したが、それ以外には、韓国、インド、Ｎ

Ｚは中立的立場を表明し、豪州は公式のコメ

ントを差し控えたと伝えられている54。そし

て、2010 年７月のＡＳＥＡＮ外相会議と並行

して開催されたＥＡＳ参加国非公式外相会議

は、米ロのＥＡＳ参加を勧告したＡＳＥＡＮ

外相会議の決定を支持する旨の議長声明を発

した55。 

2000 年以降、米国抜きの地域枠組みの構築

に熱心に取り組み、東アジアにおいてはＡＳ

ＥＡＮ＋３の枠組みを最も重視してきた中国

                             
51 The Nation, 12 April 2010, 23 April 2010 
シンガポールがＥＡＳとは別にＡＳＥＡＮ＋８の枠組みを

設置する案を提案したのは、東南アジア地域で開催される

首脳レベルの会合であるＥＡＳに多忙な米国大統領が毎年

のようには出席できない可能性と、その場合、ＥＡＳとＥ

ＡＳの運転席に座るＡＳＥＡＮの立場に傷がつくことを懸

念したためである。 
52 The Nation, 12 July 2010 
53 Joint Communiqué of the 43rd ASEAN Foreign Ministers 
Meeting, Enhanced Efforts towards the ASEAN Community:  
from Vision to Action, Ha Noi, 19-20 July 2010 

54 The Nation, 19 April 2010 
55 外務省「ＥＡＳ外相非公式協議議長声明（骨子）」2010

年７月 21 日、ハノイ（ベトナム） 

からも米ロのＥＡＳ参加に対する反対の声は

聞かれなかった。その理由としては、①中国

が重視するＡＳＥＡＮ＋３の枠組みが「東ア

ジア共同体」の「主要な手段」として確認さ

れていることに依然変わりがないこと、②地

域統合の基礎として日本が重視してきたＥＡ

Ｓの枠組みに米ロが参加することにより、Ｅ

ＡＳを基礎とする地域統合や機能的協力の推

進は難しくなることが予想され、「東アジア共

同体」を実現させる上でのＥＡＳの役割を更

に希薄化させることができること、③米ロが

ＥＡＳに参加しても、中国が積極的に支持す

るＡＳＥＡＮの「運転席」は引き続き維持さ

れることから、中国にとって米ロのＥＡＳ参

加は問題なしと判断したためと考えられる。 

 

おわりに―ＡＳＥＡＮを中心とする多国間

地域枠組みの本質 

 本稿では、アジア太平洋地域における多国

間地域枠組みの形成におけるＡＳＥＡＮの行

動原理を踏まえて、現時点で入手可能な公式

文書及び報道等の資料に基づき、ＡＳＥＡＮ

が今回の米ロのＥＡＳ参加決定に向けて積極

的に動いた背景を考察した。 

ＡＳＥＡＮが「運転席」に座り、国際社会

の力の変動に応じて変化する、緩やかなアジ

ア太平洋地域の多国間地域枠組みは、ＡＳＥ

ＡＮ自身がそうであるように、紛争など具体

的課題の解決には不向きであるし、「共同体」

という表現から通常想像されるような、明確

な地域概念を持ち、共通の価値やアイデンテ

ィティに基づく地域形成の推進にもおそらく

向いていない。事実、将来的目標としての「東

アジア共同体」の基盤となることが当初期待

されたＥＡＳには、域外大国の様々な思惑と

小国連合ＡＳＥＡＮのリーダーシップの下で

は、当初想定された役割が与えられることは

なかった。そして今回の米ロ参加により、Ｅ
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ＡＳが「東アジア共同体」の基盤となる可能

性は更に遠のいたと言える。その中で調整の

役割を担ったＡＳＥＡＮが最も重視した外交

目標は結局のところ、「いまだ地域概念が固ま

っていないアジア太平洋地域において、『東ア

ジア共同体』と呼べるような新たな地域を創

出すること」ではなく、「複数の域外大国の間

のバランスをとりながら、ＡＳＥＡＮがその

中心に位置すること」であった。 

しかしながら、ＡＳＥＡＮ中心の多国間地

域枠組みは、ＡＳＥＡＮ自身がまたそうであ

るように、依然として国家間の相互不信や紛

争の火種が残るこの地域において、各国に定

期的な対話の機会を提供し、信頼醸成を図り、

また突出したパワーを持つ国による傍若無人

な振る舞いを牽制するという点では一定の役

割を果たしてきた。その意味では、ＡＳＥＡ

Ｎが中心に座る多国間地域枠組みは、この地

域の平和と安定にとって有用な、かつ現時点

で実現可能な、ある種の「秩序」を提供して

きたとも言えよう。 

いずれにしても、アジア太平洋地域にある

既存の多国間枠組みの多くは基本的に、この

ような外交目標を持つＡＳＥＡＮが中心に座

る枠組みであるということ、また、この地域

の多国間枠組みについて新たなイニシアティ

ブを行おうとする場合には少なくとも、ＡＳ

ＥＡＮが最も重視するＡＳＥＡＮの中心的役

割をどうするのかという点について明確な説

明が求められるということを認識しておく必

要があると思われる。 

本年 11 月には、米ロが参加する初のＥＡＳ

が開催される。米国、ロシアという２つの大

国を受け入れたＥＡＳが今後、ＡＲＦやＡＰ

ＥＣといった既存の地域的枠組みとは異なる

独自の役割を見出していけるのかどうか、そ

して、拘束の少ないＡＳＥＡＮ流リーダーシ

ップが引き続き維持されていくのかどうかが

注目されるところである。 
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【アジア太平洋地域における多国間地域枠組み一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】本文及び脚注に掲げたもののほか、以下のものを参考とした。 

・渡邊昭夫編『アジア太平洋と新しい地域主義の展開』千倉書房（2010） 

・山影進「ＡＳＥＡＮの安全保障機能とアジア太平洋の広域安全保障」山本吉宣編『アジア太平洋の安

全保障とアメリカ』彩流社（2005） 

・黒柳米司「「ＡＳＥＡＮ Ｗａｙ」再考」黒柳米司編『アジア地域秩序とＡＳＥＡＮの挑戦－「東ア

ジア共同体」を目指して』明石書店（2005） 

 

また、ＡＳＥＡＮ諸国の現地報道に関しては、主に以下を参考とした。 

・タイ英字紙 The Nation 

・シンガポール英字紙 The Strait Times 

・インドネシア英字紙 The Jakarta Post 

出典：外務省『外交青書 2011』 

※１ 米国・ロシア：2011 年からＥＡＳに正式参加予定 

※２ ＥＵ：ＡＳＥＭには、欧州委員会とＥＵ加盟国がそれぞれ参加
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冷戦後フィンランドの平和活動の変容 
―なぜＮＡＴＯとの協力を強化するのか― 

 

衆議院調査局調査員 

荻 田    舞 

（安全保障調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 冷戦期のフィンランドは、ソ連との共存を前提としながら中立政策を模索してきた。そうし

た中で、国連ＰＫＯへの積極的な参加は自国に対する国際社会からの信頼を高める重要な手段

でもあった。しかし、冷戦が終結すると、フィンランドの対外政策は大きく変化する。「中立

政策」から「軍事的非同盟」へと政策転換する一方、ＮＡＴＯと「平和のためのパートナーシ

ップ」協定を締結し、ＮＡＴＯ主導の平和支援活動へも部隊を派遣した。他方、こうしたＮＡ

ＴＯとの関係強化に反比例して、国連ＰＫＯでの活動は大幅に減少した。 

本稿では、なぜこのような変化が起きているのかに着目し、フィンランドが平和活動に関し

て、ＮＡＴＯとの協力を強化している要因として、冷戦終結後のＮＡＴＯの変質とフィンラン

ドの安全保障政策との親和性、潜在的脅威としてのロシア、北欧協力の影響及びスウェーデン

に追随する必要性の低下について論じる。これらの要因に通底しているのは､東西分断のなく

なりつつある欧州における新しい安全保障秩序の出現であったと考えられる。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ フィンランドの平和活動の変遷 

Ⅱ フィンランドの平和活動変容の要因 

おわりに 

 

はじめに 

第二次世界大戦中、２度にわたる対ソ戦争

に敗れたフィンランドは、戦後、ソ連との共

存を前提としつつ1、積極的に中立政策2を模

索してきた。そうした中で、国連平和維持活

                             
1 1948 年４月、フィン・ソ間では友好協力相互援助条約

（ＦＣＭＡ条約）が締結された。同条約前文では、「大国間

の紛争の局外に立つとともに国連の原則に従って平和を

維持したい」とするフィンランドの願望が明記されている。 
2 フィンランドの中立政策は、オーストリアやスイスの中

立とは異なり、国内法的にも国際法的にも法的な基礎を持

たない政治的概念である。 

動（ＰＫＯ）3への積極的な参加は国際社会か

らの信頼を高める重要な手段でもあった4。 

しかし、冷戦が終結すると、フィンランド

の対外政策は大きく変化した。1992 年には、

欧州共同体（ＥＣ）へ加盟申請を行い、冷戦

期の「中立政策」から「軍事的非同盟」5へと

                             
3 ＰＫＯとは、地域紛争の停戦合意後に、紛争の再発を防

止し、平和の維持・回復を促進するために、国連の決議に

基づき行われる活動をいう。冷戦後、紛争の増大に伴い、

ＰＫＯの任務が多様化し、現在のＰＫＯは、伝統的な「平

和維持」だけでなく、「平和創造」や「平和構築」なども

含む概念となっている。1990 年代半ば以降、ＰＫＯは国

連のみならず、ＮＡＴＯ等の地域機関によっても実施され

るようになり、ＮＡＴＯにおいては、国連における広義の

意味での「ＰＫＯ」とおおむね同義として、「平和支援活

動（ＰＳＯ）」という語が使われている。そのため本稿で

は、国連が主導する活動をＰＫＯ、ＮＡＴＯが主導する活

動をＰＳＯと使い分けを行い、これらの活動を総称する表

現として、2000 年のブラヒミ報告で用いられた「平和活

動（peace operations）」を使用する。 
4 マックス・ヤコブソン『フィンランドの外交政策』上川

洋訳、日本国際問題研究所 (1979) 192、198 頁 
5 The Council of State, “Security in a Changing World: 
Guidelines for Finland’s Security Policy,” 5 June 1995, 
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政策転換を行った。同時に、北大西洋条約機

構（ＮＡＴＯ）との関係強化も図り、同年、

北大西洋理事会（ＮＡＣＣ）6へ中立・非同盟

国の中で唯一オブザーバーとして参加し、

1994 年にはＮＡＴＯと「平和のためのパート

ナーシップ（ＰｆＰ）7」協定を締結した。そ

の後、ボスニアやコソボ、アフガニスタンに

おけるＮＡＴＯ主導の平和支援活動（ＰＳＯ）

へも部隊を派遣している。 

他方、こうしたＮＡＴＯとの関係強化に反

比例して、フィンランドの国連ＰＫＯでの活

動は減少している。1996 年時点では、フィン

ランドが海外の平和活動に派遣する要員のう

ち、国連ＰＫＯに従事する者は約 70％を占め

ていた8。しかし、2010 年現在では、全体の

６％に満たない。他方、ＮＡＴＯ主導のＰＳ

Ｏに従事する要員の割合は、1996 年の約 30％

から約 92％に増加した。 

フィンランドの対外政策の中で、国連ＰＫ

Ｏは長らくその中核をなすものであった。に

もかかわらず、なぜこのような変化が起こっ

たのか。そして、それがフィンランドの冷戦

後の対外政策上どのような意味を持つのかを

明らかにすることが本稿の目的である。 

まず、第１節では、フィンランドの平和活

動の歴史を振り返る。次に、第２節では、フ

ィンランドがＮＡＴＯのＰＳＯに積極的にな

り、ＮＡＴＯとの関係を深めていった要因を

明らかにする。 

 

 

 

                                         
p.4. 

6 1991 年 12 月、ヨーロッパ地域での安全保障、紛争解決

に向けて協力を行うことを目的としてＮＡＴＯ加盟国と

旧ワルシャワ条約機構国との間で設立された協議機関。 
7 1994 年１月に提唱されたＮＡＴＯと非ＮＡＴＯ欧州各

国との間で各国の実情に合わせて軍事面を中心とした各種

協力を約束するプログラム。 
8 International Institute of Strategic Studies (IISS), 

The Military Balance 1996-1997, Routledge, 1998,p.88. 

Ⅰ フィンランドの平和活動の変遷 

１ 冷戦期のフィンランドの平和活動 

フィンランドの国連ＰＫＯへの参加は、

1956 年のスエズ危機に際して設置された第

一次国連緊急軍（ＵＮＥＦⅠ）への派遣に始

まる。フィンランドはハマーショルド国連事

務総長の要請に基づき、ＵＮＥＦを編成する

段階から軍事顧問として将校を派遣し、同年

11 月からは部隊派遣を開始した9。しかし、

この派遣は要員の募集が間に合わず、約１年

で撤退している。その理由としては、志願制

のため補充人員の確保が困難であったことが

挙げられる10。また、当初、指導者の多くが

ＰＫＯを二義的な任務と考え、領土防衛とい

う本来の任務に悪影響を与えるのを懸念して

いたことがあった11。このため、その後は部

隊派遣ではなく数名規模の軍事監視員の派遣

が続いた。 

しかし、ＵＮＥＦへの参加が僅か１年で終

わった苦い経験から、フィンランドは将来の

国連活動に備えて準備をする必要性を認識し、

国連ＰＫＯに貢献するための待機軍の設立に

積極的に取り組んだ。そして、その取組は、

1964 年にフィンランド、デンマーク、ノルウ

ェー及びスウェーデンによる北欧国連待機軍

（ＮＯＲＤＢＥＲＦＮ）として結実した12。

また、ＵＮＥＦへの参加は、アラブ、イスラ

エルだけでなく大国によっても受け入れられ、

フィンランドの国際的な地位を高めた。フィ

                             
9 Jaakko Kalela, “The UN Peace-keeping Operations,” 
Yearbook of Finnish Foreign Policy 1974, Finnish 

Institute of International Affairs (FIIA), 1975, 

pp.50-54.  
10 Unto Vesa, “Continuity and Change in the Finnish 
Debate on Peacekeeping,” International Peacekeeping, 
vol.14, no.4, p.525. 
11  Peter V. Jakobsen, Nordic Approaches to Peace 

Operations: A New Model in the Making, Routledge, 2006, 
p.25. 
12 佐藤栄一「国連の平和維持活動と北欧諸国－フィンラン

ドの事例を中心に」『現代の軍備管理・軍縮―核兵器と外交

（1965-1985 年）』東海大学出版会（1989）543 頁。 
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ンランドの指導者たちのＰＫＯ参加への懸念

は、そうした利益が明らかになるにつれて

徐々に姿を消した13。 

かくして、1964 年のキプロスへの派遣から

フィンランドの国連ＰＫＯへの部隊派遣が活

発化することになる。その後もゴラン高原や

南レバノンといった中東地域への派遣が続き、

任務も多様化していった（表１）。 

 

(表１)フィンランドが参加した冷戦期の国連ＰＫＯ

機関の名称
フィンランドの
要員派遣期間

任務
派遣開始
時の規模

第一次国連緊急軍（UNEFⅠ）
1956.11-1967.6

1956.11-
1957.12

歩兵部隊 255人

レバノン国連監視団（UNOGIL）
1958.6-1958.12

1958.6-1958.12 軍事監視員 8人

インド・パキスタン国連軍事監視団
（UNMOGIP）
1949.1-現在

1963-現在 軍事監視員 4人

キプロス国連平和維持軍
（UNFICYP）
1964.3-現在

1964.3-1977.10
（歩兵部隊）
1977.10-2005
（参謀）

調停官、
司令官、
歩兵部隊、
参謀将校

1,000人

国連パレスチナ停戦監視機関
（UNTSO）
1948.5-現在

1967 -現在
参謀長、
軍事監視員

21人

第二次国連緊急軍（UNEFⅡ）
1973.10-1979.7

1973.10-1979.8
司令官、
歩兵部隊

600人

国連兵力引離し監視軍（UNDOF）
1974.6-現在

1979.9-1993 
司令官、
歩兵部隊

400人

レバノン国連暫定軍（UNIFIL）
1978.3-現在

1982.11-2001
司令官、
歩兵部隊

500人

出所：United Nations HP; Ministry for Foreign Affairs of Finland HP;Ｔｈｅ
Military Balance (IISS); Peter V. Jakobsen, Nordic Approaches to Peace
Operations: A New Model in the Making? , 2006, Appendix 5.  を基に筆者作
成  

冷戦期を通じて、フィンランドは国連ＰＫ

Ｏに最も多くの要員を派遣してきた国の一つ

であった14。フィンランド国内では、国連Ｐ

ＫＯへの参加は、フィンランドの国際的地位

を高め、中立の国際的承認を得るのに役立つ

との認識が定着し15、自国の地位向上や影響

力拡大を実現するための重要な手段として、

積極的に派遣を行った。 

 

２ 冷戦後のフィンランドの平和活動 

冷戦後におけるフィンランドの国連ＰＫＯ

                             
13 Urho Kekkonen, A President’s View, Heinemann, 1982, 
p.190. 
14 A�ge Eknes, “Prepared for Peacekeeping: The Nordic 

Countries and Pariticipation in UN Military 

Operations,”in Winrich Ku�hne ed., Blauhelme in einer 
turbulenten Welt : Beiträge internationaler Experten 
zur Fortentwicklung des Völkerrechts und der Vereinten 
Nationen, Nomos Verlag, p.509. 
15 Kekkonen・前掲（注 13）190 頁 

への参加は、1989 年からのナミビアの国連ナ

ミビア独立支援グループ（ＵＮＴＡＧ）への

大規模派遣に始まり、1992 年からは北欧共同

部隊（ＮＯＲＤＢＡＴ）として国連保護軍（Ｕ

ＮＰＲＯＦＯＲ）へ、1995 年からは国連予防

展開軍（ＵＮＰＲＥＤＥＰ）へと部隊派遣を

行った（表２）。また、冷戦期から続く国連Ｐ

ＫＯについては、ゴラン高原の国連兵士引き

渡し監視隊（ＵＮＤＯＦ）に 1993 年まで、レ

バノンの国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）

に 2001 年まで継続して部隊を派遣した（表

１）。 

しかし、1990 年代半ば以降は、国連ＰＫＯ

へ新たに大規模な部隊を派遣することはほぼ

なくなり、2007 年にＥＵから任務を引き継い

だチャドへの派遣を除き、各ミッションへの

派遣は、軍事監視員数名程度にとどまってい

る。 

(表２)フィンランドが参加した冷戦後の国連ＰＫＯ
フィンランドの
要員派遣期間

任務
派遣開始
時の規模

1989-1990

事務総長特別代
表、
軍事監視員、歩兵
大隊、選挙監視員

890人

1991-2003 軍事監視員 7人

1992-1993 軍事監視員 若干名

1992-1995
歩兵部隊、
軍事監視員

300人

1995-1998
歩兵部隊、
軍事監視員

140人

1996-1998 軍事監視員 4人

1996-2002 軍事監視員 1人

1999-2008 軍事監視員 若干名

2000-2004 軍事監視員 7人

2004-現在 軍事監視員 2人

2005-2011.8 軍事監視員 2人

2009.3-2010.4 歩兵部隊 80人

＊文民の派遣は除く

国連スーダン・ミッション（UNMIS）
2005.3-2011.8

国連リベリア・ミッション（UNMIL）
2003.9-現在

国連エチオピア・エリトリア・ミッション
（UNMEE）
2000.7-2008.7

機関の名称

国連ナミビア独立支援グループ
（UNTAG）
1989.4-1990.3

国連中央アフリカ・チャド・ミッション
（MINURCAT）
2007.9-現在

国連イラク・クウェート監視団
（UNIKOM）
1991.4-2003

出所：United Nations HP; Ministry for Foreign Affairs of Finland HP; Ｔｈｅ　Military
Balance(IISS); Peter V. Jakobsen, Nordic Approaches to Peace Operations: A New
Model in the Making? , 2006, Appendix 5. を基に筆者作成

国連東スラボニア、バラニャ及び西
スレム暫定機構（UNTAES）
1996.1-1998.1
国連プレヴラカ監視団（UNMOP）
1996.1-2002.12

第１次国連ソマリア活動
（UNOSOMⅠ）
1992.4-1993.3
国連保護軍（UNPROFOR）
1992.2-1995.12
国連予防展開軍（UNPREDEP）
1995.3-1999.2

国連コソボ暫定行政ミッション
（UNMIK）
1999.6-現在

 

一方、1995 年 12 月には、フィンランドが

参加できる活動を国連又は欧州安全保障協力

機構（ＯＳＣＥ）16主導の平和活動に限定し

                             
16 欧州の包括的な安全保障問題について協議・協力する地
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ていた従来の平和維持法を改正し、ＮＡＴＯ

主導の平和活動に参加する道を開いた。1996

年、ボスニアにおけるＮＡＴＯ主導の平和活

動である平和実施部隊（ＩＦＯＲ）へ参加し

たのを皮切りに、それに続く平和安定化部隊

（ＳＦＯＲ）、コソボ国際安全保障部隊（ＫＦ

ＯＲ）、アフガニスタンの国際治安支援部隊

（ＩＳＡＦ）へも部隊を派遣している（表３）。 

 

機関の名称 展開場所
フィンランドの
要員派遣期間

任務
派遣開始
時の規模

平和実施部隊（IFOR）
1995.12-1996.12

工兵大隊 450人

平和安定化部隊（SFOR）
1996.12-2004.12

機甲歩兵大
隊

350人

コソボ国際安全保障部隊
（KFOR）
1996.6-現在

コソボ 1999-現在
司令部要
員、歩兵部
隊

800人

国際治安支援部隊（ＩＳＡＦ）
2001.12-現在

アフガニスタン 1999-現在
参謀将校、
連絡将校等

50人

1996-2003
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

出所：NATO HP, Ministry for Foreign Affairs of Finland HP，Ｔｈｅ　Military
Balance(IISS); Peter V. Jakobsen, Nordic Approaches to Peace Operations: A New
Model in the Making? , 2006, Appendix 5.  を基に筆者作成

(表３)フィンランドが参加したＮＡＴＯ主導の平和活動

 

 

このような冷戦後のフィンランドの平和活

動に見られた変化は、おおむね次のようにま

とめることができる。まず、1990 年代前半は

依然として国連が主導するＰＫＯを中心とし

ながら、ＮＡＣＣへのオブザーバー参加やＰ

ｆＰへの取組を通じてＮＡＴＯとの協力関係

を構築してきた。1996 年以降は、ＮＡＴＯの

ＰＳＯと国連ＰＫＯを平行して実施している。

国連ＰＫＯへの要員派遣数が大幅に減少し、

ＮＡＴＯの活動が中心となったのは、冷戦期

から継続していたＵＮＩＦＩＬからの撤退を

完了した 2001 年以降であった。 

 こうした経緯を経て、1990 年代半ば以降、

フィンランドが参加する国連主導の平和活動

の任務の種類や派遣要員の規模は減少し、Ｎ

ＡＴＯが主導するＰＳＯの比重が増すことと

なった。また近年では、ＥＵの危機管理活動

にも参加している。ＥＵ加盟国であるフィン

ランドがＥＵの危機管理活動に積極的に取り

組むのは加盟国である以上当然のことである

                                         
域的国際機関。当初、欧州安全保障協力会議（ＣＳＣＥ）

として 1972 年に発足したが、1995 年１月にＯＳＣＥへと

改称した。 

が、軍事的非同盟政策を掲げるフィンランド

が加盟国でないにもかかわらず、ＮＡＴＯと

いう軍事同盟の活動に積極的に関与するよう

になったのはなぜなのか。次節では、その要

因について検討する。 

 

Ⅱ フィンランドの平和活動変容の要因 

第２節では、1990 年代半ば以降、フィンラ

ンドが平和活動の重点を国連からＮＡＴＯへ

と移し、ＮＡＴＯとの関係を深めていった要

因について論じる。 

 

１ 安全保障フォーラムとしてのＮＡＴＯへ

の期待 

(1) ＮＡＴＯの変質とフィンランドの安全保

障政策の親和性 

2009 年に公表されたフィンランドの安全

保障・防衛政策白書17によれば、同国は「包

括的安全保障（Comprehensive Security）」

を追求するとされている。ここでは、軍事的

脅威に加えて、グローバル化した世界におけ

る広範囲に及ぶ国境を越えた脅威が重視さ

れる。このような脅威の対象は、環境、原子

力安全性、麻薬・組織犯罪、テロ、ネットワ

ーク侵害そして自然災害にまで及ぶ。フィン

ランド政府は、伝統的な安全保障政策や単独

の軍事的防御ではこれらに対処するのに不

十分であり、新たなアプローチが必要である

としている18。また、同年に外務省が打ち出

した「包括的危機管理（Comprehensive Crisis 

Management ）」戦略の下、紛争予防及び紛争

後の復興を効果的に行うため、民・軍による

平和協力活動、開発協力及び人道援助の協調

を図っている19。 

                             
17 Prime Minister’s Office, Finnish Security and Defence 
Policy 2009, 2009. 首相官邸が発行するこの白書は、2001

年を皮切りに、2004 年、2009 年の計３回出されている。 
18 同上 ９頁 
19  Ministry for Foreign Affairs, Finland’s 
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このようなフィンランドの安全保障政策は、

近年のＮＡＴＯの基本的方針とも類似する。

1999 年に採択されたＮＡＴＯの「戦略概念」

20では、欧州及び周辺地域における民族的・

宗教的対立、領土紛争、人権抑圧など多様で

予測困難な危険の存在が指摘され、また、大

量破壊兵器等の拡散への深刻な懸念、先進技

術兵器、情報戦、テロ、破壊活動、組織犯罪

の脅威にも言及した。こうした認識に基づき、

ＮＡＴＯには中核任務である集団防衛に加え、

紛争予防や危機管理などの任務が追加された。

2006 年に採択された「包括的政治指針

（Comprehensive Political Guidance）」21で

は、ＮＡＴＯが今後、多様な任務に対して包

括的アプローチをとることを唱え、そのため

の能力整備として、「多国間による遠隔地での

統合作戦を行い、支援する能力」、「テロの抑

止、阻止、テロからの防衛」、「同盟にとって

重要な情報システムの保護」、「大量破壊兵器

の脅威を念頭に置いた対策」等を挙げた。ま

た、作戦計画・実施面でより効果的な協力を

行うため、パートナー諸国、主要な国際機構、

ＮＧＯなどとの実務的な協力関係を向上させ

る必要があると記した。さらに、2009 年に採

択された「同盟の安全保障に関する宣言」22で

は、アフガニスタンを柱とする域外展開の重

要性を強調し、新たにエネルギー、気候変動、

サイバー攻撃などをＮＡＴＯの役割とした。 

このように、冷戦期の過酷な東西対立から

解放され、明確な敵を失ったＮＡＴＯは、グ

ローバル化する脅威に対処するため、集団防

衛任務と並んで欧州・大西洋の安全に影響を

及ぼすような危機を包括的に任務の対象とす

                                         
Comprehensive Crisis Management Strategy, 13 November 
2009, p.5.  

20 NATO, “The Alliance’s Strategic Concept,” 24 April 
1999.  

21  NATO, “Comprehensive Political Guidance,” 29 

November 2006.  
22  NATO, “Declaration on Alliance Security,” Press 

Release 43, 4 April 2009. 

るようになった。このような変容しつつある

ＮＡＴＯの任務は冷戦後のフィンランドの安

全保障政策と高い親和性を持つものであった。 

実際、2009 年版安全保障・防衛政策白書で、

フィンランドは「ＮＡＴＯを最も重要な安全

保障協力機関と考える」と明記している23。

ＮＡＴＯ加盟については、「フィンランドは軍

事同盟の加盟国ではないが、ＮＡＴＯとは密

接に協力し、加盟を模索する選択肢は維持す

る」とし、「今後もフィンランドがＮＡＴＯ加

盟を検討する強力な理由は存在し続ける」と

している。 

 

(2) アハティサーリ政権下におけるＮＡＴＯ

との関係強化 

このように、ＮＡＴＯ加盟を選択肢として

残しつつ、ＮＡＴＯとの協力を重視する立場

は、いつ始まったのか。 

振り返ってみれば、それは 1994 年３月のア

ハティサーリ大統領の就任時期にまで遡るこ

とができる。アハティサーリは歴代のフィン

ランド大統領の中では異色の存在であった。

それまでの大統領が政党政治の中から生まれ

たいわゆる土着型の政治家であったのに対し、

アハティサーリは、1965 年に外務省に入省し

て以来、優れた語学力と交渉能力を買われ、

長年国連を中心に活躍した職業外交官であり、

当然ＮＡＴＯとの交流も頻繁にあった。他方、

国内政治の手腕については全くの未知数であ

ったが、ソ連崩壊で、伝統的な中立政策が見

直しを迫られる中で、豊富な国際経験を持つ

アハティサーリに国民の期待が集まり、1994

年の大統領選では、現職の防衛大臣であるエ

リザベス・レーンを破って大統領となった。 

                             
23
 Prime Minister’s Office・前掲（注 17）98 頁。 2004

年版の『フィンランドの安全保障・防衛政策』では、ＮＡ

ＴＯは「軍事的な欧米間の安全保障政策及び安全保障協力

のために鍵となる重要機関」と位置付けられており、2009

年版では一段とＮＡＴＯを重視する傾向が示されたとい

える。 
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外交官としての豊富な経験を持つアハティ

サーリが最も懸念していたのは、軍事的非同

盟政策によって、フィンランドが重要な国際

安全保障フォーラムから孤立すること、もし

くは欧州の安全保障における積極的な役割を

担えなくなることであった24。アハティサー

リは就任から２か月後の 1994 年５月の演説

で、ＥＵ加盟を望んでいる国の責務として欧

州の危機管理に「ただ乗り」することはでき

ないとし、欧州の危機管理活動への参加は国

防の強化にも寄与すると述べた25。 

同月、フィンランドはＮＡＴＯのＰｆＰに

参加した。ただし、参加に当たってフィンラ

ンド政府は、ＰｆＰへの参加は自国の安全保

障のための新たな解決を求めるものではなく、

フィンランドはＰＫＯにのみ関心を持つと説

明した26。つまり、フィンランドは、東欧諸

国のようにＰｆＰをＮＡＴＯ加盟の前段階と

見るのではなく、新たな欧州安全保障秩序に

貢献するために必要なツールと認識していた

といえる。 

また、アハティサーリは、同年 11月のワシ

ントンのナショナル・プレスクラブにおける

演説で、フィンランドが単なる「平和の消費

者」ではなく「平和の生産者」となることを

熱望すると述べた。冷戦期から蓄積してきた

ＰＫＯの経験を新旧のパートナーと共有する

用意があるとし、国際的な平和活動への貢献

を継続して強化する意向を示した27。さらに、

1995 年８月に行われたＯＳＣＥの 20 周年記

                             
24 David Arter, “Finland: From Neutrality to NATO?,” 
European Security, vol.5, no.4, Winter 1996, 

pp.616-617. 
25  Martti Ahtisaari, “Finnish Foreign and Security 
Policy in the 1990s’,” Address by President Martti 
Ahtisaari at the annual meeting of the National Defence 

Courses, May 1994. 
26 三輪芳明「ＥＵ加盟後のフィンランドの安全保障問題―

冷戦後欧州の安保秩序構築と中立国の対応」『国際政治』

第 112 号（1996.5）166 頁 
27 Martti Ahtisaari, Speech at the National Press Club 
Luncheon, 7 November 1994.  

念会議において、アハティサーリはフィンラ

ンドの安全保障の主要な課題として、人口増

加、大量破壊兵器の拡散、犯罪、環境汚染、

民族紛争を挙げた28。これに先立つ 1994 年 11

月のベルリン自由大学における演説では、冷

戦後の欧州では、大規模な戦争の脅威は減少

したが、新たな形の民族及び国内紛争、国際

犯罪、環境問題などが発生しているとし、こ

れらに対処するために協調を通じた安全保障

を強化する必要があると述べた。そして、協

調的安全保障は予防外交、平和維持、危機管

理を通じて形成されるとし、そのためのフォ

ーラムとして欧州安全保障協力会議（ＣＳＣ

Ｅ）とともにＮＡＴＯのＮＡＣＣとＰｆＰ協

定が重要な役割を果たすと述べた29。 

1993 年、ボスニア情勢が急激に悪化する中、

北欧諸国合同の平和維持部隊の派遣が検討さ

れた際には、軍部や外務省を中心に、あまり

に危険で犠牲が大きく、フィンランドの国防

にも有害であるとして人的貢献への反対が顕

著に見られた。しかし、アハティサーリの見

解は広く支持を集め、1995 年秋以降、ＮＡＴ

ＯのＰＳＯへの参加を可能にする法改正やＩ

ＦＯＲへの派遣承認が議会で進むこととなっ

た。 

このような方針転換は、1995 年以降の対外

政策に関する公式見解にも反映されるように

なっていった。1995 年６月にフィンランド政

府が議会に提出した『フィンランド安全保障

政策のガイドライン』では、ＮＡＴＯの核と

なる機能は集団防衛であるとする一方で30、

ＮＡＴＯの将来を考えるとき、安全保障協力

のフォーラム及び手段としての重要性を忘れ

てはならないとされた。欧州には、民族主義、

                             
28 Arter・前掲（注 24）617 頁 
29  Martti Ahtisaari, “The European Union and 

International Change,” Speech at the Freie Universität 
in Berlin, 23 November 1994. 

30 The Council of State・前掲（注５）46 頁 
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少数民族問題や経済問題等、協調的な安全保

障を阻害する要因が数多くあり、欧州を共通

の安全保障のある地域とその他の危機的な地

域に再分割しないためには、変化の支援、安

定の創造とともに、危機管理能力の強化が必

要とされた31。 

 このように、アハティサーリ政権の下で、

包括的な安全保障の拡大を国際機関、特にＮ

ＡＴＯの能力と機能を活用する形で積極的に

推進する方針が定着していったのである。 

 

(3) 安全保障フォーラムとしてのＮＡＴＯへ

の期待 

1990 年代半ばになると、フィンランド国内

では、安全保障フォーラムとしてのＮＡＴＯ

に期待して、ＮＡＴＯ加盟を求める声もあが

った。例えば、前国連大使（当時）のヤコブ

ソンは、ＮＡＴＯは欧州の中心的な安全保障

組織であり、これに加盟しなければ、欧州の

安全保障へのフィンランドの影響力は限定的

なものになると述べた32。 

また、コソボ紛争はフィンランドの対ＮＡ

ＴＯ政策に大きな影響を与えた。外務省政務

局長のトルスティラは、コソボ紛争は軍事的

非同盟政策に影響を与えるものではないとし

た上で、これによって、ＮＡＴＯが欧州の安

全保障秩序の中心に位置し、その安定を維持

している重要な機関であることは明らかにな

ったと述べている33。 

近年では、2008 年８月のグルジア・ロシア

戦争後のアハティサーリ元大統領の発言が注

目される。同年秋にノーベル平和賞を受賞し

                             
31 The Council of State・前掲（注５）48 頁 
32  Tapani Vaahtoranta and Tuomas Forsberg, 

“Post-Neutral or Pre-allied?,” UPI Working Papers 29, 
FIIA, 2000, p.5; and Max Jakobson, “Finland: A Nation 
that Dwells Alone,” The Washington Quarterly, vol.19, 
no.4, Autumn 1996, pp.37-58. 

33 Tuomas Forsberg, “Finland and the Kosovo Crisis: At 
the Crossroads of Europeanism and Neutrality,” 
Northern Dimensions 2000, FIIA, 2000,p.47. 

たアハティサーリは、フィンランドは西欧の

民主主義国の集まりの中に場を占めるために、

ＮＡＴＯに加わるべきであるとの主張を繰り

返した34。 

 これらの発言からわかるように、フィンラ

ンドの政治指導者・識者の中には、欧州の安

全保障を担う機関として変貌しつつあるＮＡ

ＴＯに期待して、ＮＡＴＯ加盟を支持してい

る者が少なからず存在する。こうした議論で

は、ＮＡＴＯはロシアへの対抗同盟ではなく、

紛争解決やテロ対策を実施する機関として重

要だと考えられているのである35。このよう

な地域的安定の拡大を下支えするＮＡＴＯが

実施する平和活動に貢献することは、包括的

な安全保障政策を掲げるフィンランド政府の

外交路線にも合致している。新たな脅威が台

頭する中で、フィンランドは、こういった脅

威に一国で立ち向かうことは不可能であり、

国際的な協力を強化することが重要と認識し

ているのである。 

 冷戦期でこそ、フィンランドは中立政策を

掲げて国連ＰＫＯに積極的に参加し、中立ゆ

えの東西間の架け橋として、欧州の動向に対

しても場合に応じて影響力を行使することが

できた。しかし、冷戦後の欧州では東西両陣

営に属していた国々の交流は当然のこととな

り、架け橋としての意味も減少した。加えて、

フィンランドは中立政策を理由として国連や

ＣＳＣＥ以外の国際組織との関係を制限して

きたために、冷戦後の状況下での新しい動向

に関与する媒介をあまり持たないことになっ

てしまう。そうした中、欧州の安全保障問題

への定期協議枠組みをも伴うＮＡＴＯとの関

係促進は重要な課題と認識された。1990 年代

半ば以降のバルカン半島におけるＮＡＴＯの

                             
34 例えば、Helsingin Sanomat, International Edition, 9 

November 2008. 
35 ＮＡＴＯ加盟を是認する意見には、安全保障の供与

（security guarantee）を受けるために加盟が必要とする

ものもあるが、それについては本節第２項で考察する。 
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平和活動への関与の拡大は、こうした考えを

反映しているといえる。 

 また、世論もＮＡＴＯとの関係強化を支持

してきた。ＰｆＰに基づくＮＡＴＯとの協力

には約３分の２が賛成し、ＮＡＴＯとの相互

運用性の向上やＮＡＴＯ主導の活動への参加

にも、常に半数以上が賛成してきた36。 

欧州の安全保障を担う機関としてのＮＡＴ

Ｏに期待し加盟を求める政治指導者の意向に

加えて、ＮＡＴＯとの協力推進を支持する議

会や世論の意向が、ＮＡＴＯが主導する平和

活動へのフィンランドの積極的な参加を後押

しする重大な要因になったと考えられる。 

 そして、このような政治指導者と国民の認

識の下にＮＡＴＯ主導の平和活動への貢献を

拡大する中で、情報へのアクセスや意思決定

に参加するためにもＮＡＴＯとの協力はます

ます重要となっていったのである。 

 

２ 脅威認識―ロシアとの関係 

(1) 冷戦終結直後のＮＡＴＯ加盟議論 

 前項で述べたように、フィンランドは、包

括的安全保障概念に基づき、国境を越えたグ

ローバルな問題に対処するには伝統的な安全

保障政策や単独での軍事的手段では不十分で

あるとの認識を強め、それが安全保障フォー

ラムとして変貌しつつあるＮＡＴＯとの協力

を深めることにつながった。 

 しかし、本来、ＮＡＴＯは脅威対抗型の同

盟である。そうした側面への期待が、フィン

ランドに全くなかったといえるのであろうか。 

ロシアを軍事的な脅威とみなし、ロシアに

対する軍事的保障を得る観点からＮＡＴＯ加

盟を検討する必要があるとの見解は、1990 年

代前半に政治指導者の間で見受けられた。 

                             
36 The  Advisory  Board  for  Defence  Information 
(ABDI):Parmanent Parliamentary Committee, Bulletins

and Reports <http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&

s=263>, （last access 2011.9.1） 

1993 年秋に行われた政治指導者に対する

調査（表４）では、彼らが冷戦後の欧州の安

定を確保する機関としてＮＡＴＯに最も期待

していたことが示されている37。フィンラン

ドの政治指導者の 79％がＮＡＴＯを非常に

有効若しくはかなり有効な国際機関と答えて

いる。ＥＵの安全保障機関としての有効性は

ＮＡＴＯより劣っていると考えられており

（「非常に有効」と「かなり有効」を合わせて

67％、以下同）、ＣＳＣＥも支持を得られなか

った（22％）。国連の役割はこれらの機関より

も重要ではないと考えられている（13％）。言

い換えれば、この時期のフィンランドの政治

指導者は、欧州の安全保障の中核はＮＡＴＯ

による軍事的解決にあると考えていたといえ

る。 

 

(表４)1990年代ヨーロッパの安全保障を担う国際機関の有効性

非常に有効 かなり有効
あまり有効で

はない
全く有効では

ない
無回答

UN 0 13 65 21 1
CSCE 1 21 62 15 1
EU/WEU 8 59 27 4 1
NATO/NACC 12 67 19 1 0
CIS 0 3 38 57 1
出所：Weijo Pitkänen, “Finland and Russia in a Changing Europe: Perceptions of
the Finnish Political Elite,” Yearbook of Finnish Foreign Policy 1993  

 

しかし、このような軍事的保障を得る観点

からＮＡＴＯを支持する声は、周辺環境の変

化により影響を受けてきた。1990 年代前半の

ＮＡＴＯ加盟支持論の多くは、この時期の欧

州の安全保障の将来に対する楽観的な見通し

から来ていた。1993 年 10 月にモスクワで保

守派の武力蜂起が発生すると、ロシア外交は

欧米諸国への協調的姿勢から国益擁護重視の

                             
37 この調査は、フィンランド国際問題研究所のピッカネン

上級研究員がフィンランドの政治指導者 368 名に対して

実施した調査の一部である。調査の対象となった政治指導

者は、国会議員（外交・防衛委員会）、閣僚、政府高官（外

務省、国防省、貿易産業省、内務省、教育省、環境省、社

会保健省）、政党幹部、マスメディア、国防軍、教会関係

者等。1993 年９月 15 日から同年 11 月２日までに 214 名

（58％）から回答を得た。回答の 76％はモスクワで武力蜂

起が起こった 10 月３日以前に回収されている。Weijo 

Pitkänen, “Finland and Russia in a Changing Europe: 
Perceptions of the Finnish Political Elite,” Yearbook 
of Finnish Foreign Policy 1993, FIIA, 1993, p.55. 
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姿勢へと転換していった。このことは政治危

機勃発以降、エリツィン政権がそれまでの方

針を転換し、ＮＡＴＯ拡大に反対する立場を

示したことに明確に現れている38。 

ロシアの不安定な状況をみせつけられたフ

ィンランドでは、軍事的保障を得る観点から

ＮＡＴＯに加盟すべきという声は聞かれなく

なっていった。本来であれば、危機が予見さ

れるような状態が出現した場合には、同盟に

よって安全を確保したいと考えるであろう。

なぜフィンランドはそのような反応を示さな

かったのか。 

これには歴史的経緯が影響しているといえ

る。第二次世界大戦中、ソ連からの攻撃を受

けたフィンランドは屈服せず独立を死守した

が、孤立無援であった。国際連盟はソ連の追

放を決定したが、国際社会にはフィンランド

を援ける意思も能力も欠けていた。このよう

な独特の経験は、小国である同国が独立的生

存を確保していくうえで西側諸大国の助勢を

当てにすべきではなく、自らの外交的才覚で

東方の強大な隣国を怒らせない方策をとる以

外にないとの考えを強めさせた39。こうした

考え方から、ロシア情勢の見通しが不透明で

あっても、フィンランドが具体的に差し迫っ

た危機に直面しているわけではない状況では、

軍事機構であるＮＡＴＯに加盟するメリット

よりも、加盟によってロシアとの二国間関係

を悪化させるデメリットの方が大きいと考え

られたといえる。 

 

(2) ＮＡＴＯとの協力強化の選択 

その結果、フィンランド国内では、ＮＡＴ

Ｏ加盟よりもＮＡＴＯとの協力を強化するこ

とが賢明であるとの見方が優位することにな

                             
38 この経緯については以下を参照されたい。佐瀬昌盛『Ｎ

ＡＴＯ―21 世紀からの世界戦略』文藝春秋（1999）171-172

頁 
39 佐瀬昌盛「ポスト冷戦期における欧州中立諸国の変容

（1）」『海外事情』第 57 巻第２号（2009.2）107 頁 

った。それは、1994 年５月のＰｆＰ枠組み協

定の締結となって現れた。1995 年版の防衛白

書においては、ＰｆＰプログラムによって、

ＰｆＰ参加国がＮＡＴＯと協働する機会を持

つことにより、ＮＡＴＯとＰｆＰ参加国の相

互運用性が向上し、人道援助等の機能が強化

されたことを指摘している。一方で、ＰｆＰ

はＮＡＴＯ加盟を求める旧東側諸国がその資

格獲得に前進する機会を与えるものであると

も述べた。ただし、フィンランドがＰｆＰに

加わるのは自国の防衛問題がねらいではなく、

危機管理能力の向上と相互運用性の強化が目

的であるとしている40。これは、危機管理を

担う機関としてのＮＡＴＯへの期待を示す一

方で、ロシアへの対抗を意図していないこと

を強調するものであった。他方、国土防衛へ

の期待からＮＡＴＯとの協力を模索したこと

を示す例として、アハティサーリらが、1996

年のＩＦＯＲへの派遣や緊急展開部隊（ＦＲ

ＤＦ）の創設などに際し、国際的な協力は危

機管理活動への参加能力を向上させるだけで

なく、フィンランドの国土防衛の強化にも役

立つと論じたことが挙げられる。こうした意

見には、平和活動における能力の強化だけで

なく、フィンランドが攻撃を受けた場合に他

国の支援をより確実に受けられるようにして

おくというねらいが含まれていたといえる。

つまり、ＰｆＰによってＮＡＴＯとの関係を

強化することで、自国が攻撃されたときにＮ

ＡＴＯの支援を受けられるよう、ロシアの不

確実性に対して備えておくという意味合いが

あったと考えられるのである。最近でも、Ｎ

ＡＴＯの主導するアフガニスタンでの活動に

なぜフィンランドが責任を負うのかという問

いに対して、フィンランド軍の幹部が同様の

見解を示している41。 

                             
40 The Council of State・前掲（注５）33 頁 
41 Helsingin Sanomat, International Edition, 16 June 
2009. 
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2009 年版安全保障・防衛政策白書では、フ

ィンランドは防衛の基盤として、フィンラン

ドに対する武力侵攻の可能性又はその脅威を

完全に排除することはできないとしている42。

そのためフィンランドの防衛計画は、必要な

場合の戦略攻撃への防御と反撃にも焦点があ

てられている43。また、戦略的に重要な地域

の占領又は第三国への攻撃のためのフィンラ

ンド領土の使用を目的とした大規模攻撃も考

慮に入れている44。 

無論、フィンランドは、このような仮想の

脅威の対象としてロシアを名指ししてはいな

い。一方、白書では、ロシアをフィンランド

の安全保障環境にとって最も重要な変数であ

るとし、フィンランドはロシアの発展を熟視

するとしている45。 

このような立場は、領土防衛、一般徴兵制

度及び大規模な予備役制度を基礎とした軍の

体制にも表れている。これは、国際的な安全

保障協力のみならず、自国防衛への不変の意

思に基づいている46。冷戦後、東西両陣営が

フィンランドの近傍で衝突することも、ロシ

アがフィンランドに侵攻する可能性もほとん

ど考えられなくなったにもかかわらず、自国

防衛をことさらに重視する姿勢に変化はない。 

これは 1990 年代にスウェーデンをはじめ

とする他の北欧諸国が軍の改革・近代化を行

うことで国際化を図ったのとは大きく異なる。

近代化の遅れたフィンランドは、抜本的な軍

の再構築の代わりとして、1995 年に緊急展開

部隊を設立し、近年の平和活動の課題に対応

しようと試みた。しかし、他国の積極的な国

                             
42 Prime Minister’s Office・前掲（注 17）81 頁 
43 ここでいう戦略攻撃とは、国家の中枢機関や防衛システ

ムを麻痺させることによって国家の指導者から所望の決

定を引き出すことを意図した攻撃とされる。 
44 Finnish Information Division of the Defence Staff, 
Finnish Military Defence 2002, 2002, p.7. 

45 Prime Minister’s Office・前掲（注 17）40 頁 
46 同上 81 頁 

際化に比べて控えめともいえるこの措置でさ

え、議会の防衛委員会で一度は否決された。

その理由としては、国土防衛を弱体化すると

の見方が強かった。 

国防に対する意識の高さは国民にも共有さ

れている。2008 年の世論調査47によれば、国

防軍にふさわしい任務として 96％の国民が

「国家の領土保全」を挙げている。これは「世

界各地における危機及び脅威の防止への参

加」を挙げた 56％を大きく上回っている。ま

た、74％の国民は徴兵制を基礎とした現在の

防衛体制を支持している。さらに、「もし攻撃

されたなら、自国防衛のために武器をもって

戦う」と答えた人の割合は、72％に上ってい

る。 

このような自国防衛へのこだわりは、フィ

ンランドが実際には強大な隣国であるロシア

を常に意識し、東からの軍事的な脅威を完全

には捨て去っていないことを示しているとい

える。そして、そのロシアに対する意識が、

平和活動を通じＮＡＴＯとの協力を強化する

（ただし、加盟にまでは至らない）一因にな

ったのである。 

 

３ 北欧における地域協力の影響 

 北欧諸国間では 19世紀以来、国境を越えた

地域協力が行われ、1950 年代には北欧におけ

る地域協力（以下、「北欧協力」という。）の

推進機関として北欧会議がつくられた。北欧

会議は、フィンランド、デンマーク、アイス

ランド、ノルウェー、スウェーデンの５か国

の国会議員及び政府閣僚で構成されるフォー

ラムである。1952 年に４か国で設立され、

                             
47 この調査は、政府によって議会内に設置された「国防情

報に関する計画委員会（ＡＢＤＩ）」が外交安全保障政策

及び防衛政策に関する国民の意見を確認するために実施

したものである。調査対象は、オーランド諸島居住者を除

く 15 歳から 79 歳の約 1,000 名で、インタビューは 2008

年 10 月 17 日から 11 月４日の間に行われた。

<http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&s=263>（last 

access 2011.9.1） 
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1955 年にフィンランドが加わった。北欧会議

における決定は諮問的なものであるが、政府

代表も協議に参加しており、高い割合で実行

に移されている。特に、社会、環境、交通、

法律、文化面で大きな成果を挙げてきた48。 

1971 年には北欧閣僚会議も設置され、その

他、各国の研究機関や市民団体など官民様々

な団体が国境を越えたネットワークで結ばれ、

北欧諸国間の協力を社会のあらゆるレベルで

推進してきた。 

このように社会面では一体化が進んだ北欧

諸国は、安全保障に関する機構面においては

別々の道を歩んできた。第二次世界大戦後、

1949 年にデンマーク、ノルウェー、アイスラ

ンドの３か国がＮＡＴＯの原加盟国となり、

西側の防衛体制に入った。フィンランドはソ

連とＦＣＭＡ条約49を結ぶ一方、中立政策を

模索した。スウェーデンは伝統的な中立政策

を維持した。その一方で、北欧５か国政府は

軍事的に自制政策を採り、ソ連の安全を逆に

保障することによって域内の緊張を最大限回

避する姿勢は共通していた。具体的には、Ｎ

ＡＴＯ加盟のデンマークとノルウェーにおい

ては、外国軍基地の不設置というＮＡＴＯに

認可された特別条件が維持され、同じくＮＡ

ＴＯ加盟国であるアイスランドは米軍基地を

受け入れたものの、自らは軍隊を持たず非武

装を貫いた。さらにノルウェーはソ連と国境

を接する北部地域に軍事基地を置かず、ＮＡ

ＴＯの軍事演習も回避する方針を採り、バル

ト海に面したデンマークでもＮＡＴＯの軍事

演習は基本的に禁止された50。一方、フィン

ランドは、ＦＣＭＡ条約の前文において中立

                             
48 吉武信彦「フロンティアからみた北欧・ＥＵ関係―その

歴史的展開と可能性」山内進編著『フロンティアのヨーロ

ッパ』国際書院（2008）114 頁 
49 前掲（注１） 
50 デンマーク自治領のグリーンランドは後に対象外とさ

れた。大島美穂「地域協力の今日的意味―北欧の視点から」

『国際法外交雑誌』第 102 巻第３号（2003.11）121 頁 

への強い願望を明記し、東側への関与を最小

限にとどめて自国の行動の自由を確保しよう

とすると同時に、対ソ関係に配慮する姿勢を

示し続けた51。 

こうした中で、北欧諸国は国連やＣＳＣＥ

などの国際会議の開催国となることや国連Ｐ

ＫＯに代表される積極的な外交政策を展開す

ることにより、軍事的に自制しなければなら

ないという制約を乗り越え、北欧地域の安定

を確保することに成功し、その国際的な評価

を高めることもできたのである。 

冷戦期、国連ＰＫＯへの参加国として北欧

諸国はしばしば一体となって活躍した。例え

ば、1956 年のスエズ危機の際には、フィンラ

ンド・スウェーデン・ノルウェー・デンマー

クがともにＵＮＥＦⅠへ要員を派遣した。ま

た、特に北欧諸国の貢献を象徴していたのが、

1964 年に設立された北欧国連待機軍の制度

である。北欧国連待機軍は、実際には 1993

年に至るまで共同で部隊を派遣することはな

かったが、それまで訓練課程の分担による協

力を実施してきた。フィンランドが軍事監視

要員、ノルウェーが兵站将校要員、デンマー

クが憲兵要員、スウェーデンが司令部幕僚要

員の訓練をそれぞれ分担し、各国にある訓練

センターにおいて研修を行ってきたのである。

1993 年１月には、国連からの要請に基づいて

マケドニアへ北欧４か国からなるＮＯＲＤＢ

ＡＴ１を派遣している52。 

 北欧協力の長い歴史と実際の共同での活動

から、北欧諸国では国民も議会もともに北欧

協力に対しては特別な共感を持つ傾向があり

53、フィンランドもその例外ではなかった。

ＩＦＯＲへの派遣はフィンランドが伝統的な

                             
51 マックス・ヤコブソン『フィンランドの知恵―中立国家

の歩みと現実』北詰洋一訳、サイマル出版会（1990）125

頁 
52 神余隆博編『国際平和協力入門』有斐閣（1995）148 頁 
53 Jakobsen・前掲（注 11）126-127 頁 
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ＰＫＯを超えた最初の例であったが、フィン

ランドの派遣部隊が北欧・ポーランド旅団に

属する予定であったため、国内の支持を得る

のが非常に容易になった。また、フィンラン

ドは、2003 年に創設されたＮＡＴＯ即応部隊

（ＮＲＦ）の演習に、2007 年５月、スウェー

デンとともにパートナー国として参加した。 

北欧協力への親近感は、他の北欧諸国と足

並みをそろえなければ、北欧地域においてフ

ィンランドだけが取り残されるという危機感

を伴うものでもあった。この危機感は、1993

年にＮＯＲＤＢＡＴ２としてボスニアへの合

同の部隊派遣が決定されたとき、財政難と法

的制約からフィンランド軍のみが部隊を送る

ことができず、15台の装甲兵員輸送車の提供

のみにとどまったことを機に、増大した54。

そして、これが、ＩＦＯＲへの派遣や 1990

年代のＰＫＯの質的・量的な変化に合わせて

軍の改革・近代化を行い、待機軍制度を改め

るに当たっても重要な促進要因となった。例

えば、デンマークが 1993 年 10 月にデンマー

ク即応旅団（the Danish Reaction Brigade）

を設立し、主に緊急展開軍としてＮＡＴＯに

提供される部隊を準備したことは、1996 年の

フィンランドの緊急展開部隊の設立を触発し、

そのための法改正を促した55。 

つまり、ＮＡＴＯとの協力を促進するに当

たって北欧協力が与えた影響としては、北欧

協力への国民の信頼感があったことが挙げら

れる一方で、共同で行動しなければフィンラ

ンドだけが取り残されるという意識があった

といえる。 

 

４ スウェーデンとの関係の変化 

 前項で北欧諸国が平和活動において、しば

しば一体となって活躍してきたことを述べた

                             
54 “Joint Nordic Group to Take Tanks to Bosnia,” Jane’s 
Defence Weekly, vol.20, no.15, 9 Oct 1993, p.13. 

55 Jakobsen・前掲（注 11）127 頁 

が、その中でもフィンランドとスウェーデン

は特別に緊密な関係を持つ。それはフィンラ

ンドが、1917 年にロシアの統治下に入る前は

700 年にわたりスウェーデンの支配下にあっ

たことにも起因しているが、その歴史的な関

係が継続していたというよりは、冷戦期に両

国がおかれた安全保障環境によるところが大

きい。 

 両国は第二次世界大戦後ともに中立政策を

とってきたが、その中立の特性は異なる。フ

ィンランドの中立政策の基礎は、1948 年に締

結されたＦＣＭＡ条約にある。同条約は前文

において、大国間の対立、紛争の局外に立ち

たいとするフィンランドの願望を明記してい

る。しかし一方で、条文では、フィンランド

は、ドイツ又はドイツと同盟関係にある国に

よって攻撃を受けた場合、またはソ連がフィ

ンランド領土を使用したこれら諸国の攻撃を

受けた場合には、防衛義務を負うとされてい

た。また、そのような攻撃の脅威が明確とな

った場合には、ソ・フィン間で軍事協議を行

うことも明記されていた。このためフィンラ

ンドの中立政策は、平時及び自国が関係しな

い戦時における中立を目的とする対ソ友好政

策であり、国際社会からソ連よりの中立政策

であるとみなされた。 

これに対して、同様に中立政策をとりなが

らも、スウェーデンの中立政策は、戦時にお

ける中立を目的とした平時における非同盟で

あるという点で、フィンランドの中立政策と

異なっている。スウェーデンの中立政策は、

他国の安全保障政策の基本線が変更されたか

らといって、その影響を受け、原則から逸脱

するといった性格のものではない56。また、

                             
56 Pekka Sivonen, “Finland and NATO,” in Bo Huldt, Teija 
Tiilikainen, Tapani Vaatoranta and Anna 

Helkama-Rågård eds., Finnish and Swedish Security: 
Comparing National Policies, Swedish National Defence 
College and the Programme on the Northern Dimension of 

the CFSP conducted by the Finnish Institute of 
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200 年近くの間、近隣諸国との平和を保って

いるという中立の伝統もあった。そのため、

協議メカニズムを持ち、潜在的に軍事同盟へ

移行する可能性を完全には否定できないフィ

ンランドの中立政策と比べて、スウェーデン

の中立政策はより強固であると国際社会から

も判断されていた57。 

 フィンランドの中立政策は、国際社会から

ソ連に宥和的という意味でしばしば「フィン

ランド化」という侮蔑的な標語で表された。

こうした国際社会からの評価を改善し、スウ

ェーデンと同様の国際的な地位を獲得したい

とする欲求がフィンランドにはあった。この

願望が冷戦期の多くの安全保障政策の決定に

おいて、フィンランドがスウェーデンに追随

する傾向があったことに影響していると考え

られる。 

 しかし、ソ連が崩壊し、それまでフィンラ

ンド外交を大きく規定してきたＦＣＭＡ条約

は失効し、その後、新たにロシアとの間で締

結された条約には、軍事協議などの安全保障

に関する事項は含まれないこととなった。こ

れにより、フィンランドの総体的な自立の道

が開かれた。フィンランドはもはや中立政策

を維持する必要はなくなり、ＥＵに加盟し、

軍事的非同盟政策へと移行した。 

これはフィンランドがスウェーデンに比べ

て、より積極的にＮＡＴＯに関与していくき

っかけとなった。例えば、1992 年にフィンラ

ンドがＮＡＣＣへオブザーバー参加を希望し

た際、事前にスウェーデンとその問題につい

て話し合われたが、スウェーデンはオブザー

バーとしての地位に関心を示さなかった。フ

ィンランドは単独でＮＡＴＯ本部との交渉を

行い、中立・非同盟国として唯一ＮＡＣＣの

                                         
International Affairs and the Institut fur Europaische 

Politik, 2001, pp.92-93. 
57 同上 93 頁 

オブザーバーの地位を得た58。 

近年では、ＮＲＦへの参加決定で同様の傾

向がみられる。2008 年のブカレスト・サミッ

トにおいてフィンランドはＮＡＴＯのＮＲＦ

に参加する用意があるとの声明を発表した。

これは、ＮＡＴＯへの関与を更に拡大したい

というフィンランドの意向を示している。当

初、ＮＲＦへの参加の決定は、スウェーデン

の声明と同時に出されることが予期されてい

たが、スウェーデンがその決定を秋まで遅ら

せたにも関わらず、フィンランドは先行して

決定を下した59。 

また、装備の調達に関してもフィンランド

がスウェーデンへの依存から脱却する傾向が

現れている。冷戦時代、ソ連との関係や中立

政策を遂行する観点から、国土防衛のための

装備品の調達先を東西のいずれにも偏らない

ようフィンランドは腐心してきた。フィンラ

ンドの主力戦闘機は、以前はソ連製のミグ戦

闘機であったが、1972 年からはこれをスウェ

ーデン製のドラケン戦闘機へと切り替えた60。

しかし、冷戦終結後の国防体制の見直しの結

果、1992 年５月、米国からＦ18戦闘機を購入

することを決定し、1995 年から調達を開始し

た61。これにはＮＡＴＯ基準の装備を購入す

ることで相互運用性の向上を図る狙いもあっ

たと考えられる。 

さらに、1995 年にＥＵに同時に加盟したこ

とも、フィンランドがスウェーデンと同等の

地位にあるとの意識を高めた。経済面でも、

                             
58  Ministry for Foreign Affairs, “Fifteen Years of 
Partnership for Peace with NATO,” News, 5 November 
2009.  

59 Sverre Myrli, “Contributions of Non-NATO Members to 
NATO Operations,” NATO Parliamentary Assembly, Sub- 
committee on Future Security and Defence Capabilities, 

15 November 2008, p.9. 
60 石垣泰司「戦後の欧州情勢の変化とフィンランドの中立

政策の変貌」『外務省調査月報』2000 年度第２号（2000.9）

113 頁 
61 Helsingin Sanomat, International Edition, 9 August 
2000. 
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フィンランドは 1990 年代初頭の景気後退か

ら回復し、情報通信産業を中心とした産業の

発展により、欧州でも有数の経済大国となっ

た。こうした経済的な発展もフィンランドが

スウェーデンを理想的な社会モデルと考え、

その政策に追随する必要がなくなったと考え

るに至った要因の一つであると考えられる。 

 冷戦終結後ＦＣＭＡ条約を廃棄し、ロシア

が弱体化したことで、フィンランドは真の中

立国となることも選択できた。しかし、実際

にフィンランドの政治指導者が選択したのは、

ＮＡＴＯとの協力を強化することであった。

これは、自国の判断で中立政策をとり、この

まま中立を維持するべきであるというのが世

論と政策決定者の間の一般的見解となってい

るスウェーデンとは大きく異なっている62。

フィンランドとスウェーデンはＥＵの危機管

理能力の検討過程において、共同で文民緊急

対応能力の整備の必要を主張して認められる

など、現在も政策協議や軍事面での緊密な協

力を行っている。こうした協力は今後も続く

であろう。しかし、フィンランドが新たな選

択をするためにスウェーデンに追随する必要

があるとする考えは大きく後退した。このこ

とが、フィンランドが冷戦後にＮＡＴＯ主導

のＰＳＯに、スウェーデンよりも積極的に参

加してきた一因になってきたといえる。 

 

おわりに 

以上、冷戦後のＮＡＴＯの変質とフィンラ

ンドの安全保障政策との親和性、潜在的脅威

としてのロシア、北欧協力の影響及びスウェ

ーデンに追随する必要性の低下という４つの

要因によって、フィンランドは、平和活動に

関しＮＡＴＯとの協力を強化してきたといえ

                             
62 上原史子「ヨーロッパにおける中立政策と安全保障のジ

レンマ―オーストリア外交からの一考察」内田猛男編著

『地域社会の変容とガバナンス』中央大学出版部（2010.2）

98-99 頁 

る。これらの要因に通底しているのは、東西

分断のなくなりつつある欧州における新しい

安全保障秩序の出現であったと考えられる。 

東西冷戦の終結は、フィンランドを含むそ

の周辺国にとって、潜在的脅威としてのロシ

アの消滅を意味するものではなかった一方で、

ロシアを含む全欧州諸国の協調の場へと、ま

た、よりグローバルな危機管理・平和構築に

取り組む機構へと、ＮＡＴＯが変質すること

を促した。これにより、フィンランドは、か

つては主に国連を通じて追求してきた国際的

な地位の向上、影響力の確保を欧州及びその

安全保障の中核をなすＮＡＴＯを通じて追求

できるようになったといえる。 

そして、それは、国連を通じての場合以上

に、フィンランドの国防にとっても有益な方

法であると同時に、依然として完全には消滅

していない東西の「架け橋」という伝統的な

役割を果たし続けていく上でも、有益かつロ

シアが許容し得る方法であったといえる。 

また、ロシアへの配慮は、ＮＡＴＯ加盟へ

の歯止めになると同時に、ＥＵや北欧協力な

ど、ＮＡＴＯ以外の枠組みを並行して重視す

るという姿勢を促しているともいえる。 

 

 このように、大国と国境を接するフィンラ

ンドという小国が、対外政策を進める上でい

かに微妙な判断の積重ねによって最善な策を

模索してきたかということを概観することは、

大国に隣接する中小国の安全保障・外交政策

を検討する上でも重要な手がかりになるであ

ろう。 
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東日本大震災からの復興モデルの検証 
―再生可能エネルギーと社会資本インフラ― 

 
衆議院調査局調査員 
清 家  弘 司 
（環境調査室）  

同          
庄 司  啓 史* 
（予算調査室）  

衆議院事務局議事部議事課 
小 林  英 樹 
（前法務調査室）  

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

［第 1 部］ 

 東日本大震災からの復興の中核をなすのは、東北地方において大きなポテンシャルをもつ再生可

能エネルギーの大規模導入によるエコシティ／スマートシティづくりと同時に、高齢化社会を見据

えた住みよいコンパクトシティづくりである。そのためには、再生可能エネルギーの弱点である発

電の不安定さを解消する蓄電池やスマートグリッドといった技術革新と政府による需要拡大策が

必要である。さらに、重要なのは、第 177 回国会で成立した「電気事業者による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法」の「再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度」の実効的な

運用である。 

今後、復興特区制度が本格運用された暁には、自治体と住民が主役となって地域のニーズにあっ

た復興メニューが選択されていくことが期待される。政府はそうした動きを力強く支援するととも

に、国会もこうした取組が加速するよう、国民の意見を汲み上げつつ、立法措置や予算案の審議等、

あらゆる場面を通じて政府に働きかけ、監視を行っていくべきであろう。 

 

［第２部］ 

 震災復興に伴う社会資本インフラ整備の経済効果を高めるために重要なことは、同時に産業の集

積を行うことである。国は、規制等の産業集積のための障害を可能な限り取り除く必要がある。ま

た、経済復興を果たした場合は、被災地が復興財源を負担する課税平準化の考え方も考えられる。

さらに、現在の日本の財政状況及び社会資本の限界生産性逓減の性格を鑑みると、過大な社会資本

インフラ整備は避けるべきである。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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《構 成》 

 

第１部 「エコシティ／スマートシティ」モデ 

ルによる東日本大震災からの復興提言

に関するリサーチ 

はじめに 

Ⅰ 東北復興のための提言と新たな都市構想 

Ⅱ 再生可能エネルギー導入及びスマートシ

ティ構築の必要性～被災地の事情、国の事情

～ 

Ⅲ 被災地における各再生可能エネルギーの

優位性及び現状 

Ⅳ 再生可能エネルギー導入による復興に関

する今後の課題 

おわりに 

 

第２部 社会資本インフラの経済効果分析か 

ら導かれる復興課題1 

はじめに 

Ⅰ 都道府県別ＴＦＰ、労働投入、資本投入の

県内総生産伸び率への寄与 
Ⅱ 生産関数による社会資本の効果分析 

Ⅲ 復興のための課題 

おわりに 

 

 

 

第１部 「エコシティ／スマートシティ」

モデルによる東日本大震災からの

復興提言に関するリサーチ 

 

はじめに 

平成23年３月11日に発生した我が国観測

史上最大規模の地震である東北地方太平洋

沖地震による揺れとそれに続く大津波（以下

「東日本大震災」という。）により、多くの

尊い人命、家屋・財産が失われた。また、道

                                                  
*第２部担当 
1 第２部の作成に当たり、一橋大学佐藤主光教授、新潟大

学中東雅樹准教授、一橋大学井深陽子講師には、大変有

益なご指導及びコメントをいただいた。ここに記し、深

く感謝いたします。また、一橋大学国際・公共政策大学

院、石井優太、李炫定両氏には多大な助力をいただいた。

併せて感謝したい。 

路・鉄道をはじめとする公共交通機関、電気、

上下水道などライフラインが破壊された。さ

らに、東京電力福島第一原子力発電所の事故

により、土壌、大気等の汚染による健康被害

への懸念が今でも続いている。 

内閣府の試算によると、東日本大震災の被

害額は 16.9 兆円であり、今回の震災は、地

震の規模から被災地域、人的被害、住宅被害

まで阪神大震災の被害（9.6 兆円）を大きく

上回っている2。被災地の中でも特に岩手県、

宮城県、福島県は、極めて甚大な被害を受け

ており、巨大な津波被害に見舞われた地域で

は、沿岸部を中心に大きく地盤が沈下し、原

形復旧による復興は極めて困難な状態であ

る3。また、厚生労働省によると、被災３県に

おける雇用保険離職票等交付件数は、18 万

7,329件(３月12日～11月６日)で前年の1.6

倍になるなど、東日本大震災の影響で失業し

たとみられる労働者が数多く存在すること

から、復興のためには産業再生・雇用関係の

支援が欠かせない4。さらに、福島第一原発の

事故は、今回の震災の被害をより深刻なもの

としており、原発が冷温停止したとしても、

汚染された土壌、河川、海洋などがいつ、以

前の清浄なものに戻るのか、終着点は見えな

い。 

このような中、被災地の復旧・復興のため

には、国、自治体、民間企業等、様々な主体

が協働していかなくてはならない。 

今回の復興は、被災地の復旧・復興のみな

らず、我が国の今後のエネルギー政策の道筋

                                                  
2 内閣府「東日本大震災における被害額の推計について」

（平成 23 年６月 24 日）<http://www.bousai.go.jp/oshi

rase/h23/110624-1kisya.pdf>(last access 2011.11.1

4)、嶋中雄二「提言３ 景気は 13 年春まで上昇を続ける」

『震災からの経済復興』東洋経済新報社（2011）85-86 頁 
3 宮城県「宮城県震災復興計画～宮城・東北・日本の絆・

再生からさらなる発展へ～」（平成 23 年 10 月）１頁 
4 厚生労働省「平成 23 年(2011 年)東日本大震災の被害状

況及び対応について(第 108 報)」（平成 23 年 11 月 25 日

14 時現在）<http://www.mhlw.go.jp/jishin/joukyoutai

ou.html>(last access 2011.11.29) 
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を立てるとともに、停滞する日本経済を立て

直す契機としなくてはならないという点で、

非常に大きな困難を伴う。この点、宮田秀明

東京大学教授は、①被災地の復興のほかに、

②エネルギー安全保障の向上、③地球環境問

題の解決、④産業競争力の向上、という４つ

の方程式を解かなければならないと指摘す

る5。同じく、寺島実郎日本総合研究所理事長

は、今回の災害が地震と津波という自然災害

だけであったら、日本は間違いなく３年で復

旧するだけの財政基盤も技術基盤もあるが、

実際には地震、津波、原発事故という三段階

の問題であることから、大震災への対応は、

復興ではなく、社会システム全体のパラダイ

ム転換が必要という意味で「創生」という新

たな機軸で議論しなければならないとして

いる6。 

この第１部では、宮田教授の指摘する４つ

の問題を解決に近づけるため、東北復興のた

めの「エコシティ／スマートシティ構想」に

ついて見ていくことを通じてその課題を探

る。具体的な流れは、以下のとおりである。 

Ⅰでは、東北復興のための「エコシティ／

スマートシティ構想」について、政府の東日

本大震災復興構想会議（以下「復興構想会議」

という。）の提言や有識者による具体的な提

言を概観する。 

Ⅱでは、被災地において再生可能エネルギ

ーやスマートシティを先導的に導入してい

く必要性と、国家として被災地にスマートシ

ティを導入していく必要性について見てい

くこととする。ここでは、危機対応としての

分散型電源の問題、東北地方が震災以前から

抱える問題等を見ることで、新たな産業・雇

                                                  
5 その上で、４番目の問である「産業競争力の向上」を

実現するために必要なことは、「自然エネルギー発電と

蓄電技術」であるとする。『日経ビジネス 1589 号』日経

ＢＰ社（2011 年５月２日） 
6 寺島実郎「提言１ 日本創生のグランドデザイン」『震

災からの経済復興』（前掲注２）15 頁 

用の創出が必要であるということを見てい

くこととする。さらに、原発事故の被害を受

けている福島県に対する政府の復興策につ

いても見ていくこととする。 

Ⅲでは、被災地において再生可能エネルギ

ーを導入する際の優位性及び現在の取組に

ついて、太陽光、風力、地熱、バイオマス及

び小水力の各発電について見ていくことと

する。 

最後に、Ⅳでは、再生可能エネルギー導入

による復興のための今後の課題として、住民

意見の反映の重要性、エコシティ／スマート

シティの重要な構成要素である蓄電池及び

スマートグリッド、再生可能エネルギーの全

量固定価格買取制度のための法律の今後、復

興特区制度の運用及び政府の予算案におけ

る復興政策について見ていくこととする。 

 

Ⅰ 東北復興のための提言と新たな都市

構想 

１ 相次ぐ東北復興のための提言 

政府の復興構想会議の議論をはじめ、有識

者の多くが、東日本大震災の被災地を環境配

慮型都市としての「エコシティ」、「スマート

シティ」、あるいは「コンパクトシティ」と

することで復興を図ることを提言している。

また、産業界も相次いでスマートシティ構想

を打ち出し、これを東日本大震災の被災地復

興に役立てようとしている7。 

 

 

 

                                                  
7 民間企業の取組について、内山勝久日本政策投資銀行

設備投資研究所主任研究員は、「我が国の最先端技術を

用いた海外向けの環境インフラ投資事業・輸出事業に着

手している企業も既にいくつかあることから、そのノウ

ハウを是非被災地復興に向けてもらいたい」と期待感を

表している。内山勝久「復興に環境まちづくりの構想を

―社会的共通資本によるアプローチ―」伊藤滋、奥野正

寛、大西隆、花崎正晴編『東日本大震災復興への提言―

持続可能な経済社会の構築―』東京大学出版会（2011）

53 頁 
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２ エコシティ、スマートシティ、コンパク

トシティとは 

そもそも、エコシティ、スマートシティ、

コンパクトシティとは何か。明確な定義があ

るわけではないが、国土交通省によると、「エ

コシティ」（環境共生都市）とは、環境負荷

の軽減、人と自然の共生及びアメニティ（ゆ

とりと快適さ）の創出を図った質の高い都市

環境を有する都市のことである8。 

スマートシティ（環境配慮型都市）とは、

スマートグリッド（ＩＴを駆使して電力の流

れを供給側と需要側双方から制御、監視、最

適化できる次世代送電網）や電気自動車、省

エネ家電などを組み合わせて都市全体のエ

ネルギー供給を効率化するとともに、省エネ

や温室効果ガスの排出削減などを推進する

環境配慮型の都市である。 

コンパクトシティとは、都市をコンパクト

にすることで、近郊の緑地や農地を保全でき、

また、都心居住を進めることにより、職場と

自宅が近くなり（職住近接）、通勤による渋

滞を緩和することができるとともに、高齢者

などの自家用車を利用しにくい人々が、歩い

て商店街や公共公益施設を利用することが

できるようになるような都市である9。 

 

３ 政府の復興構想会議の提言にみるイン

フラ再構築 

政府の復興構想会議は、その提言の中で、

再生可能エネルギーの利用促進を強調する

                                                  
8 国土交通省「エコシティづくりを進めるために」 

 <http://www.mlit.go.jp/crd/city/eco/eco012.html>(last ac

cess 2011.11.14）、ＪＩＣＡホームページ<http://www.ji

ca.go.jp/jica-ri/publication/archives/jica/field/pdf/20051

0_dev_03.pdf>(last access 2011.11.14） 
9 国土交通省「コンパクトシティとは」<http://www.thr.

mlit.go.jp/compact-city/contents/what_is/what_is.h

tml>(last access 2011.11.14）、国土交通省東北発コン

パクトシティプロジェクトチーム「東北発コンパクトシ

ティの実現に向けて～実現に向けた取組みの進め方と取

組み事例～」（平成 23 年２月）<http://www.thr.mlit.g

o.jp/compact-city/contents/jitugennimukete/index.h

tml>(last access 2011.11.14） 

とともに、被災地におけるインフラの再構築

に当たっては、①省エネルギーシステムの効

率的な活用、②再生可能エネルギーなど多様

なエネルギー源の利用、③蓄電池の導入によ

る出力不安定性への対応、④ガスなどを活用

したコジェネレーション（熱電併給）の活用

を総合的に組み合わせた「先端的な自立・分

散型エネルギーシステム」を地域特性に応じ

て導入していくことが必要であるとする。そ

の上で、スマートシティ（コミュニティ）の

ような自立・分散型エネルギーシステムは、

エネルギー効率が高く、災害にも強いことか

ら、我が国で長期的に整備していく必要があ

り、まずは被災地の復興において、それを先

導的に導入していくことが求められるとす

る10。 

 

４ 有識者による具体的な復興提言 

東日本大震災により大きな被害を受けた

地域の復興に当たっては、新たな都市計画が

必要となる。その計画においては、防災に最

大限配慮し、住民に安心・安全を提供し、か

つ、電力の消費が少ないなどエネルギー効率

がよく、高齢者に優しいまちづくりを目指す

必要がある11。そして、こうしたまちづくり

に当たって重要となるのが、①省エネが進み、

温室効果ガスの排出が少ない環境配慮型都

市である「スマートシティ」と、②商店街や

公共施設がまちの中心部に位置するなど、職

住近接型の「コンパクトシティ」である。 

震災後、様々な有識者が復興のためのアイ

ディアを発信しているが、「スマートシティ」

による復興と「コンパクトシティ」による復

興には、主に以下のようなものがあり、スマ

                                                  
10 東日本大震災復興構想会議「復興への提言～悲惨のなか

の希望～」（平成 23 年６月 25 日）32-33 頁 
11 気仙英郎産経新聞論説委員「大震災の復興計画」（201

1 年４月５日）<http://www.sankeibiz.jp/econome/news

/110405/ecc1104050501000-n3.htm>(last access 2011.

10.11） 



東日本大震災からの復興モデルの検証 

―再生可能エネルギーと社会資本インフラ― 

 

RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12） 115 

ートシティとコンパクトシティを融合した

まちこそが、被災地の復興において目指すべ

き都市モデルであろう。 

 

(1) スマートシティによる復興 

ア 津波の被害を受けた沿岸部を国が買い

上げ、安全地帯に省エネと情報ネットワー

クを実現したスマートシティを作る（柏木

孝夫東京工業大学教授）12。 

イ スマートシティを建設し、スマートグリ

ッドを張り巡らせ、新しい産業創造の場と

する（ジェラルド・カーチス コロンビア

大学政治学教授）13。 

ウ 復興計画の柱として、最新の防災システ

ムや、再生可能エネルギーを備えた「東北

スマートシティ」構想を提案する（金子勝

慶應義塾大学経済学部教授）14。 

エ 21 世紀型の技術は都市・環境技術が中

心になると考えられることから、こうした

技術を体化した、思い切った街づくりが期

待される（竹中平蔵慶応義塾大学総合政策

学部教授）15。 

オ 再生可能エネルギーの利用率を高め、電

力系統を最適化し低炭素化を図るととも

に環境産業の振興を図る。電気自動車や公

共交通機関の導入のほか、リサイクルを充

実させ、ゼロエミッションを目指す（内山

勝久日本政策投資銀行設備投資研究所主

任研究員）16。 

                                                  
12 『産経新聞』（2011 年４月 15 日） 
13 具体的には、東北大学などを拠点として 21 世紀型のテ

クノロジー集積地とし、国内外から優良企業や投資マネ

ー、優秀な人材を呼び込むことを提案している。『日経

ビジネス 1585 号』日経ＢＰ社（2011 年４月４日） 
14 金子教授は、雇用の確保こそ復興の重要な要素であると

して、小規模水力発電を各地に建設し、小さな雇用を数

多く創出することを提案している。『東京新聞』（2011

年３月 28 日） 
15 竹中平蔵「提言７ 非常時こそ基本に忠実に」『震災か

らの経済復興』（前掲注２）181-182 頁 
16 東北地方はもともと自動車・電子機器部品の供給で大き

な役割を担ってきた地域でもあり、ポテンシャルは十分

 (2) コンパクトシティによる復興 

ア 地方都市の再生には商業、医療、行政、

更には教育の施設を集約し、緊密なコミュ

ニティの維持を図るコンパクトシティを

提案する（本郷尚国際協力銀行環境ビジネ

ス支援室長）17。 

イ 住民の高齢化を見据えて医療や介護の

有機的な連携を意識した街づくりを進め

るべきであり、そうすることで東北地方は

全国に先駆けて、高齢化社会に対応したモ

デルケースを示すことが可能となる（土居

丈朗慶応義塾大学経済学部教授）18。 

ウ 分散化していた地域を一つのエリアに

まとめて集中させるコンパクトシティの

ような街づくりを自治体が構想すれば、医

療と介護がセットになった医療介護シス

テムの新しいモデルとなり、民間の資金と

アイデアを呼び込むことができるのでは

ないか（柳川範之東京大学大学院経済学研

究科准教授）19。 

エ コンパクトシティの発想を取り入れる

ことで、省エネ型となるとともに、周辺部

には農地や森林などの緑地を配し、あるい

は漁港を整備することができる。また、自

動車に過度に依存する必要がなくなるの

で高齢者にも優しい（内山勝久日本政策投

資銀行設備投資研究所主任研究員）20。 

                                                                        
あるとする。内山・前掲注７ 52 頁 

17 『日経産業新聞』（2011 年５月 13 日） 
18 高齢者が生活する際に移動距離が短くなるような街を

つくるとともに、居住地と近接する場所に病院や介護施

設を設けるなど、高齢者にとって便利かつサービス提供

者にとってもコストが少なくて済むようなプランが望ま

れるとする。土居丈朗「東北州政府の樹立を 道州制で

国の権限を委譲し利害調整を地元に委ねることで新しい

街づくりがはじまる」『震災からの経済復興』（前掲注

２）109-110 頁 
19 柳川範之「提言５ 街づくり全体の権利を売る」『震災

からの経済復興』（前掲注２）131 頁 
20 住民相互のコミュニケーションが維持でき、つながりが

実感できる魅力あるまちとすること、津波からの避難場

所として耐震性のある構築物の高層部を機能させ、避難

の移動距離や時間を短縮させることを提言している。内

山・前掲注７ 52 頁 
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オ 東北に最高水準の医療設備や介護サー

ビスを整備して、世界に類を見ない理想的

な職住環境を作る（ジェラルド・カーチス 

コロンビア大学政治学教授）21。 

 

Ⅱ 再生可能エネルギー導入及びスマー

トシティ構築の必要性～被災地の事情、

国の事情～ 

政府の復興構想会議の提言は、自立・分散

型のエネルギーシステムであるスマートシ

ティは、エネルギー効率が高く、災害にも強

いことから、これを被災地の復興において先

導的に導入するとともに、我が国において長

期的に整備していく必要があるとする22。 

そこで、本節では、①なぜ被災地の復興に

おいて再生可能エネルギー及びスマートシ

ティを先導的に導入していく必要があるの

か、また、②なぜ国家として被災地にスマー

トシティを導入していく必要があるのかに

ついて見ていく。 

 

１ 被災地の復興において再生可能エネル

ギー及びスマートシティを先導的に導入

していく必要性 

政府の復興構想会議の提言は、再生可能エ

ネルギーを、①エネルギー源の多様化・分散

化、②地球温暖化対策、③新規産業・雇用創

出などの観点から「重要である」とする23。 

②の地球温暖化対策について、ＣＯ2 を多

く排出する石油、石炭、天然ガス等の化石燃

料に代替するものとして再生可能エネルギ

ーの持つ意義は大きいが、被災地の復興及び

日本再生に焦点を当てるため、以下では①エ

ネルギー源の多様化・分散化及び③新規産

                                                  
21 『日経ビジネス』日経ＢＰ社（2011 年４月４日） 
22 前掲注 10 33 頁 
23 他方で再生可能エネルギーの課題として出力の不安定

性やコスト高、立地制約などが挙げられるとする。前掲

注 10 32 頁 

業・雇用創出について見ていく。 

 

(1) 危機対応としての分散型電源の推進 

東日本大震災の被災地である東北地方や

北関東は、大震災から半年以上を経た今でも

震度５以上の余震や、台風上陸による集中豪

雨といった災害にさらされており、今後も大

規模集中型の発電所がこれらの自然災害に

よる被害を受け、停電を余儀なくされるよう

な事態が懸念される。 

この点、分散型電源である再生可能エネル

ギーは、今回の大震災のような災害にも強い

とされる。「災害に強い」ということには２

つの意味があり、１つは、システムとして強

いということ、もう１つは、物理的にも強い

ということである。 

前者は、太陽光発電は電力供給ストップ時

でも自立運転機能で発電した電気を直接利

用可能であり、また、太陽光や風力の発電施

設のいくつかが被害を受けたとしても、再生

可能エネルギーの発電施設は小規模分散型

で全国に数多く散らばっているので、日本全

体から見ればほとんどダメージはないとい

う24。まさにインターネットの登場で「集中」

から「分散」へと移行した情報通信のように、

電力も分散型システムに移行すれば、社会全

体が麻痺するような事態を回避できること

から、「危機対応として分散型電源を推進す

べき」との指摘がなされている25。 

後者については、日本風力発電協会による

と、東日本大震災の影響により風車が倒壊・

破損等の被害を受けた事例はほとんどなく、

運転が不可能になった風力発電設備は１つ

                                                  
24 環境大臣 松本「省エネ・再エネを新たな基幹的な柱

に」（平成 23 年６月 22 日）<http://www.npu.go.jp/po

licy/policy09/pdf/20110622/siryou8.pdf>(last acces

s 2011.11.30）、飯田哲也、鎌仲ひとみ『今こそ、エネ

ルギーシフト ―原発と自然エネルギーと私達の暮らし

―』岩波書店（2011）36 頁 
25
 飯田・鎌仲 前掲注 24 47 頁 
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もないという26。また、太陽光発電（ＰＶ）

設備についても、ＮＰＯ法人太陽光発電所ネ

ットワークと黒川浩助東京工業大学ソリュ

ーション研究機構特任教授が共同で行った

実態調査（中間報告）によると、被災地域に

おいて、①太陽光パネルの散乱を見ることは

なく、②屋根材（瓦等）が破損してもＰＶ設

置部は健在であり、③津波被害がなく地震の

影響を受けた近隣地域においても太陽光発

電システムはほとんど損傷がなかった（震度

６の千葉県我孫子市と船橋市のＰＶアンケ

ート調査）とされる27。 

 

(2) 被災地東北地方が震災以前から抱える

問題と新規産業・雇用創出 

次に、新規産業・雇用創出について検討す

る。この問題を考えるに当たっては、被災地

である東北地方が震災以前から抱える問題

についても見ておく必要がある。 

内山勝久日本政策投資銀行設備投資研究

所主任研究員は、今回の東日本大震災におい

て特に被害が大きかった岩手、宮城、福島三

県の特徴として、①人口減少率が高いこと、

②老齢人口比率が高く、生産年齢人口比率が

低いこと、③県内総生産に占める第一次産業

の比重が大きいこと、④自動車や電子機器の

部品製造を行う地場中小企業が多いことを

挙げる28。復興の過程は、これら被災地域の

特徴や実情を踏まえたものでなければなら

ないことから、以下、それぞれについて見て

いく。 

                                                  
26 松本・前掲注 24。国内最大風力発電事業者であるユー

ラスエナジーは、最も津波被害が大きかった釜石広域ウ

インドファームでも設備自体の損傷はなかったとする。

『週刊 エネルギーと環境 2142 号』エネルギージャー

ナル社（2011 年６月 30 日） 
27 ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク「東日本大震災に

おけるＰＶ被災実態調査（中間）報告」<http://www.gr

eenenergy.jp/guide/pdf/East_earthquake_interim_rep

ort.pdf>(last access 2011.11.14） 
28 内山・前掲注７ 49 頁 

ア 人口減少率が高い 

藻谷浩介日本政策投資銀行地域振興グル

ープ地域支援班参事役は、津波被災地域の復

興に際しては、今後の人口減少を見据え、今

回建物の全壊被害のなかった地域に居住機

能をコンパクトに集中することで、夜間に津

波が再来しても安心な生活環境を子孫に残

すべきとする29。同様に、大西隆東京大学先

端科学技術研究センター教授は、今回の津波

被災地域は津波危険地帯であることから、可

能な限り同じ場所には集落を再建せず、同程

度か今回以上の規模の津波に対して安全な

高台など他地域に移転することが望ましい

とする30。しかし、被災地には高齢者が多く、

他地域への移住を希望する被災者は必ずし

も多くないとの実態もあることから、こうし

た被災者の希望を尊重するのか、官主導で他

地域への移住を進めるのか、国及び自治体に

とっては難しい判断が必要となる31。 

 

イ 老齢人口比率が高く生産年齢人口比率

が低い 

土居丈朗慶応義塾大学経済学部教授は、今

後、日本のほぼ全ての都市や地域で東北地方

と同じように高齢化が進んでいくことから、

高齢者の多いコミュニティでどのような街

づくりをしていけばよいのかについて、被災

地の取組が今後の模範となるとする32。同様

に、藻谷参事役は、首都圏をはじめとする大

都市地域においても、総人口増加の陰で生産

年齢人口の減少が進んでおり、被災地域の多

くが復興に向かう道程は、今後の日本全体が

                                                  
29 藻谷浩介「震災復興と今後の日本の戦略」『東日本大震

災復興への提言―持続可能な経済社会の構築―』（前掲

注７） 29 頁 
30 大西隆「被災者・被災地主導による自立復興と全国から

の連帯支援」『東日本大震災復興への提言―持続可能な

経済社会の構築―』（前掲注７） 33 頁 
31 内山・前掲注７ 51 頁 
32 土居・前掲注 18 109-110 頁 
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追随すべき未来を指し示すものといえると

して、東北の復興を日本全体の未来のモデル

にすべきとする33。 

また、こうした考えを更に推し進めて、近

い将来に世界が抱える少子高齢化等の問題

に対して、日本が先駆けて答えを出すべきと

の意見もある。すなわち、本郷尚国際協力銀

行環境ビジネス支援室長は、防災、高齢化、

環境の３つの要素を取り込んだ実用的な都

市モデルはまだ世界のどこにもないことか

ら、日本がそれを築き上げれば世界の先駆的

なモデルになるとし、そのモデルを海外輸出

することも見据えた東北の復興を検討すべ

きとする34。 

東北の復興を行う日本が世界のモデルと

なるべきとの考え方については、復興構想会

議の提言においても、「環境問題は世界共通

の課題であることから、復興にあたっては世

界の先駆けとなるような持続可能な環境先

進地域を東北に実現することで、日本が環境

問題のトップランナーとなることが期待さ

れる」としている35。 

 

ウ 県内総生産に占める第一次産業の比重

が大きい 

植田和弘京都大学経済学部教授は、第一次

産業である農業、漁業、林業は、元来、自然

の恵みを基礎にした産業であることから、自

然エネルギーは第一次産業と親和性があり、

こうした第一次産業従事者が本業として農

業や漁業、林業を営みつつ、自然エネルギー

による発電に対して投資を行うことで、農業

者（農業協同組合）や漁業者（漁業協同組合）

                                                  
33 藻谷・前掲注７ 28 頁 
34 さらに、震災からの復興には膨大な資金を要することか

ら、投資した資金を新たな都市モデルをアジアの新興国

などに展開することで回収することを提案している。そ

のためにはアジアが必要とする技術やサービスを復興計

画に盛り込んでおくことが重要であるとする。『日経産

業新聞』（2011 年５月 13 日） 
35 前掲注 10 43 頁 

が非農業・非漁業所得を得ることが可能にな

るとする36。 

この点、デンマークでは、国内の風車の

80％が、地域住民による共同所有や農家によ

る個人所有であるという。市民は積極的に風

車の設置に参加し、風車の所有者は 15 万人

以上、その家族を含めるとデンマークの人口

の約１割にも上る37。また、こうした地域住

民の取組を支援するため、デンマーク政府は、

風力発電による発電電力の買取制度や国の

設置補助制度などを整備し、成功を収めてき

た38。 

もちろん、我が国とデンマークでは国土・

気象条件、農家の経営規模や政府の補助の有

無等、様々な相違はあるが、農業や漁業とい

った第一次産業が多い東北地方において、今

後、第一次産業に従事する農業者や漁業者が、

自然エネルギーによる発電により副次的な

所得を得ることができる可能性を示す一つ

の参考事例となるだろう。 

 

エ 自動車や電子機器の部品製造を行う地

場中小企業が多い 

宮城県における産業の中核は、自動車関連

産業や高度電子機械産業であるが、地震と津

波の影響により大きな打撃を受け、多くの失

業者が出ている。宮城県によると、「沿岸部

では、中小企業を中心に、工場の操業停止や

事業縮小に追い込まれる事業者が多数に上

り、従業員の解雇、休業や新規学卒者の内定

                                                  
36 例えば風力発電は「風況」という自然条件に影響される

ことから、農業などと同様、風土依存型の産業であると

する。植田和弘「東北復興に果たす自然エネルギーの強

み」（2011 年６月 21 日）<http://eco.nikkeibp.co.jp/

article/column/20110620/106704/?ST=print>(last acc

ess 2011.11.14）  
37 地域住民が風力発電事業に参加することで、景観や騒音

問題を理由とする反対運動が起きにくく、運営も住民た

ちが協同して民主的に行われ、売電収入も得られるため

普及が促進されるという副次的効果もあるとする。和田

武『脱原発、再生可能エネルギー中心の社会へ』あけび

書房（2011 年）57-8 頁、 
38 同上 
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取消し等の雇用問題や、被災した漁業者や農

業者等の生活再建などの問題が深刻化して

いる」という39。 

こうした精密な作業が可能な地場中小企

業が数多くあることは、東北復興において強

みとなる。なぜなら、風力発電に用いる風車

作りは、約２万点の部品による組立産業であ

るため、関連産業の裾野が広く、被災地の雇

用創出に大きく役立つからである。 

環境省の試算によると、拡張型産業連関表

を用いた国内直接雇用は、太陽光発電を 400

万㎾、風力発電を 1,000 万㎾、地熱発電を 70

万㎾拡大するとして試算した場合、機器製造、

建設、メンテナンスの合計で太陽光 12,000

（人／年。以下同じ）、風力 8,200、地熱 1,700

の総計 22,000（人／年）である40。 

風力発電を行うための装置は大きいため、

一定の需要があれば、地元への組立工場の立

地も期待可能である41。こうして東北に製造

拠点が立ち上がれば、部品供給などを通じて、

地域の産業振興や雇用の創出効果が期待で

きる42。 

このように、東北地方に自動車や電子機器

の部品製造を行う地場中小企業が多いこと

は、一時は震災による被害を受けたものの、

再生可能エネルギーの導入を促進すること

によって、逆に有利な条件となる可能性を秘

めている。この点、復興構想会議の提言も、

「再生可能エネルギーシステムの設置・導入

は、復興過程において、まず新たな雇用の創

出に寄与する。そして、装置・システムの生

産も、産業派生効果が大きい電気機械産業の

ウエートが全国に比べ高い東北地域の産業

成長に寄与する」ことから、「誘致支援など

                                                  
39 前掲注３ ７頁 
40 松本・前掲注 24 12 頁 
41 同上 
42 前掲注 36 

によりこれらの関連産業の集積を促進しな

ければならない」と指摘する43。 

 

(3) 原発事故による影響と福島の復興 

東北地方が震災以前から抱えてきた問題

とは異なるが、震災後の被災地が抱える問題

として、原発事故による影響を受けた福島県

をいかに復興するかという論点がある。 

政府の復興構想会議の提言は、「原子力災

害で失われた雇用を創出するため、再生可能

エネルギー関連産業の振興は重要である」と

し、福島県に再生可能エネルギーに関する研

究拠点を設けること、再生可能エネルギー関

連産業の集積を支援することを通じ、「福島

を再生可能エネルギーの先駆けの地とすべ

きである」とする44。これを受け、平成 23 年

度第３次補正予算において、経済産業省は、

再生可能エネルギーの導入やスマートシテ

ィの構築を重点的に行うとともに、最先端の

太陽光発電や浮体式風力発電の技術開発・実

証事業や、産学官の研究開発拠点の整備等を

行うことにより、福島県等被災地における産

業の振興や雇用の創出を図るため1,000億円

を計上している45。 

 

２ 国としてスマートシティを被災地にお

いて進める必要性 

(1) 新成長戦略の目玉としてのスマートシ

ティ 

国としてスマートシティを被災地におい

て進める必要性の第一の理由は、スマートシ

ティの導入により被災地の復興が図られ、ま

                                                  
43 前掲注 10 35 頁 
44 前掲注 10 41 頁。なお、復興構想会議メンバーである

赤坂憲雄学習院大学教授は、福島県に除染や自然エネル

ギーの研究施設、放射線医療の専門病院などを作る「自

然エネルギー特区構想」を提唱しており、迅速な対策を

求めている。『読売新聞』（2011 年９月 15 日） 
45 経済産業省「平成 23 年度第三次補正予算案の概要」（平

成 23 年 10 月 21 日）<http://www.meti.go.jp/main/yos

an2011/20111021-1.pdf> (last access 2011.11.14) 
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た、復興が進んだ暁には、スマートシティモ

デルの輸出が政府の新成長戦略を実現する

新たな目玉となり得るからである。 

政府が平成 22 年６月に閣議決定した新成

長戦略及びそれに基づく「新成長戦略実現アク

ション100」は、パッケージ型のインフラ輸出

による新興国の需要の取り込みや次世代の

エネルギー利用を基盤とした新たな社会（ス

マートコミュニティ）の実現とその国際展開

等を柱としてきた46。原発事故によりこれま

でに契約した原発輸出は継続するものの、新

規の契約を獲得することは当面難しくなっ

たことから、新たなパッケージ輸出の柱とし

て、スマートシティにおいて必要となるスマ

ートグリッド等の設備への期待が高まって

いる。 

柏木孝夫東京工業大学教授は、復興による

街づくりをモデルケースとして世界に輸出

し国際標準化できれば、新たな成長戦略とな

るとする47。同じく、高橋進日本総合研究所

副理事長も、東北でスマートシティのノウハ

ウを蓄積し、将来的にアジア諸国へと輸出す

ることを提言する48。 

また、植田和弘京都大学経済学部教授は、

世界がスマートシティの構築にまい進して

いることを指摘した上で、コンパクトで効率

的な都市は日本の歴史・風土に根ざす得意分

野であるとする49。この点、中国では、巨額

の予算を投じた天津エコシティ構想が進ん

でおり、地球規模での人口増や資源枯渇を背

                                                  
46 新成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～（平成

22 年６月 18 日）<http://www.kantei.go.jp/jp/sinseic

housenryaku/sinseichou01.pdf>(last access 2011.11.

14)、経済産業省「新成長戦略実現アクション 100」(平

成 22年８月)12頁 <http://www.meti.go.jp/main/yosan

gaisan/2011/doc01-1.pdf> (last access 2011.11.14) 
47 『産経新聞』（2011 年４月 15 日） 
48 『日刊工業新聞』（2011 年４月８日）。産業分野では、

パナソニックの大坪社長も、藤沢市におけるスマートシ

ティの取組について、このモデルを被災地復興に役立て、

世界各国にも展開すると述べている。 
49 前掲注 36  

景に、世界中において国家主導で進むスマー

トシティづくりは、2030 年までに世界での関

連投資額が計約3,000兆円に及ぶとされるな

ど、今後、巨大な市場となることが期待され

る50。日本が東日本の復興を果たした後、再

び経済成長を遂げるためにも、こうした流れ

から後れをとるわけにはいかない。 

そのため、国内においても、世界の都市開

発をリードするための動きが始まっている。

経済産業省は、震災前から横浜市、豊田市、

京都府（けいはんな学研都市）及び北九州市

の４都市を「次世代エネルギー・社会システ

ム実証地域」として選定し、スマートグリッ

ドを構成するために不可欠な、情報通信技術

を活用して人に代わって機器の最適運転を

行ったり、エネルギーの使用状況を逐次料金

で表示したりするなど、エネルギー需要のマ

ネジメント（省エネ行動）を支援する「エネ

ルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）

の構築をはじめとした様々な実証を実施し

ているところであり、民間でもいくつかの企

業が自治体と共同してスマートシティづく

りの計画を打ち出している51。 

 

(2) 世界規模の再生可能エネルギー競争 

国としてスマートシティづくりを被災地

において進める必要性の第二の理由は、第一

の理由と関連するが、世界は再生可能エネル

ギー普及拡大大競争時代に突入しており、我

が国がこの競争に負けないためには、日本も

いち早く再生可能エネルギーを国産の基幹

エネルギーとすることが必要不可欠である

からである52。 

本年７月に国連環境計画（ＵＮＥＰ）が発

                                                  
50
『日本経済新聞』（2011 年５月 31 日） 

51
 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「新たな情

報通信技術戦略」（平成 22 年５月 11 日） 17 頁、

<http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/2011/doc01

-1.pdf> (last access 2011.11.15) 
52 松本・前掲注 24 
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表した報告書によると、昨年（2010 年）１年

間の世界の再生可能エネルギー関連の投資

額は、過去最高の 2,110 億ドルで、2009 年

(1,600 億ドル)比で 32％増である53。このう

ち、日本国内の投資額は、家庭用太陽光発電

設備などを中心に約 33 億ドルと全体の約

1.5％にとどまっており、「急伸する世界の再

生可能エネルギービジネスでの出遅れが鮮

明になった」とされる54。 

 

Ⅲ 被災地における各再生可能エネルギ

ーの優位性及び現状 

本節では、主要な再生可能エネルギーであ

る太陽光、風力、地熱、バイオマス及び小水

力の各発電の一般的なメリット及びデメリ

ットと、これらを東北において導入する場合

に他の地域に比べてどのような優位性があ

るのか、また、現在の取組について見ていく。 

 

１ 太陽光発電 

(1) 一般的なメリット及びデメリット 

太陽光発電は、設置箇所が需要地に近いた

め、風力発電に比べて出力変動の吸収が比較

的容易で、日中の需要に沿った発電が可能で

あること、大規模なインフラ投資を行わなく

ても家庭や工場などの屋根にパネルを設置

すればよいなど開発のリードタイムが短い

こと、太陽をエネルギー源としていることか

らほぼ無限であり、環境負荷も低いといった

メリットがある。 

他方、デメリットとしては、①夜間は発電

できず、天候にも左右されるなど出力が不安

定で稼働率も導入量の十数％程度と低いこ

と、②経済産業省の試算では、発電コストが

                                                  
53 UNEP “Global Trends in Renewable Energy Investme

nt 2011”(July 7, 2011) <http://www.unep.org/Renew

able_Energy_Investment/documents/pdf/press_release

_SEFI_v4_June_30_2011.pdf> (last access 2011.11.1

6)  
54 『産経新聞』（2011 年７月８日）、同上 

１㎾時当たり 49 円と高く、風力・地熱発電

よりも割高であること、③現時点では導入量

が少なく、基幹エネルギーとならないことな

どがある。 

デメリット①の出力の不安定さについて

は、電力の流れを供給側と需要側の両方から

制御・最適化するスマートグリッド（次世代

送電網）や蓄電池を普及させることで、弱点

を補うことが可能となる。また、太陽光パネ

ル自体の技術開発により稼働率を向上させ

ることも可能であろう。②のコストについて

は、現在は割高であるものの、技術革新や大

量生産が進めば発電コストも下がる可能性

がある。大規模太陽光発電所（メガソーラー）

にしろ、家庭用のパネルにしても、効率の改

善とコスト削減が今後の課題となる55。 

 

(2) 被災地における優位性と現在の取組 

環境省によると、一定の仮定条件の下、太

陽光発電については、地域偏在性は小さいも

のの、東日本では三陸海岸、関東北部、山梨

県、房総半島、伊豆半島は相対的に好条件で

あるとされる56。 

現在の取組としては、被災各県の復興計画

等において太陽光発電の推進が盛り込まれ

たところである57。また、民間主導により、

被災地域で初となるメガソーラーに関する

計画も進められている58。 

                                                  
55 寺島・前掲注６ 51 頁 
56 環境省「平成 22 年度再生可能エネルギー導入ポテンシ

ャル調査概要(特に東北地方と関東地方に焦点を当て

て)」（平成 23 年４月 21 日） 
57 宮城県は復興計画において、被災住宅の再建や復興住宅

の建設に当たって太陽光発電を積極的に導入することと

している。岩手県も太陽光・風力・地熱発電の推進を復

興計画に明記した。また、福島県は、復興ビジョンにお

いて、県内全域において太陽光、風力、地熱などの導入

を進めるとしている。前掲注３ 15 頁、「岩手県東日本

大震災津波復興計画 復興基本計画」（平成 23 年８月）

37 頁、「福島県復興ビジョン」（平成 23 年８月）25 頁 
58 三井物産は、平成 23 年７月、宮城、岩手、福島等に大

規模太陽光発電所（メガソーラー）を建設することを発

表した。被災地の電力不足を解消して復興への足がかり
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２ 風力発電 

(1) 一般的なメリット及びデメリット 

風力発電は、発電コストが陸上の大型風車

の場合で１㎾当たり 10 円程度と太陽光発電

に比べて低いこと、風があれば夜間でも発電

するため、太陽光発電より稼働率が高くなる

こと、太陽光発電に比べて一基当たりの出力

が格段に大きいこと、風況調査等が済んでい

る場合には最短３年程度で設置可能である

ことなど、10 年程度を要する地熱発電所等と

比べてリードタイムが短いこと等がメリッ

トとして挙げられる59。 

他方、デメリットとしては、①大量の風力

発電の導入により電力の不安定化が懸念さ

れること、②風況がよく安定した風力が望め

る地点と電力の大口需要地帯が一致しない

こと、③台風による風車の破壊が懸念される

こと、④インフラが不十分な山岳部では設置

コストが高くなること等がある。 

その他にも鳥が風車の羽に衝突する事故

（バードストライク）の問題も顕在化してい

るほか、騒音問題もあり、建設可能な場所は

住宅地から一定距離以上、離れた場所に限定

される。さらに、巨大風車が数多く設置され

ることで景観が破壊されるとの指摘もある。 

デメリット①、②については、太陽光発電

と同じく電力を安定化させるためにはスマ

ートグリッドや蓄電池の設置が必要となる。

また、風力発電には、電力需要の高まる夏は

風が弱いなど気候による制限もあることか

ら、産業技術総合研究所は、夏場は太陽光を

活用しつつ、夜は風力を生かすなど組み合わ

せがカギとなるとする60。 

                                                                        
とするとともに、雇用の場を提供する狙いとされる。『読

売新聞』（2011 年７月６日） また、建設候補地の一つ

は宮城県東松島市であり、2012 年の完成を目指している

とされる。『朝日新聞』（2011 年 11 月 26 日）（11 月 3

0 日現在、三井物産の公式発表はない） 
59
 松本・前掲注 24 

60 『産経新聞』（2011 年５月 15 日） 

(2) 被災地における優位性と現在の取組 

環境省によると、一定の仮定条件の下、東

北地方における風力発電には極めて大きな

ポテンシャル等が推計され、事業収支が優良

な地点が多いとされる61。 

ただし、東北地方では従来の電力供給能力

（東北 1,655 万㎾）を上回る導入ポテンシャ

ルが推計されたため、環境省は、再生可能エ

ネルギーの導入ポテンシャルは大きいが電

力需要が小さい東北電力と、再生可能エネル

ギーの導入ポテンシャルは限られているが

電力需要の大きな東京電力の系統管理を一

体で運用させることで、再生可能エネルギー

の大量導入が可能となるとする62。また、再

生可能エネルギーを増加させるためには送

電網の増強が必要となる。 

このように、電力会社の垣根を越えた広域

での発電と送電網の運用により、吸収できる

量を増やすべきとの指摘がなされている63。 

なお、2010 年２月、中央環境審議会が環境

影響評価の在り方に関する答申をとりまと

めた際に「風力発電施設の設置を法の対象事

業として追加することを検討すべき」とされ

たことを受け、2011 年 11 月、政令改正によ

り風力発電所が環境影響評価（環境アセスメ

ント）の対象に加わった64。これにより、今

後は、新設する出力１万㎾以上の風力発電所

の設置工事事業に対する環境アセスメント

が義務付けられるため、これが風力発電の推

進の足かせとなり得るとの指摘もある65。 

                                                  
61 前掲注 56 ５頁 
62 同上 
63 『毎日新聞』（2011 年６月 25 日） 
64
 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」は本年

11 月に公布され、2012 年 10 月施行予定である。これに

より、出力１万㎾以上の風力発電所の設置工事事業（第

一種事業）については必ず環境アセスメントを行うほか、

出力が 7,500kW 以上、1 万 kW 未満のもの（第二種事業）

についても、環境アセスメントを行うかどうかを個別に

判定することとなる。 
65 永田哲朗日本風力発電協会代表理事によると、風力発電

施設が環境アセスメント（影響評価）の実施対象となる
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上記のような東北地方の風力発電に関す

るポテンシャルを活かすためには、新たに風

力発電事業に参入しようとする事業者の負

担軽減を図る必要がある。そのためには、国

が主体となって風力発電等の賦存量調査、風

況調査、環境影響評価に伴う事業者の負担の

軽減等の支援を行うことが求められる66。 

そこで、被災地については、風力発電の特

区として例外的に迅速化を図るなどの検討

を行う余地があるのではないか。 

 

３ 地熱発電 

(1) 一般的なメリット及びデメリット 

地熱発電は、地中から噴き出す高温の蒸気

をタービンの羽根に当てて発電するもので

ある。火山国の日本は、インドネシア、米国

に次ぐ世界第３位の地熱資源国であり、全て

を発電に利用すると約 2,350 万㎾と、出力

100 万㎾の原発 23 基分にも相当する。しかも、

地熱発電用のタービンでは日本が世界のシ

ェアの７割を占めている。 

このように、資源と技術を有しているもの

の、熱源の８割が国立公園内に集中している

ことなどから、国内の地熱発電所は自家用・

事業用を合わせて 18 か所、発電容量は約 54

万㎾と世界第８位にとどまっている。 

また、地熱発電所は環境影響評価や掘削工

事などに長期間がかかり、開発着手から発電

所の稼働までのリードタイムとして約 10 年

が必要である。 

 

                                                                        
ことによる建設費のコスト増は１件当たり１億円以上で

あるとする。『毎日新聞』（2011 年９月 23 日） 
66 日本風力発電協会によると、「賦存量」とは「日本の国

土の自然条件を考慮した場合の全導入可能量であり、技

術開発の達成度等によって変化し得るもの」であるのに

対し、「ポテンシャル」とは「特定の社会条件による一

時点における導入可能量で、賦存量よりも小さく、時期

や条件によって異なるもの」であるとされる（風力発電

協会ロードマップ検討ＷＧ「風力発電の賦存量とポテン

シャルおよびこれに基づく長期導入目標とロードマップ

の算定（Ver 1.1）」（2010 年１月 15 日）１頁 

(2) 被災地における優位性と現在の取組 

環境省は、一定の仮定条件の下、地熱発電

に関して、「地域偏在性が極めて強いが、東

北は事業収支が優良な地点が多い」とする67。

また、日本地熱開発企業協議会は、東北６県

で地熱発電所を早期開発できる候補地は、発

電出力ベースで合計 17 万㎾に達し、現在開

発が制限されている候補地も合わせると 74

万㎾分が開発可能であるとしている68。 
環境省は、昨年、国立公園内にある地熱エ

ネルギー（蒸気）を取り出すため、国立公園

の外から公園内の地下へ斜めに掘り進める

ことを容認する規制緩和を行った。これを受

け、三菱マテリアルと東北電力が澄川地熱発

電所（秋田県鹿角
か づ の

市）と上
うえ

の岱
たい

地熱発電所（同

県湯沢市）の発電量の増加を目的とした掘削

工事を申請し、今年３月に環境省は工事を許

可した69。この掘削による発電増加量はそれ

ほど大きくはないものの、国立公園内の熱資

源の利用に道筋をつけることになる点で大

きな意義があるという70。 

本件は、規制緩和後、初となる工事例であ

るが、許認可の基準が分かりにくく、明確な

指針もないことから、事業者側は、国立公園

における特別地域内の行為について制限や

許可基準の緩和を、また、特別地域外からの

傾斜掘削についても、過去の実績を踏まえ、

許可や届出を要しない行為としての明確化

を要望している71。そのため、環境省は、「地

熱発電事業に係る自然環境影響検討会」を設

置して指針作りに向けた協議を始めており、

                                                  
67 前掲注 56 10 頁 
68 『日本経済新聞』（2011 年９月 23 日） 
69 『日本経済新聞』（2011 年６月 17 日） 
70 この結果、澄川発電所の発電能力は１割強増加するとい

う。『日本経済新聞』（2011 年６月 27 日） 
71 環境省「第１回地熱発電事業に係る自然環境影響検討会

 議事要旨」（平成 23 年６月 28 日）<http://www.env.g

o.jp/nature/geothermal_power/conf/h2301a.pdf> (las

t access 2011.11.16) 



 

124  RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12） 

論  文 

掘削制限の基準を平成 24 年３月末頃に示す

予定である72。許認可の基準が明らかとなれ

ば、東北が極めて大きなポテンシャルを持つ

地熱発電が新たな産業として育成され、雇用

を創出することが期待される73。 

ただし、地熱発電の拡充のためには、その

制約となっている自然公園法や温泉法の見

直しのほか、小さな施設でも大規模施設と同

等の資格者を置く必要があるとする電気事

業法による規制を緩和する必要があるとの

指摘もなされている74。 

 

４ その他の再生可能エネルギー（バイオマ

ス発電、中小水力発電） 

(1) バイオマス発電 

バイオマス発電は、天候に左右されない安

定的な発電が可能で、農林水産省の試算では、

全国の山林で未利用の間伐材などを活用す

れば、発電可能量は 100 万㎾と、原発１基分

に相当する。しかし、発電コストが１㎾当た

り 30 円に及ぶことがネックである。 

政府の復興構想会議の提言では、「復旧・

復興の過程で発生する大量の廃棄物を徹底

してリサイクルするほか、製造業とリサイク

ル産業をつなぐ先進的な循環型社会を形成

することを目指すべき」であるとしており、

廃棄物を処理しつつ、発電が行えるバイオマ

ス発電に期待が集まる75。 

今回の震災により発生したがれきを活用

したバイオマス発電について、小宮山宏三菱

総合研究所理事長は、2,000 万ｔ以上とも言

われるがれきの７～８割を木材が占める現

                                                  
72 環境省「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会につい

て」４頁 <http://www.env.go.jp/nature/geothermal_p

ower/conf/h2301/mat01.pdf> (last access 2011.11.1

6) 
73 また、地熱発電の熱水は、地域暖房や給湯、園芸用など

にも利用でき、地域振興に役立つとされる。『秋田魁新

報』（2011 年６月 17 日） 
74 同上、『東京新聞』（2011 年６月６日） 
75 前掲注 10 44 頁 

状において、これらを単に野焼きするだけで

は、海水の塩分によりダイオキシン発生のお

それがあること等から、がれきを処理する企

業をコンペで募り、最も効率のいいところに

依頼して処理していくことを提案している76。

さらに、山形県最上町では木質バイオマス発

電を行っていることから、そこを使えば、復

興と林業振興が同時に行えるとする77。 

 また、農林水産省は平成 23 年度第三次補

正予算において、木質系震災がれきや未利用

間伐材等を活用し、持続的かつ安定的なエネ

ルギー利用を促進することを目的として、約

95 億円の予算を計上し、被災地域において、

民間事業者が木質系震災がれきや未利用間

伐材等を活用した木質バイオマス発電・熱供

給施設等の整備を行う際に、補助率 1/2 以内

で支援することとしている78。 

 

(2) 中小水力発電 

環境省によると、設備容量３万㎾未満の中

小水力発電のうち採算が取れそうな施設や

候補地は、全国に数百箇所あるという。また、

東北・東京両電力管内は導入ポテンシャルが

高いとされ、「調査や開発が進んでいない水

系を中心に、フィールド調査を推進していく

必要がある」とする79。 

 
 

                                                  
76 また、釜石など性能の高い製鉄所やセメント、精油など

エネルギーを処理できる工場が数多く立地するとする。

小宮山宏「提言 10 需要優位の社会へ」『震災からの経

済復興』（前掲注２）254 頁。仮置き場に搬入済みのがれ

きは、11 月 22 日現在、岩手、宮城、福島３県で 1,449 万

ｔであり、最終的には 2,273 万ｔに上るとされる。東日

本大震災復興対策本部「沿岸市町村の災害廃棄物処理の

進捗状況」（平成 23 年 11 月 24 日）< http://www.recon
struction.go.jp/topics/shincyoku1122.pdf > (last a

ccess 2011.11.30)  
77 小宮山・前掲注 76 255 頁 
78
 農林水産省「木質バイオマス関連施設の整備」

<http://www.maff.go.jp/j/budget/2011/pdf/pr_p68.pd

f> (last access 2011.11.16) 
79 前掲注 56 ８頁 
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Ⅳ 再生可能エネルギー導入による復興

に関する今後の課題 

本節では、今後の課題として、①住民意見

の反映、②スマートグリッドと蓄電池の早期

普及、③再生可能エネルギー全量固定価格買

取制度の今後、④復興特区制度、⑤平成 23

年度第３次補正予算及び平成 24 年度予算に

おける課題について概観する。 

 

１ 住民意見の反映 

これまで見てきたようなエコシティ／ス

マートシティ構想に対して懐疑的な立場の

有識者もいる。間宮陽介京都大学大学院人

間・環境学研究科教授は、政府のエコシティ

／スマートシティ構想は、被災した人々の思

いを無視した地域再編成に主眼が置かれて

いるとして、生活という視点を欠いたまちづ

くりは、「新たな避難所、新たなシェルター

づくりになりかねない」とトップダウンによ

る構想づくりに対して違和感を表明する80。

また、玄田有史東京大学社会科学研究所教授

及び大堀研東京大学社会科学研究所助教は、

政府の示した津波全壊地域の高台にエコシ

ティ／スマートシティを新たに建設すると

いう構想について、最終的な構想計画の決定

において地域の実情を考慮せず、その結果、

被災住民が一方的に押し付けられたという

感情を抱くとすれば、合意を得ることは難し

くなり、結果的に速やかな復興の実現も困難

になると指摘する81。 

Ⅱ１(2)イの本郷室長やⅡ２(1)の柏木教

授の意見に見られるように復興後のスマー

トシティモデルの海外輸出を念頭に置いた

場合、日本の都市が世界の先駆的なモデルと

                                                  
80 間宮陽介「大震災後に感じたいくつかの感想と若干の提

言」『東日本大震災復興への提言―持続可能な経済社会

の構築―』（前掲注７）45-47 頁 
81 玄田有史・大堀研「すみやかな復興のためにこそ、てい

ねいな対話が不可欠」『東日本大震災復興への提言―持

続可能な経済社会の構築―』（前掲注７）52 頁 

なるための要素を盛り込むことも考えられ

るが、現実に被災した人々が住みたくなるよ

うなまちを、地域に合わせ柔軟かつ迅速に設

計していくことが必要となるだろう。 

 

２ スマートグリッドと蓄電池の早期普及 

Ⅲで見たように、被災地である東北地方は

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルが

高いことが明らかであり、今後、大幅な導入

を図るために必要となるのは、電力の安定化

のための蓄電池やスマートグリッドである。 

 

(1) 蓄電池 

出力電力が天候によって左右される太陽

光・風力による発電電力のすべてが電力会社

の保有する系統線に接続された場合、全体の

周波数や電圧に影響を与える危険が増える

とされることから、電力を安定的に供給する

ためには大容量の蓄電池を装備することが

必要となる。この点、家庭や企業において大

容量蓄電池の普及が進めば、次に見るスマー

トグリッドの働きをバックアップすること

になるため、再生可能エネルギーの活用が進

むことが期待される。また、災害時には大容

量蓄電池に貯めた電気を使用することもで

きる。大容量蓄電池普及に向けた最大の課題

は、その価格であるが、量産することで価格

が低下することが期待される。 

 

(2) スマートグリッド 

電力の流れを需要側・供給側の双方向で調

節するスマートグリッド（次世代送電網）に

より、昼間は家庭に設置した太陽光パネルで

発電して周辺地域に対して送電し、夜間は同

じ送電線で電力会社から電気を受け取るこ

となども可能となるなど、電力の効率的な利

用が進むことが期待される。 

スマートグリッドの需要は、新興国にも広
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がっており、世界の市場規模は 2010 年の約

1.3 兆円から、2020 年には 5.8 兆円に増える

など、世界的な競争が加速するのは確実とさ

れる82。また、米国の大手ＩＴ企業であるマ

イクロソフト社は、スマートグリッドを新た

な収益機会と捉え、国際標準作りに参加する

とともに、各国のスマートグリッド プロジ

ェクトに参画している83。 

また、スマートグリッドのシステムは、高

齢者問題や医療などにおいても活用可能で

ある。すなわち、医師が足りない地域におい

ては、東京の医師とネットでつなぎ、遠隔医

療を実践しているが、スマートグリッドはこ

れを実現する新たな社会のインフラと目さ

れている84。そのため、スマートグリッドを

実証実験段階から早期に本格導入すべく、産

学官が一体となってこれを進めていくべき

であろう。 

 

３ 再生可能エネルギー全量固定価格買取

制度の今後 

(1) 全量固定価格買取制度により期待され

る効果 

第177回国会において自然エネルギーの全

量固定価格買取りを電力会社に義務付けた

「電気事業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法」（第 177 回国

会内閣提出第 51 号）（以下「再生可能エネル

ギー特別措置法」という。）が成立し、今後

は既存の太陽光発電の余剰分だけでなく、風

力、中小水力、地熱、バイオマス、非住宅用・

事業用太陽光による発電の全量が固定価格

により買い取られることとなる85。もっとも、

                                                  
82 『読売新聞』（2011 年８月 29 日） 
83 マイクロソフト社「知能を持った電力網『スマートグリ

ッド』が世界を変える」<http://www.microsoft.com/ja-

jp/opinionleaders/environment_ict/100113_1.aspx> (l

ast access 2011.11.14) 
84 小宮山・前掲 76 255 頁 
85 再生可能エネルギー特別措置法第１条～第３条、柏木孝

通常の家庭で設置する太陽光発電による発

電量は３～４㎾であるが、10 ㎾未満は、全量

買取りではなく、従来通りの余剰買取りとな

る見込みであるため、家庭の初期投資は変わ

らない可能性が高い86。 

これにより自然エネルギー発電の事業性

が担保され、大手メーカーが激しいシェア獲

得競争を行っている家庭用太陽光発電以外

の事業用太陽光、風力、小型水力発電分野に

も、ベンチャー企業の進出が盛んになるであ

ろう。その結果、設備コストの高さや発電効

率の低さといった課題克服に向け技術革新

も進むことが期待される。 

 

(2) 買取拒否規定の濫用防止 

東京新聞の行ったアンケートによると、大

手電力会社 10 社のうち７社が、風の影響で

発電量が大きく変動し、火力発電などで調整

が必要となる上限枠以上の電力買取りは、電

力の品質に悪影響を及ぼす恐れがあるなど

として、今でも風力発電の買取りに上限枠を

設けている87。 

今後、再生可能エネルギーを本格的に導入

するためには、再生可能エネルギー特別措置

法にある円滑な供給の確保に支障が生ずる

場合には買取りを拒否できるという規定（第

５条第１項第２号）が濫用されないようにす

る必要がある。 

そのためには、電力会社が系統運用につい

ての情報を公開し、第三者が客観的に、電力

会社の送電網や配電網といった系統に、再生

可能エネルギーにより発電された電力を接

続することが可能かどうかを精査するため

の透明なルール作りと運用が不可欠であり、

電力事業者が接続を拒む場合に挙証責任を

                                                                        
夫（東京工業大学教授）「国力増へ国民合意を」『毎日

新聞』（2011 年９月 23 日） 
86 黒岩祐治（神奈川県知事）「太陽光発電の普及急げ」同

上 
87 『東京新聞』（2011 年９月 18 日） 
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果たすようにする等の規制改革が必要であ

る88。 

なお、衆議院の経済産業委員会においては、

法案採決時に附帯決議が付され、「電気事業

者が、第５条第１項各号に基づいて特定供給

者との接続を拒んだ場合においては、その理

由について十分な説明をしなければならな

いものとすること。」としており、電力会社

に対して接続拒否理由についての十分な説

明を求めることとなった89。 

 

(3) 適正な買取価格の設定 

発電された再生可能エネルギーの買取価

格及び買取期間は、再生可能エネルギー源の

種類や設置形態、規模などに応じて、中立的

な第三者委員会である「調達価格等算定委員

会」が公開の場で審議を行い、その意見を受

けて、経済産業大臣が告示することになって

いる90。 

同委員会は５名の委員から構成され、電気

事業や経済等について専門的な知識と経験

を有する者が、両議院の同意を得て、経済産

業大臣により任命されることとなる91。 

日本鉄鋼連盟は、買取価格分を電気料金に

上乗せすることにより、鉄鋼業界全体の年間

負担額は250億円から最大1,260億円となる

ため、これまでのコスト合理化努力が水泡に

帰し、事業継続が成り立たなくなるとしてい

                                                  
88 松本・前掲注 24 
89 第 177 回国会衆議院経済産業委員会議録第 19 号（平成

23 年８月 23 日）。参議院の経済産業委員会においても同

様に、電気事業者が特定供給者との特定契約の締結を拒

んだ場合や特定供給者との接続を拒んだ場合においては、

その理由について十分な説明を行うよう措置することを

求める旨の附帯決議が付されている（参議院経済産業委

員会会議録第 13 号、平成 23 年８月 25 日）。 
90
 政府広報オンライン「平成 24 年 7 月 1 日スタート！再

生可能エネルギーの固定価格買取制度」<http://www.gov

-online.go.jp/useful/article/201110/4.html> (last 

access 2011.11.15) 
91 再生可能エネルギー特別措置法第 33 条第 1 項 

る92。これに対して、買取制度の導入により、

太陽光パネルなどの普及など環境産業の育

成につながるとして、電機業界の中には賛成

する意見もある93。 

以上を踏まえ、今後とも、国民負担につい

て考慮しつつ、自然エネルギーの普及が図ら

れるような価格設定を行うよう努めていく

必要がある。 

 

(4) 送電網の拡充 

Ⅲの風力発電の項で見たように、自然エネ

ルギーの受入量を増やす送電網の拡充も課

題である。田中伸男前ＩＥＡ事務局長は、現

状の送電網では、再生可能エネルギーの出力

変動の吸収には限界があるとし、「各電力会

社の送電網を統合し、大規模化すればもっと

（再生可能エネルギーを）導入できる」とす

る94。 

そのため、国、電力会社、自治体、民間が

協働して、送電網の拡充に取り組むことが求

められる。 

 

４ 復興特区制度の運用 

復興特区制度では、復興特別区域での規

制・手続等の特例措置を講ずるとともに、

税・財政・金融上の支援を行うことが制度上

のポイントである。規制・手続等の特例措置

の例としては、バイオマスエネルギー施設等

の整備の開発許可特例や、小水力発電に関す

る関係省庁協議等の緩和が想定される。これ

らの特例措置を通じて、各被災地において

「再生可能エネルギー導入促進による地域

                                                  
92
 社団法人日本鉄鋼連盟「再生可能エネルギー全量買取説

明資料」（平成 22 年 6 月 9 日）<http://www.jisf.or.jp

/business/ondanka/iken/pam/docs/20100609saikaene.p

df> (last access 2011.11.14) 
93 シャープ「創エネを視点にした事業展開：太陽電池事業

①」<http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/library/an

nual/pdf/2009/10-17.pdf> (last access 2011.11.15)  
94 『産経新聞』（2011 年９月 28 日） 
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づくり」を行うことを目指す95。 

政府は、被災した 222 市町村を復興特区に

指定し、特例措置で早期復興を促す方針であ

る。 

本稿でこれまで見てきた有識者の提言、企

業や自治体が検討中の復興プランは、税制上

の優遇措置や農地の活用に関する規制緩和

が前提となっていることから、政府は、復興

特区として指定を受けない他の地域との公

平性等も考慮しながら、企業や自治体に対す

る支援を積極的に行っていくべきである。 

 

５ 予算案に見る政府の復興政策（平成 23

年度第３次補正予算、平成 24 年度予算） 

 次に、予算案に見る政府の復興政策につい

て述べるが、以下は、11 月末日時点の情報に

基づくものであることにご留意いただきた

い。 

 

(1) 平成 23 年度第３次補正予算 

第 179 回国会において成立した平成 23 年

度第３次補正予算は、総額 12 兆 1,025 億円

で、このうち東日本大震災復興関係経費は９

兆 2,438 億円である。 

環境省関連では、「災害廃棄物の処理の促

進」として災害等廃棄物処理事業の補助・代

行などに約 4,000 億円、「放射性物質の除去

等の円滑な推進」として放射性物質に汚染さ

れた土壌等の除染などに約 2,500 億円、「災

害に強い地域づくり」として地域グリーンニ

ューディール基金の拡充（自立分散型エネル

ギー導入等によるエコタウン化事業）などに

約1,600億円の合わせて約8,100億円が計上

されている96。 

                                                  
95 東日本大震災復興対策本部「復興特区制度の概要（東日

本大震災復興特別区域法案）<http://www.reconstructio

n.go.jp/topics/01_figure.pdf> (last access 2011.11.

14) 
96 環境省「平成 23 年度第３次補正予算（案）の概要」<h

ttp://www.env.go.jp/guide/budget/h23/h23-hos-3a.ht

また、「原子力災害からの復興」として「福

島県等における再生可能エネルギーの導入

支援・研究開発拠点の整備」費用（1,000 億

円）が、経済産業省関連として計上されてい

る97。 

 

(2) 平成 24 年度予算 

政府は９月 20 日、平成 24 年度予算の概算

要求基準を閣議決定し、71 兆円とした98。野

田内閣総理大臣の主導により、再生可能エネ

ルギー等、新成長戦略に関連する分野等に予

算を重点的に配分する7,000億円規模の特別

枠「日本再生重点化措置」が設けられた。９

月30日に締め切られた平成24年度予算に対

する各省庁の概算要求額は、96.5 兆円に、日

本再生重点化措置への「要望」は約２兆円に

達している99。 

環境省関連では、災害廃棄物の迅速な処理

に約 3,800 億円、放射性廃棄物により汚染さ

れた廃棄物の処理や土壌の除染等に約 4,500

億円、再生可能エネルギー等導入推進基金事

業（グリーンニューディール基金）に約 240

億円を要求している100。また、「日本再生重

点化措置」の要望として、再生可能エネルギ

ーの出力安定化のための蓄電池導入促進事

業（21 億円）、次世代スマートメーターによ

る需要側対策促進事業（３億円）、自然共生

型地熱開発のための掘削補助事業など、一

                                                                        
ml> (last access 2011.11.14) 

97
 経済産業省「平成 23 年度第三次補正予算案の概要」 

（平成 23 年 10 月 21 日）<『朝日新聞』（2011 年９月 10

日）http://www.meti.go.jp/main/yosan2011/20111021-1.

pdf> (last access 2011.11.14) 
98 財務省「平成 24 年度予算の概算要求組替え基準につい

て（閣議決定）」 <http://www.mof.go.jp/budget/budge

r_workflow/budget/fy2012/sy230920.pdf> (last acces

s 2011.11.14) 
99 平成 24 年度一般会計概算要求額等<http://www.mof.go.

jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/h231005a.p

df> (last access 2011.11.14) 
100 環境省「平成 24 年度 環境省重点施策」（平成 23 年 9

月）21 頁 <http://www.env.go.jp/guide/budget/h24/h2

4juten-1.pdf> (last access 2011.11.14) 
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般・特別会計合わせて 258 億円を要求してい

る101。 

経済産業省関連では、①住宅用太陽光の導

入加速化、小水力発電導入促進のためのモデ

ル事業の新設、地熱などクリーンな熱利用の

拡大、バイオ燃料の導入支援など再生可能エ

ネルギーの導入拡大に 741 億円、②次世代太

陽光発電技術、海洋エネルギー、風力発電技

術、次世代蓄電池の研究開発等に 477 億円、

③世界最先端の次世代型送配電ネットワー

クの構築など電力供給システムの強化に 92

億円を要求している102。 

平成 24 年度予算の政府原案は、12 月下旬

に閣議決定の後、次期通常国会に提出される

こととなるが、早期の復興のためにも被災自

治体にとって真に必要で、かつ使いやすい予

算措置がなされるよう、立法府としても予算

案の審議等の場を通じて働きかけていく必

要があるだろう。 

 

おわりに 

これまで見てきたように、東日本大震災か

らの復興の中核をなすのは、東北地方におい

て大きなポテンシャルをもつ再生可能エネ

ルギーの大規模導入によるスマートシティ

づくりと同時に、高齢化社会を見据えた住み

よいコンパクトシティづくりである。一つは

経済成長に資する可能性を秘め、一つは自治

コストが低く高齢者にも住みやすい街であ

る。この両者の融合が果たされたとき、復興

への第一歩を踏み出すと考えてよいであろ

う。 
そのためには、東北地方の抱える、高齢者

が多いなどの経済・社会的問題と、再生可能

                                                  
101 環境省「日本再生重点化措置」要望一覧<http://www.

env.go.jp/guide/budget/h24/h24-gaisanyokyu/05.pdf>

 (last access 2011.11.15) 
102 経済産業省「平成 24 年度 資源エネルギー関連概算要

求等のポイント」<http://www.meti.go.jp/main/yosanga

isan/2012/doc03-1.pdf> (last access 2011.11.14) 

エネルギーのポテンシャルが高いといった

比較優位性を受け止めることが重要である。

そうすれば、再生可能エネルギーの弱点であ

る発電の不安定さを解消する蓄電池やスマ

ートグリッドといった生産拠点を誘致する

ことや、イノベーションを活かして地元にコ

ンパクトシティを作り上げるといった一つ

のモデルケースが解として導かれる。その際

に、ポイントの一つとなるのは、成立した再

生可能エネルギー特別措置法の実効的な運

用である。この制度のしっかりとした運用が

需給の拡大に多大に寄与することを期待し

たい。 
今まで多くの有識者が、スマートシティ、

コンパクトシティを通じた復興提言を打ち

出しているが、大震災発生から既に半年以上

が経過しているものの、その多くがいまだに

実現に至っていない点は非常に残念である。

今後、復興特区制度が本格運用されれば、自

治体と住民が主役となって地域のニーズに

あった復興メニューが選択されていくこと

が期待される。政府はそうした動きを力強く

支援するとともに、国会も、こうした取組が

加速するよう、国民の意見を汲み上げつつ、

立法措置や予算案の審議等、あらゆる場面を

通じて政府に働きかけ、監視を行っていくべ

きであろう。 
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第２部 社会資本インフラの経済効果分

析から導かれる復興課題 

 

はじめに 

 被災地３県の日本に占める経済規模は、

2008 年度で岩手（0.9％）、宮城（1.6％）、福

島（1.6％）で合計 4.1％となっている。また、

宮城県を除く２県は、65 歳以上人口比率で全

国平均を上回っており、高齢化が進んでいる

地域である。図１は、阪神大震災の被災地で

ある兵庫県と被災地３県合計の県内総生産

全国合計値に占めるシェアである。大震災前

と後で兵庫県は相対的に地位を低下させる

一方、2000 年代初頭まで被災地３県はそのシ

ェアを上昇させていた。しかし、一国全体の

経済をマクロベースで考えると、阪神大震災

後の金融危機等もあり判断が難しいが、少な

くとも阪神大震災によって大きく成長率が

低下した事実は確認できない。もちろん、今

回の東日本大震災の被害規模は阪神大震災

と比べ大きいが、佐藤・小黒（2011）103によ

ると復興需要等によりトータルでは経済的

に大きな影響はないとの結果を得ている。た

だ、マクロからの視点と被災地３県に限定し

た視点では意味は異なる。すなわち、被災地

３県における経済の相対的地位が低下した

分だけ他県が潤ったのでは、地方間の公平性

の面から問題がある。第２部では、被災地の

震災前の経済状況を踏まえつつ、持続性・発

展性のある復興に向けて、厳しい国の財政制

約下でメリハリのある復興予算配分や構造

改革などの措置を講ずることの必要性につ

いて、実証分析を用いながら明らかにするこ

とを目的とする。 

 Ⅰでは、岩手県、宮城県、福島県の被災地

３県の震災前の経済状況及び阪神大震災前

                                                  
103 以下、他文献の引用にはこのような記載を用いる。引

用文献のリストは、150 頁（文末）を参照。 

後の兵庫県の姿を概観する。具体的には、被

災地のＴＦＰ、労働投入、資本投入を概観す

るとともに、産業構造の変化を確認する。Ⅱ

では、復興及び経済成長に欠かすことのでき

ない、インフラである社会資本の役割につい

て定量的な分析を行う。具体的には、トラン

ス・ログ型の生産関数を定義し、社会資本の

経済効果を分析する。最後にⅢでは、経済学

的な視点を加えつつ震災復興の課題を提示

していく。 

 
（図１）兵庫県及び被災地３県の全国県内総

生産に占めるシェア及び県内総生産

（全国計）上昇率の推移 
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Ⅰ 都道府県別ＴＦＰ、労働投入、資本投

入の県内総生産伸び率への寄与 

 ここでは簡単に、経済成長を成長会計にお

ける、労働投入、資本投入、全要素生産性（Ｔ

ＦＰ）104に分解することで分析を行う。①式

のような収穫一定を仮定したコブ・ダグラス

型の生産関数を想定し、県内総生産伸び率に

おけるＴＦＰ、労働投入、資本投入の寄与度

を計測する。 

                                                  
104 成長会計の詳細については、庄司（2007）を参照。Ｔ

ＦＰは、経済成長要因のうち技術進捗によるものと解さ

れ、今回の計測手法であれば、人的資本（学歴等の労働

者の能力）、資本の質（ＩＴ化による資本の効率化）、

研究開発による技術革新などの要因が含まれる。 
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１ データ及び算出方法 

 データの作成方法は、基本的に石川（2000）

の考え方に従う。93SNA105の遡及計算には

68SNA における伸び率を用いている。また、

労働投入は、国民経済計算上の就業者を使用

したマンベース106とした。労働分配率は、付

加価値を雇用者報酬、営業余剰・混合所得及

び固定資本減耗の和とし、付加価値に対する

雇用者報酬の割合を労働分配率とした107。な

お、統計の制約上、兵庫県の 1979 年度以前

は1980年度の労働分配率で一定と仮定した。

資本ストックは、石川（2000）と同じく、固

定資本減耗分を控除した純ベース108で考え

る。ベンチマーク・イヤー法109に基づき、②

式のように定義する。 
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105 ＳＮＡは国民経済計算のことで、1993 年に国連が発表

した統一マニュアルが 93SNA である。（68SNA も同様）各

国は、このマニュアルに基づいてＳＮＡ（ＧＤＰ等）を

算出している。 
106 労働投入には、主にマンベースとマンアワーベースが

ある。前者は単純に労働者数で労働投入を計るもの、後

者は労働者数と労働時間の積で労働投入を計るもの。理

想はマンアワーであるが、統計の対象が限定される等の

統計上の制約もあり、結果が安定しないこともある。 
107 石川（2000）では、自営業者比率の上昇が労働分配率

にバイアスをかけるため調整の必要性に触れているが、

自営業者比率のトレンドは認められないとしているため、

本稿では調整は行っていない。 
108 資本ストックについて、減価償却後の値を用いること。

減価償却された資本は、生産に寄与しないと定義するこ

と。 
109 ②式ように、前期末の資本ストックをベンチマークと

して、今期の新規設備投資を加え、前期末の資本ストッ

クのうち減価償却部分を控除することで、今期末資本ス

トック額を計算する方法。 

 まず、ここでいう”民間”とは、ＳＮＡ上

の一般政府以外を指し、公的企業を含むベー

スである110。逆にいうと、後に出てくる社会

資本は、公的企業を除く狭義の定義となる。

固定資本形成デフレーター111は、名目系列と

実質系列からインプリシット・デフレーター

112を算出することで求めた。また、実質固定

資本ストックのベンチマークは、1974 年度末

のマクロ実質純固定資産残高113を、1975 年度

の都道府県別の民間固定資本減耗でウェー

ト付けすることで案分した114。 

 以上のようにして計算されたデータから、

①式をソロー残差115の考え方に基づき、③式

のように変形することで、寄与度を求めた。 

PCLYTFP ∆−−∆−∆=∆ )1( αα …③ 

 なおその際、労働分配率は、④式のような、

黒田（1984）の離散型での全要素生産性の計

算方法を用いた。 tLD は、先の定義による t

期の労働分配率を表す。 

2
: 1 tt LDLD +

= −α労働分配率 …④ 

 

２ 労働投入、資本投入、ＴＦＰの計算結果

及び産業構造との関係 

 ここでは、１の計算結果と各都道府県の産

業構造の特徴について分析を行うことで、被

                                                  
110 この処理は、固定資本減耗の統計制約に起因するもの

であるが、石川（2000）では、ＮＴＴ等の公的企業民営

化の調整の必要がない点をメリットとして挙げている。 
111 ＳＮＡ上の設備投資に関わる物価指標。普段我々がＳ

ＮＡ上の物価指標として耳にするのは、ＧＤＰデフレー

ターである。ＧＤＰ自体は、大きく消費、投資、輸出入

等から構成される。ＳＮＡでは、それぞれの構成要因ご

とにデフレーターが算出されている。 
112 デフレーターを構成要因ごとに計算し、名目値とデフ

レーターを用いて実質値を計算するのではなく、名目値

と実質値から間接的に算出されたデフレーター。 
113 ストック系列は暦年末データであるため、四半期デー

タで調整することで年度末残高を計算。 
114 すなわち、1975 年度に限り固定資本減耗率が各都道府

県で一定と仮定した。 
115 様々な要因で変化するＴＦＰを、経済成長率のうち、

労働投入成長率と資本投入成長率で説明できない部分と

して考えたもの。 
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災地３県の復興のための道筋について検証

する。 

 

(1) 労働投入、資本投入、ＴＦＰの推移 

 計算された、ＴＦＰ、労働投入、資本投入

の県内総生産伸び率への寄与度は、表１（労

働投入）、表２（資本投入）、表３（ＴＦＰ）

に示すとおり。 

 労働投入については、被災地３県は既に就

業者数が減少しており、宮城県を除くと全国

的にみても下位に属する。労働投入寄与が低

い状況は、東北地方全体として見るとより顕

著である。人口減少は、全国的なトレンドで

あるが、効率化及び基幹産業育成及び国内外

における新たな需要開拓による就業機会の

確保が必要となる。これは、被災地３県に限

らず日本の多くの県が抱える問題であると

いえる。 

 資本投入については、福島県が比較的高く、

宮城県が中間、岩手県が低い水準であると言

える。なお、資本投入が増加する要因につい

ては、資本ストック水準が低い場合は、限界

生産性が高いため、資本ストック成長率が高

くなる場合もあり、キャッチアップが発生す

る。これは、国際貿易で考えれば、労働力の

安い海外に生産拠点を移すケースと同じ理

屈である。よって、他の要件を所与とすると、

資本投入のみによる成長は、永久に続くこと

はない。そこで重要となるのが、生産性概念

の指標となるＴＦＰである。ＴＦＰの伸び率

は、被災地３県は全国的に比較的高い水準に

あったといえる。阪神大震災前後での比較に

おいて兵庫県を見ると、資本投入は震災復興

により非常に高い伸びを示したが、ＴＦＰは

低い伸びに留まっている。ここでいう、ＴＦ

Ｐは、前項で説明したように、労働投入及び

資本投入を除くソロー残差で定義しており、

社会資本投入を含んでいる。よって、ＴＦＰ

の低成長は、社会資本整備が経済成長につな

がっていない可能性を示唆するものである。

社会資本とは、道路、港湾、上下水道、工業

用水、公立病院、公立学校等の企業、個人が

円滑な経済活動を行うために必要な資本で

ある。佐藤・小黒（2011）では、神戸港は震

災前、国際競争力を持った港であったが、震

災で壊滅的な被害を受け一時的に機能不全

に陥っている間に、貿易の網の目の張替えが

起こり、韓国の釜山港にその地位を奪われた

と述べられている。一度貿易の網の目の張替

えが発生すると、アジアの他の港に奪われた

需要を取り戻すことは難しい。これが構造的

な問題として長期的にＴＦＰの上昇に繋が

らなかった理由と考えることもできる。この

ことから得られる教訓は、①復興は計画的か

つ迅速に行う、②無駄のない十分な予算の確

保により震災前よりも高規格な社会資本イ

ンフラを構築する―ことが必要であると

いうことであり、社会資本が生産性の向上に

寄与する可能性があるということである。今

回の東日本大震災においても同様のことが

言えるだろう116。 

 

(2) ＴＦＰと都道府県別産業構造の関係 

 ここでは、ＴＦＰの上昇と各都道府県の産

業構造の特徴について述べる。ここでは、指

標として都道府県ごとに、国民経済計算上の

24 に分類された産業における県内総生産（輸

入税、帰属利子等の控除項目を除く）に占め

る各産業の割合を算出する。そこから各都道

府県における産業集中度を表すハーフィン

ダール指数（ＨＨＩ）117（⑤式）を用いる。

比較時点は、統計上比較可能な 1996 年度と

2008 年度の実質額ベースとする。 

                                                  
116 社会資本の重要性については、「２ 生産関数による

社会資本の効果分析」にて後述する。 
117 独占や寡占のような上位集中度（絶対的集中度）だけ

ではなく、分布全体の不均等も考慮したもの。累積集中

度の欠点を補足するための指数。 
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 ＪＩＰ118データベースにおける、産業別Ｔ

ＦＰによると、図２のとおり通信機器、電子

計算機、電気機器、半導体素子電子部品等の

電気機械ＴＦＰ成長率が高く、その他総じて

製造業のＴＦＰ成長率が高いが、サービス業、

卸売・小売業、電気・ガス・水道業、運輸・

通信業もＴＦＰ成長率はプラスである。なお、

林業、水産業、鉱業等は経済に占めるシェア

が高くないため、インパクトは小さい。一方、

表４からも分かるように建設業のシェアの

低下により、ＴＦＰ成長率を高めている都道

府県が多い。当然であるが、低生産性産業か

ら高生産性産業へのシフトが上手くいって

いる県ほど、高いＴＦＰ成長率が可能となる。

その際の一つの県における産業集中度とＴ

ＦＰ成長率の関係をみるために、ハーフィン

ダール指数の変化とＴＦＰ成長率の相関係

数を計算すると、0.34119と正の相関が確認さ

れることから、産業集中度が高くなった県ほ

ど高いＴＦＰ成長率を達成していることが

分かる。 

Porter(1990)では、企業間の競争・協力が

イノベーションを発生させ、技術の企業間移

転を加速させるとある。大塚（2008）では、

産業集積の代理変数を製造業、非製造業別の

生産額とし、都道府県レベルの 1980 年から

2002 年までのデータを用いて、産業集積効果

による規模の経済性及び市場アクセスの付

加価値上昇率に対する寄与度を分析してい

                                                  
118 (独)経済産業研究所の日本産業生産性データベース 
119 無相関検定を行った結果、Ｐ値は 0.02 となり、有意水

準５％レベルで統計的に有意であった。 

る。そして、①製造業では集中立地の見られ

る中部・東北・北関東、非製造業では首都圏

の規模の経済性の寄与度が相対的に高い、②

市場アクセスは製造業、非製造業ともに寄与

度が高く地域間スピルオーバーの影響は規

模の経済性を上回る―との結果を得てい

る120。さらに、交通インフラ整備が地域間リ

ンケージを強め、地域産業の生産活動に重要

な役割を果たしていたと結論付けている。 

以上より、都道府県における産業特化・産業

集積による規模の経済性、市場アクセス網の

整備は、経済成長に対してプラスの寄与とな

る可能性が示唆されるのではないだろうか。 

被災地３県は、期間中の平均ＴＦＰ成長率

の全国平均値 0.6％を上回る成長を達成して

おり、産業の移行・特化・集積が相対的に成

功していた部類に属する可能性が高い。よっ

て、このトレンドを震災によって断ち切られ

ないような手段を考える必要がある。逆に言

えば、既に取り組まれている、産業クラスタ

ー及び知的クラスター事業を活用しつつ、手

法を誤らず上手くトレンド回帰をすること

により、被災地３県の復興は達成可能である

と考えられる。次節では、トレンド回帰のた

めには、単純な産業集積だけではなく、市場

アクセスネットワークの基礎である、社会資

本整備とのポリシーミックスの優位性につ

いて、分析を行う。 

 

Ⅱ 生産関数による社会資本の効果分析 

 本節では、前節で述べた市場アクセスに当

たるインフラ整備である社会資本の経済に

与える効果を、コブ・ダグラス型及びトラン

ス・ログ型の２つの生産関数を想定すること

により分析を行う。データは、作成したプー

リング・パネルデータを用いる。それぞれの

                                                  
120

 パラメーター推定において、内生性の問題を完全には

排除する事はできないとの注記もある。 
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生産関数についての概要及び推定モデルの

導出過程は補論に掲載することとし、次に推

定結果及びその解釈を述べていく。 
 
１ 生産関数の推定結果 

 両モデルによる全期間における推定結果

は表５（上段）のとおり。コブ・ダグラス型、

トランス・ログ型ともに全てのパラメーター

は統計的に有意で、おおむね同水準である。

また、⑬式121及び生産要素の投入が生産に対

しプラスに寄与するという符号条件も満た

している。ただ、トランス・ログ型において

２次項が統計的に有意にマイナス、社会資本

と民間資本の交差項がプラスとなっており、

社会資本を含む生産関数を推定する際には、

コブ・ダグラス型では、定式化に問題がある

ことを示唆する。これは、土居（1998）の結

果と一致する122。よって以降は、トランス・

ログ型⑪式123に基づく分析を行う。結果から

読み取れることは、民間資本、社会資本とも

に限界生産性逓減の法則が成立し、それぞれ

の１次項がプラスであることから生産には

プラスに寄与する。また、両者の交差項がプ

ラスであることから、互いに補完関係にあり、

高いレベルの社会資本を有すると、民間資本

の限界生産性も上昇し、その結果、社会資本

投資が民間資本投資を誘発することが示唆

される。したがって、表３におけるＴＦＰに

おいては、社会資本投入が多大に寄与してい

ることが示唆される。 

 同じく表５下段は、バブル崩壊前後で期間

を区切ってトランス・ログ型生産関数により

推定を行った結果である。トランス・ログ型

の標準誤差は、分散均一を仮定した頑健では

                                                  
121 補論参照 
122 土居（1998）では、コブ・ダグラス型及びトランス・

ログ型双方の関数形特定化の検証を行い、トランス・ロ

グ型の方が妥当であるとの結論を得ている。 
123 補論参照 

ない標準誤差であることを考慮すると、２次

項はあまり強く効いていない。ただ、社会資

本と民間資本の交差項の推移から、先述した

両者の補完関係は失われていったことを読

み取れる。また、１次項のパラメーターの水

準も低下しており、バブル崩壊以後、生産要

素の投入による寄与も低下していることも

示唆されている。 

 
２ 都道府県別の限界生産性 
 ここでは、推定結果を用いて⑭式から計算

可能な都道県別の限界生産性について論じ

る。計算された結果は、表６、表７のとおり。 

なお、定式化のところでも触れたが、本表

における、ＴＦＰは環境創出型の一次同次制

約を想定している。よって、仮に全生産要素

につき、規模に関して収穫逓増であれば、投

入の寄与が過大となり、ＴＦＰを過小評価し

ている可能性がある点に注意が必要である。

ただ、本稿のＴＦＰは、各都道府県の固定効

果をＴＦＰと定義していることから、①都道

府県間の相対的な位置に着目する上におい

て、②レベルとしてみても同一県内の２期間

比較においては、大きな問題はないと考えら

れる124。まず、被災地３県の推移をみると、

岩手県が相対的に低下、宮城県、福島県が相

対的に上昇している。特に岩手県においては、

①表３の社会資本投入を含むＴＦＰの伸び

が高かった、②社会資本の過剰な投入が行わ

れ、公共事業に頼った成長であった可能性が

ある。おおむね、社会資本の限界生産性は、

大都市圏が高いが、阪神大震災の被災地であ

る兵庫県は、大都市圏の中では相対的に低く、

阪神大震災の前後でその順位は低下してい

る。これは、社会資本投入が過大だったとま

                                                  
124 表６の全期間の都道府県ＴＦＰと表７の２期間の都道

府県ＴＦＰの平均値を比較したとき、全都道府県のＴＦ

Ｐの乖離幅は平均で▲0.02、標準偏差は 0.03 となった。

よって、推定されるＴＦＰのバイアスは、同一都道府県

内で変化が発生しているとは考えられない。 
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では断定できないが、復興のための社会資本

の投入が、経済成長にはつながっているもの

の必ずしも効率的ではない可能性を示唆す

るものである。先述した神戸港のケースにも

当てはまるが、災害復興は、社会資本を投入

するだけではなく、将来需要、産業構造等を

鑑みた総合的な計画に基づく迅速な実行が

重要であるということであろう。そうしない

と、一時的な社会資本投入の増が持続的に波

及しない、乗数効果の低い事業と化してしま

う可能性が高くなる。 

 限界生産性が相対的に高く、また上昇して

いる都道府県は、大都市圏又はその近隣であ

る。これは、①相対的に地方圏に比べ大都市

圏は一人当たり社会資本ストックが低いこ

とによるよるもの、②産業の特化・集積効果

によるもの―が考えられる。大震災後にお

いては、資本の大規模な毀損から過小資本ス

トックとなっており、限界生産性は上昇する。

ただし復興においては、被災地においていく

つかの産業を集約することを同時に行うこ

とが重要である。そのポリシーミックスによ

り、効率的な都市を目指すことが、さらに社

会資本投入の効果を上昇させると考えられ

る。ただし、社会資本であるインフラ投資は、

限界生産性の逓減から、過剰な投入は控える

べきであろう。 

 なお、ここまでの議論は、限りある財源の

資源配分という面を重視し、都道府県間の相

対的な比較により行ってきた。ただし一方で、

絶対的なレベル水準という視点も国政とし

ては忘れてはならない。本稿の分析は概ね相

対比較に基づくため、その部分においては限

界がある旨の注意が必要である。 
 
Ⅲ 復興のための課題 

 ここでは、有識者の提案する主張を紹介し

つつ、今までの議論と日本が抱える大きな問

題である財政制約を考慮した場合に導かれ

る結論をまとめたい。 

 まず、電力の需給調整に関しては、第１部

でも述べているように、スマートグリッド技

術は、今後のエネルギー需給の効率化のため

に必要な技術であり、成長産業ともいえる。

ただし、技術開発には時間もかかり、現状電

力の供給制限が存在する日本においては、伊

藤ほか（2011）が主張する大口電力需要者の

オークション制度も検討に値する。これは、

ミクロ経済学の余剰分析に基づくものであ

るが、電力供給制限によって発生した死荷重

の一部が生産者余剰ではなく、消費者余剰と

して余剰を増加させることが可能で、より効

率的な姿とすることが可能となる。 

次に、経済成長のための産業構造と震災復

興という観点について述べる。まず、鈴木

（2011）の主張する、医療産業による成長と

いうものが考えられるだろう。高齢者の多い

被災地においては、むしろ高度な医療は必要

なものであるともいえる。特に、医療の研究

開発拠点としての復興も考えられるだろう。

先に述べた、産業の集積は、必ずしも現在生

産性の高い、電子機器等の製造業である必要

はない。むしろ、それとは違った、新しい被

災地の性格に合った産業がふさわしく、第１

部でも述べたような、地元に一番詳しい地元

の意見が重要となる。産業の選択は、農業、

水産業の一次産業でも、先述したスマートグ

リッド技術の開発でも何ら問題はない。一つ

言えることは、集積・効率化による高い生産

性を確保し、構造改革につなげることができ

るかどうかが条件である。 

資本ストックの毀損を震災の１次被害、ス

トックの毀損によるサプライチェーンの断

絶や電力供給網ストップを２次被害とした

ときの被害の伝播について、佐藤・小黒

（2011）では、２次被害を最小化するために、

可能な限り早い復興が必要としている。震災

復興が遅れ不確実性が継続することで、被害
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の最小化に失敗した場合、①東北地方が担っ

ていたサプライチェーンの一部の機能が他

地方へ移ってしまう、②生産拠点を海外へ移

転する、③経済成長に不可欠な安定的な電力

供給が達成できない―ことにより、長期的

な経済への悪影響につながる３次被害が発

生する。さらに、３次被害による経済の低迷

は、税収減、財政危機へと連鎖し、実質金利

上昇に起因する経済危機につながるといっ

た４次被害を招く可能性を指摘している。よ

って、震災が長期的な被害に連鎖しないよう、

早急な生産拠点の復興が必要であり、時間と

の闘いであることが分かる。 

 Ⅰの分析で示した、産業集中度とＴＦＰ成

長率の正の相関を踏まえると、比較優位のあ

る産業分野の育成及び特化の経済成長政策

として効果的であると思われる。それは、被

災地の復興にも当然つながると言える。よっ

て、国としては、そのための障害を取り除く

よう、インフラの整備、特区制度の活用に尽

力しなければならない。また、地方自治体と

しては、一定期間の固定資産税の優遇、国・

地方としては法人税の一定期間の減免によ

って、または、補助金等によって企業誘致の

促進の環境整備が必要となる。この施策の成

功は、将来的には、本来ゼロに落ち込む可能

性があった税収が確保できることにつなが

り、被災地も償還財源を負担するという形が

成立する。もちろん、国内他地域からの誘致

では、マクロの成長につながらないため、可

能な限り、新規若しくは海外からの移転を目

指す制度とすべきである。 

震災復興に忘れてはならない重要な課題

が財政問題である。佐藤・小黒（2011）の試

算によると、今回の震災により、公的債務残

高が家計金融資産の 90％に達する点を閾値

125とした、財政破たん確率は２倍になったと

                                                  
125 ある値を挟んで状況が一変する値のことを閾値という。

する。庄司（2011）によると、資本収支の上

昇と政府債務残高が国債のリスクプレミア

ムに悪影響を与えるとの結果を得ており、こ

の基準はおおむね妥当であるといえる。元々

少子高齢化が進む日本は、社会保障給付財源

を将来世代や現役世代に頼るといった構造

的問題を抱えていた。それにより、世代間格

差が拡大するとともに、社会保障財政のアン

バランスが発生することによる財政悪化ト

レンドにあった。しかし、国民負担率は諸外

国に比べ低く、増税余地があるというのが、

国債の信認の礎であった。震災の財源は、中

立命題によると国債発行でも増税でも同じ

であり、景気が悪い現在であれば、課税平準

化のために、国債発行を選択するのが正しい。

しかし、これには、財政の均衡・持続可能性

が担保されているという前提がある。今回の

復興増税について政府の考え方にあるのは、

増税回避による負担先送りが、マーケットの

政治力への懸念を通じて、信認を失いかねな

いといったことであろう。佐藤・小黒（2011）

は、特に個人所得税の課税ベースの拡大を主

張する。これにより、課税による超過負担に

よる逸失利益を最小限に抑えつつ、個々人の

税負担意識の向上により、政治への参加、復

興への意識が上昇することにも期待してい

る。また彼らは、経済学的に考え、法人税の

増税は最終的には、労働者、消費者、投資家

へ転嫁されるため、国際的に高い法人税率の

引上げは、高成長を見込めない以上望ましく

ないとしている。一方、歳出側においては、

政府が援助を必要とする者への援助を必要

ないとしてしまう「タイプⅠエラー」、政府

が援助の必要ではない者にまで援助してし

まう「タイプⅡエラー」と統計的過誤になぞ

って呼ばれる二種類の過誤が考えられる。タ

イプⅠエラーは、歳出は抑えられるが、成長

                                                                        
通常、デフォルトは一気に顕在化することから、このよ

うな値を定義する必要がある。 
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の芽を摘んでしまったり、国民の不満が増大

することによる国力の低下が、タイプⅡエラ

ーは、既得権益の維持や、非効率部門の延命

が発生することによる、国力の低下が発生す

る。例えば、景気対策としての不必要な公共

事業や、不採算部門への延命融資はタイプⅡ

エラーといえるかもしれない。図３のように、

都道府県別の人口１人当たりの社会資本は、

地方部ほどその伸びは大きい。先述したとお

り、社会資本は都市部の方がより限界生産性

が高いため、マクロでみるとこの選択は誤っ

ているといえる。Ⅱで明らかにしたように、

①被災地においては限界生産性が逓減して

いること、②都道府県比較においても特に岩

手県において、限界生産性が高くはないこと

―から、「従来型」の公共事業による復興

は、地域経済の成長に効率的には結び付かな

いことが分かる。もちろん、そこには公共事

業が事実上の所得再分配機能を有していた

が、その結果、地方の構造的な不況は残され

たままとなってしまった。低成長・財政悪化

に悩む日本において、タイプⅡエラーは極力

排除していく必要があるのは言うまでもな

い。そのためには、被災地においても、また、

その他の地方圏においても先述した産業集

積と社会資本インフラの相乗効果を最大限

に発揮することが重要である。特に、被災地

においては、震災復興と併せて計画的に両者

の相乗効果を発揮することが可能となるよ

う、国の体制整備と地方の知恵の結集が重要

となる。ここで重要となるのが、従来の災害

復旧フレームとしての、各種復旧事業費（国

庫）負担法及び激甚災害フレームと今回新設

された復興交付金の連携である。社会資本イ

ンフラは、現状回復である復旧をベースによ

り高規格な復興までの概念を含む。一方で産

業集積を誘導する政策は、復興そのものの概

念である。地方にとっては、この両者がミッ

クスされた形で予算を支出できるのが一番

望ましい形である。要するに、被災地にとっ

ての最終目的は復興であり、それぞれの法的

垣根によって、一番望ましい復興が達成でき

ないという事態は避けられるような、自由度

の高い制度になっていることが望ましい。自

由度から発生する無駄については、事後チェ

ックとしての継続監視を強めればよく、自由

度がないことに起因する逸失利益の発生を

避けることが、今回の復興において重要なポ

イントであると考えられる。 

第１部で触れた予算の中身については、確

かに震災復興は、今後の不確定要因が多いた

めその評価は困難である。しかし、震災復興

は大きなビジョンに基づき長期的かつ計画

的に行われるべき性格であるため、継続的に

その中身についてチェックを行っていくこ

とが、タイプⅠエラー、タイプⅡエラーの防

止につながっていく。今回の震災は地方の発

展と財政の健全化という、日本全体が取り組

むべき２つの困難な課題の解を見付ける、大

きなパイロットケースとなり得るものかも

しれない。 

最後に組織論であるが、佐藤・小黒（2011）

では、日本の自然災害リスクは、諸外国と比

べ て 高 く 、 日 本 版 Ｆ Ｅ Ｍ Ａ （ Federal 

Emergency Management Agency:米国連邦緊急

事態管理庁）創設の重要性を主張している。

日本では、事前のリスク管理と事後のリスク

管理の効率性が米国に比べ低く、事前のリス

ク管理の欠如は、事後のリスク管理、特にリ

スク金融（最終的には財政負担）にダメージ

が大きいとする。事前の自然災害保険制度の

充実、官民双方の事前・事後のリスクマネジ

メントの重要性とそのための諸制度の創設、

スタッフの専門性や実際に機能する組織の

重要性が非常に高いと主張している。 
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おわりに 

 第２部の分析の結果により、被災地の復興

においては、社会資本整備の限界生産性の低

減が明らかになった。これは、「従来型」の

公共事業によるものでは地域経済の成長の

持続性には疑問符がつくことを示唆するも

のである。社会資本整備の限界生産性を上昇

させ、復興の経済効果を最大限に発揮させる

ためには、復興に伴う社会資本インフラの整

備とともに、産業集積を政策により誘導する

ことが重要となる。これにより、いわゆる乗

数効果を上昇させることが見込まれる。現在

の日本のような、厳しい財政状況下において

は、予算の執行に関しては、震災復興とはい

え、高い効率性が求められる。そうしないと、

財政の持続可能性に対する懸念から、リスク

プレミアムが上昇する可能性がある。一般的

に、インフレ率を考慮した実質金利のファン

ダメンタルズを上回る上昇は、クラウディン

グアウトを発生させ、経済に対してマイナス

の影響を与える。国としては、そうならない

ように、社会資本インフラの整備とともに、

産業集積の障壁となる規制や制度間の壁を

可能な限り取り除き、構造改革を促す必要が

あると言えよう。 
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（表１）都道府県別労働投入寄与度 

（単位）％、カッコ内：順位

北海道 0.7 (12) 0.0 (29) 0.3 (23) 0.5 (15)  ▲0.1 (9)  ▲0.6 (40)  ▲0.5 (41)  ▲0.0 (26)

青森県 0.6 (16)  ▲0.2 (42)  ▲0.0 (43) 0.3 (31)  ▲0.1 (14)  ▲0.7 (46)  ▲0.2 (29)  ▲0.2 (40)

岩手県 0.9 (5)  ▲0.2 (43) 0.3 (22) 0.2 (40)  ▲0.3 (30)  ▲0.6 (41)  ▲0.5 (42)  ▲0.2 (39)

宮城県 0.9 (4) 0.4 (15) 0.7 (10) 0.7 (7)  ▲0.1 (13)  ▲0.5 (36)  ▲0.2 (26) 0.2 (14)

秋田県 0.2 (46)  ▲0.2 (44)  ▲0.1 (45)  ▲0.1 (47)  ▲0.4 (33)  ▲0.7 (45)  ▲0.6 (46)  ▲0.3 (47)

山形県 0.4 (31) 0.0 (28) 0.1 (35) 0.0 (46)  ▲0.2 (18)  ▲0.5 (38)  ▲0.2 (24)  ▲0.2 (41)

福島県 0.5 (21)  ▲0.2 (46) 0.2 (28) 0.2 (39)  ▲0.3 (26)  ▲0.5 (37)  ▲0.2 (28)  ▲0.1 (33)

茨城県 0.8 (11) 0.6 (9) 0.7 (11) 0.6 (12)  ▲0.1 (8)  ▲0.3 (22)  ▲0.2 (30) 0.2 (12)

栃木県 0.6 (15) 0.8 (7) 1.0 (5) 0.5 (14)  ▲0.1 (10)  ▲0.2 (14)  ▲0.4 (39) 0.2 (10)

群馬県 0.4 (27) 0.4 (16) 0.6 (16) 0.3 (29)  ▲0.1 (12)  ▲0.3 (23)  ▲0.5 (44) 0.0 (21)

埼玉県 1.4 (1) 1.3 (1) 1.7 (1) 0.9 (2) 0.2 (4) 0.1 (3) 0.2 (9) 0.6 (1)

千葉県 1.2 (3) 1.0 (4) 1.3 (2) 0.9 (1)  ▲0.1 (6)  ▲0.1 (7)  ▲0.0 (18) 0.4 (3)

東京都 0.4 (30) 0.9 (6) 1.0 (6) 0.2 (41)  ▲0.4 (36)  ▲0.4 (29) 0.6 (3) 0.2 (13)

神奈川県 0.8 (9) 1.1 (3) 1.1 (4) 0.6 (8)  ▲0.2 (17) 0.2 (2) 0.4 (4) 0.4 (4)

新潟県 0.3 (42)  ▲0.1 (39) 0.2 (31) 0.3 (30)  ▲0.5 (42)  ▲0.4 (26)  ▲0.4 (37)  ▲0.1 (35)

富山県 0.3 (43) 0.1 (27) 0.2 (25) 0.4 (22)  ▲0.4 (31)  ▲0.4 (25)  ▲0.1 (20)  ▲0.0 (24)

石川県 0.3 (41) 0.2 (26) 0.4 (21) 0.5 (17)  ▲0.3 (29)  ▲0.3 (24) 0.0 (17) 0.0 (20)

福井県 0.4 (28) 0.2 (23) 0.2 (26) 0.2 (37)  ▲0.3 (24)  ▲0.4 (31)  ▲0.4 (40)  ▲0.1 (34)

山梨県 0.5 (20) 0.6 (12) 0.5 (19) 0.6 (10)  ▲0.2 (22)  ▲0.4 (27)  ▲0.3 (33) 0.1 (18)

長野県 0.4 (34) 0.4 (17) 0.2 (24) 0.4 (19)  ▲0.2 (19)  ▲0.5 (35)  ▲0.5 (43)  ▲0.1 (30)

岐阜県 0.5 (25) 0.3 (19) 0.6 (15) 0.4 (24)  ▲0.2 (20)  ▲0.3 (17) 0.1 (15) 0.1 (16)

静岡県 0.6 (17) 0.6 (11) 0.6 (13) 0.4 (23) 0.0 (5)  ▲0.2 (10)  ▲0.0 (19) 0.2 (11)

愛知県 0.9 (6) 0.5 (13) 1.1 (3) 0.7 (6)  ▲0.3 (27) 0.0 (5) 0.8 (2) 0.4 (5)

三重県 0.3 (39) 0.4 (14) 0.8 (8) 0.6 (11)  ▲0.2 (15)  ▲0.1 (6)  ▲0.2 (25) 0.2 (9)

滋賀県 0.5 (23) 0.6 (10) 0.7 (9) 0.8 (4) 0.3 (1) 0.2 (1) 1.0 (1) 0.6 (2)

京都府 0.5 (22) 0.3 (21) 0.1 (33) 0.3 (34)  ▲0.5 (43)  ▲0.3 (18) 0.2 (7)  ▲0.0 (25)

大阪府 0.4 (32) 0.7 (8) 0.8 (7) 0.4 (26)  ▲0.7 (47)  ▲0.6 (44)  ▲0.1 (21)  ▲0.1 (29)

兵庫県 0.2 (44) 0.4 (18) 0.5 (18) 0.4 (25)  ▲0.1 (11)  ▲0.3 (15) 0.1 (12) 0.1 (15)

奈良県 0.8 (7) 1.0 (5) 0.6 (14) 0.8 (3) 0.2 (3)  ▲0.1 (9) 0.2 (8) 0.4 (7)

和歌山県 0.3 (38)  ▲0.2 (41) 0.0 (39) 0.3 (33)  ▲0.5 (44)  ▲0.5 (33) 0.3 (5)  ▲0.1 (32)

鳥取県 0.6 (14)  ▲0.1 (40)  ▲0.0 (40) 0.1 (45)  ▲0.3 (25)  ▲0.6 (39)  ▲0.7 (47)  ▲0.2 (44)

島根県 0.4 (35)  ▲0.1 (38)  ▲0.3 (47) 0.2 (44)  ▲0.5 (41)  ▲0.6 (43)  ▲0.3 (31)  ▲0.3 (46)

岡山県 0.2 (45) 0.2 (25) 0.2 (29) 0.4 (21)  ▲0.4 (39)  ▲0.3 (20) 0.1 (14)  ▲0.0 (23)

広島県 0.4 (36) 0.3 (20) 0.4 (20) 0.5 (16)  ▲0.4 (38)  ▲0.3 (19) 0.3 (6) 0.1 (17)

山口県 0.1 (47)  ▲0.1 (37)  ▲0.0 (41) 0.3 (35)  ▲0.5 (45)  ▲0.4 (30) 0.1 (13)  ▲0.1 (38)

徳島県 0.3 (40)  ▲0.2 (45) 0.0 (38) 0.2 (42)  ▲0.6 (46)  ▲0.6 (42)  ▲0.2 (23)  ▲0.2 (43)

香川県 0.5 (24)  ▲0.0 (30) 0.2 (27) 0.5 (18)  ▲0.4 (37)  ▲0.5 (34)  ▲0.3 (32)  ▲0.1 (31)

愛媛県 0.4 (33)  ▲0.0 (31)  ▲0.0 (42) 0.2 (43)  ▲0.4 (35)  ▲0.5 (32)  ▲0.4 (38)  ▲0.2 (42)

高知県 0.4 (29)  ▲0.4 (47)  ▲0.1 (44) 0.2 (38)  ▲0.4 (40)  ▲0.7 (47)  ▲0.6 (45)  ▲0.3 (45)

福岡県 0.7 (13) 0.2 (24) 0.6 (17) 0.7 (5)  ▲0.1 (7)  ▲0.2 (11) 0.0 (16) 0.2 (8)

佐賀県 0.6 (18)  ▲0.0 (33) 0.2 (30) 0.5 (13)  ▲0.2 (21)  ▲0.1 (8)  ▲0.2 (22) 0.1 (19)

長崎県 0.5 (26)  ▲0.1 (34) 0.1 (36) 0.4 (27)  ▲0.4 (34)  ▲0.4 (28)  ▲0.3 (35)  ▲0.1 (36)

熊本県 0.8 (10) 0.2 (22) 0.1 (32) 0.3 (36)  ▲0.2 (23)  ▲0.2 (12)  ▲0.3 (34)  ▲0.0 (27)

大分県 0.3 (37)  ▲0.0 (32) 0.1 (34) 0.4 (28)  ▲0.4 (32)  ▲0.2 (13) 0.2 (11)  ▲0.0 (22)

宮崎県 0.8 (8)  ▲0.1 (35) 0.1 (37) 0.4 (20)  ▲0.3 (28)  ▲0.3 (21)  ▲0.2 (27)  ▲0.0 (28)

鹿児島県 0.6 (19)  ▲0.1 (36)  ▲0.3 (46) 0.3 (32)  ▲0.2 (16)  ▲0.3 (16)  ▲0.4 (36)  ▲0.1 (37)

沖縄県 1.3 (2) 1.2 (2) 0.6 (12) 0.6 (9) 0.3 (2) 0.1 (4) 0.2 (10) 0.4 (6)

1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008 1986-

 
（出所）県民経済計算より作成 
注１．期間中算術平均値 
注２．カッコ内は 47 都道府県における順位 
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（表２）都道府県別資本投入寄与度 

（単位）％、カッコ内：順位

北海道 2.8 (25) 2.0 (20) 1.5 (16) 1.5 (38) 0.6 (43)  ▲0.4 (45)  ▲0.7 (47) 0.6 (42)

青森県 4.3 (2) 2.6 (3) 1.7 (8) 2.3 (3) 1.3 (7) 0.5 (8)  ▲0.0 (38) 1.3 (6)

岩手県 2.2 (38) 1.3 (38) 1.3 (26) 1.7 (31) 1.2 (15)  ▲0.2 (43)  ▲0.6 (46) 0.8 (38)

宮城県 2.3 (37) 1.2 (39) 1.4 (20) 1.7 (30) 0.9 (27)  ▲0.1 (36) 0.1 (34) 0.9 (29)

秋田県 2.8 (23) 1.8 (26) 1.3 (27) 2.0 (12) 1.4 (6) 0.3 (18) 0.3 (19) 1.1 (17)

山形県 3.9 (5) 2.4 (8) 2.0 (1) 1.7 (32) 1.1 (16) 0.1 (28) 0.3 (22) 1.1 (14)

福島県 3.5 (11) 2.1 (15) 1.7 (11) 2.0 (17) 1.2 (13) 0.3 (21) 0.7 (7) 1 .2 (11)

茨城県 4.0 (3) 1.7 (27) 1.2 (28) 1.9 (19) 1.4 (5) 0.6 (5) 0.9 (5) 1.2 (8)

栃木県 4.0 (4) 2.2 (14) 1.8 (5) 1.9 (18) 1.0 (22) 0.4 (13) 0.6 (12) 1.2 (10)

群馬県 3.0 (17) 2.1 (18) 1.1 (33) 1.5 (40) 1.2 (12) 0.5 (10) 0.6 (13) 1.0 (22)

埼玉県 4.4 (1) 2.8 (2) 1.7 (7) 1.8 (26) 0.5 (45)  ▲0.1 (38)  ▲0.2 (40) 0.8 (32)

千葉県 3.1 (16) 1.7 (29) 1.4 (21) 2.1 (7) 0.7 (42) 0.1 (32) 0.2 (29) 1.0 (25)

東京都 2.4 (31) 0.8 (46) 0.5 (46) 1.5 (41) 0.4 (47)  ▲0.2 (42)  ▲0.3 (43) 0.4 (46)

神奈川県 2.9 (20) 2.4 (9) 2.0 (2) 2.0 (10) 0.8 (32) 0.3 (20) 0.1 (35) 1.1 (15)

新潟県 2.8 (24) 1.6 (31) 0.9 (40) 1.5 (42) 0.9 (29)  ▲0.1 (39) 0.3 (23) 0.7 (39)

富山県 1.5 (46) 1.5 (33) 1.2 (30) 1.8 (22) 0.9 (28) 0.0 (35) 0.2 (27) 0.9 (30)

石川県 2.4 (34) 1.9 (22) 1.0 (37) 1.2 (45) 0.8 (38)  ▲0.1 (40)  ▲0.2 (41) 0.6 (43)

福井県 2.5 (29) 1.9 (21) 0.8 (41) 1.2 (46) 0.6 (44)  ▲0.8 (47)  ▲0.3 (42) 0.4 (47)

山梨県 2.8 (22) 2.5 (5) 1.5 (19) 2.1 (9) 1.2 (9) 0.4 (14) 0.7 (8) 1.2 (9)

長野県 2.4 (32) 2.4 (7) 1.3 (23) 2.3 (4) 1.7 (2) 0.6 (7) 0.3 (18) 1.3 (5)

岐阜県 3.4 (12) 2.2 (13) 1.7 (10) 2.0 (15) 1.1 (18) 0.6 (6) 0.6 (11) 1.2 (7)

静岡県 2.7 (26) 2.0 (19) 1.2 (29) 1.7 (33) 0.9 (26) 0.4 (12) 0.7 (10) 1.0 (21)

愛知県 3.9 (6) 2.3 (12) 1.8 (6) 1.6 (36) 0.9 (30) 0.7 (4) 1.0 (4) 1.2 (13)

三重県 3.7 (9) 2.3 (10) 1.9 (3) 2.2 (6) 1.7 (3) 1.0 (1) 1.3 (2) 1.6 (1)

滋賀県 3.1 (15) 2.1 (17) 1.7 (12) 2.3 (5) 1.6 (4) 0.5 (9) 1.1 (3) 1.4 (4)

京都府 2.8 (21) 2.1 (16) 1.5 (15) 1.7 (29) 0.8 (33) 0.1 (30) 0.1 (33) 0.9 (27)

大阪府 2.1 (40) 0.9 (42) 0.7 (43) 1.8 (25) 0.8 (36) 0.2 (23) 0.3 (24) 0.8 (37)

兵庫県 2.6 (27) 1.1 (41) 1.6 (14) 2.3 (2) 2 .3 (1) 0 .5 (11) 0.5 (16) 1.5 (2)

奈良県 3.3 (13) 3.2 (1) 1.5 (18) 1.7 (34) 0.7 (40) 0.1 (31)  ▲0.0 (39) 0.9 (31)

和歌山県 2.1 (39) 1.8 (24) 1.0 (38) 2.0 (13) 1.2 (10) 0.3 (16) 0.9 (6) 1.1 (18)

鳥取県 2.3 (35) 1.7 (28) 1.1 (32) 1.8 (23) 1.0 (23) 0.2 (22) 0.2 (28) 0.9 (26)

島根県 3.0 (19) 2.4 (6) 1.5 (17) 1.6 (35) 0.8 (35)  ▲0.3 (44) 0.2 (26) 0.8 (36)

岡山県 2.0 (43) 1.4 (36) 0.6 (44) 1.3 (44) 0.8 (37) 0.2 (26) 0.3 (20) 0.7 (40)

広島県 1.1 (47) 0.8 (45) 1.0 (39) 1.8 (28) 0.5 (46)  ▲0.6 (46)  ▲0.5 (45) 0.5 (45)

山口県 2.0 (41) 1.8 (25) 1.3 (24) 1.8 (21) 0.8 (39) 0.1 (33) 0.3 (21) 0.9 (28)

徳島県 3.0 (18) 1.6 (30) 1.7 (13) 2.0 (16) 1.1 (19) 0.4 (15) 0.7 (9) 1.2 (12)

香川県 2.0 (42) 0.7 (47) 0.6 (45) 1.1 (47) 1.0 (25)  ▲0.1 (37) 0.0 (37) 0.6 (44)

愛媛県 2.6 (28) 0.9 (43) 1.2 (31) 2.0 (14) 1.0 (24) 0.1 (29) 0.5 (15) 1.0 (23)

高知県 3.5 (10) 1.5 (34) 1.1 (35) 1.5 (37) 0.8 (31) 0.3 (17) 0.1 (36) 0.8 (35)

福岡県 3.2 (14) 1.9 (23) 1.3 (25) 1.5 (43) 0.8 (34) 0.2 (25) 0.2 (25) 0.8 (34)

佐賀県 3.7 (8) 2.5 (4) 1.9 (4) 2.1 (8) 0.7 (41) 0.0 (34) 0.5 (14) 1.1 (19)

長崎県 1.8 (44) 1.4 (35) 1.1 (34) 2.0 (11) 1.2 (14) 0.7 (3) 0.2 (30) 1.1 (16)

熊本県 1.5 (45) 0.9 (44) 0.5 (47) 1.8 (24) 1.1 (20) 0.3 (19) 0.4 (17) 0.8 (33)

大分県 2.5 (30) 1.5 (32) 1.3 (22) 2.3 (1) 1.2 (11) 1.0 (2) 1.6 (1) 1.5 (3)

宮崎県 2.3 (36) 1.2 (40) 0.8 (42) 1.5 (39) 1.0 (21)  ▲0.1 (41)  ▲0.4 (44) 0.6 (41)

鹿児島県 2.4 (33) 1.4 (37) 1.1 (36) 1.8 (27) 1.3 (8) 0.2 (24) 0.1 (32) 1.0 (24)

沖縄県 3.7 (7) 2.3 (11) 1.7 (9) 1.9 (20) 1.1 (17) 0.2 (27) 0.2 (31) 1.1 (20)

2006-2008 1986-1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005

 
（出所）県民経済計算より作成 
注１．期間中算術平均値 
注２．カッコ内は 47 都道府県における順位 
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（表３）都道府県別ＴＦＰ伸び率 

（単位）％、カッコ内：順位 

北海道 1.7 (12) 0.2 (37) 1.7 (41)  ▲0.3 (16)  ▲0.2 (39) 0.7 (37)  ▲0.2 (30) 0.4 (41)

青森県  ▲2.4 (44)  ▲0.1 (39) 1.2 (43)  ▲0.3 (15)  ▲0.4 (42)  ▲0.1 (46) 1.7 (2) 0.3 (45)

岩手県 0.1 (37) 0.6 (33) 2.6 (34) 0.8 (2) 1 .1 (9) 0 .6 (39) 0.8 (11) 1.2 (6)

宮城県 0.1 (35) 1.9 (12) 2.8 (27)  ▲0.6 (24) 0.9 (13) 1.1 (28)  ▲0.3 (36) 0.9 (25)

秋田県  ▲1.3 (42) 0.3 (36) 2.2 (37)  ▲0.2 (10) 0.0 (37) 0.5 (40) 0.1 (23) 0.6 (39)

山形県  ▲2.0 (43) 0.1 (38) 1.9 (40)  ▲0.4 (17) 1.1 (7) 1.5 (17) 0.7 (13) 1.0 (17)

福島県 - (-) 1.2 (26) 3.5 (12) 0.4 (6) 0 .9 (12) 1.7 (12) 0.3 (21) 1.4 (3)

茨城県 2.6 (5) 1.4 (21) 2.9 (26)  ▲0.8 (29) 0.3 (31) 0.4 (42) 2.1 (1) 0.9 (24)

栃木県 1.7 (11)  ▲0.4 (42) 3.6 (9)  ▲1.2 (35) 0.2 (32) 2.1 (5)  ▲0.1 (27) 1.0 (15)

群馬県 2.0 (8) 2.3 (6) 2.8 (28)  ▲0.7 (25) 0.0 (36) 0.8 (36)  ▲0.1 (29) 0.6 (36)

埼玉県 0.8 (22) 0.3 (35) 3.2 (18)  ▲1.6 (41) 0.7 (16) 1.6 (13) 0.4 (19) 0.9 (21)

千葉県 0.7 (23) 2.6 (4) 4.1 (6)  ▲1.6 (43)  ▲0.6 (46) 1.2 (22) 1.5 (3) 0.9 (27)

東京都 0.5 (29) 3.5 (3) 5.0 (1)  ▲1.7 (44) 2.1 (1) 2.3 (3)  ▲1.4 (43) 1.5 (2)

神奈川県 2.7 (4)  ▲1.2 (45) 3.7 (7)  ▲2.6 (47) 0.2 (33) 0.5 (41)  ▲0.2 (34) 0.4 (43)

新潟県 0.9 (20) 1.6 (17) 3.1 (19) 0.4 (4) 0.4 (27) 1.7 (11)  ▲1.1 (41) 1.1 (10)

富山県 2.1 (7) 0.9 (28) 3.6 (10)  ▲0.8 (27) 0.4 (26) 1.6 (15)  ▲1.3 (42) 0.9 (26)

石川県 0.7 (26) 1.8 (14) 4.1 (5)  ▲0.4 (19) 1.3 (4) 0.9 (31) 0.4 (17) 1.3 (4)

福井県 1.1 (18) 2.2 (7) 2.7 (30) 0.2 (8) 1.3 (6) 2.9 (1) 0.9 (9) 1.7 (1)

山梨県 0.5 (30) 3.7 (2) 2.4 (36)  ▲1.5 (40) 0.9 (10) 1.5 (16) 1.4 (4) 0.9 (20)

長野県 2.2 (6) 2.2 (9) 2.9 (23)  ▲0.8 (28) 1.1 (8) 1.4 (19) 0.9 (8) 1.1 (9)

岐阜県 0.6 (28) 1.2 (25) 2.2 (38)  ▲1.3 (39) 0.3 (29) 0.9 (35)  ▲0.5 (38) 0.4 (42)

静岡県 0.3 (34) 2.0 (11) 3.4 (15)  ▲1.0 (33) 1.3 (5) 1.8 (10) 0.1 (22) 1.2 (7)

愛知県 1.1 (17) 1.7 (15) 3.3 (16)  ▲0.9 (31) 0.5 (24) 2.1 (4)  ▲1.8 (45) 0.9 (22)

三重県  ▲0.4 (40) 0.8 (30) 2.7 (31)  ▲0.8 (26) 0.6 (21) 2.4 (2)  ▲0.2 (32) 1.1 (12)

滋賀県 2.0 (9) 3.8 (1) 4.1 (4)  ▲1.2 (34) 0.1 (34) 1.8 (8)  ▲2.0 (46) 0.8 (31)

京都府 1.4 (14) 1.3 (23) 1.6 (42)  ▲0.9 (32) 0.7 (18) 1.4 (18)  ▲0.2 (31) 0.6 (38)

大阪府 0.9 (21) 0.8 (29) 4.3 (3)  ▲1.9 (45)  ▲0.1 (38) 0.9 (32) 0.0 (24) 0.7 (34)

兵庫県 0.7 (25) 1.9 (13) 3.3 (17)  ▲1.6 (42)  ▲2.8 (47) 0.1 (45) 0.4 (18)  ▲0.2 (46)

奈良県 0.1 (36) 1.0 (27) 3.7 (8)  ▲0.5 (21)  ▲0.2 (40) 0.9 (34)  ▲0.7 (39) 0.8 (32)

和歌山県  ▲1.2 (41) 0.6 (32)  ▲0.2 (47)  ▲1.3 (38)  ▲0.3 (41) 1.0 (30)  ▲2.5 (47)  ▲0.5 (47)

鳥取県 0.4 (33) 1.5 (19) 3.5 (13)  ▲0.5 (23) 0.4 (25) 1.2 (23) 0.7 (14) 1.1 (11)

島根県 0.4 (32)  ▲0.3 (41) 2.6 (33)  ▲0.1 (9) 1.9 (2) 1.1 (24)  ▲0.3 (35) 1.2 (8)

岡山県 - (-) - (-) 3.1 (21)  ▲0.2 (12)  ▲0.5 (45) 1.6 (14)  ▲0.1 (26) 0.8 (29)

広島県 2.9 (3) 1.6 (18) 3.5 (11)  ▲1.9 (46) 0.7 (15) 1.9 (7) 1.1 (6) 1.1 (14)

山口県 1.1 (16) 1.4 (22) 2.9 (25)  ▲0.2 (11) 0.4 (28) 1.8 (9)  ▲0.5 (37) 1.0 (18)

徳島県 0.1 (38) 0.3 (34) 2.9 (24)  ▲0.3 (14) 0.9 (11) 2.1 (6)  ▲1.7 (44) 1.0 (16)

香川県 1.7 (13) 0.7 (31) 4.4 (2) 0.6 (3)  ▲0.5 (43) 0.9 (33) 0.5 (15) 1.2 (5)

愛媛県 0.7 (27) 2.2 (8) 2.5 (35) 0.3 (7) 0.3 (30) 0.7 (38)  ▲0.9 (40) 0.7 (35)

高知県 0.4 (31)  ▲0.3 (40) 1.1 (45) 1.4 (1) 0.5 (23)  ▲0.6 (47)  ▲0.1 (25) 0.5 (40)

福岡県 1.2 (15)  ▲1.4 (46) 2.7 (32)  ▲0.5 (20) 0.1 (35) 1.3 (21)  ▲0.1 (28) 0.7 (33)

佐賀県  ▲0.2 (39)  ▲0.5 (43) 1.1 (44) 0.4 (5) 0.6 (22) 1.1 (25) 1.4 (5) 0.9 (23)

長崎県 0.7 (24) 1.4 (20) 3.1 (20)  ▲0.4 (18)  ▲0.5 (44) 0.4 (43) 0.3 (20) 0.6 (37)

熊本県 3.0 (2) 2.5 (5) 3.5 (14)  ▲1.3 (37) 0.8 (14) 1.1 (26) 0.4 (16) 0.9 (19)

大分県 3.8 (1)  ▲0.8 (44) 2.9 (22)  ▲0.8 (30) 1.7 (3) 0.3 (44)  ▲0.2 (33) 0.9 (28)

宮崎県 1.0 (19) 1.3 (24) 2.8 (29)  ▲0.5 (22) 0.7 (17) 1.3 (20) 1.0 (7) 1.1 (13)

鹿児島県 1.8 (10) 2.2 (10) 2.0 (39)  ▲0.3 (13) 0.6 (20) 1.0 (29) 0.7 (12) 0.8 (30)

沖縄県 - (-) 1.7 (16) 0.6 (46)  ▲1.3 (36) 0.6 (19) 1.1 (27) 0.8 (10) 0.3 (44)

1976-1980 1986-2006-20082001-20051996-20001991-19951986-19901981-1985

 
（出所）県民経済計算より作成 

注１．期間中算術平均値 

注２．カッコ内は 47 都道府県における順位 

注３．福島県（1975-1979 年度）、埼玉県（1975-1976 年度）、岡山県（1975-1984 年度）沖縄県（1975-1980 年度）の

県内総生産データがないため、当該期間にかかるＴＦＰ伸び率を除く期間中算術平均を掲載 
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（表４）都道府県別産業シェアの変化（1996-2008 年度、上位４産業） 

（単位）カッコ内：順位、ΔＴＦＰ：％、その他の計数：％ポイント 

ΔTFP ΔHHI

北海道 (42) 0.2 1.9 建設業 ▲8.1 サービス業 6.6 卸売・小売業 ▲3.3 不動産業 3.2

青森県 (39) 0.2 ▲0.4 建設業 ▲7.4 一次金属 5.4 卸売・小売業 ▲4.9 電気機械 4.6

岩手県 (17) 0.8 1.1 建設業 ▲7.8 電気機械 6.0 サービス業 4.8 卸売・小売業 ▲4.6

宮城県 (26) 0.7 2.0 サービス業 6.5 電気機械 5.9 建設業 ▲5.9 卸売・小売業 ▲4.4

秋田県 (38) 0.2 1.4 建設業 ▲8.2 サービス業 8.1 電気機械 5.6 卸売・小売業 ▲5.1

山形県 (6) 1.2 8.0 電気機械 26.3 建設業 ▲10.5 卸売・小売業 ▲3.9 サービス業 3.5

福島県 (10) 1.0 4.3 電気機械 15.7 建設業 ▲7.4 卸売・小売業 ▲3.7 サービス業 3.1

茨城県 (23) 0.8 1.2 電気機械 6.8 一般機械 5.0 建設業 ▲4.9 卸売・小売業 ▲2.9

栃木県 (15) 0.9 3.2 電気機械 15.4 建設業 ▲3.5 卸売・小売業 ▲2.6 サービス業 2.4

群馬県 (36) 0.3 0.4 建設業 ▲4.9 サービス業 2.9 卸売・小売業 ▲2.1 金融・保険業 ▲1.7

埼玉県 (12) 1.0 1.9 電気機械 6.3 サービス業 4.7 建設業 ▲3.5 卸売・小売業 ▲3.1

千葉県 (28) 0.6 1.1 建設業 ▲4.2 サービス業 3.5 電気機械 3.4 運輸・通信業 2.1

東京都 (2) 1.4 3.0 サービス業 7.6 卸売・小売業 ▲2.2 建設業 ▲2.2 その他の製造業 ▲1.8

神奈川県 (40) 0.2 3.2 サービス業 5.5 建設業 ▲4.0 不動産業 2.6 運輸・通信業 1.9

新潟県 (29) 0.6 1.0 建設業 ▲6.8 電気機械 6.6 サービス業 4.6 卸売・小売業 ▲3.2

富山県 (31) 0.5 1.4 金属製品 ▲7.4 電気機械 6.5 サービス業 5.6 建設業 ▲5.3

石川県 (14) 0.9 2.9 電気機械 15.5 建設業 ▲4.8 卸売・小売業 ▲2.8 食料品 ▲2.4

福井県 (1) 1.8 2.0 電気機械 10.5 卸売・小売業 ▲4.2 建設業 ▲4.0 サービス業 2.6

山梨県 (3) 1.3 5.0 電気機械 18.2 建設業 ▲7.3 卸売・小売業 ▲3.7 サービス業 2.6

長野県 (7) 1.2 5.7 電気機械 17.5 建設業 ▲9.2 サービス業 4.8 卸売・小売業 ▲4.2

岐阜県 (33) 0.3 1.7 電気機械 9.5 建設業 ▲5.7 サービス業 5.4 卸売・小売業 ▲4.1

静岡県 (5) 1.2 1.9 電気機械 10.6 卸売・小売業 ▲3.5 建設業 ▲2.4 輸送用機械 2.1

愛知県 (27) 0.6 1.1 電気機械 7.3 サービス業 3.8 卸売・小売業 ▲3.1 建設業 ▲2.0

三重県 (8) 1.1 3.2 電気機械 17.6 建設業 ▲5.2 卸売・小売業 ▲2.8 金融・保険業 ▲1.6

滋賀県 (35) 0.3 1.6 建設業 ▲4.3 電気機械 3.2 サービス業 3.1 一般機械 2.6

京都府 (22) 0.8 0.9 電気機械 4.9 卸売・小売業 ▲3.9 建設業 ▲3.9 サービス業 3.5

大阪府 (34) 0.3 1.9 サービス業 6.5 電気機械 4.4 卸売・小売業 ▲3.9 金融・保険業 ▲2.4

兵庫県 (47) ▲1.0 2.0 建設業 ▲8.2 電気機械 7.9 サービス業 5.6 卸売・小売業 ▲2.9

奈良県 (43) 0.1 2.2 サービス業 8.4 建設業 ▲4.9 電気機械 4.0 その他の製造業 ▲3.4

和歌山県 (46) ▲0.3 2.0 建設業 ▲4.8 サービス業 4.5 運輸・通信業 4.4 一般機械 3.2

鳥取県 (20) 0.8 6.7 電気機械 24.6 卸売・小売業 ▲8.3 建設業 ▲5.3 サービス業 4.1

島根県 (9) 1.1 6.8 電気機械 23.6 建設業 ▲5.7 サービス業 5.6 卸売・小売業 ▲4.9

岡山県 (32) 0.4 1.8 電気機械 6.6 サービス業 4.8 卸売・小売業 ▲4.1 建設業 ▲3.9

広島県 (4) 1.3 0.8 電気機械 8.8 卸売・小売業 ▲5.9 建設業 ▲4.3 輸送用機械 4.2

山口県 (25) 0.7 0.7 建設業 ▲4.8 輸送用機械 4.3 卸売・小売業 ▲3.2 サービス業 2.9

徳島県 (21) 0.8 1.1 電気機械 10.4 建設業 ▲8.1 食料品 ▲5.4 化学 5.4

香川県 (37) 0.3 0.6 卸売・小売業 ▲5.9 サービス業 5.6 食料品 ▲3.7 建設業 ▲3.4

愛媛県 (41) 0.2 1.9 建設業 ▲5.7 サービス業 5.0 電気機械 3.8 不動産業 2.7

高知県 (45) ▲0.0 2.2 建設業 ▲6.8 サービス業 6.7 卸売・小売業 ▲4.3 精密機械 ▲2.7

福岡県 (30) 0.5 1.9 サービス業 7.2 卸売・小売業 ▲5.6 建設業 ▲2.2 運輸・通信業 2.2

佐賀県 (13) 1.0 1.2 電気機械 10.3 建設業 ▲5.9 卸売・小売業 ▲4.3 サービス業 3.2

長崎県 (44) 0.0 1.5 建設業 ▲6.8 サービス業 5.4 輸送用機械 4.0 電気機械 4.0

熊本県 (18) 0.8 1.8 電気機械 8.9 建設業 ▲5.4 サービス業 4.4 卸売・小売業 ▲2.9

大分県 (24) 0.7 1.6 電気機械 9.7 建設業 ▲6.6 石油・石炭製品 4.1 卸売・小売業 ▲3.9

宮崎県 (11) 1.0 0.8 建設業 ▲6.0 サービス業 4.0 電気機械 4.0 卸売・小売業 ▲2.5

鹿児島県 (19) 0.8 1.7 電気機械 6.8 建設業 ▲5.9 サービス業 4.5 卸売・小売業 ▲3.4

沖縄県 (16) 0.8 3.1 サービス業 5.6 建設業 ▲5.3 運輸・通信業 2.5 金融・保険業 ▲1.6

4321

 
（出所）県民経済計算より作成 
注１．ΔＴＦＰは期間中算術平均値。他の計数は、1996 年度と 2008 年度の差 

注２．カッコ内はＴＦＰ伸び率の 47 都道府県における順位 

注３．シェアの変化は絶対値を取った変化幅で上位４産業を抽出 

注４．産業シェアは実質値ベース。ＨＨＩも実質値ベースのシェアから計算
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（表５）生産関数推定結果 

コブ・ダグラス型 

生産関数 

トランス・ログ型 

生産関数 

環境創出型 要素不払型 ⑪式モデル 
 

係数 [標準誤差] 係数 [標準誤差] 係数 [標準誤差]

民間資本/就業者 0.263 [0.028]*** 0.248 [0.034]*** 0.283 [0.019]*** 

(民間資本/就業者)^2         ▲ 0.185 [0.032]*** 

社会資本 0.263 [0.013]***     0.257 [0.010]*** 

社会資本＾2         ▲ 0.049 [0.008]*** 

社会資本/就業者     0.289 [0.018]***     

社会資本× 

(民間資本/就業者) 
        0.190 [0.031]*** 

定数項 ▲ 2.856 [0.139]*** 0.584 [0.049]*** ▲ 0.052 [0.012]*** 

都道府県ダミー yes yes yes 

自由度修正済決定係数 0.938  0.933  0.938  

サンプルサイズ 1575  1532  1575 

回帰の標準誤差 0.061  0.061  0.061  

Pr(F or chi2) 0  0  0 

トランス・ログ型生産関数 

1975～1991 年度 1991～2008 年度  

係数 [標準誤差] 係数 [標準誤差] 

民間資本/就業者 0.340 [0.038]*** 0.231 [0.036]*** 

(民間資本/就業者)^2 0.030 [0.063] 0.091 [0.050]* 

社会資本 0.372 [0.017]*** 0.258 [0.021]*** 

社会資本＾2 ▲ 0.008 [0.014] ▲ 0.032 [0.018]* 

社会資本×(民間資本/就業者) 0.138 [0.054]** 0.057 [0.056] 

定数項 0.101 [0.018]*** ▲ 0.099 [0.011]*** 

都道府県ダミー yes yes 

自由度修正済決定係数 0.914  0.933  

サンプルサイズ 799  776  

回帰の標準誤差 0.041  0.054  

Pr(F or chi2) 0  0  

注１．カッコ内標準誤差横の＊印は、係数がゼロと有意に異なる確率を示す。* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

注２．標準誤差は、コブ・ダグラス型生産関数においては、分散不均一を仮定した頑健な標準誤差 

注３．全モデルに都道府県ダミー（沖縄県で基準化：本表の定数項は沖縄県の定数項を指す。）を入れた。都道府

県ダミーの値は結果を割愛し、表６に計算結果を掲載。 

注４．トランス・ログ型生産関数（全期間）モデル欄における、自由度修正済決定係数以下の欄は、Seemingly 

Unrelated Regression による生産関数側の値。分配率関数は、自由度修正済決定係数：0.140、回帰の標準

誤差：0.037、サンプルサイズ、Pr(chi2)はともにゼロパーセント。期間を区切った場合も概ね同様の値。 
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（表６）トランス・ログ型生産関数推定による都道府県別の限界生産性及びＴＦＰ（全期間） 

北海道 0.12 (47) 0.40 (4) 0.30 (45) ▲0.27 (46)

青森県 0.43 (22) 0.07 (45) 0.47 (27) ▲0.15 (41)

岩手県 0.19 (43) 0.32 (8) 0.31 (44) ▲0.15 (41)

宮城県 0.40 (26) 0.24 (14) 0.45 (32) 0.01 (19)

秋田県 0.18 (44) 0.30 (10) 0.35 (41) ▲0.10 (35)

山形県 0.33 (35) 0.14 (35) 0.43 (35) ▲0.11 (37)

福島県 0.46 (20) 0.18 (26) 0.48 (22) ▲0.11 (38)

茨城県 0.48 (16) 0.17 (27) 0.50 (18) ▲0.08 (33)

栃木県 0.71 (6) 0.12 (39) 0.58 (4) 0.09 (11)

群馬県 0.46 (19) 0.23 (18) 0.46 (29) 0.03 (16)

埼玉県 0.86 (2) 0.18 (25) 0.53 (9) ▲0.09 (34)

千葉県 0.53 (12) 0.23 (17) 0.49 (19) ▲0.11 (36)

東京都 0.75 (4) 0.49 (1) 0.45 (31) 0.02 (17)

神奈川県 0.69 (8) 0.24 (15) 0.54 (8) ▲0.07 (30)

新潟県 0.25 (39) 0.29 (11) 0.37 (40) ▲0.17 (44)

富山県 0.48 (17) 0.13 (37) 0.56 (7) 0.14 (5)

石川県 0.50 (14) 0.17 (28) 0.52 (12) 0.13 (6)

福井県 0.33 (36) 0.14 (32) 0.52 (11) 0.12 (7)

山梨県 0.37 (28) 0.12 (38) 0.49 (20) 0.10 (9)

長野県 0.14 (45) 0.32 (7) 0.33 (43) ▲0.26 (45)

岐阜県 0.49 (15) 0.14 (33) 0.48 (23) ▲0.06 (28)

静岡県 0.57 (9) 0.24 (13) 0.45 (30) ▲0.08 (32)

愛知県 0.56 (10) 0.19 (21) 0.49 (21) ▲0.29 (47)

三重県 0.53 (11) 0.06 (46) 0.61 (2) ▲0.04 (26)

滋賀県 0.89 (1) 0.06 (47) 0.74 (1) 0.36 (1)

京都府 0.70 (7) 0.19 (22) 0.52 (13) 0.11 (8)

大阪府 0.85 (3) 0.31 (9) 0.46 (28) ▲0.01 (23)

兵庫県 0.42 (24) 0.24 (12) 0.50 (17) ▲0.12 (39)

奈良県 0.71 (5) 0.10 (42) 0.61 (3) 0.33 (2)

和歌山県 0.36 (31) 0.11 (40) 0.53 (10) 0.09 (12)

鳥取県 0.44 (21) 0.08 (43) 0.50 (15) 0.20 (3)

島根県 0.25 (38) 0.16 (30) 0.41 (37) 0.00 (20)

岡山県 0.47 (18) 0.19 (23) 0.56 (6) 0.00 (21)

広島県 0.35 (33) 0.35 (5) 0.43 (34) 0.03 (15)

山口県 0.52 (13) 0.07 (44) 0.57 (5) ▲0.01 (22)

徳島県 0.37 (27) 0.10 (41) 0.48 (24) 0.07 (13)

香川県 0.42 (25) 0.20 (20) 0.48 (26) 0.18 (4)

愛媛県 0.36 (30) 0.19 (24) 0.42 (36) ▲0.08 (31)

高知県 0.23 (40) 0.17 (29) 0.40 (38) ▲0.03 (25)

福岡県 0.43 (23) 0.24 (16) 0.44 (33) ▲0.16 (43)

佐賀県 0.37 (29) 0.13 (36) 0.48 (25) 0.09 (10)

長崎県 0.34 (34) 0.23 (19) 0.38 (39) ▲0.02 (24)

熊本県 0.20 (42) 0.41 (3) 0.30 (46) ▲0.06 (29)

大分県 0.36 (32) 0.14 (34) 0.51 (14) 0.04 (14)

宮崎県 0.22 (41) 0.34 (6) 0.34 (42) 0.02 (18)

鹿児島県 0.13 (46) 0.43 (2) 0.28 (47) ▲0.13 (40)

沖縄県 0.32 (37) 0.15 (31) 0.50 (16) ▲0.05 (27)

TFP社会資本 労働投入民間資本

 
注１．カッコ内は 47 都道府県における順位 

注２．ＴＦＰは各都道府県の定数項で、平均的な成長率からの相対比較値を表す。 

注３．全期間：1975 年度～2008 年度までのデータを用いた推定結果を掲載。 
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（表７）トランス・ログ型生産関数推定による都道府県別の限界生産性及びＴＦＰ（期間別） 

北海道 0.45 (40) 0.44 (2) 0.28 (46) ▲0.36 (45) 0.15 (47) 0.19 (2) 0.53 (42) ▲0.33 (47)

青森県 0.63 (27) 0.17 (42) 0.33 (39) ▲0.06 (35) 0.35 (26) 0.10 (44) 0.47 (47) ▲0.21 (44)

岩手県 0.40 (44) 0.25 (21) 0.30 (45) ▲0.14 (41) 0.21 (42) 0.11 (32) 0.52 (44) ▲0.17 (40)

宮城県 0.78 (21) 0.26 (19) 0.38 (23) 0.08 (20) 0.38 (22) 0.14 (16) 0.60 (19) ▲0.01 (18)

秋田県 0.36 (45) 0.27 (17) 0.32 (40) ▲0.06 (36) 0.20 (44) 0.12 (29) 0.55 (37) ▲0.12 (36)

山形県 0.53 (37) 0.20 (34) 0.33 (38) ▲0.04 (32) 0.29 (34) 0.11 (35) 0.52 (45) ▲0.11 (35)

福島県 0.85 (17) 0.23 (25) 0.36 (31) ▲0.09 (39) 0.38 (21) 0.14 (17) 0.58 (22) ▲0.08 (29)

茨城県 0.93 (14) 0.24 (22) 0.37 (25) ▲0.01 (29) 0.41 (17) 0.15 (13) 0.59 (20) ▲0.09 (31)

栃木県 0.98 (11) 0.23 (26) 0.42 (7) 0.15 (12) 0.63 (7) 0.13 (23) 0.63 (10) 0.10 (8)

群馬県 0.85 (16) 0.25 (20) 0.39 (15) 0.10 (15) 0.43 (13) 0.13 (20) 0.60 (14) 0.02 (15)

埼玉県 1.46 (4) 0.28 (15) 0.41 (10) ▲0.03 (31) 0.77 (3) 0.15 (14) 0.58 (21) ▲0.10 (33)

千葉県 1.10 (7) 0.30 (12) 0.38 (19) ▲0.05 (33) 0.48 (11) 0.17 (7) 0.60 (16) ▲0.12 (38)

東京都 2.12 (1) 0.49 (1) 0.37 (26) ▲0.15 (42) 0.93 (1) 0.26 (1) 0.77 (1) 0.08 (10)

神奈川県 1.47 (3) 0.37 (5) 0.42 (8) ▲0.01 (28) 0.61 (8) 0.18 (3) 0.62 (12) ▲0.12 (37)

新潟県 0.59 (32) 0.28 (14) 0.31 (42) ▲0.17 (44) 0.25 (39) 0.15 (12) 0.56 (30) ▲0.15 (39)

富山県 0.76 (22) 0.20 (33) 0.42 (6) 0.23 (6) 0.40 (18) 0.13 (25) 0.64 (5) 0.13 (6)

石川県 0.73 (24) 0.20 (32) 0.41 (11) 0.18 (11) 0.46 (12) 0.12 (30) 0.65 (4) 0.17 (5)

福井県 0.58 (35) 0.18 (39) 0.40 (14) 0.21 (7) 0.27 (36) 0.13 (26) 0.63 (8) 0.11 (7)

山梨県 0.59 (31) 0.16 (46) 0.38 (21) 0.19 (9) 0.31 (31) 0.11 (36) 0.58 (24) 0.08 (10)

長野県 0.27 (47) 0.36 (6) 0.27 (47) ▲0.37 (46) 0.19 (45) 0.16 (10) 0.55 (36) ▲0.21 (45)

岐阜県 0.80 (19) 0.23 (24) 0.37 (27) 0.03 (24) 0.43 (15) 0.13 (27) 0.55 (34) ▲0.08 (28)

静岡県 1.08 (8) 0.29 (13) 0.36 (30) ▲0.05 (33) 0.56 (10) 0.16 (11) 0.60 (13) ▲0.06 (26)

愛知県 0.98 (10) 0.31 (10) 0.31 (43) ▲0.40 (47) 0.56 (9) 0.17 (6) 0.57 (25) ▲0.22 (46)

三重県 0.79 (20) 0.19 (37) 0.37 (24) 0.02 (25) 0.42 (16) 0.13 (22) 0.58 (23) ▲0.09 (30)

滋賀県 1.13 (6) 0.18 (41) 0.51 (1) 0.44 (1) 0.76 (4) 0.14 (19) 0.75 (2) 0.35 (1)

京都府 1.14 (5) 0.27 (18) 0.41 (9) 0.19 (10) 0.64 (6) 0.14 (18) 0.63 (9) 0.08 (9)

大阪府 1.89 (2) 0.40 (3) 0.39 (18) ▲0.01 (27) 0.85 (2) 0.18 (4) 0.63 (11) ▲0.04 (23)

兵庫県 0.95 (13) 0.38 (4) 0.38 (20) ▲0.07 (37) 0.38 (23) 0.18 (5) 0.60 (18) ▲0.17 (41)

奈良県 0.84 (18) 0.17 (43) 0.48 (2) 0.41 (2) 0.67 (5) 0.10 (46) 0.67 (3) 0.34 (2)

和歌山県 0.64 (26) 0.21 (29) 0.43 (4) 0.27 (3) 0.27 (35) 0.11 (33) 0.54 (38) ▲0.03 (21)

鳥取県 0.60 (29) 0.13 (47) 0.39 (17) 0.27 (4) 0.37 (24) 0.09 (47) 0.57 (26) 0.19 (4)

島根県 0.42 (43) 0.18 (40) 0.34 (37) 0.07 (22) 0.22 (41) 0.10 (41) 0.54 (41) ▲0.01 (17)

岡山県 0.99 (9) 0.27 (16) 0.47 (3) 0.10 (17) 0.35 (25) 0.14 (15) 0.60 (17) ▲0.02 (19)

広島県 0.89 (15) 0.33 (8) 0.40 (13) 0.10 (18) 0.34 (27) 0.17 (8) 0.64 (6) ▲0.00 (16)

山口県 0.73 (23) 0.19 (36) 0.36 (28) 0.02 (26) 0.43 (14) 0.12 (28) 0.57 (27) ▲0.02 (20)

徳島県 0.53 (38) 0.16 (45) 0.36 (29) 0.13 (13) 0.32 (30) 0.10 (40) 0.57 (28) 0.07 (12)

香川県 0.67 (25) 0.19 (35) 0.40 (12) 0.24 (5) 0.39 (20) 0.11 (39) 0.63 (7) 0.19 (3)

愛媛県 0.63 (28) 0.21 (30) 0.34 (36) ▲0.02 (30) 0.34 (28) 0.12 (31) 0.56 (31) ▲0.05 (25)

高知県 0.43 (42) 0.18 (38) 0.35 (34) 0.08 (21) 0.20 (43) 0.10 (45) 0.51 (46) ▲0.07 (27)

福岡県 0.95 (12) 0.32 (9) 0.35 (33) ▲0.11 (40) 0.40 (19) 0.16 (9) 0.56 (33) ▲0.19 (43)

佐賀県 0.58 (34) 0.17 (44) 0.39 (16) 0.20 (8) 0.31 (32) 0.10 (42) 0.57 (29) 0.06 (13)

長崎県 0.59 (30) 0.22 (28) 0.34 (35) 0.05 (23) 0.33 (29) 0.11 (38) 0.54 (40) ▲0.05 (24)

熊本県 0.44 (41) 0.30 (11) 0.32 (41) ▲0.07 (37) 0.26 (37) 0.11 (34) 0.55 (35) ▲0.10 (33)

大分県 0.59 (33) 0.21 (31) 0.38 (22) 0.12 (14) 0.31 (33) 0.13 (24) 0.60 (15) 0.03 (14)

宮崎県 0.47 (39) 0.24 (23) 0.35 (32) 0.09 (19) 0.23 (40) 0.10 (43) 0.56 (32) ▲0.04 (22)

鹿児島県 0.33 (46) 0.33 (7) 0.30 (44) ▲0.15 (42) 0.16 (46) 0.13 (21) 0.54 (39) ▲0.17 (42)

沖縄県 0.55 (36) 0.22 (27) 0.43 (5) 0.10 (15) 0.25 (38) 0.11 (37) 0.52 (43) ▲0.10 (32)

限界生産性（1992～2008年度）

社会資本 民間資本 労働投入 TFP

限界生産性（1975～1991年度）

社会資本 民間資本 労働投入 TFP

 
注１．カッコ内は 47 都道府県における順位 

注２．ＴＦＰは各都道府県の定数項で、平均的な成長率からの相対比較値を表す。 
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【補論：コブ・ダグラス型生産関数、トラ

ンス・ログ型生産関数について】 

 

１ コブ・ダグラス型生産関数 

 ここでは、①式の生産関数に社会資本 

( SC )を加えたモデルを⑥式のように定式

化する。 

γβα PCSCLAY *= …⑥ 

さらに、技術水準を含む都道府県ごとの異

質性を考慮するために、都道府県ダミーを

加えた⑦式モデルによりパラメーター推定

を行う126。この際の社会資本データの作成

については、民間固定資本に準じて計算し

た。また、景気対策としての公共事業によ

る内生性を考慮し、社会資本において t-1

期の値を用いて推定する。 

εβ
ββα

++
++= −

tpc

tsctlit

PC
SCLY

ln
lnlnln 1

…⑦ 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
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⎣
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,:
,:,:

,:,:

都道府県固定効果

社会資本投入民間資本投入

労働投入県内総生産

α
SCPC

LY
 

 ここでは、社会資本の役割について、環

境創出型を仮定（ 1=+ pl ββ ）した場合と、

要素不払型を仮定（ 1=++ psl βββ ）した

場合の２モデルの推定を行う127。この時⑦

式は、それぞれ、以下のように就業者１人

当たりの形に変形できる。 

環境創出型

⎥
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126 タイムトレンド及びタイムダミーを考慮したモデル

も回帰分析を行ったが、多重共線性によりモデルの安

定性を欠く結果となった。 
127 環境創出型は民間部門で規模に関して収穫一定で社

会資本投入は規模効果をもたらすモデルを想定してい

る。一方、要素不払型は民間部門に加えて公的部門で

ある社会資本も含めて規模に関して収穫一定を仮定し

ている。規模に関して収穫一定とは、生産要素の投入

量をα倍したときには、生産量もα倍になることをい

う。 

 and 

要素不払型
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２ トランス・ログ型生産関数 

生産関数を⑧式のように労働投入、社会

資本投入、民間資本投入を引数として定義

すると、引数が全てゼロの近傍では、テー

ラー展開することで簡単な形で近似が可能

となる。 

),,,( ,,,, ititititi APCSCLFY = …⑧ 

そのために、土居（1998）のように説明変

数において、平均との差をとったモデルを

導出することで推定を行う。また、コブ・

ダグラス型と同様に、技術水準は定数項に

含まれるとの想定で、⑨式のようなモデル

により推定する。ここでも、逆の因果関係

による内生性回避のため、社会資本は１期

ラグをとる。 
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…⑨（以下、添え字、平均値の項を省略する。） 

 以下、基本的に石川（2000）の考え方に

従い、限界生産性が生産要素の実質価格と

均等との仮定を置くと、 

PCYSCYLY lnln,lnln,lnln ∂∂∂∂∂∂ は、

それぞれ、労働、社会資本、民間資本分配

率を表すので、分配率関数は⑩のように行

列表記できる。 
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 コブ・ダグラス型と同様に、 

環境創出型（ 1=+ pl ββ ）の一次同次制約

を仮定し128、社会資本への分配がないとす

ると、 

0=+=+=+ splslppplpll ββββββ  

splslpppll βββββ −=−==⇒ ,  , pl ββ −=1  

となる。これらを、⑨式に代入して、整理

すると、⑪式のようになる。 

εβ

βββ

βα

+−+

−−++

−+=−

)ln(lnln

)ln(ln2ln)(ln2

)ln(lnlnln
22

LPCSC

LPCSCSC

LPCLY

sp

lpsss

pi

…⑪ 

この仮定の下では、分配率関数のうち、

労働分配率と資本分配率は独立ではなくな

るため、制約式を⑩式に代入し整理すると、

⑫式となる。 

SCLPCPCD splpp ln)ln(ln βββ +−−= …

⑫ 

以 上 の 整 理 を 行 い 、 ⑪ 式 と ⑫ 式 を

Seemingly Unrelated Regression により、

パラメーターの同時推定を行う。このとき、

パラメーターの条件は、生産要素の投入は

生産額に変化をもたらすが、生産要素がど

んどん投入され続けると、生産額を伸ばす

効果は次第に小さくなっていく（限界生産

性の低減）ということが想定されること等

より、⑬式となる。 

11,10,10,10 <<−<<<<<< splpsp ββββ

                                                  
128 本稿では、定式化が複雑になるため及び多重共線性

の回避のため要素不払型、無制約型の仮定は検証しな

い。 

…⑬ 

 この時、⑭式のようにそれぞれの変数に

よって偏微分することで限界生産性による

評価を行うが、⑪式は対数線形モデルであ

るため、パラメーターは弾力性となる。よ

って、平均生産性 SCY を乗じることによ

り、限界生産性への変換を行った129。 
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129 吉野・中島（1999）、吉野・中東（2000）等になら

い、直接効果及び間接効果への分類を試みたが、スピ

ルオーバー効果の影響からか、都道府県レベルでは結

果が得られなかった。 
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構造政策としての水田・畑作経営所得安定対策（品目横断 

的経営安定対策）と農業者戸別所得補償制度の相克と収斂 
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（農林水産調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 自公政権下、土地利用型農業の体質強化を図る観点から、一定の経営規模を有する担い手に

施策を集中する水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）が、平成 19 年産よ

り導入された。民主党は、同対策を小規模農家切捨ての施策であるとし、全ての農家を対象と

する直接支払制度（戸別所得補償制度）の導入を主張、平成 21 年に発足した民主党を中心と

する政権は、平成 22 年度に戸別所得補償モデル対策を、平成 23 年度には農業者戸別所得補償

制度を実施することとした。これらの対策・制度は、制度構築の基本的考え方を異にし、厳し

く対峙するものであるが、実施過程において相互に対抗関係にある対策・制度を意識した見直

しが行われてきた。平成 23 年度においても両制度が併存しているが、効果的かつ安定的な対

策を確立するため、両制度を収斂する方向で検討を進める必要があろう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 品目横断的経営安定対策の導入 

Ⅱ 農業者戸別所得補償制度の形成 

Ⅲ 品目横断的経営安定対策の見直し 

Ⅳ 戸別所得補償モデル対策の実施と水田・畑

作経営所得安定対策の併存 

Ⅴ 農業者戸別所得補償制度の本格実施と水

田・畑作経営所得安定対策の変容 

Ⅵ 今後の政策展開 

おわりに 

 

はじめに 

 自公政権下において導入された水田・畑作

経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）

と民主党が構築し、政権交代後に実施されて

いる農業者戸別所得補償制度は、ともに土地

利用型農業の経営安定ないし所得補償のため

の制度であるが、後者は前者に対する批判を

通じて形成されてきたものであり、両制度の

構築の考え方は大いに異なる。 

 両制度は厳しく対峙しつつ、政権交代後の

平成 22 年度以降においても併存して実施さ

れており、政策整合性の確保が課題となる。 

 両制度に係る論点が多岐にわたる中、本稿

では、これらの導入・形成・見直し等のプロ

セスを概観しつつ、構造政策としての政策展

開の方向性を中心に管見を披瀝する1。 

 

Ⅰ 品目横断的経営安定対策の導入 

１ 導入の経緯・背景 

(1) 経営安定対策の制度的位置付け 

食料・農業・農村基本法（平成 11年法律第

106 号）（以下「基本法」という。）は、基本

理念である農業の持続的な発展に関する施策

の冒頭に「望ましい農業構造の確立」を掲げ、

                             
1 本稿は、基本的に、平成 23 年８月 15 日までに公表され

た資料をもとに執筆した。 



 

152  RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12） 

論  文 

「効率的かつ安定的な農業経営を育成し、こ

れらの農業経営が農業生産の相当部分を担う

農業構造を確立するため」必要な施策を講ず

るとし（同法第 21条）、専ら農業を営む者等

による農業経営の展開（同法第 22条）、効率

的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育

成・確保（同法第 25条）を掲げている。 

その上で、基本法は、農産物の価格が需給

事情及び品質評価を適切に反映して形成され

るよう必要な施策を講ずるものとし、こうし

た価格政策の見直しに伴う農産物価格の変動

が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和す

る措置を講ずるとしている（同法第 30条）。 

 ここにいう「育成すべき農業経営」とは、

「経営規模の拡大、資本装備の近代化等の経

営改善をしていこうとする意思を有する者が

経営し、『効率的かつ安定的な農業経営』に発

展する可能性が高い農業経営を指す」と解さ

れている2。すなわち、経営安定対策は、担い

手育成、望ましい農業構造の確立に向けた構

造政策の一翼を担うものと位置付けられる。 

 

(2) 品目横断的経営安定対策の検討・導入 

自公保政権下の平成 12年 12 月 25 日、農林

水産省は「『経営を単位とした農業経営所得安

定対策』の今後の検討方向」を整理し、翌 13

年８月 30日には「農業構造改革推進のための

経営政策」を取りまとめ、「構造転換に取り組

む経営の価格変動リスクを軽減するセーフテ

ィネットの整備」を掲げた。すなわち、保険

方式を基本に積立方式を含めた検討を深め、

対象経営については、①認定農業者を基本と

して検討、②需給調整の適切な実施が前提、

③当面、水田営農及び輪作体系の下での大規

模畑作経営において導入に向けた検討を進め

ることが適当とされた。 

                             
2 食料・農業・農村政策研究会編著『【逐条解説】食料・

農業・農村基本法解説』大成出版社（平成 12 年）92 頁 

さらに、農林水産省は、平成 14年 12 月３

日、「米政策改革大綱」を決定し、「米づくり

の本来あるべき姿」を平成 22年までに実現す

るため、遅くとも 20年度には農業者・農業者

団体が主役となった需給調整システムを構築

することとされ、生産調整のメリット措置と

して、「稲作所得基盤確保対策」と担い手に対

するその上乗せ措置である「担い手経営安定

対策」が平成 16年産から導入された。 

これらを経て、基本法の下での第２次の食

料・農業・農村基本計画（以下「基本計画」

という。）の検討段階から品目横断的経営安定

対策の導入に向けた検討が本格化された。 

前述の米政策改革を具体化する食糧法改正

法案の成立後、平成 15年８月、亀井善之農林

水産大臣（当時）は「担い手の経営に着目し

た品目横断的な政策への移行」等について本

格的検討に着手する旨の談話を発表した。 

その背景として、第１に、かねて指摘され

ていた農業就業者の減少・高齢化、耕地の減

少と耕作放棄地の増加が一層進展し、水田を

中心とする土地利用型農業の生産構造のぜい

弱性が顕著となってきたことが挙げられる3。 

第２に、平成 15（2003）年８月、ＷＴＯ農

業交渉が大きく進展、米国とＥＵが合意し、

配布された共同ペーパーに、関税削減方式と

して上限関税が盛り込まれており、仮に、こ

のペーパーの方向で交渉が妥結することとな

れば、我が国農業に重大な影響を与えること

が必至とみられたことが挙げられる。 

このうち、生産構造のぜい弱性について、

農林水産省は、「効率的かつ安定的な農業経営

が農業生産の相当部分を担う強靭な農業構造

を構築することが『待ったなし』の課題」と

                             
3 平成７年と平成 17 年の農業関係主要指標を比較すると、

販売農家数は 265 万戸→196 万戸、基幹的農業従事者数は

256 万人→224 万人と減少、基幹的農業従事者の平均年齢

は 59.6 歳→64.2 歳と高齢化が進展、耕地面積は 504 万 ha

→469 万 ha に、耕地利用率は 97.7％→93.4％に減少、耕

作放棄地面積は 24.4 万 ha→38.6 万 ha に増加、農家１戸

当たりの経営耕地面積は 1.5ha→1.8ha と伸び悩んでいる。 
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なっているとの認識と、「仮に、現状の政策を

このまま継続していけば、農業、農村が“総

崩れ”」にもなりかねないとの切迫した危機意

識を明らかにしつつ、品目横断的経営安定対

策の導入の必要性を説いている4。 

平成 17 年３月、閣議決定された新たな基本

計画の中で、「我が国農業の構造改革を加速化

するとともに、ＷＴＯにおける国際規律の強

化にも対応し得るよう、現在、品目別に講じ

られている経営安定対策を見直し、施策の対

象となる担い手を明確化した上で、その経営

の安定を図る対策に転換する」ことが明記さ

れた。諸外国との生産条件格差の是正対策と

しての直接支払の導入と収入の変動による影

響の緩和対策の必要性を検討することとされ、

対象となる担い手は、認定農業者のほか、経

営主体としての実体を有し将来効率的かつ安

定的な農業経営に発展すると見込まれる集落

を基礎とした営農組織とされた。 

同年 10 月、農林水産省は「経営所得安定対

策等大綱」を策定し、①担い手を対象とした

産業政策である品目横断的経営安定対策、②

これと表裏一体の関係となる米政策改革推進

対策（生産調整支援策の見直し）、③車の両輪

の関係となる地域振興政策である農地・水・

環境保全向上対策の骨格を明らかにした。 

政府は、翌 18年２月、品目横断的経営安定

対策の実施法案を提出、同年６月に法案は成

立し、公布された（農業の担い手に対する経

営安定のための交付金の交付に関する法律

（平成 18年法律第 88号）（以下「担い手経営

安定法」という。））。 

 

 

 

                             
4 農林水産省「品目横断的経営安定対策に関するＱ＆Ａ」

（平 19.5.25 改訂）１頁。なお、現状の政策の継続が農業・

農村の総崩れをもたらしかねないとの言及は、品目横断的

経営安定対策の実施法案成立後、平成 18 年 6月 27 日に追

加、更新されたものである。 

２ 導入時の品目横断的経営安定対策の概要 

(1) 目的 

 担い手経営安定法の目的は、担い手の農業

経営の安定を図り、国民に対する食料の安定

供給の確保に資することとされている。 

 

(2) 支援対象 

 認定農業者及び集落営農組織（特定農業団

体か、これと同様の要件を備える組織）で、

認定農業者の場合、経営規模は４㏊以上（北

海道は 10㏊以上）、集落営農組織の場合、経

営規模は 20㏊以上とされる。これは、米政策

に係る「担い手経営安定対策」と基本的に同

様の要件である。 

 なお、経営面積が小さくても農業所得が市

町村基本構想の半分を超え、対象品目の収入、

所得又は経営規模のいずれかがおおむね３分

の１以上の場合は対象とされる（所得特例）。 

集落の農地が少ない場合、基本原則のおお

むね８割まで（中山間地域の集落営農組織は

５割まで）面積規模が緩和される（物理的特

例）。 

地域の生産調整面積の過半を受託し、生産

調整の推進に貢献している組織は、20㏊に生

産調整率を乗じた（中山間地域は更に８分の

５を乗じた）規模まで（７㏊（中山間地域は

４㏊）を下限）緩和される（生産調整特例）。 

支援対象を限定する理由は、負担を行う国

民の理解を得るため5とし、これにより、生産

性の高い農業経営が生産の相当部分を占める

強靭な農業構造が構築され、生産コストの低

減や品質の向上が図られるとともに、実需者

ニーズに的確に対応し農産物を安定的に供給

できる体制が確立される6としている。 

                             
5 農林水産省「品目横断的経営安定対策のポイント」２頁。

この資料は、平成 17 年以降平成 19 年まで随時更新されて

いるが、その間、国民理解を得るため担い手限定が必要と

いう説明は一貫している。 
6 農林水産省「品目横断的経営安定対策に関するＱ＆Ａ」

（平 17.12.28 改訂）１頁。 
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(3) 支援内容 

ア 生産条件不利補正対策（ゲタ対策） 

諸外国との生産条件格差から生じる不利を

補正するための補填である。具体的には、品

目ごとの担い手の生産コストと販売収入との

差額に着目して、①各経営の過去の生産実績

（平成 16～18 年産の平均）に基づく支払（緑

ゲタ）と②毎年の生産量・品質に基づく支払

（黄ゲタ）の両方で、生産条件の不利を補う

ものである7。対象品目は、麦、大豆、てん菜、

でん粉原料用ばれいしょの４品目である。米

については、諸外国との生産条件格差から生

じる不利が国境措置により実質的に補正され

ているため、同対策の対象外である。 

イ 収入減少影響緩和対策（ナラシ対策） 

 担い手の販売収入の減少が経営に及ぼす影

響が大きい場合に、その影響を緩和する対策

であり、対象品目は、米、麦、大豆、てん菜、

でん粉原料用ばれいしょの５品目である。具

体的には、品目ごとの基準期間（過去５年中

の最高年と最低年を除いた３年）の平均収入

と当該年の収入の差額を合算・相殺し、減収

額の９割について、生産者と国による拠出の

範囲内で補填するものである。米政策に係る

「担い手経営安定対策」は本対策へと移行す

ることとされた。 

 

３ 対策の評価・検証に先立つ見直し 

 以上のとおり、品目横断的経営安定対策は、

10年近くの検討を経て導入されたもので、い

わゆる構造改革路線の中で構築されたもので

はないことに留意が必要である。しかしなが

ら、後述のように、法案審査時に、野党民主

党から品目横断的経営安定対策に対する小規

模農家切捨てとの批判に基づく対案が提出さ

                             
7 こうした国際ルール上削減対象とならない緑の政策と

削減対象となる黄の政策で生産条件の不利を補正する手

法を「日本型直接支払」と称した。制度的安定性と生産性

向上等の取組の推進を図るため、緑ゲタと黄ゲタの比率は、

７：３とされた。 

れ、議論が展開された。平成 18年６月 13 日

の参議院農林水産委員会において、法案に対

する質疑終局後、中川昭一農林水産大臣（当

時）が「農政の大転換として導入されるこの

新しい経営安定対策は、その実効性に未知の

部分も少なくないことから、今後、その政策

効果をしっかりと検証し、必要に応じて適切

な見直しを検討してまいりたい」と異例の発

言を行っている8。 

その後、品目横断的経営安定対策の対案で

ある戸別所得補償制度に対する支持ないし期

待の広がり、生産現場への品目横断的経営安

定対策の普及・浸透の不徹底、平成 19年産米

価の下落等の要因により、政策効果の十分な

検証を待たずに、制度導入の初年度において、

見直しが進められることとなった。 

 

Ⅱ 農業者戸別所得補償制度の形成 

１ 戸別所得補償制度前史 

(1) 農林漁業再生策（案）（平成 13年） 

 平成 13 年 12 月 19 日、民主党は、「農林漁

業の再生こそ日本と地球を救う～民主党の農

林漁業再生策（案）」を公表9、パブリックコ

メントに付した。この中で、所得補償と国境

措置で、農林漁業を他産業と同じ土俵に乗せ

るとの考えを示し、所得補償については、農

林業活動に対し、多面的機能への対価として、

直接支払方式と保険方式の併用により、１兆

円規模で導入するとした。水田 3.7 ㏊（北海

道 21㏊）以上の経営活動（集落営農も対象）

に面積に応じて支給、農薬、化学肥料を使用

せず、若しくは低減した循環経営には２割増

で支給するとしている。対象品目は示されて

いない。所得補償は、減反廃止と備蓄体制の

整備とセットで実施することとし、減反廃止

                             
8 第 164 回国会参議院農林水産委員会会議録第 13 号 19

頁（平 18.6.13）中川昭一農林水産大臣発言 
9 民主党ホームページ「アーカイブス（過去の政策、その

他）」＜ http://archive.dpj.or.jp/news/?num=11160 ＞

（last access 2011.10.31） 
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による米価下落を所得補償で補い、余剰米を

海外援助用に備蓄するとしている。 

 また、家族経営のみでは効率が悪く、大規

模経営へ農地を集積すると集落崩壊につなが

るとして、協業経営により、規模拡大、効率

化を果たすとしている。 

 

(2) 農林漁業の再生こそ日本と地球を救う！

（平成 14年） 

 平成 14 年 12 月５日、民主党は、「農林漁業

再生策（案）」をブラッシュアップした「農林

漁業の再生こそ日本と地球を救う！」を公表

した10。所得補償制度の枠組みは「農林漁業

再生策（案）」を踏襲しているが、経営規模要

件については北海道 10㏊、その他３㏊と若干

緩和されている。また、所得補償が導入され

るまでは過渡的に減反参加者にのみ補償11し、

作付権売買制度を検討するとした。 

 

(3) 食糧法改正法案（平成 15年） 

 第156回国会、平成15年３月７日、政府は、

米政策改革を法制度面から具体化する主要食

糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一

部を改正する法律案を衆議院に提出した。５

月 28日、民主党は、社会民主党とともに政府

提出法案の対案（「主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律等の一部を改正する法律

案」（鮫島宗明君外２名、衆法第 22号））を衆

議院に提出12、この中で、減反廃止、流通規

制の緩和とともに、所得補償の導入を掲げた。 

所得補償は、品目別の補助金を集約し、水

田・畑作の経営者に対して食糧供給機能・多

                             
10 民主党ホームページ「アーカイブス（過去の政策、その

他）」＜ http://archive.dpj.or.jp/news/?num=11746 ＞

（last access 2011.10.31） 
11 原文には「有機農業面積１割減反参加とみなす」とある。 
12 同法案は、平成 15 年５月 28日、衆議院農林水産委員会

に付託、委員会において、同日、提案理由説明を聴取し、

６月４日、既に提出、審査されていた政府提出法案ととも

に質疑を行い、採決の結果、賛成少数（賛成：民主・共産・

社民、反対：自民・公明・自由・保守新党）で否決された。 

面的機能の対価として支給するもので、所要

額は１兆円規模とし、遅くとも平成 20年度ま

でに実施するが、当面は直接固定支払方式の

みとし、平成 23年度を目途に現行の農業共済

と統合して保険方式と直接固定支払方式との

２本立てとするとした13。 

質疑の過程において、所得補償制度を４階

建ての制度として構築する構想、すなわち、

１階部分は規模に関わらず全農家を対象、２

階部分は構造改革の努力をしている一定規模

以上の農家への割増、３階部分は消費者の安

全・安心志向にかなった有機農業の努力をし

ている農業者への割増、４階部分は条件不利

地域に対する交付とする考えが示された14。 

 民主・社民対案提出に先立ち、衆議院本会

議における政府提出法案の趣旨説明に対する

質疑で、民主党の質疑者から同党の主張する

所得補償制度の考え方が紹介され、その支給

対象に係る規模要件については水田・畑の面

積に応じて都府県の集落営農で５㏊以上、個

別経営で１㏊以上とする考えが披瀝されてい

たところであり15、短期間で経営規模要件に

係る方針が転換されたものとみられる。 

 なお、この所得補償の導入の考え方に対し、

当時の政府は、「現状の農業構造が固定化され

構造改革に支障を来すおそれや、需給事情等

を反映した主体的な経営努力を阻害するおそ

れ等」を指摘した16。 

 

 (4) 民主党農林漁業再生プラン（平成 16年） 

 平成 16年５月 26 日、民主党は「民主党農

                             
13 第156回国会衆議院農林水産委員会議録第14号31頁（平

15.5.28）提出者筒井信隆君（民主）趣旨説明 
14 第 156 回国会衆議院農林水産委員会議録第 15 号 16-17

頁（平 15.6.4）提出者筒井信隆君（民主）答弁 
15 第 156 回国会衆議院会議録第 32号 4頁（平 15.5.20）筒

井信隆君（民主）質疑。質疑では、北海道の経営規模要件

は示されていない。 
16 同上 4 頁（平 15.5.20）亀井善之農林水産大臣答弁。品

目横断的経営安定対策は、これらの懸念を払拭した制度と

して設計されたこととなる。 
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林漁業再生プラン（骨子）」を発表17、その冒

頭に「補助金行政から所得政策への転換（直

接支払いの導入）」を掲げた。直接支払の目的

は、①自給率向上、②多面的機能の維持、③

地方経済の活性化、④農業が持続できる条件

の整備であり、対象品目は、米、麦、大豆、

雑穀（そば等）、菜種18、飼料作物で、これら

の生産数量の目標を設定することとしている。 

対象農業者については、経営規模面積、生

産数量の目標達成等の要件は課していない。

単価は、当面は、米並みの収入を確保できる

水準とし、将来的には内外コスト差の補填を

目標とするとした。また、品質加算、規模加

算を行うとしているが、中山間地域における

直接支払、環境保全型農業に対する直接支払

は、別立てで整理された。また、米の生産調

整は廃止することとされている。 

 

(5) 小括 

 以上のように、民主党の所得補償政策の考

え方は、累年変化を遂げている。変遷過程を

通じた特徴的な点は、以下のとおりである。 

第１に、米の生産調整の廃止については、

一貫して掲げられている。 

 第２に、当初、対象農業者に経営規模要件

を課すこととしていたが、徐々に要件が緩和

され、平成 15年の食糧法改正法案から、大規

模層への加算措置とともに、全ての農家を対

象とする所得補償をベースとする考え方が提

示され、平成 16年の再生プランでは、規模要

件がなくなっている。 

 第３に、当初、直接支払方式と保険方式の

併用とされていたが、平成 16年の再生プラン

                             
17
 民主党ホームページ「アーカイブス（過去の政策、その

他）」＜http://archive.dpj.or.jp/news/?num=466＞（last 

access 2011.10.31） 
18 なたね（菜種）について、民主党は、各種政策文書にお

いて「菜種」と表記しているが、農林水産省は、政権交代

の前後とも、基本的に「なたね」と表記している。以下、

なたね（菜種）に係る表記は原典に従った。 

では、直接支払方式一本となっている。 

 第４に、再生プランでは、制度目的が拡充

され、対象品目が明らかにされており、戸別

所得補償制度の原型を見て取ることができる。 

 以上から、再生プランの策定が民主党の所

得補償の考え方の大きな分岐点とみられるが、

これは、民主党が自由党と合併した平成 15

年９月以後のことである。 

自由党は、平成 15年６月 23 日、食料生産

確保基本法案（山田正彦君外１名提出、第 156

回国会衆法第 32号）19を提出、この中で、米、

小麦、大豆、牛肉、豚肉等について、生産数

量の目標の設定と生産者の申請に基づいた生

産数量の割当、当該生産に係る農業所得を確

保するための交付金の交付を掲げている（同

法案第 11条）。同法案は、基本理念の中で、

「市場原理の活用を図りつつ、生産者の自主

性及び創造性を十分に発揮させる」としてい

るが、担い手育成ないし構造改革といった考

え方は示されてない。 

再生プランは、それまでの民主党の検討の

蓄積と同法案の考え方が融合して策定された

ものと考えられる。 

 

２ 品目横断的経営安定対策の対案としての

戸別所得補償制度の形成 

(1) 農政改革基本法案（平成 18年） 

 平成 17 年 10 月、農林水産省より「経営所

得安定対策大綱」が提示されると、民主党は、

①経営規模要件が厳しく、小規模農家が切り

捨てられる、②対象品目が限定的である、③

支払水準が従来の助成金とほとんど変わらな

い等の批判を展開した20。 

                             
19 同法案は、第 157 回国会、平成 15 年 10 月 10 日、衆議

院解散により審査未了となった。 
20 民主党『次の内閣』ネクスト農林水産大臣山田正彦「経

営所得安定対策大綱決定に関するコメント」（平17.10.28）

民主党ホームページ「アーカイブス（過去の政策、その他）」

＜ http://archive.dpj.or.jp/news/?num=474 ＞ （ last 

access 2011.10.31） 
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その後、同党は、農政等の基本的な方向を

示した法案の検討に着手、第 164 回国会、平

成 18年３月 16 日、「食料の国内生産及び安全

性の確保等のための農政等の改革に関する基

本法案」（山田正彦君外４名提出、衆法第 11

号）（以下「農政改革基本法案」という。）を

提出した。その中で、販売を行う農業者に対

する直接支払の導入が掲げられ（同法案第９

条）、同法案は政府提出の担い手経営安定法案

と対抗関係にあるものと位置付けられた。 

 この直接支払の導入の目的は、食料自給率

の向上に資するとともに多面的機能が適切か

つ十分に発揮されるよう、外国との生産条件

の格差の是正を図ることとしている。 

対象農産物（主要農産物）は、米、麦、大

豆、菜種、自給率向上に資するものとして国

が定めるもの（そば等の雑穀、飼料作物21）、

地域振興作物としている。 

対象農業者は、「販売に供する目的で主要農

産物を計画的に生産する農業者」、「計画をた

てて販売するすべての農家」としている22。 

交付金は、主要農産物の種類ごとの面積単

価に生産面積を乗じて得た額であり、面積単

価は、標準的な販売価格と標準的な生産費と

の差額を基本としてその需給動向を考慮して

定め、交付金の額の算定に当たっては、生産

面積の規模に応じた加算、品質に応じた加算

及び当該生産が環境保全に資する度合いに応

じた加算を行うとしている。所要額は１兆円

で、国費５千億円と地方公共団体への一括交

付金のうち５千億円を充てるとしている。 

また、直接支払の実施時に、米の生産調整

を廃止するとしている（同法案第 10条）。 

構造政策としては、①全販売農家を対象に

直接支払を支給して全体をかさ上げする中で

                             
21 第164回国会衆議院農林水産委員会議録第11号14頁（平

18.5.11）提出者篠原孝君（民主）答弁 
22 第 164 回国会衆議院会議録第 15号５頁（平 18.3.17）提

出者山田正彦君（民主）趣旨説明 

徐々に大規模農家や担い手を育成、②規模拡

大の意欲のある農家に対して単価を高くする

規模加算を実施、③究極的には専業的担い手

に支援を集中するとしている23。 

認定農業者制度については、その果たして

きた役割を評価しつつ、認定農業者のみで農

村が維持されるわけではないとし、直接支払

の対象要件とすることには否定的な見解を示

した24。 

 

(2) 平成 19年参議院通常選挙マニフェスト 

 農政改革基本法案に盛り込まれた販売を行

う農業者に対する直接支払は、戸別所得補償

と改称され25、平成 19 年参議院選挙の民主党

マニフェストに盛り込まれた。総額１兆円規

模で、対象者は、原則として全ての販売農家、

対象品目は、米、麦、大豆、雑穀、菜種、飼

料作物等とし、規模加算、品質加算、環境保

全加算を実施するという制度の枠組みは農政

改革基本法案と同様である。 

 マニフェスト政策各論において、農産物の

国内生産の維持・拡大とＷＴＯにおける貿易

自由化協議及びＦＴＡ締結の促進を両立させ

るため戸別所得補償制度を創設すると明記し

ている点が、同法案との相違点である26。 

 

(3) 農業者戸別所得補償法案（平成 19年） 

 平成19年７月29日に実施された第21回参

議院議員通常選挙の結果、参議院における与

野党の議席が逆転したことを背景に、民主党

                             
23 同上 11 頁（平 18.3.17）提出者篠原孝君（民主）答弁 
24 第 164回国会衆議院農林水産委員会議録第９号13頁（平

18.4.20）提出者篠原孝君（民主）答弁 
25 平成18年９月11日に小沢一郎民主党代表が明らかにし

た「私の基本理念」、「私の基本政策」では、「個別（戸別）

所得補償制度」としていたが、同年 12 月 18 日に取りまと

められた「政権政策の基本方針（政策マグナカルタ）」以

降、「戸別所得補償制度」に改められた。 
26 この主張が、戸別所得補償制度は農産物貿易の自由化を

前提としたものとの指摘や、完全自由化と完全自給は両立

せず、農産物価格暴落を補填する財源が確保できないとの

批判を惹起せしめる端緒となることとなる。 
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は、第 168 回国会、平成 19年 10 月 18 日、農

業者戸別所得補償法案（平野達男君外４名提

出、第 168 回国会参法第６号）を参議院に提

出した。 

 同法案は、①農政改革基本法案に掲げられ

た直接支払の内容の見直しを行い（販売農業

者交付金）、②中山間地域等直接支払制度を法

律に基づく交付金とし（生産条件格差是正交

付金）、これら２つの交付金を総称して農業者

戸別所得補償金と定義付けている。 

 農政改革基本法案における直接支払との比

較における農業者戸別所得補償法案の販売農

業者交付金の主な特徴として、①生産数量目

標の設定における上意下達的色彩が弱まった

こと、②集落営農組織が対象者として明記さ

れたこと、③交付金算定に当たって加味する

要素として米に代わる農産物の生産が追加さ

れたこと、④生産調整の廃止が明記されなか

ったこと、⑤経費１兆円の負担が国と地方公

共団体の折半から全額国費に変更されたこと

等が挙げられる。 

 提出者は、構造政策について、農村は規模

の大小、専業・兼業等様々な農家が一体とな

って構成されており、これらの農家がこぞっ

て参加し、地域農業の将来を考える枠組みが

必要27とし、農村が厳しい構造変化に見舞わ

れている中で担い手を選別する状況にない28

とした。望ましい農業構造については、経営

リスクが大きいことから５ha 以上層への規

模拡大を志向する農家が増加していないこと

などを理由に、農林水産省が平成 17年３月に

示した「農業構造の展望（平成 27 年）」29を

                             
27 第 168 回国会参議院農林水産委員会会議録第４号２頁

（平 19.11.1）提出者平野達男君（民主）答弁、同８頁提

出者舟山康江君（民主）答弁 
28 第 168回国会衆議院農林水産委員会議録第５号17頁（平

19.12.12）提出者舟山康江君（民主）答弁 
29 平成 27 年における農業構造について、効率的かつ安定

的な農業経営（主たる従事者の年間労働時間が他産業従事

者と同等であり、主たる従事者一人当たりの生涯所得が他

産業従事者とそん色ない水準を確保し得る生産性の高い

画餅と批判しつつ30、これに替わる具体的な

数字は持ち合わせていないこと31を明らかに

した。 

 

Ⅲ 品目横断的経営安定対策等の見直し 

 第 21 回参議院議員通常選挙の結果と平成

19年産米価の下落を受けて、自公政権は、政

治主導で32、米緊急対策を講ずるとともに、

品目横断的経営安定対策の見直しを進めた。 

 

１ 平成 19年産米価の下落と米緊急対策 

 平成19年産米価は大きく下落し、平成19年

10月には、前年産同時期と比較すると、主な

銘柄で約７～11％安の水準となった。その要

因については、約７万㏊の過剰作付により主

食用米の需要予測を21万ｔ上回ったことにあ

り、①米の消費量が年々減少する中で生産調

整の実効性が確保できていないこと、②主た

る売り手である全国農業協同組合連合会が概

算金の取扱いを見直したこと、③過当競争に

陥りがちな流通業界の構造であること、④消

費者の購買行動として低価格米への志向が強

まっていること等が挙げられている33。 

 米価下落は稲作農家の不満を増嵩させるも

のであり、同年10月29日、政府が市場から34

万ｔの米を買い入れ、備蓄米の適正水準（100

                                         
営農を行う経営）は、家族経営が 33～37 万、法人経営が

1 万、集落営農経営が 2～4 万と見込まれるとし、これら

の農業経営が経営する農地のシェアが全体の 7～8 割程度

になると見込まれるとしている。 
30 第 168回国会衆議院農林水産委員会議録第５号9頁 提

出者平野達男君（民主）答弁。農林水産省は、平成 17 年

3 月、「農業構造の展望（平成 27 年）」とともに、今後 10

年間に定着が見込まれる技術体系に基づく農業経営モデ

ルを掲げた「農業経営の展望」を示している。これら二つ

の展望は表裏一体の関係にあり、「農業経営の展望」では、

水田作について、経営規模を家族経営で 15～25ha、法人

経営、集落営農経営で 34～46ha、主たる従事者一人当た

りの年間所得を 600～900 万円と試算していることを念頭

に置き、こうした経営が相当部分を占める農業構造の確立

の実現可能性に疑義を呈したものと整理される。 
31 第 168 回国会参議院農林水産委員会会議録第５号５頁

（平 19.11.6）提出者平野達男君（民主）答弁 
32 『日本経済新聞』（平 19.10.31） 
33 「平成 19 年度食料・農業・農村の動向」24 頁 
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万ｔ）まで積み増し、その市場放出を抑制す

ること等を内容とする「米緊急対策」が決定

された。その具体的な取組により、米価下落

に歯止めがかかった。 

 備蓄は、本来、供給不足に備え、必要な数

量の米穀を在庫として保有することであり

（食糧法第２条第１項、第３条第２項）、米価

浮揚のために実施するものではないが、適正

備蓄水準と備蓄量との間に余裕があることを

利用し、米価対策を念頭に実施されたもので

ある。これは生産調整不参加者にも米価浮揚

のメリットを享受させる結果となるなどの問

題を残しつつ、回転備蓄とされる備蓄運営方

式が事実上棚上げ的に運用されたことから、

政権交代後、回転備蓄から棚上げ備蓄への円

滑な移行につながったとも考えられる。 

 さらに、農林水産省農政改革三対策緊急対

策本部は、同年12月21日、「農政改革三対策の

着実な推進について」を決定、平成20年産以

降の生産調整の実効性を確保するため、生産

調整における行政の役割を強化するとともに、

飼料用米、バイオエタノール米等の新規需要

米を生産調整としてカウントし、新たな生産

調整の拡大へのメリット対策としての「地域

水田農業活性化緊急対策」を導入するとした。 

 生産調整における行政の役割の強化は、農

業者・農業者団体主体の需給調整を目指す米

政策改革の方向に逆行する部分が指摘される。 

一方で、新規需要米への対応を含む生産調

整対策は、平成21年度予算の水田等有効活用

促進交付金、平成21年度第１次補正予算の需

要即応型生産流通体制緊急整備事業を通じて

強化され、これらが産地確立交付金とともに

戸別所得補償モデル対策の水田利活用自給力

向上事業に引き継がれることとなる34。 

 

                             
34 自公政権下のこうした取組により、平成 19 年産で 7.1

万㏊あった過剰作付面積は、平成 20 年産で 5.4 万㏊、平

成 21 年産で 4.9 万㏊まで圧縮された。 

２ 品目横断的経営安定対策の見直し 

 品目横断的経営安定対策をはじめとする農

政改革三対策については、農林水産省幹部に

よる直接生産現場に出向いての意見聴取（地

方キャラバン）によって得られた情報等をも

とに、その見直しが進められた。 

 品目横断的経営安定対策の実施について、

生産現場では制度に関する普及・浸透が十分

ではなかったことや農政改革三対策が同時に

スタートしたことから、各対策が混同されが

ちであったこと等により､様々な誤解が生じ、

多くの不安や不満の声があったとしている35。 

 そこで、「農政改革三対策の着実な推進につ

いて」において、品目横断的経営安定対策の

制度の基本を維持しつつ、これを地域に定着

させていくため、地域の実態に即した見直し

を行うことが示された。 

 具体的には、①名称の変更による誤解の解

消（品目横断的経営安定対策→水田・畑作経

営所得安定対策（北海道向け）、水田経営所得

安定対策（都府県向け））、②面積要件の見直

し（市町村特認制度の創設による加入要件の

緩和）、③認定農業者の年齢制限の廃止・弾力

化、④集落営農組織の法人化等の指導の弾力

化、⑤先進的な小麦等産地の振興、⑥収入減

少影響緩和対策の充実、⑦農業者への支払の

一本化、申請書類の削減・簡素化等である。 

 このうち、②の面積要件の見直し（市町村

特認制度の創設）は、物理的特例や所得特例

等の既存の各種特例を活用しても本対策に加

入できない者であっても、地域農業の担い手

として周囲からも認められ、熱意をもって営

農に取り組む者（具体的には、地域水田農業

ビジョン36に位置付けられた認定農業者又は

集落営農組織等）であれば、本対策への加入

                             
35 農林水産省「地方キャラバンの結果について」（平 19．

10.12）、前掲注 33 30 頁 
36 米政策改革大綱で示された改革の方向を実現するため、

各地域において、今後の作物戦略・販売、水田の利活用、

担い手の育成等の将来方向を取りまとめた計画。 
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の道が開かれるとしたものである。 

 この見直しは、担い手を対象とする基本は

維持しているものの、選別政策的色彩がかな

り弱まることとなり、加入申請の増加をもた

らした。見直し後の平成 20年産の加入申請経

営体数は84,274で対前年比16.4％増となり、

市町村特認適用申請経営体数は 10,569 と、全

体の 12.5％を占めている。 

 

Ⅳ 戸別所得補償モデル対策の実施と水

田・畑作経営所得安定対策の併存 

 平成21年８月30日に実施された第45回衆

議院議員総選挙の結果、民主党を中心とした

政権（以下「民主党政権」という。）が発足、

同党のマニフェスト37にのっとり、平成 22年

度には戸別所得補償制度モデル対策（以下「モ

デル対策」という。）が実施されることとなっ

た。水田・畑作経営所得安定対策については

根拠法が存在しているため、厳しく対峙した

２つの対策・制度が併存することとなった。 

 

１ モデル対策の概要 

 モデル対策の導入に当たって示された制度

が目指す方向は、食料自給率の向上に尽きる

といってよい。すなわち、我が国の主要課題

である食料自給率向上のためには、日本の優

れた生産装置である水田を余すことなく活用

することが重要であるとした上で、①米の需

要が減少する中、食料自給率を向上させるに

は、米以外の作物の生産を増大させることが

必要、②その前提として、水田農業の経営を

安定させ、自給率向上に取り組む環境を作っ

ていくことが不可欠とした。 

 こうした考え方の下、平成 22年度において

                             
37 「民主党政権政策 Manifesto2009」は、「農畜産物の販売

価格と生産費の差額を基本とする『戸別所得補償制度』を

販売農家に実施する」「所得補償制度では規模、品質、環

境保全、主食用米からの転作等に応じた加算を行う」とし、

平成 22 年度は調査・モデル事業・制度設計を行い、平成

23 年度以降所要額１兆円で実施する旨の工程表を掲げて

いる。 

は①自給率向上のための戦略作物等への直接

助成（水田利活用自給力向上事業（以下「自

給力向上事業」という。）：2,167 億円）、②自

給率向上の環境整備を図るための水田農業へ

の助成（米戸別所得補償モデル事業（以下「米

のモデル事業」という。）：3,371 億円）を実

施し、平成 23年度からの本格実施への円滑な

移行に資するとした。 

 自給力向上事業は、自公政権下において実

施されてきた生産調整助成金である産地確立

交付金、水田等有効活用促進交付金、需要即

応型水田農業確立推進事業を大幅に簡素化し

たもので、①これまで生産調整に参加してこ

なかった農家が参加しやすくなるよう、生産

数量目標の達成に関わらず助成対象としたこ

と、②全国統一単価（麦、大豆、飼料作物

35,000 円等）で交付することとしたことが大

きな特徴である。 

 この全国統一単価の設定は、自公政権下に

おいて実施されてきた対策と比べて交付額が

減少する地域の発生をみることとなり、その

影響をできる限り緩和するため、①交付単価

設定の弾力的運用、②激変緩和調整枠（260

億円）による加算の設定を内容とする激変緩

和措置が講じられることとなった。 

 米のモデル事業は、米の生産数量目標に即

した生産を行った販売農家・集落営農に対し、

主食用米の作付面積10ａ当たり15,000円（定

額部分）を直接支払により交付し、当年産の

販売価格が標準的な販売価格（過去３年平均）

を下回った場合には、その差額を基に変動部

分の交付金が交付されるというものである。 

 

２ 構造政策としてのモデル対策の位置付け 

 民主党が実施するとしてきた規模加算措置

について、農林水産省は、モデル対策はシン

プルで分かり易い制度のモデルとして実施す

るため、加算措置は講じないとした上で、対

策の効果等を検証した上で、平成 23年度以降
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の取扱について検討していきたいとした。ま

た、規模拡大については、別途の予算措置（農

地利用集積事業）を存続することと戸別所得

補償の算定要素とすることとの比較考量が必

要との考えを示した38 。 

モデル対策は、平成 22年度予算編成過程に

おいて、財務省から提示された「平成 22年度

予算編成上の主な個別論点」に対して示され

た農林水産省の考え方により、規模加算なき

構造政策としての位置付けが明示された。 

すなわち、「なぜ余っている米に所得補償す

るのか」との論点に対しては、稲作の担い手

の所得が 10年間で４割以上減少し、稲作農家

の経営継続が困難になりつつあるため、定額

部分の助成を行うことにより、担い手の経営

安定を図り、将来の構造改革を誘引するとの

考えを示した。 

また、「構造改革に資するものとすべき」と

の論点に対し、①全国一律の単価とすること

で、規模拡大やコスト削減の努力をした農家

や販売価格を高める努力を行った地域ほど所

得が増える仕組みとなっていること、②一定

水準まで所得を補償する「岩盤」の導入によ

り、担い手にとって収入額の見通しがたち、

規模拡大に取り組める環境ができ、サラリー

マン農家の中からも、意欲を持って水田農業

に取り組む者が出現することが期待できるこ

とにより、構造改革のインセンティブが働く

とした39。 

こうした整理により、モデル対策は構造政

策の一翼を担うものと明確に位置付けられた

と考えられる。 

                             
38 農林水産省「戸別所得補償制度モデル対策に関する実務

担当者向けＱ＆Ａ（未定稿：平 22.３.３第３版）」25 頁 農

地利用集積事業は、農地を面的にまとめていく法律上の仕

組みである農地利用集積円滑化事業により利用権設定さ

れた農地の面積に応じて交付金（20,000 円/10ａ）を交付

する等を内容としたものである。農地利用集積円滑化事業

は、平成 21 年の農地法等改正法による農業経営基盤強化

促進法の改正により導入された仕組みである。 
39 農林水産省「モデル対策に関する論点について」（平

21.12） 

３ 構造政策としてのモデル対策の評価 

(1) 大規模層の参加 

 平成 22年度食料・農業・農村白書（以下「白

書」という。）は、モデル対策の参加者のうち、

米作付面積５㏊以上層の作付けシェアと販売

目的で水稲作付けを行っている農業経営体の

うち５㏊以上層の作付けシェアを比較すると、

米のモデル事業参加者の場合は 36％、農業経

営体全体の場合は 31％となっており、大規模

農家がモデル事業に積極的に参加しているこ

とが伺えるとしている40。 

 これについては、大規模層は生産調整参加

率が高いことから41、生産数量目標に即した

生産を行うことが要件である米のモデル事業

への参加率の高さは想定の範囲と考えられる。 

 

(2) 集落営農の組織化 

 白書は、米のモデル事業において、加入農

家の水稲作付面積のうち 10ａを自家消費用

として定額部分の 15,000 円の対象から除外

することになっているが、集落営農の場合、

水稲共済に加入すれば組織単位で 10ａ控除

となるメリット措置があることから、加入集

落営農数は、水田・畑作経営所得安定対策の

加入集落営農数 5,700 から 1,600 増え、7,300

となったとしている42。 

集落営農は、集落の紐帯を基礎としつつ、

地域リーダーによる取りまとめ、集落におけ

る話合いを積み重ねて構築しているものであ

る。自公政権下、こうした集落営農組織の発

                             
40 「平成 22 年度食料・農業・農村の動向」162 頁。 
41 平成 19 年産における水稲作付農業者 2,497 千人、1,638

千㏊のうち生産調整未達成者は 748 千人（30％）、370 千

㏊（23％）である。未達成者のうち１㏊未満層は 655 千人

（26％）、193 千㏊（11％）、１㏊以上３㏊未満層は 82 千

㏊（３％）、116 千㏊（７％）、３㏊以上 10 ㏊未満層は 10

千人（１％）、43千㏊（３％）、10㏊以上層１千人（０％）、

18 千㏊（１％）と、規模が大きくなるにつれて生産調整

達成者のウェイトが高くなる傾向が見て取れる。（農林水

産省「最近の米をめぐる参考資料」（食料・農業・農村政

策審議会食糧部会（平 21.3.31 開催）参考資料１）３頁） 
42 前掲注 40 165 頁 
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展段階に応じた支援措置が講じられており、

その成果が 10ａ控除に係るメリット措置に

よる効果と相まって、政権交代後に結実した

という側面があることも否定し得ない。 

 

(3) 農地流動化 

 白書では、農地流動化の状況について、事

例的に行った全国 35の市町村・農業委員会の

聞き取りの結果、回答のあった 88％で担い手

への農地集積が増加しており、戸別所得補償

が阻害要因とはなっていないとしている43。 

 白書作成の時間的制約などからやむを得な

いものがあるが、調査対象を増やし、農地流

動化に与えた影響について、より精緻な分析

を行うことが求められる。 

 

(4) 米価下落・過剰作付の解消 

 米価下落・過剰作付は施策効果を減殺し、

構造改革の阻害要因ともなる。そのため、モ

デル対策がこれらの解消にどのような効果が

あったのかが重要な論点とされる。 

 米の全銘柄平均相対取引価格は、平成 21

年産米が 14,470 円であったところ平成 22年

産（～６月迄）は 12,707 円と大幅に下落して

おり、米のモデル事業の実施を契機に、米の

流通業者等が交付金相当額の値引きを要請す

ることによって米価下落を招いたと指摘され

た。 

これに対し、白書は、在庫や販売の状況が

厳しい産地が価格を下げ、他の産地もそれに

連動した価格設定を行ったことが価格引下げ

の大きな要因の１つであり、米のモデル事業

の実施が要因になったわけではないとしてい

る。一方で、白書は、米のモデル事業を理由

に流通業者から価格を下げられた事例も少数

ながらあったことも認めている44。 

                             
43 前掲注 42 
44 前掲注 40 163 頁 

米価下落は、かねて指摘されているように

複合的要因によるものであり、平均単収から

みて定額部分で1,700円／60㎏の農家手取り

となる米のモデル事業の導入が、米価形成に

一定の影響を与えたと考える方が自然である。 

 過剰作付面積について、白書は、米の需給

調整の参加について交付金というメリット措

置を講ずることにより、平成 22年産米の生産

数量目標が前年産に比べ２万㏊減少した中で、

過剰作付けが８千㏊減少したことから、米の

需給ギャップの改善に寄与したとしている45。 

 これについては、依然として４万１千㏊の

過剰作付けがあることに留意しつつ、自公政

権下の過剰作付け圧縮の取組による効果との

比較検討が求められる。 

 

Ⅴ 農業者戸別所得補償制度の本格実施と

水田・畑作経営所得安定対策の変容 

１ 予算措置による本格実施 

 民主党政権は平成 23 年度から戸別所得補

償制度を本格実施することとし、制度の実施

法案を提出するとしており46、具体的には、

戸別所得補償交付金の交付規定、担い手経営

安定法の廃止、特別会計に関する法律の改正

等を盛り込んだ法的措置が想定されていた。 

しかしながら、平成 22年 12 月 24 日、鹿野

農林水産大臣は、民主党農林水産部門会議で、

この方針を転換し、平成 23年度は戸別所得補

償制度の法案提出を見送り、同制度を予算措

置として実施する考えを表明した47。 

その理由の第１は、平成 22年７月に実施さ

れた第 22回参議院議員通常選挙の結果、民主

                             
45 前掲注 40 165 頁 
46 第 173 回国会衆議院農林水産委員会議録第２号９頁、12

頁（平 21.11.17）赤松広隆農林水産大臣答弁 第 174 回

国会衆議院予算委員会議録第 15 号２頁（平 22.2.22）赤

松広隆農林水産大臣答弁 第 175 回国会衆議院農林水産

委員会議録第１号 17 頁（平 22.8.3）山田正彦農林水産大

臣答弁 第 176 回国会衆議院農林水産委員会議録第６号

11 頁（平 22.12.8）鹿野道彦農林水産大臣答弁等 
47 『日本農業新聞』（平 22.12.25） 
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党が改選議席を大幅に減じ、連立与党が過半

数を下回る結果となり、提出した法案が成立

する蓋然性が極めて低くなったことである。 

仮に、予算が成立しても、法案が成立しな

い限り交付金の支払が行えないという問題が

生じる。また、国会情勢にかかわらず、遅く

とも田植えの最盛期前には加入申請に着手す

ることが、対策の円滑な推進を図る上で不可

欠である。このようなことから、農家の生活

を第一に考え、着実な支払を最優先し、平成

23年度においては、戸別所得補償制度の本格

的な実施のための交付金を予算措置で対応す

るとの判断がなされたものである48。 

理由の第２は、平成 22年度のモデル対策と

平成 23 年度の農業者戸別所得補償制度の検

証を行う必要があるというものである。２年

間の対策を検証し、制度設計をして、平成 24

年度に実施法案を提出したいとの考えが示さ

れたところである49。 

 

２ 農業者戸別所得補償制度の概要 

 平成 23 年度に実施する農業者戸別所得補

償制度（所要額 8,003 億円）は、水田営農に

ついて、平成 22年度に実施したモデル対策を

ベースにして加算措置を導入する等の充実を

図り、畑作物に対象を広げるものである。 

 制度目的は、販売価格が生産費を恒常的に

下回っている作物を対象に、その差額を交付

することにより、農業経営の安定と国内生産

力の確保を図り、もって食料自給率の向上と

農業の多面的機能を維持するとしている。 

 農業者戸別所得補償制度は、①畑作物の所

                             
48 第 177 回国会衆議院予算委員会議録第６号 25 頁（平

23.2.4）鹿野道彦農林水産大臣答弁 第 177 回国会衆議院

農林水産委員会議録第３号 20 頁、30 頁（平 23.3.9）鹿野

道彦農林水産大臣答弁 農林水産省「農業者戸別所得補償

制度及び関連対策に関する実務用Ｑ＆Ａ（未定稿：平 23.

６.１現在）」１頁 
49 同上（農林水産省「農業者戸別所得補償制度及び関連対

策に関する実務用Ｑ＆Ａ（未定稿：平 23.６.１現在）」を

除く。）Ｑ＆Ａには、この理由は記されていない。 

 

得補償交付金（所要額 2,123 億円）、②水田活

用の所得補償交付金（2,284 億円）、③米の所

得補償交付金（1,929 億円）、④米価変動補填

交付金（所要額 1,391 億円（平成 24年度予算

計上））、⑤加算措置（所要額 150 億円）、⑥推

進事業等（116 億円）よりなる。 

 ①畑作物の所得補償交付金は、麦、大豆、

てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、な

たねを生産数量目標に従って生産する農業者

に対し、標準的な生産費と標準的な販売価格

の差額を直接交付するもので、水田・畑作経

営所得安定対策の生産条件不利補正対策を見

直し、本制度に位置付け、交付しようとする

ものである。具体的には、数量払（品質加算

あり）と面積払を併用し、交付金の支払は数

量払を基本に、営農を継続するために必要最

低限の額（20,000 円/10ａ）を前年の生産面

積に基づき面積払で先に交付するものである。

交付金単価を見直し、麦、大豆については、

水田・畑作経営所得安定対策よりも増額され

ている。 

 ②水田活用の所得補償交付金は、自給力向

上事業を見直したものである。交付単価はモ

デル対策と同一とし、モデル対策における激

変緩和調整枠を発展させ、戦略作物の生産性

向上、地域振興作物や備蓄米の生産の取組等

を支援する産地資金（481 億円）を創設した。 

 ③米の所得補償交付金は、米のモデル事業

の定額部分を引き継いだものである。 

 ④米価変動補填交付金は、米のモデル事業

の変動部分を引き継いだものである。米のモ

デル事業では、当年産の出回りから平成 23

年 1月までの全銘柄平均の相対取引価格を使

用して当年産の販売価格を算定し、これが標

準的な販売価格を下回った場合にその差額を

もとに算定される変動部分を年度内に支給し

たが、米価変動補填交付金は、価格変動を適

切に反映するため、当年産の販売価格は出回

りから翌年３月までの全銘柄平均の相対取引
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価格を使用して算定し、翌年度の５月～６月

頃に交付金を支払うこととしている。そのた

め、予算計上は平成 24年度とされている。 

 ⑤加算措置は、畑作物の所得補償交付金の

数量払の交付単価を品質に応じて増減する品

質加算、畑の耕作放棄地を解消して麦、大豆、

そば、なたねを作付けた場合に一定額を最長

５年間交付する再生利用加算（40 億円）、農

地利用集積円滑化事業により面的集積した場

合に利用権設定面積に 20,000 円/10ａ交付す

る規模拡大加算（所要額 100 億円）、畑地に地

力の維持・向上につながる作物を栽培してす

き込む場合に 10,000 円/10ａ交付する緑肥輪

作加算（10億円）が用意された。 

 このうち、規模拡大加算は、モデル対策で

は導入が見送られたものであるが、平成 23

年度予算概算要求段階では本制度とは別途の

事業として要求していた農地利用集積事業

（所要額 40億円）を拡充し、概算決定時に本

制度の加算措置に組み込んだものである。 

 加算措置への移行に際しては、戸別所得補

償制度の対象となっていない飼料作物（畑）、

野菜、果樹等を栽培する農地であっても、農

地利用集積円滑化事業を活用して面的集積が

なされたものであれば、特例措置として交付

対象とした。農地利用集積円滑化事業を活用

した規模拡大加算の導入は、農業者戸別所得

補償制度と農地・構造政策との総合的推進を

図ろうとしたものと考えられるが、全国一律

単価であるため構造改革のインセンティブが

働くとした従来の説明との整合性が求められ

る。 

 ⑥推進事業等の中に、集落営農の法人化支

援が措置されている。平成 23年度予算概算要

求では、集落営農が法人化した際に、事務費

相当の助成として、対象品目の作付面積に応

じて 2,000 円/10ａを１年限り交付する加算

措置としていたが、面積払では中山間地域等

小規模な集落営農が法人化する場合、助成額

が事務費相当に満たなくなることが懸念され

た。そのため、概算決定では、法人化した集

落営農に対し定額 40万円を助成すると共に、

法人化等に向けた合意形成活動等を支援する

ことに改められたものである。 

 水田・畑作経営所得安定対策では、対象と

なる集落営農は、５年以内の農業生産法人化

計画を作成することが要件とされていたが、

モデル対策、本対策とも、こうした要件は課

していない。米の所得補償交付金に係る 10ａ

控除の特例、産地資金の活用とともに、法人

化に係る事務費相当額の助成が集落営農の組

織化・法人化と経営発展に向けて効果を発揮

していくのか、注視していく必要がある。 

 

３ 水田・畑作経営所得安定対策の変容 

 民主党政権が農業者戸別所得補償制度に係

る法案提出を見送ったことにより、①担い手

に対する農業者戸別所得補償制度は、担い手

経営安定法の枠組みを活用し、②水田・畑作

経営所得安定対策としては、収入減少影響緩

和対策のみが存続・実施されることとされた。 

 すなわち、水田・畑作経営所得安定対策の

要件に該当する担い手に対する生産条件不利

補正交付金は、農業者戸別所得補償制度の畑

作物の所得補償交付金として交付することと

され、交付金の算定方式の詳細を規定する省

令は、農業者戸別所得補償制度に即した内容

に改正された。これは、畑作物については、

輸入麦の売買差益や輸入糖からの調整金等の

財源を活用して事業を実施する必要があるた

め、採られた措置である。 

 他方、収入減少影響緩和対策については、

平成 23 年度予算概算要求においては廃止す

ることとされていたが、根拠法たる担い手経

営安定法が有効であるため、引き続き実施す

ることとされた(838 億円)。 

 



構造政策としての水田・畑作経営所得安定対策（品目横断 
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Ⅵ 今後の政策展開 

１ 政策効果の検証 

 平成 23年８月９日の民主党、自由民主党及

び公明党の三党幹事長による合意確認書では、

歳出の見直しについて、「農業戸別所得補償50

の平成 24 年度以降の制度のあり方について

は、政策効果の検証をもとに、必要な見直し

を検討する」としている。 

 この三党合意に基づく検証の対象となる政

策効果としては、モデル対策の考え方に掲げ

られ、農業者戸別所得補償制度の目的とされ

ている①農業経営の安定、②国内生産力の確

保、③食料自給率の向上、④農業の多面的機

能の維持が挙げられる。また、構造政策とし

ての位置付けから、農地流動化、担い手の育

成に与えた影響、米の過剰作付けの解消と需

給均衡、米価に与えた影響も検証対象となろ

う。 

 検証は農業者戸別所得補償制度の政策効果

について行うものであるが、相克、併存の関

係にある水田・畑作経営所得安定対策も表裏

の制度として念頭に置く必要がある。 

 

２ 見直しの視点 

 政策効果の検証に基づく見直しの主な視点

として、概略、以下の事項が考えられる。 

第１に、制度目的と政策体系上の位置付け

である。 

農業者戸別所得補償制度の目的は、「農業経

営の安定と国内生産力の確保を図り、もって

食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持

すること」とされている。これに対し、自民

党は、制度の目的に農業の多面的機能の維持

を掲げていることに疑義を呈し、産業政策と

地域政策を峻別する必要性を主張し、その具

体化として、農業の担い手の育成及び確保の

                             
50 合意確認書の原文には「農業者戸別所得補償制度」では

なく、「農業戸別所得補償」と表記されている。 

促進に関する法律案（宮腰光寛君外６名提出、

第 177 回国会衆法第 10号）及び農業等の有す

る多面的機能の発揮を図るための交付金の交

付に関する法律案（加藤紘一君外４名提出、

第 174 回国会衆法第 35号）を提出、両者を車

の両輪とした政策体系を提示している。 

両法案も踏まえ、制度目的と政策体系上の

位置付けの整理が求められる。 

第２に、構造政策としての位置付けである。 

 平成 23年８月２日、食と農林漁業の再生実

現会議51が取りまとめた「我が国の食と農林

漁業の再生のための中間提言」（以下「中間提

言」という。）は、「平地で 20～30ha、中山間

地域で 10～20ha の規模の経営体が大宗を占

める構造を目指す」とした上で、７つの戦略

を示し、その冒頭に「競争力・体質強化～攻

めの担い手実現、農地集積～」を掲げ、その

ための１つの柱である「規模拡大の加速化」

のため検討される仕組みの１パーツとして、

「戸別所得補償制度の適切な推進」を掲げて

いる52。 

その後の閣議決定文書53も中間提言を前提

としていることから、戸別所得補償制度の政

策的位置付けを転換し、高いレベルの経済連

携との両立の上に、かつて小規模切捨てと批

判した品目横断的経営安定対策に回帰する方

向性を示したものとも読み取れる。 

以上を踏まえ、目指すべき農業構造の明確

化、農業者戸別所得補償制度の構造政策とし

ての位置付けについて、議論が求められる。 

 第３に、制度の名称である。 

上記のような政策理念の転換が図られるの

                             
51 官民の力を結集して、高いレベルの経済連携の推進と我

が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興とを両立

させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を検討・

推進するため、平成 22 年 11 月 30 日より開催（本部長：

内閣総理大臣） 
52 中間提言において「戸別所得補償制度」について言及し

ているのは、この箇所のみである。 
53 「日本再生のための戦略に向けて」（平23.8.5閣議決定）、

「政策推進の全体像」（平 23.8.15 閣議決定） 
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であれば、戸別所得補償制度という名称を改

めるべきとの議論が沸き起こることが想定さ

れる。野党側からは戸別所得補償制度という

名称は忌避される可能性が極めて高い。政

府・民主党としては、名称に拘泥するか、六

次産業化法案の修正の事例54も踏まえ柔軟に

対応するか、政治的判断が求められる。 

第４に、対象農業者の考え方である。 

 対象農業者については、他産業とのバラン

ス、納税者の理解、農業者自らによる経営発

展への方向付けなどの観点から、少なくとも

農業経営に意欲的に取り組む意思があるかど

うかを客観的に認証する仕組みの要否は検討

課題となり得る。その際、認定農業者の要件

化の是非とともに、同制度の運用実態、行政

刷新会議の「規制・制度改革に関する分科会

第二次報告書」（平成 23年７月 21日第 19 回

行政刷新会議報告）における指摘55も踏まえ、

                             
54 平成 22 年、第 174 回国会、民主党政権は、「農山漁村を

６次産業化（生産・加工・流通までを一体的に担う）し、

活性化する」（民主党政権政策 Manifesto2009）ため、「農

林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する

法律案」を提出し、自民党は、同法案の対抗法案として「国

産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関

する法律案（山本拓君外４名提出、第 174 回国会衆法第

21 号）」を提出した。両案は継続審査となったが、第 176

回国会に、前者（閣法）が後者（衆法）の内容を吸収し、

一体化する形で閣法の修正が行われ、「地域資源を活用し

た農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第 67 号）」

として成立した。 
55 「規制・制度改革に関する分科会第二次報告書」は、認

定農業者制度に係る「規制・制度改革の概要」において、

「ＰＤＣＡサイクルの徹底、認定基準の見直し、農地等の

集積に向けた取組の強化といった具体策について、早急に

検討を行い、意欲のある農家にとってより有益な制度とな

るよう制度の見直しを行う。＜平成 23 年度中措置＞」と

しており、この部分は「規制・制度改革に係る追加方針（平

23.7.22 閣議決定）」にも盛り込まれた。また、「当該規

制・制度に対する分科会・ＷＧの基本的考え方」において、

①様々な経営体が、市町村や都道府県をまたいで生産拠点

を拡大し、多様化・多角化、輸出等の展開をしている現況

では、市町村が、その地域内で基本構想を策定し認定する

制度は合理的とは言い難い、②一部の市町村では認定農業

者数を維持し、制度を持続させることが自己目的化してい

る、③農業者にとっても、スーパーＬ資金（公庫による低

利融資制度）を利用するためだけに認定を受けているとの

指摘がある、④導入された戸別所得補償制度では対象は限

定されていない中で「認定農業者」たり得る者を選別する

基準が明確でない、⑤以上のように制度が形骸化し、農業

のビジネス化への支援となっていない実態を踏まえ、対象

とする層及び目指すべき姿を明確にした上で、多様な担い

その見直しの検討が求められる。 

 第５に、品目別の交付金単価の水準、単価

算定方式である。 

現行の交付金水準が維持されるのかどうか

によって農家手取りが変動することから、現

場の関心も高いものと思われる。 

 対象者の範囲の見直しが行われれば、単価

算定の根拠となる基礎データも変わり得るも

のである。また、あらかじめ想定した交付金

単価の額を導き出すために経営費の算定方法

を見直すことも考えられる。 

米の所得補償交付金と畑作物の所得補償交

付金の営農継続支払の水準を等しくすべきか、

また、営農継続支払と自民党提出の農業等の

有する多面的機能の発揮を図るための交付金

の交付に関する法律案における「適切な農業

生産活動等を促進するための交付金」の基礎

部分をなす「農地維持支払」（同法案第３条第

１項）との近似性から、見直しの糸口を探れ

るかどうかを含め、議論が求められる。 

第６に、米価変動補填交付金と収入減少影

響緩和対策との統合である。 

前者は米のみを対象として生産者拠出はな

いが、後者は経営に着目して、米、麦、大豆

等を対象とし生産者拠出があるといった相違

があるが、類似の対策であり、整理・統合が

検討課題となる。また、農業災害補償制度と

の役割分担ないし連携の在り方、将来的な制

度の統合も含め、議論が求められよう。 

 

おわりに 

平成 23年９月 30 日、農林水産省は、平成

24 年度予算概算要求における農業者戸別所

得補償制度を、平成 23年度予算と同一の内容

の制度として掲げた。制度の内容については、

今後、三党合意に基づく政策効果の検証を経

                                         
手の育成及び経営規模の最適化のため、地域や農業者の自

主性を重視した主業農家中心の新たな支援策へと転換す

べきとしている。 
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て変わりうることから、概算要求の時点では、

ニュートラルに前年度と同一としたものと考

えられる。 

これまで述べてきたように、水田・畑作経

営所得安定対策と農業者戸別所得補償制度は、

制度構築の基本的考え方が異なるが、構造政

策としての位置付けは相互に近づきつつある

と言える。 

特筆すべきは、平成 24年度予算概算要求に

おいて、農地集積の推進策として、農地の出

し手に対する支援を農業者戸別所得補償制度

の関連対策として明確に位置付けていること

である。 

民主党は、野党時代より、農地集積に当た

っては、農地の出し手でなく受け手を支援す

べきとしていた。そのため、政権交代後、民

主党政権は、自公政権下において編成された

平成 21 年度補正予算に盛り込まれた農地の

出し手に交付金を交付する農地集積加速化事

業（2,979 億円）について、補正予算の執行

見直しにより全額返納とした経緯がある。 

しかしながら、平成 24年度予算概算要求に

おいて、農業者戸別所得補償制度の加入者で

ある農地の受け手に対する規模拡大加算とは

別途の措置であり、かつ、農業者戸別所得補

償制度の関連支払として、戸別所得補償経営

安定推進事業（80億円）を盛り込んだ。同事

業は、相続、高齢によるリタイア等を契機と

して、農地利用集積円滑化団体等を通じて、

地域の中心となる経営体に農地が集積される

ことが確実に見込まれる場合等に、協力する

農業者、すなわち、農地の出し手に対し、市

町村等が農地集積協力金を交付することを主

な内容とするものである。 

このことは、民主党農政における農地集積

の支援策の在り方を大きく転換し、予算規模

こそ異なるものの、かつて否定した施策を農

業者戸別所得補償の名の下に事実上復活した

ことに等しい。 

 農業者戸別所得補償制度の見直しに当たっ

ては、現場の混乱を極力避けつつ、農業者戸

別所得補償制度と水田・畑作経営所得安定対

策を、関連施策も含め、いかに収斂させてい

くかが要諦であるが、以上の経緯から、その

条件は整いつつあると考えられる。 
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現実性と可能性－』農林統計協会（2007） 

・梶井功編集代表・矢板雅充編集担当『日本農業年報 56 民主党農政－政策の混迷は解消されるのか－』

農林統計協会（2010） 

・服部信司『米政策の転換 米政策を総括し、民主党「戸別所得補償制度」を考察する』農林統計協会
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・村田泰夫『戸別所得補償制度の衝撃：「作らせない農政」から「作らせる農政」への転換』農林統計
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国際法における戦争に至らない武力行使の問題
―内政不干渉原則を手掛かりとした歴史的序論―

衆議院経済産業委員会専門員

綱 井 幸 裕

（経済産業調査室長）

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

戦争に至らない武力行使の問題は、国家相互間的法体系としての国際法において非国家主体

をどのように位置付けるかという問題と表裏一体の関係にある。国際法における非国家領域と

は、19世紀末までの非欧州領域、とりわけ無主地としての新大陸であり、また、欧州領域にお

いては主権国家と対峙する経済社会領域を意味していたが、この近代国際法の埒外にあった両

者は、やがて、フランス革命期に内政不干渉原則として、次いで、第１次大戦期に民族自決原

則として、近代国際法の論理に取り入れられていくことになる。

したがって、本論文は、この両契機が近代国際法の成立と変容にどのようなインパクトを与

えたのか、その歴史的解明を第一の課題とした。

しかし、それは同時に、過去３回、『論究』で探求してきた国際警察権思想、すなわち、古

代「万民法」の「人類一般の敵」概念からグロティウスの「公海自由原則」を経てＦ・ルーズ

ベルト政権による中立国の国際警察権行使容認論に至る思想的系譜を、更に詳細に検討するこ

とを目的としている。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《構 成》

はじめに

Ⅰ 国際警察権論に関するこれまでの論旨のま

とめ

Ⅱ 国際法における非国家主体の問題

Ⅲ 非欧州世界における内政不干渉原則

Ⅳ 主権変動を伴わない新しい戦争観の登場

はじめに

国連憲章は、第２条第４項において、「国家

による武力行使」を一般的に禁止している。

そして、第７章に規定されている安保理事会

の強制措置と第 51 条の自衛権を根拠とする

武力行使を、この武力行使不行使原則の例外

としている。

冷戦終結後、非国家主体による武力行使の

問題がクローズアップされるなかで、「国家に

よる武力行使」を念頭に起草された国連憲章

の問題点が指摘されるようになった。こうし

た文脈の中で、多くの論者が取り上げるのが

「自衛権」概念の解釈であるが、それは、米

国が冷戦後の状況への対応を自衛権によって

正当化してきたことと軌を一にしているとも

言える。

しかし、こうした「自衛権」解釈が往々に

して「第一次大戦以前の自衛権概念」をそれ

以後の自衛権概念と対置させる手法をとって

いることには疑問を感じる。第一次世界大戦

前夜、国際法が大きく転換するなかで自衛権

概念にも概念上の飛躍、ないしは断絶が認め

られるにせよ、それはあくまでも歴史的な流

れのなかで現在の自衛権概念に帰結したもの
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と考えられるべきものである。両者を等置す

るような便宜主義は避けなければならない。

元来、主権国家の相互関係を律する法体系

として国際法が確立した背景には、主権国家

間の戦争のみを合法であるとする戦争の「保

護限定」化が背景にあったと言える。したが

って、すべての戦争が不法とされた今日、国

際法の国家相互間的性格も同時に揚棄された

と考えなければならない。さらには、国際法

が、厳密な意味での主権国家領域と考えられ

ていた欧州領域を超えて 19 世紀末にグロー

バルに適用されるようになったとき、すでに

こうした問題に突き当たりつつあったのであ

る。したがって、国連憲章が「国家による武

力行使」しか明示的に規定していないとして

も、国連憲章が暗黙の前提としている国際法

上の論理を見つけ、それを基に補足解釈する

ことこそ正当な考察のあり方である。

そこで、本論文では、「国家主体」と「非国

家主体」を対置するのではなく、敢えて、国

連憲章に規定された「武力行使」概念の外に

ある「戦争に至らない武力行使」の概念、つ

まり、「戦争行為」と認定されず、したがって、

自衛権や国際警察権を発動する根拠となり得

ないような武力行使の問題を、国際法の中で

どのように考察すべきか体系付けるための試

みを行おうとした。

この作業は、「国際警察権」をテーマとした

『論究』の前３作を踏まえたものであるので、

改めて、国際警察権の思想との関連性を確認

しつつ、フランス革命期の軍事占領の在り方

を巡る論争から派生した内政不干渉原則をヒ

ントに、国際法の歴史的流れを概観すること

から始めた。ただし、ニカラグア事件に関す

るＩＣＪ判決を題材に、以上の歴史的な概観

を踏まえた考察を行う予定であったが、紙数

の関係から掲載するに至らなかったことを予

めお断りしたい。

Ⅰ 国際警察権論に関するこれまでの論旨

のまとめ

１ 世界政府なき「国際警察権」行使

これまで『論究』の第５号から第７号の３

回に渡って「国際警察権」あるいは「国際警

察力」をテーマとした論文を執筆してきた。

その趣旨は、第二次大戦後の国際社会におい

て、国際法上、許容されている「武力行使」

とは、「国際警察権の行使」であって、それ以

外の「武力行使」は原則として禁止されてい

るとする考え方の妥当性を検証することにあ

った。

このように述べると、『論究』第５号の冒

頭で、林内閣法制局長官が1959年３月19日の

参議院予算委員会において、国連憲章第７章

下の強制措置に関わる安保理事会の権能を、

国内社会との類似性から「国際警察活動」と

形容した発言を引用した際、こうした引用の

仕方は、同長官が「国際社会が理想化して参

りました場合」と断っている意味を無視して

いるとする当然な疑問が読者から提起された

ことに言及しないわけには行かない。つまり、

国連安保理が冷戦後、機能不全状態を克服し、

一定の超国家的役割を果たすようになったと

は言え、世界政府とはとても言えない状況に

ある中で、いったいどの武力行使を、どのよ

うな根拠に基づいて「国際警察権の行使」で

あると断定できるのか、納得のいく答えが出

来なければ、単なるミスリーディングに終わ

ってしまうからである。

その答えこそ国際警察権論の核心で、『論

究』第６号で述べたように、公海における海

賊行為に対して国連海洋法条約が「旗国主義」

を採用することなく、全ての国がその取締り

に当たる権利と義務を持つと規定しているこ

とにヒントがある。つまり、国際法の考え方

として、海賊問題とは、自国船舶の安全確保

の問題としてではなく、国連が樹立される遥



170 RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12）

論 文

か以前から、国際社会全体の基本的利益を守

る問題として位置付けられているという事情

がある。そのため、慣習国際法で「人類一般

の敵」（hostis humani generis）と定義され

た海賊を捕らえ処罰するのは、自衛権ではな

く、「共通の権利」に基づくとされてきた。

近代国際法の父、グロティウスも「ローマ

の国民が航行者をまもるために艦隊を維持し、

海上で捕らえられた海賊を処罰することがで

きたが、このことは、かれら独自の権利にも

とづいてではなく、他の自由な諸民族もまた

海に対して有する共通の権利にもとづいて行

われた…1」と述べている。

この「共通の権利」こそ、武力行使を「国

際警察権」の行使であるとして正当化する根

拠に他ならない。したがって、海賊に限らず、

「人類一般の敵」に該当する国際犯罪者であ

れば、それが誰であろうと国際社会に成り代

わって、取締りを行うことができるし、それ

を、世界政府の存在に言及することなく、「国

際警察権」の行使であると主張できるのであ

る。

２ 集団安全保障体制と国際警察権

次いで、国際連盟や国際連合を生み出した

第一次大戦以降の歴史の中に、国際警察権思

想と集団安全保障体制の関係を探求しようと

したのが、『論究』第７号の論文である。

まず、ウィルソン大統領による第一次大戦

への参戦の論理は、国際警察権行使の論理そ

のものであった。

1917 年のウィルソン大統領による「参戦教

書」は、「国際法は、いかなる国も支配権をも

たず、世界の自由な交通路となっている海洋

に法を設け、それが尊重され遵守されるよう

にしようとしたことに始まる。…ドイツによ

1 グロティウス『自由海論』（伊藤不二男『グロティウス

の自由海論』有斐閣（1984年12月20日）232頁）

る現今の対通商戦争は、人類に対する戦争で

ある。…世界の平和と諸国民の自由が危機に

瀕しているときに、中立はもはや実行できず、

望ましいものでもない。…我々は、文明国の

個々の市民間の不法行為を取り締まるのと同

じ行動規範・責任基準が、国家間・政府間の

不法行為にも適用されるという時代の入り口

に立っている」と述べている。

また、ウィルソン大統領が構想した国際連

盟とは、米国が英国海軍を上回る海軍力を構

築することによって、たとえ戦時を理由に圧

倒的な国力を持つ英国が中立国の当然の権利

である中立商業の自由を妨げるようなことが

あっても、英国を含む全ての国際犯罪者に対

して、海上封鎖等の経済制裁を行うことがで

きる体制の構築を意味していた2。

さらに、第二次大戦に際し、Ｆ・ルーズベ

ルト大統領も、「現在行われている侵略戦争

は国際共同体に対する内乱である3」と認識し、

国際連盟に参加していない米国もこの国際共

同体の一員として「集団責任」を負っている

と主張して、参戦を決意した。

このように、第一次大戦及び第二次世界大

戦への米国の参戦は、国際警察権の行使とし

て正当化されていた。そして、そのいずれの

場合にも、国際警察権行使の主体は米国であ

った。この事実から、集団安全保障体制、つ

まり国際連盟や国際連合でなければ国際警察

権を行使できないという解釈は間違いである

ことが理解できよう。もちろん、国際連盟や

国連が、国際警察権を行使するための機構と

して構想されたものであることは何ら否定さ

2 ドイツを、人類を敵に回す無制限潜水艦作戦に追い込ん

だ原因が、圧倒的な海軍力によって、英国が中立法を無視

して対独全面経済封鎖を行ったことにあることは明白で

あった。したがって、普遍的な集団安全保障体制を構築す

るためには、こうした英国海軍の行動に制限を加える力を

備えることが必須であるとウィルソン大統領は考えてい

た。
3 1941年３月27日にジャクソン米司法長官がハバナで行

った演説
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れない。

３ 国際警察権と戦争の違法化

集団安全保障体制と国際警察権が直接的な

論理連関を持たないことは確認できたが、そ

の一方で、国際警察権思想と「戦争の違法化」

との関係からどのようなことが言えるのか探

ったのが『論究』第７号のもう一つの趣旨で

ある。

近代国際法は、16世紀の欧州世界に登場し

た近代国家相互の関係を規律するものとして

形成された。この16世紀欧州の国家システム

は、歴史的には神聖ローマ皇帝やローマ教皇

という中世的な上位権力からの領域国家の独

立性を確認したウェストファリア条約から生

まれたので「ウェストファリア体制」と呼ば

れているが、その特徴は、領域国家それぞれ

が至高の権力、すなわち主権を持っているこ

とにあった。それ故に、近代国際法は、「各主

権国家は法の外にあり、自らの意志以外の拘

束を受けない…国家を平和な状態に拘束する

法がない以上すべての戦争は合法4」であると

していた5。

こうした近代国際法の論理の中で、不戦条

約は戦争を全面的に違法としたのである。ウ

ィルソン大統領が国際警察権思想を根拠に大

戦に参戦し、また、国際警察権の執行機関と

して国際連盟を想定したことからすれば、こ

の不戦条約は必ずしも不可欠なものではなか

ったとも言える。あえて、不戦条約の意義を

指摘するならば、全ての戦争行為、したがっ

てその行為者が「人類一般の敵」であること

を実定法という極めて明快な形で定義してみ

せたことである。なお、もっと正確に言うと、

不戦条約が「人類一般の敵」としたのは、戦

争の第一行為者であって、それに対する反撃

4 1941年３月27日のジャクソン米司法長官によるハバナ

演説
5 こうした考え方を「無差別戦争観」と呼ぶ。

や制裁は、国際警察権の行使として正当化さ

れるのである。

それ故、不戦条約を理解する鍵は、中世の

「正戦論6」を復活させることにあるのではな

く、ジャクソン司法長官のハバナ演説が言及

しているように、国際法における「中立制度7

の構造転換」の中にある。

つまり、中立国として様々な義務を負いな

がら、その代償として認められた権利が侵害

されるということは極めて理不尽である。ま

た、中立商業が国際社会全体の利益増進のた

めに行われていることを考慮するならば、中

立国の権利とは戦時において交戦国と平時関

係を維持する権利8と言えるものであって、そ

れを侵害する交戦国は平和の破壊者にほかな

らない。この平和の破壊者が「人類一般の敵」

であることに疑問がない以上、反対に、中立

国が国際警察権を行使して違反した交戦国に

制裁を加えることは当然である。

ウィルソン大統領の「参戦教書」は、「国際

法は、いかなる国も支配権をもたず、世界の

自由な交通路となっている海洋に法を設け、

それが尊重され遵守されるようにしようとし

たことに始まる」と述べ、近代国際法におけ

る中立制度の海洋的性格を指摘している。実

は、『論究』第６号において、陸戦と海戦では

武力行使の要件が異なることを指摘しつつ、

陸戦の論理をベースとした陸の国際法と海戦

6 古代末期のローマ人として、カトリック教会の教理を形

成したアウグスチヌスは、主著『神の国』において、教会

の見地に立った正当原因及び法的根拠をもつ正戦とそれ

以外の不正戦を区別し、一定の条件を満たす戦争を正当な

戦争とした。この理論が後にトマス・アクィナスや多くの

弁証家たちに採用され、神学的正戦論が確立されて行った。

この中世の神学的正戦論の影響を受けて、近世初頭の国際

法学者も、正当な原因がある場合にのみ戦争は正当化され

るとする正戦論を展開した。
7 戦争局外国は交戦国に対して不援助の態度をとること

を条件として中立の地位に立ち、戦争に巻き込まれない権

利を享受することが出来るとする国際法上の慣行で、18

世紀末以降の国家実行のなかで受容されてきた。
8 和仁健太郎『伝統的中立制度の法的性格』東京大学出版

会（2010年２月 15日）159頁
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の論理に基づく海の国際法があることを述べ

たが、中立制度の構造転換とは、言うなれば

陸の国際法から海の国際法へのパラダイム転

換だったのである。

Ⅱ 国際法における非国家主体の問題

１ 武力行使を伴わない内政干渉

さて、国際警察権を行使する対象は、国家

に限られない。しかしながら、行使の主体は

あくまでも国家、あるいは集団安全保障体制

としての国家間機関でなければならない。そ

の意味では、近代国際法の国家相互間的法体

系としての性格に何ら変更を加えるものでな

い。したがって、非国家主体を国際法の中で

どのように扱うのかというのは、相変わらず

難問に属する。

そこで、『論究』第７号の最後で触れた 1872

年のアラバマ号事件仲裁裁判を取り上げると、

この裁判では、中立国の公平義務に関する英

米の解釈の違いが問題となった。つまり、中

立国の公平義務とは、伝統的には、国家とし

て行われる行為のみが問題であった。公私の

区別に関するリベラルな立憲主義的観念を前

提とすれば、中立国国民が私人として交戦国

の一方を援助することを中立国として防止す

る義務はないと考えても何ら不思議ではない9。

ところが、こうした私人と国家との区分け

は、このアラバマ号事件仲裁裁判で否定され

てしまった。米国は、南北戦争中に同艦の艤

装を中立国であった英国の民間会社が行った

のは中立義務違反であるとして、戦後、英国

に対し損害賠償請求を行ったのである。これ

に対し、英国は私人の行為であり、国に防止

する義務はないと主張したが、このアラバマ

号事件以降、中立国は交戦国に対して敵対行

為を行う意思を有する船舶が自国領域内で艤

9 石本泰雄、『中立制度の史的研究』有斐閣（1958年４月

30日）26-27 頁

装・武装されることを防止する義務があると

され、これが多数説になっていったのである10。

以上の説明からすると、９.11 同時多発テ

ロをブッシュ米国政権が戦争行為であると断

定して、実行犯である国際テロ集団「アルカ

ーイダ」を匿っていたアフガニスタンのタリ

バーン政権に対し武力攻撃に踏み切ったこと

も、国際法解釈の傾向として、正当化できる

ようにも思われる。

だが、こうした結論には大きな欠陥がある。

なぜなら、アラバマ号事件は、英国による中

立義務違反に係る係争案件として仲裁裁判に

かけられたが、問題は、英国がそもそもアラ

バマ号事件の背景となった南北戦争において、

中立制度が想定していた「中立国」ではたし

てあったのかという疑問があるからである。

なぜなら、英国は、米国を代表する北部の正

統政府に対して、南部諸州が 1861 年に反乱を

起こしたとき、フランスと共にこの叛徒団体

を正当な戦争当事者として承認したにもかか

わらず、まさに、その承認した行為によって、

国際法上の中立国の地位を得たからである。

南北戦争で英国が南部諸州を交戦団体とし

て承認したことは、明らかに内政干渉を目的

としたもので、実際的にも北部の正統政府に

深刻な影響を与えた内政干渉行為であったが、

国際法上は中立国となる。もちろん、南部諸

州を加勢するために参戦すれば、もっと深刻

な事態が生じていた。その意味では、国際法

上の中立国にとどまることで国際社会からの

非難を回避しようとしたとも考えられる。

米国は確かに、仲裁裁判において英国を中

立国として扱い、その中立義務違反を厳しく

問うたのであるが、それは、武力行使を伴わ

ない内政干渉を断罪する方法が、それ以外に

なかったためであるとも言える。

10 前掲注８ 111-118頁
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２ フランス革命と内政不干渉の原則

他国叛徒団体の承認が内政干渉の一形態で

あるとすると、非国家主体による武力行使の

問題とは、国際法上は、他国に対する内政干

渉問題の一コロラリーとして扱うことが出来

ることになる。

そこで、近代国際法の大原則となっている

「内政不干渉の原則」と言われるものを考え

てみたい。この原則は、歴史的には、以下の

カール・シュミットの述べるような、フラン

ス革命を契機とした欧州諸国の反革命干渉と

フランスによる革命干渉の経験の中から生ま

れた考え方である。

「1792年以来ベルギー・ドイツ・イタリヤ・

スイスに進駐したフランス革命軍は、姿を現

わすや否や即座に、人民の自由と、封建的特

権の除去とを布告した。それ故今や軍事的な

占領は、言葉の完全な政治的・経済的・社会

的な意味での根本体制の変動を惹き起した。

1815年に正統主義的復古が勝利した後では、

このことは、当然、国際法違反的な行動様式

と看倣された11」。なぜなら、「戦争がまっ

たく国家相互間的な対決になる場合には、こ

の戦争は、まさに、すべてのその他の非国家

的なるもの―特に、経済、貿易、ブルジョア

社会の全分野―に触れることなくそのままに

しておかなければならないからである12」。

これは、フランスによる革命的干渉が戦争

の合法的範囲を逸脱して、経済・社会という

非国家領域をターゲットにしたことを国際法

上不当であると断罪していることを示したも

ので、この考え方を根拠に、違法者の取締り

と非国家的領域の原状回復が行われた。つま

り、伝統的な国家間戦争概念を厳守しなかっ

た罪で、旧体制側は、フランス革命及びそれ

に影響を受けた他の欧州諸国の政治的自由獲

11 カール・シュミット『大地のノモス』慈学社出版（2007

年 10月 30日）253頁
12 同上 254頁

得運動に武力干渉を行ったのである。

しかし、「1815年のウィーン会議後、（英

国）外相カスルレーはヨーロッパや南アメリ

カの革命がヨーロッパの安定を破壊する恐れ

のあることは認めたが、革命に対する干渉そ

のものを容認」せず、「革命の危険は認めな

がら、それが他国に対する直接かつ具体的な

危険とならなければ干渉しないという13」態

度を堅持した。

この英国の態度には、経済秩序や所有秩序

が国家領域に含まれない以上、それはそもそ

も、国家相互間的な国際法の領域の問題では

ないという考えがあったためと思われる。つ

まり、国際法にとって最大の関心事は、戦争

によって主権が変動することである。この点、

フランス革命軍が他国を軍事占領したといっ

ても、それは侵略を意図したものでなく、封

建的な土地所有や特権を廃止するためのもの

である。領土的な主権の変更を意図するもの

でないことは、フランス革命政府が明確に述

べていた14。したがって、私的領域の改変を

根拠に、他国への武力干渉を行うことこそ国

際法の観念にもとることになる。

これは英国の「勢力均衡」政策に基づく国

際法の考え方であるが、それが「内政不干渉

の原則」に与える影響を更に探求してみたい。

３ 戦争の「保護限定」と主権変動を伴わな

い軍事占領

大著『近代世界システム』を書いたⅠ・ウ

ォーラーステインは、近代以前においては、

13 亀井紘「勢力均衡論の史的展開―イギリス外交における

伝統とその変容」『八幡大学論集』八幡大学法経学会（19

81 年２月）121頁
14 1791 年のフランス革命憲法に、「フランスは侵略戦争を

行わず、また、如何なる国民の自由に対しても決して武力

を行使しない」との条文を採用したこと、また、1848 年

のフランス二月革命憲法にも同文言が取り入れられた結

果、主権国家の宣戦あるいは戦争準備行為を規制する平和

条項が 19 世紀を通じて欧州あるいは中南米の憲法に広ま

っていったことは、『論究』第５号で述べた。
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中国やエジプト、ローマなどの古代帝国がそ

の典型的な例であるように、政治的に統合さ

れて「世界帝国」に移行するのが普通であっ

たが、15世紀末に成立した近代欧州世界だけ

は、今日に至るまで「世界帝国」化されるこ

となく、諸国家の並存状態を維持する歴史上

全くユニークな存在であると指摘している15。

そして、帝国化しなかった原因は、大航海時

代に世界化した欧州経済であるとも述べてい

る16。

こうした領域的主権国家の併存する欧州世

界17とは、「ウェストファリア体制」であり、

近代国際法も、それを基盤に16世紀以降、国

家相互の関係を規律する法として徐々に成立、

発展したことは既に述べたところである。

さて、帝国が形成される際に、戦争が決定

的な重要性を持っていることは、改めて指摘

するまでもない。しかし、16世紀以降の欧州

世界とて今日に至るまで戦乱に明け暮れる毎

日でありながら、この欧州世界だけが帝国化

を免れたのはなぜか。

その一つの大きな要因と考えられるのが、

戦争の「保護限定」化である。つまり、正当

原因による戦争のみを正戦として認めたこと

で、宗教戦争が妥協のない殲滅戦争にならざ

るを得なかったことを教訓に、まず、国際法

は、戦争の原因を問わず、主権国家間の戦争

だけを合法であると認定した。こうすること

によって、主権国家は、相互に相手を「犯罪

者」ではなく、「正しい敵」として認識する

ようになり、戦争が「討伐」から「決闘」に

15 Ⅰ・ウォーラーステイン『近代世界システムⅠ』岩波書

店（2006 年 10月 24日）p.xi
16 同上 pp.xii-xiii
17 1815年時点で、大西洋からウラルまでの欧州領域には、

約50の主権国家が併存し、その中には、英、仏、露、プロ

シア、オーストリアの５大国、スペイン、ポルトガル、オ

ランダ、スウェーデンの４中堅国と４自由都市が含まれて

いたとされる。（Edward Vose Gulick、“Europe's Class

ical Balance of Power”, Cornell University Press,

p.4）

類似したものに転化した。さらに、戦争の当

事者を国家の正規の戦闘員に限定することで、

戦争が主権国家間の軍事的関係に局限され、

経済・社会関係といった非国家領域に戦禍が

及ぶことがないように配慮することを可能に

したのである。

また、フランス革命で大きな問題となった、

軍事占領の問題についても、軍事占領が主権

の変更を帰結させることで、戦争が欧州の帝

国化を促進することがないよう、法制度が整

備された18。こうして、「軍事的な占領は…い

かなる領域の変動をも惹起せず、土地および

その土地の上にある事物の単に一時的な、単

に事実上の占取を惹起し、また、占領された

土地の上にある人間やその行政や司法の同様

に一時的な、事実上の隷属を惹起したに過ぎ

ない。軍事的な占領は、〔戦前〕復帰権、す

なわち以前の状態を事実的に回復すること、

を留保している19」とした共通の観念が定立

されたのである。

もちろん、欧州世界における主権の変動が

一切否定されたのではなく、欧州全体の政治

的均衡を脅かさない限りにおいて、それが許

された。まさに、そうした政治的均衡に配慮

した政策が英国の「勢力均衡」政策であった

が、その結果として、18、19世紀の欧州では、

強大国の指導の下に大規模な講和会議の手続

が発達した。また、大きな領域変更の全て、

すなわち国家の新形成、独立宣言、中立宣言

は、欧州諸国が会する会議の共同条約として

成立、又は少なくとも批准されたのである20。

しかし、こうした戦争の「保護限定」ある

いは「勢力均衡」は、欧州内に限定されてい

た。むしろ、限定が付されることによって、

欧州の帝国化を阻止することが可能であった

18 「ハーグ陸戦規則」第 42条以下参照。
19 前掲注 11 256頁
20 前掲注 11 225及び 235頁
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と言える。

４ 近代国際法における非欧州領域の問題

グロティウスは、『自由海論』の中で次の

ように述べている。

すなわち、「自然が人間の使用のために作

りだしたもののなかで、一方において、ある

ものは、すべての人間に共通のまま残され、

他方において、他のものは、各人の努力と労

働によって自分自身のものになることを、自

然が欲した…このようにして、法律も、…二

つの場合について規定するために定められて

いる21」とした後、「海は、取引の対象とは

ならないもの、いいかえると、なに人の所有

の…対象ともなりえないもののなかに数えら

れる。従って、正確にいうと、海のいかなる

部分も、ある特定の民族の領域に属するもの

とは考えられない…しかし、領土は、国民の

占有にもとづいて生じる。それは、私的な所

有が個人の占有から生じるのと同様である

22」と述べた。つまり、グロティウスは、陸

は所有の対象となり、諸民族が領域化するこ

とができるが、海は無主地として全ての人々

に開かれているとしたのである。

この『自由海論』が出版された1609年当時、

非欧州世界、正確にはコロンブスが発見した

「新世界」と海洋とは、キリスト教の伝道の

ためとして教皇から分割取得することを許さ

れたスペインとポルトガルの２大強国が独占

支配する地域であった。その象徴が新大陸発

見の翌年の1493年に教皇アレキサンダー６世

によって北極から南極へかけて大西洋上に引

かれたラインで、翌年にはいくらか西方に移

され、トルデシリャス分割条約のラインと呼

ばれた。こうして、新たに発見された地域の

全てについて、ラインの西方がスペイン人の、

21 前掲注１ 196-197頁
22 前掲注１ 231-232頁

その東方がポルトガル人の所有に帰すことと

されたのである。

こうした世界にあっては、スペインとポル

トガル以外の国が海外と交易を行うことは違

法で、取締りの対象になった。だからこそ、

グロティウスは『自由海論』で「ある国民が

他の国民と通商を行うことを希望し、他の国

民も、同様にそれを希望する場合、その後者

の国民に対しても、またその国民のところへ

行く道に対しても、全く、いかなる支配権（所

有権）をも有しない別の国家が、その通商を

妨害し、禁止するならば、まさしく、これに

まさる大きな不正が、いったい、他にあるで

あろうか。事実、われわれが盗賊や海賊を憎

むのも、その最大の理由というのは、ほかで

もなく、かれらが人間相互の交通を勝手に支

配し、これを脅かす、ということ以外にはな

いからである23」と主張したのである。

英国のエリザベス１世もこうした状況に不

満を持ち、権益侵害を承知の上で、カリブ海

のスペイン植民地に奴隷を密輸させたり、イ

ギリス人海賊フランシス・ドレークがアメリ

カの各地でスペイン領の貿易地を襲い、船艦

を撃破し、巨富を略奪して世界周航すること

を後援し、帰国後、ドレークに騎士（ナイト）

の勲位を授けたりした。

こうして、非欧州世界は、欧州世界による

自由な獲得の領域、つまり、国際法上の無主

地とみなされ、自由な先占の場となっていっ

たのである。当然、新大陸の先住民はまだ自

然状態にある未開民族として、所有権の主体

たる資格を持たなかった。

５ 1713年のユトレヒト条約以降の非欧州世

界

以上のような非欧州世界の「根源的な自由」

の状態は、スペイン王位継承戦争（1701-14

23 前掲注１ 206頁
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年）を経て「秩序付けられた自由」の状態へ

と移行した。

すなわち、1713年のユトレヒト講和条約が、

フランスによるスペイン王位継承を認める代

償として英国が北米及び西インドの仏領植民

地を獲得し、大西洋と地中海を結ぶ戦略的要

衝のジブラルタルと地中海に浮かぶメノルカ

島の英国による領有を認め、さらには、スペ

イン領のカリブ海と中南米に対してアフリカ

から奴隷を輸送し売却する独占権（アシェン

ト）を英国に与えると、ブラジル産及びスペ

イン領アメリカ産の地金が大量に英国に流入

するようになり、英国の海洋支配は決定的な

ものになっていった。その結果、海賊を使っ

て略奪貿易を行う必要性がなくなり、英国で

は18世紀初頭、海賊無用論が登場することに

なる24。

こうした中で、専ら欧州世界のみを対象と

してきた近代国際法に非欧州世界が位置付け

られるようになってくる。それを理解するカ

ギが重商主義、つまり「貿易と遠隔地向け製

造業を国家繁栄の要とする経済政策25」であ

り、そこにおける絶対君主と特権商人の関係

である。

まず、当時の国家とは封建領主の没落によ

って権力を集中しつつあった絶対君主自身で

あり、国家間関係とは絶対君主の相互関係を

意味していた26。そして、この主権国家を象

徴する絶対君主は、特定の商人と製造業者に

特権を与えて、貿易や遠隔地向け製造業の振

興を図り、また、更なる植民地の発見、獲得、

拡大を目指した27。英国やオランダで設立さ

24 竹田いさみ『世界史をつくった海賊』ちくま新書（2011

年２月 10 日）102-103 頁。なお、「私掠船」については、

『論究』第６号で詳述したので参照されたい。
25 堂目卓生『アダム・スミス 道徳感情論と国富論の世界』

中公新書（2008年３月 25日）205頁
26 絶対王政期のフランス国王ルイ 14 世紀が言ったとされ

る「朕は国家なり（L'État, c'est moi）」を想起された

い。
27 前掲注 25 214頁

れた「東インド会社」による海外貿易と植民

地経営は、まさにこの典型例である。

また、欧州本国と植民地との関係は、「人」

とそれに奉仕する「乳牛」の関係に例えられ

た。そのために、ロープにつながれた乳牛で

ある植民地は、原則として、原産物を本国以

外の国に供給することはできず、また、製造

品は本国以外の国から購入することはできな

いとされ、さらには、本国で生産される製造

品と同じ種類の製造品を作ることも許されず、

本国との運輸は本国の商船を使わなければな

らないとされていたのである28。

しかし、特権商人が国家的利益のために活

動していたにせよ、あくまでも国王から特権

を与えられた私人であり、したがって、特権

商人が特許状によって開いた植民地自体も国

家領域とはみなされなかった。

近代国際法が、私的領域から厳密に区別さ

れた公的領域に係るものとして国家間関係を

定義し、そのことによって必然的に、リベラ

ルな立憲主義国家を基盤としてきたことは行

間を通じて述べてきた。例えば、そのことに

よって、戦争を国家の正規戦闘員に限定する

ことにも成功したのであるが、専ら経済・社

会活動を行う非欧州世界は、私的領域であっ

て、その意味で国際法が直接管轄する領域か

らは排除されていたのである。

その後、７年戦争（1756～63 年）でフラン

スの抵抗を排除すると、英国はもはや他の欧

州諸国からの経済競争を恐れなくなり、世界

経済の開放性を極限まで高める自由主義的政

策を志向するようになった29。しかし、貿易

28 前掲注 25 217頁
29 こうした政策を一部の学者は「非公式帝国」、つまり、

植民地化を伴わない帝国主義、ないし究極的には植民地化

に反対さえする帝国主義と呼んでおり、事実、1763 年の

パリ条約以降、英国は、テューダー朝時代以外には前例が

ないほどの爆発的な海上進出を続けて、太平洋とインド洋

に植民地ではなく、貿易港と海軍基地の連鎖を基礎とする

商業ネットワークを張り巡らせたとされる。（Ⅰ・ウォー

ラーステイン『近代世界システム1730～1840s』名古屋大

学出版会（1997年７月 30日）238頁
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が自由化され、特権商人が排除されると、経

済の非国家領域化は更に決定的なものとなっ

たのである。

Ⅲ 非欧州世界における内政不干渉原則

１ モンロー主義と内政不干渉の原則

まさに、近代国際法の埒外にあったために、

米国は、「内政不干渉の原則」に別な意味を

付加することになる。

1792－1802年のフランス革命戦争に際して、

ワシントン大統領は中立を宣言し、1794年に

は中立国領域を拠点とした私掠行為30を処罰

する中立法を制定した。その意図を1796年の

離任時の「告別演説」の中で、「我々の隔絶し

た位置は、欧州と異なった道をとることを示

し、かつ可能にしてくれるのである…世界の

いずれの国家とも永久的同盟を結ばずに行く

ことこそ、我々の真の国策である」と語って

いる。

しかし、1806年に始まったナポレオン戦争

によって、スペイン王朝が倒されると、アメ

リカ大陸でもラテン・アメリカのスペイン植

民地で独立運動が活発化し、1816年のリオ・

デ・ラ・プラタ31を嚆矢として次々と独立を

宣言していくことになった。他方、1815年の

ナポレオン戦争終了後、旧体制側は、欧州の

革命政権を次々と鎮圧・粉砕していったので、

ラテン・アメリカの旧スペイン植民地再征服

の可能性も取り沙汰されるようになっていた。

こうした情勢の中で、米国は1815年に改め

て中立を宣言し、中立政策を堅持する姿勢を

示したが、1816年以降、次々と独立していっ

た叛徒政権と欧州の植民地諸国との間に立た

されたことで、改めてどのような政策を採る

べきか対応を迫られた。

モンロー大統領は 1822 年、議会への特別教

30 交戦国に対して行う私人の海賊的行為で、「軍事的遠征」

と言われた。
31 現在のアルゼンチン。

書の中で、「チリ、リオ・デ・ラ・プラタ連合

州、ペルー、大コロンビア、メキシコが完全

な独立国となった。米国はこの確立された事

実を承認する」と表明し、ラテン・アメリカ

諸国を支持する立場を鮮明にした。次いで、

翌 1823 年のいわゆる「モンロー教書」におい

て、そうした立場を次のように正当化したの

である。

「既存の欧州諸国の植民地ないし属領地に

対して、我々はいささかの干渉をも試みたこ

とがなく、また将来においても干渉を試みよ

うという意思は持っておらない。しかし、す

でに独立を宣言してこれを維持し、さらにわ

が国がその独立に対して、正義にもとづき、

慎重考慮をもって承認を与えた国家に対して、

欧州の国家がもしこれを圧迫し、またはその

運命に拘束を加えるため干渉を試みた場合、

その強国の何国たるを問わず、我々はこれを

もってアメリカ32に対する非友誼的意図を表

示するものと見なさざるを得ない33」

さらに、どのような判断基準で叛徒政権を

承認したのかについて、次のように述べてい

る。

「この西半球における動向に、我々は必然

的により直接的な結びつきをもっている…神

聖同盟諸帝国の政治システムは…アメリカの

それとは本質的に異なっている。この差異は

それらの国々の各々の政府の中に存在してい

る相違から発する。我々の政治システムは、

多くの血と財貨との犠牲によって成就せられ、

最も知見に富む市民の叡智によって成熟し、

又我々はその下にあって類いない幸福を享受

しているのであって、その防衛には全国民が

あげてこれに当たるのである。

この故に、我々は率直に、そして米国とこ

32 これが米国ではなく、南北アメリカ全体を指しているこ

とに留意されたい。
33 アメリカ学会『原典アメリカ史３』岩波書店（1953 年）

147頁（以下、同様）
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れら諸国との間に有する友好関係に信頼して、

彼等の政治システムを本半球にも拡張せんと

する試みは、それが半球の如何なる部分であ

れ、我々の平和と安全にとって危険なものと

見なさなければならない、と宣言する」

２ 政治的独立擁護論としてのモンロー主義

このように、モンロー教書は、まず、米国

がフランス革命戦争以来、紛争に対しては中

立国としての立場を堅持していることを強調

していた。それは、スペイン領フロリダの領

土編入にようやく目途をつけたものの、いま

だテキサス以西の広大な太平洋岸地帯を欠い

た大西洋国家にすぎない当時の米国にとって、

中立国としての立場を強調することが最善で

あるとの判断に基づいている。しかし、同時

に、スペインの植民地支配を脱したばかりの

叛徒政権を承認することも、内政干渉には当

たらず、中立国としての義務から決して逸脱

するものではないことを示唆していた。

ただし、叛徒政権を承認することが、「確

立された事実を承認する」にすぎないと断っ

てはいるものの、当時の米国の国家的実力か

ら考えると、欧州諸国が実質的な内政干渉行

為であると反発して、介入の口実にする可能

性を完全に排除できるわけではない。したが

って、こうした弱点を克服する別の論理が必

要とされた。

そこで、教書は、次の引用に見るように、

欧州諸国の植民地であったラテン・アメリカ

をめぐる米国と欧州諸国の利害関係の問題で

あるという構図を背景に隠し、反対に、共和

主義的政治共同体としてのアメリカと絶対主

義的君主政に代表される欧州の大陸間の相互

不干渉の問題であるとする論理構成を前面に

押し出す作戦を採った。そして、その結果、

モンロー教書には、国の安全保障とは自国領

土を守るだけでなく、植民地住民が本国との

独立闘争を経て築いてきた共和主義的政治シ

ステムを擁護することでもなければならない

とする論理が付加された34。また、そのため

に、建国の理念も動員されることになった35。

「合衆国の権利と利益を包含する原則とし

て、アメリカは、これまで維持してきた自由

且つ独立の状態に鑑み、今後、いかなる欧州

列強によっても将来の植民地化の対象と見な

されてはならない…

欧州強国間の諸戦争には、それが欧州自身

に関する事柄ならば、我々は決して介入しな

かったし、又介入することは我々の政策とも

一致しない。我々が侵害行為に憤激し、我々

自身の防衛に備えるのは、我々の権益が侵害

されるか、もしくは甚だしく脅かされる時の

みである」

こうして、ラテン・アメリカの旧スペイン

植民地再征服をめぐる問題は、米国の中立義

務違反の問題としてではなく、アメリカと欧

州相互の「政治的内政不干渉の原則」に係る

問題となり、同時に、米国によるラテン・ア

メリカ叛徒政権の承認もアメリカとしての自

衛行為として認識されることになるのである。

もちろん、「共和主義的政治共同体として

のアメリカ」という概念を確立するために、

米国は、叛徒政権の承認に際しては、同政権

が自国と同じ共和主義政体を採っていること

を理由にした。こうして、結果的に、欧州諸

34 国連憲章第２条第４項「すべての加盟国は、その国際関

係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる

国の領土保全又は政治的独立に対するものも…慎まなけ

ればならない」が侵略の定義として、「領土保全」と同時

に、「政治的独立」に反する武力の行使を慎むべきことを

述べている歴史的な淵源は、このようにモンロー主義にあ

ると考えられる。
35 1776 年の独立宣言は「われわれは、自明の真理として、

すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪い

難い天賦の権利を付与され、その中に生命、自由及び幸福

の追求が含まれることを信ずる。また、これらの権利を確

保するために人類の間に政府が組織されたこと、そしてそ

の正統な権力は被統治者の同意に由来するものであるこ

とを信ずる。そしていかなる政治の形態といえども、もし

これらの目的を毀損するものとなった場合には、人民はそ

れを改廃し、彼等の安全と幸福をもたらすべしと認められ

る主義を基礎とし、また権限の機構を持つ、新たな政府を

組織する権利を有することを信ずる」と述べている。
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国が旧スペイン植民地の再征服を敢行するこ

とはなかった36。

３ 共同体内干渉論としてのモンロー主義

アメリカがいまだ主権国家相互間関係を律

する近代国際法の領域とは認められない中で、

欧州諸国によるアメリカへの植民地主義的介

入を阻止することを本旨としたモンロー主義

は、政治的共同体の一員である他国内政への

干渉を正当化する新しい論理をも必然的に生

み出すことになる。

この問題は、モンロー主義の「ルーズベル

ト・コロラリー」として、既に『論究』第５

号に論述したところであるが、要点を再録す

ると、発端は、ベネズエラの債務不履行を理

由とした欧州諸国によるラテン・アメリカへ

の介入問題である。これを放置すれば、ベネ

ズエラが欧州諸国の債務奴隷となって実質的

に植民地化される危険性があった。ドミニカ

共和国にも同様の問題が起こっていたが、こ

の債務問題は大なり小なり全てのラテン・ア

メリカ諸国に共通する問題となっていた。

こうした事態に、セオドア・ルーズベルト

大統領は1904年12月、議会への大統領教書で

次のように述べた。

「米国が望むのは、近隣諸国が安定し秩序

を保ち繁栄することである。国民の自治が成

功している国は、我が国の心からの友情を期

待することができる。もしある国がその社会

問題や政治問題を合理的能率と節度をもって

処理するなら、また社会秩序を維持しその外

国への債務を償還するならば、その国は米国

からの干渉を恐れる必要はない。ただし、社

会の覊絆が一般的に弛緩していることに起因

する慢性的な非行と無力状態とは、世界の他

のところと同じようにアメリカにおいても遂

36 欧州植民地諸国が再征服を断念したもう一つの原因と

して、脚注の 29 で指摘した英国の「非公式帝国」化があ

ったとされる。

にはある文明国による干渉を必要とするので

あって、西半球にあっては、モンロー主義を

堅持する米国は、自らは欲しなくとも、この

ような非行と無力状態が甚だしい場合には、

国際警察力の行使を強いられる。…米国は、

これら諸国に対しては、実に最後の手段とし

てのみ、すなわちこれらの諸国が国内におい

ても外国に対しても正義を保証しえず又は保

証する意思がないために、米国の権利を侵害

したり、アメリカ諸国民全体を傷つけたりす

るような外国の攻撃を招くことが明白になっ

たときにのみ干渉する。アメリカにおいても

世界の何処にあっても、自由と独立とを維持

することを望むすべての国家は、自明の理と

して、独立の権利がそれを善用すべき責任と

切り離しえないことを究極的には理解しなけ

ればならない」

さて、この「ルーズベルト・コロラリー」

の論理は、米国によるラテン･アメリカ諸国内

政への介入を正当化するものであり、その観

点から「帝国主義的」であるとして否定的に

評価されることがある。しかし、それは政治

的共同体としてのアメリカが当時何ら実態を

持っていなかったという問題と、それと連関

して、武力行使を含む強制介入について何ら

ルールを持たなかったという問題の故であっ

て、内政干渉権の論理そのものは、Ｆ・ルー

ズベルト大統領による「善隣政策37」と国連

創設への努力の中で集団安全保障体制に取り

入れられていったのである。

すなわち、この内政干渉権が国連憲章第２

条第７項に「この原則は、第７章に基く強制

措置の適用を妨げるものではない」として明

37 Ｆ・ルーズベルト大統領が、1933年の第一次大統領就任

演説で言及した対ラテン･アメリカ政策を指し、西半球全

体で安全保障や福祉の増進に協力すべきことを説いてい

た。具体的には、武力干渉を控えると同時に、キューバや

パナマを保護国化していた条約の改正などを通じて、従来、

米国の政策であったモンロー主義をアメリカ全体の政策

にするよう務めた。
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記され、安全保障理事会は本質上いずれかの

国の国内管轄内にある事項についてであって

も、第７章のもとでの強制行動、つまり、内

政干渉権を行使することが許されているので

ある。

Ⅳ 主権変動を伴わない新しい戦争観の登

場

１ 19世紀末の国際法

伝統的な国際法において、非欧州世界は、

主権国家相互の関係を律する法体系の対象外

にあり、したがって、広大な非国家領域を構

成していた。また、そうした論理構成は、歴

史的には、英国の海洋支配、したがって、挑

戦者を寄せ付けない英国の圧倒的な経済的実

力に支えられていた。

このような事情を物語るものに、慣習国際

法と条約を対比する英国のコモン・ローの考

え方がある。すなわち、英国では古くから「国

際法は国家法の一部である」という法諺があ

って、慣習国際法が英国の国内においてコモ

ン・ローとして効力を持つことを認めている

が、一方、条約の国内適用については、極め

て慎重で、条約の国内法に対する優位を認め

ていないばかりか、そのまま国内法として執

行することも認めていない38。これは、上記

のような近代国際法の構造を前提としてのみ

容易に理解することができる。

しかし、19世紀末になると近代国際法は、

植民地を無差別に国家領土とみなし、欧州領

域に限定していた主権国家間の相互関係を無

差別に植民地に及ぼすようになった39。その

原因は、英国の海洋支配が大きく揺らいだこ

とで、英国の対欧州政策であった勢力均衡政

策によって欧州諸国間の政治的合意を達成す

ることが難しくなったことである。このため、

38 前掲注 13 131頁
39 前掲注 11 278頁

欧州諸国による合意によって維持されていた

先占を根拠とした植民地の保持も、各自国の

実力で維持しなければならなくなり、実効的

先占という概念が国際法に導入された。

これこそ、欧州の主権国家相互関係を律す

ることを本質としてきた近代国際法が実質的

な意味で国際法に転換した意味合いであった。

そして、欧州から解き放たれた国際法は、実

に雑多な国家を相手にしなければならなくな

ったのである。

その一つの象徴が主権国家相互の間で戦わ

れるとされてきた戦争概念の危機である。す

なわち、決闘に例えられていた伝統的戦争概

念は、ある程度実力が拮抗している国家間に

おいて成立していたものと言えるが40、余り

にも国力に差がありすぎると、勝つためには

手段を選ばない戦争、いわゆる殲滅戦争へと

姿を変えていくようになった。そして、科学

技術の発達がそうした傾向を加速していた。

２ 無併合の原則

第一次世界大戦の最中の1918年１月８日、

ウィルソン大統領は議会演説の中で、ドイツ

政府との講和条件となる「14カ条の原則」を

示した。そして、その第６、第７、第８及び

第11項には、侵略されたロシア、ベルギー、

フランス及びバルカン諸国の領土は回復され、

軍隊は撤収し、自由が確保されなければなら

ないことが述べられていた。

それは、前年の1917年末に、レーニンが主

導するロシア10月革命政府が全交戦国に対し、

「無併合・無賠償・民族自決」の３原則に基

づく講和を提案し、同時に、帝政ロシアが連

合国と戦後の領土分割を約した密約を交わし

ていたことを暴露したことに対応する措置で

あった。しかし、そうした原則を、ドイツ政

府は勿論のこと、一部留保付きとはいえ英仏

40 前掲注 11 424頁
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の連合国政府が、第一次世界大戦の講和条約

策定の原則として受け入れた要因が、英国に

並び立つ勢いの米国の大統領であるウィルソ

ン自身が提起したことにあることは言うまで

もない。

ところで、「無併合」の原則は、フランス

革命後、軍事占領が何ら主権の変動を帰結し

ないとする国際法上の解釈がなされていたこ

とを考えると、何ら不思議なことでなく、ご

く当たり前の主張であるとも言える。ただし、

こうした解釈は、近代国際法が欧州の主権国

家間関係のみを律していた時代と 19 世紀末

に国際法が欧州世界と非欧州世界を区別しな

くなった時代の論理的な断絶を等閑視した誤

解である。なぜなら、非欧州世界における主

権の領域的変更の主要形態は、一貫して「領

土割譲・併合」であったからである。

したがって、「無併合」の原則を、非欧州世

界を含む国際法の原則として取り入れること

は、欧州諸国にとっては伝統的な国際法を無

視した暴挙に見えたに違いない。現に、ベル

サイユの講和会議において、連合国は帝国主

義的な分け前を公然と要求し、その結果、ド

イツの植民地は委任統治の形で連合諸国の間

に分配されることになったのである。

その意味で、第二次世界大戦最中の1941年

８月、米英両首脳が、大戦後の講和原則とし

て掲げた「大西洋憲章」の第一項に、戦争に

よって領土の拡張を求めず、また、認めない

姿勢を示したことは、ようやく国際法の原則

として確立されたことを示していた。

３ 民族の自決権

国際法によって戦争による領土の拡張がす

べて認められないならば、主権の変動は、専

ら新しい独立国の誕生によることになる。こ

れは、モンロー主義が、叛徒政権の承認問題

として経験したものであったが、当然ながら、

叛徒政権を承認するための正統性を表す概念

として、「民族の自決権」がウィルソン大統

領の「14カ条の原則」を介して国際法に取り

入れられることになった。

すなわち、第９項のイタリア国境の調整、

第 10項のオーストリア・ハンガリー帝国の自

治、第 12項のトルコ少数民族の保護、及び第

13項のポーランドの独立は、民族の自決権概

念を基に提言された戦後処理を意味している。

したがって、第一次大戦後、理論的には主

権変動の唯一の形態となった民族の独立につ

いて、民族の自決権概念が紛争を終局させる

理論的よりどころとなることが期待されてい

たと言える。しかし、その後の歴史的経過を

見ると、この民族自決権概念が反対に、国際

法に新たな問題を突き付けているのである。

すなわち、第一次大戦前まで、「民族」を確

定する根拠は居住主義であった。フランス革

命後のフランスで、この居住主義は、宗教的

なアイデンティティーを排除する共和主義的

原理でさえあった。したがって、国籍取得の

根拠は、「領域内居住」あるいは「領域内出生」

とされていた。しかし、その基準がやがて、

「同じ血統・言語集団」への帰属にまで拡大

されると、当然のこととして、自決の主体た

る民族が領域性において統一を欠くことにな

る。近代国際法の基礎である領域性を基礎に、

国家構成員を確定することが出来ない事態に

陥ったのである41。

こうして、早くも1920年代初期には、領土

の併合等によって国籍が自動的に失われるも

のでないことを根拠に、住民の失わざるべき

国籍を根拠として、領域支配の変更が生ずる

という事態さえ生じるのである42。さらに、

今日の中東・アラブ世界では、アイデンティ

ティーの根拠が宗教に移ることで、国民の間

41 大沼保昭『在日韓国･朝鮮人の国籍と人権』、東信堂（20

04 年 10月５日）75頁
42 同上 83頁
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に亀裂が生じる事態が生じているが、仮に、

「同じ宗教」への帰属を民族の定義に含める

と、民族の更なる分断・細分化の危険性もさ

ることながら、近代国際法の原理である「世

俗主義」をも覆す事態になりかねない危険性

をはらむことになる。

いずれにせよ、紛争による主権変動の最後

の形態になった民族の独立を律する概念とし

ての民族の自決権を、以上のような歴史的経

験を踏まえて発展させることが求められてい

る。

４ 戦争に至らない武力行使の問題

以上のように、戦争が主権変動の原因とな

ることもなければ、主権変動を正統化するこ

ともない世界が生まれようとしている中で、

国際法は、ますます、主権変動を伴わない戦

争を主要課題にしつつある。

かつては、戦争とは侵略戦争に他ならなか

ったのであるが、今日では、第一原因となる

「武力行使」が主権変動とは無関係に、どの

ような条件の下で「戦争行為」であると認定

されるのか、換言すれば、戦争に至らない武

力行使の条件とは何かということが最大の関

心事になりつつある。

そして、その転機となったのが不戦条約で

あり、武力行使を国際警察権の発動として正

当化する唯一の要件であった「人類一般の敵」

を、単純に「戦争行為」者であると定義付け

ることによって、戦争を、主権ではなくより

人道的な意味合いを持った問題に置き換えた

のである。この関連で、国連憲章の第２条第

４項の「すべての加盟国は、その国際関係に

おいて、武力による威嚇又は武力の行使を、

…国際連合の目的と両立しない他のいかなる

方法によるものも慎まなければならない」が

問題としている「方法」とは、そうした文脈

で理解すべきものと考える。

いずれにせよ「戦争に至らない武力行使」

は、以上のような国際法の歴史的な発展を踏

まえた統一的視点に基づいて解釈すべき問題

であることを確認して結論としたい。
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おわりに 

 

はじめに 

 憲法上、各議院は当然に議院自律権を有し

ている。ここに議院自律権とは、議院の憲法

上の独立した地位に由来する、その内部準則

に関する自由な決定権を総称する考え方で、

組織自律権・運営自律権・財務自律権の三要

素からなっている。 

 さて、フランスの第五共和制憲法は、第三

共和制以来の絶対議会制（parlementarisme 

absolu）の伝統を根本からくつがえし、「合理

化された議会制」構想と「制限された議院自

律権」思想に立ったものと見られる1。 

 しかし、にもかかわらず、憲法実施のため

に定められた1958年11月17日の議院運営に

関するオルドナンス（Ordonance No 58-1100 

relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires）――これは、元来、政府が

制定した命令であるが、法律としての効力を

有するので、以下では「議院運営法」と略称

することにしよう――の第８条は、しばしば、

その第７条が定めている「財務自律権」

（autonomie financière）とともに、議院の

組織・運営自律権を表したものとして引き合

いに出される2。 

 本稿は、こうした憲法・議院運営法の下に

ある現行の国民議会における事務局の組織・

                             
1 この点については、とくに大石 眞『議院自律権の構造』

（成文堂、1988 年）135 頁以下を参照されたい。 
2 Pierre Avril=Jean Gicquel, Droit parlementaire, 4e 

éd.,2010, pp.80,85,91. 
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権限及びその職員のあり方などについて、

2010 年９月 21 日（火）午後に行った国民議

会事務局への訪問調査の成果をも踏まえた上

で、検討しようとするものである3。 

 

Ⅰ 国民議会事務局の組織 

１ 議院自律権の反映 

(1) 議院規則と下院事務局組織規程 

 冒頭に述べた議院自律権の考え方を前提と

して、国民議会規則第 17条は、「理事部は、

内部規程により、国民議会事務局の組織及び

運営、各部局による本規則の適用、解釈及び

執行方法、並びに職員の地位及び議院事務局

と職員団体との関係を定める」と規定してい

る（以下の論述では、国民議会規則を「下院

規則」と表示し、上院である元老院の規則を

「上院規則」と呼ぶことにする）。 

 これと同様の定めは、上院規則第 102 条に

も見られるが、そうした理事部の決定として、

現在、「国民議会の事務局の組織及び職員の地

位に関する規程」（Règlement intérieur sur 

l’organisation des services portant 

statut du personnel de l’Assemblée 

Nationale）がある。以下では、これを「事務

局組織規程」と略称することにしよう。 

 ここに見る理事部の制度は、フランス型議

会法の特色の一つを形づくる合議制の議院管

理機関として位置づけられる。そして、この

理事部の制度に代表される議院の組織に関す

る自律権は、その職員の任免について当該議

院が専権事項とするという意味を有する。 

 そこで、下院規則第 18 条は、「国民議会の

事務局は、専ら理事部の定めた要件で任命さ

れる一人の職員［議院事務総長］によってそ

の運用を確保する。したがって、議院外の管

                             
3 この調査を行い、本稿を草するに際しては、下院ホーム

ページに掲載されている 600 頁を超える総合検索カード

『本院を知る』（第３版、2009 年 11 月）のうち、とくに

「国民議会の運営体制」fiche 68-81, p.481 et s.を参照

した。 

理に属するあらゆる公務員の永続的な協働は、

（中略）禁止される」と定めている。 

 

(2) 下院事務局組織規程の性格と内容 

 さて、下院の事務局組織規程は、議院管理

機関としての理事部の決定で定められ、修正

される議院内部規則の一つである。 

 しかし、「事務局の組織及び職員の地位に関

する」規程という正式題名が示唆するように、

その内容は、前文に続く本則が第１編「事務

局の組織」、第２編「事務局の権限」、第３編

「任用」、第４編「退職・派遣・休業・休暇」、

第５編「給与と昇任」、第６編「服務と懲戒」

といった事項に及んでいる4。 

 このように、その内容は、事務組織と事務

分掌に限定される単なる組織規範ではなく、

職員の権利義務を定める公務員法としての内

容をも備えたものである。したがって、議院

の「内部規程」としての事務局組織規程の所

管事項は、きわめて広い範囲にわたることに

なる。 

 これをわが国の国会関係法令に置き換えて

言えば、議院事務局法・議院法制局法、議院

事務局事務分掌規程・議院法制局事務分掌規

程などの「事務局関係法規」のほか、国会職

員法・国会職員の育児休業等に関する法律な

どの「職員関係法規」をも含んだものとなっ

ている（事務局関係法規・職員関係法規の分

類は『参議院要覧』の例による）。そのため、

事務局組織規程は、最後の「雑則」までを通

算すると、全部で 150 ヶ条を数えることにな

る（但し、条文数には加除がある）。 

 

２ 事務組織と事務分掌 

(1) 伝統的な事務組織原則 

 フランス議会の事務局は、伝統的に法制部

                             
4 本稿の記述は、2010 年９月 21日（火）午後に国民議会

事務局を訪問・調査した際に手交された 2009 年７月 14 日

現在版の事務局組織規程を基にしている。 
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局 と 事 務 部 局 か ら な る 二 系 列 制

（bicéphalisme）を採ってきた点に特色を有

する。しかし、最近では、この構成を前提と

しつつ、性質上両部の共同部局というべき仕

組みも設けるに至っている。その結果、現在、

下院事務局は、その組織規程第１条が示すよ

うに、次のような三つの基本的な部局編成に

なっている。 

(a) 立法や政府統制に際して議員に法的・技

術的助言を行うなど下院の制度上の機能

を支える法制部局（Services législatifs） 

次項に列挙する 12 部の組織からなり、議

院 事 務 総 長 （ Secretaire général de 

l’Assemblée et de la Présidence）の統

括下にあるが、法制局長が議院事務総長を

補佐する（事務局組織規程１条２項、２条

２項・３項）。 

(b) 物的・経済的手段を提供することによっ

て議院の活動に対するサポートを行う事

務部局（Services administratifs） 次

項に掲げる６部の組織からなり、財務総長

（Secretaire général de la Questure）

が総括し、理事部の財務担当理事に責任を

負うものとされるが、事務局長が財務総長

を補佐する（事務局組織規程１条３項、２

条４項・５項）。 

  なお、国民議会事務局に訪問調査をした

際に、この事務部局に置かれている人事部

（Service de personnel）を次の共通部局

に編入し、事務部局を再編する計画がある

との最新情報を得た。その説明に当たって

くださった事務局参事マリアンヌ・ブラン

（Mme Marianne Brun）女史によれば、人事

部を共通部局に編入することは理に叶っ

ている由であり、実際、この計画は 2010

年 11 月 15 日に実施に移されている（但し、

その際手交されたのは、2009 年７月 14 日

現在版の事務局組織規程であるため、次項

の記述はこれに拠ることとする）。 

(c) 共通部局（Services communs） 議院事

務総長と財務総長とが共同管理を行うも

のである（事務局組織規程１条４項、２条

６項）。 

 

(2) 各部局の組織と事務 

 いずれにせよ、上記のような基本的な部局

編成を前提として、それぞれを構成している

部課を示すと、以下のごとくである（但し、

各課の所掌事務は煩雑になるので、紙幅の関

係から省略し、その名称により主要な事務内

容を示す）。なお、ここでは、手交された資料

の関係から、便宜上すでに述べた人事部の共

通部局への編入前のものを示すことにする。 

(a) 法制部局（事務局組織規程７条～19条） 

  以下の 12 部からなり（各部に置かれた課

を併記する）、法制局長の総括に服する。

法制局長は、下院事務総長を補佐し、必要

なときは、その代理をつとめる。 

・総務部（service du Secretariat général 

de la Présidence）：総務課、政策評価

課、質問課 

・本会議部（service de de la Séance）：

本会議２課、法律課、共通・投票課 

・ 法 務 部 （ service des Affaires 

juridiques）：憲法改正・法令委員会総

務課、政府統制・立法調査課 

・文化社会部（service de la Culture et 

des questions sociales）：社会委員会・

文教委員会の各総務課と政府統制・立法

調査課 

・経済科学評価部（service de l’Économie 

et de l’ évaluation scientifique）：

経済委員会・国土委員会等の各総務課と

政府統制・立法調査課 

・ 財 政 部 （ service des Finances 

publiques）：予算委員会・一般報告者の

各総務課と政府統制・立法調査課 

・ 欧 州 部 （ service des Affaires 
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européennes）：欧州委員会総務課とＥＵ

比較法課 

・国際防衛部（service des Affaires 

internationales et de défense）：外務

委員会・国防委員会の各総務課、国際議

会課、議会間協力課、列国議会同盟等担

当課 

・ 情 報 通 信 広 報 部 （ service de la 

Communication et de l’information 

multimédia）：情報通信、広報、新聞視

聴覚課 

・ 図 書 館 公 文 書 部 （ service de la 

Bibliotheque et des archives）：図書

館課と公文書課 

・本会議記録部（service du Compte rendu 

de la séance） 

・委員会記録部（service des Comptes 

rendus des commisions） 

以上に掲げた部のうち、法務部から国際

防衛部までの６部については、注意すべき

点がある（事務局組織規程 10 条参照）。ま

ず、そのほとんどに政府統制・立法調査課

が置かれている。これは、立法と政府統制・

評価という議員の職務との関係で、その達

成に必要な協力を行うことを求めているわ

けである。また、いずれの部にも常任委員

会担当の各総務課が置かれている。 

 なお、各部長は、その監督下にある課の

事務を指揮調整し、他の部との連絡を行い、

事務負担に応じて課の間の業務・人員・物

資の配分を調節するものとされる。 

(b) 事務部局（事務局組織規程 23条～30条） 

  以下の６部からなり、事務局長の総括に

服する。事務局長は、財務総長を補佐し、

必要なときは、その代理をつとめるととも

に、財務担当理事の会議の準備とその決定

の実施や下院の安全と警備に関する措置

の実施と調整などを担当する。 

・ 総 務 部 （ Service des Affaires 

administrative générales）：総務課と

送迎課 

・人事部（Service du Personnel）：任用･

研修課と人事管理課 

・調達部（Service des Achats et des moyens 

matériels） 

・ 財 務 部 （ Service des Affaires 

financieres ）：会計課、議院資金課と

予算課 

・ 社 会 部 （ Service des Affaires 

sociales）：社会課と年金課 

・ 管 財 部 （ Service des Affaires 

immobilieres et du patrimoine）： 

(c) 共通部局（事務局組織規程 30条の２・３） 

・情報システム部（Service des Système 

d’informations） 

・儀典管理課（Division du Protocole et 

de la gestion） 

 

(3) 近年の事務局再編成の動き 

 まず、上に紹介した共通部局のうち、儀典

管理課は、本来、法制部局に属していたが、

共通部局に置かれたのは、同課は経費管理を

行うからであると説明される。したがって、

儀典管理課の共通部局への編入は、その論理

を失ったが、それは、以来、財務理事又は財

務総長の決定によって法制部局に経費管理

を委任できるよう下院会計規則が改正され

たからである、と説明されている。 

 また、情報システム部について言えば、前

の事務部局の一つと法制部局にあった一課

を統合したものであり、共通部局に編入され

たのはそのためである、と言われる。 

 さらに、最新の動きとしては、事務部局に

あった人事部の共通部局への編入という、す

でに紹介した2010年11月15日の組織替え、

つまり共通部局に人材部（service des 

Resources humaines）が設けられたことに注

意する必要があろう。もっとも、上院の事務
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局は、その前から人事部は人材研修部として

共通部局に再編されていたので、この例にな

らったものと言うべきかも知れない。 

 他方、法制部局について言えば、2006 年ま

では、広義の議会活動に関連する伝統的な組

織編成がとられ、総務部、本会議部、委員会

部、情報通信部、調査資料部、図書館部、公

文書部、議事要旨部、議事録部の９部に分か

れていた。 

 これに対し、2006 年以後は、ジャン・ルイ・

ドゥブレ議長の下で、いわゆる機能的分極化

（pôles fonctionnels）の考え方が採用され、

前項で紹介したような本会議部、法務部、文

化社会部、経済科学評価部、財政部、欧州部、

国際防衛部、情報資料部などの 12部に再編

された。この新組織は、従来の５つの部（委

員会、研究・資料整理、調査・評価、欧州、

国際関係）を６つの大きな「機能的分極化」

に対応する６つの新たな部（法務、文化社会

問題、経済科学評価、財政、欧州、国際防衛）

に事務を再配分することに基づくが、上記の

ように、この６部のほとんどに「政府統制・

立法調査課」が置かれることになったのであ

る。 

 前記のブラン女史の説明によれば、この再

編は、それまで立法活動にあずかる部局と評

価・統制活動にあずかる部局との間には仕切

りがあり、このことが評価・統制活動の然る

べき展開のネックになっていた、との認識が

あったようである。 

 

Ⅱ 国民議会事務局の職員 

１ 事務局職員の地位 

(1) 概説 

 あるコンパクトな議会法概説書の叙述を借

りると、フランスでは、この 200 年近く、両

議院の事務は、立法府にしか従属しない特別

な地位をもつ公務員によって行われてきた。

第五共和制はこの点について何ら変更をもた

らさなかったし、議院の自律性は、両議院職

員が政府機関に服する公務員とは異なった仕

方で採用されるということ――執行府に対す

る立法府の独立性――だけでなく、両議院が

それぞれ独自の採用試験を行うということ―

―一院の他院に対する自律性――にも表れて

いる。 

 そして、両議院の職員は、その議院の理事

部が定める根本規則に服する国家公務員であ

って、その職歴は、その事務局における採用

から退職に至るまで、その議院の内部で重ね

ていく、という5。 

 

(2) 議会職員数の規模 

 両議院の職員は、1980 年代には合計で

2,000 人近くであったが、最近は少し増えて

両議院の職員を合計すると、約 2,200 人にな

っているようである。下院についてみると、

そのホームページを利用した事前調査によれ

ば、最大で 1,349 人とされており、下院事務

局組織規程第５条で掲げられた最大職員数を

合計しても同数になる。けれども、2010 年９

月 21日（火）午後に実施した聞取り調査では、

2010 年９月１日現在では、人員削減の圧力の

中で 1,246 人となっている由であった。 

 なお、国民議会のある参事の論考によると、

議会の機能や議員の職務と議会職員数との関

係について言えば、一般に、技術の進展、議

員に合わせた手段の増大、そして情報工学の

進歩に伴って、議会職員数の増加とその任務

の多様化が見られる、という6。 

 そして、興味ぶかいことに、この議会実務

家は、ヨーロッパ諸国における議員数と議会

職員数との関係について、フランス議会下院

は議員 577 人につき職員 1,233 人、ドイツ連

                             
5 Jean Laporte=Marie-J.Tulard, Le droit parlementaire, 

1986, p.42-43. 
6 Bernard Moreau, Autonomie et carrière: le statut des 

fonctions publiques parlementaires, Revue française 
d’administration publique, No.68, p.522. 
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邦議会下院は議員662人につき職員2,500人、

イギリス議会下院は議員 635 人につき職員

1,275 人といった数字を挙げ（1990 年頃のデ

ータ）、議員一人当たり職員２人というのが平

均的な値であるとし、さらに「ロジスティッ

ク」業務の重みが増し、職員数の多くが充て

られる傾向を指摘している。 

 

(3) 国家公務員としての議会職員 

 まず、両議院の職員は国家公務員であって、

これについては、中立的で忠誠心があり、い

つでも対応可能で節度をもった教養ある職

員に支えられてこそ、議院の事務は広い自律

性を発揮することができる、と言われる7。 

 下院事務局組織規程第 122条によれば、「国

民議会の職員はすべて、その職務の行使にお

いて、職務の行使に際して又はそれに付随し

てでなければ知りえなかった事実及び情報

に関する一切について、政治的中立性

（neutralité politique）及び職業上の秘密

（discrétion professionnelle）の義務を負

う」とされている。 

 なお、日本の場合も、議院事務局の参事・

職員などを対象とする国会職員法において、

「公正不偏」の立場で職務に従事すべきこと

（17 条）を基本として、「職務上知りえた秘

密を漏らすことはできない」（19 条）として

職業上の秘密を義務づけるとともに、「両議

院議長が両議院の議院運営委員会の合同審

査会に諮って定める政治的行為」を禁止する

こと（20条の２第１項）を明記して、政治的

中立性の原則を表している。この政治的中立

性に関する両議院議長決定が、「国会職員の

政治的行為の禁止又は制限に関する規程」

（昭和 27年７月 30日）である。 

 

                             
7  Pascal Jan, Les assemblées parlementaires 

françaises, 2é éd., 2010, p.57. 

(4) 事務局職員の自律性の強化 

 さて、第五共和制憲法の実施のために定め

られた前記の 1958 年の議院運営法（1983 年 7

月 13 日法による改正後のもの）は、現在、法

律としての効力を有しているが、その第８条

によれば、事務局職員の身分は、以下の通り

になっている（同条３項による）。 

① 両議院事務局の正職員は国家公務員とし、

その地位及び退職制度は、当該議院の理事

部が、人事代表職員団体の意見を徴した後

に、定める。 

② その任用は、各議院の権限ある機関によ

って決定された方法に従って、競争試験

（concours）によるものとする。 

③ 行政裁判所は、その身分上の争訟を管轄

し、法の一般原理及び憲法第 34 条所定の

国の文武官全体に認められる基本的保障

に照らして、判断する。 

 こうした法律上の措置によって、事務局職

員の自律性と権利保障が強化されたわけで

ある。とくに③は、かつて「議院行為」の理

論によって、民刑事事件のみを管轄する司法

裁判所はもちろん行政裁判所にも権利救済

を求めることができなかった点を大きく改

善したものである8。 

 

２ 事務局職員の人事・職歴 

(1) 採用システム 

 上記のように、議院の職員の採用にあたっ

て競争試験を行うことは、法律上の要求であ

るが、このように競争試験によって議院職員

を採用することが大原則とされるのは、直接

採用（recrutement direct）よりも政治的中

立性の確保に資するとの考え方からである。

実際、事務局組織規程第 32条前段は、「国民

議会の職員は、第 46条に定める場合を除き、

                             
8 この点については、大石『議院自律権の構造』（前掲）

201 頁以下を参照されたい。 
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本章の定めるところにより、専ら競争試験を

通して採用する」と規定している。 

 ここでは「第 46条に定める場合を除き」と

あるので、例外が設けられていることが分か

るが、その例外とは、①公務中に死亡した国

民議会の職員の配偶者又はパートナー、②危

害を加えられて死亡した下院議員の 26 歳未

満の子については、職業適性試験に合格した

ときは、優先的に、受付・案内・自動車運転

手などの雇員として採用される、というもの

である（事務局組織規程 46条）。 

 なお、事前調査によれば、伝統的に、上院

の競争試験は奇数年度に、下院の競争試験は

偶数年度に行われている、と説明されていた。

ところが、上下両院で毎年交代して競争試験

を実施するしくみは、現在は行われず、欠員

が出たときに随時募集し、実施する体制に改

められているようである。 

 このことは、2010 年９月 21 日（火）午後

に行った M・ブラン事務局参事9へのインタビ

ーでの聞取り調査によって初めて知り得た事

実であるが、採用試験の応募者としては、国

立行政学院（ＥＮＡ）、パリ政治学院（Sciences 

Po.）、大学法学部などを修了し又は卒業する

学生が多い由である。 

 さて、事務局組織規程第 48条によれば、競

争試験の合格者は、正規の職員（cadre 

ordinaire）として採用される前に、１年間の

見習い・研修期間に服する。いわば条件付採

用であるが、この見習い期間は、彼らが満足

すべき成績を挙げなかったときは、最長で半

年延長されることがある、とされている。 

 なお、日本の場合も、国会職員法において、

条件付き任用と正式任用とを区別し、「国会職

員の採用は……その国会職員が六月を下らな

い期間を勤務し、その間その職務を良好な成

                             
9 同参事は、その後、2010 年 11 月 15 日に共通部局

（Services communs）の一つとして新設された人事部の管

理・研修課長に就かれた由である。 

績で遂行したときに、正式のものとなるもの

とする」（４条）ことが定められている。この

条件附任用期間の制度は、一般職の国家公務

員の場合とまったく同じである（国家公務員

法 59条参照）。 

 

(2) 人事・昇任システムと定年制 

 総合職について平均的な昇任ルートをみる

と、議会職員として正式に採用された主事

（administrateur）は、12 年勤務すると参事

（conseiller）になって、幹部職の仲間入り

を果たし、課長（chef de division）となる。

そ の 後 ４ 年 を 経 過 す る と 上 席 参 事

（conseiller hors classe）となり、次いで

部長（directeur）、そして局長（directeur 

général）という等級に昇任することになるが、

部長・局長への任命は理事部により行われる。

上席参事は、議院事務総長又は財務総長の提

案により、副部長（directeur-adjoint）の肩

書を与えられることがあるが、これは等級を

示すものではない。 

 なお、法制部局と事務部局との間及びそれ

各部局内における人事異動は当然ありうるが、

こうした内部異動は昇進の条件でもある、と

されている。そして、４月以来、総合職の職

員が同一部課にとどまるのは最大で８年まで

とされているようである。 

 議院職員の定年についても、下院事務局組

織規程で定められており、現在、事務総長・

財務総長・局長・部長・参事については 65

歳、他の職員については 62 歳とされている

（53 条。但し、事務総長・財務総長の場合、

必要があれば、70歳まで延長されることがあ

る）。 

 なお、この下院事務局組織規程第 53条は、

2008 年 12 月 17 日の理事部決定によって、事

務総長以下一般職員にいたるまで、一律に 65

歳を定年とすることが決定され、2013 年１月

１日から施行されることになっている。 
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(3) 他機関との人事交流など 

 まず、議会の公的職務の独立性という原理

によって、現在のところ、執行府への派遣又

は出向というものは考えられない、という。 

 したがって、それ以外の機関との人事交流

はありうることになるが、下院事務局組織規

程第 58条の２の規定によれば参事・議事録主

任・副参事は、各々の職域における勤務実績

が４年を経たときは、外国議会、欧州機関、

国際機関、経済社会環境評議会、裁判機関及

び独立行政機関などに派遣されることがある。 

 また、事務局組織規程第 59 条によれば、

正職員となって勤務実績が４年を超えたす

べての職員は、上記の諸機関のほか、公共企

業体、国又は地方公共団体の公施設法人等へ

の出向を希望することができる（但し、職員

数の５％が上限とされる）。 

 なお、本人の希望による休業の制度も設け

られている（事務局組織規程 60 条・61 条）。

これには幾つかの場合が考えられるが、その

一つは、５年以上の勤務実績のある職員が、

個人的な都合のために一定期間の休業を求

める場合である。また、わが国で言う育児休

業に相当するものも制度化されており、８歳

未満の子又は常時介護が必要な状態にある

子をもつ正職員は、これを証する書類を添え

て、１年を限度として休業を要求する権利が

ある、とされている。 

 ちなみに、日本では、国会職員の育児休業

等に関する法律第３条により、「三歳に満た

ない子を養育するため」の休業が認められて

いるが、これは国家公務員の場合とまったく

同じである（国家公務員の育児休業等に関す

る法律３条参照）。 

 

Ⅲ 国民議会事務局の機能 

１ 議院運営機関とその補佐 

 いわゆる議院運営―とくに議事日程の

決定―において重要な働きをするのは、内

閣と委員長協議会である（憲法 48 条参照）。

もちろん、議院運営全般に責任を負う内部組

織としては理事部があるが、これと委員長協

議会との関係はあまりないと言われる。以下、

これらの機関について略述することにしよ

う。 

 

(1) 理事部（Bureau） 

 理事部は、議長・副議長６人のほか、財務

担当議員３人・書記担当議員 12 人の合計 22

人で組織される合議制の議院管理機関である

（下院規則８条参照）。その他の構成員―

つまり副議長・財務・書記―は、総選挙後

の立法期の最初に開かれた本会議において議

長が選出された後（同９条参照）、議院全体の

政治勢力を反映するよう、会派の按分比例に

よって、本会議で選出されるが、その場合、

あらかじめ会派の代表者の会合がもたれ、そ

れぞれが提出した順序により理事部の各職務

に割り当てた候補者リストを確定する作業が

行われることになる（同 10条参照）。 

 こうして組織された理事部は、「議院の審議

を規律し、本規則の定める要件で事務部局を

組織し、指導する一切の権能を有する」もの

とされている（下院規則 14条１項）。これを

うけて、下院事務局組織規程は、その前文に

おいて理事部の事務権限を掲げているが（１

項～９項）、そこには「本院の事務部局をその

統括の下に置く」こと、「本規程により、その

組織、運営及び国民議会規則で定めた各種手

続きの執行態様を規定する」ことを始めとし

て、国家公務員の身分を有する本院の正職員

の身分、退職・社会保障の制度を定めること、

事務総長・局長・部長等の任免権を有するこ

となどが規定されている。 

 

(2) 委 員 長 協 議 会 （ Conférence des 

Présidents） 

 すでに述べたように、議院運営において重
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要な働きをする議院の機関は、委員長協議会

である。もちろん、事項によっては前記の理

事部と協働して取り上げられることもある

が、この委員長協議会の会合は、議会開会中、

日常的に行われるため、多くの場合、決定権

をもつことになる。 

 下院規則第 47 条によれば、委員長協議会

を構成するのは、議長・副議長のほか、常任

委員長（６人）、予算委員会基調報告者（１

人）、欧州委員会委員長（１人）、各会派代表

とされる。但し、特別委員会の委員長からの

要求があれば、協議会への出席が認められる

とともに、議長から協議会開催の日時を伝え

られた内閣は、その代表を協議会に送ること

ができる。この後者の措置は、改めて言うま

でもなく、内閣提出法案について優先的な議

事日程の決定を保障している憲法第 48 条の

規定に対応するものである。 

 同協議会は、毎週、議長が定めた日時に開

かれるが、一会派の代表の要求があるときに

も、議長によって招集される。 

 議事日程は本会議で確定するが、委員長協

議会の最も重要な役割は、その議事日程案を

審議することである。この場合、内閣は、会

期の初め又は組閣の後に、本会議に上程しよ

うとする法案の審議及び討論に充てるため

に確保しようとする週を、参考までに告知す

るものとされる。なお、優先的な議事日程へ

の登載要求は、遅くとも委員長協議会の開催

の前日には首相から下院議長に伝達され、議

長から協議会構成員に伝えられる。委員長協

議会は、これらの事情をも踏まえて、８週間

を単位とする期間の初めに、議事日程に関し

て憲法が定めた各種の優先的事項の配分案

を作成することになる（以上について、下院

規則 48条参照）。 

 

(3) 議院事務局の関与 

 さて、これらの議院管理機関や議院運営機

関の活動に対して、議院事務局はどのように

関わるのであろうか。これについては、まず、

理事部の会合の準備や庶務に当たるのは事

務総長室（秘書課）であり、議事課は、議員

提出法案及び委員長協議会の提出法案の受

理審査を行い、議事日程及び討論組織の委員

長協議会を確定することを任とする理事部

代表の庶務をつかさどるものとされている。 

 また、理事部の会議については議院事務総

長・財務総長・法制局長・総務課長が、そし

て委員長協議会の会合については事務総

長・法制部長・議事部長・議事課長が、それ

ぞれ出席するものとされている。 

 なお、当然のことながら、議院事務総長の

下で、立法活動を補助する法制部局の各部課

は、法律制定にいたるあらゆる段階、即ち委

員会及び本会議の議事の準備のすべてに関

わることになる。そのため、幹部職を除く主

事の 95％が法制部局の職務に充てられてい

るという。 

 

２ 議会法の法源と先例の形成 

(1) 法源の問題と重要性 

 議会法又は議事手続の法源としては憲法・

議院規則・先例があり、とくに議事部の記録

した先例が重要となる。この場合、先例の重

みは、一律に判断することはできないのであ

って、その内容、その古さ及びその繰り返さ

れる頻度によって変わる、と言わざるをえな

い。 

 そして、事務局は、議長に対する助言的役

割を有しているので、これを通して議院先例

の形成に大きく資することになる。 

 これに関連して、議事録の作成方法につい

て述べると、本会議の審議については、議事

録は、記録部により作成され、インターネッ

ト及び議会資料の形で配布された後、官報に

より公刊される。他方、各種委員会の審議に

ついては、議事録は、委員会記録部又は委員
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会参事によって作成され、議会報告書の形で

又は別に議会資料として公刊されることにな

る。 

 

(2) 議院先例と先例集の編纂 

 ここで、フランス議会における議院先例と

先例集の編纂についてまとめておこう。 

 まず、権威的先例集として、第三共和制時

代に下院事務総長を務めた二人の人物の手に

なる J. Poudra= E. Pierre, Traité pratique 

de droit parlementaire（1878 年）がある。

これは、わが明治憲法時代の議会法の草創期

に大きな影響を与えたものであり、その邦訳

刊本としては、プードラ=ピエール『仏国議院

典例』（明治 23年、法制局刊）があるが、こ

れを継承したウジェーヌ・ピエールの『憲法・

議会・選挙法論』（Eugène Pierre, Traité de 

droit politique,parlrmentaire et 

électoral, 1893, 2e éd., 1902）こそ、イギ

リス議会手続のバイブル、アースキン・メイ

の議会慣行論（Parliamentary Practice）に

比肩される伝統的なフランス議会法の権威的

典籍に当たるものである10。 

 この権威的典籍の生命を甦らせるのが、当

時の下院事務総長ジャン・リヨン氏（Jean 

Lyon, 1971-78 在職）の使命とされた。とい

うのも、彼は、1977 年 11 月 30 日の下院理事

部の決定によって、「憲法及び議会法に関する

業績を公刊する――最終的には理事部の決定

に服する――ために、調査研究を行うこと」

を託されたからである。 

 その成果は、まず、ピエール歿後の第三共

和制以後の先例に加えて、第四共和制及び第

五共和制下の先例を収録したものとして、『ピ

エール議会法論 新補遺版』３巻本の公刊とし

て表れたが（Nouvaux Suppléments au Traité 

                             
10 そのピエールの歩みと業績などについては、とくに赤坂

幸一「統治システムの運用の記憶――議会先例の形成」レ

ヴァイアサン 48号（2011 年）71-72 頁を参照されたい。 

de droit politique, parlrmentaire et 

électoral, t.Ⅰ(1924-45), 1984 、 Ditto, 

t.Ⅱ(1946-58), 1990、Ditto, t.Ⅲ(1958～), 

2002）、次いで、前記のピエール議会法論の復

刊としても結実している（Eugène Pierre, 

Traité de droit politique, parlrmentaire 

et electoral, 2e éd., 1902 , t.Ⅰ-Ⅱ, 1989）。 

 

おわりに 

 以上にみてきたように、フランス議会の事

務局のあり方は、わが国の議会事務局と大き

く異なっている。まず、そこにおける議院の

組織自律権の考え方は強く、これに対応する

事務局組織規程の所管事項はきわめて広いも

のとなっている。次に、日本では議院事務局

と議院法制局とが分かれているが、フランス

では全体としての事務局組織の中に法制部局

が組み込まれている――そこで法制部局と事

務部局からなる「二系列制」が採られる――

という点において、大きな違いがある。しか

も、この法制部局が担う事務の多くは、日本

の議会では、議院法制局ではなく、むしろ議

院事務局の各部課で担当するものに相当する

のである。 

 このような違いは、一体、何に由来するの

であろうか。両国における「事務局」観念の

違いと言ってしまえばそれまでのことである

が、幾つかの背景を考えることはできる。第

一に、わが国の場合、しばしば問題視される

「国会法と議院規則との関係」に示されるよ

うに、明治憲法時代以来の「強い両議院同一

準則観」11がここでも働き、法律による枠付

けが当然視されているのではないか、と考え

られるのである。 

 第二に、わが国法上、議院事務局は「衆議

院及び参議院に各事務局を附置」するものと

される（議院事務局法１条１項柱書）のに対

                             
11
 大石 眞『議会法』（有斐閣、2001 年）18 頁。 
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し、議院法制局は、「議員の法制に関する立案

に資するため、各議院に法制局を置く」（国会

法 131 条１項）という微妙な位置づけの違い

が、その「事務局」観念自体に影響している

ようにも思われるのである。 

 本稿は、しかし、そのような疑問に答える

場ではなく、ここでは今後の検討課題にした

いとの抱負を述べるにとどめておきたい。 

 

［附記］本稿は、平成 21年度科学研究費補助金・基

盤研究（Ａ）「研究課題「衆議院事務局の未公開資

料群に基づく議会法制・議会先例と議院事務局機能

の研究」（代表：大石 眞）による研究成果の一部で

ある。 
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英国議会下院事務局の経緯と現況 

 

北海学園大学法科大学院教授 

木 下  和 朗 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 議院事務局の組織及び運営は、議事運営部門が議会先例の形成運用において主体的役割を果

たしていること、より広くは今日、議院及び議員の機能の高度化、議会への信頼の確保、議院

事務局の組織・運営の効率性を実現することが求められていることを考慮するならば、議会法

学にとっても重要な研究対象である。本稿は、英国議会下院事務局について、1978 年改革以降

の経緯と現行制度を概観する。併せて、業務計画や議会広報などといった近年の特徴的動向や、

議会先例の形成運用における下院事務局の役割の一端として英国議会法及び慣行に係る権威

的典籍である Erskine May's Parliamentary Practice の改訂の実際について紹介する。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 改革の経緯 

Ⅱ 現況 

Ⅲ 『メイ』改訂の実際 

おわりに 

 

はじめに 

 本稿1は、英国議会下院における議院事務機

構の経緯と現況を概観するものである2。 

 最初に、本稿の問題関心を、対象の限定を

兼ねて述べる。一口に「議院事務局」といえ

                             
1 本稿は、①平成 21～23 年度科学研究費補助金基盤研究

（Ａ）「衆議院事務局の未公開資料群に基づく議会法制・

議会先例と議院事務局機能の研究」（課題番号 21243004。

研究代表者：大石眞京都大学教授）による研究成果の一部

であり、②当該研究の一環として大石教授及び原田一明横

浜国立大学教授らとともに実施したMark Hutton下院事務

局国際部長（Clerk of the Overseas Office（当時））か

らの聞き取り調査の内容を含む。本稿の内容は、2011 年

３月までの動向を基礎とし、同年９月までに筆者が知り得

た情報を増補している。 
2 2008 年改革前の下院事務局に関する邦語文献として、

田村公伸「イギリス議会（下院）事務局」立法と調査 152

号（1989 年）26 頁以下、吉田早樹人「英国・下院事務局

の管理運営－事務総長は国王の勅許任命で任期なし－」議

会政治研究 77 号（2006 年）80 頁以下など参照。 

ども、日本・英国何れにおいても、形式面か

ら見るならば、「事務局」に包摂し得る複数の

機関が存し、それぞれの機関が担う任務は多

様である。日本における議院事務局の組織は、

①議事運営部門（議事部、委員部）、②管理部

門（記録部、警務部、庶務部、管理部、国際

部）（①と②を合わせて「事務部門」と総称さ

れる）、③立法調査部門（衆議院調査局、参議

院常任委員会調査室・特別調査室）に区別さ

れる。このうち、議院事務局の立法調査部門

は、衆・参議院法制局及び国立国会図書館調

査及び立法考査局とともに、「立法府に置かれ

た」「立法調査分野・法制分野を補佐する」機

関である「立法調査機関」を構成する3。 

 議院事務機構に対する研究関心は、これま

で主に立法調査機関に向けられてきた。これ

に対して、本稿の主たる関心は、議事運営部

門に向けられる。なぜなら、立法調査機関が

主に担う立法＜補佐＞活動が議員から「受注

した依頼を個別に処理することが中心である

                             
3 榊原志俊「立法補佐機関改革の動向と課題」北大法学論

集 59 巻２号（2008 年）919 頁以下、922-923 頁。 
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4」ことと対照的に、「議会先例の形成・運用

過程においては、事務局（とくに議事運営部

門たる議事部・委員部）の主体的な衡量・判

断過程が介在して5」いる点に着目するからで

ある。このような議事手続に係る規範、広く

は議会法の形成運用過程における議院事務局

の役割及び機能を解明することにより、国会

制度の動態をより深く理解し、より適確に評

価することが可能になると解される。 

 また、より広い文脈において、今日、両議

院及び国会議員が担う機能の発展や国会に対

する国民の信頼確保に議院事務局が対応する

とともに、特に国の厳しい財政事情の下、事

務局の組織及び運営の効率性を図ることは避

け得ない課題である6。議院及び議員の機能の

高度化、議会に対する国民の信頼確保、議院

事務局の組織・運営の効率性という三位一体

の実現に向けた議院事務局の在り方は、議会

法学にとっても重要な研究課題の一つである

と解されるのである。 

 そこで、本稿においては、以上の点を念頭

に置き、序論として、英国議会下院における

議院事務機構の経緯と現況を概観し、近年の

特徴的動向を幾つか紹介することにしたい。

併せて、議会先例の形成運用における下院事

務局の役割の一端として Erskine May's 

Parliamentary Practice（以下、「メイ」とい

う。）の改訂の実際についても紹介したい。 

 

 

 

                             
4 廣瀬淳子「国会の政策形成過程と立法補佐機関」城山英

明ほか（編著）『中央省庁の政策形成過程−日本官僚制の解

剖−』中央大学出版部（1999 年）275 頁以下、277 頁。 
5 赤坂幸一「事務局の衡量過程の Épiphanie」昭和 54 年

３月衆議院事務局（編）『逐条国会法 第１巻』信山社（2010

年）７頁以下、12 頁。 
6 日本に関しても、2000～01 年及び 2006 年の議院事務局

等の改革論議においては、組織・運営の効率性が論点の一

つになっていたことがうかがわれる。 

Ⅰ 改革の経緯 

１ 1978 年改革前 

 現行制度に通ずる議院事務機構は 1978 年

改革により成立している7。下院の管理運営は

長年にわたり、事務総長（Clerk of the House）、

衛視長（Serjeant at Arms）、図書館長

（Librarian）といった上級職員の手に委ねら

れてきた。しかし、全ての歳出が財務省の統

制に服したという事実から、これらの職員の

活動の自由は厳しく制限されていた。それぞ

れの上級職員が掌理する部局は自律しており、

部局間の連携は限られていた8。また 1965 年

以降、下院内の管理運営に関与する特別委員

会（select committee）が複数設置され、議

院事務機構の非公式な改編が度々行われた結

果、下院の管理運営に関わる事務組織が複雑

化していた。 

 

２ 1978 年改革 

 1973 年 10 月、下院議長は、「５局により現

在提供されているサービスの構造、組織及び

協同」並びに「上級職を含む全ての職員の任

用、就業規則、昇進を含む、下院の組織及び

人員について検証及び勧告する（必要ならば

法律案を提案する）ため」、初代の議会行政監

察 員 （ Parliamentary Commissioner for 

Administration ） で あ っ た Sir Edmund 

Compton を任命した。翌年７月、Compton は検

証報告書9を下院へ提出した。しかし、Compton

報告書における提案は、事務局からの批判の

嵐に遭い、報告を精査する議員の小委員会

                             
7 1978 年改革までの下院事務機構史につき、see, Philip 

Marsden, The Officers of the Commons 1363-1978 （1979）; 

Anthony Barrett, Appendix I: The Department of the 
Clerk of the House, in S.A.Walkland（ed）, The House 

of Commons in the Twentieth Century 598 （1979）. 
8 Griffith & Ryle on Parliament 231（2d ed 2003）. 
9 HC 254 （1974-75）, Review of the Administrative 

Services of the House of Commons: Report to Mr.Speaker 

by Sir Edmund Compton. 
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（small Committee of Members）によって実

施不能なものと非難された。 

 1975 年３月、下院議長は、Compton 報告書

に対するほぼ一致した批判を背景に、「下院の

事務管理に係る検証に基づく Compton 報告書

とこれに関連して生ずる諸問題を審議し、い

かなる変更が妥当であるか勧告するため」、

Arthur Bottomley 下院議員を委員長とする議

員の小委員会を設置した。1975 年７月、

Bottomley 委員会は、議院管理に関する検証

報告書10を提出した。1978 年改革はこの報告

書に基づく。当該報告書は、部局間連携の必

要性を強調する一方、下院の全ての事務管理

と財務統制を単一の機関へ統合するという

Compton 報告書の提案を拒否した。そして、

下院委員会（House of Commons Commission）

という議員を構成員とする機関による統制及

び権威の下、諸部局が連立構造をなす機構の

採用を勧告した。これらの勧告のうち、職員

の使用者としても機能する下院委員会の設置

根拠法として、1978 年下院（管理）法（House 

of Commons [Administration] Act 1978, c 36）

が制定された。 

 

３ 1990 年代の検証及び改革 

(1) 改革の課題と特徴 

 1990 年代には事務組織及び管理運営をめ

ぐる検証が２度にわたり実施された。これら

の検証に基づき、事務局の組織や管理運営手

法が改革された。この際の課題は、「議員及び

議院全体のニーズに敏感な環境の中に、戦略

的計画、効率的運営及び財務的統制がなけれ

ばならない11」ことである。すなわち、①議

員の職務の多様性、②立法などという下院の

                             
10 HC 624 （1975-76）, House of Commons（Administration）: 

Report to Mr.Speaker by Committee under Chairmanship 

of Mr.Arthur Bottomley. 
11 HC 745 （1998-99）, infra note 15, para 2.7. 

旧来の機能の高度化のみならず、特別委員会

に代表される政府の責任追及、国民との結び

つきの強化などいう新たな下院の機能の増大、

③財務・経営上の効率性や職務遂行の実効性

の向上などに、議院事務局の組織及び運営が

対応することが求められたのである。したが

って、1990 年代以降今日に至るまで、議院事

務機構改革の「目的は、組織及び事務執行の

能力を強化することと、実効性・説明責任及

び対価相当性を促進することを追求する一方、

議院の地位及び特徴を尊重し、議院事務局の

特質を保持することであった12」。そして、改

革の実施に当たり、民間部門や行政部門にお

いて採用されてきた現代的な組織運営手法を

議院事務機構へ適用するのである。 

 

(2) Ibbs 報告書（1990 年）13 

 1990 年５月 21 日、下院委員会は、議院の

管理運営に関する検証を遂行するため、

Margaret Thatcher 首相の効率性向上問題顧

問として行政エージェンシー導入の契機とな

った報告書をまとめた Sir Robin Ibbs を招聘

することを決定した。Ibbs が提出した報告書

14は、第一に、組織運営とサービス提供につ

いて以前は分かれていた責任を、下院と下院

議員の統制の下に協調された組織運営と意思

決定構造へ変えていくこと、第二に、下院の

財務統制と説明責任の強化を図るべきことを

示唆した。最も重要な勧告は議院の歳出を自

ら完全に統制するシステムの創出であった。

このほか、管理運営に関係する特別委員会の

再編も勧告された。当該報告書は 1991 年１月、

                             
12 HC 685 （2006-07）, infra note 23, Summary, p 3. 
13 本項及び次項の内容につき、see House of Commons 

Information Office, The House of Commons 

Administration （Factsheet G15）（Ed 3.2, January 2005）. 
14 HC 38 （1990-91）, House of Commons Services: Report 

to the House of Commons Commission by a team led by Sir 

Robin Ibbs. 
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下院において討議され、改革が実施された。 

 

(3) Braithwaite 検証報告書（1999 年） 

 Braithwaite 検証報告書15は、Ibbs 報告書

から 10 年を迎えるに当たり、当該報告書に基

づき措置された議院の管理運営を詳細に検証

するものである。当該検証報告書は、戦略的

な指揮監督、企業型組織運営、及び、現代的

な組織運営手法の利用を改善するために多く

の勧告を行った。当該勧告をうけて、2000 年

４月から 2002 年にかけて、行政部門における

今日の実務により近づくための事務機構内部

の組織運営改革が実施された16。 

 

Ⅱ 現況17 

１ 基本構造 

 現行の議院事務機構の基本構造は次のよう

にまとめられる18。①最高決定執行機関とし

て、下院議長（Speaker）を長とする下院委員

会が設置される。②議員側から議院管理につ

いて助言する機関として、財務及び庶務委員

会（Finance and Services Committee）並び

に管理委員会（Administration Committee）

が設置される。③最高執行責任者たる事務総

長を長とする運営委員会が設置される。下院

委員会が有する議院管理権は運営委員会に委

譲される。運営委員会の下、事務部局が設置

される。④下院の財政監督機関として、管理

                             
15 HC 745 （1998-99）, Review of Management and Services: 

Report to the House of Commons Commission by a team led 

by Mr Michael Braithwaite. 
16 Erskine May, Parliamentary Practice 101（24th ed 

2011）. 
17 本節の内容全般につき、see, May, supra note 16, at 

101-14; HC 1439 （2010-12）, House of Commons Commission, 

Thirty-third Report of the Commission, and Annual 

Report of the Administration Estimate Audit Committee: 

Financial Year 2010/11; House of Commons Information 

Office, The House of Commons Administration 

（Factsheet G15）（Ed 3.4, October 2010）. 
18 最新の組織図につき、see HC 1439 （2010-12）, supra 

note 17, p 39. 

予算決算委員会（Administration Estimate 

Audit Committee）が設置される。下院委員会

が、管理予算決算委員を任命し、委員会の任

務を承認する。 

 

２ 下院委員会 

 下院委員会は、1978 年下院（管理）法に設

置根拠を有する。院内組織である下院委員会

が議会制定法により規律されることは、議会

特権（議院自律権）の観点からは疑問なしと

しない。ただし、この理由は、当該法が「従

来、慣行に委ねられてきた下院職員の法的地

位に制定法上の根拠を付与した19」という性

格を有することに求められる。 

 組織については、①下院議長が委員長を務

めるほか、②院内総務（Leader of the House 

of Commons）、③反対党党首が指名する議員

（影の院内総務[Shadow Leader of the House]

が通例）、④国務大臣でない議員の中から下院

の議決により任命する議員３名20が構成員で

ある（s 1（2））。事務総長が助言者として出

席する。 

 下院委員会は、議院管理に関する最高の決

定執行機関である。職員の任免及び配置並び

に議院の歳出について最終責任を負い、財政

年度ごとの下院管理予算を議院へ提出する。 

 

３ 事務総長21 

 事務総長（Clerk of the House）の淵源は

14 世紀（1363 年）に遡る。現在の事務総長は、

①議院の上級常勤職員（senior permanent 

                             
19 原田一明『議会特権の憲法的考察』信山社（1995 年）

177-178 頁。 
20 慣行上、保守党及び労働党所属の年長平議員並びに自由

民主党所属議員が任命される。May, supra note 16, at 102 
fn 9; House of Commons Information Office, supra note 
17, at 2. 

21 May, supra note 16, at 105-6; Griffith & Ryle, supra 
note 8, at 220-21; House of Commons Information Office, 

The Clerk of the House （Factsheet G16）（Ed 3.3, October 

2010）. 
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officer）、②議院への主要な助言者、③議院

の特権・手続及び慣行に係る議長への主要な

助言者、並びに、④下院の事務に係る最高執

行責任者（Chief Executive）である。 

 事務総長の最高執行責任者としての地位は

従来、慣習に基づくものであった。2000 年７

月以降、この地位が正式に認められた。同年

11 月、最高執行責任者としての職務を補佐す

る組織として、事務総長室（Office of the 

Chief Executive）が設置された。現在約 20

名のスタッフが配置されている。また、事務

総 長 は 予算 の 執 行責 任 者 （ Accounting 

Officer）でもあり、全ての事務機構の歳出全

般に係る責任を負う。 

 事務総長は、国王が開封勅許状（letters 

patent）によって任命する。ただし、この任

命は、首相が最初に下院議長と協議し、議長

も下院委員会と協議し得るという過程を経て、

首相の助言に基づき行われる。政府に対する

事務総長と事務部局の独立を保障するため、

事務総長の任期は終身である。ただし、今日

では 65 歳前後を以て退職することが慣例で

ある。 

 

４ 事務部局 

(1) 従来の体制 運営委員会と６局体制 

 下院の事務部局は 2008 年改革前、運営委員

会（Board of Management）の下、①事務局

（Department of the Clerk of the House）、

②警務局（Department of the Serjeant at 

Arms）、③図書館局（Department of the 

Library）、④財務及び管理局（Department of 

Finance and Administration）、⑤記録局

（Department of the Official Report）、⑥

飲食局（Refreshment Department）の６局が

設置されていた22。 

                             
22 詳しくは、吉田・前掲注２参照。 

 さらに 2006 年１月、最初の両院合同の事務

部 門 と し て 議 会 情 報 技 術 局 （ PICT: 

Parliamentary ICT）が設置された。当該部局

は 、 2007 年 議 会 （両 院 合 同部 局 ） 法

(Parliament [Joint Departments] Act 2007, 

c 16)の制定により、2008 年 4 月 1 日を以て

両院合同部局としての地位を得た23。 

 

(2) 2008 年改革 

 2006 年 10 月 19 日、下院委員会は、下院の

管理運営を検証するために Sir Kevin Tebbit

を 任 命 した 。 当 該検 証 は 、 Ibbs 及 び

Braithwaite 検証に続く第３次の検証として

位置付けられる。2007 年６月、Tebbit は検証

報告書を委員会へ提出した24。2007 年 10 月

18 日、検証報告書は、下院委員会の年次報告

書とともに、ウェストミンスターホールにお

ける会議25において討議された。また、下院

委員会は、管理委員会、財務及び庶務委員会、

運営委員会から意見を聴取した。以上の過程

を経て 2007 年 10 月、下院委員会は、主要な

改革として次の２点の実施を承認した。 

 第一に、運営委員会の構成員について、上

級職員の数を限定し、外部からの専門助言者

を任用する。第二に、事務部局を、①議場及

び委員会サービス局（Department of Chamber 

and Committee Services）、②情報サービス局

（Department of Information Services）、③

施設局（Department of Facilities）、④総務

局（Department of Resources）に、事務機能

に応じて統合再編する。 

 

                             
23 May, supra note 16, at 119. 
24 HC 685 （2006-07）, House of Commons Commission, 

Review of Management and Services of the House of 

Commons: Report by Sir Kevin Tebbit KCB CMG. 
25 本会議と並行する時間帯にウェストミンスターホール

の大委員会室（Grand Committee Room）において行われる

会議である（HCSO No 10）。「第２の本会議」とも称される。 
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(3) 運営委員会 

 運営委員会（Management Board）は、最高

執行責任者である事務総長を長として、各局

長が委員となる。さらに、2008 年改革により、

外部から２名の助言者（うち１名は議会情報

局長である）を委員に任命する。ただし、助

言者は、意思決定が採決により行われるとき

は、表決権を行使しない26。助言者は、外部

監査の視点を議院管理に取り入れることが期

待される。実際、2010 年１月、助言者である

Alex Jablonowski が、Tebbit 検証報告書によ

る運営委員会に関する勧告について、実施状

況、便益の有無、報告以後の発展及び事件の

戦略的評価の検証を実施している27。 

 運営委員会は、下院の管理運営事務を監督

し、下院委員会からの諮問にも応じている。

従来から、重要な局横断的課題については各

局の長がそれぞれ議論していた。運営委員会

は、各局長から構成されるが、より議院全体

の見地から戦略的に議院の管理運営について

審議するものである。 

 

(4) 2011 年組織改編と現行体制 

 2008 年１月、Tebbit 検証報告に基づく４局

体制への再編が実施された。さらに 2011 年４

月、Jablonowski 検証を踏まえて、事務部局

の組織改編が行われた。現在、事務部局は、

①議場及び委員会サービス局、②情報サービ

ス局、③施設局に加えて、従前の総務局を分

割した、④財務局（Department of Finance）、

⑤人事及び変革管理局（Department of Human 

Resources & Change）の５局を以て構成され

る。さらに、2011 年度業務計画（業務計画に

                             
26 Dod’s Handbook of House of Commons Procedure 274 （7th 

ed 2009）. 
27 Report on the Implementation of the Tebbit Review 
Recommendations （ 15 January 2010 ） . See also 
Management Board Response to the Tebbit Implementation 

Review （“the Jablonowski Review”） （August 2010）. 

ついては６参照）に拠ると、既存の部局内部

についても一部改編されるようである28。以

下、議事運営部門を中心に概観する。 

 

(5) 議場及び委員会サービス局 

 議事運営部門の中核をなす。①事務次長管

理部門（Clerk Assistant’s Directorate）、

②委員会管理部門（Committee Directorate）、

③立法管理部門（Legislation Directorate）、

④ 記 録 管 理 部 門 （ Official Report 

Directorate）、⑤衛視長管理部門（Serjeant 

at Arms Directorate）から構成される。 

 事務次長管理部門は、質問及び動議の提出、

議事手続の正式記録の準備、議院及び委員会

における議事に必要な文書の提供を含む議場

（Chamber）を補佐する機能を担う。①議事部

（Table Office）、②議事録部（Journal 

Office）、③国際部（Overseas Office）、④配

付部（Vote Office）から構成される。 

 委員会管理部門は、省庁別委員会（Select 

Committees related to Government 

Departments）29をはじめとする委員会の秘書、

助言、調査及び事務を担う。委員部（Committee 

Office）が各委員会の運営にあたるほか、2002

年 11 月、委員部内に専門調査室（Scrutiny 

Unit）が設置された。専門調査室は、２名の

法律専門家、４名の財務アナリスト（うち２

名は会計検査院[National Audit Office]から

の出向である）を含む 18 名（2008 年現在）

から構成される。各委員会からの要請に応じ

                             
28 Office of the Chief Executive, Corporate Business 
Plan 2011/12, pp 15-23（March 2011）. 

29 詳しくは、木下和朗「イギリス庶民院における調査委員

会制度（三・完）」北大法学論集 45 巻１=２号（1994 年）

151 頁以下、同「イギリス議会下院における国政調査制度

（一）」熊本ロージャーナル１号（2007 年）３頁以下、衆

議院調査局議会制度等研究グループ「日米英国議会におけ

る予算及び国政調査等−予算・決算審議及び国政調査等に

おける日米英国の比較−」RESEARCH BUREUAU 論究３号

（2006 年）134 頁以下、奥村牧人「英国下院の省別特別委

員会」レファレンス 718 号（2010 年）191 頁以下参照。 
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て、①省庁に係る歳出予算、年次報告及び会

計報告その他財政情報の分析、②法律案草案

（draft Bill）の精査について、委員会の調

査を補佐する。 

 立法管理部門は、法律案及び委任立法の審

議、ＥＵ及び人権等に関連する立法手続を補

佐する。①一般及び個別法律案部（Public 

Bill Office & Private Bill Office）、この

下に、歳入予算部（Ways and Means Office）、

② 委 任 立 法 部 （ Delegated Legislation 

Office）、この下に、ブリュッセル駐在議会部

（National Parliament Office）がある。 

 なお、法制サービス部（Legal Services 

Office）が事務総長の直轄部門として設置さ

れている。議長法律顧問（Speaker’s Counsel）

が長を務める。法制サービス部は、①議長及

び事務部局への法的問題に係る助言、②国内

の従位立法及び個別法律案の精査を通じた関

係委員会の補佐、③ＥＵ関連文書の精査を通

じたヨーロッパ事項監視委員会（European 

Scrutiny Committee）の補佐を担う。 

 

(6) 情報サービス局 

ア 編制 

 調査部門の中核をなすとともに、広報を担

う部局である。①議員への調査及び情報サー

ビス部門（Research & Information Services 

for Members Directorate）、②科学技術部

（ Parliamentary Office Science & 

Technology ）、 ③ 広 報 部 門 （ Public 

Information Directorate）、④メディア対応

サービス （Media & Communications Service）、

⑤ウェブ・イントラネットサービス （Web & 

Intranet Service ）、 ⑥ 情 報 管 理 部 門

（Information Management Directorate）が

ある。下院図書館（House of Commons Library）

は 2007 年末を以て公式の存在としては消滅

した。ただし、議員及びそのスタッフに対し

て事務部局が提供する情報サービスの多くに

その名を残している30。 

 

イ 議会広報 

 近時、議会への国民の参画や信頼維持の観

点から、議会広報31が重視されている。これ

に関して、近年の下院事務局による積極的な

取組が注目される。ウェブサイト32を通じた

国民への情報提供、学校へ議会教育機会の提

供、ガイド付き議事堂内ツアーの開催のほか、

特に議会アウトリーチ（ Parliamentary 

Outreach. 以下、「ＰＯ」という。）という議

会から遠隔にある地に居住する国民と議会と

の間をつなぐ活動33がある。ＰＯは、下院が

任用したアウトリーチ職員（ outreach 

officers）が、全国の地域コミュニティと協

同して、議会活動や国民との結びつきに関す

る理解を深めるセッションを開催するもので

ある。2010 年度は当該セッションに約 15,500

名が参加した。ＰＯは、議会への国民参画を

図るための力点を情報提供から参加の機会を

得るための積極的な援助へ移すべきであると

いう下院改革委員会の2009年勧告34に基づき

創設された。John Bercow 現下院議長はＰＯ

を重視している。議会の存在意義及び活動状

況を国民に理解してもらう活動に事務局が院

内にとどまることなく能動的に関与している

ことは、議院事務局の今後の役割を考える上

で示唆に富む。 

                             
30 May, supra note 16, at 111. 
31 大山礼子『日本の国会−審議する立法府へ−』岩波新書

（2011 年）215-217 頁参照。 
32 英国議会ウェブサイト<http://www.parliament.uk>。ち

なみに、本稿で引用した下院文書（House of Commons 

Papers）及び Factsheet 等、下院発行物のほとんどは当該

サイトからダウンロード可能である。 
33 Hutton 氏が近年の特徴的取組の一つとして紹介してく

ださった。 
34 HC 1117 （2008-09）, First Report from the House of 

Commons Reform Committee, Rebuilding the House, para 

232. 
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５ 事務職員 

(1) 事務局の職員数 

 議会情報技術局を含む事務機構の常勤職員

数（年間平均値）は下記のとおりである35。 

2006 

年度 

2007 

年度  

2008 

年度  

2009 

年度  

2010 

年度 

1,606 

人 

1,696 

人 

1,741 

人 

1,839 

人 

1,868

人 

 全体数は増加しているが、削減される部分

もある。職員増の理由は、特別委員会、議会

情報技術局、ＰＯなど新たな需要が生じたこ

とである36。 

 

(2) 職員の採用 

 職員の人事は各局によって行われる。

Clerks や Librarian などといった、上級職員

や専門職員に相当する少数の職員は公募と面

接により採用している。大多数の職員として

採用される人材は一般に、通常の公務員と同

じである。就業条件に係る法的な枠組みは一

般の公務員（Home Civil Service）に概ね準

拠する（1978 年下院（管理）法 s 2（2））。 

 両議院におけるこれら全ての常勤職員は、

全ての部局において、政治的に中立である。

彼らは政党に所属せず、彼らの第一の職務は

議院自体に対するものであり、時の政府に対

するものでない37。 

 

６ 戦略計画及び業務計画 

(1) 経緯と運用 

 Braithwaite 検証報告書は、「運営委員会に

おける企業経営的かつ長期的思考（corporate 

                             
35 See HC 1439 （2010-12）, supra note 17, p 52. 
36 Hutton 氏からの聞き取り調査に拠る。See also William 

McKay & Charles W. Johnson, Parliament & Congress: 

Representation & Scrutiny in the Twenty-First Century 

93（2010）. 
37 Erskine May, Parliamentary Practice 212 （23d ed 

2004）. 

and long-term thinking）の発展と財務情報

の改善とともに、下院委員会はますます〔下

院の管理を〕戦略的に見る立場にある」とい

う認識に基づき、「下院委員会は、運営委員会

が運用し得る枠組みとしての戦略計画

（strategic plan）を検討し承認すべきであ

る」と勧告した38。当該勧告を受けて、2002

年６月以降、下院委員会は、議会期ごとの戦

略計画を策定するとともに、戦略計画に基づ

く毎年度（４月～翌年３月）ごとの業務計画

（corporate business plan）を承認している。

下院委員会の年次報告書においては、戦略計

画及び業務計画に定められた目標に照らして

事務機構の活動が報告されている。 

 戦略計画と業務計画は議院事務局の任務に

係る考え方の大綱を表している。現在の

2010-15 年の戦略計画39は、David Cameron 保

守党・自由民主党連立政権の成立後に策定さ

れ、2010 年６月、運営委員会によって公表さ

れている。以下、2010-15 年の戦略計画及び

2011 年度（2011 年４月～12 年３月）の業務

計画に従い、その内容を紹介する。 

 

(2) 目標 

 2015 年までの下院、下院議員及び下院事務

局の将来像を示す目標として、次の４点が挙

げられる。 

①下院は、英国民主政における中心となる制

度として評価される。すなわち、政府の説明

責任を確保すること、立法を精査すること、

及び、有権者の多様な見解を代表することに

おいて実効的である。下院は、連合王国及び

海外の双方において、良好な実務、改善のモ

デルと見られ、より少ない経費をもって賄う。 

                             
38 HC 745 （1998-99）, supra note15, para 15.7. 
39 House of Commons Management Board, New Parliament: 
Strategy for the House of Commons Service 2010-15（June 

2010）. 
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②議員は、自らの職務を実効的に遂行するた

めに必要な情報、助言、補佐及び技術を得て、

自らの選挙区と積極的に関係する。 

③下院事務局は、その独立性、誠実性及び専

門性の故に、そして議会をより実効的に運営

することに関与するが故に、議員と国民から

尊重される。事務局は、現代的、効率的及び

即応的と見られる。職員は、事務局に勤務す

ることに誇りをもち、自らの貢献が評価され

ていると自信をもつ。 

④将来の世代のためにウェストミンスター宮

殿（Palace of Westminster）を維持保全する

こと、議会は現代の民主政を行うために必要

な施設を有することの両方を保障する合意さ

れた計画に関与する。 

 

(3) 戦略 

 戦略は、上記の将来像を達成する際、下院

事務局が達成しなければならない目標である。

次の４点が掲げられている。①下院が尊敬

（respect）を得るためにあらゆる段階で取り

組む。②下院をより実効的（effective）にす

る。③議院の管理運営を効率的（efficient）

にする。④議員、職員及び国民が十分に情報

を得ること（well-informed）を保障する。 

 これら４戦略それぞれを達成するために具

体化された下位目標が定められている。 

 第１戦略の下位目標は次のとおりである。

①公開され透明性のある形態を以て職務を遂

行する。②特別委員会の運営及び立法過程を

含む議事手続への国民参加を促進する。ＰＯ

及び教育サービスを展開し、下院を国民に受

け入れられるようにする。③議員及び職員の

行為について受容された明確な基準を有し、

当該基準違反に対して措置をとる。④下院の

問題を完全かつ正確に報告することを促進す

るために、メディアと率先して関係する。 

 第２戦略の下位目標は次のとおりである。

①政府の説明責任を確保する改革を実施する

際、立法の審議を強化する際、議院を補佐す

る。②有権者の多様な見解を代表する新たな

方策を展開する。③憲法改革（constitutional 

reform）に関する決定に影響を及ぼし、その

結果に対応する準備をなす。 

 第３戦略の下位目標は次のとおりである。

①費用を削減する。まず 2012 年度までに費用

を９％削減する。②他の議会の経験から学習

する。③二酸化炭素の削減、リサイクルの増

加などのための長期目標に従うことにより、

環境に配慮し持続可能な議会になる。④ウェ

ストミンスター宮殿の将来に関して決定する

ことに要する営繕を行う。⑤オンラインサー

ビスの可能性を活用し、印刷量を削減して、

議会を情報技術のリーダーとする。⑥職務の

過程を単純化し、職員、労働組合及び管理職

間の実効的な関係を発展して、議院管理の意

思決定を加速する。 

 第４戦略の下位目標は次のとおりである。

①実効的な職務遂行に必要な情報へのアクセ

ス及び援助を議員に提供する。②議院が将来

にわたり改善、発展することに関与でき、高

度の能力向上と統一されたリーダシップを通

じて卓越したサービスを提供できる技量及び

能力を職員が有することを保障する。③情

報・教育及びＰＯサービスを継続的に発展し、

ウェストミンスターに新たな教育センターを

開設して、議院と議員の活動を理解、評価す

るために必要な情報を国民へ提供する。 

 

Ⅲ 『メイ』改訂の実際 

 議会先例の形成運用における下院事務局の

役割の一端として、英国議会において「バイ

ブル（the parliamentary Bible）」40と称さ

                             
40 Michael Rush, Parliament Today 19（2005）. 
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れる『メイ』41の改訂の実際を紹介する42。 

 

１ 改訂作業 

 通常、事務総長が編集者に就く。ただし、

出版時には「前（元）事務総長」となるだろ

う。編集者は、５名の副編集者からなるチー

ムを任命する。これらの副編集者に責任を負

う章や節を配当する。副編集者は、ある領域

について、当該領域が専門の他の職員に執筆

を依頼することもできる。編集者は、草稿か

ら出稿に至る改訂過程を監督する。改訂時に

新たに取り入れる手続の選択については、改

訂箇所に関与する数名によって判断される。

改訂において、議長が序文を執筆することを

除いて、議員が介入することはない。 

 

２ 改訂時期の決定 

 『メイ』は商業出版物であり、改訂は基金

（May Memorial Fund）によって運営されてい

る。『メイ』の改訂は、特に義務付けられると

いうわけでなく、出版社の意向や、基金の受

託者（議長、事務総長及び上級職員も構成員

である）の合議による決定に拠る。ただし、

近時は約７年ごとに改訂するという傾向があ

る。議場にある職員は改訂にとって参考とな

る手続や事例を日常的に記録している。 

 

おわりに 

 議院事務局の組織及び運営の在り方を考え

                             
41 正式な名称は Erskine May’s Treatise on the Law, 
Privileges, Proceedings and Usage of Parliament であ

る。初版は 1844 年、当時の下院副図書館長（Assistant 

Librarian）であり後に（1871～86 年）事務総長となった

Thomas Erskine May によって刊行された。これ以降、歴

代の事務総長によって改訂される。英国議会上下両院の法

及び慣行に係る権威的典籍として認識されている。（Dod’s, 
supra note 26, at 285 の説明に拠る。） 

42 本節の記述は Hutton 氏からの聞き取り調査に基づく。

氏は『メイ』の最新版である第 24 版の編集者代理（Deputy 

Editor）である。なお、議会先例の形成運用における議院

事務局の役割に関する比較法的検討は今後の課題とした

い。 

る際、議院内部の事情、特に議員との関係は、

当然ながら最も重視される。ただし、近時の

英国の例を概観すると、議院事務局の組織及

び運営は、制度全体としての下院の在り方や、

議会と国民との信頼関係の構築にも密接に関

連していることが領会される。さらに、下院

事務局は、議院の管理運営の効率性を向上す

るために、現代的組織管理手法を積極的に採

用している。議院事務局が、国会議員の活動

を補佐するにとどまらず、国会ないし議院の

活動におけるアクターの一つと位置付け得る

ならば、議院事務局の組織及び運営の在り方

を考える際、このような視点を意識すること

が重要であろう。 
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憲政秩序と議会官僚―韓国国会事務局調査の概要 

 

 九州大学法学研究院准教授 

 赤 坂  幸 一 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 本稿は、平成21年～23年度科学研究費基盤研究（Ａ)「衆議院事務局の未公開資料群に基づ

く議会法制・議会先例と議院事務局機能の研究 」 の一環として行われた、韓国議会事務局調

査の概要についての報告である。 

以下では、調査の背景となった研究状況・関心について述べた上で （ Ⅰ 調査の背景―

憲法秩序と議院事務局 ） 、第一に、韓国議会事務局の組織編制について、近年の改革を中心

にその概要を提示し （ Ⅱ 韓国の議院事務局の概要 ） 、第二に、議院の運営における議会事

務局の機能・役割について検討を加える （ Ⅲ 議院の運営における議院事務局の役割 ） 。最

後に、とくに議会先例の形成・運用過程における議院事務局の機能について考察する （ Ⅳ 

議会先例の形成と国会事務処）。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

Ⅰ 調査の背景―憲法秩序と議院事務局 

Ⅱ 韓国の議院事務局の概要 

Ⅲ 議院の運営における議院事務局の役割 

Ⅳ 議会先例の形成と国会事務処 

Ⅴ 結語 

  

Ⅰ 調査の背景―憲法秩序と議院事務局 

(1) 事務局所蔵資料の調査・利用 

 近年の憲政史研究は、各種の内外資料の公

開・発掘により飛躍的な展開を遂げているが、

国会両議院は情報公開法の適用対象外とされ、

従来、その所蔵資料への外部からのアクセス

は不可能であった。そのため、議院内および

両院間の調整プロセスを規律する議会先例の

形成や、議事運営に係る独自調査の遂行など、

議会制度および両院制度の運用に当たって大

きな役割を果たしてきた両院事務局・議会官

僚の役割についてはブラックボックスとされ、

本格的な研究は手つかずの状態にあった。 

このような状況に鑑み、上記の研究課題に

おいては、まず、衆議院議事部の所蔵する帝

国議会時代の資料の整理・保全に取り組み、

国会法、議院規則および議会先例の形成・確

立過程を解明するための資料的基盤を構築す

ると共に、議会事務局の役割を、資料研究、

オーラル・ヒストリー、諸外国の例との比較

照合という観点から明らかにしてきた。その

成果としては、衆議院議事部所蔵の資料目録

を広く一般に公開した『帝国議会期文書仮目

録1』、最新の国会法改正までを反映した衆

議院事務局（編）『逐条国会法〔全８巻〕』

（信山社、2010年）および帝国議会衆議院事

務局（編）『議事解説』（信山社、2011年）

の公刊など、事務局が所蔵する憲政資料を用

いた基礎的研究を挙げることができる。 

今後は、参議院所蔵資料にも視野を広げた

上で、両議院における国会法・議院規則およ

び先例検討過程の記録や、日誌類を調査する

と共に、貴族院の創設から廃止までの全活動

                             
1  

http://hdl.handle.net/2324/17762 
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を詳細に記録した『貴族院彙報』を、附録ま

で含めて復刻するプロジェクトが進行中であ

り、憲法学・議会法学・政治学の交錯するこ

の領域に、本格的な研究の光を当てることが

期待される。 

 

(2) 「議会官僚」の役割―議事手続の形

成・構築・運用／立法補助機能 

 上記の資料調査は、他方で、そのような憲

政資料の作成主体たる「議会官僚」の役割を

検討する必要性をも教えている2。例えば、

帝国議会時代の書記官長（現在の事務総長に

相当）は政務官としての地位を与えられ、議

員との接触・交渉を行うべき職責を有してい

たが、このような観点から、政治過程におけ

るアクターとしての事務局・書記官長の役割

を検討することも、我が国憲政史の解明・理

解にとって重要な意義をもつと考えられる。 

 とりわけ、国会法・議院規則・議会先例の

総体から成る「議事法」の形成・確立過程に

おいて議会官僚が果たす役割は重要であり、

国政運用ルールの基盤を形成しているという

意味で、議会官僚はまさしく、広義の憲法秩

序（憲政秩序）の担い手に他ならない。それ

ゆえ、上記研究課題では、議院運営および議

事法形成過程における議会官僚の衡量過程を

解明することがもう一つの研究の柱とされて

おり、この観点から、元事務総長、議事部長

および委員部長経験者を中心とするオーラ

ル・ヒストリーの実施3や、議会官僚たちの

残した日記の調査・分析が行われてきたとこ

ろである4(例、『小野寺五一日記』『柳田國

男日記』)。 

                             
2  

この言葉は、元参議院事務総長・指宿清秀氏によるもの

である。赤坂幸一・奥健太郎・奈良岡聰智（編著）、指

宿清秀（著）『指宿清秀オーラル・ヒストリー』（2011

年）126頁以下。 
3  

谷福丸、近藤誠治、今野彧男、指宿清秀、佐藤吉弘、川

上路夫、平野貞夫(敬称略)ほか。 
4  

赤坂幸一「統治システムの運用の記憶――議会先例の形

成」レヴァイアサン48号（2010年）65頁以下。 

上記研究グループは、さらに、戦前期に貴

族院書記官長、勅選貴族院議員を、戦後に参

議院議長を務めた河井弥八が残した日記、書

翰を中心とする26,000点の原資料（以下「河

井家文書」）を調査し、諸史料の公開・展示

につき協力関係を築くと共に、『河井弥八日

記』全巻の翻刻・刊行プロジェクトをも開始

している。これらの資料を活用することによ

って、戦前から戦後にかけての両院制度の変

遷や、貴族院・参議院事務局および議会官僚

の役割、創設期の参議院の動向、参議院改革

をめぐる各種の構想について解明することが

期待される5。 

 本稿および本号掲載の他の議会事務局調査

報告は、上記のような研究関心を背景に行わ

れたものであり、各国の事務局の組織編制の

在り方のみならず、議院運営および議事運営

における議会官僚の機能に着目したものとな

っているのは、そのゆえである。 

 

Ⅱ 韓国の議院事務局の概要 

(1) 組職編成、 事務分掌など 

(a) 組織・人員 

 韓国議会事務局は、事務局本体である「国

会事務処」（3,512人―議員秘書官62,093

人を含む)と、国会図書館（281人）、国会予

算政策処（135人7）および国会立法調査処

（96人）から構成されており、いずれも、対

等な地位で議長に直属している。上記の４部

局は、さらに、次のような内部部局から構成

                             
5  なお、地方議会事務局については、田口弼一『地方議

会運営論』（有斐閣、1951年）186頁以下および西沢哲四

郎『地方議会の話』（全国市議会市長会、1956年）387頁

以下を参照。 
6 
 一般的に、議員が自由に選ぶか、又は公開採用され、国

政監査などの政策業務、国会議員の活動に必要な書類作

成・情報収集業務、および後援会の管理や地区党会議へ

の参加などを任務とする。国会議員一人当たり、公務員

４級、５級、６級、７級、９級が各一人ずつ、計５人の

秘書官が存在する。 
7   

調査時には115名であったが、インターネット情報によ

れば135名である。

http://www.oecd.org/dataoecd/51/62/42466211.pdf 
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されている（主要部署に限る。【資料１】～

【資料３】も参照）。 

国会事務処：法制室、議事局、企画調整

室、国際局、管理局、人事課、運営支

援課、広報企画官、監査官、放送企画

官、議定総合支援センター、16の常任

委員会および２の常設特別委員会 

国会図書館：議会情報室、情報管理局、 

情報サービス局 

国会予算政策処：予算分析室、経済分析

室、事業評価室 

国会立法調査処：政治行政調査室、経済

産業調査室、社会文化調査室 

 

(b) 国会予算政策処（ＮＡＢＯ）の新設 

 上記の４部局のうち、国会事務処は、国

会議長の指揮・監督を受けて、国会の立法

および予算決算審査等の活動を補佐し、国

会の行政事務を処理する（国会法第21条）。

なお議事運営過程・立法過程における事務

局の役割については後述する。また国会図

書館は、国会議員および関係職員に、国会

の立法活動と国政審議に必要な各種情報を

収集・整理・分析して提供する（同第22

条）。 

 しかし、より注目されるのは、国会予算政

策処の新設（2003年）および国会立法調査処

の新設（2007年）である。そもそも第二次大

戦後の韓国では国家・経済の再建が至上課題

とされ、「公」を体現する専門的執行部の裁

量・権限が強大であった（いわゆる開発独裁

体制）。換言すれば、議会の内閣統制権も立

法規律も弱体であったのである。しかし、近

年に至り、議会強化の必要性が認識され（十

全な事前ルールに基づく事後規制社会へ）、

議会の内閣統制権の拡充が求められた結果、

1994年、国会事務処内に立法予算課が新設さ

れた。これが2000年の予算政策部への改組を

経て、2003年の国会法改正（国会法第22条の

２の新設）で独立の国会予算政策処が設立さ

れる基盤となったのである（2004年３月始

動）。 

国会予算政策処は、国会が行政府に対する

牽制・監視機能を效率的に遂行するために、

財政分野の専門的人材を配置して、予算・決

算の審議に際して独自・中立の立場から専門

的な研究・分析・評価を行い、議員活動を支

援することを主たる任務とし、具体的には、

予算・決算の分析および評価、議員提出法案

の費用見積り、経済予測・歳入見積り、およ

び政府計画の評価という、４種の任務を遂行

する。 

このため、予算政策処長はとくに経済学者

等の専門家から任命され、135名のスタッフ

陣も党派任用ではなく、純粋に能力のみに着

目して選任される（７割が財政・経済等の専

門家、３割が総務）。また、中立性を旨とす

ることから、国会および国会議長から独立に

調査課題を設定することができる。ただし、

この点については、予算委員会および同調査

室に対して補完的な役割（統計など）に止ま

ることが多いということも、併せて指摘して

おかなくてはならない。 

 

(c) 国会立法調査処（ＮＡＲＳ）の新設 

国会立法調査処は、立法および政策に関す

る事項を中立的・専門的に調査・研究して、

関連情報および資料を提供するなど、立法情

報サービスの面で議員活動を支援することを

目的に、アメリカの議会調査局（ＣＲＳ）を

モデルとして、2007年に新設されたものであ

る（国会法第22条の３）。 

その背景には、近年における議員立法の急

増現象がある。すなわち、第14代国会（1992

～1996年）の議員提出法律案の提出件数が

321件であったのに対し、第17代国会（2004

年～2008年）のそれは6,387件、実に20倍に

及ぼうとしている。その要因としては、「市
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民団体等による議員の立法活動の評価の公開

に加え、立法支援体制の強化、立法の情報化

の進展等があげられている8」が、「落選運

動」等による法律発議案件数の評価によって、

拙速な、あるいは字句の一部修正のみを行う

ような議員提出法律案が急増しているとの評

価も存するところである9。 

 いずれにせよ、このように急増する議員立

法に対応する補佐体制の整備が急がれた結果、

独立の国会立法調査処が新設された。その際

特に、社会制度の複雑性が増すにつれて、単

に立法上参考になるデータを求めるだけでは

なく、当該データのもつ政策的含意を読み解

く必要性が高まったことを背景に、国会図書

館とは別の調査サービスを行う立法調査処

（「独立モデル」）の新設に繋がった模様で

ある10。 

 こういった背景から、ＮＡＲＳの制度理念

は政治的中立性・専門性・迅速性・客観性・

秘密厳守といった点に求められ、その活動は

法律の執行状況の監視から、法律の問題点の

指摘、世論状況・苦情などの収集まで、幅広

く行われている。このことが、前項で述べた

議会統制権の拡充と軌を一にしていることは

無論である11。 

 

(2) 職員の任用、 研修および交流人事 

(a) 任用システムおよび政治的中立義務 

 国会事務処の採用システムには、公開競争

採用試験と特別採用試験との２種類がある。

公開競争採用試験は採用予定職級別に区分し

                             
8  

奥村牧人「大韓民国の議会制度」レファレンス2009年８

号107頁。 
9  

白井京「議員立法の急増と国会改革関連法」外国の立法

229（2006年）176頁。前述の国会予算政策処による費用

明細見積りも、慎重を欠くケースが増えているとのこと

である（同前）。 
10  

村上正志「デジタル時代の議会図書館」レファレンス

2007年10月号12頁。 
11 具体的な職務内容については、村上・前掲注10 13頁

を参照。 

て実施されるが、具体的には、立法考試（５

級公開競争採用試験12）、および８級・９級

公開競争採用試験に分けられる。このうち立

法考試は、毎年、職域別（一般行政職、法制

職、財政経済職）で選抜が行われる。また８

級行政職公開採用試験は、従来７級・９級で

分けて選抜していた方式を統合したもので、

25～30名が選抜されるが、その倍率は実に

1,000倍に及ぶという。９級公開採用試験で

は、速記職、警備職、司書職および技術職群

などの選抜が行われる。 

 以上の公開競争採用試験に対して、制限競

争特別採用試験という類型も存在し、需要が

ある部署の要請によって、契約職公務員、特

別職公務員などが、一定範囲の候補者の中か

ら選抜されている13（博士など専門要員）。

また特別採用試験は、必要に応じて、特定の

個人を対象に、特定ポストの職員を選抜する

もので、あくまで例外的な選抜類型であると

                             
12 いわゆるキャリア組(「官吏」)。毎年15～20名が採用

され、終身雇用が原則である。倍率は600倍～700倍に達

する。その中から順次１級まで昇進するが、３級クラス

になると相当の高級官僚というイメージだとのこと。２

級までは定年制公務員であり、身分保障があるが、１級

（特別職）や次官補になると、議長の交代に合わせて辞

表を提出する。辞表提出後は、慰留、退職、次官昇格な

ど、人によって進路が分かれる。なお、奥村・前掲 注 ８ 

105頁、および田中誠一『韓国官僚制の研究―政治発展

との関連において』（大阪経済法科大学出版部、1997

年）184頁以下も参照。 

  次官補クラスのポストとしては、専門委員室長（＝首

席専門委員）があり、わが国の専門員に対応する。この

ポストは４～５年務めるのが一般的であり、服務上は事

務総長の指揮監督下に置かれるが、職務上は委員長の指

揮監督の下に置かれる。日本型の常任委員会専門調査室

と制度的に類似しているが、この中から、将来の次官が

選抜されていく点において、運用上の相違点も認められ

る。 

  次官（２名）は議長の任命により、１名は議事運営関

係、もう１名は庶務関係を担当する。事務総長（国会事

務処長 ） １ 名は、議長が各交渉団体代表議員との協議を

経た上で、本会議の同意を得て任免する（国会法第21条

第３項）。 
13  次の特別採用試験が情実任用(patronage)となる欠点を

回避しつつ、優秀な人材を選抜するために、競争原理を

取り入れたもの。すなわち、等しい特別採用要件を具備

した者が多数人いる場合に、その制限された人的範囲の

中から、筆記試験を通して選抜が行われる。国家公務員

法第28条第３項、公務員任用試験令第47条第２項を参照。 
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される14。 

 なお、議員秘書官を除く国会職員は、国家

公務員法第65条により、政治的中立義務を負

っている。 

 

(b) 職員の研修および人事交流 

職員に対する教育訓練には、国内教育と国

外教育の２種類があり、国内教育では、国会

予算政策処で実施する自己教育、民間教育お

よび（大学などに委託して実施する）委託教

育などがある。これに対して国外教育として

は、大学院修士過程での修学、職務訓練、短

期海外研修などが実施されている。 

 また、通常の人事交流は国会所属機関（国

会図書館、国会事務処、国会予算政策処、国

会立法調査処）の間で実施されるが、外部派

遣の形態で行われるものもあり、その派遣先

としては、選管委員会、監査院、企画財政部、

法制処15、地方自治体がある。反対に、企画

財政部、外交通商部、法院、検察、選管委、

地方自治体などから国会事務処に受け入れた

公務員もいる。 

 

Ⅲ 議院の運営における議院事務局の役割 

(1) 議院運営機関16と事務局 

 日本の議院運営（管理）機関と似ている機

関として、「議院運営委員会」（House 

Steering Committee）がある。議院運営委員

会は、会派の勢力比に応じて選出された国会

議員からなる会議体であり(現在24名)、協議

                             
14

特別採用試験は、特定の個人を対象に、特定のポストの

適格性・職務遂行能力を具備しているか否かを判定する

制度。公開競争試験によって任用するのが不適当ないし

困難な場合に例外的に実施される試験であり、国家公務

員法には、特別採用試験を実施し得る場合の要件が規定

されている。国家公務員法第28条、公務員任用令第16条

ないし第22条、公務員任用試験令第26条ないし第30条を

参照。 
15 わが国の内閣法制局に当たる組織。同組織については、

高橋滋ほか「韓国の法制処とその役割」ジュリスト1145

号(1998年)70頁以下を参照。 
16 この点については、奥村・前掲注８ 102頁以下も参照。 

事項や同意事項について決定する（協議事項

については、協議が成立しないときは、議長

が最終決定権をもつ（例えば国会法第76条３

項））。具体的には次のとおりである。 

(a) 運営委員会の協議事項 

会期全体の議事日程の作成 

どの常任委員会にも属しない事項の所

管常任委員会の決定 

所管が不明な案件の所管委員会の決定 

緊急懸案質問17の実施の可否などの判

断 

(b) 運営委員会の同意事項 

国会図書官長18、国会予算政策処長、

立法調査処長の任免19 

これに対して国会事務処（議事局）は、議

長による本会議運営に際しての実務作業を担

当している。例えば、議会運営スケジュール

としては、立法期の全体にわたる長期計画と、

日々の議事日程とが存在するが、いずれも事

務局のサポートを受けて議長が定める。その

際、まず20名程度の与野党代表者（実務担当

者）による非公開の事前打合せを経た後、正

式に議院運営委員会で協議される。 

 

(2) 法律案審議過程における国会事務処の役

割 

法律案審議過程に関与する国会事務処の部

                             
17

国政全般また国政の特定分野を対象とする一般対政府質

問とは異なり、突発的に発生した特定の重要案件を対象

として、政府の関係大臣に対して質問する制度 （ 国会法

第122条の３）。1994年の国会改革でドイツ等をモデルに

導入された。議員20人以上の賛成で本会議の24時間前に

議長に要求することができ、議長は、議院運営委員会と

協議した後に、又は必要な場合には本会議の投票によっ

て、緊急懸案質問の実施の可否を決定する。質問の制限

時間は全体で120分で、質問者１人当たりの制限時間は10

分である。 
18

野党に配慮して、国会図書館長は野党推薦の人物を指名

する慣例である。図書館長は、議長が議院運営委員会の

同意を得て任免する（国会法第22条第３項）。 
19

国会予算政策処長・立法調査処長は、議長が議院運営委

員会の同意を得て任免するのが法の建前であるが(国会法

第22条の２、第22条の３)、実際には、大学教授によって

構成される公開推薦委員会が ３ 名の候補者を推薦し、こ

の中から議長が１名を任命する。 
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局としては、議事局と各委員会専門委員室が

ある。このうち議事局は、議案課において法

律案の受付および各所管委員会への送付を行

い、わが国の議案課と同様の役割を果してい

る。 

特徴的なのは委員会専門委員室の機能であ

り、検討報告書の作成および配付を主要な任

務としている。すなわち、法案が提出される

と、議事局が所管の委員会に送付し、事務局

スタッフである専門委員が検討して報告書を

作成する（国会法第58条第１項）。その際専

門委員は、一般国民や政府関係者など、関係

者全てに接触し、報告書を作成する（同第42

条第４・５項を参照）。委員会審査はこの報

告書に基づいて行われ、上記の関係者への質

問が行われることもある。 

このように、委員会の審査は必要的に専門

委員の検討報告を聞くシステムになっており、

その意味でわが国の専門員（＝常任委員会調

査室長）よりも、立法過程における重要性は

高い。前述のとおり、特別職の国家公務員で

ある首席専門員（＝次官補クラス）は、建前

上、議長と進退を共にし、この過程で次官へ

の選抜が行われることになるが、この点で、

わが国の人事マネジメントとの相違点も認め

られる。なお、首席専門委員は各委員会に１

名ずつ必ず置かれているが、その他の専門委

員（２級の一般職国家公務員）については、

ほとんどの委員会で１名ずつ、しかし３名な

いし０名である委員会も存する。 

その他、予算政策処、立法調査処、国会図

書館でも、議員の法律案審査のための各種

資料の作成および配付が行われる。 

 

Ⅳ 議会先例の形成と国会事務処 

(1) 議事の運営を規律する法源および先例の

拘束力 

韓国の最上位法は憲法であり、下位法で

ある国会法が規定されている（単院制のた

め、わが国とは異なり、議院規則は制定さ

れていない）。以上の明文法規に対して、

国会先例は、国会法の規定が不備な場合や、 

法の解釈および適用において決まった方向

を提示する役割を果すことで、国会運営上、

重要な位置付けを与えられている。このよ

うに国会先例は、国会法の未整備な事項・

領域における議事進行に正当性を与えては

くれるが、しかし、先例が法律の規範内容

を変更することはない、と考えられてもい

る。また交渉団体（国会議員20人以上から

成る会派）の間の合意により、既存の先例

が無視されたり、新たな先例が形成された

りする場合もある。 

このような議会先例の位置付けは、わが

国の『先例集』ないし『先例録』の編纂過

程における考慮事由とも、基本的に合致し

ているように思われる。すなわち、長く参

議院の委員部一筋に、委員部長まで務め上

げた川上路夫氏は、参議院の『委員会先例

録』に採録すべきか否かの判断基準として、

次の６か条を挙げられた。いわく、「一番

目には、法規解釈の助けになる事例。二番

目には、法規に規定がないことについての

事例。三番目が、法規どおりであっても希

有な事例。四番目は、法規どおりではない

が慣行となっている事例。五番目に、法規

の許容範囲で数通りある場合のおのおのの

評価採録。六番目が、もちろん悪例は除外

する20」と。たしかに、第４項～第６項のよ

うな、議会先例の形成に際しての事務局の

主体的な衡量過程の詳細は、今回の調査で

は明らかにならなかった。しかし、だから

と言って、議事法の形成過程における議院

事務局の衡量過程が存在しない、というわ

けではない。次節で見るように、むしろ、

                             
20 『川上路夫オーラル・ヒストリー』（未公刊）第２回

記録を参照。 
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韓国の『国会先例集』は事務局限りで編

集・刊行され、政治サイドの関与は原則と

して排除されているのである（日本・イギ

リス・フランスでも同様）。 

 

(2) 先例の形成および先例集の作成過程にお

ける国会事務処の役目 

それでは、議会先例の形成に際して、韓国

の国会事務処はいかなる役割を果たしている

のだろうか。同事務処関係者からのヒアリン

グ結果によれば、国会事務処議事局の主要任

務の一つとして、本会議・委員会の審議に際

して発生する多様な事例を、体系的に収集・

管理することが含まれる。そして、委員会の

議案審査過程等で、特定事案に関する既存の

事例や、他の委員会の事例などを調査するよ

う依頼があった場合には、国会事務処議事局

において作成・管理している事例を、当該委

員会等に提供することになる。 

また国会事務処は、収集・管理している事

例の中から先例として価値があると判断され

る事例を選別して、４年ごとに『国会先例

集』を編集し、国会議員・委員会などに提供

している。実際の『先例集』の作成準備は、

刊行の約１年前から開始され、議事課、議院

運営委員会担当者などで先例に詳しいキャリ

アが「検討委員会」を形成し――なお、同委

員会の長は次官が務めるのが通例である――

編纂作業を行った上で、完成稿が出来上がる

と、議長にすら見せることなく、そのまま刊

行・配付される。 

ここから了解されるように、韓国において

も、議会先例の形成は単なる事実の集積・分

類作業にとどまるものではなく、「先例とし

ての価値」を吟味・評価する事務局関係者の

主体的な衡量作業の所産である。そこでは、

政治アクターの一定の行動を前提としながら

も、それを評価・吟味しつつ、公正中立な議

事法を形成してゆくという営みが存在するの

であり、たとえ反復されようとも、「もちろ

ん悪例は除外」されるのである。そこにある

のは、「あるべき議会政治像」――公正・衡

平な審議手続の保障という理念――を念頭に

置いた、事務局の主体的な衡量過程の介在で

ある21。 

 

Ⅴ 結語 

 上述のように、わが国の国会と韓国議会と

の間には、常任委員会調査室・専門委員の在

り方や、国会予算政策処・国会立法調査処の

活動の在り方、議会運営や議会先例の形成に

おける議会官僚の関与の在り方など、制度的

構造と問題構制において共通するところが少

なくない。韓国がイギリス・ドイツ・フラン

ス等に学んだ議会運営方法を取り込んだ現在

の議会運営実務は、少なくともその主要部分

において、わが国と類似している。 

 ところが、議会運営の実務にまで視野を拡

大し、その制度的・思想史的基盤を掘り起こ

そうとする研究は、わが国でも韓国でも、こ

れまで少ないのが現状であった22。気鋭のウ

ェーバー研究者、野口正弘氏の次のような論

述は、本稿とは視角を異にするものの、極め

て示唆的である。いわく、「似たようなこと

〔思想史的アプローチによる官僚制研究の欠

如〕は、議会研究にも妥当するだろう。議会

制の危機がいわれて久しい。とりわけ「ねじ

れ国会」の状況において、その危機の度合い

はますます深くなっている。もちろんウォル

ター・バジョット（1826-77）の『イギリス

憲政論』や、激しく議会を批難したカール・

シュミット（1888-1985）の『現代議会主義

                             
21 『先例集』の編集過程については既に検討したことが

ある。赤坂・前掲注４ 85頁以下、および赤坂幸一「事

務局の衡量過程のÉpiphanie 」 ( 『 逐条国会法 〔 第 １

巻〕』信山社(2010年)所収)16-18頁を参照。 
22 たとえば，官僚制度に関する最近の研究である真淵勝

『官僚』（東京大学出版会、2010年）でも，行政官僚から

司法官僚にまで視野が広げられたにとどまっている。 
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の精神史的地位』などの古典的な議会研究は

あり、また討議理論や熟議（deliberation）

に関する政治理論的な研究も盛んに行われて

いる。しかし、こうした知見から現代の議会

について切り込んだ研究は、それほど多くは

ないのが実情である。このため議会運営の現

場にいる国会対策委員会（「国対」）関係者

の中で蓄積されてきた慣行と秘儀的な技法が

大きな影響力を持ち続け、それに対する批判

的な検討がなされることは少なかったように

思われる23」と。 

稿者自身、かつて「議事法関係の決定主体

（議運理事）をも視野に入れて、そのダイナ

ミズムの中で議事法の彫琢過程を解明する作

業が必要とな24」る旨を指摘したことがある

が、その前提として、議会運営・議会先例の

形成に関与する「議会官僚」の営みを解明す

る作業が必要であり、これこそが稿者に課せ

られた次の課題に他ならない25。 

                             
23  野口雅弘 『 官僚制批判の論理と心理―デモクラシー

の友と敵』（中公新書、2011年）ⅷ頁。 
24 赤坂・前掲論文「事務局の衡量過程のÉpiphanie」25頁。 
25

本稿は、平成21年度～23年度科学研究費(基盤研究(A))

「 衆議院事務局の未公開資料群に基づく議会法制・議会

先例と議院事務局機能の研究」（研究代表者：大石眞）

、平成23～24年度科学研究費(若手(B))「議会法・議会先

例の形成過程の解明」（研究代表者：赤坂幸一）、平成

22年度二十一世紀文化学術財団学術奨励金、ＪＦＥ21世

紀財団2010年度アジア歴史研究助成、および日本証券奨

学財団平成22年度研究調査助成金による研究成果の一部

である。 
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【資料１】韓国国会法（抄訳） 

第21条 (国会事務処) 国会の立法および予算決算審査等の活動を補佐し、国会の行政事務を処

理するために、国会に事務処を置く。[改訂 94・6・28] 

⑵ 国会事務処には、事務総長１人およびその他必要な職員を置く。 

⑶ 事務総長は、議長が各交渉団体代表議員との協議を経た上で、本会議の同意を得て任免する。 

⑷ 事務総長は、議長の監督を受けて国会の事務を統轄し、および国会職員を指揮・監督する。 

⑸ 国会事務処は、議員又は委員会の要求があるときは、立法および予算決算審査等の活動を補

佐するために必要な資料等を提供しなければならない。[新設 94・6・28、改訂2005.7.28] 

⑹ 事務総長又は事務総長が指定する国会職員は、第５項の事項に関する委員会の求めに応じて

当該委員会で報告又は説明することができ、 事務総長は、議長の許可を得て、政府、行政機

関その他に対して必要な資料の提供を要求することができる。[新設 94・6・28] 

⑺ この法律に定めるものを除き、国会事務処に関して必要な事項は、別に法律で定める。 

  

第22条 (国会図書館) 国会の図書および立法資料に関する業務を処理するために、国会図書館

を置く。 

⑵ 国会図書館には、図書館長１人およびその他必要な職員を置く。 

⑶ 図書館長は、議長が議院運営委員会の同意を得て任免する。 

⑷ 図書館長は、図書その他の図書館資料を収集、整理および保存し、並びに、国会の立法活動

を補佐するための図書館サービスを行う。 

⑸ この法律に定めるものを除き、国会図書館に関して必要な事項は、別に法律で定める。 

  

第22条の2 (国会予算政策処) 国の決算並びに国の基金運用および財政運用と係わる事項に関し

て、これを研究、分析および評価し、並びに議員活動を支援するため、国会予算政策処を置

く。 

⑵ 国会予算政策処には、処長１人およびその他必要な職員を置く。 

⑶ 処長は、議長が議院運営委員会の同意を得て任免する。 

⑷ この法律に定めるものの外、国会予算政策処に関して必要な事項は、別に法律で定める。 

[本条新設 2003.07.18.][施行日 2003.10.19.] 

  

第22条の3 (国会立法調査処) 立法情報サービスに関して議員活動を補佐するため、国会立法調

査処を置く。この立法情報サービスには、立法および政策に関する事項の調査および研究、

並びに関連情報および資料の提供を含むものとする。 

⑵ 国会立法調査処には、処長１人およびその他必要な職員を置く。 

⑶ 処長は、議長が議院運営委員会の同意を得て任免する。 

⑷ この法律に定めるものの外、国会立法調査処に関して必要な事項は、別に法律で定める。 

[本条新設 2007.1.24] [[施行日 2007.3.25]] 

 

第42条（専門委員および公務員）委員会に委員長および委員の立法活動等を支援するために議

員でない専門知識を有する委員（以下「専門委員」という。）および必要な公務員を置く。

委員会に置く専門委員および公務員は、国会事務処法で定めるところによる。 

⑵ 委員会に置く専門委員および公務員はその職務を遂行するに当たって政治的中立性を維持し

なければならない。 

⑶ 専門委員は、事務総長の提請により議長が任命する。 

⑷ 専門委員は、委員会において議案および請願等の審査、国政監査、国政調査その他所管事項

と関連して、検討報告および関連資料の収集・調査・研究を行う。 

⑸ 専門委員は、第４項の職務を遂行する場合において必要な資料の提供を政府・行政機関その

他に対して要請することができる。この場合、その要請は、委員長の許可を得て委員長名義

でしなければならない。 

⑹ 専門委員は、委員会で発言することができ、本会議では、本会議議決又は議長の許可を受け

て発言することができる。 
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第58条（委員会の審査）委員会は、案件を審査する場合においてまずその趣旨の説明および専

門委員の検討報告を聞き、大体討論（案件全体に対する問題点および当否に関する一般的討

論をいい、提案者との質疑・答弁を含む。）並びに逐条審査および賛反討論を経て表決する。

〔後段削除〕 

〔第２項～第７項省略〕 

⑻ 第１項の規定による専門委員の検討報告書は、特別な事情がない限り、当該案件の委員会上

程日の48時間前までに所属委員に配付しなければならない。 

 

第76条（議事日程の作成）議長は、本会議に附議要請された案件の目録をその順序によって作

成し、これを毎週公表しなければならない。 

⑵ 議長は、会期中に本会議会議日時および審議対象案件の大綱を記載した会期全体議事日程と

本会議開議時間および審査対象案件の順序を記載した当日議事日程を作成する。 

⑶ 第２項の規定による議事日程中に会期全体議事日程の作成においては国会運営委員会と協議

し、協議ができない場合は議長がこれを決定する。 

⑷ 議長は、特に緊急を要すると認めるときは、会議の日時のみを議員に通知して開議すること

ができる。 
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【資料２】予算政策処の組織図（ＯＥＣＤ議会予算職員会議の資料より作成） 

 

 

 

【資料３】立法調査処の組織図（ＮＡＲＳのＨＰより作成） 
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我が国の資源・エネルギー問題 
―東日本大震災に伴うエネルギー政策の動きを中心に― 

 

衆議院調査局調査員 

畑   智  也 

（経済産業調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災の影響で我が国のエネルギー政策は抜本的な見

直しを迫られている。東京電力福島第一原子力発電所の深刻な原子力事故によって、これまで

のエネルギー基本計画で目標としていた原子力の割合は少なくとも下方修正せざるを得ない

状況となった。今後の議論においては、火力と再生可能エネルギーをどのように組み合わせて

いくかが焦点となるものと考えられるが、火力には温室効果ガス及び燃料調達等の問題があり、

再生可能エネルギーには高い発電単価及び気象条件に左右される不安定な電源等、両者ともに

解決の難しい課題がある。よって、資源の乏しい我が国において世界トップクラスの優れた技

術を持つ原子力を安易に放棄するのではなく、多様な可能性を残した上で、我が国に最も適し

たエネルギーのベストミックスの実現に向けた議論を期待したい。 

 また、日本近海に埋蔵しているメタンハイドレートや海底熱水鉱床については、双方ともに

平成 30 年度までに商業化に向けた一定の成果を挙げることを目標としており、本年７月に発

見された太平洋の海底にあるレアアースの巨大鉱床とあわせて、今後の開発が注目される。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 今後のエネルギー政策 

Ⅱ 新たなエネルギー・資源開発 

おわりに 

 

はじめに 

 エネルギー資源の乏しい我が国では、長年

国民生活及び経済発展のため、エネルギーの

安定供給（供給源の多様化、自給率の向上及

びエネルギー分野における安全保障）を目指

してきた。近年は地球温暖化対策のため、原

子力及び再生可能エネルギー並びに化石燃料

の中では比較的温室効果ガスの排出量が少な

い天然ガスの普及拡大を推進してきた。しか

し、平成 23年３月 11日に発生した東日本大

震災による福島第一原子力発電所の事故は、

エネルギー情勢を大きく変えた。ドイツ、イ

タリアなど一部の欧州諸国が脱原発を宣言す

る中、我が国のエネルギー政策はどのように

変化するのか、大きな転換期を迎えていると

いえる。 

 本稿では、大震災以降の原子力及び再生可

能エネルギー等に関するエネルギー資源及び

電力政策の動向を踏まえつつ、併せてレアア

ースなどの資源問題も交え、今後の我が国に

おけるエネルギー・資源問題を概観する。 

 

Ⅰ 今後のエネルギー政策 

我が国の経済発展は言うまでもなく「もの

づくり」によって支えられ、現代社会におい

て「ものづくり」を行うために必要不可欠な
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エネルギーが電力である。大震災発生直後、

多数の発電所が運転を停止し、東京電力管内

において、電力需要に対する電力供給量が大

幅に不足する事態となり、東京電力による計

画停電が実施されたが、企業の種別や優先順

位の区別なく地域区分のみを基準として実施

されたため、住民の生活や工場の操業停止等

企業の生産活動に大きな影響を及ぼすことと

なった。４月に入ると気温の上昇とともに暖

房使用量が減少し、電力需要が低下したため、

東京電力は４月８日、計画停電について今後

は原則として実施しない考えであることを発

表した。他方、東北電力及び東京電力管内で

は夏期の電力需要ピーク時に電力供給力が不

足するおそれがあることから、政府は５月 13

日、電気事業法第 27条に基づく電力使用制限

を契約電力 500 ㎾以上の大口需要家に限って

発動することを決定した。 

その後、政府は電力需給バランスが改善し

ていること及び被災地から早期の制限解除を

求める声が多いことを踏まえ、９月２日を最

後に東日本大震災及び新潟・福島豪雨の被災

地に所在する大口需要家、９月９日を最後に

東京電力管内に所在する大口需要家に対する

電気事業法第 27 条に基づく電気の使用制限

を終了することを決定した。 

他方、停止中の原子力発電所の再開が不可

能なことから依然として不安定な電力需給バ

ランスの問題は根本的には解決しておらず、

東北電力及び東京電力は震災以降、ガスター

ビン等の緊急電源設備を設置することで電力

供給力の増強を図ったものの、実施された各

種対策はあくまでも緊急の電源設備の設置で

あり、震災で喪失した原子力の発電規摸を全

てカバーするほどの電力供給力はない。 

我が国の将来にわたる持続的発展を確保

するには、今後の経済活動への影響等を考慮

し、基幹電源となる発電設備を新設又は増強

する必要がある。その目標の姿を明らかにす

るために原子力、火力、再生可能エネルギー

の発電単価や供給可能性を早急に検討し直し、

環境適合性や安全性をも考慮しつつ、エネル

ギーのベストミックスを実現することが重要

である。 

 

これまでの各エネルギー別発電単価 

火力（石油） 10.7～12.2 円/kWh 

火力（石炭） 5.7～7.2 円/kWh 

火力（天然ガス） 6.2～7円/kWh 

原子力 5.3～7.3 円/kWh 

水力（大規模） 11.9～10.6 円/kWh 

太陽光 37～46 円/kWh 

風力 約 11～26 円/kWh 

地熱 約 12～26 円/kWh 

バイオマス 約 12～41 円/kWh 

水力（中小規模） 約 10～35 円/kWh 

（出所）電気事業分科会コスト等検証小委員会、 

    資源エネルギー庁「買取制度の概要」  

 

１ 原子力発電の評価の変更 

(1) 軽水炉 

 原子力発電とは、ウランやプルトニウム等

の物質を核分裂させ、その際に発生する莫大

なエネルギーを用いた発電方式である。 

 世界で実施されている発電方式は、「軽水

炉」、「重水炉」、「黒煙炉」及び「高速増殖炉」

などが挙げられるが、我が国で稼働している

商業炉はすべて米国で開発された「軽水炉」

型を採用している。その軽水炉は、プロセス

に応じて「沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）」及び「加

圧水型軽水炉（ＰＷＲ）」に大別される。 

 我が国では、これまで原子力を準国産エネ

ルギーと位置付け、供給安定性、経済性、環

境対応いずれにも優れたエネルギーとして全

面的に推進してきたが、福島第一原発の事故

により、その安全性と経済性に重大な疑問が

生じている。 
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ア 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） 

沸騰水型軽水炉は、原子炉圧力容器内の核

燃料が分裂することで容器周辺の水が熱せら

れ水蒸気となる。この水蒸気がそのままター

ビンに送られて発電機を回すシンプルな仕組

みである。震災によって深刻な事故が発生し

た福島第一原子力発電所の各号機は、この沸

騰水型軽水炉である。この型は、1950 年代に

米国のゼネラルエレクトリック（ＧＥ）社が

開発したものである。 

 

イ 加圧水型軽水炉（ＰＷＲ） 

加圧水型軽水炉は、圧力容器内で温められ

た水が高い圧力で一次系統の配菅を循環し、

この熱だけを蒸気発生器で二次系統の配菅を

流れる水に伝え、蒸気になったところでター

ビンを回し、発電する方式である。沸騰水型

軽水炉に比して、放射性物質を含んだ水がタ

ービンや復水器に流れない点から沸騰水型と

比べてメンテナンス性に優れた方式であると

いえる。この型は、1940 年代後半から 1950

年代にかけて米国のウェスチングハウス（Ｗ

Ｈ）社が開発したものである。 

 

(2) プルサーマル 

 プルサーマルとは、原子力発電所で使用さ

れた使用済核燃料を再処理して回収されるプ

ルトニウムをＭＯＸ（ウラン・プルトニウム

混合酸化物）燃料に加工して軽水炉で利用す

る方法である。我が国では、核燃料サイクル

政策の一環として、エネルギー資源の有効利

用や核兵器に転用可能とされるプルトニウム

の確実な消費という観点から、プルサーマル

を推進することとされていた。現在、プルサ

ーマルを実施した原子力発電所は、九州電力

玄海原発３号機（2009年12月２日運転開始）、

四国電力伊方原発３号機（2010 年３月 30 日

運転開始）、東京電力福島第一原発３号機

（2010 年 10 月 26 日運転開始）及び関西電力

高浜原発３号機（2011 年１月 21日運転開始）

の４機である。 

核燃料サイクルが本格的に稼働するまで

の間、使用済核燃料を少しでも少なくするた

めに各電力会社が着手しようとしていたが、

福島第一原子力発電所でプルサーマルを実施

していた３号機から流出したとみられるプル

トニウムが発電所敷地内で検出されたことを

受け、原発に対する世論の風向きは厳しさを

増しており、今後、プルサーマルを再開又は

実施することは非常に難しいと思われる。な

お、現時点でプルサーマルを実施している発

電所の稼働はない（平成 23年９月８日時点）。 

 

(3) 高速増殖炉 

 高速増殖炉は、消費した以上の燃料を生成

することができる発電方式であり、我が国の

高速増殖原型炉「もんじゅ」は、消費した核

燃料物質を 1.2 倍生成することができる。そ

のメカニズムは、中性子の速度を減速させな

い媒体であるナトリウムを使用することで、

核燃料物質であるプルトニウムを増殖させる

ものである。酸素と反応すると爆発すること

もある液体のナトリウムを媒体として使用す

るため、その制御が非常に困難であるとされ、

現時点において高速増殖炉の商業炉を確立し

た例は世界中をみても存在しない。 

 通常、軽水炉及びプルサーマルによって利

用されるウランの利用効率は、0.5％～0.75％

と言われているが、高速増殖炉によるウラン

資源の利用効率は 60％に達するという試算1

もある。 

 海外では、ロシア・インド・中国などが高

速炉開発を積極的に進めている。福島第一原

子力発電所事故前の情報ではあるが、ロシア

                             
1 鈴木篤之東京大学工学部教授『プルトニウム』ＥＲＣ出

版（1994） 
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では実験炉及び原型炉が稼働しており、2020

～2030年頃までには120万㎾規摸の商業炉を、

2050 年までには発電設備容量１億㎾以上（高

速炉 200 基以上）の設備を開発することを目

標としている。インドでは、実験炉が稼働し

ており、2023 年までに 50 万㎾規摸の商業炉

を６基建設し、2050 年までに高速炉だけで発

電設備容量 2.6 億㎾の設備を開発することを

目標としている。中国では、2009 年７月に実

験炉が初臨界を達成し、ロシアと連携するこ

とで原型炉を建設せずに 2020 年頃から実証

炉を、2030 年までには商業炉を確立し、2050

年までに高速炉だけで２億㎾規摸の発電設備

容量を目指している。 

 もんじゅには、昭和 55年度から平成 23年

度までに 9,481 億円が投じられており、１年

間に要する運転経費は約 200 億円以上に上る。 

福島第一原子力発電所の事故を受け、我が

国の原子力政策の目玉であった高速増殖炉に

よる核燃料サイクルを今後も目指し続けてい

くのか否か、高速増殖炉もんじゅは運転を停

止している間も設備のメンテナンスを行う必

要があり、その可否によって、早期に判断を

示すことが求められる。 

平成 23 年８月８日、衆議院予算委員会に

おいて菅直人内閣総理大臣(当時)は「原発に

依存しない社会を目指す。依存の中には使用

済み核燃料の再処理、もんじゅも含まれる」

と発言し2、核燃料サイクル政策の抜本的な見

直しを行う考えがあることを表明した。 

 

２ 当面の原子力代替としての火力 

(1) 火力発電の概要 

 火力発電は、石油等の燃料を燃やして得ら

れる熱エネルギーを発電設備によって電気エ

ネルギーに変換して取り出す発電方式であり、

                             
2 第 177 回国会衆議院予算委員会議録第 28号 26 頁（平成

23.8.8）菅内閣総理大臣答弁 

我が国の発電電力量の過半を占める基幹エネ

ルギーである。 

 その発電方式は、大きく分けて汽力発電と

コンバインド・サイクル発電の２種類に大別

される。オイルショック以降は、脱化石燃料

の方向、近年では、ＣＯ２対策という方針に

より、継続的にシェアの低減に取り組まれて

きたものである。 

 

ア 汽力発電 

汽力発電とは、重油、ＬＮＧ（液化天然ガ

ス）及び石炭等の燃料を燃やし、ボイラーで

高温・高圧の蒸気を作り出し、この蒸気がタ

ービンの羽根車を回すことで、タービンにつ

ないだ発電機を動かし発電する方式である。 

 

イ コンバインド・サイクル発電 

コンバインド・サイクル発電とは、発電に

使用した後の廃熱を再利用して再び発電に使

う方式である。燃料を燃やすと、熱が発生す

ると同時に、その体積は急激に膨張する。こ

の膨張の力を利用してガスタービンの羽根車

を回すが、ガスタービンから出た排気ガスは、

なお高温状態であり、これを再利用して再び

高温・高圧状態を作り出し、蒸気タービンを

回して発電する方式である。このように１つ

の燃料投入で２つのタービンを回すことによ

って同じ燃料でも効率よく発電することがで

きるメリットがある。 

 

(2) 火力発電の問題点 

 大規模な出力を確保することが可能であり、

発電コストもそれほど高くない火力発電は、

広く世界各国で普及している。さらに、我が

国では電力需給調整機能3も担っており、電力

                             
3 電力需給調整機能とは、電力は需要と供給量のバランス

を維持しないと停電するため、臨機応変に発電量をコント

ロールする機能 
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の安定供給には欠かせないものとなっている。

他方、火力発電には地球温暖化問題、燃料の

高騰及び燃料の安定供給への不安などの問題

点も指摘されている。 

 まず、火力発電が突出して問題とされるの

が地球温暖化対策に関する点である。火力は

燃料燃焼時に温室効果ガスを排出するため、

原子力や再生可能エネルギーと比べて圧倒的

に温室効果ガスの排出量が大きい。火力の中

で最も温室効果ガスの排出量が少ないＬＮＧ

でも原子力や再生可能エネルギーと比較する

と数十倍から数百倍もの格差がある。高効率

発電技術の開発が進められているが、その差

が直ちに埋まるほどではない。なお、下に示

す表には、燃料燃焼時に発生するＣＯ２以外

に設備設置及び運用時に発生するＣＯ２も含

んだ値となっている。 

 

電源別発電電力量当たりのＣＯ２排出量比較 

火力（石炭） 0.943 ㎏-ＣＯ2/kWh 

火力（石油） 0.738 ㎏-ＣＯ2/kWh 

火力（天然ガス） 0.599 ㎏-ＣＯ2/kWh 

火力（天然ガス） 

コンバインド 
0.474 ㎏-ＣＯ2/kWh 

原子力 0.02 ㎏-ＣＯ2/kWh 

水力 0.011 ㎏-ＣＯ2/kWh 

太陽光 0.038 ㎏-ＣＯ2/kWh 

風力 0.025 ㎏-ＣＯ2/kWh 

地熱 0.013 ㎏-ＣＯ2/kWh 

（出所）資源エネルギー庁「買取制度の概要」 

 

 次に、燃料の高騰についてであるが、平成

23 年８月 10 日に行われた経済産業・農林水

産・環境委員会連合審査会における政府答弁

によると、過去５年間で燃料費の上昇に伴う

標準家庭の電気料金の上げ幅は月額約 900 円

に達し、ＩＥＡ（国際エネルギー機関）の予

測では2020年までに更に月額約600円程度上

昇すると見込まれている4。これに加えて我が

国では、原子力発電所事故の賠償及び化石燃

料代替等に伴う電気料金の引上げが想定され

ている。また、電力多消費産業では最大で毎

月 1,000 万円以上の負担増が生じる事業所も

出てくると想定されており、電気料金の上昇

による企業の国際競争力低下を懸念する声も

ある。 

 最後に、燃料の安定供給についてであるが、

我が国が火力発電に用いる燃料は、そのほぼ

全てを輸入に依存していることから、輸入相

手国が政情が比較的安定している豪州等の石

炭などは問題となりにくい燃料と言えるが、

中東依存度が約 90％前後と高い水準である

石油については、輸入相手国側の政情不安が

原因で原油の安定的な輸入に支障をきたすお

それがある。このため、天然ガスのように輸

入先を東南アジアにも期待するなど輸入先の

分散化を進める政策に着手する必要がある。 

 

(3) シェールガス 

 地球温暖化対策の一環として、化石燃料の

中では温室効果ガスの排出量が少ないとされ

る天然ガスが注目を集めている。シェールガ

スとは、貢岩層に含まれるメタンを 90％以上

含む天然ガスであり、在来型の天然ガスが高

発熱量型であるのに対し、シェールガスは低

発熱量型に分類される。 

2009 年のＢＰ5統計によれば、天然ガスの

可採年数は 62.8 年、確認可採埋蔵量は

6,400Tcf（兆立法フィート、Bcf は 10 億立方

フィート）と言われているが、シェールガス

の資源量は 16,000Tcf とも言われており、残

存する従来の天然ガスと比較しても極めて大

                             
4 第 177 回国会経済産業委員会 農林水産委員会 環境

委員会連合審査会議録第１号９頁（平成 23.8.10）細野政

府参考人答弁 
5 世界全土で活動を展開する世界最大級の総合エネルギ

ー企業。英国本社の正式名称は、BP p.l.c 
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きな資源ポテンシャルを秘めているとされる。

近年まで、採掘技術と経済性の問題等により

なかなか市場に台頭してこなかったシェール

ガスであったが、米国で採掘技術が急速に進

歩し、生産価格も低下したことから、同国に

おける生産量は2000年の1.2Bcf/dから2008

年には 4.7Bcf/d と８年間で４倍になった。ま

た、同国内のガス生産に対する非在来型の割

合が 2008 年に 50％を超え、今後もこの割合

は高まっていくと予測されている。シェール

ガスについては、日本では地質年代が新しい

ため、商業生産は期待薄であるが、中国及び

欧州では商業生産を検討する動きがある。こ

の結果、国際的な天然ガス市場に大きな影響

を及ぼす可能性があり、供給安定性の評価に

一石を投ずるものとして期待を集めている。 

 

世界のシェールガス資源量評価 

北米 1,931Tcf 

南米 1,225Tcf 

欧州 639Tcf 

アジア・太平州 1,042Tcf 

合計 6,622Tcf 

※2008 年世界の天然ガス消費量：106Tcf 

出所：ＪＯＧＭＥＣ「世界の天然ガス埋蔵量の急増」 

 

３ 再生可能エネルギーへの注目 

(1) 再生可能エネルギーの概要 

 再生可能エネルギーに国際的な定義は存在

しないものの、我が国における再生可能エネ

ルギーと新エネルギーの大きな違いは、前者

は大規模水力等、既に経済性を持つ発電方式

及び現状では経済性を持たない太陽光、風力、

バイオマス等が含まれるが、後者は大規模水

力や研究開発途上にある既に経済性を持つも

の等は含まない概念であるという点である。 

福島第一原子力発電所の事故以降、地域独

自の電源を保有すべきであるという分散型電

源の重要性が認識されるようになり、再生可

能エネルギーに注目が集まっている。 

 

「再生可能エネルギー源」等の概念整理 

 
出所：資源エネルギー庁ＨＰ 

 

再生可能エネルギーは、原子力や火力と異

なり燃料を輸入する必要がなく、温室効果ガ

スの排出量も少ないというメリットがある反

面、他の発電と比べてエネルギー密度が低く、

発電コストが高いこと及び太陽光や風力につ

いては発電量が気象条件によって大きな影響

を受けるというデメリットがあり、日本にお

ける発電電力量全体に占める再生可能エネル

ギーの割合は約１％程度に過ぎない。これま

で再生可能エネルギーの普及拡大を図るため

の施策として、ＲＰＳ制度6、余剰電力固定価

格買取制度及び初期コスト低減のための補助

金等が実施されてきたが、大きな普及拡大に

は至っていない。 

再生可能エネルギーの普及拡大が進まな

かった原因として考えられるのは①経済性、

②安定供給性、③必要性といった点をいずれ

も満たしていなかったことである。特に、３

点目の「必要性」について、震災前には一般

的に原子力と火力による電力供給体制は盤石

と考えられており、日本国民の再生可能エネ

ルギーの普及拡大に対する意識もそれほど高

                             
6 ＲＰＳ制度とは、電気事業者による新エネルギー等の利

用に関する特別措置法に基づき、電気事業者に新エネルギ

ー等から発電される電気を一定割合以上利用することを

義務付ける制度をいう。 
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いものではなかったと見られる。また、電気

事業者から見れば、再生可能エネルギーの導

入を拡大するインセンティブは①クリーンな

イメージ、②政府からの資金援助、③国内自

給率の向上といった程度のものでしかなく、

特に国内自給率の向上という点においても、

原子力の割合を高めることを主眼にしており、

電気事業者は主にＲＰＳ制度の下で課せられ

た目標を達成するために導入拡大を図ってき

たにすぎない。電気事業者が、急速に再生可

能エネルギーの割合を高めることに対して慎

重な姿勢を示す理由としては、やはり高コス

トという点も大きいと思われるが、供給安定

性の問題点が挙げられる。太陽光、風力の２

つが発電量のポテンシャルとしては大きい再

生可能エネルギーであり、この両者ともに気

象条件によっては全く発電できないという性

質を持っており、発電量に占める割合を高め

過ぎると電力需給のバランスが崩れて大停電

が起こる可能性も指摘されている。 

 

(2) 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

震災後、菅直人前内閣総理大臣の退陣３条

件の一つとして国民的関心事項となった再生

可能エネルギー特別措置法7は、衆議院におけ

る 20 時間以上に及ぶ審議を経て、本年８月

26 日に成立し、本制度は平成 24 年７月１日

より施行することとなった。 

固定価格買取制度とは、再生可能エネルギ

ーを用いた発電設備の設置者（以下「特定供

給者」という。）が発電した電力を電気事業者

が固定価格で一定期間買い取ることを義務付

け、その買取費用を国民が電気料金に上乗せ

する形で広く薄く負担する制度である。本制

度は、欧州を中心に導入されており、当該発

電設備による発電が担保される限りにおいて

                             
7 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法（平成 23年法律第 108 号） 

安定的な電力の買取りが保証される制度であ

り、市場価格よりも高い買取価格が設定され

ることから導入インセンティブが非常に強く

働くことになり、再生可能エネルギーを急速

に導入させる点において大変優れた制度であ

るといえる。他方、本制度は急速な導入拡大

に伴う国民負担の急増が問題点として指摘さ

れている。 

本制度導入に係る法案審議において、政府

は電気料金の上げ幅につき、kWh 当たり 0.5

円（50 銭）を超えないように運用するとし、

標準家庭（300kWh／月）で毎月 150 円ほど電

気料金が増加する負担水準と説明していた。

国会審議の過程で与野党間の修正協議が行わ

れ、政府当初案から大幅な修正が行われた。

具体的な修正内容としては、①電力多消費型

産業への負担減免（80％以上）、②制度実施当

初３年間の集中期間は特定供給者の利潤に特

に配慮すること、③エネルギー対策特別会計

からの予算措置など、一定の要件を満たす者

に対する負担軽減措置が盛り込まれた一方、

負担減免措置の対象外となる者に対する負担

が過重なものとならないよう財政措置によっ

てこちらも負担軽減を図る内容となっている。

なお、住宅用太陽光発電については、全量買

取よりも余剰買取の方が省エネインセンティ

ブが強く働き、かつ、国民負担の抑制にもな

り、既存制度から新制度への移行にコストが

かかる等の理由で余剰電力買取制度は維持さ

れる見通しである。 

なお、本制度の下では、一度買取対象とな

ればそれ以後固定期間（10年～20年）は固定

価格による買取りが義務付けられるため、新

たに買取対象となった分の負担が加算され続

ける期間が発生する。そこで、国民負担が過

重にならないよう、エネルギー対策特別会計

等、財政措置によって補填する規定が法案の

修正協議で追加されたが、今後どのように執
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行していくのか注目される。 

 

(3) 再生可能エネルギー拡大のポテンシャル 

ア 太陽光発電 

太陽光発電は、光を電気に変換する太陽光

電池を活用した発電方法であり、我が国にお

いては2009年度末時点で累計約263万㎾が導

入されている。太陽光発電は、比較的発電単

価が高いことからこれまでも導入時の補助金

や余剰固定価格買取制度の導入等、普及促進

策は講じられてきた。しかし、依然として我

が国全体の発電電力量に占める太陽光発電の

割合は１％に満たない。住宅用太陽光発電に

ついては、政府の試算によると一般的な家庭

で設置費用が 150～200 万円程度と言われて

おり、固定価格買取制度の導入によって制度

導入から 10～12 年程度で設置費用が回収で

きるとされている。しかし、この試算は太陽

光発電設備が順調に発電を続けたことを念頭

に置いており、耐用年数が 20年程度とされる

太陽光パネルの処理費用や 10年に一度、数十

万円程度の費用がかかるとされる太陽光パネ

ルのパワーコンディショナーの取替費用、天

候条件による発電量の増減、パネルに付着し

た汚れの清掃費用等の諸条件を加味する必要

がある。 

 

太陽光発電の国別導入量 

 

出所：経済産業省「買取制度の概要」 

 

太陽光発電については、住宅の屋根に設置

するほか、工場やビルの屋根及び壁等、様々

な建築物に設置することができ、また、休耕

地などの広大な敷地にパネルを敷き詰めると

いった事例も検討されており、そのポテンシ

ャルは非常に大きいと考えられる。 

 

太陽光発電の最大導入可能量 

 

 

我が国における太陽光発電の最大導入可

能量について、環境省の試算によれば約 1億

4,930 万㎾とされ、ＮＥＤＯ（独立行政法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構）の試

算によれば制約条件によって異なるものの、

約 5,417 万～2 億 184 万㎾とされる。電気事

業者10社の全発電容量が約２億396万㎾であ

ることから、そのポテンシャルの大きさが分

かる。 

他方、休耕地に設置した場合には、その後

少なくとも 20 年程度は当該土地を農地とし

て利用することはできなくなる点に留意する

必要がある。 

  

イ 風力発電 

風力発電は、風力で風車を回転させ、その

回転運動を発電機に伝えることによって電気

を起こす発電方法であり、我が国においては
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2009年度末時点で約219万㎾が導入されてい

る。風力発電は、当該設備の規摸等によって

異なるが、一般的には再生可能エネルギーの

中でも発電コストが安価であると言われてお

り、その設置形態によって陸上と洋上に分類

され、陸上風力の導入ポテンシャルは小さい

と言われている。陸上風力の設置ポテンシャ

ルが小さい理由としては、風力発電特有の①

風況、②低周波、③バードストライク、④自

然景観等が挙げられる。また、風況等がよく

風力発電所の立地に適した地域には、既に導

入が進んでおり、政府は、今後のポテンシャ

ルが大きい洋上風力の技術開発を進めている

が、洋上風力についても①漁業権・水利権、

②台風等の対策、③設置技術の開発等の難し

い課題が残っている。 

風力発電の発電ポテンシャルについては、

陸上と洋上の合計で見ると、東北、関東、九

州地方が大きく、北陸、関西、四国地方など

は小さい。他方、洋上に限って見れば、突出

して関東地方のポテンシャルが大きく東北、

九州、中部地方が続く。陸上では東北及び九

州地方が大きく、北海道、関西地方が後に続

く。 

 

我が国における風力発電導入量の推移 

 

出所：ＮＥＤＯ 

   

 

 

 

風力発電の最大導入可能量 

 

出所：ＮＥＤＯ「再生可能エネルギー技術白書」 

 

ウ 地熱発電 

地熱発電は、地表から地下深部に長年かけ

て浸透した雨水等が地熱によって加熱され、

高温の熱水として蓄えられている地熱貯留層

から、坑井により地上に熱水・蒸気を取り出

し、タービンを回して発電する発電方法であ

る。地熱発電は、再生可能エネルギーの中で

も設備利用率が約 70％と高く、また、天候等

に左右されない安定した電源である。 

我が国は、世界第３位の地熱資源ポテンシ

ャルを保有していると評価されているものの、

地熱発電所の導入量としては世界第８位にと

どまっており、いまだ導入が思うように進ん

でいない。 

 

国別地熱資源量 

 出所：ＮＥＤＯ「再生可能エネルギー技術白書」 

現在、我が国にある地熱発電所は 18 か所
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であり、合計認可出力は約 53万㎾である。な

お、我が国に設置されている地熱発電所全 18

か所のうち、大沼、杉乃井、岳の湯、九重観

光ホテル及び霧島国際ホテルの５か所は自家

用発電設備である。 

 

日本の地熱発電所一覧（18か所） 

名称 認可出力 運転開始日 

松川（岩手） 23,500 ㎾ 昭和41年10月

大岳（大分） 12,500 ㎾ 昭和 42年８月

大沼（秋田） 9,500 ㎾ 昭和 49年６月

鬼首（宮城） 12,500 ㎾ 昭和 50年３月

八丁原（大分） 計 112,000 ㎾ 
①昭和 52 年６月 

②平成２年６月 

葛根田（岩手） 計８万㎾ 
①昭和 53 年５月

②平成８年３月

杉乃井（大分） 1,900 ㎾ 昭和 56年３月

森（北海道） ５万㎾ 昭和57年11月

岳の湯（熊本） 50 ㎾※ 平成３年 10月

上の岱（秋田） 28,800 ㎾ 平成６年３月 

澄川（秋田） ５万㎾ 平成７年３月 

山川（鹿児島） ３万㎾ 平成７年３月 

柳津西山（福島） 65,000 ㎾ 平成７年５月 

大霧（鹿児島） ３万㎾ 平成８年３月 

霧島国際ホテル

（鹿児島） 
220 ㎾ 平成８年３月 

滝上（大分） 25,000 ㎾ 平成８年 11月

九重観光ホテル

（大分） 
990 ㎾ 平成 10年４月

八丈島（東京） 3,300 ㎾ 平成 11年３月

注：八丁原の 2,000 ㎾分及び霧島国際ホテル

については、バイナリー発電設備8である。 

出所：ＮＥＤＯ資料及びＨＰ情報等より当室作成 

                             
8 地熱発電にはフラッシュ方式とバイナリー方式があり、

フラッシュ方式とは、約 200～350℃の蒸気等を利用する

もので 1960 年代から我が国では採用されており、バイナ

リー方式とは、80～150℃の低温の蒸気等を利用する新た

な技術であり、我が国では 2006 年に八丁原発電所で初め

て運転を開始した。 

地熱発電の導入が進まない理由として、①

資源量の確認調査を開始した時点から運転を

開始するまでに約 20 年間もの時間及びコス

トが必要なこと、②温泉事業者との調整が困

難であること等が挙げられる。特に、地熱資

源が有用であると見込まれる地点は温泉資源

にも恵まれていることが多く、温泉事業者と

の調整において、地熱発電を行うことに伴い、

自分の温泉に何らかの影響が出るおそれがあ

るとして地熱発電所の建設に承諾しない事例

が見られ、日本で地熱発電の導入を拡大させ

るためにはこの点につき有効な解決策が必要

となろう。 

 

エ 中小水力発電 

水力発電自体は、我が国のみならず世界的

に古くから採用されてきた発電方法であり、

我が国においても全発電電力量のうち約８％

（2009 年度実績）を水力発電が占めている。

化石燃料と異なり燃料が不要で温室効果ガス

を排出せず、原子力のような高度な技術は必

要とされないため、非常に有力な電源である

が、政府の調査結果によれば我が国における

大規模水力発電（10万㎾以上）の未開発地点

は３地点のみとされており、これ以上飛躍的

に発電量を増強させることは難しいと考えら

れている。 

他方、それ以下の中小水力の未開発地点は

2,700 地点以上（1,000 万㎾以上）に及ぶとさ

れる。太陽光発電や風力発電のように、急激

に大量導入することは難しいが、水力発電は

既に長期にわたり使用されてきた技術である

ことから、後述するコスト等の導入時の課題

がクリアされれば、貴重な電源になると考え

られる。 
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我が国における水力開発ポテンシャル 

 

出所：資源エネルギー庁「包蔵水力」 

 

特に、1,000 ㎾以下の水路等を利用したマ

イクロ水力が注目を集めている。当然の話で

あるが、小さな設備になればなるほど、発電

コストが高くなる傾向があり、最大で１㎾当

たり 30円以上となることもあると言われて

いる。 

今後、マイクロ水力の普及に対する課題と

しては、①地域ごとに異なる使用可能水量及

び落差条件に左右されること、②環境保護の

ため、調査にコストがかかること、③水利権

の取得、④未開発地点が山奥等に多いこと、

⑤スケールメリットを得にくくコストが割高

になること等が挙げられる。今後、政府及び

地方自治体においては、導入時補助金の拡充

や環境影響調査のコスト削減等、中小水力の

普及に対する対策が求められる。 

なお、国土交通省を中心にマイクロ水力発

電の普及を促進するため、政府は以下のよう

な規制緩和及び導入支援策の検討を進めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

小水力発電普及に向けた主な規制緩和策等 

 

 

オ バイオマス発電 

バイオマス発電とは、動植物由来の資源で

あるバイオマス資源を燃焼又はガス化等する

ことによって発電する発電方法である。バイ

オマスといっても木質系、食品系、製紙系な

どその範囲は幅広い。 

また、バイオマス発電にも様々な種類が存

在するが、最新の政府統計が整備されておら

ず、正確にどの程度導入されているのかは分

からない。なお、参考までにＲＰＳ法に基づ

き認定を受けた都道府県別のバイオマス発電

導入量を以下に示す。総発電施設数は 364、

総出力は使用燃料比率換算すると約 210 万㎾

程度である。 

 

バイオマスの分類 

 

出所：経済産業省ＨＰ 
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我が国のバイオマス発電導入量（2010 年度） 

 

 

バイオマス発電については、ごみ発電や林

地残材を利用した発電等、様々な燃料を使用

した発電方法が存在する。再生可能エネルギ

ーの固定価格買取制度は、現在のところ新設

の設備を買取対象とする方向で議論が進んで

いるが、経済産業省は、バイオマス発電設備

については、既設であっても使用する燃料が

新しいものであれば買取対象となるという認

識を示している。 

 

主なバイオマス資源ポテンシャル 

 

出所：経済産業省 エネルギー白書 2010 

 

バイオマスの資源量としては、特に林地残

材のほとんどが未利用であり、そのポテンシ

ャルは大きいと言えるが、再生可能エネルギ

ーとして活用するためには、伐採地からの輸

送コストが高いことを主な理由として活用さ

れてこなかったことを踏まえ、経済的課題を

クリアする必要がある。 

 

Ⅱ 新たなエネルギー・資源開発 

１ メタンハイドレート 

 メタンハイドレートとは、低温高圧の条件

下で水分子にメタン分子（天然ガス）が取り

込まれ、氷状になっている物質である。メタ

ンハイドレートは、日本の排他的経済水域内

等において相当量（平成 18年度には、東部南

海トラフ海域だけで 1.1Tcf 国の天然ガス消

費量換算で約 14年分が確認されている。）が

埋蔵されていることが確認されており、将来

的な国産の天然ガス資源として期待されてい

る。 

 また、我が国では 2001 年７月に経済産業省

が策定した「我が国におけるメタンハイドレ

ート開発計画」に基づき、2018 年までに商業

的産出のための技術開発を進めており、現在

はフェーズ２の３年目である。 

 

我が国におけるメタンハイドレート開発計画 

 

出所：ＪＯＧＭＥＣホームページ 

 

 同計画では、本年度内に海洋産出資源の候

補地を選定し、事前掘削作業等を実施するこ

ととしている。この計画に従い、８月２日、

経済産業省は掘削地点を愛知県の南方沖 70
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～80 ㎞の海底とすることを決めた。静岡県南

方沖 40～50 ㎞の推進 722m の地点も候補にあ

がっていたが、愛知県沖の方が地層が強く、

断層がないためメタンハイドレートの産出に

適していると判断した。 

 

平成 23年度事業計画の概要について 

 
出所：メタンハイドレート資源開発研究コンソーシ

アム資料 

 

２ 海底熱水鉱床等 

 海底熱水鉱床とは、深海底鉱物資源のうち

推進 500～3,000m の海底に分布する多金属硫

化物鉱床のことをいい、主に銅、鉛、亜鉛、

金及び銀等の重金属が沈殿している。我が国

周辺海域における海底熱水鉱床は、分布水域

が 700～1,600m と世界的にも浅く、金及び銀

の品質も高いといわれており、技術的及び経

済的な観点から開発に有利であると期待され

ている。経済産業省は、ＪＯＧＭＥＣを通じ

て昭和 50年代以降、第二白嶺丸等を用いて調

査を進めている。 

 その他、深海底鉱物資源としては水深

4,000～6,000m に埋没しているマンガン団塊

（楕円状の鉄・マンガン酸化物の塊であり、

ニッケル、銅、コバルト等の有用金属が含有

している。）及び海山の斜面等に存在するコバ

ルト・リッチ・クラスト（鉄・マンガン酸化

物であり、マンガン団塊と比べてコバルトの

品位が３倍程度高く、微量の白金を含む。）が

ある。 

 

海底熱水鉱床の開発について

出所：経済産業省資源エネルギー庁 

 

 我が国においては、平成 20年に閣議決定さ

れた「海洋基本計画」に基づき策定された「海

洋エネルギー・鉱物資源開発計画」に従い、

平成 24年度までを第１期として採掘・技術開

発等を実施し、平成 25年度から平成 30年度

を第２期として実証実験の実施等を行うこと

を目標としている。この事業によって海底熱

水鉱床から鉱物資源を商業生産できるように

なれば、資源の安定供給という重要な命題に

対して大きな意味を持つこととなる。 

 

３ レアアース 

(1) レアアースの巨大鉱床 

レアアース（ネオジウム及びイットリウム

など）は半導体製造をはじめ、先端技術を駆

使したものづくりに必須の要素であるが、世

界的に広く分布しているにもかかわらず、中

国の価格戦略により、供給国が限定されてい

る戦略物資である。本年７月 17日、東京大学

等の研究グループが太平洋の海底にレアアー

スの巨大鉱床を発見し、その埋蔵量は陸上で

確認されている量の約 800～1,000 倍に達す

るという。埋蔵場所については、一部米国（ハ

ワイ等）及びフランス（タヒチ等）領も含ま

れるが、その大半が公海であると考えられて

おり、中国に依存してきたレアアース問題が
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解決する可能性が出てきた。 

 他方、レアアースが濃縮されていると見ら

れる泥は、少なくとも水深 3,000m 以上の深海

に位置しており、経済性をクリアした採掘技

術の確立が課題である。 

なお、2012 年、我が国が水深 500～1,000m

前後にあるメタンハイドレートの試掘を行う

ことが予定されており、今回発見されたレア

アースの巨大鉱床が眠る水深はその３倍以上

とされている。 

  

(2) 中国とレアアース 

 2010 年７月以降、中国は自国のレアアース

を枯渇させないことを理由に、レアアースの

輸出制限を実施し続けている。中国のレアア

ース埋蔵量は、世界全体の約３分の１程度と

されているが、安価な人件費等を武器に世界

中に安いレアアースを輸出してきたため、現

状では世界全体のレアアースの輸出量に占め

る中国の割合は約 90％となった。その結果、

中国のレアアース輸出制限によってレアアー

スの高騰が引き起こされている。このような

状況を打開するため、昨年、政府はレアアー

スの使用量を低減する技術開発支援、備蓄、

リサイクル技術の開発促進等の対策に乗り出

しているが、抜本的な解決にはまだ時間を要

することが想定される。先に述べたレアアー

スの巨大鉱床の発見に伴う中国の対応を注視

しつつ、レアアースの安定供給対策を進めて

いくことが望まれている。 

 

おわりに 

 政府は、将来的に原子力に依存しない社会

を目指す方針であり、再稼働の前により慎重

なステップを踏むストレステストの実施を義

務付け、これが結果として全国の原子力発電

所の再稼働を遅らせることとなった。また、

ストレステストが実施されたからと言って原

発立地自治体の首長が再稼働を了承するとは

限らない。このため、被災地以外の西日本に

まで電力供給不足問題が飛び火し、発電電力

量に占める原子力の割合が高い関西電力、四

国電力及び九州電力などは電力需給問題に苦

慮しており、全国的に節電を強いられる状況

になった。また産業界は、電力不足問題を理

由に生産拠点の海外移転を主張している。政

府は、日本のエネルギー政策について早急に

目標（基本計画）を構築するとともに、短期

的な影響が大きい原子力発電所の再稼働問題

に対して一定の道筋をつけることが重要であ

る。 

また、再生可能エネルギーが日本の基幹電

源となるにはまだ課題が多く、10年、20 年単

位の時間もかかると考えられる。さらに、再

生可能エネルギーの普及拡大に係る議論はメ

リットを中心に議論が進んでおり、デメリッ

トについては現時点ではあまり議論されてお

らず、再生可能エネルギー特別措置法の施行

と並行して、この点を見極めた上で実際の施

策を講じていく必要があろう。 

我々は、東日本大震災の発生によって、将

来のエネルギー政策を根本から見直す機会に

直面している。原子力を残すのか否か、残す

とした場合、その割合は従来と比べてどの程

度であるか、原子力の割合が低減するのであ

れば不足分を賄う火力と再生可能エネルギー

の適正な組合せはどの程度であるか。この基

本的な目標を受けて、メタンハイドレートや

シェールガスといった新しい燃料源をどの程

度国として支援していくのかが決まる。 

エネルギー問題は、過去から戦争の引き金

になるほど国家にとっての最重要政策の一つ

であり、エネルギー政策の見直しは、第二次

大戦後、経済大国として現在の地位を築いた

我が国の将来の方向性を決めることにもつな

がる。ただ闇雲に原子力を否定するのではな
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く、多様なエネルギーの可能性を排除せずに

我が国の将来の社会・経済の姿に最も適した

有益な姿を打ち出すこととなるよう、今後の

議論の行方を注視したい。 
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  ・経済産業省資源エネルギー庁『買取制度の概要』（2011） 

  ・衆議院調査局経済産業調査室『エネルギー・資源問題』（2011） 

  ・ＢＰ統計（2009） 

  ・ＪＯＧＭＥＣ『世界の天然ガス埋蔵量の急増』（2011） 

  ・社団法人火力原子力発電技術協会『地熱発電の現状と動向』（2008） 

  ・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構『ＮＥＤＯ再生可能エネルギー技術白書』（2010） 
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新防衛計画の大綱の策定経緯と有識者懇談会方式の課題 

 

衆議院事務局委員部第三課長 

花 島  克 臣 

（前安全保障調査室首席調査員） 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 民主党政権となって初となる防衛計画の大綱が策定された。政権交代後、政府は、十分な検

討を行うために、大綱の策定を１年先送りし、有識者懇談会を設置するなどして大綱を策定し

たが、政府与党の議論が不足しているとの指摘がある。政府与党は、有識者懇談会から報告書

が提出されてから本格的に検討を開始したため、先送りによって得られた時間の大半が、有識

者懇談会の議論に費やされた格好となった。今回の大綱の策定経緯を踏まえ、有識者懇談会方

式の課題を整理する。            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 麻生内閣における見直し 

Ⅱ 鳩山内閣における先送り 

Ⅲ 鳩山内閣における有識者懇談会の開催 

Ⅳ 菅内閣における大綱の策定 

Ⅴ 与党における議論等 

Ⅵ 有識者懇談会方式の課題 

 

はじめに 

 防衛計画の大綱（以下「大綱」という。）と

は、我が国の安全保障の基本方針、防衛力の

意義や役割、さらには、これらに基づく、自

衛隊の具体的な体制、主要装備の整備目標の

水準といった今後の防衛力の基本的指針を示

すものである1。 

平成 22年 12 月 17 日、民主党を中心とする

連立政権に交代後初となる「平成 23年度以降

に係る防衛計画の大綱」が策定された。大綱

は、昭和 51年に「昭和 52年度以降に係る防

衛計画の大綱」が初めて策定されて以降、「平

成８年度以降に係る防衛計画の大綱」、「平成

                             
1 防衛省『平成22年版 防衛白書』116頁 

17年度以降に係る防衛計画の大綱」と策定（見

直し）が行われ、今回が４回目の策定となる。 

大綱の見直し作業について政府は、有識者

懇談会から幅広く意見を聴取した後、その意

見を参考にしながら政府で検討し、最終的に、

安全保障会議の決定を経て、閣議決定するも

のとしている2。 

麻生内閣は、平成 21年中に大綱を策定する

予定であったが、有識者懇談会から報告書を

受け取った後に政権交代が生じた。新たに発

足した鳩山内閣は、大綱策定を１年先送りし、

前政権と人選が異なる新たな有識者懇談会を

改めて設置し直した。そして、有識者懇談会

から報告書を受け取った菅内閣は、安全保障

会議を開催し、大綱を策定した（図１参照）。 

本稿では、政権交代を挟んで策定された大

綱の策定経緯を振り返るとともに、有識者懇

談会方式の課題を整理する。 

 

                             
2 第174回国会衆議院安全保障委員会議録第２号20頁（平2

2.3.11）松野内閣官房副長官答弁 
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（図１）平成 23 年度以降に係る防衛計画の大綱の策定経緯 

 内閣 政府 与党その他 

麻生内閣

 

 

 

 

有識者懇談会 

 1. 7 設置 

 

 

8. 4 報告書提出 

 

 

6. 9 自民党提言 

7.21 衆議院解散 

8.30 衆議院総選挙 

平成 21年 

 

10.16 先送り決定 

12.17「平成 22 年度の防衛力整備等につ

いて」決定 

鳩山内閣

 

 

 

 

 

 

9.16 鳩山内閣発足 

 

 

 

 

 

5.28社民党連立内閣離

脱 

有識者懇談会 

2.16 設置 

 

 

 

8.27 報告書提出 

6. 8 菅内閣発足 

6.14 自民党提言 

7.11 参議院通常選挙 

平成 22年 

菅内閣 

 

 

 

 

安全保障会議 

9.14 検討開始 

 

 

12.17「平成 23 年度以降に係る防衛計画

の大綱」決定 

 

 

11.30 民主党提言 

12. 6 菅内閣総理大臣・

福島社民党党首

会談 

（出所）筆者作成 

 

Ⅰ 麻生内閣における見直し 

１ 見直しの経緯 

大綱の見直しに関して、前大綱である「平

成 17年度以降に係る防衛計画の大綱3」（平成

16 年 12 月 10 日閣議決定）には、「この大綱

に定める防衛力の在り方は、おおむね 10年後

までを念頭においたものであるが、５年後又

は情勢に重要な変化が生じた場合には、その

時点における安全保障環境、技術水準の動向

等を勘案し検討を行い、必要な修正を行う。」

                             
3 防衛省＜http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/g

uideline/2005/taiko.pdf＞（last access 2011.4.20） 

とされていた。 

 

２ 有識者懇談会の設置 

麻生内閣は、平成 21年末が大綱が策定され

て５年後に当たることから、これを契機に、

我が国の安全保障と防衛力の在り方について

総合的な検討を行う必要があると考えた4。こ

のため、政府は、１月７日に、安全保障と防

衛力の在り方に関係する分野等の有識者を委

員として、これに加え同分野に関する行政実

務上の知験を有する者を専門委員として参集

                             
4 官房長官記者発表（平21.1.8）＜http://www.kantei.g

o.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2009/01/08_a.html＞（la

st access 2011.4.20） 



 

232  RESEARCH BUREAU 論究（第８号）（2011.12） 

調  査 

を求め、意見を聴取することを目的として、

「安全保障と防衛力に関する懇談会」を設置

した5。 

（委員） 

座長：勝俣恒久 東京電力株式会社会長 

青木節子 慶應義塾大学総合政策学部教授 

植木(川勝）千可子 早稲田大学大学院アジア

太平洋研究科教授 

北岡伸一 東京大学大学院法学政治学研究科

教授 

田中明彦 東京大学大学院情報学環教授 

中西寛 京都大学公共政策大学院教授 

（専門委員） 

加藤良三 日本プロフェッショナル野球組織

コミッショナー（前駐米大使） 

佐藤謙 財団法人世界平和研究所副会長（元

防衛事務次官） 

竹河内捷次 株式会社日本航空インターナシ

ョナル常勤顧問（元防衛庁統合

幕僚会議議長） 

 

３ 麻生内閣の意向 

 平成 21年１月９日、第１回の懇談会が開催

された。会議の冒頭、麻生内閣総理大臣は、

平成16年に大綱が決定されてから４年が経過

し、①国際平和活動が自衛隊の本来任務化さ

れ、イラクやインド洋での実績を積んできた

こと、②日本周辺の状況については、様々な

問題がある一方で、中国など各国との協力関

係が強化されていること、③防衛省改革につ

いて、防衛政策及び統合運用の機能強化、防

衛力整備の一元化や、調達の見直しが必要と

なっていること等を踏まえ、今後の国際情勢

を見通し、安全保障戦略と防衛力の役割につ

いて、活発な議論を行い、今後の防衛構想と

                             
5 内閣総理大臣決裁「安全保障と防衛力に関する懇談会の

開催について」（平21.1.7）＜http://www.kantei.go.jp/

jp/singi/ampobouei2/konkyo.pdf＞（last access 2011.

4.20） 

防衛力の在り方に関する指針を提示してもら

いたいと発言した。また、河村内閣官房長官

は、今後、月２回程度のペースで当懇談会を

開催し、本年６月頃には報告書を取りまとめ、

内閣総理大臣に提出願いたいと要望した。そ

して、報告書が提出された後は、政府として

その提言をしっかりと受け止め、本年末まで

に予定されている大綱の見直しに関する作業

に取り組んでいきたいと発言した6。 

 なお、当時の政治状況は、前回の衆議院議

員総選挙（平成 17年９月実施）から３年以上

が経過していたため、衆議院の解散日程が、

大きな関心事項となっていた。 

 

４ 中期防衛力整備計画の策定 

政府は、大綱に定める防衛力を実現させる

に当たり、装備品の研究開発や導入などは短

期間にできないことを踏まえ、昭和61年度以

降、５年間を対象期間とする中期防衛力整備

計画を策定し、これに基づき各年度の防衛力

整備を行っている7。 

平成 21 年は、中期防衛力整備計画（平成

17年度～21年度）の最終年でもあった。麻生

内閣は、次期中期防衛力整備計画の策定は、

その前提となる大綱の見直しに併せて、年内

に策定することを予定していた8。 

 

５ 有識者懇談会の開催 

有識者懇談会は、５月 29日（第 10回）に

主要な議論を終え、８月４日（第 11回）の会

合で報告書9を麻生内閣総理大臣に提出した。

                             
6 「安全保障と防衛力に関する懇談会」（第１回）懇談会

終了後の記者ブリーフ要旨（平21.1.9）＜http://www.ka

ntei.go.jp/jp/singi/ampobouei2/dai1/brief.pdf＞（la

st access 2011.4.20）、防衛省『平成21年版 防衛白書』

130頁  
7 防衛省『平成22年版 防衛白書』131頁 
8 防衛省『平成21年版 防衛白書』132頁 
9 「安全保障と防衛力に関する懇談会」報告書（2009年8

月）＜http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ampobouei2/0

90928houkoku_j.pdf＞（last access 2011.4.20） 
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有識者懇談会の開催実績は、次のとおりであ

る。 

 

（図２）「安全保障と防衛力に関する懇談会」

の開催実績 

回 数 開催日 議 題 

第１回 21.1. 9 これまでの防衛計画の大綱

の考え方 

第２回 21.1.26 国際安全保障環境 

第３回 21.2.12 国際社会の課題と対応 

第４回 21.2.24 情報と意思決定 

第５回 21.3. 3 ①日米同盟に関する諸問題

②国際平和協力法（ＰＫＯ

法）に基づく活動 

第６回 21.3.26 防衛力を支える基盤（１）

（防衛産業・技術基盤につ

いて） 

第７回 21.4. 9 防衛力を支える基盤（２）

（自衛隊の基地等と地方自

治体について） 

第８回 21.4.24 「自衛隊の将来体制につい

て（１）」及び「日本の財政

と防衛力の整備」 

第９回 21.5.15 自衛隊の将来体制について

（２） 

第 10回 21.5.29 これまでの議論の論点につ

いての全般的な整理 

第 11回 21.8. 4 総理への報告書提出 

※上記 11 回の懇談会とは別に、勉強会を 12

回開催した。  

（出所）報告書 58、59頁を基に作成 

 

６ 有識者懇談会の報告書 

(1) 報告書の概要、評価 

報告書では、防衛力の在り方について、存

在による抑止に加え運用による抑止の重視、

離島・島嶼の安全確保の必要性などが指摘さ

れたほか、専守防衛を今日的視点から検証す

る必要性、集団的自衛権の解釈の見直し、敵

基地攻撃能力保有の検討、武器輸出三原則等

の緩和、ＰＫＯ参加五原則の見直し、官邸機

能の強化等が提起された。 

報告書の提言内容について各紙社説は、憲

法解釈の変更等を含む防衛政策の転換を問題

視する立場10と、今日の安全保障環境を踏ま

え、提言内容を大綱に反映させるべきとの立

場11に分かれた。 

 

(2) 衆議院解散中の報告書提出 

有識者懇談会が報告書を提出した８月４日

は、衆議院が７月 21日に解散され、既に選挙

戦が始まっており、内容以前に提出のタイミ

ングの悪さが目立つとの指摘があった12。 

報告書を受け取った麻生内閣総理大臣は、

「日本を守る、国民を守ることは政府の重要

な責任だ。」としたが、鳩山民主党代表は、「自

民党政権で人選が行われ提案がなされたもの。

政権を取った暁には我々の視点で見直しをし

なければならない。」との考えを示した13。こ

のため、８月30日の投開票を前にして提出さ

れた報告書は、政権交代が起きた場合、どの

程度大綱に反映されるか不透明な状態であり

14、場合によっては大綱の策定自体が先送り

され、報告書が宙に浮く可能性も指摘された15。 

 

Ⅱ 鳩山内閣における先送り 

１ 鳩山内閣発足 

 ８月30日に行われた衆議院議員総選挙の結

果、民主党は大幅に議席を伸ばし、自民党と

公明党の連立与党は大幅に議席を減らした。

９月 16日に鳩山内閣が発足し、自民党と公明

党の連立政権から、民主党、社民党及び国民

新党からなる連立政権へと政権交代した。 

 

２ 北澤防衛大臣の当初の意向 

新たに就任した北澤防衛大臣は、９月 17

日の会見で大綱について、来年度予算の概算

                             
10 『朝日新聞』『毎日新聞』『東京新聞』（平21.8.5） 
11 『読売新聞』『日本経済新聞』『産経新聞』（平21.8.5） 
12 『毎日新聞』夕刊（平21.8.4） 
13 『朝日新聞』（平21.8.5） 
14 『日本経済新聞』夕刊『読売新聞』夕刊『毎日新聞』夕

刊（平21.8.4） 
15 『朝日新聞』夕刊（平21.8.4）  
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要求との関係もあり、「防衛省とすれば、『従

来どおりの日程の中で準備だけはしておきま

しょう』とこういうことです。」と述べ、年内

に策定する意欲を示した。また、有識者懇談

会を再設置せずに策定作業を進めるのかとの

問いに対し、「時間的にも制約があると思いま

すので、基本的にはそういうことです。従っ

て、私は全否定するわけではないが、知恵を

拝借できるものは、十分拝借していきたいと

思っています。」とも述べた16。 

 

３ 先送りの決定 

 10 月 10 日以降、新聞各紙で、政府が大綱

見直しを来年末まで１年先送りする方針を固

めたとする報道が相次いでなされた。北澤防

衛大臣は、「先延ばしは選択肢にない」とした

が、平野内閣官房長官が、「１年間先送りし、

しっかりと検討すべきだ」との意向を伝えた

とされている17。北澤防衛大臣は 10 月 13 日

の会見で、「重要な課題ですから、しっかり議

論をするということです。しかしながら、一

方で予算がありますから、予算は何を基準に

してやるかということになれば、一定の方向

性は出さなければいけません。」と述べ18、新

大綱と中期防衛力整備計画が策定されない場

合、予算編成の基準となるものが必要となる

見解を示した。 

10 月 16 日、政府は、大綱見直しの先送り

を決定した。平野内閣官房長官からは、「政権

交代という歴史的な転換を経て新政権として

この課題に真剣に取り組む必要」があるとし、

「新たに有識者会議を設置をし、幅広くご議

論を頂戴をし、この有識者会議の意見を参考

                             
16 防衛大臣記者会見（平21.9.17）＜http://www.mod.go.j

p/j/press/kisha/2009/09/17.html＞（last access 2011.

4.20） 
17 『朝日新聞』夕刊（平21.10.10） 
18 防衛大臣記者会見（平21.10.13）＜http://www.mod.go.

jp/j/press/kisha/2009/10/13.html＞（last access 201

1.4.20） 

としながら防衛大綱の見直しにつきしっかり

と検討することが適当である。」と発表された。

そして、「大綱の見直し及び現行の中期防以降

の中期的な防衛力整備計画については本年内

ということではなく平成22年内に結論を得る」

と発表された19。 

 これにより、平成 22年度は、中期防衛力整

備計画が昭和 61年度に始まって以来、初めて

空白が生じることとなるが、北澤防衛大臣は、

10 月 16 日の会見で、年内に来年度予算編成

の指針となるようなものが決定されることを

明らかにした20。 

 

４ 平成 22年度の防衛力整備等について 

12 月 17 日、政府は、「平成 22 年度の防衛

力整備等について21」を安全保障会議決定及

び閣議決定した。その内容は、①大綱の見直

しは平成 22年中に結論を得ること、②次期中

期防衛力整備計画は大綱の見直しの結論を踏

まえて策定すること、③「平成 22年度の防衛

予算の編成の準拠となる方針」を定め、中期

防衛力整備計画がない中での来年度予算の編

成は、平成 17年度以降に係る防衛計画の大綱

の考え方に基づき防衛力を整備することとさ

れた。 

 

Ⅲ 鳩山内閣における有識者懇談会の開催 

１ 有識者懇談会の設置 

 鳩山内閣は、平成 22年２月 16日、大綱の

見直しの検討に資するため、「新たな時代の安

全保障と防衛力に関する懇談会」を設置した22。 

                             
19 官房長官記者発表（平21.10.16）＜http://www.kantei.

go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2009/10/16_p.html＞（l

ast access 2011.4.20） 
20 防衛大臣記者会見（平21.10.16）＜http://www.mod.go.

jp/j/press/kisha/2009/10/16b.html＞（last access 20

11.4.20） 
21 防衛省＜http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/gu

ideline/2010seibi.pdf＞（last access 2011.4.20） 
22 内閣総理大臣決裁「新たな時代の安全保障と防衛力に関

する懇談会の開催について」（平22.2.16） 
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（委員） 

座長：佐藤茂雄 京阪電気鉄道株式会社代表

取締役ＣＥＯ取締役会議長 

座長代理：白石隆 独立行政法人日本貿易振

興機構アジア経済研究所

所長 

岩間陽子 政策研究大学院大学教授 

添谷芳秀 慶應義塾大学法学部教授 

中西寛 京都大学大学院法学研究科教授 

広瀬崇子 専修大学法学部教授 

松田康博 東京大学東洋文化研究所准教授 

山本正 財団法人日本国際交流センター理事

長 

（専門委員） 

伊藤康成 三井住友海上火災保険株式会社顧

問（元防衛事務次官） 

加藤良三 日本プロフェッショナル野球組織

コミッショナー（前駐米大使） 

齋藤隆 株式会社日立製作所特別顧問（前防

衛省統合幕僚長） 

 

 有識者懇談会の委員数は、麻生内閣時の９

人から 11人に増員された。また、中西寛氏と

加藤良三氏は、麻生内閣時の委員でもあった。

座長については、前政権下では日本経団連の

副会長経験者から選ばれていたが、経団連と

の関係が薄い民主党政権では人選が難航し、

平野内閣官房長官が直接要請したとされてい

る23。 

 委員の人選について、防衛省政策会議では、

議員側から、①新たな安全保障環境に精通し

た方が入っていない、②アジアに対する高い

見識を持つ方をより多く入れるべきとの指摘

がなされた。これに対し政府側から、①人選

は政務レベルで様々な検討をした上で総理大

臣が決定した、②４名はアジア地域を研究対

                             
23 『朝日新聞』『毎日新聞』夕刊（平22.2.13）『読売新聞』

『産経新聞』（平22.2.19） 

象としているとの説明があった24。また、新

聞各紙では、民主党のアジア重視や国連重視

を反映したとする指摘があった25。他方、当

時の内閣官房副長官であった松井孝治参議院

議員は、政権交代後、普天間飛行場移設問題

をめぐり日米関係が揺らいだまま大綱を策定

することに危機感を抱き、対米関係を重視し

て選定したとしている26。 

 

２ 有識者懇談会の開催 

 ２月 18日、第１回の有識者懇談会が開催さ

れた。会議の冒頭、鳩山内閣総理大臣は、防

衛体制の見直しについては、継続と変化の両

方が必要であるとし、タブーのない議論を要

請した27。そして、日米同盟の深化、国連平

和活動や災害救援活動、テロ対策といった国

際平和のための取組への対処といった問題が

あることを指摘し、懇談会において様々な角

度から中長期的な視野で検討願いたいと述べ

た28。 

有識者懇談会は、５月までに月２回のペー

スで８回開催された。鳩山内閣総理大臣は、

普天間飛行場移設問題と政治とカネの問題か

ら６月２日に辞意を表明した29。８日、菅内

閣が発足し、北澤防衛大臣は再任された。懇

談会は、８月 27日、第９回の会合を開催し、

報告書30を菅内閣総理大臣に提出した。懇談

会の開催実績は、次のとおりである。 

                             
24 防衛省政策会議議事要旨（平22.2.26）＜http://www.mo

d.go.jp/j/approach/agenda/meeting/seisakukaigi/pdf/

08/gijiyoushi.pdf＞（last access 2011.4.20） 
25 『朝日新聞』（平22.2.25）『東京新聞』（平22.2.17）『読

売新聞』（平22.2.19） 
26 『毎日新聞』（平22.12.4） 
27 『読売新聞』『朝日新聞』『毎日新聞』『東京新聞』『日本

経済新聞』『産経新聞』（平22.2.19） 
28 防衛省『平成22年版 防衛白書』134頁 
29 『朝日新聞』夕刊（平 22.6.2） 
30 「新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構

想－「平和創造国家」を目指して－」（2010年8月）＜htt

p://www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/ho

ukokusyo.pdf＞（last access 2011.4.20）
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（図３）「新たな時代の安全保障と防衛力に関

する懇談会」の開催実績 

回数 開催日 議題 

第１回 22.2.18 これまでの防衛計画の大綱

の考え方 

第２回 22.2.24 周辺諸国の軍事動向 

第３回 22.3. 9 国際社会の課題と日本の対

応 

第４回 22.3.17 米国の安全保障戦略と日米

同盟 

第５回 22.4. 8 防衛力を支える基盤（①防

衛生産・技術基盤、②人的

基盤） 

第６回 22.4.27 「自衛隊の将来体制」及び

「財政事情」 

第７回 22.5.12 情報と情報保全（サイバー

攻撃対処を含む。） 

第８回 22.5.28 これまでの議論の論点につ

いての全般的な整理 

第９回 22.8.27 報告書の取りまとめ及び総

理への提出 

※上記９回の懇談会とは別に、勉強会を 14

回開催した。  

（出所）報告書 49頁を基に作成 

 

３ 有識者懇談会の報告書 

(1) 報告書の概要、評価 

報告書では、防衛力の在り方について、運

用による抑止を重視し基盤的防衛力構想31を

継承しないこと、離島・島嶼の安全確保の必

要性などが指摘されたほか、非核三原則の見

直し、集団的自衛権の解釈の見直し、武器輸

出三原則等の緩和、ＰＫＯ参加五原則の見直

し、官邸機能の強化等が提起された。 

 報告書の提言内容については、集団的自衛

権の行使など前政権時代の問題意識をほぼそ

のまま受け継ぎ32、内容も似通っている33との

指摘があった。また、「民主党の立場とは、異

                             
31 基盤的防衛力構想とは、我が国に対する軍事的脅威に直

接対抗するよりも、自らが力の空白となって我が国周辺地

域の不安定要因とならないよう、独立国として必要最小限

の基盤的な防衛力を保有するという考え方。防衛省『平成

22年版 防衛白書』118頁 
32 『朝日新聞』（平22.8.28） 
33 『毎日新聞』（平22.8.28） 

なる提言が少なくないが、この報告書をまと

めたのは鳩山前政権下で選ばれたメンバーだ。

34」、「民主党政権が人選した有識者懇談会が、

昨年の自民党政権下の懇談会と同様の提言を

した意味は大きい。35」とし、民主党政権下

で人選された有識者懇談会の意義を指摘する

ものがあった。なお、各紙社説が、防衛政策

の転換を問題視する立場36と、提言内容を大

綱に反映させるべきとの立場37に分かれたこ

とは、前年と同様であった。 

 

(2) 政府における報告書の位置付け 

７月下旬、報告書の原案が新聞各紙で報道

された38。菅内閣総理大臣は、参議院予算委

員会で福島社民党党首の質問に対し、まだ有

識者懇談会からの報告はないとしながらも、

集団的自衛権の憲法解釈を変える予定はない

こと、武器輸出三原則等の考え方を堅持する

ことを表明した39。また、北澤防衛大臣は会

見で、「安防懇から色々な意見が出るのは、広

い意見を集めることだから、どういう内容が

取りまとめられるかは自由」としつつ、政府

の立場として「『非核三原則を変更する』なん

ていうことはあり得ない話」とした40。 

報告書を受け取った菅内閣総理大臣は、「検

討材料の一つ41」とし、北澤防衛大臣も同様

                             
34 『日本経済新聞』（平22.8.28） 
35 『読売新聞』（平22.8.28） 
36 『朝日新聞』『毎日新聞』『東京新聞』（平22.8.28） 
37 『読売新聞』『日本経済新聞』『産経新聞』（平22.8.28） 
38 『朝日新聞』（平22.7.27）、『毎日新聞』（平22.7.28） 
39 第175回国会参議院予算委員会会議録第２号42頁（平22.

8.5）菅内閣総理大臣答弁 

また、８月９日の長崎での会見では、非核三原則の法制

化の検討を表明した。菅総理（代表）会見（平22.8.9）＜

http://www.dpj.or.jp/news/?num=18710＞（last access 

2011.4.20） 
40 防衛大臣記者会見（平22.7.30）＜http://www.mod.go.j

p/j/press/kisha/2010/07/30.html＞（last access 2011.

4.20） 
41 『日本経済新聞』（平22.8.28）、第176回参議院会議録第

３号20頁（平22.10.8）菅内閣総理大臣答弁 
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に述べるにとどまった42。さらに、防衛白書

においては、「この報告書も検討材料の一つと

しつつ43」大綱の見直しが進められるとし、

一層慎重な表現にとどまった（下線は筆者）。 

 

Ⅳ 菅内閣における大綱の策定 

１ 安全保障会議の開催 

 安全保障会議は、国防に関する重要事項及

び重大緊急事態への対処に関する重要事項を

審議する機関として内閣に置かれ44、内閣総

理大臣を議長とし、総務大臣、外務大臣、財

務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛

大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員

長から構成されている45。そして、内閣総理

大臣は、防衛計画の大綱について、安全保障

会議に諮らなければならないとされている46。 

有識者懇談会が報告書を提出後、大綱策定

に向けた安全保障会議が９月14日から開始さ

れた。「平成 23年度以降に係る防衛計画の大

綱47」及び「中期防衛力整備計画（平成 23年

度～27 年度）48」が決定された 12 月 17 日ま

での安全保障会議の開催実績は、次のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
42 第176回国会衆議院安全保障委員会議録第１号２頁（平2

2.10.19）北澤防衛大臣 
43 防衛省『平成22年版 防衛白書』135頁 
44 安全保障会議設置法第１条 
45 安全保障会議設置法第４条、第５条 
46 安全保障会議設置法第２条第１項第２号 
47 防衛省＜http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/gu

ideline/2011/taikou.pdf＞（last access 2011.4.20） 
48 防衛省＜http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/gu

ideline/2011/chuuki.pdf＞（last access 2011.4.20） 

（図４）安全保障会議の開催実績 

回数 開催日 主な検討内容 

第１回 22. 9.14 防衛計画の大綱の見直し

等に関する検討の進め方 

第２回 22.10. 1 新たな安全保障環境等 

第３回 22.10.19 我が国の安全保障の基本

方針 

第４回 22.11. 5 防衛力の役割等 

第５回 22.11.16 防衛生産・技術基盤等 

第６回 22.11.30 論点整理 

第７回 22.12.10 平成 23 年度以降に係る防

衛計画の大綱について 

第８回 22.12.14 平成 23 年度以降に係る防

衛計画の大綱、平成 23 年

度以降の中期防衛力整備

計画について 

第９回 22.12.17 「平成 23 年度以降に係る

防衛計画の大綱」及び「中

期防衛力整備計画（平成

23年度～27年度）」決定 

（出所）首相官邸ホームページ「官房長官記者発表」

を基に作成 

 

２ 関係閣僚会合の開催 

 安全保障会議とは別に、内閣官房長官、防

衛大臣、外務大臣、財務大臣の４大臣からな

る関係閣僚会合が、10 月から 12 月にかけて

７回開かれた49。北澤防衛大臣は、関係閣僚

会合において大臣同士で議論して大綱を策定

したことが特徴的であったとし、「政治主導の

大綱のスタート」としている50。また、長島

昭久前防衛大臣政務官も、４大臣による政治

家同士の議論を重ねて大綱が策定されたこと

について、政治主導が貫徹されたとしている51。 

 

３ 大綱の概要、評価 

 大綱では、今後の防衛力について、基盤的

防衛力構想によることなく動的防衛力を構築

することのほか、専守防衛、非核三原則の堅

                             
49 『朝日新聞』（平22.12.18） 
50 第177回国会衆議院予算委員会第一分科会議録第１号19

頁（平23.2.25）北澤防衛大臣答弁 
51 長島昭久「政治主導で激変対応」『毎日新聞』（平23.1.7）、

長島昭久「これが、生き抜くための現実解だ」『中央公論

 2011年３月号』中央公論新社（平23.2）158頁 
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持、南西地域も含めた防衛体制の充実、ＰＫ

Ｏ参加五原則の見直しの検討、官邸機能の強

化等が示された。また、武器輸出三原則等の

緩和については明記されなかったものの、国

際的な環境変化に対応するための方策につい

て検討することとされた。そして、大綱に定

める防衛力の在り方は、おおむね 10年後まで

を念頭に置き、情勢に重要な変化が生じた場

合には、必要な修正を行うこととされた。 

 新聞各紙の報道では、個々の論点について

賛否両論の指摘があったほか、有識者懇談会

の「報告書をほぼ踏襲52」、「自民路線を踏襲53」

との指摘もあった。 

 

Ⅴ 与党における議論等 

１ 民主党 

(1) 経緯 

民主党は、外交・安全保障調査会において、

まず役員会で、平成 22年 10 月 19日から議論

を開始した54。11 月 24 日に、初めて党所属の

全議員が参加できる総会が開かれた。役員側

の案に対し、特に武器輸出三原則等の見直し

について異論が続出したが55、11 月 29 日の総

会で武器輸出三原則等の緩和等を内容とする

提言案が了承された56。この間、外交・安全

保障調査会の役員会は７回、総会は４回開催

され57、11 月 30 日の政策調査会役員会におい

                             
52 『読売新聞』夕刊（平22.12.17） 
53 『朝日新聞』夕刊（平22.12.17） 
54 滝田賢治「安保懇報告書と防衛力としての外交力」『外

交Vol.５』外務省（平23.1）129頁、飯塚恵子「防衛大綱

見直し 対中シフトは必須 政権は大局観を」『ＷＥＤＧ

Ｅ 2010年12月号』株式会社ウェッジ（平22.11）10頁 
55 『朝日新聞』『毎日新聞』『東京新聞』『産経新聞』（平22.

11.25） 
56 平成22年11月30日付新聞各紙報道。なお、党ホームペー

ジには、「民主党外交・安全保障調査会（会長・中川正春

衆院議員）は30日、会合を開き、防衛計画の大綱の見直し

にあたり、民主党の基本姿勢を取りまとめた。」とある。

＜http://www.dpj.or.jp/article/100092＞（last acces

s 2011.11.8） 
57 防衛省＜http://www.mod.go.jp/j/approach/hyouka/se

isaku/results/22/cyukan/sankou/22tyuukan-01-3boueir

yku.pdf＞（last access 2011.4.20） 

て、提言案は原案通りに了承された58。 

 

(2) 評価 

６月に菅代表が就任し、廃止されていた政

策調査会が復活したとはいえ、党外交・安全

保障調査会が本格的に議論を始めたのは 11

月 24 日の総会からであった。そして 29日に

大綱への提言を了承するまで、わずか４回の

スピード決着59であったとし、党内における

議論の不足が指摘された60。 

 

２ 菅内閣総理大臣と福島社民党党首との会

談 

(1) 経緯 

社民党は、平成 22年５月 28日に普天間飛

行場移設問題で連立内閣を離脱した。その後、

補正予算に賛成するなど、政権に一部協力的

な対応を続けていたが、12月２日の党常任幹

事会で福島党首は、菅内閣が武器輸出三原則

等を緩和した場合、来年度予算を含め距離を

置かざるを得ないとの考えを明らかにした61。

７月の参議院通常選挙の結果によるねじれ国

会において、法案の衆議院再可決に必要な３

分の２以上の議席確保には、社民党の協力が

必要なことから、菅内閣総理大臣は、12月６

日に福島党首と会談した62。会談後の記者会

見において菅内閣総理大臣は、武器輸出三原

則等の堅持を求めた社民党と意見交換を始め

るように指示したことを明らかにし63、新大

綱での明記が見送られることとなった64。 

                             
58 『産経新聞』（平22.12.1） 
59 「政治の関与足りず 実行に不安」『毎日新聞』（平23.1.

11） 

60 『東京新聞』夕刊（平22.12.17） 

61 『読売新聞』夕刊、『毎日新聞』夕刊、『東京新聞』夕刊

（平22.12.2） 
62 平成22年12月６日～８日付の新聞各紙報道 
63 菅内閣総理大臣記者会見（平22.12.6）＜http://www.ka

ntei.go.jp/jp/kan/statement/201012/06kaiken.html＞

（last access 2011.4.20） 
64 前掲注62 
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新大綱での武器輸出三原則等の緩和の明記

に積極的だった北澤防衛大臣は、翌７日の記

者会見で、「国会を乗り切っていくためには、

数が揃わなければならない」、「せっかく成し

遂げた政権交代をおろそかにするような事は

いたしません」と述べ65、緩和の明記にこだ

わらない姿勢を初めて示した66。 

 

(2) 評価 

福島社民党党首との会談により、武器輸出

三原則等の緩和の明記が見送られたことにつ

いて、新聞各紙は、「衆院３分の２へ平身低頭

67」、「政局に譲歩68」、「安保より国会対策69」、

「安保構想より政権運営70」、「数合わせで国

益害するな71」、「この経緯には強い違和感を

感じる72」と指摘した。 

 

３ 自民党 

麻生内閣当時、自民党は、有識者懇談会が

報告書を提出するのに先立ち、平成21年６月

９日に、「提言・新防衛計画の大綱について－

国家の平和・独立と国民の安全・安心確保の

更なる進展－」を発表した73。また、政権交

代後も、平成 22年６月 14日に提言を発表し

た74。 

 

                             
65 防衛大臣記者会見（平22.12.7）＜http://www.mod.go.j

p/j/press/kisha/2010/12/07.html＞（last access 2011.

4.20） 
66 『朝日新聞』夕刊（平22.12.7）、『読売新聞』（平22.12.

8）  
67 『日本経済新聞』（平22.12.7） 
68 『朝日新聞』（平22.12.8） 
69 『東京新聞』（平22.12.8） 
70 「転機の大綱」『読売新聞』（平22.12.18） 
71 『産経新聞』（平22.12.8） 
72 『毎日新聞』（平22.12.18） 
73 自由民主党＜http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/ 

2009/seisaku-012.html＞（last access 2011.4.20） 
74 自由民主党「提言・新防衛計画の大綱について－国家の

平和・独立と国民の安全・安心確保の更なる進展－」＜h

ttp://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2010/seisaku-017.h

tml＞（last access 2011.4.20） 

Ⅵ 有識者懇談会方式の課題 

 政府は、大綱の策定について、「新しい政府

として十分な検討を行う必要があることから、

平成 22年中に結論を得ること75」とし１年先

送りした。しかし、政府が安全保障会議を開

催し、本格的に検討を開始したのは、有識者

懇談会が報告書を提出してからの約３か月間

で９回のみであった。先送りにより時間が十

分あったにもかかわらず、その大半が有識者

懇談会での議論に費やされた格好となった。 

今回の大綱の策定経緯を踏まえ、有識者懇

談会方式の課題を整理する。 

 

１ 意義 

政権交代後、政治主導を掲げる政府は、各

種の有識者懇談会等を廃止した76。しかし、

大綱の策定に関しては、策定を先送りした時

点で既に有識者懇談会の設置が表明され77、

策定方法は見直されなかった。 

政権交代を挟んで設置された二つの有識者

懇談会が同趣旨の報告書をまとめたこと78、

また、政府が報告書を「検討材料の一つ」と

して扱い79、大臣同士の議論による政治主導

で大綱を策定したとしていること80等を踏ま

えると、改めて有識者懇談会を設置する必要

があったのか、検証する必要がある。 

二つの有識者懇談会により同趣旨の報告書

がまとめられたことについては、日本の安全

保障政策の論点は既にほぼ出尽くし、後は政

治の決断であるとする指摘がある81。 

                             
75 「平成22年度の防衛力整備等について」＜http://www.m

od.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2010seibi.pdf

＞（last access 2011.4.20） 
76 官房長官記者発表（平21.11.17）＜http://www.kantei.

go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2009/11/17_a.html＞（l

ast access 2011.4.20） 
77 前掲注19 
78 前掲注32,33 
79 前掲注41-43 
80 前掲注50,51 
81 宮家邦彦「変わらぬ議論、決めない政治」『産経新聞』（平
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２ 在り方 

これまで有識者懇談会は、政府が検討を開

始するためのたたき台を作成する役割として

活用されてきた。このため、政府は、有識者

懇談会の報告書の提出を待って、本格的な検

討に入り、また、有識者懇談会は、報告書提

出後は再び開催されることはなかった。 

政権交代後の有識者懇談会自身が、「過去三

回と同様、今回も内閣総理大臣が有識者を集

めて懇談会を開催し、政府の検討の出発点と

する方式を採用」したとし、「防衛大綱のよう

な重要な政府の方針は、情勢の変化に照らし、

継続的に見直しを加える作業が必要であり、

従来の有識者懇談会方式から決別すべき」と

している。そして、「内閣官房のような組織に

おいて、有識者会議を常設して対話を行いつ

つ、防衛大綱・中期防の進行管理の作業を行

うことも一案」としている82。 

有識者懇談会が果たしてきた役割を検証し、

今後の在り方を検討する必要がある。 

 

３ 法的根拠 

防衛計画の大綱は、「安全保障会議設置法」

（昭和 61年法律第 71号）により、安全保障

会議の審議事項とされ83、会議に関する事務

は内閣官房において処理することとなってい

る84。他方、有識者懇談会は、内閣総理大臣

決裁によって設置される総理の私的諮問機関

にすぎず、法的根拠はない。河野洋平前衆議

院議長は、「憲法に根拠をもたず人選も恣意的

な私的懇談会に、本来なら国会で審議すべき

重要な事項を委ねる危うさ」を指摘している85。 

有識者懇談会の報告書では、前述のような

常設的な有識者会議とする際は、「当該有識者

                                         
22.9.20）、櫻田淳「尖閣が迫る安保政策の『宿題』」『産経

新聞』（平22.10.14） 
82 前掲注30 39頁  
83 安全保障会議設置法第２条第１項第２号 
84 安全保障会議設置法第10条 
85 『朝日新聞』（平22.12.10） 

にはみなし公務員として守秘義務を課し、秘

密情報を共有できるようにすることも必要86」

としている。 

 

４ 議論の範囲 

政府は、有識者懇談会に対し、自由闊達に

議論してもらう観点から、議論の内容に制約

を課すような「枠組み」を示していない87。

他方、政府は、有識者懇談会の報告書がまも

なく提出されようとしている段階で、集団的

自衛権の解釈や武器輸出三原則等、非核三原

則を変更しないと表明した88。 

有識者懇談会は、大綱に関連する広範な分

野について半年間の議論を行い、報告書を取

りまとめた。政府として政策の方向性が定ま

っているのであれば、政府は有識者懇談会に

対し、あらかじめ議論の方向性や範囲を示し

たり、検討課題を特定した上で議論してもら

うなど、有識者懇談会のより有効な活用方法

を検討する必要がある。 

 

５ 政府との関係 

今回の大綱は、有識者懇談会の報告書がほ

ぼ踏襲されていると指摘されているが89、政

府は報告書をあくまでも「検討材料の一つ」

として扱った90。有識者懇談会には法的根拠

がなく、広く意見を聴取する目的91とはいえ、

政府が人選を行い、設置したものである。政

府は、半年間かけてまとめられた報告書に対

し、丁重に取り扱うべきであると思われる。 

また、政府は有識者懇談会に対し、タブー

                             
86 前掲注82  
87 内閣参質176第135号参議院議員福島みずほ君提出防衛計

画の大綱に関する質問に対する答弁書（平22.12.7） 
88 前掲注39,40 
89 『読売新聞』夕刊（平22.12.17）、『東京新聞』（平22.12.

18）、「政治の関与足りず 実行に不安」『毎日新聞』（平23.

1.11） 
90 前掲注41-43 
91 前掲注2,22 
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なき議論を要請92したにもかかわらず、有識

者懇談会が非核三原則の見直しを提言しよう

としたところ、官邸からの圧力により報告書

に、「当面、（中略）これを改めなければなら

ないという情勢にはない。」との１文が挿入さ

れたとする報道がなされた93。この報道が事

実とすれば、政府が有識者懇談会を設置した

趣旨と大きく異なることとなる。 

政府と有識者懇談会との関係を整理し、大

綱策定のためにより有益な関係を構築する必

要がある。 

 

                             
92 前掲注27 
93 『産経新聞』（平23.2.16） 
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電子投票制度の現状及び課題 
 

衆議院調査局調査員 

原   佳  子 

（第二特別調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 我が国では、電子投票特例法により、条例を定めた地方公共団体は、当該地方公共団体の選

挙について電子投票機を用いた投票を実施することができる。電子投票制度は、地方選挙で実

績を重ねて普及促進を図り、対象選挙の拡大、電子投票の利用形態の進展などを検討するもの

として導入されたが、現在のところ、全国約 1,700 の市町村のうち７市町村が条例を制定して

いる状況であり、その目的が果たされているとは言い難い。 

本稿では、早くから電子投票制度を導入しているベルギー、電子投票制度の導入を検討中の

韓国の実状調査の内容を報告するとともに、我が国の電子投票制度の現状及び課題について、

検討を行った。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 我が国の電子投票制度 

Ⅱ 電子投票の導入形態（３段階の整理） 

Ⅲ ベルギーにおける電子投票 

Ⅳ 韓国における電子投票 

Ⅴ 我が国の電子投票制度の課題 

おわりに 

 

はじめに 

平成 13年 11 月 30 日、情報化社会の進展に

鑑み、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつ

つ開票事務等の効率化及び迅速化を図ること

を目的として「地方公共団体の議会の議員及

び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用い

て行う投票方法等の特例に関する法律」（平成

13年法律第 147 号。以下「電子投票特例法」

という。）が成立し、翌 14年２月１日から施

行された。これによって、各地方公共団体に

おいては、条例を定めることにより、当該地

方公共団体の選挙に電磁的記録式投票（以下

｢電子投票｣という。）を実施することができる

ようになり、同年６月 23日、岡山県新見市の

市長選挙及び市議会議員選挙において全国で

初めて電子投票が実施された1。 

その後、現在（平成 23 年８月末）までに

10 市町村において延べ 21 回の電子投票が実

施されてきたところである。 

平成 23 年８月末現在、電子投票条例2を制

定している地方公共団体は７市町村である。

平成 16 年３月に三重県四日市市が電子投票

条例を制定した後、新たに電子投票を導入し

た地方公共団体はない。むしろ、電子投票に

係る経費が重い負担になっていることなどを

理由に、条例を改正して電子投票を一時休止

する地方公共団体も見られる。 

新しい投票方法である電子投票は、地方公

共団体での実施を積み重ねて、課題を解消し

                             
1 岡山県新見市は、電子投票特例法成立前の平成 13 年９

月に「新見市電子投票導入研究会」を設置して電子投票の

導入の検討を開始し、翌 14 年３月に電子投票条例を制定

した（同月 25 日公布）。 
2 各地方公共団体の電子投票の実施に関する条例の名称

について、本稿では一括して「電子投票条例」とする。 
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つつ、着実な普及を目的として導入されたも

のであるが、制度創設以来この 10年間で所期

の目的を達成しているとは言い難い状況にあ

る。 

本稿では、現地調査を行ったベルギー及び

韓国の電子投票の状況を紹介するとともに、

我が国の電子投票制度の現状及び課題の検討

を行った。 

 

【電子投票条例を制定している団体】 
（平成 23年８月末現在） 

 団体名及び 

条例の公布日等 
備     考 

１ 岡山県新見市 
 H14. 3.25 公布 

 H17. 3.31 失効 

 H18.10. 2 公布 

H17.3.31…新設合併により

(旧)新見市の条例失効 

H17.4. 1…新設合併 

H18.10.2…新設合併後の

(新)新見市の条例公布 

２ 宮城県白石市 
 H14. 9.26 公布 

 H22. 9.17 改正 

H22.9.17 改正…電子投票

を一時休止 

３ 福島県大玉村 
 H14.12.13 公布 

 

４ 岐阜県可児市 
 H15.3.24 公布（旧） 

 H17.3.25 公布（新） 

H18.3.23…条例の適用を

規則で定めることとし、当

面条例を凍結 

５ 青森県六戸村 
 H15. 9.24 公布 

 

６ 京都府京都市 
 H15.10.20 公布 

 H19.12.17 改正 

市長選に限定 

当初は東山区のみ、H19 改

正で上京区を追加 

７ 三重県四日市市 
 H16. 3.29 公布 

 H23. 3.23 改正 

市長選・市長選と同時に行

われる市議補選に限定 

H23.3.23 改正…電子投票

を当分の間停止 

※これまでに電子投票条例を制定・廃止した地方公

共団体については、文末に表を掲載した。 

 

Ⅰ 我が国の電子投票制度 

１ 導入の経緯 

社会における情報化、デジタル化が進む中

で、選挙事務についても電子機器を利用した

投開票システムの導入などにより更なる効率

化を図ることを目的として、平成 11年７月、

総務省に「電子機器利用による選挙システム

研究会」が設置された。同研究会は、翌 12

年８月に中間報告書3、平成 14 年２月には報

告書4を取りまとめた。その中では、選挙シス

テムへの電子機器の導入形態を３段階に整理

（「Ⅱ 電子投票の導入形態」を参照）すると

ともに、それぞれの段階を実現するために解

決すべき課題等が報告されている。 

また、平成 13年１月、政府は、我が国が５

年以内に世界最先端のＩＴ（情報通信技術）

国家になるという目標を掲げた「e－Japan 戦

略」5を決定し、様々な分野におけるＩＴ化を

推進することとした。電子投票については、

同年６月、ＩＴ戦略本部が決定した『e－

Japan2002プログラム～平成14年度ＩＴ重点

施策に関する基本方針～』の分野別施策の一

つである「行政の情報化及び公共分野におけ

る情報通信技術の活用の推進」において「地

方選挙における電子投票」が盛り込まれ、有

権者の利便性の向上や開票の迅速化を図るた

め、地方公共団体の選挙における電子投票の

試行を可能とするための取組を行うこととさ

れた6。 

さらに、電子投票の導入に意欲的な地方公

共団体から電子投票を試行的に実施できるよ

うな手当てをしてほしいという要望もあり、

政府において法案提出に向けての作業が進め

られた。 

その結果、第 153 回国会（臨時会）の平成

13 年 11 月９日、内閣から「地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式

投票機を用いて行う投票方法等の特例に関す

る法律案（内閣提出第 24号）」が国会に提出

                             
3 電子機器利用による選挙システム研究会『電子投票機器

利用による選挙システム研究会 中間報告書（平成 12 年８

月）』（2000.8） 
4 電子機器利用による選挙システム研究会『電子投票機器

利用による選挙システム研究会 報告書（平成 14年２月）』

（2002.2） 
5 「e-Japan 戦略」の要旨については、<http://www.kant

ei. go.jp/jp/it/network/dai1/0122summary_j.html>(la

st access 2011.9.22) 
6 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略

本部）（第５回） 
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された。 

同法案は、衆議院では、「政治倫理の確立及

び公職選挙法改正に関する特別委員会」に付

託され、同月 21日に質疑、修正案提出の後に

採決（修正議決）、翌 22日の衆議院本会議で

採決（修正議決、全会一致）されて参議院に

送付された。 

参議院では「政治倫理の確立及び選挙制度

に関する特別委員会」に付託され、同月 28

日に質疑、採決（可決）、30 日に参議院本会

議で可決（全会一致）、成立し、翌 14年２月

１日から施行された。 

 

２ 電子投票特例法の概要 

(1) 電子投票特例法の位置付け 

我が国の「公職選挙法」（昭和 25 年法律第

100 号。以下「公選法」という。）では、選挙

における投票方法として自書式投票を採用し

ており、選挙人は投票用紙に候補者の氏名等

を自書し、これを投票箱に入れることとされ

ている7（公選法第 46条第１項～３項）。 

この自書式投票の例外的側面を持つ投票方

法として、公選法には記号式投票8の規定があ

る。記号式投票とは、あらかじめ投票用紙に

印刷された候補者の氏名に○の記号を記載す

る投票方法であり、地方公共団体の議会の議

員及び長の選挙に限り9、条例で定めるところ

によって用いることができることとされてい

る10（公選法第 46条の２）。 

                             
7 例外として、自書能力のないもののために代理投票制度

（公選法第 48 条）がある。 
8 記号式投票制度のほか、点字投票（公選法第 47 条）も

例外的側面を持つものである。 
9 国政選挙に関しては、平成６年の公選法改正（平成６年

法律第 10 号）により衆議院議員の選挙について記号式投

票が導入されることとなったが、翌７年の同法改正（平成

７年法律第 135 号）で再び自書式投票に戻り、その間に選

挙が行われなかったので記号式投票は実施されなかった。 
10 平成 21 年末現在で記号式投票を採用している地方公共

団体は、都道府県では、知事選挙において５県（青森県、

岩手県、島根県、熊本県、大分県）、議会議員選挙では０、

市区（総数 806 団体）においては、市区長の選挙で 118 団

体、市区議会の議員の選挙では 17 団体（いずれも補欠選

これに対し、電子投票は、公選法の定める

投票方法ではなく、公選法の特例法として電

子投票特例法を制定し、地方公共団体の議会

の議員及び長の選挙について、条例で定める

ところにより、電磁的記録式投票機（以下「電

子投票機」という。）を用いて投票を行うこと

ができることとするものである。 

電子投票特例法案の位置付けについては、

片山虎之助総務大臣（当時）が法制定時の委

員会審議において「地方選挙のトライアルと

してやってみよう。これがうまくいったら、

今委員が言われたように第二段階、第三段階、

あるいは第四段階があるかもしれませんが、

（中略）とにかくここの第一段階でやってみて

いろいろなことを検証してみよう、こういう

考えでございまして、それがうまくいくのな

ら、やはり今言ったようなことに進んでいく

のが私は適当ではないかと思っております11」

と発言しており、地方選挙で試行的に実施す

ることとして導入されたものである。 

 

(2) 電子投票特例法の内容 

電子投票特例法の主な内容は、次のとおり

である。 

ア 対象となる選挙 

 電子投票の対象とすることができる選挙は、

地方公共団体（都道府県及び市町村）の議会

の議員又は長の選挙であり、条例で定めると

ころにより、導入することができる（電子投

票特例法第３条）。 

 指定都市の選挙については、条例で電子投

票を行わない区を定めることができる（電子

投票特例法第３条第２項）。 

 都道府県の選挙については、電子投票を行

                                         
挙あるいは便乗補欠選挙のみ）（『選挙時報 第 59巻第 7･8

号』全国市区選挙管理委員会連合会編（2010.7.8）56-57

頁） 
11 第153回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正

に関する特別委員会議録第三号（平成 13 年 11 月 21 日）

５頁 
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う旨の条例を定めた市町村のうち当該都道府

県の条例で定めるものの区域内の投票区に限

り、当該都道府県の条例で定めるところによ

り、電子投票機を用いて投票を行うことがで

きる12（電子投票特例法第３条第３項）。 

イ 特例の対象となる投票 

 電子投票の対象となる投票は、投票所及び

期日前投票所13における投票である（電子投

票特例法第３条）。 

身体の故障や視覚障害などで選挙人が自ら

電子投票機を用いる投票を行うことができな

い場合、電子投票を用いた代理投票を行うこ

とができる（電子投票特例法第７条第１項及

び第２項）。 

点字投票、不在者投票及び仮投票は、電子

投票の対象となる投票ではない（電子投票特

例法第３条第１項）ので、これらの投票は投

票用紙による投票で行われることとなる。 

ウ 電子投票機の具備すべき条件等 

 各地方公共団体が使用する電子投票機14に

ついては、選挙の公正を確保するために、二

重投票の防止、投票の秘密の確保、予想され

る事故への対応措置等に関し、電子投票特例

法で電子投票機が具備すべき条件が定められ

ている（電子投票特例法第４条第１項）。 

市町村の選挙管理委員会は、条件を具備し

た電子投票機を指定するものとする（電子投

票特例法第６条第１項）。 

 また、不正アクセス防止のため、電子投票

機は電気通信回線に接続してはならないもの

                             
12 平成 23 年８月末現在、都道府県でこの条例を制定して

いるところはない。 
13 平成 15 年の公選法改正（平成 15 年法律第 69 号）によ

り期日前投票制度が創設され、同改正法で電子投票特例法

も改正され、期日前投票も電子投票機で投票できることと

された。 
14 電子投票機の機種は、タッチパネル方式（選択画面上の

候補者名の該当欄に手で触れて選択するもの）、テンキー

方式（候補者名に対応する番号をテンキーにより入力して

選択するもの）、ボタン方式（パネル上の候補者名の該当

ボタンを押すことで選択するもの）などがあるが、現在は

タッチパネル方式を使用する市町村がほとんどである。 

とされている（電子投票特例法第４条第２項）。 

エ 投票及び開票の手順 

 電子投票による投開票の流れは、次のとお

りである。 

 ①選挙人名簿との対照 

  ↓ 

②電子投票機による投票 

  ↓ 

③電磁的記録媒体の開票所への送致、集計 

  ↓ 

④選挙長への選挙結果の報告 

 

①選挙人名簿との対照 

選挙人は、自書式投票の場合と同様に、投

票所又は期日前投票所において選挙人名簿の

対照を経て、投票を行わなければならない（公

選法第 44条）。 

②電子投票機による投票 

 本人確認を終えた選挙人は、投票カードを

受け取り、投票カードを電子投票機に挿入し

て投票を開始する。電子投票機を操作し、画

面に表示されている候補者名から一つを選択

し、投票を行う。 

電子投票機に表示すべき事項は、候補者の

氏名及び党派別とされているが、その表示の

方法について必要な事項は、都道府県の議会

の議員又は長の選挙については都道府県が、

市町村の議会の議員又は長の選挙については

市町村がそれぞれ条例で定めることとされて

いる（電子投票特例法第５条）。 

また、誤投票を防止するため、電磁的記録

媒体15に選挙人の選択内容を記録する前に、

選挙人に対して、電子投票機の表示によって、

選択した候補者の氏名が確認できるような機

能を電子投票機に設けることとされている

（電子投票特例法第４条第１項第３号）。 

③電磁的記録媒体の開票所への送致、集計 

                             
15 選挙人の選択内容を記録する記録媒体。具体的には、コ

ンパクトフラッシュ、光磁気ディスク、コンパクトディス

クなどがある。 
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投票時間終了後、電子投票機から電磁的記

録媒体を取り出し、これらを開票所へ送致す

る。 

開票管理者は、開票立会人とともに、電子

計算機を用いて集計することにより、各候補

者の得票数を計算する（電子投票特例法第９

条）。 

④選挙結果の報告 

電子投票による投票の結果、不在者投票等

の投票用紙による投票の結果及びそれらを合

算した選挙の結果を選挙長に報告する（電子

投票特例法第９条第５項）。 

オ その他 

(ｱ) 操作補助制度 

 身体の故障や視覚障害等で自ら電子投票機

を用いた投票を行うことができない選挙人は

電子投票機を用いた代理投票を行うことがで

きるが、代理投票の要件に該当しない選挙人

で、自ら電子投票機を用いることが困難な選

挙人には、操作補助が認められている（電子

投票特例法第７条第３項及び第４項）。 

(ｲ) 国の援助 

 国は、電子投票機による投票を行う選挙の

円滑な実施に資するため、地方公共団体に対

する助言その他の実施に努めることとされて

いる（電子投票特例法第 20条）。 

 援助の内容としては、電子投票機の選定の

参考となる技術基準の研究・情報提供、事務

処理体制の構築や事務処理マニュアル等の作

成に関する助言、電子投票を導入する地方公

共団体に対する必要な財政支援などが挙げら

れる16。 

 

(3) 国政選挙への導入の議論 

 国政選挙への導入については、電子投票特

                             
16 平川薫 「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係

る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に

関する法律逐条解説（二）」『選挙時報 第 51 巻第２号』全

国市区選挙管理委員会連合会編（2002.2）18 頁 

例法が「当分の間の措置」とされていること

（電子投票特例法第１条）、法制定時の委員会

審議において「地方選挙でうまくいくのなら、

これは国政選挙についても発展的な拡大を目

指していく17」との片山虎之助総務大臣（当

時）の答弁があることなどから、地方選挙に

おける実施を積み重ねて、国政選挙への導入

の検討を行うことは想定されていた。 

また、電子投票を実施している地方公共団

体からは、国政選挙を含む全ての選挙を電子

投票で行うことができるようにすべきである

との意見が多くあり、一方、国政選挙に導入

されていないから導入しないという地方公共

団体の意見もあった。 

 平成 19年６月（第 166 回国会（常会））、自

民党及び公明党から、国政選挙においても電

子投票を行うことができることを内容とする

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に

係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方

法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判

官国民審査法の一部を改正する法律案（原田

義昭君外３名提出、衆法第 47号）が提出され

た。 

同改正案は、第 168 回国会（臨時会）の平

成 19 年 12 月 11 日に衆議院を通過し、翌 12

日から参議院で審議に入ったが、参議院政治

倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

において、電子投票機の信頼性、不正防止策

等について法案提出者から十分な答弁が得ら

れないとして審査が中断され、その後の協議

が整わず、結論が得られないまま第 169 回国

会（常会）に継続審査となった。しかし、同

国会では審査は行われず、会期末の平成 20

年６月に審査未了（廃案）となった。 

その後、国政選挙への導入については、平

成 21年７月に民主党が発表した「民主党政策

                             
17 第153回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正

に関する特別委員会議録第三号（平成 13 年 11 月 21 日）

10 頁 
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集 INDEX2009」に電子投票制度を国政選挙に

も導入することを目指す旨の記載がある18が、

現在（平成 23年８月末）に至るまで、国会に

おいて、国政選挙への導入に関する議論は行

われていない。 

 

Ⅱ 電子投票の導入形態（３段階の整理） 

前述の「電子機器利用による選挙システム

研究会」は、選挙事務の効率化を図るため、

電子機器の活用方策の検討を行ったが、特に、

諸外国においても導入が始まっていた投票に

おける電子機器の利用に着目し、その報告書

で、選挙システムへの電子機器の導入に関し、

選挙人がどのような形で投票を行うことがで

きるのかを段階的に検討した。その結果、次

の３段階に整理された。 

第１段階…選挙人が指定された投票所にお

いて電子投票機を用いて投票する段階 

第２段階…指定された投票所以外の投票所

においても投票できる段階 

第３段階…投票所での投票を義務付けず、

個人の所有するコンピュータ端末を用い

て投票する段階 

 以下、研究会の報告書（平成 14年２月）に

基づいて各段階を概説する。 

 

１ 第１段階とは 

 第１段階は、選挙人が指定された投票所に

おいて電子投票機を用いて投票する段階であ

り、投票所及び開票所において電子投票機器

を単体として導入する段階である。したがっ

                             
18 民主党『民主党政策集 INDEX2009』は、民主党の政策議

論の到達点を 2009 年７月 17 日現在でまとめたもので、電

子投票制度については次の記載がある。「地方選挙におい

てのみ実施可能となっているタッチパネルの電子投票機

を用いて投票する電子投票制度を、国政選挙にも目指しま

す。電子投票には選挙事務の効率化、選挙結果の公表の迅

速化といったメリットがある一方で、投票データの改ざん

や機器の不具合への懸念も示されています。そのため、導

入に際しては、不正・事故防止のための措置を設けること

を選挙管理委員会等に義務付けるなど必要な対策を合わ

せて講じます。」 

て、各投票所に設置される電子投票機等をネ

ットワーク化する必要はないとされている。 

 我が国の電子投票は、電子投票特例法の内

容のとおり、選挙人が指定された投票所で電

子投票機を用いて投票を行うものであり、電

子投票機は電気通信回線に接続してはならな

いとされており、この第１段階を実現したも

のであるとされている19。 

第１段階の電子投票の大きなメリットは、

開票の効率化・迅速化である。電子投票機を

用いることで疑問票や無効票がなくなり、手

作業で行っていた分類集計が不要となること

などにより、開票作業の効率化・迅速化を図

ることができ、開票事務従事者の大幅な削減

が可能となることで、開票時間の短縮と合わ

せて、職員の時間外手当等の人件費の削減が

期待できる。また、選挙人に対するメリット

として、投票時の利便性の向上、選挙におけ

る有権者の意思の正確な反映、選挙結果の速

やかな公表などが挙げられる。 

 諸外国の電子投票制度も第１段階のものが

ほとんどであるが、導入の目的はそれぞれで

あり、例えば、後述するベルギーは、オラン

ダ語・フランス語の２つの言語が公用語とし

て使用されていることへの対応、非拘束名簿

式比例代表制での記号式投票で生じる問題

（大きな投票用紙、複雑かつ時間のかかる開

票作業など）を解消するために導入している。 

 

２ 第２段階とは 

 第２段階は、選挙人が指定された投票所以

外の投票所でも投票できる段階であり、各投

票所等に導入される電子投票機を専用回線に

よりネットワーク化する段階であるが、セキ

ュリティの観点からクローズドなネットワー

                             
19 平川薫 「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係

る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に

関する法律逐条解説（一）」『選挙時報 第 51 巻第１号』全

国市区選挙管理委員会連合会編（2002.1）７頁 
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クを前提とすることが必要であるとされてい

る。また、電子投票機をネットワークで結ぶ

だけでなく、本人確認のための選挙人名簿の

ネットワーク化、候補者情報の共有化のため

のネットワーク化も必要となるとされる。 

第２段階はさらに、①同一選挙区内の任意

の投票所での投票、②同一選挙における全選

挙区内の任意の投票所での投票、③選挙の行

われていない区域も含めた任意の場所での投

票の各段階が考えられる。 

第２段階の電子投票では、選挙人に対する

メリットである投票時の利便性が一層向上す

ることとなる。 

しかし、第２段階の実現には、指定された

投票所以外の投票所でも投票できるための本

人確認システムの構築、投票を終えた選挙人

による二重投票を防止するための選挙人名簿

のネットワーク化、投票することができる全

投票所で全ての候補者情報を共有化するシス

テムの構築などが必要となり、それぞれにセ

キュリティ確保の課題が生じる。 

 

３ 第３段階とは 

第３段階は、投票所での投票を義務付けず、

個人の所有するコンピュータ端末を用いて投

票する段階であり、インターネット選挙と言

われるものである。 

全ての選挙がこの段階に至れば、選挙人は

投票所に行かずにコンピュータ端末のある場

所で投票することができ、選挙人にとって投

票時の利便性は、第１段階、第２段階に比べ

て更に進むものとなる。また、投票所も不要

になり、投票所経費、人件費の削減なども図

ることができる。 

しかし、この段階では、オープンネットワ

ークを利用せざるを得ないので、第２段階に

比べて一層のセキュリティ確保が求められる。

また、情報格差の問題（全ての人がコンピュ

ータ端末にアクセスできる環境の整備が必要

となること）、なりすましなどを防止するため

のネットワーク上での本人認証システムの構

築、投票所での投票と異なって第三者の立会

いがない中での投票における自由な意思によ

る投票環境の確保など、実現については相当

困難な問題を解消する必要がある。 

諸外国においてもこの段階の電子投票制度

を導入している国は極めてまれである20。 

 

Ⅲ ベルギーにおける電子投票21 

１ 電子投票導入の経緯 

ベルギーの電子投票は、選挙人が指定され

た投票所で電子投票機を用いて投票し、その

結果を電磁的記録媒体に記録し、それを電気

通信回線によらずに開票所に送致して開票す

るものであり、第１段階の電子投票である。

電子機器利用による選挙システム研究会の中

間報告書でも紹介され、我が国の電子投票導

入時にも参考にしている。 

ベルギーが電子投票を導入した理由は、①

投票方法の近代化、②投開票の効率化・迅速

化、③開票の誤りを無くすこと、④大きい投

票用紙が原因となる諸問題の解消、⑤オラン

ダ語とフランス語を公用語とする二言語体制

に対応するためなどである。なお、ベルギー

は義務投票制を採用しており、選挙人の投票

環境を向上する必要もあった。 

開票の誤りを無くすこと、投票用紙の大き

さの問題は、ベルギーの選挙制度に由来する。 

ベルギーは国会議員選挙、地方議会議員選

挙において非拘束名簿式比例代表制を採用し

ている。選挙人は、政党名か同一政党名簿の

候補者に投票（複数の候補者に投票すること

                             
20 湯淺墾道『エストニアの電子投票』（社会文化研究所紀

要 65 号）によると、エストニアでは 2005 年の地方議会議

員選挙からインターネットを介したいわゆる第３段階の

電子投票が実施され、その後の国会議員選挙、欧州議会議

員選挙でも実施されている。 
21 平成 23 年２月にベルギー内務省を訪問し、聞き取り調

査を行った。 
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が可能）する。投票は、紙による投票の場合

は記号式投票で行われ、投票用紙には全ての

政党名と、その下に候補者名簿（全ての候補

者名）が記載される。ブリュッセルなどの都

市部の選挙区では名簿登載者数が多くなり、

さらにオランダ語とフランス語の両言語を併

記する必要があることなどから、投票用紙が

大きくなること22が投開票において問題とな

っていた。 

投票用紙の大きさについては、選挙人にと

っては、記載台で記入する際に投票の秘密の

確保が困難となる問題があり、選挙を執行す

る各コミューン（基礎自治体）にとっては、

印刷経費、選挙期日までの保管場所の確保な

どの問題があった。また、名簿登載者数の多

い選挙区では開票作業が複雑かつ困難な作業

となって開票に要する時間も長時間になり、

多くの労力を要することとなる問題もあった。 

これらの問題を解消するため、ベルギーで

は 1980 年代から連邦政府と民間企業が共同

で電子投票システムの開発を行い、1991 年に

２つのカントン（郡）で試験的投票（有権者

約２万人）を行った後、1994 年に正式に電子

投票制度を導入した。 

 

２ 実施状況 

2011 年２月現在、電子投票を実施している

コミューンの数は 201（全体数 589）であり、

全有権者約760万人のうちの45％に当たる約

340 万人の有権者が電子投票を行っている。

地域別23にみると、オランダ語及びフランス

                             
22 内務省の説明では、大きい投票用紙は縦横１ｍを超える

ものもある。 
23 (財)自治体国際化協会『ベルギーの地方自治』（2010.2）

によると、ベルギーは、「連邦」を構成する組織として「共

同体」（オランダ語共同体、フランス語共同体、ドイツ語

共同体）と「地域」（フランドル地域、ワロン地域、ブリ

ュッセル首都圏地域）があり、これら６つの連邦構成体の

地位は原則的に対等であり、行政上の上下関係は存在しな

いとされている。地理的には、「ブリュッセル首都圏地域」

を別にすれば、「オランダ語共同体」と「フランドル地域」

の領域が一致し、「フランス語共同体」及び「ドイツ語共

同体」を合わせた領域が「ワロン地域」の領域と一致する、

語の両言語が使用されているブリュッセル首

都地域では 100％、フランドル地域では 50％、

ワロン地域では 20％の割合で電子投票が実

施されている。対象となる選挙は、国政選挙、

地方選挙、欧州議会議員選挙など全てである。 

電子投票を導入するかどうかは各コミュー

ンが決定する。導入を決めたコミューンは電

子投票機一式を購入し、その後の維持管理も

コミューンが行う。レンタル方式ではなく購

入方式であるため、電子投票機器類の保管場

所の確保とメンテナンスがコミューンの負担

となっている。購入費用については、電子投

票機を購入するための初期費用の 20％を連

邦政府（内務省）が補助するが、その後の電

子投票に係る費用は各コミューンが負担する。

我が国と同様に、高額な導入経費とその後の

維持管理費がコミューンの財政上の負担とな

り、電子投票の普及が進まない理由の一つと

なっている。 

 

３ 電子投票の流れ 

 ベルギーの電子投票は、選挙人が投票を行

う「電子投票機」、選択内容が書き込まれた

磁気カードの内容を読み取る「電子投票箱」、

選択内容を電磁的記録媒体に書き込む「投票

管理者専用機」の３種類の機器を用いる。具

体的な流れは、次のとおりである。 

  ①ＩＤカードによる本人確認、磁気カード 

 の受取り 

    ↓ 

  ②電子投票機による投票、磁気カードへ 

   の書込み 

     ↓ 

  ③磁気カードを電子投票箱に投入、投票 

   内容の読取り 

     ↓ 

  ④投票管理者専用機における電磁的記録 

   媒体への記録 

     ↓ 

  ⑤電磁的記録媒体の開票所への送致、開 

   票・集計 

                                         
とのことである。 
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①ＩＤカードによる本人確認、磁気カードの

受取り 

選挙人は、投票案内状とＩＤカード(身分証

明書)を持参して住所に基づいて定められた

投票所へ行き、本人確認を行った後、投票管

理者から選択内容を記録するための磁気カー

ドを受け取る。 

②電子投票機による投票、磁気カードへの書

込み 

電子投票機（磁気カードへの書込み装置を

内蔵したパソコン、画面、画面をタッチする

ための光学用ペンで構成）に磁気カードを挿

入して、投票を開始する。 

<投票の手順> 

・選挙人は使用する言語を選ぶ（オランダ語

又はフランス語、これにドイツ語が加わる

こともある）。 

・画面には全ての政党名と「白紙票」の文字

が表示されるので、いずれかを選択する。 

・政党名の一つを選択すると、次に、政党名

のみか、あるいは政党の候補者名簿が掲載

されている画面に進む。 

・政党名のみを選択する場合は、政党名にタ

ッチし、間違いがなければ、画面上に表示

される「確認」の文字をタッチして投票が

終了する。 

・名簿上の候補者を選択する場合は、一人の

候補者を選択するか、同一政党内の複数の

候補者を選択することができる。複数選択

する場合でも順位は付さず、選択する候補

者名にタッチをして記号を付す。選択内容

に間違いがなければ「確認」の文字をタッ

チして投票が終了する。 

・いずれの場合でも「確認」にタッチするま

では、投票内容の訂正を行うことができる。 

③磁気カードを電子投票箱に投入、投票内容

の読取り 

投票終了後に磁気カードに選択内容が書き

込まれ、磁気カードが電子投票機から自動的

に返却される。選挙人はそれを読取り装置を

内蔵した電子投票箱に投入する。電子投票箱

での読取り終了後、磁気カードはそのまま電

子投票箱の下部に保管される。 

④投票管理者専用機における電磁的記録媒体

への記録 

電子投票箱で読み取られた結果は、投票管

理者専用機（電磁的記録媒体（3.5 インチフ

ロッピィディスク（ＦＤ））への書込み装置

を内蔵）にデータが送られ、その内容が暗号

化された上で自動的に 3.5 インチＦＤに記録

される。 

⑤電磁的記録媒体の開票所への送致、開票・

集計 

投票時間終了後、投票管理者は投票者数と

投票管理者専用機器に表示された投票数が合

っているかを確認した上で、3.5 インチＦＤ

を開票所に運び、集計作業が行われる。集計

作業は各カントンで行われ、開票結果は、各

カントンの選挙管理委員会から中央選挙管理

委員会へ専用回線を使って送られる。 

 

４ 現在のシステムの問題点 

現在、各コミューンが使用している電子投

票システムは 1994 年の導入時に開発された

ままのものであり、新しいシステムの開発は

行われていない。情報通信技術の向上が目覚

ましい中で新しいシステムの開発が行われな

い理由は、①既に導入しているコミューンに

とって新しいシステムを搭載した電子投票機

等を購入することは更なる財政的負担が生じ

ること、②操作に慣れた電子機器を変更する

ことは、有権者にも選挙を管理するコミュー

ンにも負担となることなどである。また、現

在の電子投票機は記録媒体として 3.5 インチ

ＦＤを使用する仕組みとなっているが、現在

3.5 インチＦＤはほとんど製造されておらず、

新たに入手できない。したがって、ベルギー

では電子投票機器の調達が困難であるという
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物理的な問題が生じており、現在の電子投票

システムではこれ以上の普及は見込めない状

況である。 

このような事情から、ベルギー内務省では、

現在、ベルギー国内の大学と共同で、新たな

電子投票システムの研究・開発を進めている。

内務省としては、新たに導入するシステムを

決めた後に試行を経て、政治的決定が得られ

次第、現在の電子投票システムに代わるシス

テムを導入したいと考えている。 

 

Ⅳ 韓国における電子投票24 

１ 国民総背番号制の利用 

韓国では、全ての公職選挙（大統領選挙、

国政選挙、地方選挙）を対象として、電子投

票を全国一斉にスタートさせる計画を進めて

いる。検討中の電子投票システムは、選挙人

が全国のいずれの投票所からでも投票できる

ものであるが、各投票所の電子投票機はネッ

トワーク化せず、また、選挙人の選択内容も

電子投票機に挿入したＵＳＢメモリに直接記

録して開票所へ人の手で送致することとして

電気通信回線を利用しない仕組みであるので、

韓国の電子投票システムは、第１段階、第２

段階のどちらにも分類できないものと考えら

れる。 

電子投票機等をネットワーク化することな

く、選挙人が任意の投票所で投票できるシス

テムを開発できるのは、韓国の住民登録制度

によるいわゆる国民総背番号制が大きな役割

を果たしている。 

韓国の国民総背番号制とは、全ての国民に

対し出生時にそれぞれ住民登録番号を付与し、

政府が住民登録情報を一元管理するものであ

                             
24 平成 23 年２月に韓国中央選挙管理委員会を訪問し、聞

き取り調査を行った。同委員会は、憲法で定められた独立

の行政機関であり、国及び地方自治体の選挙に関する事務、

国民投票に関する事務、政党に関する事務などを所掌する。

<http://www.nec.go.kr/engvote/main/main.jsp>(last a

ccess 2011.9.22) 

る。電子投票システムは、この情報を利用す

ることを前提に計画が進められている。また、

17 歳以上の全ての国民に、氏名、生年月日、

住所、本籍地、住民登録番号、指紋情報など

が入力された「住民登録証（ＩＤカード）」

が発給されており、電子投票システムでは、

本人認証を行うためにこのＩＤカードを利用

することとしている。 

 

２ 導入検討の背景 

 1997 年に始まったアジア通貨危機により

大きな経済的打撃を受けた韓国は、経済を立

て直す政策の主軸として、ＩＴによる情報産

業の活性化と行政改革を掲げた。政府はＩＴ

活用による行政サービスの改革を優先課題と

し、2002 年末に今後の高度情報化の方策を示

した「e－コリア・ビジョン 2006」を策定し、

その中に電子投票制度の導入も明記された。 

電子投票制度導入の目的は、①全国の有権

者や候補者のデータベースを統合して全国ど

この投票所においても投票できるようにする

ことにより、有権者の投票所へのアクセス等

の便宜を図る、②投開票事務の軽減及びコス

ト削減、③電子機器を利用した選挙サービス

を通じた国民の政治参加の拡大と生活環境の

質の改善などであった。 

これらの目的のもと、韓国の中央選挙管理

委員会では独自に電子投票システムの開発に

着手した。 

当初は、2008 年４月の国会議員選挙25から

全国一斉にスタートする計画であったが、そ

のために必要な予算が付かなかったことなど

により実施は見送られ、現在のところ導入時

期は決まっていない。 

中央選挙管理委員会では、予算が付かなか

った理由として、導入についての政治的・社

                             
25 韓国国会は一院制。定数 299 人。任期４年。選挙制度は

小選挙区比例代表並立制（小選挙区 245 議席、全国単位の

比例代表 54 議席）。 
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会的コンセンサスが不十分であったことと、

現在の李明博大統領が電子投票に積極的でな

いことを挙げている。 

 

３ 電子投票の流れ 

 韓国で検討されている電子投票システムは、

本人認証システムを搭載した電子投票機が用

いられる。具体的な流れは、次のとおりであ

る。 

 ①本人認証システムによる本人確認、選挙区 

  情報の投票カードへの書込み 

    ↓  

 ②電子投票機による投票 

    ↓  

 ③電磁的記録媒体の開票所への送致、集計 

 

①本人認証システムによる本人確認、選挙区

情報の投票カードへの書込み 

選挙人は任意の投票所に出向き、まず本人

認証システムにＩＤカードを挿入して本人確

認を行う。本人認証システムには、中央選挙

管理委員会が管理している全ての有権者に係

る選挙人名簿（有権者統合データベース）の

情報があらかじめインストールされている。

有権者統合データベースには住民登録情報も

含まれており、指紋リーダーを備えた本人認

証システムで本人確認を行う。指紋情報等を

利用して本人確認をした後、選挙人は、それ

ぞれの選挙区情報が書き込まれた投票カード

を受け取る。 

②電子投票機による投票 

選挙人が選挙区情報の書き込まれた投票カ

ードを電子投票機に挿入すると、その内容（政

党名や候補者名等）が画面に表示されるので、

選挙人はそれをもとに投票する（タッチパネ

ル式）。 

投票終了後、選挙人は、電子投票機に内蔵

されたプリンタで記録紙に印字された自分の

投票内容を確認用窓から目視で確認した上で

投票を終了する。選択内容は記録紙にはアト

ランダムに印字されるので、各選挙人の投票

の秘密は確保される。 

③電磁的記録媒体の開票所への送致、集計 

選挙人の選択内容は、各電子投票機に挿入

したＵＳＢメモリに暗号化した上でアトラン

ダムに直接記録される。ＵＳＢメモリは人の

手で開票所に送致され、集計作業が行われる。

開票結果は専用回線で中央選挙管理委員会に

送信され、それぞれの選挙区ごとに集計、当

選人が決定される。 

 

４ 導入に向けた現在の状況 

2005 年３月、韓国国会に、電子投票制度に

関する政府と各政党の協議機関として｢電子

選挙推進協議会｣が設置された。同協議会の構

成員は、政党所属の国会議員、政府、研究機

関、市民団体の関係者などであり、電子投票

事業の推進方向及び推進戦略や電子投票実施

のための政治的・社会的な基盤の構築方策な

どについての協議を行っている。 

また、中央選挙管理委員会は、引き続き、

電子投票制度の広報活動を継続的に展開し、

十分な国民的コンセンサスを形成した上で各

政党等との協議を経て、今後の公職選挙に電

子投票を導入する計画を進めている。韓国は

ＩＴ先進国であるが、高齢者には電子機器に

不安を持つ者もいまだに多いので、模擬投票

の他に各種公共組合の委託選挙や民間団体の

役員選挙などの身近な選挙で電子投票を体験

する機会を増やして広報活動を展開すること

を検討している。 

様々な政策がその時の大統領のトップダウ

ン方式で決められることが多い韓国であるが

ゆえ、次期大統領（2012 年改選。韓国の大統

領は再選禁止）に誰が就くかによって電子投

票制度の今後の方向も変わってくると中央選

挙管理委員会では考えている。 
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Ⅴ 我が国の電子投票制度の課題 

平成 23年８月現在、電子投票条例を制定し

ている市町村の数は、全国 1,723 団体のうち

７団体であり、そのうちの３団体は電子投票

の実施を当面見送ることとしている。 

普及が進まない原因の一つは前述した国政

選挙が対象となっていないことにあるが、そ

の他に電子投票に係る高額な経費と電子投票

機の信頼性の問題がある。 

 

１ 電子投票の経費 

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に

要する費用は、公選法で当該地方公共団体が

負担することと規定されている（公選法第

264 条）。この原則は、電子投票を実施する地

方公共団体にも当てはまるが、公選法には電

子投票機の使用に要する費用の負担について

の規定がなく、電子投票特例法において、電

子投票の使用に要する費用は当該地方公共団

体が負担する旨が規定されている（電子投票

特例法第 18条）。 

一方、電子投票特例法には地方公共団体へ

の国の援助に関する規定があり（電子投票特

例法第 20条）、その援助には財政支援も含ま

れる。当初は、国から電子投票を実施する各

地方公共団体に対し、電子投票機器費用の一

部について補助金（地方選挙電磁的記録式投

票補助金）の形で支援が行われていたが、国

と地方の税財政の見直しの中で当該補助金が

廃止され26、現在は特別交付税措置の対象と

して支援が行われている。 

しかし、昨今の地方公共団体の厳しい財政

状況において、限られた予算の中で選挙を執

行することはそれぞれの地方公共団体にとっ

て相当な負担となっており、特に電子投票の

                             
26 平成16年に地方六団体が取りまとめた｢国庫補助負担金

等に関する改革案｣の中で、電子投票に関する補助金が税

源 移 譲 す べ き 国 庫 補 助 負 担 金 に 挙 げ ら れ た 。

<http://www.nga.gr.jp/chijikai_link/2004_8_x04.pdf>

(last access 2011.9.22) 

場合、電子投票機の導入経費27が高額である

ため、導入している地方公共団体には一層の

負担となっている。 

電子投票機の導入経費が高額である理由は、

電子投票の普及がなかなか進まないため電子

投票事業から撤退する事業者が相次ぎ、競争

原理が十分に発揮されず、電子投票機の価格

が下がらないことにある。高額な導入費用が

障害となって新たに導入に踏み切る地方公共

団体が増えず、普及が進まないという悪循環

も生じている。 

電子投票を導入することで、開票事務の効

率化等による人件費の削減や投票用紙の印刷

経費などの削減はされるが、その額は電子投

票機の導入経費に比べると非常に少ないもの

である。電子投票導入による十分な費用対効

果が期待できなければ、電子投票の普及促進

は難しく、電子投票機の価格が下がったとし

ても、それがすぐに普及に結び付くものでは

ないものと思われる。 

 

２ 電子投票機の信頼性 

 平成 15 年７月に岐阜県可児市の市議選で

行われた電子投票で、全投票所のサーバー及

び投票端末機が停止し、投票することができ

ない時間が生ずるというトラブルが起きた。

このトラブルをめぐり住民から選挙の無効を

求める訴訟が提起され、平成 17年７月、最高

裁において選挙無効の判決がなされた28。 

また、選挙無効には至らなかったものの、

平成 15 年 11 月の神奈川県海老名市の市長

選・市議選では、投票端末とサーバー間の回

                             
27 電子投票を実施する地方公共団体は、選挙の都度、電子

投票機器等を電子投票事業者からレンタルしている。本稿

ではレンタル料を含めて電子投票を実施するためにその

都度要する費用を「導入経費」とした。 
28 住民から可児市選挙管理委員会に選挙無効の申出があ

り、市選管では異議の申出を棄却、岐阜県選挙管理委員会

での審査申立ての棄却の後、平成 15 年９月に名古屋高裁

に提訴され、翌 16 年３月に選挙無効の判決が下された。

県選管が上告したが、最高裁で棄却され選挙無効が確定し

た。 
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線接続不良によりサーバーが一時的に停止し、

複写用記録媒体への記録が正確に行われない

というトラブルが発生し、住民が選挙無効を

求める訴訟を提起した29。 

電子投票機によるトラブルの発生は電子投

票の技術面における信頼性に影響を与え、導

入に躊躇する市町村も少なくない。 

 総務省では、電子投票の信頼性の向上を図

るために、平成 17年５月、トラブルの回避を

目的として、これまでの電子投票の実施例を

参考に電子投票の導入から実施に至る手順や

留意点をまとめた「電子投票導入の手引き」30

を公表した。また、平成 18年に、有識者で構

成される「電子投票システム調査研究会」が

設置され、同年３月に「電子投票システムの

信頼性向上に向けた方策の基本方向」が取り

まとめられた。その中で、電子投票機の技術

的条件への適合確認の方法として第三者機関

等による認証制度の必要性が指摘され、これ

を受けて総務省では、同年 12月、「電子投票

システムの技術的条件に係る適合確認実施要

綱」を定めて、これに基づく検査方法及び確

認方法によって民間検査機関において適合確

認を実施し、その結果を公表した。 

 

おわりに 

 ベルギーでは、選挙に関する諸問題を解消

するために電子投票を導入する必要があり、

普及促進のために新しいシステムの検討を開

始した。また、韓国では電子政府化推進政策

の一環として、中央選挙管理委員会が中心的

な役割を果たしながら電子投票の導入が進め

られている。 

                             
29 住民より海老名市選挙管理委員会に選挙無効の申出が

あり、市選管では異議の申出の棄却、神奈川県選挙管理委

員会での審査の申立ての棄却の後、東京高裁に提訴、同高

裁で棄却。原告が上告せず選挙の有効が確定した。 
30 総務省ホームページ<http://www.soumu.go.jp/senkyo/

senkyo_s/news/touhyou/denjiteki/denjiteki02.html>(l

ast access 2011.9.22) 

 

一方、我が国では、電子投票をどのように

活用し、今後どのように進めていくのか、そ

の方向性が必ずしも明確ではない。このよう

な状況で、地方任せの実施を繰り返していて

も、電子投票制度の進展はもとより、制度の

維持そのものが厳しくなる可能性が生じるの

ではないだろうか。 

早くから電子投票を導入している宮城県白

石市31は、平成 22 年９月、電子投票の経費が

同市の財政に大きな負担をかけていることな

どを理由に、市議選及び市長選で実施してい

る電子投票を一時休止することとした。市議

会の議論32では、これまでの電子投票の効果

を評価して実施を続けるべきである、今後も

推進すべきであるとの肯定的な意見もあった

が、「国が電子投票を積極的に推進しない現況

に対し、猛省を促す」ためにも、次の市議会

議員選挙は電子投票を一時休止し、自書式投

票で行うこととした33。 

電子投票制度の今後の在り方について、政

党間における再検討、あるいは国による方向

性が示されることが期待される。 

                             
31 白石市は、新見市に次いで平成 14 年９月に、市議会議

員選挙及び市長選挙で電子投票条例を制定。これまでに市

議選２回、市長選２回を電子投票で行っている。 
32 「しろいし市議会だより 第 159 号」(平成 22 年 10 月 31

日)に、電子投票を一時休止する改正条例について、白石

市議会における審査の主な議論が掲載されている。 
33 白石市議選は、平成 23 年７月 31 日に自書式投票で行わ

れた。 
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〔参考〕 

電子投票条例を制定後、条例を廃止した団体 

(平成 23年８月末現在) 

 団体名 

条例を公布した日 

条例を廃止した日 

備           考 

１ 福井県鯖江市 

   H15. 3.26 公布 

   H16. 9. 2 廃止 

コスト高を理由に条例を廃止 

２ 三重県 

   H16.10.19 公布 

   H17. 3.31 失効 

四日市市で行われる選挙で、県議補選に限定 

平成 16 年度末までの時限条例につき、年度末で失効 

３ 岡山県 

   H14.12.20 公布 

   H17. 5.17 廃止 

（旧）新見市での選挙に限定して制定 

（旧）新見市の条例執行に伴い廃止 

４ 広島県広島市 

   H14.10. 3 公布 

   H18. 4. １廃止 

安芸区での選挙に限定していること及び市長選に限定していること等を理由

に廃止 

５ 神奈川県海老名市 

   H15. 6.13 公布 

   H23. 1. 1 廃止 

電子投票機の不具合によるトラブル等があり、条例を改正して一時休止した

後に廃止 

 

 

 

 

【参考文献】本文及び脚注に掲げたもののほか、以下のものを参考とした。 

  ・岩崎正洋『ｅデモクラシー・シリーズ 第２巻 電子投票』日本経済評論社（2004） 

  ・岩崎正洋『ｅデモクラシーと電子投票』日本経済評論社（2009） 

  ・電子投票システム調査検討会「電子投票システムの信頼性向上に向けた方策の基本的方向」（2006） 

  ・湯淺墾道『韓国の電子投票』九州国際大学社会文化研究所紀要 59号（2006） 
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